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発言に対する意見書
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令和２年第７回沖縄県議会（定例会）会期日程

会期27日間　自 令和２年11月25日 
至 令和２年12月21日 

月  日 曜日 日             程 備       考

１ 11月25日 水
本 会 議

（会議録署名議員の指名）

 先議案件付託 
 請願・陳情付託

（会期の決定）
（決算特別委員長報告、採決）
（知事提出議案の説明）

委 員 会（先議案件審査）
２ 26日 木 議案研究
３ 27日 金 議案研究  代表質問通告締切（正午）
４ 28日 ㊏ 休　　会
５ 29日 ㊐ 休　　会
６ 30日 月 議案研究  一般質問通告締切（正午）
７ 12月１日 火 委 員 会（議会運営委員会）  請願・陳情提出期限

８ ２日 水 本 会 議
（先議案件委員長報告、採決）
（代表質問）

９ ３日 木 本 会 議（代表質問）
10 ４日 金 本 会 議（一般質問）
11 ５日 ㊏ 休　　会
12 ６日 ㊐ 休　　会
13 ７日 月 本 会 議（一般質問）
14 ８日 火 本 会 議（一般質問）  請願・陳情付託（常任委）

15 ９日 水
本 会 議

（一般質問）
 議案付託
 請願・陳情付託（特別委）

（知事提出議案の説明）
（議員提出議案の説明）

委 員 会（常任委員会、特別委員会）
16 10日 木 委 員 会（常任委員会、議会運営委員会）

17 11日 金
本 会 議（先議案件委員長報告、採決）
委 員 会（常任委員会）

18 12日 ㊏ 休　　会
19 13日 ㊐ 休　　会
20 14日 月 委 員 会（常任委員会）
21 15日 火 委 員 会（常任委員会）

22 16日 水
本 会 議（知事提出議案の説明）

 議案付託
委 員 会（特別委員会）

23 17日 木 委 員 会（常任委員会）

24 18日 金
議案整理
委 員 会（議会運営委員会）

25 19日 ㊏ 休　　会
26 20日 ㊐ 休　　会
27 21日 月 本 会 議（委員長報告、採決）

（注） 新型コロナウイルス感染症対策関連の補正予算が２度にわたり追加提出されたことから、開会日には予
定していなかった12月11日及び16日にそれぞれ会議を開いた。
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赤　嶺　　　昇　君

仲　田　弘　毅　君

新　垣　光　栄　君

翁　長　雄　治　君

玉　城　健一郎　君

島　袋　恵　祐　君

上　里　善　清　君

大　城　憲　幸　君

上　原　　　章　君

小　渡　良太郎　君

新　垣　淑　豊　君

島　尻　忠　明　君

仲　里　全　孝　君

平　良　昭　一　君

喜友名　智　子　さん

國　仲　昌　二　君

瀬　長　美佐雄　君

次呂久　成　崇　君

当　山　勝　利　君

當　間　盛　夫　君

金　城　　　勉　君

下　地　康　教　君

石　原　朝　子　さん

仲　村　家　治　君

新　垣　　　新　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開会日に応招した議員　

12月１日に応招した議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山　里　将　雄　君

玉　城　武　光　君

比　嘉　瑞　己　君

仲　村　未　央　さん

照　屋　大　河　君

仲宗根　　　悟　君

西　銘　啓史郎　君

座　波　　　一　君

大　浜　一　郎　君

呉　屋　　　宏　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

山　内　末　子　さん

瑞慶覧　　　功　君

玉　城　ノブ子　さん

西　銘　純　恵　さん

渡久地　　　修　君

崎　山　嗣　幸　君

比　嘉　京　子　さん

末　松　文　信　君

島　袋　　　大　君

中　川　京　貴　君

照　屋　守　之　君
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令和２年11月25日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 １ 号）

令和２年11月25日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 １ 号）



議　　事　　日　　程　第１号
令和２年11月25日（水曜日）

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　令和２年第６回議会乙第15号議案及び同乙第16号議案（決算特別委員長報告）
第４　令和２年第６回議会認定第１号から同認定第24号まで（決算特別委員長報告）
第５　甲第１号議案から甲第５号議案まで、乙第１号議案から乙第30号議案まで及び諮問第１号（知事説明）
第６　立皇嗣の礼に係る賀詞奉呈の件
第７　陳情第184号、第188号の５及び第190号の付託の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　令和２年第６回議会乙第15号議案及び同乙第16号議案
　　　　　　乙第15号議案　令和元年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第16号議案　令和元年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
日程第４　令和２年第６回議会認定第１号から同認定第24号まで

認定第１号　令和元年度沖縄県一般会計決算の認定について
認定第２号　令和元年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
認定第３号　令和元年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
認定第４号　令和元年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
認定第５号　令和元年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
認定第６号　令和元年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
認定第７号　令和元年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
認定第８号　令和元年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
認定第９号　令和元年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
認定第10号　令和元年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
認定第11号　令和元年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
認定第12号　令和元年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
認定第13号　令和元年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
認定第14号　令和元年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
認定第15号　令和元年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
認定第16号　令和元年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
認定第17号　令和元年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
認定第18号　令和元年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
認定第19号　令和元年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて

令和２年
第　 ７　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

令和２年11月25日（水曜日）午前10時開会
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認定第20号　令和元年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
認定第21号　令和元年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
認定第22号　令和元年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
認定第23号　令和元年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
認定第24号　令和元年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について

日程第５　甲第１号議案から甲第５号議案まで、乙第１号議案から乙第30号議案まで及び諮問第１号
甲第１号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第８号）
甲第２号議案　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第４号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
甲第５号議案　令和２年度沖縄県病院事業会計補正予算（第３号）
乙第１号議案　沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例
乙第６号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める

条例
乙第７号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例
乙第８号議案　沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　工事請負契約について
乙第11号議案　工事請負契約について
乙第12号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第13号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第14号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第15号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案　訴えの提起について
乙第17号議案　損害賠償請求事件の和解について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　当せん金付証票の発売について
乙第26号議案　国営土地改良事業に係る負担金の徴収について
乙第27号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の中期目標を定めることについて
乙第28号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学に承継させる権利を定めることについて
乙第29号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
乙第30号議案　専決処分の承認について
諮問第１号　軌道敷設に関する線路及び工事方法書に記載した事項の変更認可申請に伴う意見に

ついて
日程第６　立皇嗣の礼に係る賀詞奉呈の件
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日程第７　陳情第184号、第188号の５及び第190号の付託の件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君

25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
欠　席　議　員（１名）

20　番　　新　垣　　　新　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君

文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土木建築部長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
公	安	委	員	会
委　　員　　長　　

知　念　公　男　君

警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
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事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課 長 補 佐　　

佐久田　　　隆　君

主 査　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君
政務調査課長　　上　原　貴　志　君
副　　参　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　幹　　下　地　広　道　君

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和２年第７回
沖縄県議会（定例会）を開会いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に申し上げます。
　去る11月３日、元議長外間盛善氏が逝去されまし
た。
　つきましては、外間氏の長逝に対しまして哀悼の意
を表し、その御冥福を祈るため黙禱をささげたいと思
います。
　全員御起立願います。
　黙禱。
　　　〔全員起立　黙禱〕
○議長（赤嶺　昇君）　黙禱を終わります。
　御着席願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
36件並びに今期定例会提出補正予算説明書、令和２
年10月末現在の令和２年度一般会計予算執行状況報
告書及び同一般会計繰越予算執行状況報告書の提出が
ありました。
　次に、これまでに受理いたしました請願及び陳情の
うち、特別委員会に付託すべき陳情を除く請願１件及
び陳情22件は、お手元に配付の請願及び陳情文書表
のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしまし
た。
　次に、説明員として出席を求めた労働委員会会長藤
田広美君は、所用のため本日、12月２日から４日ま
で及び７日から９日までの会議に出席できない旨の届
出がありましたので、その代理として、本日の会議に
労働委員会公益委員田島啓己君、12月２日から４日
まで及び７日から９日までの会議に労働委員会事務局

長山城貴子さんの出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　４番　島　袋　恵　祐　君　及び
　　　９番　新　垣　淑　豊　君
を指名いたします。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から12月21日までの27
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から12月21日までの27日間
と決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第３　令和２年
第６回議会乙第15号議案及び同乙第16号議案及び日
程第４　令和２年第６回議会認定第１号から同認定第
24号までを一括議題といたします。
　各議案及び各決算に関し、委員長の報告を求めます。
　決算特別委員長座波　一君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔	委員会審査報告書（議決事件及び決算）　巻

末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

労 働 委 員 会
公 益 委 員　　

田　島　啓　己　君　

人 事 委 員 会
委 員 長　　

島　袋　秀　勝　君
　

代表監査委員　　安慶名　　　均　君
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　　　〔決算特別委員長　座波　一君登壇〕
○決算特別委員長（座波　一君）　おはようございま
す。
　決算特別委員会における審査の経過及び結果に係る
御報告の前に、決算特別委員長として一言申し上げま
す。
　今回の決算特別委員会においては、委員長である私
自身が新型コロナウイルスに感染することにより、委
員会の運営に混乱を生じさせる結果となり、関係各位
の皆様に御迷惑をおかけしたことに対しましては、深
くおわび申し上げたいと思っております。
　決算特別委員長として、審査の経過及び結果につい
て報告する義務がありますので、これより御報告を申
し上げたいと思います。　
　ただいま議題となりました令和２年第６回議会乙
第15号議案及び同乙第16号議案並びに、令和２年第
６回議会認定第１号から同認定第24号までについて、
決算特別委員会における審査の経過及び結果を一括し
て御報告申し上げます。
　これらの議案等は、令和２年第６回議会において付
託されたもので、決算特別委員会は、所管の常任委員
会に調査を依頼し、慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、令和２年第６回議会乙第15号議案「令和元
年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ
いて」は、令和元年度決算における未処分利益剰余金
の処分について、地方公営企業法第32条第２項の規
定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、剰余金９億1106万4390円について、
今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積立金に
積み立てるものであるとの説明がありました。
　次に、令和２年第６回議会乙第16号議案「令和元
年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処
分について」は、令和元年度決算における未処分利益
剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第２
項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、剰余金3903万1356円について、今後
の建設改良費に充てるため、全額を建設改良積立金に
積み立てるものであるとの説明がありました。
　以上が土木環境委員会における説明の概要でありま
すが、調査報告を受けた決算特別委員会における採決
の結果、令和２年第６回議会乙第15号議案及び同乙
第16号議案の２件は、全会一致をもって可決すべき
ものと決定いたしました。

　次に、令和２年第６回議会認定第１号から同認定第
24号までの決算24件について、決算特別委員会にお
ける審査の経過及び結果の概要等について御報告申し
上げます。
　これらの決算は、令和２年第６回議会において付託
されたもので、決算特別委員会は、各常任委員会に対
し、所管の決算事項について調査を依頼し、令和元年
度会計予算が議決の趣旨に沿って適正に合理的かつ効
率的に執行され、所期の目的が十分に達成されている
かどうかについて慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、辺野古新基地建設問題対策事業に関し、知事
のトークキャラバンの提案者は誰か、また、具体的な
実施状況と、どのように国民的な機運を醸成し、どの
ように解決に導こうとしているのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、令和元年度当初は、辺野古新基地建設
問題に関する米国でのシンポジウムを計画していた
が、訪米活動を効果的に行うにはまず国内に向けて機
運を醸成する必要があるということで、知事公室内に
おいて知事とも調整した結果、トークキャラバンに振
り替えて実施したものである。
　具体的には、令和元年６月の東京でのキックオフシ
ンポジウムに始まり、各地で知事の講演会やパネル
ディスカッション等を行い、東京で165名、名古屋で
780名、大阪で300名、札幌で1100名の参加があった。
また、各地での地元メディアの取材対応により、テレ
ビ、ラジオ、全国紙、地元紙で報道されるなど、広く
発信し国民的議論の契機とすることができたと考えて
いる。本事業を通じて、普天間飛行場や沖縄の過重な
基地負担の軽減について、まずは全国の皆様に共有し
考えていただく中で、何らかの形での解決の糸口を探
りたいということから、機運醸成を求めてトークキャ
ラバンを実施しているところであるとの答弁がありま
した。
　次に、米軍関係の自動車税の減免に係る経緯と内容
はどのようなものか、また、改善に向けて県としてど
のように取り組んでいるのかとの質疑がありました。
　これに対し、米軍構成員等の私有自動車に対する自
動車税は、日米地位協定の規定に基づき日米合同委員
会で合意された税率により、昭和47年の復帰当時か
ら課税されている。令和元年度における当該調定額
は２万4367件、３億８万9000円で、地方税法に定め
る標準税率で課税した場合の税額で算出すると９億
6645万円でその差額は６億6636万円となり、現在
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までの48年間の差額累計総額は約291億5670万円と
なっている。
　これらについては、いわゆる国内と同一の税率で課
税するように渉外知事会とも連携しながら取り組んで
おり、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会などで
もそのような要請を行っているところであるとの答弁
がありました。
　次に、過疎地域自立促進特別措置法が果たしてきた
役割をどう認識しているか、また、新たな過疎法の適
用条件等が厳しくなることも想定されるが、これに対
して今後どのように取り組んでいくのかとの質疑があ
りました。
　これに対し、現行の過疎法に基づく過疎債は極めて
有利な財政上の制度として、本県の過疎地域における
小中学校や市町村道の整備等のハード事業、診療所の
運営や地場産業振興の補助等のソフト事業まで様々な
事業に活用されてきたところであり、引き続き必要な
ものであると認識している。
　これまでの取組として、昨年度は過疎市町村も含め
た様々な勉強会を開催しながら要請活動も行ってき
た。また、今年７月末に知事そして過疎市町村で構成
される過疎振興協議会と連携し国政与党に要請活動を
行ったところである。その中で、過疎法の適用が本土
に比べて10年遅れた点や財政基盤が非常に脆弱な小
規模の離島や町村が多いなどの沖縄の特殊事情を説明
し、一定の理解を得られたと考えてはいるが、過疎法
は全国制度であるため他の地域にもある程度説明し得
る理屈が必要との指摘も受けているところである。厳
しい状況ではあるが、新たな要件が固まる前に改めて
要請することを計画しており、可能な限り知事で対応
したいと考えているとの答弁がありました。
　次に、サイバーセキュリティー対策に関し、実際の
サイバー犯罪の発生及び摘発状況等はどうなっている
か、また、対応に当たる組織体制や人材育成等につい
てどう対応しているかとの質疑がありました。
　これに対し、令和２年７月末現在の県内のサイバー
犯罪の検挙件数は暫定値で65件、前年同時期比で14
件、27.5％の増加となっている。罪種別の内訳は、
沖縄県青少年保護育成条例違反が23件、次いで児童
買春・児童ポルノ法違反が19件、詐欺が６件などと
なっている。
　県警の体制としては、平成29年に警察本部の生活
安全部にサイバー犯罪対策課を設置し、22名体制で
サイバー犯罪の被害防止及び検挙対策を推進してお
り、専属の課等はないが各警察署でも事案の内容に応
じて対応している。また、サイバー犯罪に関し、変化

の著しいＩＴ技術に対応した捜査や防犯対策を推進す
るために、最新・高度なＩＴ技術を習得することを目
的に、平成30年度から最先端技術を有する企業等へ
県警の職員を毎年１名派遣し、３か月間程度の研修を
行っているとの答弁がありました。
　次に、豚熱発生に伴い移動制限を受けた10キロ圏
内の68農家に対する支援について、国が補助対象外
と判断した農家に対する県の対応はどうなっているか
との質疑がありました。
　これに対し、移動制限区域内の68農家に対する支
援は、国・県の２分の１の補助事業のため、その要件
に沿った形での算定にはなるが、やはり防疫対策の一
環として捉えたものについては、例えば全てというこ
とではなく、個別、個別にしっかり確認した上で、妥
当なものについては評価し、何らかの検討をしなけれ
ばいけないと思っているとの答弁がありました。
　次に、沖縄県庁全体の障害者の雇用状況について、
法定雇用率を上回っているかとの質疑がありました。
　これに対し、障害者の法定雇用率は、民間企業の場
合は2.2％、自治体は2.5％となっており、自治体は民
間企業よりも高めに設定されている。
　令和２年６月１日時点での任命状況は、知事部局は
対象となる職員が5402人、障害者の人数が119人で
実雇用率が2.2％となっており、法定雇用率の達成に
は16人不足している状況であるとの答弁がありまし
た。
　次に、観光振興財源確保検討事業いわゆる観光目的
税について、業界からはコロナの時期で厳しいのでは
ないかといった声もある中で、この税金の使途目的及
び税収見込みはどうなっているのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、現在検討されている内容としては、
２万円以上の宿泊については500円、２万円未満につ
いては200円、また宿泊数に応じて課税をしていくと
いう仕組みにしており、40億円の税収を見込んでい
る。
　税金の使途については、沖縄観光の振興施策に必要
な財源として観光客へのサービスとして提供していく
ということで、例えばインバウンド客であれば、観光
案内サインのさらなる充実等に充てていくことを想定
しているとの答弁がありました。
　次に、母子父子寡婦福祉資金の貸付金の利用状況は
どうなっているのか、また、この貸付金には、ほかに
どのような用途があるのかとの質疑がありました。
　これに対し、母子福祉資金の令和元年度貸付実績は、
貸付件数は268件、貸付金額は約１億5800万円となっ
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ており、対前年度比では貸付件数が55件、17％の減
であり、貸付金額は3700万円、19.3％の減となって
いる。
　減少した主な要因は、給付型奨学金や授業料等の減
免のある高等教育の就学支援制度が令和２年度から開
始しており、貸付事業の約９割を占める子供たちの修
学資金や修学支度資金の利用が減少したことによるも
のと考えている。
　また、この貸付金の用途は技能習得を目的とした資
金、生活資金や結婚資金、住宅転居に必要な貸付金な
ど12種類の貸付金が用意されているとの答弁があり
ました。
　次に、特定不妊治療費助成事業について、実績や利
用状況、また適用条件はどうなっているかとの質疑が
ありました。
　これに対し、当該事業は、平成17年度から不妊治
療の経費負担の軽減を図ることを目的として、高額な
医療費のかかる配偶者間の体外受精及び顕微授精につ
いて、年齢、所得、助成回数の制限を設けて治療に要
した経費の一部を助成するものであり、令和元年度の
実績は、夫婦798組に1336件の助成を行っている。
　また、適用要件としては、法律上の婚姻関係にある
夫婦であること、夫婦の双方または一方が沖縄県に住
所を有していること、夫婦の合計所得が730万円未満
であること、指定医療機関で治療を終えていること
及び治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること、
以上の５つの要件を全て満たしていることが必要であ
るとの答弁がありました。
　次に、県立病院では、新型コロナウイルス対策の対
応に係る影響で、入院収益及び外来収益が４月から
７月までの間に23億5400万円の減収と確認している
が、８月以降の状況と、これらに対しどのような対応
を行うのか聞きたいとの質疑がありました。
　これに対し、令和２年８月分の収益については、前
年同月比で入院収益が約２億8400万円の減収、外来
収益については8100万円の減収になっており、合計
で３億6500万円の減収となっている。令和２年度の
累積値、４月から８月までの５か月の累積は前年度と
比較して入院、外来収益で合計27億2000万円の減収、
割合にして13.1％のマイナスになっている。このよ
うな状況の中、県では、空床確保の補助や協力金など
も含め、120億円を超える予算を確保しているが、執
行率はゼロである。現在４月から６月分の実績に対す
る補助金交付手続を行っており、申請書が提出され次
第、順次交付の手続を進めている。７月以降の分につ
いても国の交付金を活用し、早急に作業を進めていく

考えであるとの答弁がありました。
　次に、県外大学への進学を支援する給付型奨学金制
度の実施件数、金額、その成果及び今後の課題はどう
なっているかとの質疑がありました。
　これに対し、これまでの実績として、平成29年度
進学者が25名で約2700万円、平成30年度が25名で
約4800万円、令和元年度が25名で約6600万円となっ
ており、さらなる大学等の進学率の向上にもつながっ
ていると考えている。
　また、今後の課題としては、国の就学支援新制度が
始まり、その内容が低所得層への手厚い支援となって
いることから、本事業についてもいろいろ検討する必
要があると考えているとの答弁がありました。
　次に、県が正式な手続に沿って進めてきたはずの辺
野古埋立事業に万国津梁会議が提唱するＳＤＧｓが大
きく影響してきていると考えるが、今後の土木行政が
変わっていくのか、また、那覇港の整備についてもＳ
ＤＧｓの観点を反映させるとして、意識調査を呼びか
けたとされているが、これまでの行政方針をＳＤＧｓ
が変えることができるのかとの質疑がありました。
　これに対し、ＳＤＧｓの考え方というのは持続可能
な開発ということで、これは尊重されるべきものだろ
うと考える。公有水面埋立法に基づいて埋立ての計画
というのは審査をし、許可または承認されるべきもの
である。また、那覇港管理組合が実施している港湾計
画の改訂に係る浦添埠頭地区の検討についても策定中
であるが、それも港湾計画策定後に公有水面埋立法に
基づく手続が行われることであり、必要な埋立てとい
うものは今後とも必要性があれば行われるものだとい
うことで、ＳＤＧｓの考え方とは相反するものではな
いと考えるとの答弁がありました。
　次に、おきなわ型省エネ設備等普及事業の概要及び
効果はどのようなものか、また、アジェンダ21に記
載されている二酸化炭素の削減目標を達成できる対策
になっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、おきなわ型省エネ設備等普及事業は、
本県のリーディング産業である観光業に対して、県内
の二酸化炭素の削減を図るために、観光関連施設にお
ける省エネ設備等の導入に要する費用の一部を補助す
るもので、令和元年度は４件のホテルに対して補助を
行っており、高効率空調の設備や給湯設備などを設置
して、年間約310トンの二酸化炭素の排出量を削減し
ている。
　また、沖縄県で二酸化炭素の排出量は、温室効果ガ
スでいうと約１％ずつぐらいの割合で下がっている状
況で、2030年とか2050年に向けていくと非常に厳し
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い状況であるが、低燃費な車も造られ、家電製品も非
常に低電力化が進んでいるので、こういったところを
併せて、さらにまた革新的な技術や新しい再エネの技
術を取り入れながら達成していきたいとの答弁があり
ました。
　次に、座間味浄水場建設候補地は本来企業局長が判
断すべきであり、それを座間味村に判断を委ねたにも
かかわらず、その後、知事が記者会見で建設候補地を
発表して決断した格好になったが、その経緯が見えな
い。そのような判断をした理由は何かとの質疑があり
ました。
　これに対し、座間味浄水場建設地については、約３
年間ほどかけて議会でもいろいろ議論されてきた。企
業局としては、高台と阿真キャンプ場内の２案まで
絞って決めた中で、それまでの本会議での議論や土木
環境委員会での委員の意見、そして最終的には高台に
建設を求める陳情２件が全会一致で採択されたという
ことについて非常に重く受け止めたところである。そ
ういう状況の中で、地元でもいろいろな意見があり、
社会的影響もあることから、知事、副知事にも相談し、
早急に方針だけは出さないといけないということで決
定したとの答弁がありました。
　そのほか、不発弾処理に伴う避難等による経済的損
失の試算及び国の全額負担の可能性、職員定数及び障
害者雇用率の現状と今後の取組、沖縄離島住民等交通
コスト負担軽減事業の内容や実績内訳及び離島出身者
の帰省等への補助の可能性、警察使用料や警察手数料
及び過料の内容、県事業に係る精算及び返納手続の在
り方、人事委員会で扱う相談内容及び処理件数、県内
の農業所得の平均額と全国との比較、情報通信産業関
連の企業立地数や雇用者数の推移、観光客１人当たり
の消費額を引き上げるための取組状況、ひとり親家庭
生活支援モデル事業のこれまでの成果、北部基幹病院
整備推進事業の現状と今後のスケジュール、病院経営
計画の目標値に対する達成度、那覇Ａ特別支援学校建
設の進捗状況、公営住宅整備事業における入札の不調・
不落の現状とその対策、世界自然遺産登録の手続状況、
西原町以南への工業用水供給の現状及び今後の計画な
どについて質疑がありました。
　なお、各常任委員会の調査の過程で提起された要調
査事項は、22項目の報告がありましたが、協議及び
採決の結果、総括質疑は行わないこととなりました。
　以上が各常任委員会及び決算特別委員会における説
明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、無所
属の会所属委員から、令和２年第６回議会認定第１号
から同認定第24号までについては、採決に加わるこ

とができないため退席する旨の表明がありました。
　採決の結果、令和２年第６回議会認定第１号から同
認定第24号までの24件は、全会一致をもって認定す
べきものと決定いたしました。
　なお、同認定第１号に対し、経済労働委員会から特
記事項として報告のあった附帯決議案について採決し
た結果、全会一致で可決されました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（赤嶺　昇君）	　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより令和２年第６回議会乙第15号議案、同乙
第16号議案及び令和２年第６回議会認定第１号から
同認定第24号までの採決に入ります。
　議題のうち、まず、令和２年第６回議会乙第15号
議案及び同乙第16号議案の２件を一括して採決いた
します。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、令和２年第６回議会乙第15号議案及び同
乙第16号議案は、委員長の報告のとおり可決されま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、令和２年第６回議会認
定第２号から同認定第24号までの23件を一括して採
決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの決算23件は、委員長の報告のとおり認
定することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、令和２年第６回議会認定第２号から同認定
第24号までは、委員長の報告のとおり認定されまし
た。
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○島袋　　大君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、令和２年第６回議会認定第１号を採決いたし
ます。　
　お諮りいたします。
　本決算は、委員長の報告のとおり認定することに御
異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、令和２年第６回議会認定第１号は、委員長
の報告のとおり認定されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第５　甲第１号議案から甲第５号議案まで、乙
第１号議案から乙第30号議案まで及び諮問第１号を
議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　令和２年第７回沖縄県議会（定例会）の開会に当た
り、提出いたしました議案について、その概要及び提
案理由を御説明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案５件、条例
議案９件、議決議案19件、同意議案１件、承認議案
１件、諮問議案１件の合計36件であります。
　まず初めに、甲第１号議案から甲第５号議案までの
予算議案について御説明申し上げます。
　甲第１号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算
（第８号）」は、新型コロナウイルス感染症に対す
る緊急対策等の実施に要する経費として、総額147億
893万1000円を計上するものであります。
　甲第２号議案から甲第４号議案までは、国際物流拠
点産業集積地域那覇地区特別会計、中城湾港マリン・

タウン特別会計及び中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地
造成事業特別会計について、それぞれ所要の補正を行
うものであります。
　甲第５号議案「令和２年度沖縄県病院事業会計補正
予算（第３号）」は、新型コロナウイルス感染症等に
対応するため所要の補正を行うものであります。この
うち、甲第１号議案及び甲第５号議案の２件につきま
しては、先議案件として御審議を賜りますようお願い
申し上げます。
　次に、乙第１号議案から乙第９号議案までの条例議
案９件のうち、その主なものについて御説明申し上げ
ます。
　乙第１号議案「沖縄県行政機関設置条例等の一部を
改正する条例」は、県税の賦課徴収に関する事務を効
率的かつ効果的に行うため、自動車税種別割の定期賦
課に関する事務の一部を自動車税事務所から各県税事
務所に移管し、法人県民税等の賦課徴収に関する事務
の一部を那覇県税事務所に集約し、県税に係る徴収金
を知事が収納事務を委託した者に納付することができ
ることとする等の必要があるため条例を改正するもの
であります。
　乙第４号議案「食品衛生法施行条例の一部を改正す
る条例」は、食品衛生法施行令の一部が改正されたこ
とにより、飲食店営業等の営業施設の基準、営業許可
の申請に係る手数料等を改める必要があるため条例を
改正するものであります。
　乙第５号議案から乙第７号議案までの条例議案３件
は、公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴い、地
方独立行政法人法に基づく重要な財産を定めるととも
に、業務を円滑に移行するため、同法人への職員の引
継ぎに係る県の内部組織を定め、また、関係条例の規
定を整備する等の必要があることから、新規に条例を
定めるものであります。
　次に、乙第10号議案から乙第28号議案までの議決
議案19件は、工事請負契約や、公の施設の指定管理
者の指定、負担金の徴収、公立大学法人沖縄県立芸術
大学の中期目標を定めることなどについて議会の議決
を求めるものであります。
　乙第29号議案の同意議案は、沖縄県教育委員会委
員５人中１人の任期満了に伴い、その後任を任命する
ため議会の同意を求めるものであります。
　乙第30号議案の承認議案は、新型コロナウイルス
感染症対応に要する経費を早急に予算補正する必要が
あり、専決処分をしたため承認を求めるものでありま
す。
　乙第30号議案につきましては、先議案件として御
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審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　最後に、諮問第１号「軌道敷設に関する線路及び工
事方法書に記載した事項の変更認可申請に伴う意見に
ついて」は、沖縄都市モノレール株式会社から軌道敷
設の線路及び工事方法書記載事項変更認可申請があっ
たため、軌道法施行令の規定により議会の意見を求め
るものであります。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　ただいま議題となっております議案中、職員に適用
される基準の実施、その他職員に関する事項について
必要な規定を定める条例については、地方公務員法第
５条第２項の規定により人事委員会の意見を聞く必要
がありますので、ただいまから人事委員会委員長の意
見を求めます。
　人事委員会委員長。
　　　〔人事委員会委員長　島袋秀勝君登壇〕
○人事委員会委員長（島袋秀勝君）　皆様、おはよう
ございます。
　人事委員会の委員長を務めております島袋と申しま
す。
　よろしくお願いいたします。
　ただいま議長から、地方公務員法の規定に基づき、
人事委員会の意見を求められましたので、当委員会の
意見を申し述べます。
　乙第７号議案「公立大学法人沖縄県立芸術大学の設
立に伴う関係条例の整備に関する条例」のうち、「沖
縄県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」、「沖縄
県職員の退職手当に関する条例」、「沖縄県公益的法人
等への職員の派遣等に関する条例」及び「沖縄県職員
の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」の一
部改正につきましては、一般地方独立行政法人である
「公立大学法人沖縄県立芸術大学」の設立に伴い、関
係条例の規定を整備するものであり、適当であると考
えます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　人事委員会委員長の意見の開
陳は終わりました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　この際、申し上げます。
　先ほどの知事の提案理由説明の中で、甲第１号議案
「令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第８号）」、
甲第５号議案「令和２年度沖縄県病院事業会計補正予
算（第３号）」及び乙第30号議案「専決処分の承認
について」は、早期に議決されたい旨の要望がありま
した。
　よって、甲第１号議案、甲第５号議案及び乙第30
号議案については、これより直ちに質疑に入るのであ
りますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております議案のうち、甲第１
号議案及び乙第30号議案については総務企画委員会
に、甲第５号議案については文教厚生委員会にそれぞ
れ付託いたします。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　立皇嗣の礼に係る
賀詞奉呈の件を議題といたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔立皇嗣の礼に係る賀詞奉呈の件　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　本件につきましては、去る11
月13日に開催されました各派代表者会において、お
手元に配付の案文のとおり天皇陛下及び皇嗣殿下に賀
詞を奉呈することで意見の一致を見ております。
　よって、お諮りいたします。
　本件につきましては、お手元に配付の案文のとおり
天皇陛下及び皇嗣殿下に賀詞を奉呈することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　陳情第184号、第
188号の５及び第190号の付託の件を議題といたしま
す。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情３件は、新沖縄振興・公共交通ネッ
トワーク特別委員会に付託の上、審査することにいた
したいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
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　よって、さよう決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　議案研究のため、明11月26日から12月１日までの
６日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明11月26日から12月１日までの６日間休

会とすることに決定いたしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、12月２日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前10時49分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊
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議　　事　　日　　程　第２号
令和２年12月２日（水曜日）

午前10時開議
第１　乙第30号議案（総務企画委員長報告）
第２　甲第１号議案（総務企画委員長報告）
第３　甲第５号議案（文教厚生委員長報告）
第４　代表質問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　乙第30号議案
　　　　　　乙第30号議案　専決処分の承認について
日程第２　甲第１号議案
　　　　　　甲第１号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第８号）
日程第３　甲第５号議案
　　　　　　甲第５号議案　令和２年度沖縄県病院事業会計補正予算（第３号）
日程第４　代表質問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（47名） 

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君

21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君

令和２年
第　 ７　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

令和２年12月２日（水曜日）午前10時１分開議
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43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君

46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　席　議　員（１名）
５　番　　上　里　善　清　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土木建築部長　　上　原　国　定　君

企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君
　

代表監査委員　　安慶名　　　均　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主 査　　宮　城　　　亮　君

主 査　　親富祖　　　満　君
政務調査課長　　上　原　貴　志　君
副 　 参 　 事　　中　村　　　守　君
主　　　　　幹　　下　地　広　道　君
主　　　　　幹　　比　嘉　　　猛　君

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた知事玉城デニー君は、病
気療養のため本日から４日まで及び７日から９日まで
の会議に出席できない旨の届出がありました。
　また、説明員として出席を求めた人事委員会委員長
島袋秀勝君は、所用のため本日から４日まで及び７日
から９日までの会議に出席できない旨の届出がありま
したので、その代理として、人事委員会事務局長大城
直人君の出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　この際、申し上げます。
　副知事から発言を求められておりますので、これを
許可します。
　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　おはようございます。
　代表質問に入ります前に発言の機会をいただきまし
て、誠にありがとうございます。
　玉城知事が本会議を欠席するに至りましたことにつ
きまして、御説明を申し上げます。
　玉城知事においては、11月27日に細菌性肺炎と診
断され、同日に沖縄県立南部医療センターに入院しま
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した。医師からは、入院加療を12月５日まで継続し、
退院後自宅安静を数日間要する見込みとの診断があっ
たため、本日から12月９日までの本会議を欠席せざ
るを得なくなりました。
　多くの重要な議案の審議をお願いしている県議会を
欠席することにつきましては、知事に代わり議員の皆
様に深くおわびを申し上げます。
　議員各位におかれましては、このような事情を御賢
察の上、御理解を賜りますようよろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第30号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第30号議案の承認議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第30号議案「専決処分の承認について」は、新
型コロナウイルス感染症対応のため、早急に予算を補
正する必要があったが、議会を招集する時間的余裕が
なく、専決処分を行ったため、地方自治法第179条第
３項の規定に基づき議会の承認を求めるものである。
補正予算の内容は、個人向け緊急小口資金等の特例貸
付に要する経費であり、総額は86億1000万円である
との説明がありました。
　本案に関し、専決処分するに至った具体的な理由は
何か、また、当該特例貸付の実績及び今後の見込みは
どうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、専決処分の理由は、本特例貸付の受
付期限が９月から12月末までに延長されたことに伴
い、11月議会前には貸付原資が枯渇する見込みとなっ
たため、早急に対応する必要があったためである。ま
た、11月20日までの貸付決定実績として、緊急小口
資金が３万4088件で64億5291万円、貸付決定率は
99.98％、総合支援資金が２万8724件で152億268万
円、貸付決定率は99.89％となっている。12月末まで
に合計で約７万件、256億円を見込んでおり、今後も
原資が枯渇しないよう国に予算要求していくが、仮に

枯渇した場合でも、社会福祉協議会には今回の特例と
は別に通常貸付に係る原資があるため、これらを活用
しながら乗り切りたいと考えているとの答弁がありま
した。
　そのほか、今後の返済に係る事務の在り方、特例貸
付の借入条件、現時点における貸付可能残高及び今後
の申請見込み件数などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第30号議案は、全会一致をもって
承認すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第30号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
		よって、乙第30号議案は、委員長の報告のとおり承
認することに決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　甲第１号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第１号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算
（第８号 ）」は、新型コロナウイルス感染症に係る
対策の実施に要する経費及び当初予算成立後の事情変
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更により緊急に対応を要する経費等について、補正予
算を編成するものである。補正予算の総額は、歳入歳
出それぞれ147億893万1000円で、補正後の改予算
額は、8924億3480万6000円となる。
　歳入の主な内容は、新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金、同対応地方創生臨時交付金等の国庫
補助金、令和元年度決算剰余金の繰越金、緊急浚渫推
進事業等の県債などである。
　歳出の主な内容は、議員報酬の減額及び議員派遣、
会議の中止等に伴う減額補正、介護施設及び医療施設
の職員に対するＰＣＲ検査に要する経費、新型コロナ
ウイルス感染症の相談・検査体制等の拡充に要する経
費、医療機関等の職員に対する慰労金に要する経費、
新型コロナウイルス感染患者の病床確保・医療設備整
備に要する経費、新型コロナウイルス感染患者等を受
け入れた医療機関に対する協力金に要する経費、豚熱
発生に伴う移動制限等により発生したかかり増し経費
に対する農家支援に要する経費、需要喚起を促すため
地域共通クーポンを発行する経費、修学旅行の受入体
制強化に要する経費、沖縄観光の各種プロモーション
及びブランディングに要する経費、首里城公園内の施
設の利便性向上及び復興イベントの実施に要する経費
などである。
　繰越明許費補正は、予算成立後の事由により年度内
に完了が見込めない事業について、適正な工期を確保
し契約を早期に締結するため、沖縄振興特別推進交付
金（市町村）などを計上するものである。
　債務負担行為補正は、公園等の施設を指定管理者制
度により管理するための経費、オリンピック聖火リ
レーに要する経費、次年度に予定している那覇北中城
線の整備などの公共事業等の早期着手等に関し、債務
負担行為を設定するものである。
　地方債補正は、当初予算で計上した地方債について、
それぞれ所要の追加及び変更を行うものであるとの説
明がありました。
　本案に関し、これまでの補正予算の総額、内訳、執
行率等はどうなっているか、また、今後の見通しや年
度内に執行できなかった場合はどうなるのかとの質疑
がありました。
　これに対し、今回の補正も含めた８次にわたる補正
予算の総額は約1400億円余りで、そのうち、感染症
拡大防止対策としては約743億円で全体の52.6％、経
済対策としては約652億円で全体の46.2％であり、第
７次補正までの予算執行率は、県単融資や予備費等を
除き、10月末時点で約64％となっている。
　今後の見通しとしては、必要に応じて減額補正によ

る予算の組替え等を行いながら可能な限り速やかに執
行していきたいが、既に配分された交付金の繰越しの
可否についてはまだ国の方針が示されていないため、
引き続き情報を求めていきたいとの答弁がありまし
た。
　次に、新型コロナウイルス感染症医療体制等構築事
業に係る空床確保の補助金の現状はどうなっている
か、また、早期の執行に向けた課題と対応策をどう考
えているかとの質疑がありました。
　これに対し、空床確保の補助金については、今回の
補正を含めて約166億3300万円の予算規模となって
おり、６月補正までの約86億円の予算については約
27億2400万円が交付決定を完了しており、31.7％の
執行率となっている。
　課題等として、本事業は国の緊急包括支援交付金を
活用しているが、交付手続における重点医療機関とし
ての指定について、現場で混乱している実態と国のス
キームが合致しない部分があり、執行率が低い状況に
ある。この点については、県のコーディネーターチー
ムと厚労省担当者との意見交換や、全国的な会議の場
でも関係者から国に対し意見を述べるなど調整を続け
ながら、まずは執行できそうなところからでも先に実
施できるよう医療機関と話し合っている状況であると
の答弁がありました。
　そのほか、地域消費活性化支援事業の概要及び県が
当該事業を行う意義、保健所施設整備事業費の内容と
トイレ改修の必要性に係る周知の在り方、ＰＣＲ検査
強化事業の対象及び期待する成果、宿泊療養施設の借
り上げ及び市町村保健師の応援体制の状況、豚熱発生
に伴い移動制限を受けた68農家への対応状況、コロ
ナ感染患者受入医療機関への協力金交付の現状と改善
の方策などについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第１号議案は全会一致をもって原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
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んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
		よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　甲第５号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました甲第５号議案の予算議案
について、以下、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、病院事業局長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第５号議案「令和２年度沖縄県病院事業会計補正
予算（第３号 ）」は、新型コロナウイルス感染症の
対応に伴い、各県立病院において生じた医療資器材等
の追加の需要への対応及び令和３年３月から始まるマ
イナンバーカードの健康保険証利用に伴う関係システ
ムを改修する必要があるため補正予算を編成するもの
である。
　補正予算の概要は、収益的収支予算の補正につい
て、収益的収入に医業外収益を1971万7000円増額
補正し、総額647億6975万5000円とし、収益的支出
に医業費用を1966万6000円増額補正し、総額679億
8455万7000円とする。また、資本的収支予算の補正
について、資本的収入に企業債、他会計補助金及び
国庫補助金を合わせて４億9563万3000円増額補正
し、総額69億4391万7000円とし、資本的支出に建
設改良費を４億9654万6000円増額補正し、総額77
億5154万円とするものであるとの説明がありました。
　本案に関し、新型コロナウイルスの県内での発生状
況の変化と今回の資器材の必要性とはどのような関係
があるのかとの質疑がありました。
　これに対し、新型コロナウイルスの県内発生状況は、
11月24日時点で、県立病院への入院患者数は全体で
33名、県全体では169名の入院患者がおり、県立病

院の占める割合は19.5％となっている。また、入院
患者に占める重症者の割合は県立病院で６％となって
いる。
　また、医療資器材については、その時点で必要なも
のを各病院の要望に基づいて予算の範囲内で購入して
おり、今回の補正予算も同様の理由で各病院の要望を
踏まえて措置するものであるとの答弁がありました。
　次に、収益的収支予算の補正後の収支差額の不足分
はどのように対応するのかとの質疑がありました。
　これに対し、公営企業の予算を立てる際にあらゆる
医師、看護師等の医療資源を投入して、その年度の経
営成績がどうなるか、あらかじめ見積もった上で予算
編成をしている関係で、今年度末の決算見込みが32
億円余りの赤字を想定しており、前年度末の累積欠損
金の約89億円に上乗せする形で欠損金が増えること
になるとの答弁がありました。
　そのほか、システム改修における県内業者への発注
の有無、マイナンバーカード保険証利用のメリット及
びデメリット、今回の補正で購入する一番高額な医療
機器の品目及び金額、マイナンバーカード導入と健康
保険証、薬の情報及び未収金問題との関連性などにつ
いて質疑がありました。
　採決の結果、甲第５号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第５号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
		よって、甲第５号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、念のため申し上げま
す。
　本日から４日まで及び７日から９日までの６日間に
わたって行われます代表質問並びに一般質問及び議案
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に対する質疑につきましては、議会運営委員会におい
て決定されました質問要綱に従って行うことにいたし
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　代表質問を行いま
す。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　おはようございます。
　沖縄・自民党会派、末松文信、会派を代表いたしま
して質問を行います。
　まず初めに、知事の政治姿勢についてであります。
　去る10月７日、玉城知事は菅義偉総理大臣と就任
後初めて会談し、辺野古移設問題について対話による
解決を求めたと地元マスコミは報じております。会談
の結果について知事は、会談では腹を割った話ができ
たと述べておりますが、知事が求めた政府と県による
協議の場の設置に関し、何らの回答もなく成果のない
会談で終わったようであります。その後、辺野古移設
問題に関わる閣僚が相次いで来県し、知事と会談して
おります。去る11月12日に来県した加藤勝信官房長
官は、辺野古移設断念を求める知事に辺野古が唯一の
解決策と述べ、また同21日に来県した岸信夫防衛大
臣は、日米両政府に沖縄県を加えたＳＡＣＷＯの設
置について考えていないと一蹴されたようでありま
す。この結果について、県幹部は、今は会話が続かな
い、お互いの主張で終わっていると振り返っておりま
すが、なぜ会話が成り立たないのか、成り立たない会
話を求めること自体が問題ではないのか。会話が続か
ないお互いの主張に終始しているこの状況は、今に始
まったことではなく、翁長前知事のときからこの６年
余続いているものであります。
　知事は、このような状況を知りながら対話による解
決を図りたいというのであれば、知事の言う対話とは
何か、何を話し合うのか、具体的内容を国に提示すべ
きではありませんか。しかし現状の知事の言う対話は、
辺野古移設の断念が前提であることが透けて見える以
上、国が話合いに応ずるはずもなく、そのことが分かっ
ていながら対話を強調するのは県民向けのパフォーマ
ンスそのものであります。なぜそのような見方をされ
るのかは、知事自身の姿勢の曖昧さや言葉の使い分け
にあると思います。
　最高裁の判決が出ればその判断に従うと明言しなが
ら、別の裁判で争い、司法無視の行為を平然と行って
いる。法令に基づき適正になされた許可申請を意図的

に遅らせる。また那覇軍港の移設問題では、移設場所
が一致すると突然民港優先を言い出し、先島への自衛
隊の配備問題では自衛隊を認めると明言しながら工事
を中止し地元に説明すべきなど一貫性のない優柔不断
な姿勢での言い訳に終始しているのであります。
　このように知事の支持者や支持団体が絡む問題とな
ると、その答弁に無理が生じ、言い訳、使い分けが目
立つのであります。そのように知事の政治姿勢やこれ
までの言動から、国を対話の場に戻すのは大変難しい
ものと考えております。
　知事は、軟弱地盤の存在で埋立完了まで12年もか
かり、もはや辺野古唯一は破綻していると言っている。
話合いによる解決を求めるのであれば、県として話合
いの前提をなす代替案を提示し、知事の覚悟を示すべ
きではないかと考えております。
　以上、所見を述べ、質問をいたします。
　(1)、知事は菅総理や関係閣僚と会談されました。
本県は、沖縄振興特別措置法及び次期振興計画の策定
と辺野古移設問題など、国が関わる重要問題を抱えて
おります。知事は今後会談で何を重点に要請し理解を
得るつもりですか。話合いを重要視する知事の認識を
伺います。
　(2)、翁長前知事及び玉城知事が辺野古移設阻止を
掲げ６年余が経過いたしました。辺野古移設に係る埋
立工事が着々と進んでいる中、普天間飛行場は現状の
ままであります。これまでの経緯からして、知事は、
今でも辺野古移設は阻止できると考えておられるの
か。また、問題の解決には国との話合い以外に方策は
見いだせないのかお考えを伺います。
　(3)、立憲民主党の枝野代表は、辺野古工事を中止し、
別の道を米国と協議すべきと述べておられます。かつ
ての民主党は最低でも県外と言いながら結果辺野古に
回帰し県民を裏切ったが、知事は、実現可能な主張と
考えておられるのか伺います。
　(4)、首里城火災から１年が経過いたしましたが、
出火原因は特定できていない。原因調査はこれで終了
されるのか。これまでの調査結果と今後への反省・教
訓等について伺います。
　(5)、復元・再建に向けて国の作業は着々と進んで
おりますけれども、一方、県内からは県の主体性を含
め、様々な要求があります。国と県との復元・再建に
ついての考え方や方針の整合は図られているのか伺い
ます。
　(6)、知事は、宮古島や石垣島で計画されている陸
上自衛隊配備について、自衛隊西部総監に対し、工事
を止めて住民と合意形成を図るべきと述べたようです

－30－



が、自衛隊は認めるが離島防衛には反対ということで
すか、伺います。
　(7)、与那国町は、国境を越えた新時代における地
域交流として、与那国と台湾の花蓮を結ぶ、高速船活
用国境交流事業に取り組んでいるようですが、同事業
に対する県の支援と与那国と台湾とを結ぶ歴史的な経
緯について、県の認識を伺います。
　２、米軍基地問題について。
　(1)、普天間飛行場の早期返還問題について。
　辺野古移設阻止を公約に掲げた翁長前県政及び玉城
県政の６年間は、裁判闘争や行政手続を恣意的に遅延
するなど、国との対立を続けてまいりました。現状は
思いどおりには進まず、今や工事の進展をいかに遅ら
せるかに腐心しているのが実態のようであります。国
土交通大臣が埋立承認撤回処分を取り消した裁判の取
消しを求めた抗告訴訟について、報道では、知事が訴
えた裁決の違法性は審理されず、わずか２回の口頭弁
論で結審し、去る11月27日の裁判で却下、門前払い
となったところであります。しかも、この国土交通大
臣の裁決の取消しを求める別の訴訟は、去る３月に最
高裁判所で県の敗訴が確定しております。また、サン
ゴ移植をめぐる訴訟は、去る11月20日に福岡高裁那
覇支部で第１回の弁論が開かれましたけれども、即日
結審し、来年の２月３日に判決日が指定され、県の敗
訴が濃厚な状況となっております。この状況はまさに
県民の血税の無駄遣いそのものであり、県民無視の職
権濫用と言わざるを得ません。県が提起した裁判にお
いて、県の主張はことごとく退けられており、反対し
続ける理由は見られないのであります。
　辺野古移設問題の始まりとも言える、ＳＡＣＯ合意
の撤去可能なヘリポート案について、県は県議会にお
ける答弁等で国が一方的に破棄したと言っておりま
す。その主張が現在の辺野古移設問題への反対する理
由としております。確かに平成11年当時の稲嶺知事
や岸本名護市長の同意の下、代替施設の移設を辺野古
とすることが閣議決定され、その要望を踏まえ、軍民
共用や使用期限が盛り込まれたのであります。その後、
地元と移設場所や工法について議論が進められ、平成
17年10月の日米２プラス２で軍民共用・沖合案がな
くなり、平成18年４月に名護市長及び宜野座村長と
防衛庁長官との間で現行のＶ字案を前提に、普天間飛
行場代替施設の建設に係る基本合意書が締結されまし
た。同５月の日米２プラス２でＶ字案が承認され、当
時の額賀防衛庁長官と稲嶺知事との間で在沖米軍再編
に係る基本確認書が結ばれたのであります。その後、
普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会におい

て、政府と関係自治体との間で代替施設の建設計画や
環境影響評価手続など、協議が重ねられてきたのであ
ります。
　このような経緯を見れば、国が一方的にＳＡＣＯ合
意の撤去可能なヘリポート案を破棄したとの県の主張
は当たらないと考えております。辺野古移設問題に何
が何でも反対との姿勢を貫くために反対理由を後づけ
するのは、もうやめたほうがいいと考えております。
　以上を述べ、質問いたします。
　ア、知事は、最高裁判所の判断を尊重して、各種申
請等について関係法令や審査基準等に基づいて対応し
ているとしながら、小型サンゴの移設特別採捕申請や
設計変更承認申請について、審査の引き延ばしを続け
ており矛盾していると思いますが、知事の言う司法判
断とはそのようなものですか伺います。
　イ、知事は、全国50の地方議会で国民的議論を求
める陳情書等が可決または採択されたことを、普天間
飛行場の運用停止を含む危険性の除去、県外・国外移
設及び早期閉鎖・返還の実現につながるとしておりま
す。具体的に国民的議論はどのように行われるのか、
50の地方議会やほかの地方議会が議論を主導するの
か、主体はどこなのか伺います。
　ウ、知事は、万国津梁会議の提言を辺野古移設問題
や普天間飛行場の早期返還等の論拠にしております。
その提言はどのようなものですか。提言に対する日米
両政府の反応はどうですか。また、どのように日米両
政府と交渉されるのか、具体的な方策を伺います。
　エ、2013年に日米で合意された統合計画において、
普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を
用いた活動のための緊急時における民間施設の使用の
改善を求めると明記されているとして、万国津梁会議
の提言では、辺野古代替施設は有事の所要を満たし得
ないとしているが、有事の際は、辺野古代替施設に限
らず、在日米軍基地全てに関わることではないのか見
解を伺います。
　オ、本部港での岩ズリの積出し作業で、一部の抗議
者がダンプトラックの通行を妨害するなど危険な行為
が行われていると聞いております。沖縄県港湾管理条
例第３条に定める港湾施設の機能を妨げる行為に該当
しないのか。港湾施設の安全管理は港湾管理責任者の
責任ではないのか伺います。
　カ、知事は、次期米国・バイデン政権に対し、話合
いによる解決や沖縄を加えた日米の協議の場を求める
としております。オバマ大統領、トランプ大統領にも
同様な要望をしながら実現はしておりません。言葉だ
けでなく具体的に実現可能な方策を示すべきではない
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のか伺います。
　キ、普天間飛行場におけるＭＶオスプレイの離着陸
回数（タッチ・アンド・ゴーなど）が深夜、早朝を含
め増加していると言われております。配備されてから
８年が経過した中、これまでの訓練の推移と騒音防止
協定違反の割合について伺います。
　３、県内社会資本の整備について。
　(1)、21世紀ビジョン及び建設産業ビジョンにおい
て、建設産業の人材育成・担い手確保を図るとしてい
る。特に技能者の高齢化対策と若年入職者確保に向け
た取組について、県の取組と目標達成の見通しについ
て伺います。
　(2)、名護東道路の本部半島方面への延伸について
報道がありましたけれども、実現の可能性と県はどの
ように対応されるのか伺います。
　(3)、中城湾港の長期構想計画について、その概要
と次期沖縄振興計画との整合性、那覇港湾との物流・
産業拠点、アジア国際交流拠点構想の位置づけについ
て伺います。
　(4)、泡瀬干潟の鳥獣保護区指定計画について、地
元との合意形成や東部海浜開発事業への影響が懸念さ
れておりますけれども、指定による開発事業に影響は
ないとする理由、市側との協議や事業者との合意形成
等について伺います。
　(5)、国の発注する公共工事について、県外企業が
受注した割合が約45％を占め県外への還流が指摘さ
れております。その理由として、全国一律の仕様書の
ため大型事業は県内企業が参入できないと言われてお
ります。その実態と県の見解を伺います。	
　(6)、米軍基地から出る航空機騒音に対する住宅防
音工事助成措置について拡充が求められております。
現在の状況と県の対応について伺います。
　４、観光振興について。
　(1)、新型コロナウイルス感染拡大で大きな痛手を
受けたが、ＧｏＴｏトラベル利用で観光客は戻りつつ
あり、回復に期待が高まっております。現状と先行き
についてどのように見通しておりますか、伺います。
　(2)、バス事業者は、団体客を扱うことが多いこと
から、運転手やバスガイドの自宅待機を余儀なくされ
ていたが現状はどうか。また、県の支援、対応や対策
を伺います。
　(3)、ＧｏＴｏトラベルやＧｏＴｏイートなど、観
光客は戻りつつある中、感染者増で一時停止の地域も
出ている。本県のリゾートホテルや中小ホテルなど、
観光への影響を伺います。
　(4)、2019年の本県への修学旅行は、３年連続で減

少している。今年は、新型コロナ禍の中で、さらなる
減少が懸念されている。現状と回復へ向けての対策を
伺います。
　(5)、全国知事会は、入国制限緩和についてはＰＣ
Ｒ検査を強化し、宿泊療養施設を確保するよう求めて
おりますが、本県における海外からの観光客受入れに
際しての感染予防対策について伺います。
　(6)、我が会派は、これまで本県観光の量から質へ
の転換の必要性について県の考え方をただしてまいり
ました。今回の新型コロナウイルス感染症の影響は、
特に観光客数の増を目指す観光は限界を示しており、
質的転換が求められていると思います。政府の新たな
沖縄観光サービス創出支援事業を生かした県の取組を
伺います。
　(7)、本県は、観光地や公共施設等におけるタクシー
専用の乗降場や待機場の整備が遅れていると言われて
おります。特に、国際通りや首里城における乗降場の
確保は観光客の安心・安全な交通手段を確保する観点
からも重要であると考えますが、県の取組を伺います。
　(8)、ツーリズムＥＸＰＯジャパンｉｎ沖縄が初
めて沖縄で開催され、各国の駐日大使等が参加した
フォーラムや国内外からの商談展示会など、コロナ禍
の中で世界に向けた沖縄観光を発信し、得た意味は大
変大きいと思います。県は、今回の国際的なイベント
を沖縄観光の質への転換を目指す上でどのように生か
していかれるのか伺います。
　５、北部・離島地域の振興について。
　(1)、21世紀ビジョン基本計画に基づく、北部振興
策について、残り２年を切った中、農業振興や産業の
振興、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に向け
どのように取り組み、成果を上げたか伺います。
　(2)、沖縄県過疎自立促進計画及び市町村計画に基
づく、若者が定着する地域社会の実現について、計画
どおり施策や事業は実施できたのか、その達成度と課
題等について伺います。
　(3)、北部地域における農林水産業の振興について、
新たなブランド品目の育成や生産施設の整備、販売体
制・市場の開拓等、取組状況と今後の展開を伺います。
　(4)、経済金融活性化特別地区の税制優遇措置等制
度を活用した、金融関連産業の集積、国内外からの企
業誘致など、現状と今後の取組について伺います。
　(5)、北部周辺離島における、振興策の具体的な展
開と住みよい地域づくりの取組の現状と課題について
伺います。
　(6)、北部圏域における新たな基幹病院の整備につ
いて、北部12市町村との協議の状況、労働組合との
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職員の身分引継ぎについて、協議や整備に向けてのス
ケジュール等について伺います。
　(7)、北部地域の離島・過疎地域における交通手段
の確保、交通コストの低減としてバス運賃の鉄道並み
の実施・実現について、県の考え方を伺います。
　(8)、名護市を起点に国道58号や国道331号等にお
ける自転車道の整備について、県の対応と取組につい
て伺います。
　(9)、2021年３月で切れる過疎地域自立促進特別措
置法の延長について、県は、県内18市町村のうち半
数以上が指定から外れるとの試算をしているようであ
りますが、自民党本部等への要請の経緯、過疎地域指
定の継続の見通しについて伺います。
　６、教育・文化・スポーツの振興について。
　(1)、新型コロナ感染症で３密を避ける社会環境の
中、今後の学校教育において、さらなる少人数学級が
求められると考えられるが、県教育委員会の考え方を
伺います。
　(2)、オンライン学習は生徒側の受信環境の整備と
教員の能力向上など、リモート授業環境の整備に課題
があると思いますが、今後のリモート授業はますます
拡大するものと思われ、本県における準備を急ぐ必要
があるのではないかと思います。そのことについて伺
います。	
　(3)、障害のある子供が通う特別支援学校について、
策定すべき必要最低限の設置基準と学級増加に伴う教
員の特別支援免許取得について伺います。	
　(4)、県内の公立小・中・高校と特別支援学校で適
正に配置すべき教員が不足しているようですが、臨時
教員配置を含め現状と欠員が生じた理由、その影響、
また、休職中の教員増の背景等、県教育委員会の認識
について伺います。
　(5)、不登校や中退への対応が求められている中、
新型コロナ感染症で休校が続いていることで不登校や
中退が増えたと言われておりますけれども、現状はど
うか。また、新型コロナ感染を懸念し登校しない例は
ないのか伺います。
　(6)、2019年度の県内の小・中・高・特別支援学校
でのいじめや暴力行為件数が過去最高となったようで
あります。小・中・高別の内容と特徴、学校現場が根
本的な解消策を持ち合わせていないのか伺います。
　(7)、過密化する特別支援学校の解消を図るため、
次期県立特別支援学校編成整備計画で増設を計画して
いるが、その概要と普通校への新たな併設計画につい
て伺います。
　(8)、新型コロナ感染症の影響で県内伝統芸能や工

芸関係等文化芸術団体は深刻な経済的損失で厳しい実
態にある。県は、側面的な支援を実施しているが、損
失額等を補塡するような経済的支援について伺いま
す。
　(9)、東京オリンピック・パラリンピックの聖火リ
レーの日程が決まったようですが、本県におけるルー
トの概要、コロナ感染防止対策、イベントの実施等に
ついて伺います。
　以上、壇上からの質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　末松文信議員の御質問にお
答えいたします。
　４、観光振興についての(8)、ツーリズムＥＸＰＯ
ジャパンの開催についてお答えいたします。
　このたびのツーリズムＥＸＰＯジャパン旅の祭典ｉ
ｎ沖縄の開催により、新しい生活様式でのイベントの
在り方を示し、国内外へ安全・安心な観光地沖縄を発
信できたことは、沖縄県にとって大きな成果であると
考えております。今後は、本イベントにおける安全・
安心の取組をモデルとして、ＭＩＣＥ等の付加価値の
高いビジネスツーリズムを推進し、１人当たりの観光
消費額の増加や平均滞在日数の延伸など沖縄観光の質
的転換を目指してまいります。
　次に５、北部・離島地域の振興についての御質問の
(9)、新たな過疎対策法に係る要請と見通しについて
お答えいたします。
　沖縄県では、新たな過疎法において、過疎市町村の
実情に対して特段の配慮がなされるよう、11月に知
事が沖縄県過疎地域振興協議会とともに、今年度２度
目の要請を行いました。要請先からは、全国法である
ため本県の特殊事情を理由とする制度化は困難である
旨の発言があった一方、全国的に財政力が弱い団体に
おいては配慮を検討したいとの見解をいただいており
ます。今後、年内には新法に係る指定要件等が示され
る予定であるため、引き続きその動向を注視してまい
りたいと思います。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(1)、今後の国への要請について
お答えいたします。
　沖縄県が抱える課題は、沖縄振興、辺野古新基地建
設問題のほか、新型コロナウイルス対策や子供の貧困、
首里城の復旧・復興など、国と緊密な連携の下、解決
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すべきものと考えております。
　沖縄県といたしましては、解決に向けた方策に関し、
国と認識を同じくする課題について、連携してスピー
ド感を持って取り組んでまいります。一方、認識が異
なる課題につきましても、意見や立場の違いを超えて
対話による協議を行う過程を大切にし、意見の一致や
コンセンサスを得るということが民主主義の基本であ
ると考えており、引き続き真摯に、丁寧に国との対話
を重ね、解決に向けて取り組んでまいりたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　１、知事の政治姿勢に
ついての質問のうち(5)、首里城復元・再建に係る県
の方針についてお答えいたします。
　国は、首里城正殿を令和８年までに復元するとして
おります。県は、関係部局長が国の技術検討委員会に
参画し、県産木材の調達や赤瓦の調査研究、防火設備・
施設管理体制の強化など、国と連携して取り組んでお
ります。県では、中城御殿等文化財の復元整備等を行
い、首里城公園全体の魅力の向上、首里城を中心とし
た歴史・文化の再評価、これを基層とした文化の発展・
復興による沖縄振興につなげていくため、今年度中に
首里城復興基本計画を取りまとめてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、辺野古移設阻止の方策についてお答え
いたします。
　辺野古新基地建設に反対する民意は、これまでの一
連の選挙や県民投票で揺るぎない形で繰り返し示され
てきました。また、県はかねてから、政府に対して対
話による解決の必要性と重要性を繰り返し述べており
ます。
　県としましては、県民投票等で示された民意に応え、
辺野古に新基地は造らせないとの知事公約の実現に向
け、今後とも対話によって解決策を求める民主主義の
姿勢を粘り強く訴えてまいります。
　同じく１の(3)、立憲民主党が提案する米国との協
議についてお答えいたします。
　辺野古新基地建設について、去る６月、米連邦議会
下院の小委員会において軟弱地盤等を理由に懸念が示
され、先月には、米国の大手シンクタンクの報告書で、
完成する可能性が低そうだと指摘されるなど、米国に

おいても状況に変化が生じているものと受け止めてお
ります。立憲民主党の枝野代表は、米国と粘り強く交
渉すれば新基地建設なくして普天間の返還は可能だと
述べており、県としましては、このような状況も踏ま
え、国政政党とも連携し、米国政府に対し、普天間飛
行場の県外・国外移設について再検討していただくよ
う求めてまいりたいと考えております。
　同じく１の(6)、自衛隊と離島防衛に対する認識に
ついてお答えいたします。
　自衛隊は、多くの離島を抱える本県において、不発
弾処理、緊急患者空輸や災害救助など、県民の生命財
産を守るために大きく貢献しているものと考えており
ます。自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保
障や地域の振興、住民生活への影響をめぐって様々な
意見があるものと承知しております。
　県としては、自衛隊の配備について地元の理解と協
力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うとともに、
住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると考え
ております。なお、去る11月10日に西部方面総監に
対しては、このような趣旨で発言したものであります。
　２、米軍基地問題についての(1)のア、最高裁の司
法判断と各種申請についてお答えいたします。
　令和２年３月の最高裁判決により、国の機関である
沖縄防衛局長の審査請求は、行政不服審査法上、適法
であるとの判断が示されたことから、県が令和元年７
月に定めた、関与取消訴訟の係争中は、沖縄防衛局長
からの各申請等について処分等を行わないとする方針
を、令和２年３月26日付で廃止したところです。サ
ンゴ特別採捕許可申請や変更承認申請などの各種申請
については、関係法令や審査基準等に基づき、所管部
局において必要な審査が行われていると承知しており
ます。
　同じく２の(1)のイ、国民的議論についてお答えい
たします。
　県は、日米安全保障体制が重要であるならば、その
体制を支える米軍基地負担の在り方についても日本全
体で議論し、負担も全国で担うべきであると考えてお
ります。辺野古新基地建設問題についても、国民が主
体となり、自分事として考えていただくことが重要で
あります。昨年２月の県民投票では、県民が主体となっ
て考え行動したことで、県内だけでなく全国に同問題
を考えていただく契機になったものと認識しておりま
す。
　県としましては、このような状況を踏まえ、政府に
対して、普天間飛行場の危険性の除去及び早期返還を
求めてまいります。
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　同じく２の(1)のウ、万国津梁会議の提言について
お答えいたします。
　万国津梁会議の提言では、沖縄への米軍基地の集中
は、中国などのミサイル能力の向上によって脆弱に
なっており、米軍自身も部隊の分散化を進めていると
指摘しており、県としては、同提言を論拠の一つとし
て活用し、沖縄の過重な基地負担の軽減を図るよう政
府に働きかけていきたいと考えております。
　県としましては、県民の理解が得られない辺野古新
基地建設を断念し、普天間飛行場の県外・国外移設を
実現することが、沖縄の基地負担軽減と日米安全保障
体制の安定的運用という観点からも有益であることを
日米両政府に対し、粘り強く訴えてまいります。
　同じく２の(1)のエ、普天間飛行場の返還条件につ
いてお答えいたします。
　万国津梁会議の提言では、統合計画において「普天
間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用い
た活動のための緊急時における民間施設の使用の改
善」が返還条件とされたのは、辺野古新基地の滑走路
がオーバーランを含め1800メートルであり、「それで
は有事の所要を満たすことができない」との認識が日
米両政府にあったからではないかとの考えを示したも
のと理解しております。また、米政府会計監査院が、
辺野古新基地の滑走路は有事の際には十分な長さがな
く、その代わりとなる民間空港が決まっていないとし
ていることを引用し、返還条件の実現可能性を指摘し
ております。
　同じく２の(1)のカ、米国に対する具体的な方策に
ついてお答えをいたします。
　国は、米国政府等に対し、沖縄の基地負担軽減策の
検討のために日米両政府に沖縄県を加えた協議の場を
設置することや、軟弱地盤等の問題を説明し辺野古新
基地の再検証を求めてきたところです。去る６月、米
連邦議会下院の小委員会において、辺野古新基地建設
に対し懸念が示されたことは、これまでの県の取組の
成果であると考えております。
　県としましては、米国次期政権に対しても、辺野古
が唯一の解決策という固定観念にとらわれずに、県と
の対話に応じていただくよう求めてまいりたいと考え
ております。
　同じく２の(1)のキ、普天間飛行場における訓練に
ついてお答えをいたします。
　政府が実施している普天間飛行場の離着陸等状況調
査によると、ＭＶ22オスプレイの離着陸回数は、平
成24年10月の配備以降、平成25年度は1663回でし
たが、平成26年度以降、毎年度2300回以上記録し、

令和２年度は10月末までに2458回となっておりま
す。そのうち、航空機騒音規制措置で制限されている
22時から６時までの離着陸回数は令和２年10月末ま
での合計で1085回となっており、全体の離着陸回数
に占める割合は約5.3％となっております。
　３、県内社会資本の整備についての(6)、住宅防音
工事の状況と県の対応についてお答えいたします。
　住宅防音工事について、国は令和元年10月１日か
ら建具復旧工事の対象を防音工事を実施後10年以上
経過した全ての住宅に拡大しております。しかしなが
ら、対象とならない住宅、事務所、店舗等も多く存在
することから、県としてはこれまでも軍転協と連携し、
住宅防音工事の対象区域の拡大、告示後住宅への適用
拡大等、騒音対策の強化・拡充を要請してきたところ
であり、去る10月22日にも岸防衛大臣に対して要請
を行っております。
　以上でございます。
　先ほどの２、米軍基地問題についての(1)のカの、
米国に対する具体的な方策についての冒頭のところ、
県は、米国政府等に対し、沖縄の基地負担軽減策の検
討のためにという文言の中で、冒頭のところの県はと
言うべきところを、国はというふうに間違って発言を
してしまいましたので、修正をしておわびを申し上げ
たいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち(4)、首里城火災に係る教訓
等についてお答えいたします。
　首里城火災に係る再発防止検討委員会の中間報告に
おいては、法令上の義務はないものの、スプリンクラー
等が設置されていなかったことや夜間を想定した教育
訓練が不足していたこと等が報告されており、同委員
会では想定される出火原因等も含め、今年度末に最終
報告をまとめる予定としております。
　県としては、同委員会における指摘については、火
災に対する教訓として重く受け止めており、今後、こ
のようなことが二度と起こらないよう、国等とも連携
しながら再発防止を進めてまいります。
　次に２、米軍基地問題についての御質問のうち(1)
のオ、抗議活動に対する港湾管理者の責任についてお
答えいたします。
　港湾管理者としては、港湾内の安全確保のための対
策は必要と認識しております。本部港旧塩川地区にお
いては、事業者に対して、本部町との連名で必要な安
全対策を講じるよう求めております。また、その他の
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利用者に対して、安全確保の面から、作業中の立入り
について遠慮するよう入場ゲート付近に看板を掲示
し、注意喚起を行っているところであり、港湾内では
安全確保を第一に行動することが重要と考えておりま
す。
　次に３、県内社会資本の整備についての御質問のう
ち(1)、建設産業の人材育成・担い手確保についてお
答えいたします。
　県では、沖縄県建設産業ビジョン2018において、
人材の確保・育成を最重要課題と位置づけ、建設企業、
業界団体、行政機関の各主体が取り組むべき施策を策
定し、官民一体となって推進しております。
　県は、週休２日工事やＩＣＴ活用工事の実施等によ
る建設業の働き方改革の推進を図るとともに、建設現
場体験親子バスツアーやおきなわ建設フェスタへの出
展など建設業の魅力発信に取り組んでいるところであ
ります。
　次に３の(2)、名護東道路の本部半島への延伸につ
いてお答えいたします。
　名護東道路は、名護市伊差川から許田に至る延長8.4
キロメートルの地域高規格道路であります。伊差川か
ら先の延伸については、国において北部地域全体の振
興に資する道路網の在り方を検討しているとのことで
あります。今後は、地元自治体と連携し、国に対して、
早期の事業化を要望していきたいと考えております。
　次に３の(3)、中城湾港長期構想の概要と次期振興
計画との整合性、那覇港との関連についてお答えいた
します。
　中城湾港長期構想については、沖縄らしい新たな価
値を創造する臨港都市・東海岸サンライズポートを基
本理念に掲げ、物流・産業、交流・にぎわい、安全・
安心、持続可能な地域の観点から４つの将来像を設定
し、主要施策の検討を行っております。
　今後、年度内に長期構想を策定し、那覇港との機能
分担や有機的連携等の取組については、新たな振興計
画に盛り込んでいきたいと考えております。
　次に３の(5)、国発注工事への県内企業受注拡大に
ついてお答えいたします。
　令和元年度における国発注の公共工事契約につい
て、沖縄総合事務局と沖縄防衛局を合わせた契約金額
においては、約892億円のうち県外業者は約378億円
で受注率は42.4％となっております。県では、国の
関係機関に対して県内建設業者への受注機会の拡大等
を要請しており、これまで、分離・分割発注、入札参
加資格要件の緩和及び総合評価方式における評価項目
の見直しが行われております。

　引き続き県内企業のさらなる受注拡大について要請
してまいります。
　次に４、観光振興についての御質問のうち(7)、国
際通りや首里城公園におけるタクシー乗降場の整備に
ついてお答えいたします。
　国際通りについては、現況の道路幅員、歩行者数、
店舗の状況等を踏まえる必要があり、タクシー乗降場
の整備には様々な課題があることから、関係団体等と
意見交換を行いながら必要性を含めて検討していきた
いと考えております。また、首里城公園については、
平成13年に公園管理センター内駐車場にタクシー乗
降場を設置しておりましたが、客引き行為や一部のタ
クシーによる独占使用が確認されたため、平成14年
に廃止しております。
　県は、タクシー乗降場の再整備に当たり、指導員の
配置や管理運営についてタクシー協会に意見を求めて
いるところであり、今後、対応を検討してまいります。
　次に５、北部・離島地域の振興についての御質問の
うち(8)、自転車通行空間の整備についてお答えいた
します。
　自転車通行空間の整備については、各市町村が地域
の実情に応じて策定する自転車活用推進計画や自転車
ネットワーク計画に基づき、計画的・効果的に実施す
ることとしております。国道58号では、名護市が策
定した計画に基づき、国において整備を実施しており、
国道331号については、今後、大宜味村や東村が策定
する計画に基づき、両村と連携しながら県において整
備に取り組んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(7)、与那国町の高速船活用国境交流事業に係
る県の支援等についてお答えいたします。
　与那国町は台湾と長い交易の歴史があり、戦前から
戦後混乱期にかけて国境交易が活発に行われており、
昭和57年には花蓮市と姉妹都市協定が締結されてお
ります。
　県としましては、国境に位置する地理的優位性及び
歴史的特性を踏まえ、高速船を活用した国境交流事業
が離島圏域の発展につながるよう、関係部局と連携し
必要な助言等を行ってまいります。
　次に５、北部・離島地域の振興についての(1)、北
部振興の取組と成果についてお答えいたします。
　北部振興については、県土の均衡ある発展を図る観
点から、地域経済の活性化や社会資本整備等の取組が
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北部振興事業などにより進められております。農業分
野では、シークヮーサー加工施設の整備など６次産業
化に向けた取組が進められております。観光や情報通
信分野では、観光交流施設や情報関連産業集積施設な
どの整備が進められております。
　これらの取組を通じ、令和２年３月時点で約2500
人の雇用が創出され、地域経済の活性化に寄与してお
ります。
　同じく５の(2)、過疎対策事業の実績と課題につい
てお答えいたします。
　県及び過疎市町村では、県過疎計画及び市町村過疎
計画に基づき、過疎地域の振興を図るための諸施策を
実施しており、これまでに道路、港湾等の社会インフ
ラや情報通信基盤などの整備、教育の振興、医療の確
保などが図られております。一方、多くの過疎地域が
小規模な離島や本島北部の山間地にあるため、雇用の
受皿となる産業振興の遅れや若年層の流出、高齢化の
進行による地域活力の低下などに課題があるものと認
識しております。
　同じく５の(4)、経済金融活性化特別地区の成果等
についてお答えいたします。
　経済金融活性化特別地区においては、令和元年度
までに、金融及び情報通信関連企業47社が立地し、
1170名の雇用が創出されるなど、名護市の経済振興
に一定の成果を上げております。また、立地企業が納
付した平成30年度における法人市民税額は、約1.7億
円となっており、名護市における法人市民税収納額全
体の約27％を占め、市の重要な税源となっておりま
す。
　県としましては、引き続き名護市と連携し、特区制
度を活用した企業誘致や雇用創出に努めてまいりま
す。
　同じく５の(5)、北部周辺離島における振興策の現
状と課題についてお答えいたします。
　北部周辺離島における振興策の実績としては、沖縄
離島住民等交通コスト負担軽減事業や超高速ブロード
バンド環境整備等を実施するとともに、県民が離島の
魅力を体験し、受入体制の強化を図る離島観光・交流
促進事業が実施され、定住条件の整備や産業振興等を
図っているところです。課題としては、人口減少対策
や離島を支える人材の確保・育成などが挙げられてい
ることから、引き続き離島住民が住み慣れた島で安心
して暮らし続けることができるよう、さらなる振興に
取り組んでまいります。
　同じく５の(7)、北部地域における交通手段の確保
等についてお答えいたします。

　路線バスの運賃は、国が認可を行った上限額の範囲
内で定められており、本県の路線バスは他県と同程度
の金額設定となっております。地域住民の交通手段と
して不可欠な路線については、引き続き国及び市町村
との協調により運行費補助を行い、路線の維持確保を
図るとともに、関係機関と連携して路線バスの利便性
向上に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　３、県内社会資本の整備
についての御質問の(4)、泡瀬鳥獣保護区指定による
事業への影響と沖縄市等との協議についてお答えしま
す。
　令和２年11月４日付で沖縄市から将来的な開発の
可能性が排除できないことから、指定については時期
尚早であり反対する旨の回答がありました。鳥獣保護
区では、狩猟のみが禁止され施設の建設等に関する規
制はありません。また、特別保護地区で一定の開発行
為を行う場合は許可を得る必要がありますが、鳥獣や
その生息地の保護に重大な影響を及ぼすおそれがない
限り許可しなければならないことから、事業に影響は
ないものと考えております。
　県としましては、今後、泡瀬干潟のラムサール条約
湿地登録に向けた地域説明会を開催し、市及び地元に
対し登録することの意義について丁寧に説明し理解が
得られるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　４、観光
振興についての(1)、ＧｏＴｏトラベルによる入域観
光客数の現状と見通しについてお答えいたします。
　ＧｏＴｏトラベル事業の効果については、同事業利
用による沖縄旅行の件数、金額等について、公表され
ていないことから把握は困難ですが、入域観光客数は
９月の連休や10月から東京都が対象地域に追加され
たことなどにより徐々に回復していると認識しており
ます。
　県としましては、テレビＣＭや航空会社等の広告媒
体を活用したプロモーションを実施し、感染予防と観
光の両立を図る安全・安心の沖縄観光を促進しつつＧ
ｏＴｏトラベル事業による旅行需要の取り込みを図っ
てまいります。
　同じく(2)、バス運転手やバスガイドの現状と県の
支援策等についてお答えいたします。
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　沖縄県バス協会への聞き取りによりますと、同会員
の令和２年11月の収入見込額は、前年度比74.5％減
の２億4847万円と厳しい状況となっております。ま
た、バス運転手及びバスガイドについては、事業者ご
とに対応は異なりますが、休業している場合が多いと
聞いております。県では、県内事業者を支援するため、
貸切りバス等を活用したバスツアー等の代金の一部を
補助するおきなわ彩発見バスツアー促進事業等を実施
し、貸切りバスの需要回復に努めているところです。
　同じく(3)、ＧｏＴｏキャンペーン等によるホテル
などの観光への影響について。
　ＧｏＴｏトラベル事業の効果については、同事業利
用による沖縄旅行の件数、金額等について公表されて
いないことから把握は困難ですが、入域観光客数は９
月の連休や10月から東京都が対象地域に追加された
ことなどにより徐々に回復していると認識しておりま
す。また、沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合が組合
員向けに実施している調査によりますと、入域観光客
数の回復と同様に、８月の稼働率22.0％と比較して
９月は26.8％、10月は40.0％と改善傾向にあると聞
いております。
　同じく(4)、修学旅行の現状と対策についてお答え
いたします。
　今年度の県外からの修学旅行について複数の旅行会
社に照会したところ、11月10日時点で10月までの実
施は17校、3091人となっており、11月以降の見込み
は907校、17万125人となっております。
　県としては、安全対策動画やガイドラインの周知に
加え、旅行中に感染疑いになった場合の生徒に係る費
用を支援し、学校や保護者等の不安を払拭することで
実施予定校の維持確保に努めるとともに、県外他地域
や海外から行き先を変更する学校の誘致を図ってまい
ります。
　同じく(6)、沖縄観光の質的転換についてお答えい
たします。
　ウイズコロナ時代においては、沖縄の豊かな自然環
境や独自の歴史、文化等のソフトパワーを最大限発揮
し、滞在日数の延伸や観光消費額の増加など、質的転
換を図ることが必要だと考えております。
　県としましては、新たな沖縄観光サービス創出支援
事業が事業化された際には、沖縄の自然や歴史、文化
などを生かし、新しい生活様式に即した長期滞在型・
高付加価値の観光コンテンツを活用したプロモーショ
ンを実施し、滞在日数の延伸及び観光消費額の増加を
図ってまいります。
　６、教育・文化・スポーツの振興についての(8)、

新型コロナウイルス感染症の影響による文化芸術団体
への支援についてお答えいたします。
　県では、文化芸術関係者向けの各種支援策に係る案
内窓口の設置や感染症対策を含めたコンテンツ配信等
による新しい生活様式に対応した取組への支援策を講
じたところであり、実施直後から多くの問合せをいた
だくなどニーズを捉えた事業が展開できたものと考え
ております。また、現在これら事業の継続支援や、配
信等を広く県内外へ発信するためのまとめサイトにつ
いて準備を行っております。
　今後も関係団体等と意見交換を行いながら必要な施
策について検討してまいります。
　同じく(9)、聖火リレーのルート概要、コロナ感染
防止対策、イベントの実施等についてお答えいたしま
す。
　聖火リレーのルートについては、正式には来年２
月以降に東京2020組織委員会から公表される予定と
なっておりますが、情報によると従前の走行ルートが
維持されるものと聞いております。コロナ感染防止対
策については、同組織委員会が12月末までにその内
容を取りまとめることとなっております。イベントに
ついては出発式、最終聖火ランナー到着地でのセレブ
レーション、市町村におけるミニセレブレーション等
を予定しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　４、観光振興につ
いての御質問の中の(5)、海外観光客の感染予防対策
についてお答えいたします。
　海外からの入国制限の緩和については、全国知事会
において、今後の入国制限緩和の見通しに応じた検査
体制の抜本的強化と空港等でのＰＣＲ検査待機・検査
場所の確保、検査結果が判明するまでの間入国者等の
留め置き、十分な入院先や宿泊療養施設の確保など国
の責任において確保することを求めているところで
す。海外からの観光客を含む外国人の対応については、
新型コロナコールセンターや保健所及び医療機関にお
いて、県が設置しているインバウンド医療対応多言語
コールセンターを活用して対応しているところでござ
います。
　次に５、北部・離島地域の振興についての御質問の
中の(6)、北部基幹病院の協議状況、整備スケジュー
ルについてお答えいたします。
　公立北部医療センターの整備については、現在、医
療関係者や関係市町村で構成する医療機能部会を設置
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し、新たな病院の病床数、診療科目等、提供する医療
機能について活発に協議を行っております。また、労
働組合の皆様には、11月中旬に、合意に至った経緯
と現在の取組状況について御説明したところです。
　一般的な病院整備のスケジュールとしては、基本構
想及び基本計画の策定等、合計で６年ほど要するもの
と考えており、令和８年度の開院を予定しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　５、北部・離島地域
の振興についての(3)、北部地域の農林水産業の振興
についてお答えします。
　北部地域は、本県の農業産出額の約３割を占めるな
ど農林水産業を支える重要な地域であり、災害に強い
栽培施設の整備、高度衛生管理型食鳥処理施設の整備、
含蜜糖工場の建て替え支援、シークヮーサーの機能性
成分の研究、モズクやヤイトハタ等の拠点産地の育成
などに取り組んできたところであります。
　県としましては、引き続き各種施策に取り組むとと
もに、観光産業等との連携やグリーンツーリズムの推
進など、北部地域の特性を生かした農林水産業の振興
に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　６、教育・文化・スポーツ
の振興についての御質問の中の(1)、少人数学級につ
いてお答えします。
　県教育委員会では、これまで小学校１年生から中学
校１年生で少人数学級を実施しており、現在、中学校
２年生及び３年生の35人学級実現に向けて検討して
いるところです。一方、文部科学省は、新型コロナウ
イルス感染症対応を踏まえ、来年度予算の概算要求に、
少人数学級の実現に向けた体制整備を盛り込んでおり
ます。
　県教育委員会としましては、国の動向を注視しつつ
少人数学級の実現に取り組んでまいります。
　同じく６の(2)、オンライン学習の状況についてお
答えします。
　県立学校における生徒側の受信環境は、通信機器を
整備する等オンライン学習を行える環境となっており
ます。市町村立小中学校では、全市町村で一人一台端
末の整備等オンライン学習環境の整備に取り組んでお
ります。家庭でオンライン学習が受けられない児童生
徒については、感染予防対策を行った上で学校に登校

させる等、個別に対応することとしております。教員
の能力向上については、授業動画作成等の校内研修を
行い、指導力向上を図り、オンライン学習の準備を整
えております。
　県教育委員会としましては、引き続きオンライン学
習実施のための環境整備に努めてまいります。
　同じく６の(3)、特別支援学校の設置基準と免許取
得についてお答えします。
　特別支援学校においては、これまで校舎等の設置基
準が定められておらず、学校規模の明確な決まりは示
されておりませんでした。今後、国において設置基準
を定めると聞いており、国の動向等を踏まえ特別支援
学校の適正規模に努めてまいります。また、特別支援
学校教諭免許取得については、令和元年度の調査によ
ると、特別支援学校における免許保有状況は77.0％
となっております。
　県教育委員会としましては、引き続き特別支援学校
教諭のみならず小・中・高校教諭を対象に免許法認定
講習を実施し、特別支援教育の専門性の向上に努めて
まいります。
　同じく６の(4)、教員の未配置の実態及び休職の背
景等についてお答えします。
　令和２年11月１日時点の教員の休職等による未配
置は、公立小中学校30人、県立高校７人、特別支援
学校４人の計41人で、その内訳は、病休26人、妊娠・
出産等７人、授業改善リーダー等の加配教員の欠員８
人となっております。年度途中の欠員については、臨
時的任用教員候補者の多くが既に別の職に就いており
配置に時間を要する場合がありますが、校内の他の教
諭の配置換え等により授業や学級運営に影響が生じな
いよう努めております。休職した教職員については精
神疾患によるものの割合が高く、多様な人間関係や業
務等の複合的な問題が背景にあると考えております。
　県教育委員会では、学校における働き方改革を進め、
職場環境の改善に努めてまいります。
　同じく６の(5)、新型コロナウイルス感染症に係る
不登校、中途退学等についてお答えします。
　４月から８月までの学校の状況を調査したところ、
30日以上の欠席者は小学校684人、中学校1113人、
高校286人となっております。また、新型コロナウイ
ルス感染への不安による保護者の意向を踏まえた出席
停止については、30日以上が小学校36人、中学校42
人となっております。高等学校における中途退学者は、
昨年度の９月末時点の235人に対し今年度末は155人
と減少しております。なお、コロナウイルス感染症の
影響を理由に退学した者は１名となっております。

－39－



　県教育委員会としましては、今後の推移を注視する
とともに必要な支援を継続してまいります。
　同じく６の(6)、いじめ、暴力行為についてお答え
します。
　令和元年度問題行動等調査におけるいじめの認知件
数は、小学校１万3116件、中学校1546件、高校205件、
特別支援学校28件、合計１万4895件となっておりま
す。暴力行為の件数は、小学校1812件、中学校793件、
高校82件、合計2687件となっております。暴力行為
の件数及びいじめの認知件数が高い状況につきまして
は、本人が不快に感じる軽微な暴力や言葉によるいじ
め等も見逃さず積極的に認知し、早期発見に努めた結
果であると考えております。
　各学校においては、教員及び保護者、心理や福祉の
専門家等と連携協力し、丁寧に時間をかけ対応してお
ります。
　同じく６の(7)、県立特別支援学校編成整備計画の
概要等についてお答えします。
　特別支援学校編成整備計画は令和３年度までとなっ
ており、現在、次期編成整備計画の策定に取り組んで
いるところであります。次期編成整備計画案において
は、中部地区における過密化解消等への対応として、
新たな知的障害特別支援学校及び県立高等学校への併
設型特別支援学校の設置について方向性を示したとこ
ろです。現在、有識者等による懇話会を開催したとこ
ろであり、その意見等も踏まえ、今後、具体的な計画
を策定していく予定であります。
　以上でございます。
　失礼いたしました。６の(5)の新型コロナウイルス
感染症に係る不登校、中途退学等についての答弁のほ
うで、高校の中途退学者の数なんですが、９月末235
人に対し今年度末と答弁いたしました。正しくは、今
年度９月末は155人と減少しているということです。
おわびして訂正いたします。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　６、教育・文化・スポー
ツの振興についての御質問の中の(8)、工芸関係への
経済的支援についてお答えいたします。
　県では、工芸産地組合に対し、国や県が実施する給
付金等の支援策について情報提供を行い活用を促すと
ともに、店舗や体験工房を有する対象事業者には、申
請に基づきうちなーんちゅ応援プロジェクト支援金を
支給しました。また、Ｅコマースサイト開設にかかる
費用を９月補正予算で措置し、コロナ禍における販路

を確保するほか銀座わしたショップでの展示販売を予
定しております。
　県としましては、引き続き工芸産業の振興に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○末松　文信君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　それでは再質問を行います。
　時間もありませんので、まず県内社会資本の整備の
ところの(4)、泡瀬干潟の鳥獣保護区指定についての
関連で、部長から建築工作物については関係ないとい
うような答弁がありましたけれども、それはそのとお
りなのかもう一度伺いたいと思います。
　次に２番、米軍基地、普天間飛行場に関係してであ
りますけれども、渉外知事会がアンケートをしており
ます沖縄の基地負担への国民的議論を２知事だけ　　　
　基地を抱えている15知事からアンケートを取ったと
いうことでありますけれども、これは今公室長がおっ
しゃるような認識と大分違っているんではないかとい
うふうに思いますけれども、もう一度伺います。
　それから同じく米軍基地、普天間飛行場関連で、サ
ンゴ採捕申請と設計変更承認申請についてであります
けれども、まずこの小型サンゴの採捕申請については、
環境監視等委員会の助言を受けております。また、設
計変更承認申請については、技術検討会の助言を受け
てそれぞれ専門家の知見を受けながら対応しているの
が実態だと私は思っておりますけれども、それに勝る
県の知見があって、どういう知見を持って審査してい
るのか伺いたいというふうに思います。
　次に、同じく普天間関係で、万国津梁会議が提言し
ていることについては、読んでみると全て憶測の話で
あります。こうした憶測に基づいた提言について県は
うのみにするのか、これを精査してなぜ提言に対して
反論をしないのか。私はこんな大事なことを単なる憶
測に基づいた提言として受け止めるということについ
てはちょっと承服しかねるので、もう一度答弁をお願
いいたします。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　末松文信議員の泡瀬干潟
の鳥獣保護区指定に関する特別保護地区内での工作物
の設置の再質問にお答えします。
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法
律第29条の中で、「環境大臣又は都道府県知事は、前
項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為
が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第七項
の許可をしなければならない。」と定められておりま
す。まず第１項としまして、「当該行為が鳥獣の保護
に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。」、第２とし
まして、「当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支
障を及ぼすおそれがあるとき。」。この件につきまして、
逐条解説では、環境大臣または都道府県知事は鳥獣保
護区の特別保護地区内の工作物の設置等の許可申請が
あった場合、その行為が鳥獣の保護または鳥獣の生息
地の保護に重大な影響を及ぼすと認めるべき相当の理
由がなければ不許可とすることができないこととされ
ているというふうな解説がございます。
　以上のことから、先ほどの答弁をしたものでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　末松文信議員の再質問
の中で、渉外知事会のアンケートの中で２の県知事か
らしか返答がなかったという趣旨の御質問でございま
すけれども、米軍基地を抱える15都道府県でつくる
渉外知事会のアンケートにおいて、２県が沖縄の基地
の移転先について国民的議論を通して決めると回答し
たことについては、報道等により承知をしているとこ
ろでございます。一方で沖縄県においては、渉外知事
会と連携を図り基地の整理縮小及び早期返還の促進な
どについて政府へ要望を行っており、また全国知事会
においては、平成30年７月に日米地位協定の抜本的
見直し基地の整理縮小・返還の促進などについて提言
がなされており、これにつきましては今年度11月に
も同様の提言が行われているところでございます。
　県としましては、今後とも国民的議論を喚起すると
ともに政府に対し、基地の整理縮小、普天間飛行場の
速やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去、同
飛行場の県外・国外移設及び早期閉鎖・返還を実現す

るよう粘り強く訴えてまいりたいと考えております。
　さらに、万国津梁会議に関しまして全て憶測に基づ
いたものを根拠としているというふうな趣旨の質問で
ございましたけれども、万国津梁会議におきましては
現在６名の委員がおられます。柳澤委員長におきまし
ては安全保障に関して経験があり、非常に造詣が深い
というふうに考えておりますし、その他委員につきま
しても学識経験者としてその知見を生かした形で御提
言をいただいているというふうに考えておりまして、
憶測という形では県としては認識をしてないところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　サンゴの特別採捕許
可申請の審査についての再質問についてお答えいたし
ます。
　県では、漁業法、水産資源保護法、沖縄県漁業調整
規則の観点から審査基準第３項及び第４項に定める必
要性、妥当性及び水産資源の保護培養上問題が生じる
おそれがないかについて審査を行っているところであ
ります。審査書類及びその後に沖縄防衛局から提出さ
れた資料からは審査基準を満たしているとの判断がで
きないことから、沖縄防衛局に対しこれまで５件の説
明要求を行っておりますが、十分な回答が得られてい
ないことから審査を継続しているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　再質問にお答えいた
します。
　普天間飛行場代替施設建設事業の変更承認申請書に
ついての審査についてでございますが、計画変更に係
る審査はあくまでも提出された申請書について県が法
令に基づいて行うものでございます。公有水面埋立法
の要件を満たしているのかということにつきまして、
公有水面埋立法第４条第１項及び第２項の適用状況に
ついてしっかり確認をしていきたいと考えておりま
す。今後、沖縄防衛局に対して質疑等質問を投げかけ
まして、その状況に応じてしっかり審査を行っていき
たいということでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　今日は知事が出席されてないので
なかなか元気が出ないんですが、先ほど質問いたしま
したけれども、再々質問をさせていただきたいと思い
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ます。
　公室長、全国渉外知事会で２自治体しかアンケート
に答えてないという状況の中で、皆さんが言われる、
全国渉外知事会と連携してこの沖縄の基地問題を解決
していくというのは本当にできるんでしょうか。もう
一遍答えてください。
　それから、泡瀬干潟の件ですけれども、部長はそう
いう逐条があるとおっしゃいますけれども、現実的に
そうなっているのか。例えば羽地内海、鳥獣保護区、
自然公園、いろいろ網がかぶされています。我々が今
まで何度も一部の埋立てとか、工作物を造りたいとい
うけれどもそれに許可は下りない。こういう現実があ
ることについて認識しているのか。今後どう対応され
ていくのか答えてください。
　それから、このサンゴの採捕というのは、自然保護
の立場からサンゴを保護する立場から環境影響評価書
の中で位置づけされていると思うけれども、これを許
可するのにちゅうちょしている理由は何なのか、私は
理解できない。
　それともう一つは、これ土建部長もそうですけれど
も、設計審査においてもそのサンゴの採捕についても、
自らの知見はなくて、法律・条例は当たり前の話であっ
て、申請してきたものに対して知見もなくその申請者
に対してこれこれしかじか出してくれというようなこ
とでやり取りをして長引かせている。本来はそういう
ことじゃないでしょう。しっかり検証して審査して審
査期間もあるわけだから、法定期間も。その中で回答
すべきことではないでしょうか。もう一度、二人とも
答弁してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午前11時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　渉外知事会と連携して
基地問題の解決が現実的に可能なのかという趣旨の御
質問にお答えをしたいと思います。
　渉外知事会につきましては、米軍基地が所在する
15都道府県相互間の連絡協調を密接にし、政府等に
対して基地問題の適切な措置について要望を行い、こ
れらの問題の効果的な解決を図ることを目的として設
置しております。
　渉外知事会におきましては、基地の整理縮小及び早
期返還の促進でありますとか、日米地位協定の改定と
いった形で基地が所在する都道府県における基地問題

の解決について連携をして取り組んでいるところであ
り、沖縄県としましては、引き続き渉外知事会、他都
道府県とも連携して基地問題の解決に取り組んでまい
りたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　末松文信議員の再々質問
にお答えします。
　国指定屋我地鳥獣保護区のこれまでの状況について
は、現時点で詳細を把握してございませんので、改め
て状況を調査した上で確認させていただきたいと思っ
ております。
　それから泡瀬の件につきましては、先日、沖縄市議
会の議員の要請等を受けた際に、例えば県のほうで特
別保護地区を予定している海域に人道橋でありますと
か、あるいは傾斜式の護岸、そういったものを今後つ
くることについて、鳥獣保護区になると非常に懸念が
あるといったようなお話がございました。この人道橋
等につきましては、当然設置した際にこの鳥獣の保護
に重大な影響を及ぼすおそれがあると、そういったこ
とには該当しないというふうに考えておりますので、
そういったことを踏まえて今回の答弁をした状況にご
ざいます。
　いずれにしても、逐条解説のほうで相当の理由がな
ければ不許可にすることができないというふうに解説
されてございますので、不許可にする際の理由につき
ましては、県がこれを証明するというようなことにな
ります。ですから、基本的には重大な影響を及ぼすと
いうようなことがない限り許可をするということが前
提になっているということで答弁をしたわけでありま
す。引き続き法律の適正な運用について改めて部内で
検討して適正な運用を図ってまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　それでは、サンゴの
特別採捕許可申請に係る審査についての再々質問にお
答えしたいと思います。
　県ではこれまで申請書類、それからその後に防衛局
から提出された資料から審査基準を満たしていると判
断できないことから、説明要求を行ったところでござ
います。説明要求につきましても一つの例としまして
は、例えば妥当性につきましても移設先の選定につい
て、個別のサンゴ類それぞれについての具体的な移設
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場所についての説明を求めております。そして、事後
調査についても移植成功の定義、それから判断の時期
についても説明を求めているところでありまして、そ
ういった説明要求もしながら現在審査を続けていると
いう状況でございます。
　以上でございます。　
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　再々質問にお答えい
たします。
　普天間代替施設建設事業の変更承認申請について
は、先ほど法令に基づいて審査を行うと申しましたけ
れども、県では平成６年の行政手続法の施行に伴いま
して公有水面埋立法に基づく免許の審査基準も定めて
おります。当該審査基準に基づきまして審査を行って
いくということでございます。
　また、どういった技術的知見でというお話もござい
ましたけれども、県は県としての技術的な知見もござ
いますし、また特に地盤条件等について県のほうで専
門家からのアドバイスも得ながら質問等を行っていき
たいと。今後、沖縄防衛局との間で必要な資料要求や
疑問点等について事業者に確認を行った上で公有水面
埋立法に基づき厳正に審査をしていくということでご
ざいます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後１時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　仲里全孝君。
　　　〔仲里全孝君登壇〕
○仲里　全孝君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派の仲里全孝でございます。
　通告に基づく質問を行う前に、宮崎で発生した鳥イ
ンフルエンザについて追加質問を行います。
　本件につきましては、質問通告後に報道がなされた
看過できない問題でありますので、議長と執行部には
連絡を済ませておりますので、先例を踏まえて質問を
行います。
　宮崎で発生した鳥インフルエンザについて。
　12月１日、宮崎県は日向市の養鶏場で致死率の高
い高病原性と見られる鳥インフルエンザが発生したと
発表し、４万羽を殺処分するとの報道があった。今年
の１月に県内で発生した豚熱も県外で発生した後に県
内に発生したことから、宮崎県での発生に強い危機感

を持たなければなりません。
　そこで、以下質問をします。
　(1)、沖縄県内の養鶏農家数、飼育している鳥の総
数について伺う。
　(2)、県内における鳥インフルエンザ水際防止対策
の取組について伺います。
　それでは、沖縄・自民党を代表して通告に従い、所
見を述べながら質問いたします。
　まず１、沖縄振興策の推進について。
　世界で大きなパニックを招いた新型コロナウイルス
感染症は、我が国においても感染拡大で経済への影響
が深刻な中、さらに第２波、第３波が襲い、いまだに
国民生活や経済活動は正常な状態に戻れていないのが
現状であります。本県においても、県民生活や県内経
済への影響は深刻で、今後の社会活動の在り方にも影
響することは間違いないものと考えます。これからの
コロナウイルスとの共生、ウイズコロナの社会に県民
がいかに対応し得るかが重要になってくると思われま
す。現状のコロナ禍で、これからのウイズコロナの社
会に沿った県経済の再構築が重要となってまいりま
す。
　今、県においては、令和４年　　　　2022年３月で終
期となる沖縄21世紀ビジョン基本計画に代わる次期
沖縄振興計画の継続及びその根本法である沖縄振興特
別措置法の延長に向け取組を進める中で、沖縄21世
紀ビジョン基本計画のほか、これまでの沖縄振興計画
を含め総点検の報告をまとめております。その中で、
沖縄振興特別措置法が最終目標に掲げていた沖縄の自
立的発展と沖縄の豊かな住民生活の実現は、これまで
の５次・50年の振興計画では達成されていないと総
括しております。そのため、次期沖縄振興計画で目標
を実現するため、現21世紀ビジョン基本計画10年を
さらに継続させ、後期10年計画として引き続き21世
紀ビジョンで掲げた５つの将来像の実現及び４つの固
有課題の解決を図るものとしております。これまで５
次・50年の振興計画を振り返ると、国主導の３次に
わたる本土との格差是正を主目標とする振興計画か
ら、４次振興計画、そして５次の21世紀ビジョン基
本計画と民間主導の自立型経済の構築を最終目標に掲
げる振興計画が策定されてきたのであります。しかし、
今回の総点検では、県独自の計画による施策が展開さ
れながら目標が実現できなかったのはなぜかなど、具
体的な理由は明確に示されておりません。
　富川副知事はさきの県議会で、振興計画における製
造業の取扱いについて、県が目指した製造業は後追い
であり、既に低賃金のアジアに全部行っている。「沖
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縄県で目指す製造業の方向というのは、スポット的に
先端のもの、バイオとか半導体」など付加価値の高い
もので新発展沖縄戦略としております。
　これらの県が目指すとされる製造業は、これまでの
振興計画の中で位置づけられ、戦略的に取組が進めら
れてきたものであり、いまだに観光をしのぐ産業に成
長しているとは思えず、新たな10年で自立型経済の
柱となり得るか疑問であります。たとえ後追いであっ
ても、アジアに行った雇用効果が高く県内産業への波
及効果が見込める製造業を本県に呼び込む努力をすべ
きではないでしょうか。これまでの振興計画が目指す
自立型経済の構築と、豊かな住民生活の実現という目
標を実現し得なかった最大の要因は、観光に見られる
外的要因に左右されない核となる産業、いわゆる大型
製造業の誘致・立地が実現していないことにあると考
えるのであります。
　以上、所見を述べ、伺います。
　(1)、2021年、令和３年度沖縄振興予算について。
　ア、内閣府は、2021年、令和３年度沖縄振興予算
の概算要求と税制要望を財務省に提出したが、県の要
望とどのような開きがあるか。知事はどのように評価
しているか伺います。
　イ、一括交付金について、前年度当初予算より増額
となっているが、県の要求に比べ大幅減である。内閣
府は、一括交付金の性質上、積上げにはなじまないと
の説明があったようだが、折衝の内容を伺いたい。
　ウ、概算要求には、新型コロナ感染症で観光が打撃
を受けたことで沖縄観光の課題解決に資するため新規
事業が盛り込まれたが、事業内容と予算額、県の対応
について伺いたい。	
　エ、沖縄関係税制の延長について、県の要求どおり
１年間の延長要求となったが、沖縄振興特別措置法の
継続を見据えての１年延長であると内閣府と調整はさ
れているか伺いたい。
　オ、2021年、令和３年度沖縄振興予算概算要求に
ついて、知事は一定の評価を示し容認した。知事の想
定内の要求であったか。また、今後は要求額の満額確
保が重要となるが、知事の決意を伺いたい。
　(2)、次期沖縄振興計画等の策定について。
　ア、次期沖縄振興計画の策定に向け、21世紀ビジョ
ン基本計画の総点検をまとめた。その中で、今後の沖
縄振興においても現行計画を継承し、５つの将来像の
実現及び４つの固有課題の解決を図るとしている。こ
れまでの振興計画で克服できなかった要因と成果の程
度について伺いたい。
　イ、総点検で、沖振法が最終目的とする沖縄の自立

的発展と沖縄の豊かな住民生活の実現は十分とは言え
ないとし、次期振興計画が必要としている。自立型経
済の構築と住民生活の実現のため計画の策定が県に移
行されたが、実現できなかった要因は何か伺いたい。
　ウ、第１次から第５次までの振興計画について、そ
の計画の目標、基本方向、それぞれの成果についてど
のような分析・総括し、次期振興計画に生かそうとし
ているか伺いたい。
　エ、次期振興計画の策定に向け沖縄振興の成果と課
題の総括が必要であるが、主な施策で、社会資本の整
備、県内総生産や就業者数、観光、ＩＴ等について、
５次・50年における成果と今後に残された課題につ
いて伺いたい。
　オ、県は、沖振法の根拠、目的である４つの特殊事
情について、次期振興計画の策定理由となり得るとし
ている。国も同様な理解と解していいか。また、県と
して新たな事情など修正や追加事項等についての考え
はないか伺いたい。
　カ、富川副知事は、振興計画における製造業の取扱
いについて、製造業は既に低賃金のアジアに全部行っ
ている。沖縄が目指す製造業の方向は、スポット的、
先端なものやバイオや半導体の付加価値の高いもので
新沖縄発展戦略とするとしている。これで自立型経済
の構築が可能であるか伺いたい。
　キ、河野沖縄担当大臣は、2021年度で期限が切れ
る沖縄振興計画について、これまでの政策を見直す。
分析には地域経済分析システムを活用するとしてい
る。県が国に提出する中間報告書との整合と次期振興
計画策定への影響について伺いたい。
　ク、平成24年度から計上された一括交付金につい
て、次期振興計画においても確実に認められるか。制
度の存続は現振興計画の点検の内容により影響されな
いか伺いたい。
　２、那覇軍港の浦添移設問題について。
　那覇港湾施設（那覇軍港）の浦添埠頭への移設につ
いて、浦添市長が北側案を容認したことで県及び那覇
市と３者の間で認識が一致したのであります。しかし、
その北側案が決定的となった瞬間から、これまで県議
会などで那覇軍港移設を明確に容認していた玉城知事
の姿勢、言動は迷走を続けているのであります。報道
によれば、さきの那覇港管理組合議会で、管理者の知
事と那覇市、浦添市との間で、那覇軍港の位置や国を
含めた移設協議会の開催時期について話がまとまらな
かったようであります。組合の副管理者も民港が先と
の認識のようでありますが、管理者は知事であり、知
事が３者合意を前提に移設協議会を開くと言えば決着
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する問題であります。管理者である知事の姿勢が組合
への圧力となっているのではないか懸念されるのであ
ります。
　そもそも民港優先とはどこから出てきたのか。これ
まで知事は北側案が容認される以前には民港優先と述
べてはいないのであり、那覇港管理組合議会において
も民港優先との答弁や決定がなされてはいないのであ
ります。県は、平成29年11月県議会で、「那覇港管理
組合は、浦添市が示した南側案では、港湾の適正な管
理運営のために民港が分断され、経済的一体の港湾と
して民港を管理する上で支障がある」、「南側案では、
開発空間が制限されるため、民港の発展に支障がある」
等々、当時の土建部長は明確に答弁しております。こ
の答弁は、民港は北側案が前提と言っていることは明
白であり、そこで伺います。
　(1)、那覇軍港の浦添移設問題は、北側案で一致し
た途端に県の迷走が始まった。軍港の位置をめぐり、
那覇市及び浦添市との間で食い違いが出ている。県
は、これまで那覇軍港の浦添移設についてどのような
見解、答弁をしてきたか伺いたい。
　(2)、知事は、那覇軍港の浦添移設は沖縄の経済発
展につながるため普天間飛行場の移設とは異なるとし
て容認しているが、そうすると普天間飛行場の返還に
よる跡地利用は、沖縄の経済発展にはつながらない
との考えが都合のいい恣意的な対応ではないか伺いた
い。
　(3)、平成29年11月県議会で、「那覇港管理組合は、
浦添市が示した南側案では、港湾の適正な管理運営の
ために民港が分断され、経済的一体の港湾として民港
を管理する上で支障がある」、「南側案では、開発空間
が制限されるため、民港の発展に支障がある」等々と
当時の土建部長は答弁している。民港は北側案が前提
と言っているが、今になって、なぜ知事は姿勢を曖昧
にするのか。
　(4)、国は、昨年11月の移設協議会で、「民港の港
湾計画との整合を図りつつ、これと並行して、代替施
設の配備に係る技術的な検討を防衛省及び国交省で実
施」することが確認されているとし、民港計画と並行
して軍港の検討を進めるべきとしている。民港優先と
は県、那覇市、浦添市３者の一致した見解なのか伺い
たい。
　(5)、知事は、民港優先を強調しているが、北側案
容認以前の県議会の答弁や那覇港管理組合議会におい
ても、民港優先との答弁や決定がなされていたか、伺
いたい。	
　(6)、知事は、基地の整理縮小や嘉手納以南の基地

返還の前倒しを国に求めながら、那覇軍港の浦添埠頭
への移設についての協議の進展を遅らせている。言動
は矛盾しないか伺いたい。
　３、新型コロナウイルス感染症対策について。
　(1)、県は、コロナ感染症の政策を協議、決定する
対策本部会議の議事録を作成せず、概要で十分として
いる。その理由は何か。また、公文書管理指針に反す
るのではないか伺いたい。
　(2)、新型コロナ感染拡大が収まらず、重症者も増
大し病床占有率は限界に近づいている。インフルエン
ザ感染者への対応も含め、コロナ受入病院の現状と感
染拡大防止をどのように図っているか、伺いたい。
　(3)、宮古・八重山の離島での感染が増大し、病床
の確保や医療関係者の負担が懸念される。患者の本島
への搬送やその他の離島への感染拡大防止について、
対策、取組を伺いたい。
　(4)、ウイズコロナの新しい生活様式が求められる
中、県民が安心できるワクチンの確保が必要である
が、国におけるワクチン確保の状況と本県における必
要量、接種の費用無料化等、国との調整について伺い
たい。
　(5)、新型コロナ感染症の影響で、今年はインフル
エンザのワクチン不足が懸念されている。例年よりイ
ンフルエンザワクチンの接種希望者が多いと予想され
ており、県内における対応は万全であるか伺いたい。
　(6)、国は、介護施設や病院におけるクラスター発
生に対応するため、医療機関や高齢者施設などに対し
検査実施や基準設定を求めているが、県独自の検査基
準の設定と、一斉・定期的な検査の実施について伺い
たい。
　(7)、新型コロナ感染拡大を受け総合支援資金の対
象を特例で拡大したことで生活支援費の申請が増大し
たようであるが、貸付支援の対象、種別、申請件数等、
本県の状況について伺いたい。	
　(8)、新型コロナ感染症対策で個人事業者に最大
100万円を支給する持続化給付金について、不正申請
での受給が問題となっている。中には、返還申出もあ
るようだが、本県における実態と対応について伺いた
い。
　(9)、我が会派は、ＰＣＲ検査の拡充やそのための
助成金及び給付金等財政支援を国や自民党本部に要請
している。県民が安心して生活ができる社会環境の整
備には全県的なＰＣＲ検査の実施が必要である。県の
考え方を伺いたい。
　(10)、新型コロナ感染症の終息が見えない状況に
あって長期的なＰＣＲ検査実施体制を整備する必要が
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あり、そのため検査技師の人材育成が求められている。
県の取組を伺いたい。
　４、雇用失業問題について。
　(1)、新型コロナウイルスの影響による解雇や雇い
止めについて、本県の状況と経済が動き出した中で、
回復や改善に向けた企業の動向はどうか伺いたい。
　(2)、県内の高校、大学生の就職状況について、就
職後３年以内に離職する早期退職率が全国平均を大幅
に上回っている。県はミスマッチ対策を講じているが、
今のところ効果は出ていない。教育機関における就職
相談の現状と県の関与の必要性について伺いたい。
　(3)、障害者雇用に係る法定雇用率について、県及
び市町村の状況と民間企業における達成率について伺
いたい。
　(4)、非正規雇用と正規雇用の不合理な待遇格差を
改善するため４月から大企業に同一労働・同一賃金が
義務づけられ、2021年４月には中小企業にも拡大さ
れる。対象となる県内の企業数と県の説明、指導につ
いて伺いたい。
　(5)、70歳就業社会を目指し希望者は70歳まで就業
できる法改正が成立したが、企業の受け止めは様々の
ようである。本県における状況と企業の認識はどうか
伺いたい。
　５、農林水産業の振興について。
　(1)、新型コロナの影響による県産農水産物の県外
輸送の低迷回復を図るため、航空輸送体制の確保に向
けた県の取組について伺いたい。
　(2)、新型コロナ感染拡大で深刻な影響を受けた県
内農水産農家に対する国や県による支援策と実施状況
について伺いたい。
　(3)、県産和牛子牛の血統不一致問題については、
久米島だけでなく今帰仁でも発覚した。県の原因究明
調査の結果と全県的な調査に向けた取組について伺い
たい。
　(4)、本県の基幹作物であるサトウキビの収穫面積
が減少し続けている。要因は担い手不足で農地の遊休
地が増加していることにあるが、県の若手農業従事者
の育成に向けた取組を伺いたい。
　(5)、豚熱で影響を受けた養豚農家に対する経営補
塡や支援金の交付について、全ての農家への交付は完
了したか。また、シークヮーサー農家の状況と支援策
について伺いたい。
　(6)、大宜味村のエビ養殖場でエビが壊死する伝染
病が発生したようだが、発生原因、他の養殖場への広
がり防止、今後の水際防止対策について伺いたい。
　(7)、農林水産物流通条件不利性解消事業は、遠隔

地にある本県が本土市場での市場競争力の向上を図る
上で重要な事業であるが、対象品目が限られている。
県外で認知度が高いモロヘイヤ、キャベツ、ハーブ類
などを対象品目に加えていただきたいが、県の考え方
を伺いたい。
　６、子ども・子育て支援について。
　(1)、国は、2021年度から24年度の４年間で新たに
14万人余の保育の受皿確保を計画しているが、本県
の状況と女性の就業率向上に伴う保育利用増や保育士
不足等の課題解決との整合性をどのように図るか伺い
たい。
　(2)、県は、保育士不足の解消に向け潜在保育士の
復帰促進に努めているが、依然県内保育園の保育士不
足は解消されていない。職業としての保育士の魅力が
失せているのか、職務に見合う待遇がなされていない
のか、県の認識を伺いたい。
　(3)、認可外保育園に対する市町村等の子育て支援
サービスについて、雑所得として課税の対象となる場
合があり、国において非課税措置導入を検討している
ようだが、本県における状況と県の対応について伺い
たい。	
　(4)、第二期黄金っ子応援プランについて、第一期
計画で残された課題及び未実施施策は、新たな計画に
どのように反映されたか。また、新計画の方向性と特
色について伺いたい。
　(5)、新型コロナウイルス感染拡大は保育の在り方
にも影響を及ぼしたが、待機児童や学童保育待機の解
消は目標どおり達成可能であるか、取組について伺い
たい。
　(6)、児童虐待が一向に改善されていないがその要
因は何か。また、児童虐待とＤＶとの関連についての
分析、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターとの
連携について伺いたい。
　(7)、国は、児童虐待による死亡とその母親へのＤ
Ｖの有無に関する分析結果を公表したが、本県におけ
る事例と特徴について伺いたい。
　(8)、子供の貧困率について本県は全国的に高い状
況にあるが、新型コロナウイルス感染拡大により、経
済の停滞、雇用の後退など、現状は悪化の状況にある
が、県の対策や取組について伺いたい。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　仲里全孝議員の御質問にお
答えをいたします。
　１、沖縄振興策の推進についての御質問の中の(2)、
本県が目指す製造業と自立型経済の構築についてお答
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えいたします。
　沖縄県では、アジア経済戦略構想や新沖縄発展戦略
に基づき、県内企業の付加価値の高い製品開発や生産
性向上に向けた取組への支援に加え、半導体や医療機
器等の高付加価値型製造業の集積を進めるとともに、
バイオ産業の支援など新たな産業の創出に取り組んで
おります。
　さらに、国内外企業とのビジネスマッチングによる
県内企業の生産性と付加価値の向上を図るリゾテック
を展開し、製造業を含む各産業分野における競争力強
化に取り組むほか、サプライチェーンを支えるインフ
ラの整備や生産の高度化を図るテクノロジーの活用な
どを推進してまいります。
　これらの取組に加え、新型コロナウイルス感染症か
らの出口戦略としてアフターコロナを見据えたデジタ
ルトランスフォーメーションによる付加価値を生む新
たな取組への支援など、企業の稼ぐ力を強化し、総合
的な施策の展開により自立型経済を構築してまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　１、沖縄振興策の推進に
ついての(1)ア及びオ、令和３年度沖縄振興予算の概
算要求及び税制改正要望の評価、満額確保に向けた決
意についての御質問にお答えします。(1)アと(1)オは
関連いたしますので、恐縮ですが一括して答弁させて
いただきます。
　令和３年度沖縄振興予算の要請に当たっては、財務
省から示された「要求額は、基本的に、対前年度同額」
との概算要求基準を踏まえ、3000億円台の沖縄振興
予算の確保、一括交付金の増額等について要望いたし
ました。９月末の内閣府の概算要求は、総額3106億
円に加え、自然災害への対応等に必要な経費等が事項
要求されております。具体的には、離島活性化や子供
の貧困対策に係る経費等が増額要求されるとともに、
新たに沖縄観光サービスの創出支援事業が盛り込ま
れたほか、一括交付金は今年度予算を71億円上回る
1085億円が要求されております。また、税制改正に
ついても、措置期限を迎える７制度の１年間延長が要
望され、県の要望に御配慮いただいた内容となってお
ります。
　沖縄県といたしましては、去る11月に、概算要求
の満額確保と税制改正要望の実現が図られるよう関係
要路へ要請し、河野沖縄担当大臣からは、財務当局と
しっかり話をして、満額を取れるように頑張ってまい

りたいとの御発言をいただきました。今後もあらゆる
機会を捉え、満額確保等に向けて取り組んでまいりま
す。
　次に３、新型コロナウイルス感染症対策についての
御質問の中の(3)、沖縄本島への搬送や離島の感染防
止対策についてお答えいたします。
　入院医療施設のない離島において新型コロナウイル
スの感染者が発生した場合、島内での感染拡大を防ぐ
ため、感染症指定医療機関のある沖縄本島、宮古島ま
たは石垣島へ搬送する方針としております。また、県
立宮古病院や八重山病院で入院する患者が重症化し、
より高度な医療を提供する必要が生じた場合は、自衛
隊及び海上保安庁等の関係機関の協力を得て沖縄本島
への搬送体制を整備しております。
　沖縄県としましては、離島の医療提供体制の整備を
重要課題として位置づけ、各離島ごとの搬送方法を整
理したマニュアルを策定し、訓練を実施するとともに
離島診療所への検査キットの配備や病床確保、軽症者
向け宿泊療養施設の確保を通じて離島住民の生命を守
り、不安の解消に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、沖縄振興策の推進に
ついての(1)のイ、一括交付金の折衝内容についてお
答えします。
　令和３年度の一括交付金については、前年度を上回
る需要額が積み上がっておりました。５月以降、内閣
府とは３回にわたり意見交換を重ねてまいりました
が、その過程において積み上がった需要額を示しなが
ら、県と市町村の切実な要望として一括交付金の増額
の必要性について説明し理解を求めたところです。そ
の結果、９月末の内閣府の概算要求では今年度予算を
上回る1085億円が要求されたものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、沖縄
振興策の推進についての(1)のウ、新たな沖縄観光サー
ビス創出支援事業についてお答えいたします。
　国は、長期滞在型の新しい観光サービスの開発を支
援するため、新たな沖縄観光サービス創出支援事業と
して５億円を次年度の概算要求に盛り込んでおりま
す。
　県としましては、事業化された際には沖縄の自然や
歴史、文化などを生かし、新しい生活様式に即した長
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期滞在型、高付加価値の観光コンテンツを活用したプ
ロモーションを実施し、滞在日数の延伸及び観光消費
額の増加を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、沖縄振興策の推進に
ついての(1)のエ、沖縄振興特別措置法の延長を見据
えた内閣府との調整状況についてお答えいたします。
　現行の沖縄振興特別措置法の期限が令和４年３月末
であることから、内閣府は沖縄関係税制の１年延長を
財務省に要望しております。また、知事は、国の沖縄
振興審議会において、同法の延長とそれに基づく特例
措置の拡充強化が必要であることを説明したところで
す。内閣府においては、沖縄関係税制をはじめとする
令和４年度以降の沖縄振興の在り方について検証作業
の結果等を踏まえるとともに、沖縄県など関係機関等
の意見を取り入れながら検討を進める予定であると聞
いております。
　同じく１の(2)のアと(2)のイ、沖縄振興計画の評価
について、１の(2)のアと(2)のイは関連いたしますの
で、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　県が本年３月に取りまとめた総点検報告書において
は、社会基盤の整備や産業振興など多くの成果があっ
た一方で、１人当たり県民所得の低さ、子供の貧困率
や非正規雇用者割合の高さなど沖縄振興特別措置法が
目的とする沖縄の自立的発展と豊かな住民生活の実現
が十分とは言えない現状が明らかとなりました。本県
は、本土市場からの遠隔性や離島が散在する地理的特
性により高コスト構造を抱えており、観光産業をはじ
めとした労働集約型の産業構造となっております。
　県としましては、新型コロナウイルスにより深刻な
影響を受けた県経済の回復に全力で取り組むととも
に、比較優位のある付加価値の高い産業の振興、労働
生産性や地域内の経済循環を高めていく施策を展開す
ることにより強い経済構造を構築してまいります。
　同じく１の(2)のウと(2)のエ、第１次から５次まで
の振興計画の評価と新たな振興計画について、１の(2)
のウと(2)のエは関連いたしますので、恐縮ですが一
括してお答えいたします。
　これまでの５次にわたる沖縄振興計画等により、空
港、港湾、道路等の社会資本の整備が図られるととも
に、新型コロナウイルス感染症の拡大前の平成30年
度には入域観光客数1000万人、情報通信関連産業は
累計で470社を誘致し、就業者数は平成30年に展望
値を超える70万7000人と着実に発展してまいりまし

た。また、平成29年度の県内総生産は、４兆4141億
円で、復帰時から9.6倍の規模となるなど成果を上げ
てまいりました。その一方で、１人当たり県民所得の
向上等はいまだ十分ではなく、自立型経済の構築はな
お道半ばにあります。また、離島の条件不利性、米軍
基地問題など本県が抱える特殊事情から派生する固有
課題や子供の貧困の問題、雇用の質の改善などの重要
性を増した課題もあります。新たな振興計画について
は、総点検の結果や新沖縄発展戦略を踏まえるととも
に、ＳＤＧｓを反映させ、ウイズコロナからアフター
コロナに向けた将来を見通す中で未来を先取りし、日
本経済の一端を担うべく新時代沖縄を展望し得る骨子
案づくりを進めてまいります。
　同じく１の(2)のオ、沖縄の抱える特殊事情につい
てお答えいたします。
　４つの特殊事情から生じる政策課題はいまだ解消さ
れておらず、引き続き沖縄振興特別措置法に基づく各
種の特例措置が必要と考えております。新たな沖縄振
興を展望するに当たっては、東アジアの中心に位置す
ることや出生率が全国一高いことなど優位性を有して
おり、その潜在力を引き出すことが我が国の経済活性
化の牽引役としての期待に応えることにつながると考
えております。
　同じく１の(2)のキ、国への制度提言と地域経済分
析システムの活用についてお答えいたします。
　県が取りまとめた新たな沖縄振興のための制度提言
（中間報告）については、県民、市町村、県関係団体
から幅広く意見を募っており、これらの意見を踏まえ
制度の内容を精査するとともに関係する省庁との調整
を図り、来年４月に国へ制度提言する予定であります。
新たな振興計画においても、各種施策の効果的な推進
を図るため成果指標を導入するとともに、地域経済分
析システムＲＥＳＡＳ（リーサス）を活用した施策立
案などに取り組んでまいります。
　同じく１の(2)のク、一括交付金の継続についてお
答えいたします。
　県が実施した総点検作業において、令和４年度以降
も沖縄振興一括交付金の戦略的な活用が必要であると
示されております。また、市町村長との意見交換会で
は、同交付金の延長について41市町村長の総意であ
ることを確認しており、知事も国の関係要路や沖縄振
興審議会において継続が必要であることを説明してお
ります。
　県としては、来年４月に予定している制度提言の際
に、沖縄振興一括交付金の継続も国へ要望していきた
いと考えております。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、那覇軍港の浦添移
設問題についての(1)、これまでの移設に係る見解や
答弁についてお答えいたします。
　県は、平成29年の那覇港湾施設移設に関する協議
会において、那覇港管理組合から報告された代替施設
の民港に与える影響・支障の評価結果は、北側案が小
さいとする評価結果に異存はない旨発言しており、県
議会においても同様に答弁をしております。当該評価
結果は、当時の民港の形状案を踏まえて検討されたも
のです。現在、浦添ふ頭地区調整検討会議においては
改めて民港の形状案の検討を進めているところであ
り、代替施設の配置を検討するためにも、まずは民港
の港湾計画の方向性を導き出すことを優先すべきと考
えております。
　同じく２の(2)、普天間飛行場の跡地利用について
お答えいたします。
　県としましては、普天間飛行場は市街地の中心部に
位置し、住民生活に著しい影響を及ぼしており、同飛
行場の返還が実現されれば、基地負担の軽減、跡地の
有効利用による発展に寄与すると考えております。そ
のため、機会あるごとに日米両政府に対し同飛行場の
早期返還を求めております。
　同じく２の(4)、民港優先に関する県、那覇市、浦
添市の見解についてお答えいたします。
　昨年11月の移設協議会においては、浦添ふ頭地区
調整検討会議において、港湾計画の方向性を速やかに
導き出すことが確認されております。また、浦添ふ頭
地区調整検討会議においては、これまでの北側案、南
側案にこだわらずに検討を行うことが確認されている
ことから、那覇市及び浦添市においても、まずは同計
画の方向性を優先する必要性を認識しているものと理
解をしております。
　同じく２の(5)、民港優先との答弁や決定について
お答えいたします。
　移設協議会においては、これまでも民港の港湾計画
との整合性を図りつつ、那覇港湾施設の円滑な移設が
進められるよう調整を行うことが繰り返し確認されて
きたところです。また、県議会においても同様の答弁
を行ってきたところです。
　県としては、那覇港湾施設の円滑な移設のためには
まずは民港の港湾計画の方向性を導き出すことを優先
すべきと考えており、浦添ふ頭地区調整検討会議にお
いてしっかりと議論を行う必要があると考えておりま

す。
　同じく２の(6)、移設協議会の進展についてお答え
いたします。
　那覇港湾施設の移設については、浦添埠頭地区にお
ける民港の港湾計画の方向性を導き出した後に移設協
議会において民港の形状案が示されるものと考えてお
り、これに対し代替施設の配置案が示され、民港との
整合性が確認されることとなると承知しております。
　このため県としましては、まずは民港の港湾計画の
方向性を導き出すことを優先すべきと考えており、浦
添ふ頭地区調整検討会議において、しっかりと議論を
行うことが移設協議会の進展につながるものと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、那覇軍港の浦添
移設問題についての御質問のうち(3)、那覇港湾施設
の移設についてお答えいたします。
　那覇港湾施設の配置については、移設協議会で報告
のあった那覇港管理組合と浦添市の評価結果が異なっ
ていたことから、浦添ふ頭地区調整検討会議において、
事務的、技術的な検討を行い、港湾計画の方向性を導
き出すことが確認されております。
　県としては、那覇港湾施設の代替施設の位置、形状
については、民港の形状案を作成後、移設協議会にお
いて検討がなされるものと考えております。
　次に２の(5)、那覇港湾施設の移設に関する那覇港
管理組合議会での答弁についてお答えいたします。
　那覇港管理組合議会の令和元年11月定例会におい
て、「浦添ふ頭地区の技術的な検討に当たりましては、
民港部分の浦添ふ頭地区施設配置案を複数作成し、そ
の後、代替施設の配置を防衛省において検討がなされ
るものと考えております。」との答弁がなされており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の(1)、対策
本部会議の記録についてお答えいたします。
　沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の記
録については、知事または副知事が構成員となる会議
の議事概要の作成及び公表に関する指針に基づき、議
事概要を作成し、配付資料と併せて県のホームページ
にて公表しているところです。対策本部会議の決定事
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項は県民生活に影響する重要な事項であるため、知事
からコメントとして発出しています。さらに、会議終
了後にマスコミブリーフィングを実施して説明してい
るほかＬＩＮＥ等で配信を行い、県民への周知を図っ
ているところであります。引き続き県民に分かりやす
い内容となるよう改善に取り組んでまいります。
　同じく３の(2)、受入病院の現状と感染拡大防止に
ついてお答えいたします。
　県では、重点医療機関等22病院を指定し、425床の
病床確保計画を立て、新型コロナ患者の入院を受け入
れておりますが、長期にわたる感染の継続により受入
病院においては、スタッフの疲弊や休業など厳しい状
況があると伺っております。さらに、冬季にコロナ以
外の患者の増加が見込まれることから、宿泊療養施設
を追加して設置する等、医療機関の負担軽減を図って
おります。また、感染拡大防止については、検査体制
を拡充するとともに、沖縄コロナ警報の下、集中実施
期間を示し、職場、家庭及び会食等において感染を防
ぐ具体的行動を県民に求めているところであります。
　同じく３の(4)、ワクチン確保の状況についてお答
えいたします。
　新型コロナウイルスワクチンについては、国におい
て令和３年前半までに全国民に提供できる数量を確保
し、接種費用は全額国費とすることが検討されており
ます。また、今後分科会等で決定される接種順位を踏
まえ、県として必要量を算出し国へ供給を依頼するこ
ととしております。引き続き国の動向を注視し適切な
情報の収集を行い、ワクチン接種の実施主体である市
町村と密な連携を取り情報提供や必要な支援を行って
まいります。
　同じく３の(5)、インフルエンザワクチンの対応に
ついてお答えいたします。
　県では、11月より県医薬品卸業協会の協力の下、
インフルエンザワクチンの在庫数の把握を行っている
ところです。今季は新型コロナウイルス感染症とイン
フルエンザの同時流行が懸念され、必要数が増えるこ
とが想定されるため、11月20日付で厚生労働省へワ
クチン供給の追加を求める要望書の提出を行うととも
に、全国知事会を通して必要量の確保について要望し
ております。
　同じく３の(6)、介護施設等での一斉検査の実施に
ついてお答えいたします。
　国からの通知では、特に大きな流行が見られる地域
において高齢者施設等での陽性者が発生した際には、
施設の関係者に対して一斉の検査を徹底することが求
められており、県においても本通知に基づき検査の徹

底に取り組んでまいります。なお、本通知とは別に、
県独自の取組として、クラスターの発生を未然に防止
するため、介護施設及び医療機関の職員を対象に定期
的な検査を実施することとしております。
　同じく３の(9)、全県的なＰＣＲ検査の実施につい
てお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の流行が持続している状
況においても、社会経済活動を維持・継続していくた
めには、全県的な検査の拡充は必要だと考えておりま
す。そのため、本日、議決いただいた補正予算に、先
行的なモデル事業として新型コロナウイルス感染症Ｐ
ＣＲ検査強化事業の予算を計上したところです。本事
業では、県内の介護施設及び医療機関職員を対象とし
て、１月から３月の３か月間で、職員１人当たり月１
回を目安として定期的な検査を実施することとしてお
ります。
　同じく３の(10)、ＰＣＲ検査の実施に係る臨床検査
技師の育成についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の診断を目的に
検体採取やＰＣＲ検査ができる臨床検査技師を育成す
るため、県臨床検査技師会と連携し実地研修を行って
おり、これまでに32名の方が修了しております。また、
県衛生環境研究所においては、これまでに７施設から
22名の研修や見学を受け入れております。
　県としましては、引き続き実地研修の実施を通して
ＰＣＲ検査に必要な人材の確保に努め、新型コロナウ
イルス感染症に関するＰＣＲ検査体制の強化に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、新型
コロナウイルス感染症対策についての御質問の中の
(7)、特例貸付の状況についてお答えいたします。
　生活福祉資金における特例貸付は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により収入が減少した世帯を対象に
実施しております。一時的な資金需要には緊急小口資
金、生活に困窮し日常生活の維持が困難となる状況が
続く場合には総合支援資金の生活支援費により対応
しています。11月20日時点での貸付決定実績は緊急
小口資金３万4088件、64億5291万円、総合支援資
金２万8724件、152億268万円、合計６万2812件、
216億5559万円となっております。
　次に６、子ども・子育て支援についての御質問の中
の(1)、国の保育整備計画との整合性についてお答え
いたします。
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　県では、幼児教育・保育の無償化や女性の就業率の
向上などを加味した保育の提供体制を構築するため、
令和６年度末までを計画期間とする黄金っ子応援プラ
ンを策定し、保育所整備と保育士確保等に取り組んで
いるところです。
　国においては、来年度以降の保育の受皿確保につい
て新たな計画を策定することとしており、県としまし
ては、同計画も踏まえて地域の実情に応じた市町村の
取組を支援してまいります。
　同じく(2)、保育士不足への対応についてお答えい
たします。
　保育士の確保に当たっては、給与や労働環境の改善
を図り職場としての魅力を高めることが重要であると
考えております。
　このため、県では、独自の施策として、保育士の正
規雇用化や年休取得、休憩取得及び産休取得の支援に
取り組むとともに、公定価格における賃金改善要件分
が確実に保育士賃金に反映されていることを確認する
など、引き続き保育士の処遇改善に努めてまいります。
　同じく(3)、子育て支援サービスの税制措置につい
てお答えいたします。
　県内市町村において、認可外保育施設を利用する保
護者に対し、保育料の一部を助成する事業を８市町村
が実施しております。
　県としましては、これらの助成が非課税措置される
ことにより、子育て世代の負担を軽減し子供を産み育
てやすい社会の実現につながるものと考えており、税
制改正に係る国の動向を注視してまいります。
　同じく(4)、第二期黄金っ子応援プランについてお
答えいたします。
　第一期黄金っ子応援プランでは、待機児童の解消の
ほか、児童虐待の深刻化や幼児教育・保育の質の向上
などの新たな課題も生じていたことから、第二期プラ
ンにおいては、誰一人取り残さないというＳＤＧｓの
理念の下、幼児教育・保育の無償化の影響等を加味し
た提供体制の確保や児童虐待防止対策の強化、母子健
康包括支援センターの設置促進、教育委員会内への幼
児教育班の設置など、新たな施策を含む子育て支援の
拡充に取り組むこととしております。
　同じく６の(5)、コロナ禍における待機児童解消の
取組についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染拡大により、前期保育士試
験が中止となったほか、保育の質の向上のための研修
会をオンライン研修に変更するなど、影響が及んでい
るところです。待機児童の解消については、市町村が
実施する保育所や放課後児童クラブの整備、保育士確

保等の取組を支援することにより、第二期黄金っ子応
援プランの着実な実施に取り組んでまいります。
　同じく６の(6)、児童虐待の増加要因とＤＶとの関
連等についてお答えいたします。
　児童虐待の相談対応件数が増加している要因として
は、面前ＤＶの通告が増加していることや全国で死亡
事案が相次いだことにより、虐待に対する認識が高
まったことなどが挙げられます。ＤＶは、児童への心
理的虐待にとどまらず、児童が暴力に巻き込まれるな
ど深刻な事態につながりやすいため、早期の対応が求
められます。
　県では、令和２年度から女性相談所に児童コーディ
ネーターを配置したほか、連絡会議や合同研修会を開
催する等、連携強化を進めているところです。
　同じく６の(7)、国の虐待死亡事例の分析結果と本
県の特徴についてお答えいたします。
　国の分析調査の期間内で、沖縄県の死亡事案は６件
となっております。そのうち、ＤＶがあったのが３件、
10代での妊娠・出産経験が４件、地域社会や親族と
の接触が薄いものが２件などとなっております。
　本県の特徴としては、実母がＤＶを受けた経験が
あった割合や若年妊娠の割合が高くなっております。
　県としましては、引き続き関係機関との連携を図り
ながら、児童虐待防止やＤＶ対策になお一層取り組ん
でまいります。
　同じく６の(8)、コロナ禍における貧困対策につい
てお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴う厳しい経済雇用
情勢や学校の休校等により、生活困窮家庭の子供の学
びや育ちへの影響が懸念されております。このため、
県では、低所得世帯の小中学生を対象にした無料塾に
おいて、学習支援が途切れないようオンラインでの学
習環境を整えました。また、沖縄子どもの未来県民会
議と連携し、地域の飲食店による食支援活動のほか、
日本郵便株式会社沖縄支社等と協働し、県内全域の子
供の居場所等へ食品を届ける取組を実施しておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、新型コロナウイ
ルス感染症対策についての御質問の中の(8)、持続化
給付金の不正受給の実態と対応についてお答えいたし
ます。
　経済産業省の直近の発表によると、これまでに全
国で8630件の返還申出があり、うち3798件、40億
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6200万円が返還されたとのことです。持続化給付金
の都道府県別返還件数等は公表されていないため、県
として不正受給の詳細については把握しておりませ
ん。
　同給付金をはじめ県が実施する各種給付金事業等に
おいても不正受給が確認された場合は、捜査に積極的
に協力するとともに、関係機関と連携して厳正に対処
してまいります。
　次に４、雇用失業問題についての御質問の中の(1)、
解雇等の状況と企業の動向についてお答えいたしま
す。
　沖縄労働局によると、新型コロナウイルス感染症に
係る解雇、雇い止め等見込労働者数は、11月27日現
在で1514人となっております。企業の動向について
は、日銀短観によると、直近の９月調査の業況判断指
数はマイナス32となっており、６月調査と比べ３ポ
イント改善しているものの依然として厳しい状況にあ
ります。
　県としては、沖縄県の経済対策基本方針に基づき、
雇用の維持と事業継続に全力で取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(2)、大学における就職相談の現状と県
の関与の必要性についてお答えいたします。
　各大学においては、大学設置基準等に基づき独自に
キャリア教育や就職支援を行っておりますが、本県の
内定率や定着率が全国を下回っていることから、県と
しても支援が必要であると考えております。そのため、
各大学に専任コーディネーターを配置して個別の就職
相談を実施するほか、企業理解を促すためのセミナー
や合同企業説明会、インターンシップなど、様々な支
援策を実施しております。
　引き続き大学等と連携し新規学卒者等の離職率の改
善に向け取り組んでまいります。
　同じく４の(3)、県や市町村等における障害者雇用
の状況についてお答えいたします。
　令和２年６月１日時点における県の知事部局、病院
事業局、企業局、警察本部、議会事務局の実雇用率は
５機関合計で1.99％、県教育委員会は1.7％となって
おり、そのうち知事部局、病院事業局、県教育委員会
の３機関については未達成となっております。市町
村については、令和元年６月１日時点で実雇用率は
2.24％となっており、雇用義務のある72機関のうち、
22機関が未達成となっております。また、民間企業
については、令和元年６月１日時点で、実雇用率は
2.66％、法定雇用率の達成率は59.3％となっており
ます。

　同じく４の(4)、同一労働同一賃金の対象となる県
内企業数と県の説明、指導についてお答えいたします。
　対象となる県内企業数は、大企業が63、中小企業
が４万7105、合計で４万7168事業者となっておりま
す。
　県では、非正規労働者の処遇改善を図るため、同一
労働同一賃金をテーマとした事業主向けセミナーの開
催や県内中小企業を対象に社会保険労務士等の専門家
を派遣し、就業規則や賃金規程の見直し等の支援を
行っているところであります。
　同じく４の(5)、改正高年齢者雇用安定法に関する
本県の状況等についてお答えいたします。
　令和３年４月施行の同改正法は、働く意欲のある高
年齢者が活躍できる環境を整備するため、70歳まで
の就業確保措置を事業主の努力義務としております。
沖縄労働局によると、令和元年６月１日現在、70歳
までの定年引上げ等のある県内企業の割合は24.6％
であり、また同改正法に関する企業の受止めについて
は、現時点では把握していないとのことであります。
　県としては、沖縄労働局等と連携し、企業の受止め
等の把握に努め、高年齢者の雇用環境の整備を促進し
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　４、雇用失業問題について
の御質問の中の(2)、高校における就職相談の現状等
についてお答えします。
　県教育委員会では、早期離職等の対策として、就職
希望者の多い高等学校43校に50名の就職支援員を配
置し、個別就職相談の支援を行っております。また、
各学校においては、応募前企業見学や就職先の企業訪
問を行い、定着率の向上を図っております。
　県教育委員会としましては、早期離職率の改善に向
けて今後とも関係機関との連携を強化し、ミスマッチ
解消に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　５、農林水産業の振
興についての御質問の中の(1)、新型コロナの影響に
伴う県産農林水産物の航空輸送体制の確保についてお
答えします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響による航
空便の減便に対処するため、航空会社に対し貨物輸送
の確保について要請するとともに、臨時便の就航を図
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るため、農林水産物流通条件不利性解消事業の補助単
価の特例を設け、航空輸送体制を確保しました。現在
のところ、航空便は復便基調でありますが、今後の情
勢に注視するとともに、６月補正予算で計上した航空
物流機能回復事業により、臨時便就航を支援し、県産
生鮮品の円滑な航空輸送体制の確保を図ってまいりま
す。
　次に(2)、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生
産農家に対する支援状況についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生産農家への
支援策としては、農林水産物の輸送手段の確保対策、
肉用牛農家に対する負担軽減対策、花卉農家の次期作
に向けた支援等を実施しているところであります。そ
のほかにも、消費喚起対策として学校給食への食材提
供や公共施設等での花の装飾展示、量販店等と連携し
た販売促進のほか、経営継続支援として、農林漁業セー
フティネット資金の貸付限度額の引上げや価格安定制
度等による支援が講じられているところであります。
　次に(3)、和牛血統不一致問題への対応についてお
答えします。
　久米島町における血統不一致事案は、同一家畜人工
授精師による多数の事例が判明していたことから、県
では家畜改良増殖法に基づき５回の立入検査を行い、
授精業務における帳簿の記録や凍結精液が適正に管理
されていなかったことを確認しております。
　また県では、実働する全家畜人工授精師294名を対
象に立入検査を実施し、おおむね適正な人工授精業務
が行われていることを確認したところであり、その他
の地域においては、久米島町と同様な事案は確認され
ておりません。
　次に(4)、農業の担い手育成・確保についてお答え
します。
　県では、農業の担い手育成・確保対策の主な取組と
して、沖縄県新規就農一貫支援事業による就農相談体
制の強化や農業施設等の整備支援及び農業次世代人材
投資事業による資金の交付等を実施しております。ま
た、農地中間管理事業では、遊休農地等を市町村から
推薦のある新規就農者等に対し、優先的に集積対象と
する取組を行っているところであります。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携し、農
業の担い手育成・確保に取り組んでまいります。
　次に(5)、豚熱で影響を受けた農家への支援状況に
ついてお答えします。
　今回の豚熱発生により防疫措置を行った10農場に
つきましては、12月２日現在、８農場が交付決定済
みで、そのうち７農場については支払いまで完了して

おります。残り２農場については、交付申請に向け、
国から要求のあった帳票等を提出したところでありま
す。また、移動・搬出制限を受けた農場においては、
国との調整がおおむね終了した２農場について11月
補正予算を計上したところであります。残りの農場に
つきましても、算定が整い次第、随時、予算を確保し
てまいります。
　同じく(5)、シークヮーサー立ち枯れ被害の状況と
対策についてお答えします。
　シークヮーサーの立ち枯れ対策については、カンキ
ツ立ち枯れ症状対策チームを設置し、原因究明に向け
た調査等を実施しております。現在、農家へのアンケー
ト調査結果に基づき、立ち枯れ症状が多く見られる圃
場から優先的に現地調査等を実施しているところであ
ります。
　県としましては、生産農家等に対して原因究明調査
結果の説明会や効果的な対策についての講習会等を行
うなど、市町村、関係団体等と連携して対策に取り組
んでまいります。
　次に(6)、バナメイエビの特定疾病の発生について
お答えします。
　去る10月18日、大宜味村のバナメイエビ養殖場に
おいて、特定疾病である急性肝膵臓壊死症の発生が確
認されました。県では、本疾病の蔓延を防止するため、
当該養殖場に対しエビの処分や施設の消毒等を命令す
るとともに周辺海域における調査等を実施し、当該養
殖場以外では、本疾病が発生していないことを確認し
ております。また、国の専門家会議において、本疾病
はタイから導入した稚エビが原因と推定されたことか
ら、国は検疫体制を強化したところであります。
　次に(7)、農林水産物流通条件不利性解消事業の対
象品目の拡大についてお答えします。
　本事業は、本県が大都市市場から遠隔地に位置する
不利性を解消し、県外出荷量の増加や出荷時期の拡大
を図るため、一括交付金を活用して実施しております。
本事業では、国等との調整を経て、生産拡大及び付加
価値を高めることが期待できる農林水産戦略品目を補
助対象としております。品目の拡大につきましては、
関係機関と意見交換を行いながら県外出荷実績などを
勘案の上、戦略品目への位置づけ等を総合的に判断し
ていきたいと考えております。
　７、宮崎で発生した鳥インフルエンザについての御
質問の中の(1)、県内養鶏の農家戸数及び飼養羽数に
ついてお答えします。
　令和元年12月末、家畜・家禽等の飼養状況調査結
果によりますと、県内の養鶏農家数は、採卵鶏301戸、
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ブロイラー21戸で合計322戸となっております。ま
た、飼養羽数は、採卵鶏約138万3000羽、ブロイラー
約60万2000羽で、合計約199万羽となっております。
　次に(2)、高病原性鳥インフルエンザ水際防止対策
の取組についてお答えします。
　県では、他県での高病原性鳥インフルエンザの発生
を踏まえ養鶏農家を対象に立入検査を実施していると
ころであり、１、異常家禽の早期通報、２、防鳥ネッ
トの点検・補修、３、農場・人・車両等の消毒の徹底
など飼養衛生管理基準遵守の指導を強化しておりま
す。また、11月27日には、養鶏関係団体等を対象に
高病原性鳥インフルエンザ緊急対策会議を開催し、野
生動物の侵入防止対策、農場での消毒徹底など注意喚
起を行ったところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
　　　〔仲里全孝君登壇〕
○仲里　全孝君　２の那覇軍港の浦添移設問題につ
いて再質問します。
　軍港の配置について、管理組合議会でリセットした
と答弁している。リセットとはいつ、どの場で決定さ
れたのか。
　国は、玉城デニー知事へ一日も早い移設協議会の開
催を依頼している。応じない理由は、２月の浦添市長
選挙に共産党候補者の出馬が予定されているため、時
間稼ぎのために協議会へ応じていないとも取られるが
知事の考え方を伺う。
　以上。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　再質問にお答えいた
します。
　那覇港管理組合議会においてリセットという表現が
なされたというのを承知しておりますけれども、そも
そも那覇港港湾施設の配置につきましては移設協議会
で検討がなされてきておりまして、那覇港管理組合と
浦添市の評価結果が異なっていたことから、浦添ふ頭
地区調整検討会議において事務的、技術的な検討を行
い、港湾計画の方向性を導き出すことが確認されてい
るという経緯がございます。そういった経緯をそのま
ま引き続きやっていくということで浦添市長の北・南
の議論等がありますけれども、そういった一度移設協

議会で決まった事務的、技術的な検討をまず行って、
港湾計画の方向性を導き出すということが確認された
時点で改めて港湾計画を立案していくものだという意
味での御発言だというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　移設協議会の開催につ
いてお答えをいたします。
　那覇港湾施設の代替施設につきましては、民港の港
湾計画との整合性を図りつつ、円滑な移設が進められ
るよう移設協議会の枠組みの中で調整を行うことが繰
り返し確認をされてきたところでございます。
　この辺の経緯を申し上げますと、平成31年４月の
第25回移設協議会において浦添市と那覇港管理組合
の評価結果等に相違が生じたことを踏まえ、那覇港管
理組合と沖縄県、那覇市、浦添市のそれぞれの観点か
ら事務的、技術的な検討を進めて論点を整理し、港湾
計画の方向性を導き出すことが確認されております。
また令和元年11月の第26回移設協議会では、「浦添ふ
頭地区調整検討会議において、事務的、技術的な検討
を」行い、「港湾計画の方向性を速やかに導き出すこ
と」が確認されたほか、「国としては、民港の港湾計
画との整合性を図りつつ、これと並行して、代替施設
の配置に係る技術的な検討を防衛省及び国交省で実施
し、早期に港湾計画の結論が得られるよう地元の関係
機関を支援をしていく」ということが確認されており
ます。これを受け、現在まさに浦添ふ頭地区調整検討
会議において那覇市、浦添市などの構成団体とともに、
浦添埠頭地区における民港の形状案の取りまとめが令
和２年度中を目途に進められているというふうに考え
ております。
　こうした経緯も踏まえ、県としては国から提案のあ
る代替施設の北側配置確認のための移設協議会の開催
は、浦添ふ頭地区調整検討会議における進捗状況等を
踏まえ調整すべきである旨をお伝えをしているところ
でございます。
　なお、議員からありました移設協議会の開催に関し
ましては、浦添市長選挙と関係するものではないとい
うふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・平和、代表質問を行いたいと思います。
　崎山嗣幸です。
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　まず、第１点目でありますが、知事の政治姿勢につ
いてでありますが、(1)番目、菅首相の所信表明への
見解について知事の見解を伺います。
　(2)点目、核兵器禁止条約について。
　知事の見解をお願いします。
　(3)点目、日本学術会議の任命拒否について。
　知事の見解を伺います。
　(4)点目、宮古、石垣への自衛隊配備について。
　県は、沖縄の歴史的、文化的、地理的特殊性や国際
交流を通して平和の緩衝地帯を目指すとしており、強
行してくる防衛省の配備計画に反対する意思を示すべ
きではないか伺いたいと思います。
　(5)、気候非常事態宣言について。
　県は、非常事態宣言と同時に対策実行計画の策定が
求められておりますが、対策状況を伺います。
　(6)番、過疎法について。
　県は、適用延長と現行法の拡充を求めるべきではな
いのか、知事の見解を伺います。
　２番、辺野古の埋立工事について。
　(1)、埋立申請取消訴訟について。
　県は、承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違
法だとし抗告訴訟を起こしてきました。その判決が
11月27日言い渡されました。県の判決への対応を伺
います。
　(2)、変更承認申請について。
　辺野古海域で大規模な軟弱地盤が広がり、活断層の
疑いも明らかになっております。その中で沖縄防衛局
は、県に変更申請を提出しております。地盤の液状
化や沈下による建物崩壊の危険性があり、今後12年、
9300億の巨額を投入する変更申請は到底認められま
せん。県の審査状況と県民からの意見書の内容を伺い
ます。
　(3)、辺野古サンゴ採捕関与取消訴訟について。
　辺野古海域には、約７万8460群体の移植対象サン
ゴ類が生息し、今回、訴訟対象は約４万群体の移植を
めぐる国の違法関与が問題となっております。去る
11月20日福岡高裁那覇支部の口頭弁論では、玉城デ
ニー知事が、農水省の許可せよの是正指示は、知事権
限を奪うものであり違法だと主張しました。例のない
大規模なサンゴ移植は、漁業法、水産資源法の観点か
ら慎重審査する裁量権はもちろん地方自治体の長であ
る県知事にあります。裁判は即日結審となり、判決は
来年２月３日予定となっておりますが、県は、書面で
の主張は詳しく、十分意を尽くしたと考えているか伺
います。
　３番、首里城の復興再建計画について。

　首里城火災から１年が過ぎた。火災の原因は特定で
きず、防火管理体制に課題を残しております。県民の
再建への願いも日々高まり、県内外からの寄附金も
50億を超えております。同時に、再建への作業は国
主導ではなく、県民主体の再建策が求められておりま
す。
　以下、伺います。
　(1)、県の復興基本計画ではどのような県民主体の
事業内容となっているのか伺います。
　(2)、県が国へ支払う国有財産使用料は全額免除を
求めたらどうか伺います。
　(3)、首里城の指定管理団体の美ら島財団がコロナ
禍と火災を理由に経営不振に陥り、県へ財政支援を求
めております。県は、管理責任と財団の財務状況も検
証するのか伺います。
　４番、第32軍司令部壕の保存公開について。
　首里城の地下に司令部壕が構築され、沖縄を捨て石
とする悲劇を招いた命令はこの壕から発せられまし
た。沖縄戦の悲惨な実相を次世代に伝えるためにも平
和学習の場として活用する意義があると思います。
　以下、伺います。
　(1)、県は保存公開に向けて検討会議を設置してい
く考えだが、今後の取組内容を伺います。
　(2)、首里城再建と一体的に進めるべきと考えるが
どうか伺います。
　(3)、2012年調査が行われておりますが、安全性な
ど保存等への総括はどうなっているか伺います。
　(4)、壕の中の遺骨収集の実施はどうなっているか
伺います。
　５番、国際的なクルーズ拠点について。
　県は、クルーズ船が空路より消費金額が30％程度
であり、平均滞在時間も７時間と短く、低単価のクルー
ズ観光は実入りの少ない消耗戦に陥ると検証しており
ます。では、この世界のコロナ禍の状況下で、高付加
価値を目指すクルーズ観光の戦略と展望を聞きたいと
思います。
　６番、那覇市都市圏の交通対策について。
　特に那覇市内の交通渋滞は異常であります。公共交
通機関の都市モノレールやバスとの連携や徒歩等の推
進が求められております。長寿県沖縄は、男女とも肥
満率が高く、生活習慣病が増加し、ウオーキングや
ジョギング、自転車利用が推奨されております。また、
近年は自転車の通勤・通学、サイクリング、観光客の
利用も増加傾向であるようであります。県の交通対策
として那覇都市圏の幹線道路整備計画と自転車道の整
備、歩道空間の整備の実績と今後の対策を伺います。
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　７番、コロナ禍における雇用対策について。
　これまで失業率2.7％、有効求人倍率１を推移して
きた傾向が令和２年９月からは失業率3.7％、有効求
人倍率0.64倍となっており、確実にコロナ禍の影響
を受けております。また、新卒者の就職も厳しい事態
が予測されております。県の雇用継続助成事業、若年
者正規雇用対策、非正規労働者の待遇改善、新卒者就
職対策等の取組を伺います。
　８番、漁港の衛生管理型体制について。
　近年水産物も大手スーパー等は衛生管理体制が十分
でないと取引を控えたりするなど食の安心・安全を高
める環境が大きく変化し、消費者のニーズに応えてい
くためにも高度安全衛生管理型荷さばき施設の整備が
求められております。それは水産物への付加価値も高
まり、漁業者の所得向上や水産振興に寄与します。
　(1)、今回糸満市に新たに建設する高度安全衛生管
理型施設の概要と進捗状況を伺います。
　(2)、県内の漁港の荷さばき施設の老朽化等の実態
と改築、新設の計画はあるか伺います。
　(3)、荷さばき施設の国の補助率を高める取組をし
たらどうか伺います。
　９番、豚熱被害農家への補償と鳥インフルエンザに
ついて。
　(1)、手当金等評価の状況、補償実績と見通しにつ
いて伺います。
　(2)、68もある制限農家の補償は全国的にも例がな
く、全額が国の負担とならないことから、県独自の対
応が必要であります。知事の対応を伺います。
　(3)、被害農家の事業が再開し、軌道に乗るまでに
はなお時間がかかり、資金面の課題も大きい。持続
可能な養豚業を支える支援の在り方について伺いま
す。	
　(4)、鳥インフルエンザの発生が相次いでおります。
本県農家への影響と県の対応を伺います。
　10番、久米島海洋深層水施設の新設について。
　久米島町は海洋深層水の供給によってサトウキビ生
産、クルマエビ養殖、海ブドウ養殖等が大きな経済効
果をもたらしており、これを契機に、現行の取水量
１万3000トンから10万トン級の大規模取水管導入を
計画しております。県の支援を求めておりますが、こ
れまでの実績と今後の事業展開の課題と問題点を伺い
ます。
　11番、離島航空路線について。
　離島住民にとって不可欠なインフラの役割を果たし
てきた航空路が止まっており、早急な路線の再開が求
められております。那覇―粟国路線、石垣―波照間、

石垣―多良間路線の再開の課題と問題点を伺います。
　12番、離島における遠隔医療体制について。
　離島医療は県立診療所の公的医療機関が役割を担っ
ておりますが、専門性の高い症例は本島の医療機関へ
通院せざるを得ず、離島住民にとって身体的にも経済
的にも大きな負担となっております。本島と同等の医
療体制構築の観点からも遠隔医療体制の推進は重要で
あり、県の対応を伺います。	
　13番、県立那覇みらい特別支援学校の建設につい
て。
　県は、那覇南部地区特別支援学校の過密化解消と那
覇市在住児童生徒の通学負担軽減のため、那覇市古波
蔵に新たな支援学校の設置を進めております。児童生
徒の実態と建設工事の進捗を伺います。
　14番、県蝶制定（オオゴマダラ）の意義について。
　県の蝶オオゴマダラが制定されました。県は自然環
境を守る観点から普及啓発に努めるとしております
が、愛好者が、ホウライカガミの苗を提供し摩文仁平
和祈念公園に植栽して、県蝶が飛び交う平和祈念公園
にと提言があります。制定した意義からして取り組ん
だらどうか伺いたいと思います。
　以上ですが、答弁よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　崎山嗣幸議員の御質問、８、
漁港の衛生管理型体制についての御質問の中の(1)、
糸満漁港に新築する高度衛生管理型荷さばき施設の概
要と進捗状況についてお答えをいたします。
　高度衛生管理型荷さばき施設は、総事業費約36億
円を予定し、鉄骨造２階建て、延床面積約7000平方
メートルで敷地全体を衛生管理エリアとしておりま
す。現在、建築工事２件の仮契約を締結しており、本
議会での議決を求めているところであります。また、
電気設備と機械設備の工事は、令和３年１月の契約締
結を予定しております。
　沖縄県としましては、令和２年から３年にかけて建
築工事を行い、令和４年度の新市場開設を目指して取
り組んでまいります。
　９、豚熱被害農家の補償と鳥インフルエンザについ
て(2)、豚熱に係る沖縄県独自の対応についてお答え
いたします。
　移動・搬出制限を受けた農場については、制限に起
因する豚の売上げの減少額及び飼料費の増加額が国の
助成の対象となります。助成の対象とならない事項に
つきましては、豚熱に係る手当金等評価チームのヒア
リングに基づき、沖縄県独自の支援策を検討し対応し
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てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(1)、菅首相の所信表明への見解
についてお答えいたします。
　菅首相は、所信表明演説において、工事を着実に進
めると表明しましたが、辺野古新基地建設に反対する
民意は、これまでの一連の選挙や県民投票で揺るぎな
い形で繰り返し示されております。また、辺野古新基
地建設は、軟弱地盤等を理由に米連邦議会下院の小委
員会から懸念が示されたほか、集中から分散という米
軍の戦略の変化にもそぐわないものと考えておりま
す。
　沖縄県としましては、今後とも県民投票で示された
民意に応え、辺野古に新基地は造らせないとの知事公
約の実現に向け、全力で取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　３、首里城の復興再建
計画についての質問のうち(1)、県民主体による首里
城復興の取組についてお答えいたします。
　首里城復興に向けては、シンポジウムやワーク
ショップなど地域や学術関係者の方々による取組が積
極的に進められております。
　県といたしましては、このような各種イベント等へ
の県民の参画を促すため、後援や情報発信など各主催
者に協力して取り組んでいるところであります。また、
首里城火災の破損瓦等を利活用したイベントなどを通
して、多くの県民が主体的に参画できるよう取り組み、
首里城復興への思いを共有していく機会を継続的に確
保してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(2)、核兵器禁止
条約について……
○新垣　　新君　休憩。
　読み上げてないのを答えるっておかしくないです
か。前の議長のときに、亀濱玲子さんですね、読み上
げてないのは……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩

　　　午後５時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩中に開催されました議会運営委員会の協議結果
について、議会運営委員長から報告がありましたので
申し上げます。
　崎山嗣幸君の代表質問中、大項目１の(2)及び(3)に
ついては、改めて発言していただくことで意見の一致
を見ております。
　よって、この際、崎山嗣幸君の当該箇所について、
改めて発言を求めます。
　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　こんにちは。
　改めて発言します。
　(2)番、核兵器禁止条約について。
　核兵器禁止条約が来年１月22日発効します。アメ
リカ、イギリス、フランス、ロシア、中国など核保有
国は署名しておらず、日本政府も米国の核の傘に頼り、
署名を拒否しております。日本は唯一戦争の被爆国と
して被爆者や核廃絶を求める声を真摯に受け止めるべ
きであります。知事の見解を求めます。
　(3)番、日本学術会議の任命拒否について。
　日本学術会議の会員候補６人が任命を拒否されまし
た。安全保障関連法や特定秘密保護法など政府の重要
法案に反対したと言われております。学術会議のメン
バーからも思想や政治的立場で排除されたことはなく
憲法で保障された基本的人権の侵害だと声が出ており
ます。菅首相は、多様性が大事だと述べるだけで、説
明責任を果たしていません。知事の見解を伺います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(2)、核兵器禁止
条約についてお答えいたします。
　さきの大戦により多くの貴い命と貴重な文化遺産が
失われ、戦争の不条理と残酷さを身をもって体験した
沖縄県としましては、平和の尊さを肌身で感じている
ことから、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けた議論は
重要であると考えております。県では、核兵器を禁止
し廃絶する条約を結ぶことを全ての国に求めるヒバク
シャ国際署名に沖縄県知事として署名しており、こう
した取組による世論の広がりが核兵器禁止条約締結に
向けた大きな力につながるものと考えております。
　次に４、第32軍司令部壕の保存公開についての御
質問の中の(1)、第32軍司令部壕に関する今後の取組
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についてお答えいたします。
　第32軍司令部壕は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄
戦の軍事的中枢施設であり、戦争の不条理さ、残酷さ
とともに平和の尊さを次世代に伝える上で重要な歴史
的価値を有する戦争遺跡であります。
　県としましては、沖縄戦において第32軍司令部壕
が果たした役割等の歴史的価値を次世代に継承するた
め、今年度中に専門家で構成する検討委員会を設置し、
同委員会の中で壕の保存・公開の可能性及び平和発信・
継承の在り方等について検討してまいりたいと考えて
おります。
　同じく４の(2)、首里城再建との一体的な取組につ
いてお答えいたします。
　昨年10月の首里城焼失後、第32軍司令部壕の歴史
的価値が再認識され、壕の保存・公開を求める様々な
県民の思いが寄せられています。県では、首里城復興
基本方針において、第32軍司令部壕の歴史的価値の
継承や平和発信に向けた環境整備に取り組むこととし
ております。第32軍司令部壕については、新たに設
置する保存・公開検討委員会で深く議論をする予定で
あり、首里城復興に向けた委員会と引き続き連携して
まいります。
　同じく４の(3)、第32軍司令部壕対策事業の総括に
ついてお答えいたします。
　2012年度に実施した調査においては、専門家から、
現状のままでの一般公開は困難であるが、緊急的な埋
め戻しによる対策が必要な状態ではない等の提言がな
されたところです。現在、壕内においては岩塊の崩落、
酸素の欠乏などが発生しており、また、酸化による劣
化を防止するため、内部に入る頻度を極力減らし、壕
の適切な保存に努めてきたところですが、今後設置す
る保存・公開検討委員会において、多角的な視点から
様々な議論が進むものと考えております。
　同じく４の(4)、壕内の遺骨収集についてお答えい
たします。
　戦没者の遺骨収集は、国の責任の下で実施されてお
り、県は国からの委託を受けて事業の一部を実施し
ております。第32軍司令部壕については、国により、
昭和62年と平成23年に立入可能な範囲で調査が行わ
れておりますが、遺骨は見つからなかったとのことで
あります。
　現在、県では壕を史実面から解明するため、県内外
の公文書館等から資料等を収集しており、その中で新
たに未収容の戦没者遺骨の情報が得られた場合は、国
と連携して対応してまいります。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(3)、日本学術会議の任命拒否についてお答
えいたします。
　日本学術会議の会員の候補者として、日本学術会議
から推薦された方の一部が任命されなかったことにつ
いて、国会や学識者、また広く国民の間でも様々な議
論があるものと認識しております。同会議の会員につ
いては、日本学術会議法第７条第２項の規定により内
閣総理大臣が任命することとされており、任命拒否の
理由については、菅内閣総理大臣において丁寧に説明
がなされるものと考えております。
　同じく１の(4)、自衛隊の配備計画についてお答え
をいたします。
　自衛隊は、多くの離島を抱える本県において、不発
弾処理、緊急患者空輸や災害救助など、県民の生命財
産を守るために大きく貢献しているものと考えており
ます。自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保
障や地域の振興、住民生活への影響をめぐって様々な
意見があるものと承知しております。
　県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
　同じく２の辺野古の埋立工事についての(1)、抗告
訴訟の判決への対応についてお答えをいたします。
　去る11月27日、抗告訴訟の判決が言い渡され、那
覇地方裁判所は、本件訴訟が裁判所の審理対象ではな
いとして、実体審理を行うことなく県の訴えを却下し
ました。今回、裁判所は口頭弁論を２回開いただけで
早期に結審したものであり、県としては十分な審理が
行われなかったものと考えております。
　県としては、今回の判決は納得できるものではあり
ませんが、今後の対応については、判決文を十分に精
査した上で決定することとしております。
　２の辺野古の埋立工事についての(3)、関与取消訴
訟における県の主張等についてお答えをいたします。
　去る11月20日、農林水産大臣を被告とする関与取
消訴訟の第１回口頭弁論が行われ、知事が意見陳述を
行いました。陳述では、造礁サンゴ類が水産資源保護
に果たしている役割、沖縄県漁業調整規則の趣旨、辺
野古・大浦湾海域の特徴、サンゴ類の特別採捕許可申
請に係る審査の内容等を述べ、農林水産大臣の許可を
求める是正の指示が地方自治法の関与制度の趣旨を逸
脱した違法なものであり、取り消されなければならな

－58－



いものであると強く主張したところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(5)、気候非常事態宣言と対策実
行計画の策定状況についてお答えいたします。
　気候変動への具体的な対策に取り組むことはＳＤＧ
ｓの17の目標の一つに掲げられており、重要と考え
ております。そのため、具体的な取組内容とその必要
性を分かりやすく県民に働きかけることを目的に気候
非常事態宣言を行うこととし、今年度末の宣言に向け
て作業を進めているところです。また、県全体の温室
効果ガスの削減対策及び気候変動による被害を回避・
低減するための適応策を包括的に盛り込んだ第二次沖
縄県地球温暖化対策実行計画についても策定作業を進
めており、同宣言及び実行計画を基に地球温暖化対策
を強化してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(6)、新たな過疎対策法に係る見解についてお
答えいたします。
　県では、新たな過疎法において、本県の過疎市町村
の実情に対して特段の配慮がなされるよう、11月に
知事が沖縄県過疎地域振興協議会とともに今年度２度
目の要請を行いました。要請先からは、全国法である
ため本県の特殊事情を理由とする制度化は困難である
旨の発言があった一方、全国的に財政力が弱い団体に
は配慮を検討したいとの見解をいただいております。
今後、年内には新法に係る指定要件等が示される予定
であるため、引き続きその動向を注視してまいります。
　次に10、久米島海洋深層水施設の新設についての
御質問のうち、海洋深層水取水施設の新設に係る課題
等についてお答えいたします。
　久米島町が事業主体として計画している海洋深層水
取水施設の新設については、離島の特色ある資源を活
用した地域振興の観点から重要であると認識しており
ます。しかしながら、取水規模が現在の10倍以上で、
総事業費160億円規模の財源調達方法や施設の運営主
体等を明らかにする必要があると考えております。
　県としましては、引き続き様々な観点から意見交換
を行うなど技術的な助言を行ってまいります。
　次に11、離島航空路線の那覇―粟国路線等の再開
に向けた課題等についてお答えいたします。

　現在、県では、那覇―粟国路線の運航再開に向け、
国と連携して就航の意向を示している第一航空株式会
社の事業計画等の確認を行っているところでありま
す。また、石垣から波照間、多良間への路線についても、
国と連携して同社と就航に向けた課題の整理を行って
いるところであります。
　県としては、運航の安全性確保や地元の理解を得る
ことが重要であると考えており、引き続き国、地元町
村、第一航空と連携して取組を進めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、辺野古の埋立工
事についての御質問のうち(2)、変更承認申請書の審
査状況及び意見書の内容についてお答えいたします。
　沖縄防衛局から提出のあった公有水面埋立変更承認
申請書について、告示縦覧期間中に１万7857件の意
見書が提出され、その集計が終了したことから、県で
は11月27日付で名護市長に意見照会を行ったところ
であります。意見書の内容については、現在確認中で
ありますが、軟弱地盤やジュゴン等環境への影響に係
る意見等が提出されております。今後、内容審査に当
たっては、疑問点等について沖縄防衛局に質問を行っ
た上で、厳正に審査を行うこととしております。
　次に３、首里城の復興再建計画についての御質問の
うち(2)、国有財産使用料の減免についてお答えいた
します。
　国と県が交わした首里城正殿等の管理に関する実施
協定書において、不可抗力の発生等により県が運営維
持管理者に対して指定管理料を支払うべき事態が生じ
る場合など、国に対して使用料の減額を求める必要が
生じた場合には減額を申し出ることができると規定さ
れております。
　県としては、今後、同規定に基づき適切に対応して
いきたいと考えております。
　次に３の(3)、美ら島財団に対する財政支援等につ
いてお答えいたします。
　県と美ら島財団が交わした首里城の管理運営に関す
る基本協定書において、地震、火災、疫病等の不可抗
力に対する費用負担については、双方で協議を行う旨
規定されております。今後、同規定に基づき財団と協
議を行っていきたいと考えております。
　次に６、那覇都市圏の交通対策についての(1)、那
覇都市圏の交通対策についてお答えいたします。
　那覇市内の平日混雑時の平均旅行速度は約16キロ
メートルと全国最低の水準であり、交通渋滞が慢性化
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している状況であります。このようなことから、体系
的な道路網の整備として２環状７放射道路やハシゴ道
路ネットワークの整備を国と連携して推進しておりま
す。自転車通行空間の整備については、市町村の策定
した自転車ネットワーク計画に基づき取り組んでまい
ります。歩道空間については、道路改築事業等で整備
を行っており、引き続き歩道の未整備箇所や狭隘な箇
所の整備に取り組んでまいります。
　次に14、県蝶制定オオゴマダラの意義についての
(1)、ホウライカガミを平和祈念公園に植栽すること
についてお答えいたします。
　オオゴマダラの食草であるホウライカガミを平和祈
念公園に植栽することについては、現在、公園指定管
理者と愛好者との間で生育手法や維持管理について情
報交換を行っているところであります。今後、苗の植
栽や維持管理について環境保全の立場から環境部局と
意見交換を行いながら検討していきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　５、国際
的なクルーズ拠点についての(1)、コロナ禍での高付
加価値なクルーズ観光に向けた戦略と今後の展望につ
いてお答えいたします。
　県では、クルーズ船による経済効果をさらに高める
ため東洋のカリブ構想に掲げたラグジュアリークラス
のクルーズ船誘致やフライ＆クルーズ、南西諸島周遊
クルーズを推進することとしております。現在、外国
船社から沖縄でのフライ＆クルーズ実施について打診
があるほか、小型船による周遊クルーズの需要が増加
し、沖縄の離島への関心が高まりつつあります。
　県としては、これらの需要を踏まえ引き続きアフ
ターコロナを見据えた誘致活動や受入体制の整備に取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　７、コロナ禍におけ
る雇用対策についての御質問の中の(1)、雇用継続助
成金事業等の取組についてお答えいたします。
　県では、雇用調整助成金の活用を促進するとともに、
事業主のさらなる負担軽減のための上乗せ助成を行う
など、雇用の維持を図るための施策を重点的に実施し
ております。また、若年者の正規雇用対策として、正
社員雇用や定着への助成等を実施するほか、非正規労

働者の処遇改善を図るため事業主向けセミナーの開催
や中小企業への専門家派遣の支援を行っております。
新規学卒者の就職支援については、相談員の増員や合
同企業説明会の追加開催など取組の強化を図っており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　８、漁港の衛生管理
型体制についての御質問の中の(2)、荷さばき施設の
老朽化等の実態と改築、新築の計画についてお答えし
ます。
　県内には、水産庁所管事業を活用した荷さばき施設
が39か所整備されております。そのうち建設から耐
用年数である38年が経過した施設が15か所となって
おりますが、10か所については既に建て替えや改修
が行われております。本年度、整備要望調査を行った
ところ、２か所の漁協から荷さばき施設の改築につい
ての要望がありました。
　県としましては、市町村及び漁協の要望を踏まえ支
援を検討してまいります。
　次に(3)、荷さばき施設の補助率についてお答えし
ます。
　水産基盤整備事業における荷さばき施設の補助率に
ついては、全国一律の補助率２分の１となっておりま
すが、事業主体となる市町村及び漁協の財政負担が大
きいことから、新たな沖縄振興のための制度提言（中
間報告）において当該事業の補助率を３分の２まで引
き上げる制度提言を行ったところであります。
　次に９、豚熱被害農家の補償と鳥インフルエンザに
ついての御質問の中の(1)、豚熱にかかる手当金等評
価の状況と補償についてお答えします。
　今回の豚熱発生により防疫措置を行った10農場に
つきましては、12月２日現在、８農場が交付決定済
みで、そのうち７農場については支払いまで完了して
おります。残り２農場については、交付申請に向け国
から要求のあった帳票等を提出したところでありま
す。また、移動・搬出制限を受けた農場においては、
国との調整がおおむね終了した２農場について11月
補正予算を計上したところであります。残りの農場に
つきましても算定が整い次第、随時、予算を確保して
まいります。
　次に(3)、被害農家の経営再開支援についてお答え
します。
　豚熱被害農家の経営再開に当たっては、資金の調達、
種豚の導入、生産性向上に向けた支援が必要でありま
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す。このため県では、相談窓口を設置し、融資等の相
談対応、農業制度資金の利子助成、またアグーブラン
ド豚生産農家に対しては、アグー純粋種の無償譲渡な
どを実施したところであります。
　県としましては、引き続き被害農家の円滑な経営再
開に向け経営資金の確保、畜産クラスター事業などを
活用した機械や優良種豚の導入について支援し、養豚
業の振興に取り組んでまいります。
　次に(4)、高病原性鳥インフルエンザの影響と県の
対応についてお答えします。
　県では他県での高病原性鳥インフルエンザの発生を
踏まえ、養豚農家を対象に立入検査を実施していると
ころであり、１、異常家禽の早期通報、２、防鳥ネッ
トの点検・補修、３、農場・人・車両等の消毒の徹底
など、飼養衛生管理基準遵守の指導を強化しておりま
す。また、11月27日には、養鶏関係団体等を対象に
高病原性鳥インフルエンザ緊急対策会議を開催し、野
生動物の侵入防止対策、農場での消毒徹底など注意喚
起を行ったところであります。
　10、久米島海洋深層水施設の新設についての御質
問の中の(1)、海洋深層水を活用したこれまでの研究
実績についてお答えします。
　県では、これまで海洋深層水を活用した研究を実施
してきたところであります。特にクルマエビについて
は、急性ウイルス血症による養殖クルマエビの大量へ
い死が大きな問題となったことを受け、研究に取り組
み、ウイルスフリーのクルマエビ母エビの養殖技術を
確立しました。その成果を平成15年に沖縄県車海老
漁業協同組合に技術移転し、本県におけるクルマエビ
養殖の振興に役立てているところであります。
　以上でございます。
　大変恐縮です。豚熱被害農家の補償と鶏インフルエ
ンザの御質問の中の(4)の中で、養鶏農家とお答えす
るところを養豚農家とお答えしました。養鶏農家に訂
正をしたいと思います。
　どうも失礼いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　12、離島における
遠隔医療体制についての御質問の中の(1)、遠隔医療
への対応についてお答えいたします。
　離島や僻地を含めて県内では、オンライン診療を実
施している医療機関が93施設あります。また県とし
ては、新型コロナウイルス緊急包括支援交付金を活用
し、コロナ患者と混在しない動線の確保や院内消毒に
加え、情報通信機器を用いた診療体制の確保等、感染

拡大防止等へ取り組む医療機関への補助を行っている
ところです。離島や僻地の医療提供体制を確保するこ
とは重要であることから、デジタルトランスフォー
メーション促進の下、遠隔医療の導入など離島住民の
負担軽減に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　13、県立那覇みらい特別支
援学校の建設についての御質問にお答えします。
　那覇南部地区の特別支援学校においては、過密化へ
の対応として教室の増改築等に取り組んできたところ
です。その後も児童生徒が増加している状況や那覇市
内に知的障害特別支援学校がないことなどから、那覇
南部地区の特別支援学校の過密解消と児童生徒の通学
負担の軽減のため那覇市内に那覇みらい支援学校の設
置を進めております。
　現在、令和４年４月の開校に向けて建設を進めてお
り、引き続き子供たちが安全・安心に学べる教育環境
の整備に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　答弁ありがとうございました。
　では、２の(1)の埋立承認取消訴訟について伺いま
す。
　先ほど当局からは、不当であるという話がありまし
たが、県は国土交通相の裁決の根拠をどう主張したの
か示してください。また、判決を不当とする県の控訴
の方針と、それからタイムリミット、これを伺いたい
と思います。
　それから、２の(2)の変更承認申請ですが、県民か
らの意見書が１万7000件寄せられているということ
でありましたが、県が疑問点を抽出した内容、どんな
内容だったのか。それから最終的な回答の時期、これ
の答弁をお願いします。
　それから、２の(3)、辺野古サンゴ採捕関与取消訴
訟についてでありますが、県が裁判で主張した沖縄県
漁業調整規則で造礁サンゴ採捕を規制した趣旨と目的
を説明してください。日本に約400種、沖縄に340種
の造礁サンゴが生息しております。これら貴重なサン
ゴ類は不適切な移植で消滅の危険性があります。県の
移植マニュアルへの生存率の実態と基準をまずは説明
をしてもらいたいと思います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後５時32分休憩
　　　午後５時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　抗告訴訟においてどん
な主張をしたかということと併せまして、控訴期限に
ついてという質問にお答えをいたします。
　県は、埋立承認後に軟弱地盤や活断層等の問題が判
明したことや、公有水面埋立法の要件を充足していな
いことなどを理由として埋立承認の取消しを行ってお
ります。県は抗告訴訟において、このような辺野古埋
立工事の問題点を具体的に示した上で、県が行った承
認取消しが適法に行われたものであり、これを取り消
した国土交通大臣の裁決理由には誤りがあるとの主張
を行ってまいりました。しかしながら、今回裁判所は
実体審理を行うことなく県の訴えを却下したものであ
り、判決において県が主張した承認取消しの適法性等
についての判断は一切示されておりません。このよう
なことから、県としては十分な審理が行われてないも
のと考えております。
　控訴の期限は判決書が送達された日の翌日から起算
して２週間以内とされておりますので、当該期間内に
判決内容を精査した上で今後の対応を検討してまいり
ます。今回は11月27日に判決書を受領しております
ので、２週間後の12月11日が控訴期限になるものと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　再質問にお答えいた
します。
　まず、沖縄防衛局に対する疑問点等についての質問
についてでございますが、今後審査をする上でそのや
り取りを沖縄防衛局のほうとやっていきたいというふ
うに考えて審査をしている最中でございまして、質問
事項が多岐にわたるものですから細かなことを今申し
上げることはちょっと難しいのですが、主な点で言い
ますと、ボーリング調査の追加等についてのお話、あ
と護岸の安定性等について疑義がありますので、そう
いったことを確認していきたいというふうに考えてい
るところでございます。
　また、その最終の処分の時期でございますが、本件
申請は大規模な地盤改良工事の追加だけではなく、施
工計画の大幅な見直しやこれらに伴う環境影響の再検
討を含む計画変更となっております。変更箇所が多岐

にわたります。また、疑義照会を行った場合の申請者
からの回答も時間を要するのではないかというふうに
考えておりますので、処分を行う時期を予測すること
は困難であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　再質問にお答えしま
す。
　埋立事業の実施に伴い、失われるサンゴ類を環境保
全措置として移植するために特別採捕許可申請がなさ
れたとしても、移植に伴ってサンゴ類の死滅が生じる
ことから、移植に伴い死滅するサンゴ類を最小限にと
どめる移植計画となっているか妥当性の観点から審査
を行う必要があります。また、移植によって移植先に
元々生殖しているサンゴ類や周辺の生態系に負の影響
を与える可能性があることから、そのようなことがな
い適切な移植計画となっているか水産資源の保護培養
の観点から審査を行う必要があります。
　これらのことからサンゴ類の専門家の意見も聞いた
上で沖縄防衛局にはこれまで説明要求を行っておりま
すが、十分な回答が得られず審査基準を満たしている
かとの判断ができないことから審査を継続していると
ころでございます。
　以上でございます。
○崎山　嗣幸君　答弁漏れ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　移植によって高い割合でサンゴの死滅が生じている
ことから、移植に伴い死滅するサンゴ類を最小限にと
どめる計画となっているか妥当性を審査する必要があ
るということでお答えしましたが、その生存率につい
ても40％の水準を確保するということが求められて
いるという認識でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
　　　〔当山勝利君登壇〕
○当山　勝利君　皆さん、こんばんは。
　沖縄・平和の当山勝利です。
　本日最後になりましたけれども、よろしくお願いい
たします。
　また、知事におかれましては細菌性肺炎ということ
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で入院されておりますが、昨年の10月末の首里城の
火災焼失、また豚熱そして２月以来の新型コロナウイ
ルスの対応でいろいろと精力的に動かれていたので、
お疲れが出たものと思っております。一日も早い回復
を願っております。
　それでは会派を代表して質問させていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、経済は冷
え込み、企業の倒産、大量解雇などが起きています。
また県は事業等の収入が減少した場合の納税の猶予措
置などを講じており、県税及び自主財源の減少が予想
され、次年度県予算に影響があると思われますが、見
込みと対応について伺います。	
　2020年度県予算において、新型コロナウイルス感
染症のため、執行できる見込みのない事業から振り替
えられた事業の数、その予算総額並びに効果について
伺います。また経済対策の現状についても伺います。
　新型コロナウイルスの感染状況と対応について伺い
ます。また、これから繁忙期となる製糖工場の従事者
が新型コロナウイルスに感染した場合、長期間製造が
止まることが予想され、決められた期間での作業が滞
り、工場に限らず農家への影響が大きいと考えます。
そのようなエッセンシャルワーカーなどへの優先的な
ＰＣＲ検査などを含めた感染拡大を防ぐための対策が
必要ですが伺います。	
　次期沖縄振興計画に向けた中間報告が取りまとめら
れました。ウイズコロナ、アフターコロナを含めた次
期沖振計の目指す方向性と今後のスケジュールについ
て、また知事の決意を伺います。	
　知事は去る10月10日に官房長官と、22日には防衛
大臣と会談されました。それらの会談において、那覇
軍港の先行返還を求められましたが、両者とも否定的
な見解を示しております。知事が那覇軍港の先行返還
を求めた理由について伺います。また、官房長官、防
衛大臣の発言に対する所見と対応についても伺いま
す。	
　次期アメリカ合衆国大統領はバイデン氏が濃厚のよ
うです。辺野古新基地建設の断念や普天間基地の早期
閉鎖・返還など、米政府に対する知事の取組について
伺います。
　知事は11月に初めて石垣市を視察されましたが、
所見を伺います。また、離島住民の急患ヘリ輸送のた
め、八重山病院敷地内に急患搬送用暫定ヘリポートを
供用開始されました。知事はその場所において恒久へ
リポートの整備について言及されたようですが、恒久
へリポート整備の進捗状況と設置時期について伺いま

す。
　２、米軍基地対策等について。
　10月24日から11月17日の間で米兵による強盗や傷
害、器物損壊、酒気帯び運転など、少なくとも16件
と事故が多発しています。その要因として基地外の飲
酒の緩和や沖縄に着任した新兵が多いなどが挙げられ
ていますが、異常事態であることに間違いはありませ
ん。県の対応について伺います。
　嘉手納基地に海兵隊新施設が完成し、最新鋭機Ｆ
35Ｂの配備が予想され、訓練や騒音の激化が懸念さ
れ、地域住民にとっては基地の過重な負担がさらに増
します。また、米軍が沖縄防衛局に格納庫新設を知ら
せていなかったと報道にありますが、それは事実なの
か。事実であるならば施設などを米軍は独断で日本政
府に相談することなく基地内に建設し新たな軍事的な
展開ができるということか、県の考えと対応について
伺います。
　キャンプ・キンザーの返還が遅れるようですが、な
ぜ遅れるのか現状について伺います。また、地元であ
る浦添市は早期返還を求めており、その取組について
伺います。
　米軍の宇宙軍そして上陸支援大隊がキャンプ・キン
ザー内に配備されたと報道があります。これらの配備
はさらなる基地負担の増加になると思いますし、同基
地の返還に影響がないか心配です。県の認識と今後の
取組について伺います。
　平成25年度に策定された中南部都市圏駐留軍用地
跡地利用広域構想の見直しについて、普天間基地以外
の返還跡地利用は市町村が主体的に行うことになって
いますが、対応が違う理由について伺います。また、
普天間基地同様に他の跡地利用についても、今後の沖
縄県の経済発展に寄与し新沖縄経済発展等の政策にも
大きく関わることから、県が積極的に関わるべきと思
いますが、それについて伺います。
　３、地位協定について。
　これまで県は諸外国の地位協定調査を行われてきま
したが、調査結果について伺います。また、韓国の調
査が残っていますが、新型コロナの影響があることか
ら、いつ調査できるか分かりません。そこで現時点で
調査結果をまとめ、新たな展開に移ったほうがよいの
ではないか伺います。
　米軍基地あるがゆえの事件・事故、騒音、環境汚染
などが絶えません。これらは米軍に日本の法律の適用
除外する特権的地位を与えていることが原因となって
います。県は、米軍に対する第17条米軍犯罪、第４
条原状回復、第５条有料道路の免除、第11条米軍物
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資の無税、第24条駐留軍経費の免除また先に質問し
た嘉手納基地内への新施設建設や今後予想されるＦ
35Ｂの配備計画など米軍への特権、優遇、例外措置
にどのように対応し、抜本的改定に向けてどのように
取り組んできたか伺います。
　４、沖縄県経済及びエネルギー政策について。
　沖縄県の産業別売上高は１位が卸売・小売業、２位
が医療・福祉、３位が建設業、４位が製造業と続いて
います。それに比べ、他都道府県の産業別売上高は１
位または２位が製造業となっており、沖縄県は特定的
な経済構造となっています。また、沖縄県の主要産業
である観光の経済波及効果により、県内総生産のうち
13％以上を稼いでいます。
　そこで県経済構造の要因による新型コロナウイルス
感染症の県経済に与えている影響について伺います。
また、沖縄県の産業構造の変革が求められると思いま
すが、その取組について伺います。
　県は県民所得向上に向けた取組として、次の３点を
挙げています。１点目は、比較優位性のある付加価値
の高い産業振興、２点目は、企業の稼ぐ力や労働生産
性の向上、そして３点目は、地域経済の循環を高める
です。
　そこでそれぞれの課題を解決するための方向性並び
に施策と有効性について伺います。
　県民所得向上のために、アジア経済戦略構想の推進
は重要であると思います。しかし、新型コロナウイル
ス感染症によるアジア経済の変化をどのように把握
し、対応するかは喫緊の課題と言えます。同感染症の
アジア経済への影響と今後の取組について伺います。
また、アジア経済戦略構想と新沖縄発展戦略との整合
性をどのように図られるのか伺います。
　現政権は低炭素化社会に向け積極的に取り組むよう
ですが、沖縄県においても観光の目玉となっている美
ら島を守るために、エネルギーの低炭素化に向けた取
組は重要な課題と言えます。特に電気エネルギーの低
炭素化に向けた取組は、社会状況を踏まえると喫緊の
課題と思われますが、課題解決に向けた県の取組につ
いて伺います。
　５、観光行政について。
　沖縄を訪れる観光客数は激減し、最も観光客数が少
なかった５月は前年同月比で94％の減、10月は回復
したものの60％の減となっています。
　そこで2020年度の入域観光客数及び県経済への影
響について伺います。
　新型コロナウイルスは沖縄県の主要産業である観光
業において大きな打撃を与えているところです。ウイ

ズコロナ、アフターコロナを考えるとこれまでのよう
な量を主眼とした観光から脱却し見直しが必要である
と思いますが、沖縄県の観光の方向性について伺いま
す。
　県は、大型ＭＩＣＥ実現に向けて官民連携による新
たな事業手法の方向性を示しています。新型コロナウ
イルスによる大型ＭＩＣＥの施設規模や実現に向けた
スケジュールなどへの影響について伺います。
　６、教育、福祉行政について。
　新型コロナウイルス感染症により県民生活に大きな
影響を与えています。そこで、生活保護受給者の推移
並びに住宅確保給付金の支給状況について伺います。
　知事は、記者会見において新型コロナウイルス感染
症の第３波に言及されました。今後、小・中・高等学
校内で感染が拡大し、休校を余儀なくされることが考
えられますが、リモート授業の環境整備状況について
伺います。また、ＧＩＧＡスクール構想への対応状況
について伺います。
　本年度は大学進学を推進するための事業が、新型コ
ロナの影響により軒並み中止されました。今の時点で
次年度の感染状況を予測することは難しいですが、大
学進学率向上のためにどのように対応されるのか伺い
ます。
　７、沖縄県の公共交通について。
　鉄軌道導入において、費用便益比が１を超えること
や採算性を図るには、上下分離方式が前提となってい
ますが、進捗状況について伺います。また、鉄軌道よ
り経費が抑えられるＬＲＴ等の方式について再検討を
すべきではないか伺います。
　沖縄都市モノレールにおいて３両化が決まりました
が、新型コロナウイルス感染症による導入時期などの
影響について伺います。また、路線バスとの接続によ
る公共交通網の整備を急ぐべきと思いますが伺いま
す。民間が行った公共交通に関する意識調査で、モノ
レール延伸を求める回答が50％を超えましたが、所
見を伺います。
　以上、御答弁のほどよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　当山勝利議員の御質問にお
答えをいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(4)、
新たな振興計画についてお答えをいたします。
　新たな振興計画については、総点検の結果や新沖縄
発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓを反映させ、
ウイズコロナからアフターコロナに向けた将来を見通
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す中で未来を先取りし、日本経済の一端を担うべく新
時代沖縄を展望し得る骨子案づくりを進めてまいりま
す。新たな振興計画においてはＳＤＧｓの推進に当た
り、環境・社会・経済の３分野を統合的に解決する必
要があることから、環境・社会・経済の３つを各施策
に通底する基軸として検討しております。
　次に４、沖縄県経済及びエネルギー政策についての
御質問の中の(1)、新型コロナウイルス感染症の県経
済への影響と産業構造の変革への取組についてお答え
いたします。
　本県経済の産業構造は、労働集約的な傾向にある第
３次産業が中心となっており、コロナ禍における観光
需要の落ち込み等による経済への影響が顕著になって
おります。今後はＥコマースやテレワーク、ウイズコ
ロナの新しい生活様式に対応したビジネスモデルの促
進や、各産業分野におけるデジタルトランスフォー
メーションの加速化を進めるとともに、スタートアッ
プ企業の創出等の取組によりイノベーションによる強
靱な経済構造への転換を図ってまいります。
　次に５、観光行政についての御質問の中の(2)、沖
縄観光の方向性についてお答えいたします。
　ウイズコロナ時代においては、安全・安心の島を目
指すことが大事です。まず、防疫面や受入体制の強化
を図り、沖縄の強みである自然、歴史、文化等のソフ
トパワーを最大限発揮し、選ばれる観光地になる必要
があります。また、観光客と県民の満足度向上が住ん
でよし、訪れてよしの持続可能な観光につながり、沖
縄観光の構造を量から質へと転換させると考えており
ます。
　具体的な施策につきましては、観光関連団体の代表
者等で構成されるアドバイザリー会議の中で検討して
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)、次年度予算の見込みと対応についてお答
えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により県税等の収
入は大幅に落ち込むことが予想され、現在どの程度の
減額になるか慎重に作業を進めているところでありま
す。また、次年度の当初予算編成においては、政策的
経費や運営費等について８年ぶりにマイナスシーリン
グを設定して経費縮減を図りつつ、一つ一つの施策・
事業の効率性や実効性の向上を図るほか、沖縄振興予
算の活用や国の経済対策の動向も注視しながら編成作

業を進めているところであります。
　次に１の(2)、新型コロナウイルスへの対応に伴う
振替事業についてお答えいたします。
　コロナ対策関連予算については、主に包括支援交付
金、臨時交付金等を活用して対応する一方、当初予算
に計上した事業についても予定どおりの執行が困難な
14事業、約23億円を減額補正し、より緊急性の高い
事業に組み替えて対応しております。また、ソフト交
付金についても感染症の影響等により執行が困難な経
費を新たな課題に対応するための取組に活用するな
ど、事業全体の約４割となる91事業、約23億円で見
直し等を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(2)、経済対策の現状と効果
についてお答えいたします。
　県では新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県の経
済対策基本方針に基づき、事業や雇用の維持に必要な
対策を優先的に講じてきました。事業継続に当たって
は、実質無利子・無担保の県融資制度による保証承諾
実績が11月20日現在、7963件、約1182億円となっ
ております。また、雇用の維持に当たっては、県独
自の雇用継続助成金による支給決定が11月27日現在、
1002件、約12億円となっております。これらの経済
対策により県内事業者の事業継続と雇用の維持に寄与
しているものと考えております。
　次に４、沖縄県経済及びエネルギー政策についての
御質問の中の(2)、県民所得向上に向けた取組に係る
課題、解決の方向性等についてお答えいたします。
　県では、県内企業等の課題解決や産業振興を図るた
め、中小企業等におけるデジタル化の促進による生産
性の向上に加え、経済特区制度等の活用によるバイオ・
医療、半導体製造業、情報通信関連産業等の高付加価
値産業の誘致に取り組んでおります。また、農林水産、
観光、商工分野など産業横断的なマーケティング力強
化により、企業の稼ぐ力に資する取組を推進しており
ます。これらの取組を県内全域に浸透させ、地域経済
への循環を高めることで県民所得の向上につなげてま
いります。
　同じく４の(3)、新型コロナのアジア経済への影響
と今後の取組、新沖縄発展戦略との整合性についてお
答えいたします。
　アジア経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を
受け厳しい状況にありますが、世界経済におけるアジ
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アのダイナミズムは、そのポテンシャルを維持してお
り、終息後は段階的に成長軌道に戻るものと見込まれ
ております。こうした状況の中、本県の経済発展のた
めには、コロナ禍の環境変化に対応したＥコマースな
どのデジタルトランスフォーメーションの推進が重要
と考えております。
　県としましては、アジア経済戦略構想を推進しつつ、
アジアとの経済交流の重要性を掲げる新沖縄発展戦略
を踏まえた、新たな振興計画の策定を進めてまいりま
す。
　同じく４の(4)、電気エネルギーの低炭素化に向け
た県の取組についてお答えいたします。
　県では、低炭素島しょ社会の実現に向けて、蓄電池
とモーター発電機等を組み合わせたシステムの実証事
業など、再生可能エネルギーの導入拡大に取り組んで
おります。また、ＳＤＧｓの理念等も踏まえ、2050
年の脱炭素社会の実現に向けて2030年時点の目標値
を盛り込んだ沖縄県エネルギービジョン2020（仮称）
を今年度策定いたします。
　県としましては、同ビジョンの施策を着実に実行す
ることで脱炭素社会の実現に積極的に取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の(3)、新型コロナウイルス
の感染状況及びエッセンシャルワーカー等へのＰＣＲ
検査についてお答えいたします。	
　沖縄県では、９月の下旬頃からじわじわと感染が拡
大していることから、沖縄コロナ警報を発出し、さら
に集中実施として県民や事業者の皆様に注意喚起を
行っているところです。新型コロナウイルス感染症の
流行が持続している状況において、社会経済活動を維
持・継続していくには検査の拡充は必要だと考えてお
ります。そのため、本日議決いただいた補正予算に先
行的なモデル事業として新型コロナウイルス感染症Ｐ
ＣＲ検査強化事業の予算を計上したところです。本事
業では、県内の介護施設及び医療機関職員を対象とし
て１月から３月の３か月間で、職員１人当たり月１回
を目安として定期的な検査を実施することとしており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、知事の政治姿勢

についての御質問の中の(3)、製糖工場従事者への新
型コロナウイルス感染拡大防止対策についてお答えし
ます。
　県内15の離島の製糖工場では製糖期間中において、
県外等から多くの島外季節労働者を雇用しておりま
す。
　県としましては、十分な医療体制を有していない離
島地域のサトウキビ、糖業に影響が生じないよう製糖
事業者と連携し、季節労働者の渡航前のＰＣＲ検査に
よる水際対策及び次期製糖期の感染拡大防止について
支援してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(5)、那覇港湾施設の先行返還の考え及び官
房長官等の発言に対する所見についてお答えいたしま
す。
　那覇港湾施設は、那覇港に隣接し那覇空港にも近く、
産業振興の用地として極めて開発効果が高い地域であ
り、早期返還の要望が高い施設となっております。ま
た、米軍は民間バースを利用しており、那覇港湾施設
は利用が減少し、遊休化しているとの話があることや
返還までに長い時間を要することが見込まれることを
踏まえ、知事は早期返還を要請したものです。
　政府においては、より早期の返還を検討していただ
きたいと考えており、引き続きその実現を求めてまい
ります。
　同じく１、知事の政治姿勢についての(6)、米政府
に対する取組についてお答えいたします。
　去る６月、米連邦議会下院の小委員会において、軟
弱地盤等を理由に辺野古新基地建設に対し懸念が示さ
れたことは、これまでの県の取組の成果であると考え
ております。
　県としましては、米国次期政権に対しても引き続き
ワシントン駐在員を活用した情報発信に取り組むとと
もに、辺野古が唯一の解決策という固定観念にとらわ
れずに、本来の目的である普天間飛行場の一日も早い
危険性の除去のため、県との対話に応じていただくよ
う求めてまいりたいと考えております。
　同じく１の知事の政治姿勢についての(7)、知事の
石垣市視察についてお答えいたします。
　知事は、急患搬送用暫定ヘリポート供用開始式への
出席に際し、整備中の県道石垣空港線、八重山平和祈
念館、石垣海上保安部及び八重山病院を視察しまし
た。石垣海上保安部においては、尖閣諸島周辺海域の
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巡視や周辺離島の急患搬送などの重要任務を行う職員
の方々に対し、また、八重山病院においては、新型コ
ロナウイルス感染症対策に従事する職員に対し、知事
から敬意を表し激励させていただきました。
　県としましては、今後も多くの離島を知事が直接訪
問し、離島の声を直接施策に反映することが重要であ
ると考えております。
　同じく１の知事の政治姿勢についての(7)、八重山
恒久ヘリポートの整備についてお答えをいたします。
　沖縄県としましては、八重山圏域住民の安全・安心
の確保は重要であると考え、八重山病院隣接地に暫定
ヘリポートを整備し、去る11月11日に供用を開始し
たところです。恒久ヘリポートについては、現在、設
置場所や整備の方法について調査を行っており、本年
度中には調査結果を基に石垣市をはじめとする関係機
関と協議を開始する予定としております。具体的な設
置の時期については、石垣市の土地区画整理事業の工
事のスケジュール等も踏まえ検討してまいります。
　２、米軍基地対策等についての(1)、米軍の事件・
事故への対応についてお答えいたします。
　10月末から米軍人による事件・事故が相次いだこ
とを受け、県では米軍及び日米両政府に対しより一層
の綱紀粛正をはじめとする実効性のある再発防止策等
を講じるよう要請を行っております。また現在、県、
国及び米軍による実務者会合の開催について調整が行
われているところであり、その際にも再発防止策等に
ついて求めたいと考えております。
　今後ともあらゆる機会を通じて、米軍基地に起因す
る事件・事故の再発防止の徹底について求めてまいり
ます。
　同じく２の米軍基地対策等についての(2)、嘉手納
飛行場の海兵隊施設の建設に係る県の考えと対応につ
いてお答えをいたします。
　米海兵隊がプレスリリースで、嘉手納飛行場内に格
納庫などを建設したと発表したことについては承知し
ております。
　県としては、同施設の運用によりこれ以上の基地負
担の増加はあってはならないと考えており、三連協と
も連携し、対応していきたいと考えております。なお、
沖縄防衛局に確認したところ、米軍から事前の情報提
供はなかったとのことでありますが、米軍が直接実施
する工事であっても地元に大きな影響を与えるものに
ついては、情報提供が行われるべきであると考えてお
ります。
　同じく２の米軍基地対策等についての(3)、牧港補
給地区の返還についてお答えをいたします。

　牧港補給地区の返還時期については、統合計画に
おいて、2025年度またはその後となっておりますが、
移設先である嘉手納弾薬庫知花地区の移設計画の見直
しにより、返還が遅れる見込みであると聞いており、
沖縄防衛局に詳細を確認しているところであります。
　県としては、牧港補給地区の返還は沖縄の過重な基
地負担の軽減及び振興・発展につながるものであるこ
とから、去る10月に加藤官房長官や岸防衛大臣に対
し早期の返還を要請したところであり、引き続き政府
に強く求めてまいります。
　同じく２の米軍基地対策等についての(4)、宇宙軍
と上陸支援大隊の配備についてお答えをいたします。
　米軍は宇宙部隊と上陸支援大隊を創設したとプレス
リリースしており、宇宙部隊はインド太平洋地域の衛
星通信を監視し、上陸支援大隊は海兵隊が船から陸へ
移動する水陸両用作戦を支援するとしております。
　県としては、部隊の配備により基地負担の増加につ
ながることがあってはならないと考えております。そ
のため、これら部隊の任務内容や牧港補給地区の返還
に影響が生じることがないか等について、沖縄防衛局
に確認するとともに、同施設の返還が遅れることがな
いよう国に対し要請してまいります。
　３、地位協定についての(1)、他国地位協定調査に
ついてお答えいたします。
　県が平成29年度と30年度に調査したドイツ等ヨー
ロッパ４か国では、各国が国内法を米軍にも適用し、
空域を自国で管理するなど米軍の活動をコントロール
しており、令和元年度に調査したオーストラリアと
フィリピンにおいても同様の状況でした。一方、韓国
調査について、新型コロナウイルスの影響により今年
度の実施が見通せないことから、既に調査を終えた
オーストラリア、フィリピンに関する調査結果を先に
取りまとめることについて検討しているところであり
ます。
　同じく３の(2)、日米地位協定見直しに向けた取組
についてお答えいたします。
　県は、平成29年に日米両政府へ日米地位協定の見
直しを求めたほか、機会あるごとに大臣等に対し要請
を行っております。また、全国知事会に働きかけを行っ
たところ、去る11月の全国知事会議において、日米
地位協定の抜本的な見直しを含む新たな米軍基地負担
に関する提言が全会一致で決議されました。その他、
同協定の見直しの必要性に対する理解を全国に広げる
ため他国地位協定調査を行うとともに、トークキャラ
バンにおいて国民的な議論の喚起を図っております。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、米軍基地対策等につ
いての(5)、普天間飛行場以外の跡地利用についてお
答えいたします。
　普天間飛行場は、約480ヘクタールの広大な面積を
有し、人口の集中する中南部の中央に位置するととも
に、主要な交通ネットワークの構築など、沖縄の振興
に大きな影響があるため、県は宜野湾市と共同で跡地
利用の検討に取り組んでおります。
　県では、普天間飛行場以外においても広域構想を踏
まえた関係市町村の跡地利用計画の策定を支援してい
るところであり、引き続き、密接な連携を図りながら、
県全体の発展に資する跡地利用につなげてまいりたい
と考えております。
　次に７、沖縄県の公共交通についての(1)、鉄軌道
導入に向けた取組の進捗状況及びＬＲＴ等の再検討に
ついてお答えいたします。
　沖縄県総合交通体系基本計画に基づき、広域交流拠
点を有する那覇と北部圏域の中心都市である名護を１
時間で結ぶには、最高速度時速100キロメートル以上
の専用軌道を有するシステムが求められており、具体
的なシステムについては今後検討を行っていくことと
しております。また、鉄軌道の持続的運営には、全国
新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の創設が必要
であり、今後、国に求めていくこととしております。
　同じく７の(2)のうち、モノレールと路線バスとの
接続及び民間の調査結果についてお答えいたします。
　民間における調査において、公共交通への利用転換
に求められる条件として、モノレール延伸や路線バス
の利用環境改善等が挙げられております。
　県においては、公共交通への利用転換を図るために
は公共交通の充実が重要と考えております。このため、
路線バスとモノレールの結節強化に向けて、てだこ浦
西駅から近隣の大学を結ぶバスの実証実験を行うとと
もに、沖縄本島の圏域ごとに最適な地域公共交通ネッ
トワークの在り方を市町村と協働で検討することとし
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　５、観光
行政についての(1)、2020年度の入域観光客数などへ
の影響についてお答えいたします。
　令和２年４月から10月までの入域観光客数は131
万人となり、対前年同期比で489万人の減、率にして

79％の減少となっております。また、同期間におけ
る観光消費額の試算値は1115億円となり、対前年同
期比で3759億円の減、率にして77％の減少となって
おります。年度を通じての入域観光客数の見込みにつ
きましては、現在、推計作業を行っておりますが、観
光消費額の大幅減によって県経済に深刻な影響が生ず
るものと考えております。
　同じく(3)、新型コロナウイルスの大型ＭＩＣＥ施
設整備への影響についてお答えいたします。
　ＭＩＣＥ施設の整備を含む、マリンタウンＭＩＣＥ
エリアの形成につきましては、現在、新たな基本計画
の策定に向けて作業を進めているところです。その
中で、施設規模を含むＭＩＣＥ施設の在り方やスケ
ジュールについても新型コロナウイルス感染症の影響
を加味した上で検討していくこととしており、アフ
ターコロナを見据え、年度内には最終案を取りまとめ
たいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　６、教育、
福祉行政についての御質問の中の(1)、生活保護受給
者数の推移等についてお答えいたします。
　本年10月の生活保護受給者数は、速報値となりま
すが過去最多の３万8223人となっており、昨年同月
の３万7881人より0.9％増加しております。住居確
保給付金の支給状況は、本年10月末現在で新規支給
決定件数が2665件、支給決定額が約３億5985万円と
なっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　６、教育、福祉行政につい
ての御質問の中の(2)、オンライン学習の環境整備等
についてお答えいたします。
　県立学校では、通信機器を整備する等、オンライン
学習を行える環境となっております。市町村立小中学
校では、ＧＩＧＡスクール構想の補助金等を活用し、
全市町村で一人一台端末の整備等、オンライン学習環
境の整備に取り組んでいるところです。家庭でオンラ
イン学習が受けられない児童生徒については、感染予
防対策を行った上で学校に登校させる等、個別に対応
することとしております。
　県教育委員会としましては、引き続きオンライン学
習実施のための環境整備に努めてまいります。
　同じく６(3)、大学進学のための事業中止に伴う対
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応についてお答えします。
　大学進学率の改善を図るため、進学力グレードアッ
プ推進事業を実施し、県外大学へ生徒派遣等を行って
おりましたが、今年度は新型コロナの影響により中止
しました。生徒が実際に大学を訪問することは、進学
意欲を高める上で効果的であることから、次年度も実
施する方向で進めております。しかしながら、感染状
況によっては、オンラインなどを活用した研修の実施
等を含め検討してまいります。
　県教育委員会としましては、どのような状況下にお
いても生徒が高い学習意欲を継続できる学びの機会を
提供できるよう努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　７、沖縄県の公共交
通についての御質問のうち(2)、沖縄都市モノレール
の３両化導入時期についてお答えいたします。

　３両化については、９編成の３両化車両を導入する
計画となっており、今年度から事業に着手しておりま
す。沖縄都市モノレール株式会社は、新型コロナウイ
ルス感染症の終息後、県民生活や経済活動の正常化に
伴う乗客数の回復、那覇空港第２滑走路供用開始によ
る観光客の増加等でモノレールの輸送力が経済活動に
支障を来すことがないよう、令和４年度中に３両化車
両の２編成を完成させる工程で取り組んでおり、残る
７編成については、関係機関と調整を行っているとの
ことであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明３日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時27分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　日本共産党県議団の比嘉瑞己です。
　会派を代表して質問を行います。　
　初めに、知事の政治姿勢について。
　(1)、核兵器禁止条約の批准国が50か国に達し、史
上初めて核兵器を違法化する国際条約が来年１月22
日に発効されます。唯一の戦争被爆国でありながら、
核兵器禁止条約に背を向け続ける日本政府の姿勢は許
されません。沖縄県として、広島、長崎、全国知事会
と連帯して、日本政府が従来の態度を改め速やかに条
約に署名し批准するように働きかけるべきです。見解
を伺います。	
　(2)、アメリカ大統領選挙の結果は民主党のバイデ
ン前副大統領の当選が確実となっています。トランプ
政権がもたらした対立と分断を克服し、新自由主義の
是正や国際協調に向けた努力が注目されております。
一方で、日米関係については、バイデン氏が米国を中
心とした軍事同盟網の再強化を掲げる下で、沖縄をは
じめとした米軍基地負担増を求めてくることが強く警
戒されます。沖縄の正確な情報を伝え、基地問題解決

のために活動していくワシントン事務所の役割はます
ます重要であります。アメリカ大統領選挙結果を受け
ての知事の見解と、今後の取組について伺います。
　(3)、菅政権による敵基地攻撃能力保有に向けた動
きは、戦力の不保持や専守防衛などをうたう憲法の理
念から大きく逸脱するものであり許されません。また、
集団的自衛権の行使を認める安保法制が施行され、自
衛隊の役割も大きく変質しています。軍事的緊張を高
める、宮古、石垣への自衛隊配備・機能強化に反対す
べきです。
　(4)、尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも日本の領
土であり、中国公船による領海侵入や漁船への威嚇行
為は断じて許されません。一方で、日本政府は、領有
権の問題はそもそも存在しないと主張し、本腰を入れ
た外交交渉が行われていません。今求められているの
は、日本政府が尖閣諸島の領有の正当性を国際社会と
中国政府に堂々と主張し、領土問題を平和的に解決す
ることです。沖縄県として国に外交努力を求めるべき
ではありませんか。
　２、続いて米軍基地問題について伺います。
　(1)、那覇軍港の移設合意から46年が経過しても実
現しないのは、普天間基地問題と同じように移設条件
付の返還だからです。移設問題を取り巻く状況も環境
も大きく変わりました。浦添西海岸に広がる貴重な自
然環境を守りキャンプ・キンザー返還後のまちづくり

総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君
　

土木建築部長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君

会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教　　育　　長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君　

代表監査委員　　安慶名　　　均　君
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君
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を展望するためにも、遊休化している那覇軍港は移設
条件付ではない早期返還を求めるべきです。
　(2)、続いて辺野古新基地建設について伺います。
　ア、緑ヶ丘保育園や普天間第二小学校へのヘリ部品
落下事故から３年が過ぎようとしております。普天間
基地の危険性は除去されましたか。民間地上空の飛行
訓練や、騒音被害の現状を問うものです。政府が約束
した普天間基地の５年以内の運用停止の期限は過ぎて
います。危険な普天間基地は直ちに運用停止し、閉鎖・
撤去を求めるべきです。
　イ、菅義偉首相は就任後初の所信表明演説で「辺野
古移設の工事を着実に進めてまいります。」と表明し
ました。沖縄県民の心に寄り添うというのであれば、
県民投票で示された民意に従い、新基地建設を断念す
べきです。所信表明への見解を問うものです。
　ウ、沖縄防衛局が県に提出した設計変更申請に対し、
県内外から速報値で１万8904件もの意見書が寄せら
れました。軟弱地盤の改良工事のために、政府計画で
も完成までに12年、総工費は9300億円、県の試算で
は２兆5500億円もの国民の税金が使われます。県民
投票で71.7％が反対した辺野古新基地建設は、政治
的にも技術的にも不可能ではありませんか。政府の設
計変更申請を承認するべきではありません。県の見解
を伺います。
　エ、防衛局は設計変更によって、埋立土砂の調達を
県内だけでも可能としました。しかも、県内での調達
可能量の７割は、沖縄戦激戦地である糸満市と八重瀬
町から採取できるとしております。戦没者の血が染み
込み骨が眠る沖縄の土を軍事基地を造るために使用す
ることは、戦没者への冒瀆であり許されません。県の
見解を問います。
　オ、安和鉱山での森林法違反の土砂採掘が明らかと
なり、県は全県的調査を表明しました。他の鉱山でも
違法開発はあったのでしょうか。調査の進捗状況と対
応を問います。
　カ、鉱山からの土砂採掘による赤土被害の状況はど
うでしょうか。赤土等流出防止条例による届出や実効
性ある対策は取られていますか。
　キ、新基地建設工事が続く大浦湾でジュゴンの鳴き
声が確認されております。防衛局は工事を中止し、ジュ
ゴンへの影響を再評価して保護対策を講じるべきで
す。県の見解と対応を問います。
　(3)、東村高江ヘリパッドの騒音被害や夜間訓練の
実態はどうでしょう。集落を取り囲むように造られた
６つのヘリパッドの撤去を求めるべきではありません
か。

　続いて学校教育について伺います。
　(1)、コロナ禍で少人数学級の実現が強く求められ
ています。残された中学２年、３年生の少人数学級の
実現はいつでしょうか。
　(2)、特別支援学校の過密化と、策定が検討されて
いる設置基準への県の対応を伺います。
　(3)、給付型奨学金制度の実績と拡充に向けた取組
についてお聞かせください。
　(4)、教職員の多忙化解消の取組について伺います。
特に持ち帰り残業や部活動指導の実態と対応について
問います。
　(5)、誰一人取り残さない社会のためにも、公立夜
間中学の設置が求められています。市町村の設置検討
委員会などの進捗状況を問うものです。
　４、健康保健・医療政策について伺います。
　(1)、生活習慣等実態調査や特定健診結果の特徴は
何でしょうか。健康長寿復活に向けた取組を問います。
　(2)、国保税の引下げのために、前期高齢者交付金
不足の解決や均等割・平等割の廃止が求められていま
す。対応と見解を問います。
　(3)、不妊治療への助成制度や社会的支援の拡充に
ついて県の取組を伺います。
　(4)、介護支援で重要な役割を果たすケアマネジャー
不足の実態と待遇改善への取組を問います。
　(5)、特別養護老人ホームの待機者数と増設計画に
ついて伺います。
　次に、第１次産業の振興について伺います。
　(1)、農家の自家増殖を禁止する種苗法改定案の影
響予測と農家を守るための県の取組を問います。
　(2)、沖縄県の農業産出額や農家所得の推移を問い
ます。沖縄の発展産業の柱として農業を位置づける支
援の強化が必要ではありませんか。
　(3)、コロナ危機によって第１次産業の重要性が改
めて明らかになりました。食料自給率と地産地消計画
の目標達成率はどうか。新型コロナで影響を受けた
農業、漁業、畜産業などへの県の支援を問うもので
す。	
　(4)、久米島での和牛血統矛盾の影響で、地元の生
産者はＤＮＡ検査や再登録費用等、負担や購買者から
の賠償請求等の不安を抱えています。生産者への影響
と県の対応を問います。
　最後に、離島振興について。
　(1)、医師・看護師不足の現状と地域枠キャリア形
成プログラムの成果について伺います。
　(2)、ガソリン価格等の生活コスト低減事業による
成果と課題をお聞かせください。
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　(3)、交通コスト負担軽減事業の成果と継続実施に
向けた取組を伺います。
　(4)、座間味浄水場建設に向けて、村との協議の状況、
住民説明会の開催、災害拠点施設の検討について問い
ます。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　比嘉瑞己議員の御質問にお
答えをいたします。
　６、離島振興についての中の(3)、交通コスト負担
軽減事業の成果と継続についてお答えいたします。
　交通コスト負担軽減事業の延べ利用者数について
は、平成24年度の83万4000人に対し、令和元年度に
は31万人増の114万5000人となっております。また、
平成30年度に実施したアンケート調査において離島
住民からの評価が高く、かつ今後重点的に取り組むべ
き項目として「島外に出る際の交通運賃」が上位に挙
げられております。
　これらのことから、沖縄県としましては同事業を安
定的に継続してまいりたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(1)、核兵器禁止条約についてお
答えいたします。
　さきの大戦により多くの貴い命と貴重な文化遺産が
失われ、戦争の不条理と残酷さを身をもって体験した
沖縄県としましては、平和の尊さを肌身で感じている
ことから、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けた議論は
重要であると考えております。沖縄県では、核兵器を
禁止し廃絶する条約を結ぶことを全ての国に求めるヒ
バクシャ国際署名に沖縄県知事として署名しており、
こうした取組による世論の広がりが、核兵器禁止条約
締結に向けた大きな力につながるものと考えておりま
す。
　次に(2)、米大統領選挙の結果と今後の取組につい
てお答えいたします。
　ジョー・バイデン氏には、新型コロナ対策や世界経
済の早期回復、人権尊重、外交・安全保障など、各国
が協調して取り組むべき諸課題にリーダーシップを発
揮されることを期待しております。また、過重な基地
負担を強いられている沖縄の声に耳を傾けていただき
たいと考えております。新政権発足後は、ワシントン
駐在を活用し新政権関係者との信頼関係の構築に取り

組むとともに、コロナウイルスの状況を見ながら知事
訪米を行い、沖縄の米軍基地問題の解決を訴えたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(3)、自衛隊の島嶼配備についてお答えをい
たします。
　防衛省は、自衛隊配備の空白地域となっている島嶼
部に初動を担任する警備部隊等を配置し、南西地域の
防衛体制を強化することとしております。自衛隊の島
嶼配備については、我が国の安全保障や地域の振興、
住民生活への影響をめぐって様々な意見があるものと
承知しております。
　県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
　同じく１、知事の政治姿勢についての(4)、尖閣諸
島問題の平和的解決についてお答えいたします。
　県としては、尖閣諸島をめぐる問題については、日
中両政府において平和的な外交を通じて一日も早い解
決に努めていただきたいと考えております。そのため、
今年９月には河野沖縄及び北方対策担当大臣に対し、
10月には加藤官房長官及び岸防衛大臣に対し、同諸
島が歴史的にも国際法上も日本固有の領土であること
を国際社会へ明確に示すこと、冷静かつ平和的な外交
によって中国との関係改善を図ること、同諸島周辺海
域の安全を確保すること等について要請を行ったとこ
ろです。
　２、米軍基地問題についての(1)、那覇港湾施設の
早期返還についてお答えをいたします。
　県としましては、那覇港湾施設の返還が実現されれ
ば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄
与すると考えております。このため、去る10月に官
房長官及び防衛大臣に対し同施設の早期返還を求めた
ところです。また、移設協議会においては、民港の港
湾計画との整合性を図りつつ、円滑な移設が進められ
るよう調整を行うことが繰り返し確認されてきたとこ
ろであり、これまでの経緯を踏まえつつ、移設協議会
の枠組みの中で取組を進めることが重要であると考え
ております。
　同じく２、米軍基地問題についての(2)のア、普天
間飛行場の現状と対応についてお答えいたします。
　政府が実施している普天間飛行場の離着陸等状況調
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査によると、令和元年度の全機種の離発着回数は１万
6848回となっております。また、県が実施している
令和元年度の航空機騒音測定結果によると、15測定
局中２局で環境基準を超過し、上大謝名局では昨年５
月に同飛行場における最大の124.5デシベルを観測し
ました。
　県としましては、引き続き普天間飛行場負担軽減推
進会議等を通じ、同飛行場の速やかな運用停止を含む
一日も早い危険性の除去を政府に対し求めてまいりま
す。
　同じく２、米軍基地問題についての(2)のイ、菅首
相の所信表明への見解についてお答えをいたします。
　菅首相は、所信表明演説において、工事を着実に進
めると表明しましたが、辺野古新基地建設に反対する
民意は、これまでの一連の選挙や県民投票で揺るぎな
い形で繰り返し示されております。また、辺野古新基
地建設は、軟弱地盤等を理由に米連邦議会下院の小委
員会から懸念が示されたほか、集中から分散という米
軍の戦略の変化にもそぐわないものと考えておりま
す。
　県としましては、今後とも、県民投票で示された民
意に応え、辺野古に新基地は造らせないとの知事公約
の実現に向け、全力で取り組んでまいります。
　同じく２、米軍基地問題についての(3)、東村高江
のヘリパッドに係る騒音等の実態と撤去を求めること
についてお答えをいたします。
　沖縄防衛局が行っている東村高江区牛道集落におけ
る航空機騒音測定結果によると、平成27年２月のＮ
４地区のヘリコプター着陸帯の先行提供開始以降は騒
音発生回数が増加し、令和元年度は平成26年度の約
4.7倍、夜間の騒音発生回数は約7.8倍となっておりま
す。そのため、県としては、去る10月に加藤官房長
官や岸防衛大臣に対し、住宅地に近接するＮ４地区の
使用を中止するなど、住宅地上空の飛行を回避する対
策を求めており、引き続き騒音被害の軽減に取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、米軍基地問題に
ついての御質問のうち(2)のウ、普天間飛行場代替施
設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請について
お答えいたします。
　沖縄防衛局から提出のあった公有水面埋立変更承認
申請書について、告示縦覧期間中に１万7857件の意
見書が提出されその集計が終了したことから、県では、

11月27日付で名護市長に意見照会を行ったところで
あります。今後、内容審査に当たっては、疑問点等に
ついて、沖縄防衛局に質問を行った上で厳正に審査を
行うこととしております。
　次に２の(2)のエ、糸満市及び八重瀬町から埋立土
砂を採取することについてお答えいたします。
　本年４月21日に提出された公有水面埋立変更承認
申請書では、県内の埋立土砂等の採取場所として７地
区で、約4476万立方メートルの調達が可能と記載さ
れております。そのうち、糸満市、八重瀬町の南部地
区から約７割となる約3160万立方メートルの土砂の
調達が可能と記載されております。しかしながら、具
体的な採取場所及び調達量については契約段階におい
て決定されるものであり、現時点において決まったも
のではないと承知しております。
　次に２の(2)のキ、普天間飛行場代替施設建設事業
によるジュゴンへの影響についてお答えいたします。
　沖縄防衛局の設置した環境監視等委員会資料による
と、事業実施区域内でジュゴンの鳴音の可能性が高い
録音が確認されております。県では、４月17日及び
６月25日付文書で、工事を停止して事業による影響
を再評価するとともに、ジュゴンの保護策について沖
縄県等関係機関と協議するよう求めたところでありま
す。
　県としては、事業による影響を再評価することなく
工事を継続することは、国際的にも信用を失墜するこ
ととなり、あってはならないものだと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、米軍基地問題に
ついての御質問の中の(2)のオ、安和鉱山以外の鉱山
における森林法違反の調査の進捗状況についてお答え
します。
　名護市安和地区の他の鉱山について、森林法に基づ
く調査を行ったところ、２か所の鉱山が許可を受けて
いないことが判明したため、林地開発許可申請書の提
出を求める指導を行っているところであります。また、
安和地区以外の鉱山についても林地開発許可申請の手
続漏れがないか確認するため、令和２年11月24日付
で各鉱山に対して文書により通知したところでありま
す。引き続き関係法令に基づき対応してまいります。
　次に５、第１次産業の振興についての御質問の中の
(1)、種苗法改正の影響と県の対応についてお答えし
ます。
　昨日成立した改正種苗法では、登録品種の自家増殖
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については育成者権者の許諾が必要となりますが、地
域で守り育てた在来種等の一般品種については、これ
までどおり自家増殖が可能となっております。県の育
成品種については生産振興、普及を目的として開発を
行っており、自家増殖に係る許諾料徴収について検討
しておりません。
　県としましては、引き続き優良種苗の供給に取り組
み、生産現場に支障が生じないよう対応してまいりま
す。
　次に(2)、農業産出額及び農家所得の推移と振興対
策についてお答えします。
　本県の平成30年の農業産出額は、平成23年の800
億円から188億円増加となる988億円となっておりま
す。一方で、販売農家１戸当たりの平均所得は220万
円前後で推移しており、依然として全国水準に到達で
きていない状況にあります。
　県としましては、引き続き１、災害に強い栽培施設
の導入による園芸品目の安定生産、２、農林水産物の
流通コストの低減、３、市場競争力の強化やスマート
農業の推進などの各種施策に取り組み、本県農業のさ
らなる振興を図ってまいります。
　次に(3)、食料自給率等の達成状況と新型コロナの
影響を受けた生産者への支援策についてお答えしま
す。
　本県の食料自給率は、平成29年度確定値で33％、
地産地消計画の達成状況については、設定指標14項
目のうち、学校給食における地域の伝統食の提供など
の７項目で目標を達成しているところであります。ま
た、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受け
た生産者への支援策については、輸送手段の確保、肉
用牛農家に対する負担軽減、花卉農家の次期作に向け
た支援、学校給食への県産食材の提供など、生産者の
経営安定に向けた支援策を講じているところでありま
す。
　次に(4)、和牛血統不一致の影響と対応についてお
答えします。
　久米島町における血統不一致は、肉用牛の産地とし
ての信頼を損なう事案であり、血統不一致が判明した
農家経営への影響が生じております。
　県としましては、３月に設置した沖縄県家畜人工授
精適正化会議において再発防止対策を講じるととも
に、家畜市場の開設者であるＪＡおきなわと連携し、
購買者に対してこれまで３回の意見交換を行うなど、
県産和牛子牛の信頼回復の取組を進めているところで
あります。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、米軍基地問題につい
ての(2)のカ、鉱山からの赤土被害の状況及び実効性
ある対策についてお答えします。
　鉱山については、昭和24年に制定された鉱山保安
法に基づき、廃水規制等が行われているところです。
一方、赤土等流出防止条例の対象事業でもあることか
ら、条例に基づく届出が行われております。平成29
年度以降、条例に基づき指導を行った事例は１件であ
ります。今後も鉱山から赤土等の流出が確認された場
合には、条例に基づき立入調査を行い、適切に指導等
を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　おはようございます。
　それでは３、学校教育についての御質問の中の(1)、
少人数学級についてお答えします。
　県教育委員会では、これまで小学校１年生から中学
校１年生で少人数学級を実施しており、現在、中学校
２年生及び３年生の35人学級実現に向けて検討して
いるところです。一方、文部科学省は、新型コロナウ
イルス感染症対応を踏まえ、来年度予算の概算要求に、
少人数学級の実現に向けた体制整備を盛り込んでおり
ます。
　県教育委員会としましては、国の動向を注視しつつ、
少人数学級の実現に取り組んでまいります。
　同じく３(2)、特別支援学校の過密化と設置基準に
ついてお答えします。
　特別支援学校においては、知的障害のある児童生徒
の増加により過密化していることから、これまではな
さき分校の設置や那覇みらい支援学校の設置を進め、
教育環境の整備に努めているところです。また、特別
支援学校においては、これまで校舎等の設置基準が定
められておらず、学校規模の明確な決まりは示されて
おりませんでした。今後、国において設置基準を定め
ると聞いており、国の動向等を踏まえ特別支援学校の
適正規模化に努めてまいります。
　同じく３(3)、給付型奨学金についてお答えします。
　県外進学大学生支援事業は、能力があるにもかかわ
らず経済的な理由で県外難関大学等への進学が困難な
生徒を支援し、グローバル社会において活躍していく
人材育成を目的として実施しており、これまで94人
の奨学生を採用し支援を行っております。令和２年度
から開始された国の修学支援新制度で低所得世帯への
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手厚い支援が実施されたことを受け、本事業では、所
得要件を緩和し、国の制度の対象とならない中所得世
帯の学生まで対象を拡充し実施しております。
　同じく３(4)、教職員の多忙化解消の取組について
お答えします。
　県教育委員会では、沖縄県教職員働き方改革推進プ
ランを基に、学校業務の改善やスクール・サポート・
スタッフの配置等の取組を進めております。持ち帰り
業務については本来行わないことが原則であり、その
実態は把握しておりませんが、持ち帰りが行われてい
る場合は、適切な業務量の設定や校務分掌の分担等を
図る必要があると考えております。部活動指導は、長
時間勤務の主な要因の一つであるため、部活動等の在
り方に関する方針を策定するとともに、部活動指導員
の配置に努めております。
　引き続き実効性のある取組を推進し、教職員の働き
方改革に努めてまいります。
　同じく３(5)、夜間中学設置の進捗状況についてお
答えします。
　県では、夜間中学に関し、これまでニーズ調査や設
置主体案の取りまとめを行うとともに、通学の利便性
の観点から市町村に対し、設置検討を依頼しておりま
す。現在、那覇市がワーキングチームを立ち上げ、検
討を行っており、今後９市町村が委員会の設置を検討
していると聞いております。
　県としましては、市町村の取組状況を踏まえつつ、
対応を検討していくこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　４、健康保健・医
療政策についての御質問の中の(1)、市町村生活習慣
等実態調査や特定健診結果及び健康長寿復活に向けた
取組についてお答えいたします。
　生活習慣等実態調査や特定健診結果の主な特徴とし
ては、肥満者の割合が男女とも全国を上回っており、
食事バランスやアルコール摂取量との関連が見られま
す。また、１回当たりの飲酒量が３合以上である者の
割合が男女とも全国を上回っています。沖縄県では健
康課題である肥満や過度な飲酒等の改善を促すための
広報活動や、子供の頃からの健康的な生活習慣の習得
を促すために次世代の健康づくり副読本の配布及び活
用などに取り組んでいます。また、健康長寿おきなわ
復活県民会議を設置し、官民一体となった施策の推進
体制を構築しており、各構成団体ではロードマップに
沿った取組を推進しています。

　同じく４の(2)、前期高齢者交付金及び均等割等に
係る対応についてお答えいたします。
　本県市町村国保における財政赤字の主な要因は、１
人当たり医療費の増加及び前期高齢者交付金の額が少
ないことによるものと考えております。このため、県
では、これまで市町村及び国保連合会と連携して、国
に対し本県の特殊事情に配慮した特段の財政支援を要
請してきたところであり、今後も引き続き対応してま
いります。また、県は全国知事会を通して、子供に係
る均等割保険料軽減措置の導入について、国の責任と
負担による見直しの結論を速やかに出すように国に対
し要望しているところであります。
　同じく４の(3)、不妊治療支援拡充への県の取組に
ついてお答えいたします。
　報道によりますと、国は不妊治療に係る保険適用の
議論には一定の時間がかかるため、まずは、不妊治療
の助成制度について、所得制限の撤廃などを拡充し、
幅広い世帯に経済的負担を軽減する方向で検討に入っ
たとされているところです。また、社会的支援につい
ては、治療を受けやすい環境を整備した中小企業を対
象とした助成金の新設を検討しているとのことであり
ます。
　県としましては、国の動向を注視し、不妊治療支援
制度の拡充について適切に対応してまいります。
　次に６、離島振興についての御質問の中の(1)、医師・
看護師不足の現状と地域枠キャリア形成プログラムに
ついてお答えいたします。
　沖縄県の医師及び看護師の数は、平成20年以降人
口10万人当たりで比較するとおおむね全国平均を上
回って推移してきたものの、地域別で見ると北部、宮
古・八重山地域では全国平均を下回っており、離島・
僻地の医師や看護師の安定的な確保が重要な課題と
なっております。
　県では、琉球大学地域枠医師の研修及び勤務の在り
方を示した沖縄県地域枠キャリア形成プログラムを平
成31年４月に策定したところであり、地域枠医師の
将来のキャリア形成と離島勤務の両立をあらかじめ計
画することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　４、健康
保健・医療政策についての御質問の中の(4)、介護支
援専門員の不足の実態と待遇改善の取組についてお答
えいたします。
　令和元年度介護労働実態調査によると、調査に回答
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した事業者のうち介護支援専門員の不足を感じてい
ると回答した県内の事業者は、31.9％となっており、
対前年度10.6ポイントの増となり、介護支援専門員
の確保は課題であると認識しております。
　そのため、県といたしましては、引き続き法定研修
の際の離島から本島への旅費の支援や特定処遇改善加
算制度の活用により、負担軽減や待遇の改善に取り組
み、介護支援専門員の確保に向けて取組を強化してま
いります。
　同じく４の(5)、特別養護老人ホームの入所待機者
等についてお答えいたします。
　特別養護老人ホームへの入所の必要性が高い待機者
は、令和元年10月末現在で758名となっております。
県では、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき平成30
年度からの３年間で、特別養護老人ホーム145床を含
む1058床の整備を見込んでおります。現在、令和３
年度から令和５年度までを期間とする次期計画の策定
に取り組んでおり、当該待機者の状況等も踏まえ、必
要なサービス量の整備がなされるよう、引き続き市町
村と連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　６、離島振興についての
(2)、ガソリン価格等の軽減事業による成果と課題に
ついてお答えいたします。
　県では、本島から県内離島に輸送される石油製品の
輸送費補助事業において、適宜補助単価を見直しなが
ら輸送コストの低減に努め、ガソリン価格差の縮小を
図っております。平成30年度に実施した実態調査に
よると、平成24年度と比較してガソリン１リットル
当たりの価格差は25円から16円に縮小しております。
しかし、依然として価格差があることから、一定規模
以上の販売量がある離島において本島・離島の価格情
報を発信する等、適正な競争環境の醸成に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　おはようございます。
　６、離島振興についての御質問の中の(4)、座間味
浄水場建設の協議状況等についてお答えします。
　座間味村とは10月19日に調整を行い、今後の浄水
場建設を円滑に進めていくため協力していくことを確
認したところです。住民説明会については、村と調整
の上、早期に開催したいと考えております。また、村

における現浄水場跡地の防災拠点施設としての活用に
ついては、水道事業者としてできる範囲内で設計段階
から配慮していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　御答弁ありがとうございました。
　辺野古新基地建設について、５点再質問をしたいと
思います。
　政府の設計変更申請によって県内で大量の土砂の調
達が可能となった計画になっています。それを受けて、
今県内の様々なところで新たな開発が進められようと
しています。
　そこで埋立土砂について伺いますが、先ほどの答弁
で安和鉱山のほかにも２件の違法開発があったとあり
ました。県はまたそのほかの鉱山にも、文書で注意喚
起をするという答弁だったと思います。しかしこの文
書だけでは不十分だと思います。県のさらなる対応が
求められていると思いますが、その見解をお聞かせく
ださい。
　２点目、赤土等流出防止条例についてですが、結局
県はこれまで指導はまだ１件しかないわけです。担当
からお話を聞きますと、鉱業法とか森林保安法、その
国の法律によって同様な措置が取られているという関
係でなかなかこの条例の有効性が発揮できておりませ
ん。実際には、安和鉱山、そしてうるま市の宮城島の
鉱山の周辺で赤土被害が発生しております。赤土等流
出防止条例で定めている対策指針を遵守させる取組、
チェックする機能が必要ではないでしょうか。
　次に３点目、沖縄戦の激戦地となった糸満市、八重
瀬町の一帯は、1972年本土復帰の年に沖縄戦跡国定
公園に指定されております。戦争の悲惨さと平和の尊
さを認識し、戦没者の御霊を慰めるための戦跡として
は日本で唯一の国定公園です。そのため、この区域に
おける開発行為は自然公園法によって厳しく規制され
ています。ところが糸満市の魂魄の塔の近くの鉱山
で、新たな開発行為が行われているとの情報が県民か
ら寄せられております。これまで県は、この鉱山につ
いて自然公園法に基づきどういう対応を取ってきまし
たか。
　４点目、今後、この沖縄戦跡国定公園区域内　　　　糸
満市、八重瀬町、大変広範な範囲にわたる区域ですが、
ここにある鉱山で自然公園法に違反する開発行為を行
わない、そのために県はどういった対策を取っていく
のか、今後の取組を伺いたいと思います。
　最後に、ジュゴンについてです。
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　国は新基地建設ありきで再度の環境影響評価もしな
ければ、具体的な対策も取ろうとしておりません。国
際的信用を失するものだと私も思います。
　環境部に問います。
　国の種の保存法でも保護されていないジュゴンを沖
縄県の希少野生動植物保護条例に追加指定をして、沖
縄県として保護すべきではありませんか。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　再質問にお答えしま
す。
　安和地区以外の各鉱山に対しましては、林地開発許
可手続の漏れについて確認を求める通知をしておりま
すが、それに加えて、県で作成したチェックリスト等
による確認依頼を行う予定であります。
　引き続き関係法令に基づいて適切に対応してまいり
たいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　再質問にお答えします。
　まず１点目、赤土等流出防止条例で定められている
対策指針を遵守させる取組が必要ではないかという再
質問でございますけれども、宮城島の海域で赤土等の
流出による汚染につきましては、漁業協同組合が令和
２年10月30日付でうるま市に要請を出しております。
それを踏まえまして、令和２年11月12日に状況に関
しましてうるま市、それから漁協、それから県の中部
保健所で意見交換をしまして状況を把握しておりま
す。その後11月13日付に宮城島の２つの鉱山につい
て立入調査を実施しまして、対策状況を確認しており
ます。この立入りの際には、敷地外への流出は確認さ
れておりません。
　今後も、引き続き降雨時等に調査を行いまして、赤
土等の流出が確認された場合には赤土等流出防止条例
に基づき適切に指導を行ってまいります。
　次に、沖縄戦跡国定公園内での開発行為についてお
答えします。
　自然公園区域内での開発行為についての問合せに基
づきまして、去る11月11日に現場確認を行ったとこ
ろ木の伐採等が行われておりました。当該地区は自然

公園の普通地域となっており、行為を行うためには事
前に届出をする必要があるため、工事を一時中断する
よう指導を行っております。
　今後は、自然公園法に基づく届出の内容を確認した
上で適切に対応してまいります。
　次に、沖縄戦跡国定公園区域内にある鉱山について
自然公園法に違反する開発行為を行わないために今後
の取組はどうするのかという趣旨の御質問にお答えし
ます。
　自然公園区域内での鉱物の採掘または土砂の採取を
行う場合は、特別地域内においては許可申請、普通地
域においては届出を行うこととなっております。
　今般、沖縄戦跡国定公園内で県に届出がなされてい
ない事例が見受けられたことから、手続漏れがないか
確認をしてまいります。
　続きまして、ジュゴンを指定希少野生動植物に指定
することについてお答えします。
　去る11月１日に沖縄県希少野生動植物保護条例が
全面施行され、希少野生動植物のうち特に保護が必要
な種として指定希少野生動植物31種を指定したとこ
ろであります。現在、種の追加指定に向け専門家等の
意見を聞きながら選定作業を進めており、その中で
ジュゴンについても検討を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
　　　〔島袋恵祐君登壇〕
○島袋　恵祐君　皆さん、こんにちは。
　島袋恵祐です。
　日本共産党県議団を代表して質問を行います。
　１、新たな沖縄振興計画策定について。
　性暴力、性差別、ハラスメントなどによって人権と
尊厳を傷つけられている人たちがいまだ多くいます。
男女間の雇用格差、賃金格差も深刻です。政治の責任
が問われています。ジェンダー平等社会を目指すと
は、あらゆる分野で真の男女平等の実現を求めるとと
もに、さらに進んで男性も女性も多様な性を持つ人々
も差別なく平等に尊厳を持ち、自分の力を存分に発揮
できる社会実現を目指すことではないでしょうか。誰
もが尊厳を持って自分らしく生きられる社会実現が求
められています。
　そこで伺います。
　(1)、新たな沖縄振興計画を策定するに当たり、Ｓ
ＤＧｓ、ジェンダー平等の観点やコロナ禍を受けて世
界と日本、沖縄を取り巻く環境は大きく様変わりして
きています。これらの変化を見据え、振興計画に取り
入れるべきと考えますが、見解を伺います。	
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　(2)、過重な米軍基地負担、低い県民所得、離島に
おける定住条件の整備、地域産業の振興など、残され
た課題を新たな沖縄振興計画にはどのように取り入れ
解決をしていくのか、見解を伺います。
　(3)、コロナ後の社会を見据えた新たな沖縄振興計
画とするために、安全・安心で快適な島としての観光
振興、足腰の強い第１次産業、県内循環型の自立型経
済を重点に据えるべきではありませんか。見解を伺い
ます。
　(4)、沖縄本島縦貫鉄軌道やＬＲＴ等のフィーダー
交通など、新たな公共交通システムの課題と実現に向
けた取組について伺います。
　２、米軍基地問題についてです。
　(1)、米海兵隊太平洋司令部から米軍嘉手納基地に
海兵航空部隊の新格納庫や駐機場などが完成したと発
表がありました。Ｆ35戦闘機の嘉手納や沖縄での将
来の航空作戦を目指していると司令部は述べ、Ｆ35
戦闘機の運用のためであることを明言しています。訓
練のさらなる激化につながる基地機能強化であり、許
されるものではありません。Ｆ35戦闘機の配備に反
対し、嘉手納基地の撤去を求めるべきです。県の対応
を伺います。
　(2)、今年10月から11月にかけて、飲酒運転、器物
破損、傷害など米兵による事件・事故が相次いで発生
しています。県民の生命と暮らしを脅かすものであり、
断じて許すわけにはいきません。県の対応を伺います。
　(3)、これら事件・事故における海兵隊員の割合は
どうなっていますか。日米両政府に米海兵隊の撤退を
求めるべきです。見解を伺います。
　(4)、米軍牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の
倉庫群などの嘉手納弾薬庫知花地区への移設につい
て、防衛省が施設配置を見直していることが分かりま
した。概要を伺います。また、県内移設条件では基地
の負担軽減には決してつながりません。ＳＡＣＯの見
直しをするべきと考えますが、見解を伺います。
　(5)、嘉手納基地由来とされているＰＦＡＳによる
水質及び土壌による汚染状況を特定するために、嘉手
納基地の立入調査を米軍に求め、国に対し水質基準値
の設定と抜本対策を求めるべきです。また、県も安全
な水の供給と不安解消に努めるべきと考えますが、対
応を伺います。
　(6)、米軍北部訓練場跡地に大量のごみが廃棄をさ
れている問題について。県は調査を行い、責任所在を
明らかにし、早急に撤去を行うべきではありませんか。
見解を伺います。
　(7)、これらの問題の根底には、米軍の特権を認め

ている日米地位協定の存在があります。県民の生命と
暮らし、人権を脅かす日米地位協定は抜本改定を日米
両政府に求めるべきです。見解を伺います。
　３、新型コロナウイルス対策について。
　(1)、新型コロナウイルスの県内感染状況について
認識を伺います。
　(2)、新型コロナウイルス流行の第３波の到来を直
視し、検査・保護・追跡の抜本強化が必要と考えます。
　そこで伺います。
　ア、感染拡大を抑止するにはクラスター対策、感染
急増地となるリスクのあるところに対して無症状の感
染者を把握・保護するための大規模・地域集中型の検
査を実施すべきと考えますが、見解を伺います。
　イ、県は医療・介護職員を対象に定期検査を行うと
表明しましたが、対象人数と具体的な実施方法を伺い
ます。同時に、保育園、幼稚園、学校、学童クラブな
どにも定期的な検査が必要と考えますが、見解を伺い
ます。
　ウ、社会的検査を推進するために、国に対して全額
国庫負担による検査を求めるべきです。見解を伺いま
す。
　エ、現在の急激な感染拡大に対応し、陽性者を着実
に把握・保護していくためには、感染追跡を専門に行
うトレーサーが不可欠です。県の感染経路不明者の状
況とトレーサー確保の対応を伺います。
　オ、県立病院などの医療機関の減収状況を伺います。
医療崩壊を防ぐためにも、国に対して地域医療を支え
る全ての病院・診療所への減収補塡を求めるべきです。
見解を伺います。
　(3)、新型コロナウイルスの影響で県内の失業者は
増加しています。実態と対策を伺います。
　(4)、雇用と事業を維持させるために、雇用調整助
成金、持続化給付金、家賃支援給付金など、支援を速
やかに現場に届けることが重要と考えます。支援の延
長を求めるべきではありませんか。支給率と対応を伺
います。
　(5)、新型コロナウイルスの影響で学生生活に深刻
な影響が出ています。国に対して学生支援緊急給付金
の継続的実施と拡充、家賃支援や授業料の半額免除を
求めるべきではありませんか。そして、県独自でも学
生への支援を拡充すべきではありませんか。見解を伺
います。
　(6)、新型コロナウイルスの影響で、芸術・文化の
活動は公演やイベントなどが自粛を余儀なくされてい
ます。影響と県の対応について伺います。
　(7)、米軍基地内の感染者が急増しています。米軍
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基地での感染や対策についてはいまだ不明なことが多
いです。基地を提供している日本政府の責任と対策を
求めるべきです。
　そこで伺います。	
　ア、日本政府の責任において、基地従業員、出入り
業者のＰＣＲ検査等を定期的に行い、必要に応じて基
地従業員の家族まで検査を行うように要請するべきで
す。見解を伺います。
　イ、米軍基地内の感染状況、陽性者数、陽性率など、
必要な情報を明らかにするべきです。見解を伺います。
　ウ、米海軍の誘導ミサイル駆逐艦マイケル・マー
フィーの艦内で新型コロナの集団感染が発生したと報
道がありました。以前も米原子力空母の乗員・コロナ
感染者を県内米軍基地に移送する計画が検討されてい
ると報道されました。米軍感染者の県内移送は拒否を
すべきです。見解を伺います。
　４、環境政策について。
　(1)、政府は温室効果ガスの排出実質ゼロを掲げま
したが、いまだ具体的な道筋は示していません。沖縄
県の気候非常事態宣言の取組について伺います。また、
実効性のある宣言にするために具体的な実行計画も必
要ではありませんか。取組を伺います。
　(2)、脱炭素社会の実現には、自然再生エネルギー
への転換が不可欠です。地球温暖化防止に向けたＣＯ２

削減へ、太陽光、風力、バイオマス、小水力発電など
自然再生エネルギーへの転換を県はどのように推進を
していきますか。
　(3)、沖縄市にある産廃業者、倉敷環境敷地内のご
み山について、県が行っているＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ調
査の概要を伺います。ごみ山からこれらの物質が地下
水へ流れ込み、水源が汚染されることはあってはなり
ません。倉敷環境周辺河川の水質調査も同時に実施す
べきと考えますが、見解を伺います。
　(4)、倉敷環境が新たに2035年９月までにごみ撤去
を先送りする計画案を提出している件について概要を
伺います。同時に、県、沖縄市、地域等を含めた協議
会の役割が重要となっています。計画の実効性が担保
できるようにすべきと考えますが、今後の取組につい
て伺います。
　(5)、泡瀬干潟のラムサール条約登録に必要な県の
鳥獣保護区・特別保護地区の指定について、沖縄市と
の協議の進捗状況を伺います。
　(6)、犬・猫殺処分廃止に向けての県の取組を伺い
ます。
　５、子育て支援について。
　(1)、県民の願いである、こども通院医療費を中学

校卒業まで無料化実施を決めた知事の英断を高く評価
をするものです。実施するまでの間、市町村への支援
をどのように行うのか。また、全国知事会を通して、
国によるこども医療費無料化の実施や、窓口無料化に
対するペナルティー制度の廃止などを求めるべきと考
えますが、見解を伺います。
　(2)、保育士不足を解消するために待遇改善等特別
な財政支援を行い、保育士資格を持つ潜在的保育士の
就労支援の強化や保育士の正規雇用率の改善を図るべ
きと考えますが、見解を伺います。
　(3)、学童クラブの公設公営化と増設を進め、公
共施設の使用推進、民間施設利用クラブへの家賃補
助など拡充をすべきと考えますが、見解を伺いま
す。	
　(4)、学童クラブの独り親や低所得者の保育料軽減
を拡充し、大規模学童クラブの適正化、指導員の常勤・
複数配置など労働条件の改善などの支援を強化すべき
と考えますが、見解を伺います。	
　(5)、妊娠期から乳幼児期までの子育てに関する相
談やサポートを行う子育て世代包括支援センターを全
ての市町村に設置すべきです。支援を拡充すべきと考
えますが、見解を伺います。
　(6)、県が実施をした社会的養護経験者及び子ども
へのアンケートには、人との関わりが増えた、お金の
心配がないなどよい面がある一方で、施設でのルール、
職員が厳しい、自由時間がない、話をちゃんと聞いて
くれないなどの声も上がっています。施設に入所して
いる子供たちに対しての対応をどのようにするのか、
職員への教育の在り方や待遇など対策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　島袋恵祐議員の御質問にお
答えをいたします。
　１、新たな沖縄振興計画策定についての中の(1)、
ＳＤＧｓ、コロナ禍等を見据えた新たな振興計画の策
定についてお答えをいたします。
　新たな振興計画については、総点検の結果や新沖縄
発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓを反映させ、
ウイズコロナからアフターコロナに向けた将来を見通
す中で、未来を先取りし、日本経済の一端を担うべく、
新時代沖縄を展望し得る骨子案づくりを進めてまいり
ます。新たな振興計画においては、ＳＤＧｓの推進に
当たり、環境・社会・経済の３分野を統合的に解決す
る必要があることから、環境・社会・経済の３つを各
施策に通底する基軸として検討しております。
　次に４、環境政策についての(1)、気候非常事態宣
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言と具体的な実行計画の取組についてお答えをいたし
ます。
　人類の生存基盤に影響を及ぼすおそれのある気候変
動への対応は、全世界で取り組むべき喫緊の課題であ
り、ＳＤＧｓの取組の中でも重要な分野であると考え
ております。このようなことから、気候変動を食い止
めるための取組を県民一人一人が自分事として受け止
め、さらに一丸となって推進するために、気候非常事
態宣言を行うこととし、今年度末の宣言に向けて作業
を進めているところであります。また、県全体の温室
効果ガスの削減対策及び気候変動による被害を回避・
低減するための適応策を包括的に盛り込んだ第二次沖
縄県地球温暖化対策実行計画についても策定作業を進
めており、同宣言及び実行計画を基に地球温暖化対策
を強化してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　５、子育て支援について
の御質問の中の(1)、こども医療費助成制度について
お答えいたします。
　こども医療費助成制度の通院対象年齢の拡大につき
ましては、今般、市町村との協議が調ったことから、
県は、令和４年４月から通院の対象年齢を、現在の就
学前までから中学校卒業までに拡大することといたし
ます。市町村においても、県の制度拡充に伴い、令和
４年度中には中学校卒業まで拡大することで合意して
おります。また、子供の医療に関わる全国一律の制度
の創設と国民健康保険の国庫負担金減額調整措置、い
わゆるペナルティーの廃止につきましては、これまで
も全国知事会や全国衛生部長会を通し国に要請してい
るところです。
　沖縄県といたしましては、今後ともこども医療費助
成制度の充実強化を図り、子供の健全育成及び子育て
支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新たな沖縄振興計画
策定についての(2)と(3)、残された課題の解決及びコ
ロナ後の社会を見据えた新たな沖縄振興計画につい
て、１の(2)と(3)は関連いたしますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　県が本年３月に取りまとめた総点検報告書において
は、社会基盤の整備や産業振興など多くの成果があっ
た一方で、１人当たり県民所得の低さ、子供の貧困率

や非正規雇用者割合の高さなど沖縄振興特別措置法が
目的とする沖縄の自立的発展と豊かな住民生活の実現
が十分とは言えない現状が明らかとなりました。
　また、離島の条件不利性、米軍基地問題など本県が
抱える特殊事情から派生する固有課題や労働生産性の
向上、雇用の質の改善などの重要性を増した課題もあ
ります。
　県としては、新型コロナウイルスにより深刻な影響
を受けた県経済の回復に全力で取り組むとともに、比
較優位のある付加価値の高い産業の振興、労働生産性
や地域内の経済循環を高めていく施策を展開すること
により強い経済構造を構築してまいります。
　同じく１の(4)、新たな公共交通システムの課題と
取組状況についてお答えいたします。
　鉄軌道の導入に当たっては、持続的運営の観点から
全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の創設が
必要であり、今後、国に求めていくこととしておりま
す。また、フィーダー交通については、まちづくりの
主体である市町村等との協働で検討を進めることとし
ており、現在取り組むべき課題等について整理を行っ
ているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、米軍基地問題につ
いての(1)、Ｆ35Ｂ戦闘機の配備と嘉手納飛行場に関
する県の対応についてお答えいたします。
　米海兵隊太平洋基地がプレスリリースで、嘉手納飛
行場内に格納庫などを建設したと発表したことについ
て沖縄防衛局に確認したところ、米軍からは既存施設
の改修及び更新であるとの回答があったとのことであ
ります。また、同プレスリリースでＦ35Ｂ戦闘機の
同飛行場での運用が言及されていることについて、米
軍は、同施設の改修及び更新は嘉手納飛行場でのＦ
35Ｂ戦闘機の将来的な常駐配備を目的とした事実は
ないとしております。
　県としては、これ以上の基地負担の増加はあっては
ならないことから、今後ともあらゆる機会を通じ、周
辺住民の負担軽減が図られるよう、三連協とも連携し、
日米両政府に対して粘り強く働きかけていきたいと考
えております。
　同じく２、米軍基地問題についての(2)、米軍の事件・
事故への対応についてお答えいたします。
　10月末から米軍人による事件・事故が相次いだこ
とを受け、県では米軍及び日米両政府に対しより一層
の綱紀粛正をはじめとする実効性のある再発防止策等
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を講じるよう要請を行っております。また現在、県、
国及び米軍による実務者会合の開催について調整が行
われているところであり、その際にも再発防止等につ
いて求めたいと考えております。
　今後とも、あらゆる機会を通じて米軍基地に起因す
る事件・事故の再発防止の徹底について求めてまいり
ます。
　同じく２、米軍基地問題についての(3)、事件・事
故に占める海兵隊の割合と海兵隊の撤去についてお答
えいたします。
　10月末から11月末までに相次いだ事件で検挙され
た米軍人19名のうち12名が海兵隊員となっており、
全体の約63％を占めております。在沖海兵隊につい
ては、米軍基地の整理縮小の実現のため、米軍再編で
示されたグアム移転を含む国外移転及び嘉手納飛行場
より南の施設・区域の返還を確実に実施することが重
要と考えており、今後とも軍転協等と連携し、あらゆ
る機会を通じて、基地の整理縮小を日米両政府に対し、
強く求めてまいります。
　同じく２、米軍基地問題についての(4)、牧港補給
地区の嘉手納弾薬庫への移設とＳＡＣＯの見直しにつ
いてお答えをいたします。
　牧港補給地区の嘉手納弾薬庫知花地区への移設につ
いては、移設計画地内を流れる与那原川の整備計画を
尊重した施設配置計画への見直しなどにより、移設対
象地区の面積が増加することになったと聞いており、
現在、沖縄防衛局に詳細を確認しております。また、
県はＳＡＣＯ合意の内容とは異なる現在の辺野古新基
地建設を除き、既に日米両政府で合意されたＳＡＣＯ
最終報告及び統合計画で示された基地の整理縮小を着
実に進める必要があると考えております。
　同じく２、米軍基地問題についての(7)、日米地位
協定の見直しについてお答えいたします。
　県としては、米軍基地から派生する諸問題を解決す
るためには、地位協定を抜本的に見直す必要があると
考えており、平成29年に日米両政府へ同協定の見直
しを求めたほか、機会あるごとに大臣等に対し要請を
行っております。また、全国知事会に働きかけを行っ
たところ、同協定の抜本的な見直しを含む新たな提言
が、去る11月の全国知事会議において全会一致で決
議されました。
　県としては、引き続き様々な団体と連携を深め、日
米地位協定の見直しに向けた取組を強化してまいりま
す。
　３、新型コロナウイルス対策についての(7)、米軍
感染者の県内基地への移送についてお答えいたしま

す。
　11月20日の報道によりますと、新型コロナウイル
スの集団感染が発生した米海軍の誘導ミサイル駆逐艦
はハワイに停泊中とのことです。また、去る３月に米
海軍の原子力空母において同ウイルスの感染が拡大し
た際には、沖縄県など日本国内の米軍基地へ陽性者を
含む乗組員を移送する計画が浮上したものの、最終的
にはグアムで下船したとのことであります。
　いずれにいたしましても、県としましては、国外で
感染が確認された米軍関係者については、米国内で対
応するべきであると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　２、米軍基地問題につい
ての御質問の中の(5)、ＰＦＯＳ等の対応についてお
答えします。
　本年４月にＰＦＯＳ等の暫定目標値が設定されたこ
とを踏まえ、５月にその調査のための嘉手納基地立入
りを再度申請していますが、いまだ実現しておりませ
ん。企業局では、北谷浄水場及び水源のＰＦＯＳ等の
測定を行い、水道水の安全性について情報発信を行っ
ています。また、中部水源からの取水の抑制や粒状活
性炭の定期的な入替えを行い、ＰＦＯＳ等の低減化を
図っています。
　今後も、ＰＦＯＳ等のさらなる低減化と原因究明に
取り組むとともに、県民への丁寧な説明に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、米軍基地問題につい
ての(6)、北部訓練場跡地のごみ問題についてお答え
いたします。
　県では、11月20日に現地調査を行い、瓶等が廃棄
されている状況を確認するとともに、11月25日に当
該土地を管理する沖縄森林管理署に現地調査の結果を
情報提供したところであります。現在、森林管理署と
沖縄防衛局でごみの回収・処理について調整が行われ
ていると聞いており、県としましては適切に回収・処
理されるよう必要な対応を行ってまいります。
　次に４、環境政策についての御質問の中の(3)、沖
縄市内の株式会社倉敷環境周辺のＰＦＯＳ･ＰＦＯＡ
調査についてお答えします。
　令和元年度、県が同社の最終処分場内８地点の保
有水、周辺21地点の地下水の水質調査を実施した結
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果、処分場内の保有水から１リットル当たり最大２万
7000ナノグラム、周辺地下水では最大2620ナノグラ
ムのＰＦＯＳ等が検出されております。
　県では、今年度も地下水等調査を実施するとともに、
周辺河川についても調査を行うこととしております。
　同じく(4)、新たな改善計画と県の取組についてお
答えします。
　株式会社倉敷環境が不適正に積み上げた産業廃棄物
については、同社が不法投棄による取消処分を受け改
善作業の実施が困難となったため、関連会社である株
式会社倉敷と協力して処理するとの考えが示され、そ
れに基づき新たな改善計画が提出されております。同
計画では、貯留廃棄物を15年で撤去・処理すること
となっており、県としては地元自治会や市などを構成
員とする協議会で協議の上、確実に改善が図られるよ
う、改めて県、市、地元自治会や農業団体、株式会社
倉敷環境及び株式会社倉敷の間で基本合意書を締結し
進捗管理を行うとともに、改善状況に関する監視・指
導を強化する考えであります。
　同じく(5)、泡瀬鳥獣保護区の指定の沖縄市との協
議の進捗状況についてお答えいたします。
　令和２年11月４日付で、沖縄市から、将来的な開
発の可能性が排除できないことから、指定については
時期尚早であり反対する旨の回答がありました。鳥獣
保護区では、狩猟のみが禁止され、施設の建設等に関
する規制はありません。また、特別保護地区で一定の
開発行為を行う場合は許可を得る必要がありますが、
鳥獣やその生息地の保護に重大な影響を及ぼすおそれ
がない限り許可しなければならないことから、事業に
影響はないものと考えております。
　県としましては、今後、泡瀬干潟のラムサール条約
湿地登録に向けた地域説明会を開催し、市及び地元に
対し登録することの意義について丁寧に説明し理解が
得られるよう取り組んでまいります。
　同じく(6)、犬・猫殺処分廃止に向けた取組につい
てお答えします。
　県では、平成26年度に沖縄県動物愛護管理推進計
画を策定し、引取数の削減、返還数及び譲渡数の向上
に取り組んだ結果、犬・猫殺処分数の令和元年度実績
は643頭で暫定目標である1500頭以下を達成してお
ります。犬・猫殺処分ゼロから廃止に向けては、メディ
アを活用した適正飼養の啓発、譲渡用犬・猫の不妊去
勢手術やワクチン接種の拡充、譲渡機会を増やすため
の拠点施設の整備などに取り組んでいるところであり
ます。
　今後は、今年４月末に改正された国の基本指針を踏

まえ、年内を目途に県動物愛護管理推進計画を改訂し
た上で、犬・猫殺処分ゼロに向けた取組のさらなる強
化を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３、新型コロナウ
イルス対策についての御質問の中の(1)、県内の感染
状況についてお答えいたします。
　沖縄県では、第２波の大きな山を経て９月の下旬頃
からじわじわと感染が拡大しており、長期にわたって
多くの感染者が続いている状況です。また県では、毎
年冬場は救急医療のニーズが増え病床利用率が高くな
る傾向にあり、今年は新型コロナウイルスの影響も重
なり、感染拡大防止対策を徹底しなければ医療提供体
制の逼迫を招くことが懸念されています。
　県としましては、引き続きインフルエンザとの同時
流行等を見据え、検査体制や医療提供体制の拡充に努
めてまいります。
　同じく３の(2)のア、クラスター対策及び大規模、
地域集中型の検査についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の感染急増が懸念される
状況においては、これまで米軍に関連した検査や那覇
市松山地区における検査等、地域に集中した大規模な
検査が実施されたところです。
　今後も地域の流行状況を踏まえ、必要に応じて適切
な検査を実施できるよう努めてまいります。
　同じく３の(2)のイ、介護・医療機関職員の定期検
査についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査強化事業にお
いては、介護施設職員約３万3000人、新型コロナウ
イルス感染症に対応する医療機関職員約7000人を対
象として、１月から３月の約３か月間で職員１人当た
り月１回を目安として定期的な検査を実施することと
しております。なお、保育や教育関係を含めたエッセ
ンシャルワーカーに対する定期的な検査を求める声が
あることも聞いておりますが、まずは重症化や死亡の
リスクが高い介護施設等に対する検査を先行して実施
し、順次拡大していけるよう検査体制を拡充してまい
ります。
　同じく３の(2)のウ、社会的検査の国庫負担につい
てお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査強化事業につ
いては、全額、新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金を活用し、先行的なモデル事業として実
施することとしております。今後、ウイズコロナの社
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会において社会経済活動を維持・継続していくために
は検査の拡充が必要であり、行政検査等の県負担分も
含めて全額国の負担とするよう全国知事会を通して国
に要望しているところです。
　同じく３の(2)のエ、感染経路不明者への対応につ
いてお答えいたします。
　陽性者のうち約半数は、検査確定時点での感染経路
が不明であるものの、保健所が疫学調査を実施して行
動歴や濃厚接触者を特定し感染経路の解明に努めてい
るところです。保健所では疫学調査強化のための人員
を増員するとともに、感染症担当以外の職員も調査担
当として動員し対応しております。加えて、対策本部
での入院調整の一元化や電話相談に対応するコールセ
ンターの拡充により保健所が疫学調査に専念できる体
制を支援しております。また接触確認アプリＣＯＣＯ
ＡやＲＩＣＣＡの活用を推進し、接触した可能性のあ
る方については積極的な検査につなげ早期発見による
感染拡大防止に努めているところです。
　同じく３の(2)のオ、医療機関の減収に対する支援
についてお答えいたします。
　沖縄県医師会の調査によると、多くの医療機関が前
年度より減収との調査結果となっており、経営的影響
を受けているものと考えております。このため県は、
知事から厚生労働大臣に対し診療報酬の引上げや医療
機関に対する財政支援の強化について要請するととも
に、全国知事会で緊急包括支援交付金の大幅な増額や
全ての医療機関に対する経営支援を強く国に求めるよ
う要望したところです。
　県としましては、全国知事会等と連携し、医療機関
への支援の強化について引き続き国に求めてまいりま
す。
　同じく３の(7)のア、基地従業員、出入り業者等の
定期的な検査の実施についてお答えいたします。
　県では、７月25日と26日に感染者の早期発見と拡
大防止及び感染の広がりを把握するため、クラスター
が発生しているキャンプ・ハンセン及び普天間基地内
で働いている方等、983名を対象にＰＣＲ検査を実施
したところです。しかしながら基地従業員や出入り業
者等については、本来国や米軍の責任において感染防
止対策を行う必要があることから、検査実施について
国へ働きかけたところであります。
　同じく３の(7)のイ、米軍基地内の感染状況につい
てお答えいたします。
　現在県では、海軍病院から毎日の検査数、陽性者
数、陽性者の所属場所及び陽性率について情報を得て
おり、各基地ごとの陽性者数を県のホームページに掲

載しております。
　次に５、子育て支援についての御質問の中の(5)、
母子健康包括支援センターについてお答えいたしま
す。
　母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を
通じて、妊娠期から子育て期まで切れ目なく必要な支
援が受けられる母子健康包括支援センターは、妊産婦・
乳幼児等がどの市町村に住んでいても安心して健康な
生活ができるよう全市町村が設置することが重要と考
えます。センターを設置している市町村数は令和元年
度は６市町村でしたが、令和２年12月現在18市町村
が設置しております。
　今後もセンターの設置に向け引き続き支援してまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、新型コロナウイ
ルス対策についての御質問の中の(3)、失業者の実態
と県の対策についてお答えいたします。
　令和２年10月の完全失業者数は３万人、完全失業
率は4.0％で前年同月と比べ9000人の増加及び1.2ポ
イントの上昇となっており、いずれも７か月連続で悪
化しております。県では雇用の維持を図るため、雇用
調整助成金の活用促進や県独自の上乗せ助成を行うほ
か、就職困難者等への再就職支援や生活相談等を実施
しております。
　今後も沖縄県の経済対策基本方針に基づき、雇用の
維持と事業継続に全力で取り組んでまいります。
　同じく３の(4)、雇用調整助成金等の支給率と延長
等の対応についてお答えいたします。
　雇用調整助成金の支給率は、11月20日現在で
99.4％、また延長を要請していた特例措置等は、令
和３年２月末まで延長されることとなっております。
持続化給付金や家賃支援給付金では、都道府県別の支
給率は公表されておりませんが、全国では持続化給付
金が約380万件、家賃支援給付金が約51万件支給さ
れております。このうち家賃支援給付金の迅速な支給
に向けては、11月10日に国へ要請したところであり、
持続化給付金の延長等についても全国知事会と連携し
て対応してまいります。
　次に４、環境政策についての御質問の中の(2)、自
然再生エネルギーへの転換についてお答えいたしま
す。
　県では、低炭素島しょ社会の実現に向けて蓄電池と
モーター発電機等を組み合わせたシステムの実証事業
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など、再生可能エネルギーの導入拡大に取り組んでお
ります。またうるま市では、大規模木質バイオマス発
電所が建設中であり、民間事業者による取組も拡大し
ております。
　県としましては、再生可能エネルギーの導入促進に
係る支援制度等を検討するとともに、現在策定中の沖
縄県エネルギービジョン2020（仮称）に基づき脱炭
素社会の実現に向けたエネルギー施策を推進してまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　３、新型コロナウイルス
対策についての(5)、国に対する学生支援の要請と県
独自の支援についてお答えいたします。
　県としましては、コロナ感染拡大の状況の中、国に
おいて大学生の経済的負担軽減等の支援を行うととも
に、令和３年度においても引き続き迅速に対応できる
よう、全国知事会を通して国に求めているところです。
今年度から始まった高等教育の修学支援新制度では、
授業料等減免及び住居費が勘案された奨学金が支給さ
れており、11月時点で1858人の専門学校生に対し支
援を行っているところであります。
　引き続き学生たちが安心して学業に専念できるよう
全国知事会と連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　３、新型
コロナウイルス対策についての(6)、自粛を余儀なく
されている芸術・文化への影響と県の対応についてお
答えいたします。
　民間の文化団体が行った調査によると、２月から６
月までに2866件のイベントが中止になったと報告さ
れております。そのため県では感染症対策を含め、コ
ンテンツ配信等による新しい生活様式に対応した取組
への支援策を講じたところであります。８月以降、感
染防止ガイドラインに沿った形で公演等が行われる機
会が増えたことは、一定程度その成果が現れたものと
考えております。
　今後も関係団体等と意見交換を行いながら、必要な
施策について検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、子育

て支援についての御質問の中の(2)、保育士不足への
対応についてお答えいたします。
　県では、潜在保育士の復職を支援するため一定期間
就業すれば全額が返還免除となる就職準備金や、未就
学児の保育料の貸付け等を実施しております。また、
県独自の施策として、平成27年度から保育士正規雇
用化促進事業を実施しており、認可保育所の正規雇用
率は令和２年４月１日時点で76.8％となり、過去５
年間で20.7ポイントの改善が図られたところです。
　県としましては、引き続き保育士の確保と処遇改善
に取り組んでまいります。
　同じく５の(3)、放課後児童クラブへの支援につい
てお答えいたします。
　県ではクラブの環境改善等を図るため、平成24年
度から令和元年度までに、公的施設活用クラブ13市
町村38か所の整備を支援したところです。また、民
間クラブへの家賃補助を行っており、令和元年度は
11市町村99クラブに対し支援しております。家賃補
助については、平成27年度以降に設置されたクラブ
が補助の対象となっていることから、九州各県保健医
療福祉主管部長会議を通して国へ補助対象を拡大する
よう要望を行っているところです。
　同じく５の(4)、放課後児童クラブの保育料軽減等
についてお答えいたします。
　県におきましては、独り親世帯等を対象に利用料負
担を軽減する市町村を支援するとともに、クラブの規
模の標準化を図るため施設整備や改修等を支援してお
ります。また、支援員の処遇改善を図るため賃金改善
経費等の補助を行っております。保育料軽減や職員の
処遇改善は重要であることから、県では九州各県保健
医療福祉主管部長会議を通して、利用料無償化や運営
費等の補助率かさ上げを国へ要望しているところで
す。
　同じく５の(6)、児童養護施設のアンケート結果に
係る県の対応についてお答えいたします。
　本調査は、社会的養育推進計画の策定に当たり実施
したものです。職員にもっと話を聞いてほしいなどの
意見については、職員の人材育成や待遇改善によりゆ
とりある児童養育につながることが期待できることか
ら、県では手厚い職員配置や資質の向上のための研修
等に努めているところです。本調査結果については、
今後、施設の運営改善に生かすとともに、児童一人一
人に寄り添った支援ができるよう各施設と連携して取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
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　　　〔玉城健一郎君登壇〕
○玉城　健一郎君　皆さん、こんにちは。
　会派てぃーだネットを代表いたしまして、代表質問
をさせていただきます。
　玉城健一郎です。
　まず質問に移らせていただく前に、今議会、玉城デ
ニー知事がお休みをしているということで、就任当初
から基地問題や首里城の焼失、そして豚熱、新型コロ
ナなど多くの諸問題について県民に寄り添い、対応し
ていただきました。今回本当に疲れがたたってのこと
だと思いますので、ぜひしっかり療養し元気な姿をま
た県民に見せていただきたいと思います。
　それでは質問に移らせていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が次期
大統領として当選された。バイデン氏はこれまで現政
権で脱退した脱炭素化社会の構築に向けた温暖化対策
の国際的協定パリ協定への復帰など、米国ファースト
主義から国際協調路線に外交が大きく変わることが予
想される。また副大統領にはカマラ・ハリス氏を指
名、初の女性であり、有色人種の副大統領の誕生は米
国内及び世界に大きな希望を与えた。アメラジアン初
の都道府県知事となり、多様性の象徴とも言える玉城
デニー知事に対して以下の質問を行う。
　(1)、大統領選挙の結果について知事の所見を伺う。
　(2)、県系人であるデーブ・ロバーツ氏が監督を務
めるロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズを
制覇した。このことは世界のウチナーンチュに誇りと
希望を与えたと考えるが、知事の所見を伺います。
　(3)、1952年ヘルシンキ五輪で100メートル男子
競泳の背泳ぎで米国代表として金メダルを獲得し、
1973年には国際水泳の殿堂入りを果たしているヨシ
ノブ・オヤカワ氏（親川義信）がいます。来年は東京
オリンピックが開催され、また、世界のウチナーンチュ
大会もあります。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督、
水泳のヨシノブ・オヤカワ氏（親川義信）を沖縄へ招
聘し、講演会を開催してはいかがか。
　２、基地行政について伺います。
　政府はＫＣ130の移駐などを理由に沖縄の負担軽減
を強調しているが、普天間の飛行回数について、防衛
省の特定防衛施設周辺整備調整交付金の算定での数字
によると、2017年度５万2000回以上５万8500回未
満、2018年度５万8500回以上６万5000回未満と飛
行回数も明らかに多くなり、外来機の飛行も増えてい
る。地元宜野湾市としては全く負担軽減になってい
ない。辺野古新基地建設まで12年以上かかると言わ

れている中、返還合意から24年たつにもかかわらず、
市民・県民の基地負担は軽減されているとは言いがた
い。このような現状の中、以下伺います。
　ア、１年２か月ぶりに基地負担軽減会議が開催され
たが、負担軽減会議ではどのような議論が行われたの
か。
　イ、普天間飛行場の５年以内の運用停止について、
５年以内の運用停止は何が目的で設定されたのか。ま
た、政府はしきりに運用停止ができていないのは地元
の協力が得られないことが原因だと主張し、あたかも
沖縄県に責任があるような言いぶりであるが、沖縄県
との対話にも応じず、県民投票で示された民意を無視
し工事を進めているにもかかわらず、米軍側との調整
している気配も見られない。普天間飛行場の危険性を
放置しているのは今の日本政府であると考えるが、５
年以内の運用停止についてどのような見解か。また、
新たな期限設定をする考えはあるのか伺います。
　ウ、米軍人による事件・事故について、今月に入っ
て米軍絡みの飲酒事件・事故が頻発している。これま
でに何度も再発防止の徹底を要請しているにもかかわ
らず看過することはできない。県の対応を伺う。
　エ、緑ヶ丘保育園、普天間第二小学校への部品落下
から３年たったが、県警の捜査状況と沖縄県の対応を
伺う。
　オ、緑ヶ丘保育園の保護者からの要請は、地位協定
の改定や普天間飛行場の閉鎖・返還という政治的な解
決ではなく、日米の合意事項である現状の飛行ルート
を守って園の上空を飛ばないことという当たり前の要
求でありますが、いまだにこの要求が達成されず園の
上空を飛んでいる。沖縄県として、米軍、防衛省に対
しての要求をしていただきたい。県の見解を伺います。
　カ、普天間飛行場の泡消火剤流出について進捗状況
を伺う。
　続きまして、辺野古新基地建設について伺います。
　報道によると、米軍シンクタンクは軟弱地盤に伴う
技術的な問題、膨らみ続ける予算、地元の根強い反対
により辺野古新基地建設困難との見方を示している。
アメリカ内でも変化が出ている。長く続く抗議行動・
県民投票での反対の民意がアメリカを動かしつつある
と考える。
　以下、質問する。
　ア、普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変
更承認申請の審査状況について、今後の予定を伺う。
　イ、辺野古埋立承認取消訴訟（抗告訴訟）への対応
について伺います。
　移植した環境省絶滅危惧種Ⅱ類のオキナワハマサン
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ゴ９群体のうち４群体が死滅したとのこと、サンゴの
移植の難しさをこのことは示しています。そもそもサ
ンゴを移植したらその地域を開発していいということ
ではなく、ＳＤＧｓの目標14、海の豊かさを守ろう
の中では、海洋生物と生態系を守ることを目的とされ
ている。その中で絶滅危惧種とされているオキナワハ
マサンゴを守っていくことは、沖縄県、日本国の国際
社会に対する責務だと考える。
　ウ、サンゴ特別採捕許可に関する国の関与取消訴訟
取消しについて、争点と今後の対応を伺う。
　３、環境行政について。
　(1)、気候非常事態宣言について、今後のスケジュー
ルを伺う。
　(2)、沖縄県でのプラスチックごみの排出量につい
て伺う。
　(3)、世界的にプラスチックストローを廃止する動
きが出ている。お隣の台湾では、いち早く取り組まれ、
国内においても、大手ファストフード店やコーヒー
ショップがプラスチックストロー廃止に向けて動いて
いる。プラスチックストローを代替品へ変えていく、
あるいはストローを使わないことを推奨していくこと
が必要だと思うが、県の見解を伺う。
　(4)、動物愛護センターでは旧県衛生環境研究所の
ハブ研究室跡地を犬・猫譲渡活動拠点として活用して
いる。今後の改修計画について伺う。
　４、新型コロナの感染の広がりは沖縄県内でも起き
ている。市中感染の数も増え、我が会派からも罹患者
が出て、いつ、どこでも、誰が罹患するか分からない
状況になっている。沖縄県から県民へ対策をお願いし
ている中で県庁職員間でのクラスター、県議会議員に
おいてのクラスターが発生した。視察クラスターと名
づけられたこのクラスターを他山の石とすべく、また
県民への説明の意味で以下伺う。
　(1)、県庁内でのクラスターについて、発生の状況
と沖縄県が示しているガイドラインに照らした上での
見解を伺う。
　(2)、県議会議員間でのクラスターについて、発生
の状況と県が示しているガイドラインに照らした上で
の見解を伺う。
　(3)、第３波が始まっていると言われていると感じ
ていますが、これ以上感染を広げない、クラスターを
出さないためにはどのように行動していけばいいか、
県の見解を伺う。
　(4)、感染症対策は都道府県の役割が大きいが、市
町村との役割分担はどのように考えているか伺う。
　５、待機児童対策について。

　(1)、コロナ禍にある中、保育の現場で大きな影響
が出てきている。エッセンシャルワーカーである保育
士はコロナ禍でも休めず、これから多くの離職者が予
想され、受入数を減らさなければいけない園も少なく
ない。コロナ禍で保育従事者の離職が加速することが
予想されるが、県の見解を伺う。
　(2)、本県の特徴として、米軍統治下での影響など
歴史的な要因で認可外保育園が多く、保育の受皿に
なっている現状がある。認可外保育園において、コロ
ナ禍で園児や保護者が罹患または濃厚接触者になるこ
とで休園、その間の保育料の返還が園の経営に大きな
影響を与えている。認可外保育園へ、特にそこに通う
子供たちへのさらなる支援を実施するべきだと考える
が、県の見解を伺う。
　６、県職員の体制について。
　(1)、豚熱、首里城火災、新型コロナと職員への負
担が大きくなっている。職員の労務管理について伺
う。	
　(2)、残業代が支払われていないという報道があっ
たが、時間外労働に対して適切に賃金を払わなければ
ならない。現在どのようになっているか伺う。	
　(3)、報道によると2020年１月から11月13日まで
の沖縄県警職員の処分件数が、懲戒・訓戒などを合わ
せて21件だったとのことだが、県警の説明を求める。
　(4)、県警職員はストレスの高い職務だと推察され
るが、県警職員の労働衛生管理について伺う。
　７、県立病院での職員体制について。
　(1)、看護師、薬剤師の人員体制を伺う。
　(2)、薬学部設置を急ぎ、沖縄県で人材育成から確
保できる体制構築を求めますが、県の見解を伺います。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　玉城健一郎議員の御質問に
お答えをいたします。
　３、環境行政についての中の(1)、気候非常事態宣
言の今後のスケジュールについてお答えをいたしま
す。
　人類の生存基盤に影響を及ぼすおそれのある気候変
動への対応は、全世界で取り組むべき喫緊の課題であ
り、ＳＤＧｓの取組の中でも重要な分野であると考え
ております。このようなことから、気候変動を食い止
めるための取組を県民一人一人が自分事として受け止
め、さらに一丸となって推進するために、気候非常事
態宣言を行うこととしております。宣言文の策定にお
いて、地球温暖化対策実行計画協議会等において検討
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を行っているところであり、12月末にはパブリック
コメントの実施を予定しております。引き続き今年度
末の宣言に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　２、基地行政についての
御質問の中の(1)のイ、普天間飛行場の５年以内の運
用停止についてお答えいたします。
　普天間飛行場の５年以内の運用停止については、同
飛行場の危険性除去が極めて重要であるとの認識の
下、平成25年12月の沖縄政策協議会において求めた
ものであります。
　沖縄県としては、同飛行場の５年以内の運用停止は
辺野古移設とは関わりなく実現されるべきものであ
り、実現しなかったことは誠に残念であります。その
ため、先月19日の普天間飛行場負担軽減推進作業部
会においても、宜野湾市とともに、政府に対し速やか
な運用停止に向けた具体的なスケジュールを示すよう
求めたところです。
　次に(2)のイ、抗告訴訟への対応についてお答えい
たします。
　去る11月27日、抗告訴訟の判決が言い渡され、那
覇地方裁判所は、本件訴訟が裁判所の審理対象ではな
いとして、実体審理を行うことなく県の訴えを却下し
ました。今回、裁判所は口頭弁論を２回開いただけで
早期に結審したものであり、沖縄県としては十分な審
理が行われなかったものと考えております。
　沖縄県としては、今回の判決は納得できるものでは
ありませんが、今後の対応については、判決文を十分
に精査した上で決定することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)、米国大統領選挙の結果についてお答え
をいたします。
　米国大統領選挙において、民主党のジョー・バイデ
ン氏が当選を確実とされ、先日知事から祝意をお伝え
したところです。同氏におかれては、新型コロナウイ
ルス対策や世界経済の早期回復、人権尊重、外交・安
全保障、地球温暖化対策等、各国が協調して取り組む
べき課題にリーダーシップを発揮されるものと考えて
おります。また、カマラ・ハリス氏が女性初の副大統
領に就任されることは、多くの女性に勇気と希望を与
え本県の女性活躍推進に向けた取組の後押しにもなる

ものと考えております。
　２、基地行政についての(1)のア、普天間飛行場負
担軽減推進作業部会の内容についてお答えをいたしま
す。
　先月19日の普天間飛行場負担軽減推進作業部会に
おいては、普天間飛行場の運用停止に向けた具体的な
スケジュールの作成、オスプレイ12機程度の県外拠
点配備や同飛行場所属航空機の県外・国外への長期
ローテーション配備について協議を行いました。その
ほか、場周経路の遵守、航空機騒音規制措置の厳格な
運用、ＰＦＯＳを含まない代替品への早期交換等につ
いて協議を行いました。また、普天間飛行場負担軽減
推進会議及び同作業部会の定期開催についても求めた
ところです。
　２、基地行政についての(1)のウ、米軍の事件・事
故への対応についてお答えいたします。
　10月末から米軍人による事件・事故が相次いだこ
とを受け、県では米軍及び日米両政府に対しより一層
の綱紀粛正をはじめとする実効性のある再発防止策等
を講じるよう要請を行っております。また現在、県、
国及び米軍による実務者会合の開催について調整が行
われているところであり、その際にも再発防止等につ
いて求めたいと考えております。
　今後ともあらゆる機会を通じて、米軍基地に起因す
る事件・事故の再発防止の徹底について求めてまいり
ます。
　同じく２、基地行政についての(1)の緑ヶ丘保育園、
普天間第二小学校の事案に対する対応及び米軍等への
要求について。２の(1)エと２の(1)オは関連しますの
で、恐縮ですが一括してお答えをいたします。
　普天間飛行場における航空機騒音規制措置では、進
入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限
り学校、病院を含む人口稠密地域上空を避けるよう設
定することが規定されております。しかしながら、緑ヶ
丘保育園及び普天間第二小学校の事案発生後も依然と
して人口稠密地域上空を飛行している状況が見られま
す。
　このため県は、これまであらゆる機会を通じ、同規
制措置の厳格な運用について日米両政府及び米軍に対
し要請してきたところであり、引き続き学校や病院を
含む人口稠密地域上空の飛行を回避するよう求めてい
きたいと考えております。
　同じく２の基地行政についての(2)のウ	、関与取消
訴訟の争点等についてお答えをいたします。
　令和２年７月に提起した関与取消訴訟は、普天間飛
行場代替施設建設事業の埋立工事によって消失する造
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礁サンゴ類を別の場所に移植するために必要な特別採
捕許可申請について、知事が判断する前に農林水産大
臣が許可をしなさいと指示したことの違法性や沖縄県
漁業調整規則等に基づく同申請に対する県の審査の適
法性などが争点となっております。
　去る11月20日に第１回口頭弁論が行われ、令和３
年２月３日に判決が言い渡されることになっていま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(2)、ロサンゼルス・ドジャー
スのワールドシリーズ制覇についてお答えいたしま
す。
　県系人であるデーブ・ロバーツ監督率いるロサンゼ
ルス・ドジャースが32年ぶりにワールドシリーズ制
覇を成し遂げた快挙は、私たち沖縄県民にとりまして
も大きな栄誉であり、喜びであります。知事から祝福
のメッセージを差し上げたところ、御本人から、県系
人であることを誇りに思う旨の温かなメッセージをい
ただきました。果敢に世界で活躍するウチナーンチュ
の力強さと同時にチムグクルを感じ、ウチナーネット
ワークをつなげ、継承していくことの大切さを改めて
強く認識いたしました。
　続きまして同じく１の(3)、海外で活躍する著名な
県系人による講演会の開催についてお答えいたしま
す。
　海外における県系人の活躍は、多くの県民に夢と希
望そして誇りを与え、明るく豊かで活力に満ちた社会
の形成に大きく貢献するものであります。県では各種
競技の競技力向上や、スポーツ少年団の育成などに取
り組むこととしており、スポーツに励む青少年の健全
育成や県内指導者養成のため講演会などの開催の可能
性について検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　宮沢忠孝君登壇〕
○警察本部長（宮沢忠孝君）　２、基地行政について
の御質問のうち(1)エ、部品落下に伴う県警の捜査状
況についてお答えいたします。
　まず緑ヶ丘保育園の事案についてでございますが、
これまでのところ、米軍機または米軍機以外の航空機
からの落下物であるというふうな特定には至っておら
ず、必要な事実確認を継続しているところであります。
いずれにしても現時点、刑罰法令に該当する事実は確

認できておりません。
　次に、普天間第二小学校の事案については、上空を
飛行していた米軍航空機から落下した部品であること
を確認しておりますが、刑罰法令に触れる行為は認め
られないものだと承知をしております。
　次に６、県職員の体制についての御質問のうち(3)、
県警職員の懲戒処分等の状況についてお答えいたしま
す。
　令和２年中の県警察における懲戒処分の件数及び人
員につきましては、御指摘の11月13日現在４件４名
で、その処分内容は窃盗による停職１名、酒気帯び運
転による停職１名、特別公務員暴行陵虐による停職１
名、建造物侵入による減給１名となっております。ま
た、懲戒処分に至らない監督上の措置、訓戒または注
意につきましては、同じく11月13日現在、14件17名
で、その内容は、証拠品や無線機の紛失など職務執行
に関連するものが12件15名、未成年者の飲酒など私
的な行為に関連するものが２件２名となっておりま
す。
　県警察としては、規律の保持は重要であると認識を
しており、今後とも個別の被事案に対して事実関係を
しっかりと調査の上、厳正に対処するとともに、業務
の見直し改善や職務倫理供与の充実、風通しのよい職
場環境づくり等を一層進めることにより、被事案の防
止に努めてまいります。
　次に同じく６の(4)、県警職員に対するメンタルヘ
ルス対策についてお答えいたします。
　県警察にとって、個々の職員の心身の健康を守るこ
とは重要な課題であり、メンタルヘルス対策に組織的
に取り組んでおります。具体的には、悩みを抱える職
員が相談できるよう医療スタッフによる相談体制の確
保、ピアサポーターの指定、医療機関等における相談
窓口の開設を行っております。また、メンタルヘルス
セミナーの開催、休職者に対する職場復帰のためのト
レーニング等を行うとともに、今年度からはストレス
チェックを年２回実施し、分析結果を反映した職場環
境の改善にも取り組んでおります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、基地行政についての
御質問の中の(1)のカ、泡消火剤流出事故の進捗状況
についてお答えします。
　令和２年４月の泡消火剤流出事故発生後、県では周
辺の河川、湧水及び海域で調査を３回実施しておりま
す。その結果、周辺の河川及び海域では、８月まで
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に、環境省が定めた暫定指針値である１リットル当た
り50ナノグラム以下となっていることを確認してお
ります。また、沖縄防衛局が８月に行った周辺環境調
査の結果でも指針値以下であり、現時点では、泡消火
剤流出事故による河川、海域への影響はないものと推
測しております。
　次に３、環境行政についての(2)、プラスチックご
みの排出量についてお答えします。
　県内のプラスチックごみの年間排出量は、産業廃棄
物が約２万トン、一般廃棄物が約８万トン程度と推計
されます。このうち、産業廃棄物では約40％が再資
源化されておりますが、一般廃棄物のマテリアルリサ
イクル率は８％程度にとどまっており、排出量の抑制
とともにリサイクル率の向上が課題となっておりま
す。
　同じく(3)、プラスチックストロー使用抑制または
代替品への転換についてお答えします。
　プラスチックによる海洋汚染は世界的な問題となっ
ており、国は2030年までに使い捨てプラスチックを
25％抑制すること等を目標としたプラスチック資源
循環戦略を令和元年５月に策定しております。また、
間伐材を使った木製ストローの活用や竹製ストローを
観光施設等で使用する等、民間においても様々な取組
が行われているところです。
　県においても、そのような事業者や関係団体、学識
経験者等から意見を聞きながら、効果的にプラスチッ
ク製品の削減を図る方策を検討していくこととしてお
り、その中でプラスチックストローの使用抑制及び代
替品への転換も検討してまいります。
　同じく(4)、動物愛護管理センターの譲渡拠点施設
の改修計画についてお答えします。
　譲渡拠点施設は、犬・猫の譲渡機会の拡大のほか、
動物愛護・適正飼養の普及啓発や学習の場など広く県
民に親しまれる拠点とすることを目的に整備するもの
であります。現在、施設の実施設計を行っているとこ
ろであり、来年度中に施設の改修工事を行い、令和４
年度の全面供用開始を目指して取り組んでまいりま
す。
　次に４、新型コロナ対策についての(1)、庁内クラ
スター発生状況と県の見解についてお答えします。
　本年11月に、環境整備課職員７名が新型コロナウ
イルス感染症に感染するクラスターが発生しました。
また、そのうち６名が、５人未満で２時間以内として
いる沖縄コロナ警報を遵守せず会食に参加しておりま
した。このようなことはあってはならないことであり、
二度と起こらないよう、改めて感染防止対策及びその

他行動規範の遵守の徹底について職員に強く注意喚起
したところであります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時７分休憩
　　　午後０時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、基地行政につい
ての御質問のうち(2)のア、公有水面埋立変更承認申
請書の今後の予定についてお答えいたします。
　沖縄防衛局から提出のあった公有水面埋立変更承認
申請書について、告示縦覧期間中に１万7857件の意
見書が提出されその集計が終了したことから、県では、
11月27日付で名護市長に意見照会を行ったところで
あります。
　今後、内容審査に当たっては、疑問点等について沖
縄防衛局に質問を行った上で、厳正に審査を行うこと
としております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　４、新型コロナ対
策についての御質問の中の(2)、県議会議員のクラス
ター発生についてお答えいたします。
　去る10月、県議会で同一の視察参加者から12名の
陽性者が発生しクラスターと認定されました。本県で
は、９月４日に、緊急事態宣言終了後の対応について
を発信し、マスクの着用など感染防止対策を徹底して
いただくことや体調不良時の離島への渡航を延期する
などを要請しているところです。新型コロナウイルス
は、発症前から感染するなど、いつ誰が感染してもお
かしくない状況にあります。
　県としましては、今後とも県内の全ての皆様に対し、
手洗い・マスク着用といった新しい生活様式の徹底を
呼びかけてまいります。
　同じく４の(3)、感染防止及びクラスター発生防止
の取組についてお答えいたします。
　７月以降11月18日までの陽性者の推定感染源を詳
細に調査したところ、約４割が飲食関連、次いで家庭
内約２割、職場内約１割であり、また飲食に関連した
クラスターが多数発生しております。感染を拡大させ
ずクラスターを発生させないために、密な環境での会
食は避け、実施する場合は４人以下、２時間以内で、
お酒は適度に、２次会は家へ帰ろうといった取組をお
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願いしております。また、職場では体調不良時は自宅
で療養し、早期にかかりつけ医、県コールセンターに
相談するよう県民、事業者へお願いしているところで
あります。
　同じく４の(4)、市町村との役割分担についてお答
えいたします。
　県では７月の米軍基地周辺飲食店従業員等を対象と
した検査において、北谷町や金武町に検査会場の確保
等の御協力をいただいたところです。また、繁華街等
で複数の感染が確認された市等に対し、早期の情報共
有と対策の検討を行うとともに、当該自治体において、
地域社交組合等と連携し、感染防止対策の徹底を呼び
かける等の取組が行われているところです。さらに、
県民への速やかなワクチン接種に向けて、市町村と連
携しワクチン接種の体制を整備してまいります。
　次に６、県職員の体制についての御質問の中の(2)、
時間外勤務手当の支払いについてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策に従事している新型
コロナウイルス感染症対策本部総括情報部職員及び宿
泊療養施設への応援職員に対する時間外勤務手当につ
きましては、既決予算の流用によって令和３年３月末
までの必要額を確保したところであり、現在支給に向
けて手続を進めております。
　次に７、県立病院での職員体制についての御質問の
中の(2)、薬学部設置についてお答えいたします。
　県は、これまで沖縄県薬剤師会と連携し、県内の国
公立大学と意見交換を行ってきたところであり、今年
度は薬学部設置可能性等調査事業において、県内薬剤
師の需給予測や県内高校生等の薬学部進学需要の把握
等を行っております。
　県としましては、県内の国公立大学に薬学部を設置
することは、薬剤師不足を解消するための有効な方策
の一つであると考えており、県内国公立大学への薬学
部設置の必要性及び可能性について検討してまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、待機
児童対策についての御質問の中の(1)、コロナ禍にお
ける保育士の離職防止についてお答えいたします。
　県では、感染防止対策を講じながら保育を継続的に
提供している保育士を支援するため、感染症対策に係
る手当等の経費を補助するとともに、休園期間中にお
ける保育士の休暇や給与の適切な取扱いについて、保
育所等に対し助言・指導を行っているところです。ま

た、社会保険労務士を活用し、労働条件等に関する相
談支援を実施するなど保育士の労働環境の改善に取り
組んでおります。
　県としましては、引き続き保育士が働きやすい環境
の整備に努めてまいります。
　同じく５の(2)、認可外保育施設への支援について
お答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染拡大防止に協力い
ただいた認可外保育施設に対し、県独自の取組として、
１施設当たり10万円の支援金を給付したところです。
また、認可外保育施設を含む児童福祉施設等における
感染防止対策のための、マスクや消毒液などの衛生用
品購入費用や職員の感染症対策に係る手当等に要する
経費への支援に取り組んでおります。なお、多くの市
町村においては、登園自粛に伴う保育料減免等への助
成を行っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　６、県職員の体制につい
ての(1)、新型コロナ対応等における職員の労務管理
についてお答えいたします。
　令和元年度は、首里城火災や豚熱対応、今年度は新
型コロナウイルスに係る緊急的な業務のため、職員の
在課時間が増加している状況です。このような状況に
対応するため、職員の兼務発令や臨時的任用職員の採
用等を強化したほか、長時間勤務者及び所属長に対す
る産業医の指導などを実施しているところです。
　引き続き、部局からの要望に応じて過重労働になら
ないような体制を整えていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　７、県立病院での
職員体制についての御質問の中の(1)、看護師、薬剤
師の人員体制についてお答えいたします。
　令和２年11月１日時点における県立病院の看護師
の人員体制は、配置定数1878名に対し、育児休業等
に対する補充の臨時的任用職員等を加味した現員数は
1835名で、欠員は43名、充足率は97.7％となってお
ります。薬剤師については、配置定数67名に対し現
員数は57名で、欠員は10名、充足率は85.1％となっ
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
　　　〔玉城健一郎君登壇〕
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○玉城　健一郎君　それでは再質問をさせていただ
きます。
　基地行政のところで、先ほど６の普天間飛行場の泡
消火剤の流出について進捗を伺いました。泡消火剤の
流出について、県の対応もよく分かっているところな
んですけれども、この泡消火剤、今宜野湾市の消防が
集めて、そしてまた防衛局が処理していると思います。
この泡消火剤の処理状況について、どのように廃棄さ
れているのかということを県で把握していただきたい
と思いますが、こちらについての見解をお願いいたし
ます。
　４番の新型コロナ対策について、本当に私たち一人
一人が意識してコロナ対策を行わなければ、県の医療
現場が逼迫していく流れが出ていますので、ぜひ気を
つけなければいけません。その中で、再質問として先
日の報道の中で、米軍の中で72名の発症が確認され
ております。恐らくクラスターだと推測されます。報
道によると全て海外からの移入だと言われています
が、米軍基地内で働いている従業員や事業者さんも不
安になっている中、どこの部署に所属し、どのように
対応されているか伺います。
　また、以前の説明の中で、出国前に２週間隔離し沖
縄に来て２週間隔離をして部隊に合流するという話
だったんですけど、これは現在もそうなのか御答弁お
願いいたします。
　以上です。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時21分休憩
　　　午後０時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　泡消火剤の処理状況に関
する再質問についてお答えします。
　現在沖縄防衛局を通じまして、泡消火剤の処理状況
について確認しているところですけれども、まだ回答
が得られておりませんので、引き続き回答を得られる
ように問合せを行ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　先日の米軍基地内
での感染状況　　　　感染者の増加についての御質問でご
ざいました。
　陽性者77名のうち、５名は過去に陽性になった人

でいらっしゃいましたので、新規陽性者は72名とい
うことでございます。この72名につきましては、海
軍病院からの情報によりますと、入国後に隔離施設で
行われる２週間の検疫期間終了時の検査で陽性が確認
されたということでございまして、基地内のクラス
ターには当たらないという認識ということでございま
した。また、今回の陽性者は基地内の日本人や一般の
県民とは接触していないとの情報を得ているところで
ございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時24分休憩
　　　午後１時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○喜友名　智子さん　皆様、こんにちは。
　てぃーだネットを代表いたしまして質問を行いま
す。
　喜友名智子です。
　何点か所見を述べさせていただきます。
　せんだって開催されましたツーリズムＥＸＰＯ、そ
してリゾテックに私も会派のメンバーと一緒に行って
まいりました。新型コロナ禍の中、事前の登録入場制
や３密を避けるためにリアルタイムで来場者数を把握
するなどイベント開催の新しい経験、それから情報発
信につながったとの声を聞いております。コロナ禍で
まだ我慢の日が続きますが、こうやって１つずつ新し
いことに取り組むことで次の沖縄経済の出口が見える
道筋になるのではないかと確信をしております。
　一方、コロナ禍で学校生活ががらっと変わってし
まった子供たちの様子も気になるところです。昨日同
級生と話す機会がありまして、当時学校の先生から不
登校の子供のお家にクラス全員で交替で様子を見に
行ってくれないかと頼まれたという話がありました。
先生がこうおっしゃった意図は今では想像するしかあ
りませんけれども、クラスの誰か一人でも会話のつな
がりになればクラスに来るきっかけになったのではな
いかと期待や希望を持っていたと思うのです。今でも
こうやって見えないところで支援を必要とする方たち
がまだまだいると思います。しっかりと届く支援も必
要だと考えております。
　それでは質問に入ります。
　１、新型コロナ対策についてです。
　せんだって県議会でも８次補正予算を可決いたしま
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した。新型コロナ関連では、合計1400万円を超える
大きな予算です。県のコロナ対策への決意の表れと理
解しております。しかし、これで年末年始に向けた感
染拡大防止と経済ダメージを最小限にする取組として
十分か、バランスが取れているのか、県民の不安や疑
問が拭えない状況もあります。誰でも感染する可能性
がある状況において、検査体制の拡充や県と県民が情
報共有を行い、信頼関係を築くことが今後のコロナ対
策をより有効に実施する基本となることは間違いあり
ません。
　そこでお伺いいたします。
　(1)、第８次補正予算で介護・医療従事者への定期
的ＰＣＲ検査が盛り込まれました。
　ア、今後、同様の定期的ＰＣＲ検査の対象となるエッ
センシャルワーカーについて、特に保育園・幼稚園・小・
中・高校で働く先生方へ範囲を広げる計画はあるか伺
います。
　イ、同じ介護施設で働く職員の中でも、入所者ケア・
デイケア・訪問介護で感染リスクが異なるという指摘
がございます。感染リスクの高い職員には検査回数を
増やしていくべきではないかと考えますが見解を伺い
ます。
　ウ、県民からの要望が根強い社会的ＰＣＲ検査体制
のさらなる拡大の予定、あるいは検討などはしている
でしょうか。
　(2)、県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議
と専門家会議の議事録を作成し公開すべきではないで
しょうか。現在は議事概要が公開されているものの、
こちらも専門家会議の分は作成と公表が遅れていまし
た。県のコロナ対策の透明性が問われていると危惧し
ております。議事概要の公開が遅れた理由と現状、ま
た今後の議事録作成と公開の必要性について認識を伺
います。	
　(3)、旅行者専用相談センター（ＴＡＣＯ）の運用
についてです。
　ア、これまでのＴＡＣＯの運用実績と評価について
伺います。
　イ、11月の連休で見られたように、国内旅行者数
が戻りつつある現段階での課題について伺います。
　ウ、今後、国際線の再開に向け、今使用している検
疫所のスペースをほかの場所に確保したり、あるいは
空港内の診療所などが必要ではないかと考えますが、
対応を伺います。
　２、首里城再建に向けた取組について。
　(1)、再建に向けた現在の県の取組状況について伺
います。

　ア、昨年、国から県に管理が移管された際に、特に
防災面での引継ぎがどのように行われたのでしょうか
伺います。また火災後、この体制をどう見直していく
か見解を伺います。
　イ、今年４月に県が公開した首里城復興基本方針で
は、県民の意見を踏まえた基本計画の策定がうたわれ
ています。具体的にどのように取り組むのか伺いま
す。また、国が策定している首里城正殿等の復元に向
けたスケジュールに県民の意見をどう盛り込んでいく
のか、取組を伺います。
　(2)、第32軍壕の保存・公開も首里城再建と併せて
行ってほしいとの要望が強く出ております。これにつ
いて県の取組状況を伺います。
　(3)、正殿の大龍柱の向きについて、焼失前の相対
向きではなく正面向きではないかとの議論について県
の見解を伺います。
　３、豚熱対応について。
　(1)、昨年発生した豚熱感染では、出荷を制限され
た農家への補償が課題となっていますが、県の対応に
ついて伺います。
　(2)、沖縄で33年ぶりに発生した感染で、昼夜問わ
ず殺処分に対応した県・市町村職員・関係者の連携体
制、衛生管理基準への対応など、この問題についての
県の総括を伺います。
　４、経済振興について。
　(1)、新たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）
についてです。
　ア、新たな制度提言の一つであるＳＤＧｓ推進特区
は知事公約であるＳＤＧｓの推進に向けた大きな一歩
です。このＳＤＧｓ推進特区を提言に盛り込むに至っ
た県での議論について伺います。
　(2)、沖縄農業の基幹作物であるサトウキビの振興、
沖縄本島内のキビ農家を守る観点から、重要な役割を
担うゆがふ製糖工場の老朽化対応について、県の対応
を伺います。
　(3)、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎
法の改正に当たり、県内でも適用除外の可能性がある
市町村があります。特に過疎債を活用している市町村
財政の観点から、県はどのように市町村と連携を取っ
ているのか、今後の対応について伺います。
　(4)、沖縄経済では、サービス産業の比重が高い経
済構造からの脱却が課題の一つとなっています。アフ
ターコロナの沖縄経済の立て直しの面からも、製造業
や伝統工芸産業を含めたものづくり産業の強化は必須
です。特に付加価値を高め稼げる産業への発展に向け
た県の支援策について伺います。
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　(5)、改正種苗法が可決、成立されました。廃止さ
れた種子法、農業競争力推進法と併せて健全な種苗事
業が今後どうなるのか懸念されます。安定した優良品
種を農家に提供するための公的種苗事業の継続、農産
物の安心・安全を懸念する声が消費者や農家から多く
寄せられています。今後の県の対応について伺います。
　５、教育行政、児童福祉について。
　(1)、コロナ対応での公立学校の教育状況について
です。
　ア、オンライン教育の推進状況について伺います。
　イ、休校期間の授業計画の遅れについての対応を伺
います。
　ウ、休校が終わり、学校が再開した後も、学校生活
になじめない児童生徒の現状や支援体制について伺い
ます。
　(2)、親元で暮らすことが困難な子供たちが生活す
る児童養護施設では職員の宿直が必要となるため、職
員の出産や育児に伴う退職などがあり、その補充が追
いついていない現状です。県として職員の配置と育成
にどう取り組むか伺います。
　６、島嶼政策について。
　(1)、離島住民の生活と経済活動に欠かせない公共
交通手段を確保するための施策について伺います。
　ア、離島公共交通維持改善等事業の予算額はどのよ
うに決められますか。
　イ、航路事業を経営する民間事業者や離島市町村と
の連携状況について伺います。
　(2)、離島のごみ処理問題について伺います。
　ア、海洋漂着ごみ処理について現状と課題を伺いま
す。
　イ、ボランティア活動で回収されたごみ処理が課題
となっている中で、実証実験中の小型焼却炉への期待
があります。これまでの実証実験の成果と今後の見通
しについて伺います。
　７、ヘイトスピーチ禁止条例（仮）への取組状況に
ついて。
　(1)、今年に入り、県民の間でヘイトスピーチ規制
への関心が高まっています。単なる誹謗中傷にとどま
らない差別の問題であり、沖縄県が条例を制定するこ
と、またその前に知事が宣言を出すことについても期
待が高まっています。現在の県の取組状況についてお
伺いをいたします。
　以上です。
　御答弁のほどよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕

○副知事（富川盛武君）　喜友名智子議員の御質問に
お答えをいたします。
　４、経済振興についての中の(1)ア、沖縄らしいＳ
ＤＧｓ推進特区についてお答えをいたします。
　沖縄県では、沖縄21世紀ビジョンの基本理念や将
来像が、ＳＤＧｓの理念や17のゴールと重なるとこ
ろが多いことから、ビジョンに掲げる将来像の実現に
向けてＳＤＧｓを推進することで、経済・社会・環境
の３側面が統合した持続可能な社会の実現を目指すこ
ととしております。沖縄の置かれた特殊な諸事情に基
因する重要性を増した課題や新たな課題は顕在化して
おり、行政に対するニーズは複雑化・多様化しており
ます。これらに、きめ細やかに、かつ継続的に対応す
るためには、民間のアイデアやノウハウを取り込む等
官民連携を推進する必要があります。このため、ＳＤ
Ｇｓを推進する特区を創設することで、県内企業・団
体はもとより国内外のステークホルダーとも幅広く協
働関係を構築する必要があると考えております。
　次に、４の経済振興についての(3)、新たな過疎対
策法に係る市町村との連携と今後の対応についてお答
えをいたします。
　沖縄県では、新たな過疎法において過疎市町村の実
情に対して特段の配慮がなされるよう、11月に知事
が沖縄県過疎地域振興協議会とともに、今年度２度目
の要請を行いました。要請先からは、全国法であるた
め本県の特殊事情を理由とする制度化は困難である旨
の発言があった一方、全国的に財政力が弱い団体には
配慮を検討したいとの見解をいただいております。
　今後、年内には新法に係る指定要件等が示される予
定であるため、引き続きその動向を注視してまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　２、首里城再建に向けた
取組についての御質問の中の(2)、第32軍司令部壕に
関する県の取組状況についてお答えいたします。
　第32軍司令部壕は住民を巻き込んだ熾烈な沖縄戦
の軍事的中枢施設であり、戦争の不条理さ、残酷さと
ともに、平和の尊さを次世代に伝える上で、重要な歴
史的価値を有する戦争遺跡であります。
　沖縄県としましては、沖縄戦において第32軍司令
部壕が果たした役割等の歴史的価値を次世代に継承す
るため、今年度中に専門家で構成する検討委員会を設
置し、同委員会の中で壕の保存・公開の可能性及び平
和発信・継承の在り方等について検討してまいりたい
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と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　２、首里城再建に向け
た取組についての質問のうち(1)のイ、県民の意見を
踏まえた基本計画の策定についてお答えいたします。
　基本計画の策定については、県民の皆様の御意見を
伺いながら取り組んでいくことが大変重要でありま
す。県では、国、那覇市など関係機関だけでなく、地
域を代表する方を含めた有識者による懇談会を開催
し、基本計画の策定に取り組んでいるところでありま
す。さらに、県民を含めた多くの方々の意見を伺うた
め、地域のまちづくり関係者、離島で伝統工芸に携わっ
ておられる方々、さらに県内外の若者等による座談会
を開催し、その内容をウェブ配信することにより広く
意見を伺ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナ対
策についての御質問の中の(1)のアとウ、エッセンシャ
ルワーカーへのＰＣＲ検査実施及び検査体制について
お答えいたします。１の(1)のアと１の(1)のウは関連
しますので、一括してお答えします。
　新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査強化事業にお
いては、介護施設職員約３万3000人、新型コロナウ
イルス感染症に対応する医療機関職員約7000人を対
象として、１月から３月の約３か月間で、職員１人当
たり月１回を目安として、定期的な検査を実施するこ
ととしております。なお、保育や教育関係を含めたエッ
センシャルワーカーに対する定期的な検査を求める声
があることも聞いておりますが、まずは、重症化や死
亡のリスクが高い介護施設等に対する検査を先行して
実施し、順次拡大していけるよう検査体制を拡充して
まいります。
　同じく１の(1)のイ、介護施設職員の検査について
お答えいたします。
　現在の感染状況は市中感染が主であることから、今
回の事業においては、介護施設等の従事者が市中感染
により職場にウイルスを持ち込んだ際に、早期に発見
し、施設内の感染拡大を防ぐ目的で実施するものであ
ります。そのため、勤務場所により感染リスクに大き
な差はないと考えられることから、ＰＣＲ検査の実施
頻度は、介護施設の形態にかかわらず月１回を予定し
ているところであります。

　同じく１の(2)、対策本部会議と専門家会議の記録
についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症専門家会議の議事概要に
つきましては、急激な感染拡大への対応の中、内容の
確認等に時間を要しておりましたが、現在は県のホー
ムページに先週開催分を除き全て掲載しております。
また、新型コロナウイルス感染症対策本部会議及び専
門家会議については、議事概要を作成し公表するとと
もに決定した対策については、知事コメントとして発
出しています。さらに、会議終了後にマスコミブリー
フィングを実施して説明しているほかＬＩＮＥ等で配
信を行い、県民への周知を図っているところでありま
す。
　対策の実施については、県民生活に影響する重要な
事項であることから、県民に分かりやすい内容となる
よう改善に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナ対策についての(3)のア、ＴＡＣＯの運用実績
と評価についてお答えいたします。
　那覇空港等において、６月19日から11月23日まで
の158日間で、検温で37.5度以上の発熱があった旅行
者は16人で、そのうち問診の実施は14件、検査につ
ないだものが２件となっております。発熱者が少ない
状況ですが、ＴＡＣＯの存在により、旅行前の体調管
理の徹底など、旅行者の行動変容を促す抑止的効果が
あると考えております。また、タビナカの旅行者から
の電話による健康相談にも対応しており、感染拡大防
止につながっていると考えております。
　同じく１の(3)のイ、国内旅行客数が戻りつつある
現段階での課題についてお答えいたします。
　11月の３連休があった週の那覇空港のサーモグ
ラフィー通過者は21万5650人であり、前週の18万
7932人、前々週の18万4306人と比較して約３万人
ほど多くなりましたが、３連休の週は発熱者は確認さ
れておりません。また、旅行者数は徐々に増加し続け
ておりますが、それによって新型コロナウイルスが県
内に持ち込まれた例は、ごくわずかであることから、
サーモグラフィー設置や検査体制の整備等による抑止
的効果により、旅行者の行動変容を促しているものと
考えております。
　続きまして、同じく１の(3)のウ、使用している検
疫所スペースを他の場所に確保することについてお答
えいたします。
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　現在、検査に必要な検体の採取等を那覇検疫所で
行っており、検疫所までの移動に時間を要しておりま
す。県では、国内線ビル内の部屋の確保に向けた最終
的な調整を関係機関と行っており、今月の早い段階に
は、国内線ビル内での問診や検体採取等を開始し、旅
行者の利便性の向上を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、首里城再建に向
けた取組についての御質問のうち(1)のア、防災面に
係る引継ぎ及び見直しについてお答えいたします。
　昨年、県が国から管理移管を受けた際には、消火器
や火災報知器などの防火施設の設置状況を確認してい
るほか、警備員や監視員の役割や体制を示した業務計
画書等を引き継いでおります。首里城火災に係る再発
防止検討委員会の中間報告書における夜間を想定した
教育訓練が不足していたことや、消防局との連携が不
十分であったとの指摘については、真摯に受け止めて
おり、県としては今後、このようなことが二度と起こ
らないよう、国等とも連携しながら再発防止を進めて
まいります。
　次に２の(1)のイ、県民意見の反映についてお答え
いたします。
　国の首里城復元に向けた基本的な方針において、首
里城の復元に当たって沖縄の有識者の方を含めた技術
的な検討の場を設けることとなっており、国の首里城
復元に向けた技術検討委員会においては、沖縄の有識
者５名が委員として、県の関係部長等３名が協力委員
として参加しております。また、市町村議会の意見書
や県議会に寄せられた陳情等については、国営公園事
業者である国に伝えるなど、首里城の復元に向けて、
国と県で連携して取り組んでいるところであります。
　次に２の(3)、大龍柱の向きについてお答えいたし
ます。
　国の首里城復元に向けた基本的な方針では、前回復
元時の基本的な考え方を踏襲して復元していくこと
と、復元後に確認された資料や材料調達の状況の変化
等を反映することが示されております。大龍柱の向き
については、首里城正殿等の復元が国営公園事業で実
施されるため、国の首里城復元に向けた技術検討委員
会で検討されることとなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、豚熱対応につい

ての御質問の中の(1)、豚熱において出荷を制限され
た農家への補償についてお答えします。
　豚熱の発生に伴い、移動・搬出制限を受けた農場に
おいては、国との調整がおおむね終了した２農場に
ついて、11月補正予算を計上したところであります。
残りの農場につきましても、算定が整い次第、随時、
予算を確保してまいります。
　同じく(2)、豚熱発生に係る総括についてお答えし
ます。
　今年、県内で発生した豚熱については、国の疫学チー
ムにより、農場への侵入要因として、異常家畜の通報
遅れ、非加熱食品残渣の給与等が報告されております。
また、防疫措置では、指示系統、情報伝達方法などの
課題が指摘されております。県では６月に設置した豚
熱防疫対応検証委員会において、発生農場ごとの防疫
計画、初動防疫体制の検証を行い、組織体制の見直し
や初動対応の強化を含めた豚熱対応マニュアルの作成
等に取り組んでいるところであります。
　次に４、経済振興についての御質問の中の(2)、ゆ
がふ製糖工場の老朽化対策に関する県の対応について
お答えします。
　ゆがふ製糖工場は築62年が経過し、建屋等が老朽
化している状況となっており、建て替えの意向があり
ます。このため、県では、沖縄本島のサトウキビ生産
振興や製糖工場の安定操業が重要であることから、沖
縄県分蜜糖製糖工場安定操業対策検討会議を設置し、
工場の安定操業に向けた対策について検討を重ねてき
ております。
　県としましては、引き続き老朽化が著しい分蜜糖工
場の支援に向けた課題等の整理を行い、関係機関と連
携した安定操業の確保を図ってまいります。
　次に(5)、優良種苗の安定供給についてお答えしま
す。
　主要農作物種子法の廃止などに伴い、生産現場で不
安が生じていることは承知しております。そのため県
では、今年９月に沖縄県農産物等種子安定供給対策
ワーキングチーム会議を立ち上げ、これまで種苗法改
正案の内容の精査や主要農作物等の品質の確保と安定
生産の推進について条例化した先進事例を調査してお
ります。
　県としましては、引き続き生産者や関係団体と意見
交換を行うとともに、優良種苗の供給に取り組み、生
産現場に支障が生じないよう対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
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○商工労働部長（嘉数　登君）　４、経済振興につい
ての御質問の中の(4)、ものづくり産業の強化に対す
る県の支援策についてお答えいたします。
　県では、ものづくり産業の振興を図るため、産学官
連携等による付加価値の高い製品開発や、製造工程の
自動化やＩＴの活用等による生産性向上に向けた支援
を行っております。伝統工芸については、製品の企画・
開発を行う人材の育成や、試作品開発の支援を通した
新たな製品モデルの創出等、市場ニーズの変化に対応
した新商品開発の活性化に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き伝統工芸を含めたものづ
くり産業の稼ぐ力の強化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、教育行政、児童福祉に
ついての御質問の中の(1)のア、オンライン教育の推
進状況についてお答えします。
　県立中学校及び特別支援学校では、年内に一人一台
端末の整備を行い、高校では、各学校に整備済みの端
末を活用することで、オンライン学習を行える環境と
なっております。現在、各県立学校においては、オン
ライン学習の指導計画が整えられており、休校になっ
た場合には、各教科においてオンライン学習が可能な
状況となっております。また、小中学校においては、
ＩＣＴ環境の整備に取り組んでおり、今年度内には完
了する予定であります。
　県教育委員会としましては、引き続きオンライン教
育のための環境整備に努めてまいります。
　同じく５の(1)のイ、授業計画の遅れについてお答
えします。
　各学校においては、夏季休業期間の短縮及び行事の
精選など、年間計画の見直しを行うことで授業時数を
確保し、学習の遅れが生じることのないよう取り組ん
できたところです。あわせて、学習内容を重点化する
ことで効果的・効率的な指導の工夫に努めており、現
時点では本年度の内容を年度内に終える見通しを持っ
ております。今後ともコロナ禍にあっても学習の継続
が図られるよう支援に努めてまいります。
　同じく５の(1)のウ、学校再開後の児童生徒の現状
と支援体制についてお答えします。
　４月から８月までの欠席の状況について調査しま
したところ、30日以上の欠席者数については小学校
684人、中学校1113人、高校286人となっております。
支援体制としましては、個別の教育相談やアンケート
により児童生徒の不安や悩みを把握し、管理職、担任、

養護教諭、スクールカウンセラー等によるケース会議
を通し支援計画を立て、組織的に支援を行っておりま
す。また、学習の遅れが見られる児童生徒については、
個別の補習等の支援を行っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、	教育
行政、児童福祉についての御質問の中の(2)、	児童養
護施設の職員配置と育成についてお答えいたします。
　県では、児童養護施設における人材確保のため、４
対１の手厚い職員配置や給与改善の要件取得を推奨す
るなど、職員の処遇改善に努めております。職員の育
成については、各施設のニーズに応じたきめ細やかな
研修を施設ごとに行い、資質の向上を図っております。
　県としては、引き続き各施設と連携しながら、魅力
ある労働環境の整備に取り組んでまいります。
　次に７、ヘイトスピーチ禁止条例（仮）への取組状
況についての(1)、ヘイトスピーチ条例における県の
取組状況についてお答えいたします。
　全ての人々の人権が尊重されることは、平和で豊か
な社会にとって重要であり、人権を侵害する不当な差
別的言動は許されるものではないと考えております。
　県としましては、本県にとってどのような条例がふ
さわしいのか、県外自治体の条例の研究や取組状況等
を確認しているところであり、引き続きヘイトスピー
チ条例の制定に向けて取り組んでいきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　６、島嶼政策についての
(1)アと(1)イ、地域公共交通確保維持改善事業の予算
額及び市町村等との連携について、６の(1)アと(1)イ
は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　離島航路の欠損補助については、国が欠損見込額の
２分の１相当額を負担し、実績損失額から国補助額を
差し引いた額の３分の２を県が、３分の１を市町村が
負担しております。欠損補助の実施に当たっては、あ
らかじめ地元市町村、航路事業者、国、県等の関係者
間で協議を行い、収支の見込みや改善計画等を策定す
ることとなっております。令和２年度事業の補助対象
期間は、令和元年10月１日から令和２年９月30日ま
での１年間となっており、令和３年３月に国補助金が
交付され、県補助金については、令和３年度当初予算
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に計上の上、５月に事業者に対して交付することと
なっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　６、島嶼政策についての
中の(2)ア、海岸漂着物の処理の現状と課題について
お答えいたします。
　県が平成29年度及び平成30年度に行った調査では、
県全体で約6900立方メートルの海岸漂着ごみが確認
されており、離島地域では約5900立方メートルと８
割以上を占めております。県では、国の補助制度を活
用し、市町村等と連携して回収・処理を実施しており、
令和元年度は離島地域において約2700立方メートル、
約240トンを回収し、市町村及び民間の処理施設で処
理しております。海岸漂着ごみは繰り返し漂着するた
め、継続して回収・処理を行う必要があり、引き続き
必要な予算の確保を国に要望し、回収・処理に努めて
まいります。
　同じく６の(2)のイ、小型焼却炉の実証試験につい
てお答えします。
　県では、離島市町村の廃棄物処理コスト削減等を目
的に、離島廃棄物適正処理促進事業を実施しておりま
す。今年度の予算は4172万9000円で、久米島町、多
良間村において、小型焼却炉を用いた農業廃プラス
チックや海岸漂着ごみの焼却実証試験を行っており、
時間当たり最大80から150キログラムの処理が可能
との結果が得られております。今後、検討委員会にお
いて実証試験の結果を検証・評価し、令和３年度は、
実証試験の成果を他の離島市町村に展開するための施
策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○喜友名　智子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　引き続き新型コロナ対策本部と専門家会議の議事概
要、議事録について質問をいたします。
　専門家会議の議事概要　　　　９月14日の第12回会議
分まで公開されていることは私も確認いたしました。
　先ほど答弁にありましたように、先週11月28日の
会議が第13回目だったと認識しております。この約

２か月の間、医療、検疫など専門家からの知見はどの
ように県のコロナ対策に生かされていたのでしょう
か。また、専門家会議の後、マスコミへのブリーフィ
ングなどの中で県民に周知しているとの答弁もありま
した。知事の記者会見も動画のほか文字提供がタイム
リーに提供されておりまして、県民への周知としては
十分に対応していると私も認識しております。しかし
ここで問題にしているのは、県の政策判断が適切だっ
たかという事後検証に必要な情報が提供されているか
という点です。そのための議事録であると考えていま
す。
　繰り返しにはなりますけれども、議事録の作成につ
いて県では議論されているのでしょうか。マスコミへ
のブリーフィングを通しているといいましても、マス
コミは県の機関ではありません。議事録という県のオ
フィシャルな第一次資料としての価値、この重要性に
ついて改めて認識をしていただきたいと指摘しまして
質問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　喜友名智子議員の再質問
にお答えします。
　御質問は２つあったというふうに認識しておりま
す。
　まず専門家会議の議事概要について、第12回まで
は確かにちゃんとしてあると、第13回までやってい
ますので、これについて医療、検疫などにどのように
生かされているか。これについては保健医療部長から
答弁させていただきたいと思います。
　議事概要についてはやはりこれだけでは十分ではな
くて政策判断として事後検証が必要だということで、
議事録の重要性をどう認識しているかということの御
質問だったと思います。
　県としてもやはりそういった事後検証に耐え得るも
のという意味合いでそれぞれ議事録が重要だというこ
とは十分認識してございます。これまでも62回、県
において対策本部会議を行っておりまして、先ほど部
長からありましたように、当初は時間を要してなかな
か十分でなかったというのはありますけれども、議事
概要という形で今作ってございます。
　ただそれについてまだ十分ではないのではないか、
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政策判断の事後検証に耐え得るものとなっているかと
いうようなことがございました。
　県としてはその重要性については十分認識してござ
いますので、今御指摘いただいたものについても踏ま
えまして、どのような形が事後検証としても耐え得る
ものになるかどうかしっかりまた検討して改善してま
いりたいと思っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　県の感染症専門家
会議におきましては、先ほど答弁申し上げましたとお
り、会議を開催して感染症の各専門家の先生方から感
染状況でありますとか病床の確保計画、それから検査
に対する御意見などお伺いすることができたと思って
おります。例えば宿泊療養施設の開設であるとか、検
査体制の拡充であるとか、それから病床確保に関する
重点医療機関の考え方であるとか、それぞれ専門家会
議の先生方の意見をお伺いして県の施策として取り組
んできたところでございます。ですので、県の対策本
部で　　　　例えば県民の皆様へ注意喚起のメッセージを
発するときなどにおいても、専門家会議の御意見を伺
いながら取り組んできたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
　　　〔新垣光栄君登壇〕
○新垣　光栄君　休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　光栄君　それでは、会派おきなわ、新垣光栄、
代表質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策について。
　ア、検査・追跡・隔離、感染防止対策の取組状況に
ついて伺います。
　知事は、全国知事会で国際空港と国内空港でＰＣＲ
検査場や待機場所の確保を訴え、また県は、離島を含
め水際対策を徹底したいと発言している。
　そこで、県内空港・港湾での水際対策の現状と課題、
県の具体的な対応について伺います。
　(2)、新型コロナウイルス感染対策に係る経済対策、
出口戦略について。
　ア、ＧｏＴｏキャンペーン等の成果と除外見送り・
見直しの知事の決断について伺います。
　沖縄県のリゾートウェディング協会は新型コロナの

影響で、結婚式や披露宴が９割減と大変厳しい状況に
あります。
　そこでイ、業界支援のため、新郎、新婦に対しての
披露宴助成金等の支援策について伺います。
　国外線のクルーズ船テクニカルコールとウオーム・
レイアップについて受け入れることを決めたと発表し
ている地域もあります。沖縄でも試行できないか。
　そこでウ、クルーズ船テクニカルコール等の取組状
況と課題、対応について見解を伺います。
　(3)、新型コロナウイルス感染症に伴う社会弱者へ
の対策について。
　自殺者やひきこもりの現状と動向、そして対策につ
いて伺います。
　子供たちのために多様な貧困対策に取り組んでおり
ます職員の皆さん、お疲れさまです。中城村、西原町
等でも無料塾の枠の拡充に子供たちが大変喜んでおり
ます。
　イ、困窮する子供たちや困窮する高齢者等の現状と
支援対策について伺います。
　(4)、次期沖縄振興計画における新沖縄発展戦略の
位置づけについて。
　県土の均衡ある発展、東海岸サンライズベルト構想
の位置づけをどのように生かすか、所見を伺います。
　大型ＭＩＣＥ施設の説明会に私も参加させていただ
きました。職員の皆さん、ありがとうございます。そ
の広域的なステージの説明にはやはり全庁挙げての取
組が必要だと改めて感じました。
　そこで(5)、大型ＭＩＣＥ施設の取組状況と方向性
について伺います。
　会派おきなわは、ウチナーネットワークの継承と発
展につなげていくため、ウチナーンチュ会館の必要性
を一般質問、代表質問で訴えてきました。
　そこで(6)、世界のウチナーンチュ会館（仮称）の
設立について見通しはどのようになっているか伺いま
す。
　(7)、首里城再建への取組状況と第32軍司令部壕の
保存と公開、大龍柱の向きなど県民参画の議論の場の
設置、プラットフォームの構築について知事の見解を
伺います。
　県では、都道府県として初めてＬＧＢＴ支援宣言を
行う方針を表明しております。一緒にヘイトスピーチ
宣言も組み込んではどうか。
　そこで(8)、県も認識しているヘイトスピーチ街宣
の現状と条例制定について知事の見解を伺います。
　(9)、那覇港湾施設の浦添市移設について県の対応
を伺います。

－100－



　２、米軍基地問題、戦後処理について。
　(1)、頻発する米軍の事件・事故の現状と対応、具
体的な解決策について伺います。
　(2)、ＰＦＯＳ等環境汚染の対応と解決に向けた企
業局等部局間の連携体制について伺います。
　(3)、糸満一帯からの辺野古埋立土砂採取に伴う遺
骨収集への影響について県の対応を伺いたい。
　(4)、不発弾等対策の実施状況と磁気探査業務にお
ける入札参加資格の県の考え方を伺います。
　３、環境保全と景観形成について。
　(1)、赤土等流出防止対策の実情と課題及び対応に
ついて伺います。
　(2)、地球温暖化対策の目的と政策対応、さらなる
推進について。
　ア、沖縄県気候非常事態宣言について知事の見解を
伺います。
　イ、水素エネルギーの活用について、県の取組状況
と展望について伺います。
　(3)、道路の雑草対策と緑化対策について取組状況
と今後の展望を伺います。
　(4)、沖縄らしい風景づくりに伴う県花、県蝶につ
いて施策の状況を伺いたい。
　４、文化観光スポーツの振興について。
　(1)、空手の聖地・沖縄の形成に向けた、公認段位
制度等の取組状況について伺います。
　(2)、スポーツアイランド沖縄の形成に向けた取組
について伺います。
　(3)、国際クルーズ・スーパーヨットの受入状況と
県の対応を伺いたい。
　(4)、沖縄ツーリズムＥＸＰＯジャパンの開催を今
後、戦略的にどう生かすか。また、広報戦略の取組に
ついて伺います。
　５、医療の充実について。
　琉球大学医学部の西普天間地域への移転に伴う西原
町跡地を利用し、農学部との連携で沖縄薬草を取り入
れた日本初の薬学部の設置を提案したい。
　そこで(1)、琉球大学への薬学部創設について意見
を伺います。
　(2)、北部基幹病院の取組状況と今後の工程につい
て伺います。
　６、農林水産業の振興について。
　(1)、豚熱の補償及び事後処理等、感染症防止対策
の取組について伺います。
　(2)、バナメイエビ伝染性疾病の対応状況について
伺います。
　(3)、高病原性鳥インフルエンザの防疫対策につい

て伺います。
　(4)、農林水産業応援プロジェクト事業、学校給食
用食材提供等支援事業、学校給食への地産地消の取組
について見解を伺います。
　７、教育の振興について。
　(1)、中高生のバス通学無料化の現状と課題につい
て伺います。
　(2)、国際性に富む人材育成（留学）制度のコロナ
禍での取組状況と対応を伺います。
　(3)、特別支援学校の状況と課題、県が子供たちを
どのように支えるか伺います。
　来春４月から路線バスの乗り換えなしで通学できる
ようになり、選択肢が増えたと子供たちも大変喜んで
いる西原高校について、次年度から実施される西原高
校の校区変更の進捗状況と取組を伺います。
　(5)、コロナ禍の大学入試・高校入試に伴う受験生
の対策及び大学・高校側との連携について県の対応を
伺いたい。
　８、社会資本・産業基盤の整備について。
　(1)、モノレールのループ化や北伸等の延伸計画に
ついて見解を伺います。
　(2)、那覇広域都市計画区域の区域区分検討協議会
について知事の所見を伺います。
　(3)、本部港のクルーズバースの現状と進捗状況に
ついて県の対応を伺いたい。
　(4)、本部町の国道449号及び県道84号線名護本部
線の早期事業完了について伺います。
　(5)、河口・河川に堆積した海砂・土砂対策の現状
と対応について。
　ア、本部町満名川の河口しゅんせつの早期事業完了
について伺います。
　イ、普天間川、北中城村石平地内の河川しゅんせつ
について伺います。
　発電所の水路の件で、関係者の皆様との調整、お疲
れさまです。計画どおりに事業が実行できるよう土建
部の御協力を改めてお願いいたします。
　そこで、沖縄電力吉の浦発電所と南西石油の水路
しゅんせつについて伺います。
　土砂災害防止対策に中部土木事務所をはじめ多くの
職員の皆様が精力的に取り組んでおります。政府は激
甚化する風水害や地震の備えを充実させるため、事業
規模15兆円の予算措置を行う予定です。
　そこで(6)、土砂災害防止対策の現状と取組、予算
確保状況について伺います。
　(7)、沖縄市東部海浜開発の早期実現に向けての取
組を伺います。
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　(8)、今後渋滞が予想される沖縄市アリーナ地域の
交通アクセス整備について伺います。
　(9)、土木建築、コンサル企業の最低価格の見直し
について伺います。
　９、路線バスの再編とシームレスな乗り継ぎ環境の
構築について。
　私はフリーパス制度の導入が必要だと思っていま
す。
　そこで(1)、路線バスの編成とシームレスな乗り継
ぎ環境に向けての目標と課題について伺います。
　(2)、東京バスの参入について、路線バス編成にど
う戦略的に生かすか見解を伺います。
　(3)、高齢者、学生等の交通弱者をどう支えるか対
策を伺います。
　以上でございます。
　答弁は明確にお願いいたします。
　大龍柱の答弁につきましては、前向きに答弁します
でよろしいですので、よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　新垣光栄議員の御質問にお
答えをいたします。
　１、知事の政治姿勢についての中の(4)、新たな振
興計画における東海岸サンライズベルト構想の位置づ
けについてお答えいたします。
　県土の均衡ある発展に向けては、東海岸においても
もう一つの南北に伸びる経済の背骨を形成し、強固な
経済基盤を構築する必要があると考えております。こ
のため、沖縄県では、新沖縄発展戦略の提言を踏まえ、
今年度中に東海岸サンライズベルト構想を取りまとめ
ることとしております。新たな振興計画においては、
同構想の展開について盛り込み、東海岸地域の活性化・
発展に取り組んでまいりたいと思います。
　次に４、文化観光スポーツの振興についての中の
(4)、ツーリズムＥＸＰＯジャパンの戦略的活用と広
報戦略についてお答えいたします。
　このたびのツーリズムＥＸＰＯジャパン旅の祭典ｉｎ
沖縄の開催により新しい生活様式でのイベントの在り
方を示し、国内外へ安全・安心な観光地沖縄を発信で
きたことは、沖縄県として大きな成果であると考えて
おります。今後は、その実績を戦略的に内外へ発信す
るとともに、本イベントにおける安全・安心の取組を
モデルとしてＭＩＣＥ等の付加価値の高いビジネス
ツーリズムを推進するなど、沖縄観光の質的転換を目
指してまいります。
　次に７、教育の振興についての(1)、中高生バス通

学無料化についてお答えいたします。
　沖縄県では、高校生のバス・モノレール通学費の無
料化を10月１日から行っており、認定を受けた方は
11月27日現在で3300人となっております。対象者は、
住民税所得割非課税世帯等の高校生となっております
が、課税状況を確認するだけでは失業や減収等の直近
の経済状況が反映されていないといった課題がありま
す。そのため、家計が急変した世帯につきましては、
直近の収入状況で認定し支援を行っております。
　家庭の経済環境にかかわらず子供たちが安心して学
業に励むことができるよう、教育環境の整備に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　１、知事の政治姿勢に
ついての質問のうち(7)、県民参画による議論の場の
設置についてお答えいたします。
　首里城復興に向けては、県民の皆様の御意見を伺い
ながら取り組むことが重要であります。現在県では、
国、那覇市など関係機関だけでなく、地域を代表する
方を含めた有識者による懇談会を開催し、基本計画の
策定に取り組んでいるところであります。さらに、県
民を含め多くの方々の御意見を伺うため、地域のまち
づくり関係者、離島で伝統工芸に携わっておられる
方々、さらに県内外の若者等による座談会を開催し、
その内容をウェブ配信することにより広く意見を伺っ
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の(1)のア、検査・追跡・隔離、
感染防止対策の取組についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症については、431か所で
診療が行われており、そのうち239か所の医療機関と
５か所の検体採取センターにて検体の採取が行われて
おります。また、県では検査体制拡充のため、医療機
関や検査機関に対し検査機器の補助を行い、12月中
には、１日最大で約3400検体のＰＣＲ検査と約3600
検体の抗原検査が可能となる見込みです。陽性が確認
された場合には、保健所での調査を経て積極的に接触
者等の検査を実施しており、陽性者については、症状
に応じて、医療機関、宿泊療養施設及び自宅にて治療
または療養を行っております。また、県では接触確認
アプリＣＯＣＯＡやＲＩＣＣＡの活用を推進し、接触
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した可能性のある方については積極的な検査につな
げ、早期発見による感染拡大防止に努めているところ
です。
　同じく１の(3)のア、自殺者やひきこもりの現状と
対策についてお答えいたします。
　全国における自殺者数は１月から10月までの累計
で１万7219人で、今年７月頃から増加傾向にあり
ます。一方、県内の自殺者数は同じく10月までの累
計で170人、前年同月までと比べると46人減少して
おり、全国のような増加傾向は見られないところで
す。また、県におけるひきこもり者数については１万
3800人との推計値はありますが、コロナによる影響
については把握が困難であります。
　県では、従来の心の相談窓口に加え、６月から新型
コロナウイルス感染症に関する電話相談を開設し、相
談支援を強化しております。
　次に５、医療の充実についての(1)、薬学部設置に
ついてお答えいたします。
　県は、これまで沖縄県薬剤師会と連携し、県内の国
公立大学と意見交換を行ってきたところであり、今年
度は薬学部設置可能性等調査事業において、県内薬剤
師の需給予測や県内高校生等の薬学部進学需要の把握
等を行っております。
　県としましては、県内の国公立大学に薬学部を設置
することは、薬剤師不足を解消するための有効な方策
の一つであると考えており、県内国公立大学への薬学
部設置の必要性及び可能性について検討してまいりま
す。
　同じく５の(2)、北部基幹病院の取組状況と今後の
工程についてお答えいたします。
　公立北部医療センターの整備については、現在、医
療関係者や関係市町村で構成する医療機能部会を設置
し、新たな病院の病床数、診療科目等、提供する医療
機能について活発に協議を行っております。今後の工
程としては、今年度に基本構想の策定、次年度に基本
計画の策定、令和４年度以降に基本設計、実施設計、
建築工事を行い、令和８年度の開院を予定しておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のイのうち、那覇空港での水際対策の現状
と課題等についてお答えいたします。
　現在那覇空港では、沖縄県が、国内線到着口４か所
及び出発口保安検査場前３か所にサーモグラフィーを

設置し、発熱が感知された場合は、旅行者専用相談セ
ンター沖縄ＴＡＣＯにおいて、看護師による問診等を
踏まえ、空港内での抗原検査等につなげることとして
おります。今後は、旅客の増加に備え、体制の見直し
等改善してまいりたいと考えております。
　次に８、社会資本・産業基盤の整備についての(1)、
モノレール延伸等についてお答えいたします。
　県では、鉄軌道とフィーダー交通が連携する利便性
の高い公共交通ネットワークの構築に向けて、沖縄本
島の北・中・南部の圏域ごとに議論の場を設け、市町
村と協働で取組を進めております。当該取組において
市町村におけるまちづくり計画等も踏まえながら、モ
ノレールを含めた最適な地域公共交通ネットワークの
在り方について、市町村と協働で検討を行うこととし
ております。
　次に９、路線バス再編とシームレスな乗り継ぎ環境
の構築についての(1)、路線バス再編等についてお答
えします。
　県は、那覇からコザまでの区間を結ぶ定時速達性が
高い基幹バス及び支線バスから成る基幹バスシステム
の構築について、事業者等と連携して取り組んでおり
ます。基幹区間と支線区間とのバス網再編は、効率的
なバスの運行等により利用促進が期待できる一方で、
乗継発生に伴う利用者離れ等の課題も想定されます。
これらの課題解決に向け、乗降性に優れるノンステッ
プバスの導入や乗継箇所となるバス停の利用環境改善
など、引き続きバスの利便性向上に取り組んでまいり
ます。
　同じく９の(2)、東京バスの参入についてお答えい
たします。
　全国でバス事業を展開する東京バスが９月から県内
路線バス事業に参入し、バス網の充実や県民及び観光
客の移動手段確保につながっております。同社は、市
町村等からバス路線開設の要望がある場合、既存事業
者にも配慮した上で検討したいとの意向があることか
ら、県としても市町村等からの情報を提供するなど、
連携してまいりたいと考えております。
　同じく９の(3)、高齢者、学生等の交通弱者対策に
ついてお答えいたします。
　県では、高齢者や学生を含む全ての利用者にとって
利便性が高い公共交通ネットワークを構築することが
重要と考えております。現在、生活バス路線の確保維
持、路線バスの利用環境改善、学生の通学支援、市町
村による高齢者の外出支援策としてのモノレールやタ
クシー利用への助成に加え、一部の事業者による料金
割引等が行われているところであります。
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　県としては、これらの取組が複合的に行われること
により、交通弱者の移動手段の確保が図られるものと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(1)のイ、県内空港での水際対
策の現状と課題、対応についてお答えいたします。
　県では、那覇空港及び本土からの直行便の就航す
る離島空港に旅行者専用相談センター沖縄を設置し、
サーモグラフィー等により発熱が確認された旅行者に
ついて、迅速に検査へとつなげる取組を実施しており
ます。現在、那覇空港では、検疫所までの移動に時間
を要することから、国内線ビル内の部屋の確保に向け
た調整を行っており、今月の早い段階には国内線ビル
内での問診や検体採取等を開始し、旅行者の利便性の
向上を図ってまいります。
　同じく(2)のア、ＧｏＴｏトラベルの成果と除外見
送りの知事の決断についてお答えいたします。
　ＧｏＴｏトラベル事業の効果については、同事業利
用による沖縄旅行の件数、金額等について公表されて
いないことから把握は困難ですが、入域観光客数は９
月の連休や10月から東京都が対象地域に追加された
ことなどにより徐々に回復していると認識しておりま
す。また、同事業については、県内観光産業の現状を
踏まえ経済を回復させる観点から、徹底した感染防止
対策を前提に、対象地域からの一時除外は求めないこ
ととしております。
　同じく１の(2)のウ、テクニカルコールに関する取
組、課題及び対応についてお答えいたします。
　テクニカルコールは、船が岸壁へ着岸せず沖合に停
泊したまま形式的にＣＩＱに係る手続を行うものであ
り、外国船がカボタージュ規制をクリアしてクルーズ
を運航できる点でメリットがあるものです。先般、外
国船社から、中国発着クルーズの実施に当たって本県
でテクニカルコールを実施する可能性について照会が
あったため、ＣＩＱを所管する国に実施の可否につい
て問い合わせたところですが、いまだ回答を得られて
おらず、実施には至っておりません。
　同じく１の(5)、大型ＭＩＣＥ施設の取組状況と方
向性についてお答えいたします。
　県では、東海岸地域の振興や県土の均衡ある発展に
つなげるべく、ＭＩＣＥ施設の整備を含むマリンタウ
ンＭＩＣＥエリアの形成を目指しており、現在、新た
な基本計画の策定に向け、新型コロナウイルス感染症

の影響や新しい生活様式に即したＭＩＣＥ施設の在り
方などの調査等を進めているところです。引き続き地
元市町村と連携し、また、専門家委員会の意見や地域
住民の要望等も踏まえながらアフターコロナを見据
え、年度内には基本計画の最終案を取りまとめたいと
考えております。
　同じく１の(6)、世界のウチナーンチュ会館につい
てお答えいたします。
　県では、ウチナーネットワークの継承・発展を目指
し、関係団体等と意見交換を行いながら県内の拠点に
ついて検討しているところです。今年度から、ＪＩＣ
Ａ沖縄と連携し、１、人的ネットワークの継承、２、
情報発信と集約、３、交流促進、４、相談窓口、５、
歴史継承の５つの機能を総合的に担うプラットフォー
ムの構築に向けて取り組んでいるところです。
　県としましては、引き続き関係団体等と意見交換を
行いながら、既存施設等の活用やソフト面を中心とし
た対応を検討してまいります。
　続きまして４、文化観光スポーツの振興についての
(1)、空手の聖地・沖縄の形成に向けた取組について
お答えいたします。
　県では、沖縄空手振興ビジョン及び同ロードマップ
を策定し、沖縄が世界に誇る伝統文化である空手の保
存・継承・発展のため各種取組を実施しております。
具体的には、指導者・後継者の育成、空手道場の稽古
のオンライン化を実施するとともに、現在、県外で３
割程度である空手発祥の地・沖縄の認知率を高めるた
め、沖縄空手世界大会の定期開催に加え、ユネスコ無
形文化遺産の登録等の各種取組を推進し、関係団体と
協力しつつ、空手の聖地・沖縄の確立を目指してまい
ります。
　同じく４の(2)、スポーツアイランド沖縄の形成に
向けた取組についてお答えいたします。
　県では、スポーツアイランド沖縄の形成に向けて、
競技スポーツや生涯スポーツ及びスポーツコンベン
ションを推進しております。具体的には、世界的な大
会で活躍できるトップアスリートの輩出に向けた県
出身選手の育成強化、プロスポーツキャンプや東京
2020大会に向けた各国選手団の事前キャンプ等の誘
致、スポーツイベントの創出支援などに取り組んでお
ります。　
　県としましては、スポーツアイランド沖縄の形成に
向け、継続して各種事業を推進してまいります。
　同じく４の(3)、国際クルーズ・スーパーヨットの
受入状況と今後の対応についてお答えいたします。
　本県へのクルーズ船寄港回数は2019年に過去最高
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の581回を記録し、スーパーヨットについても与那原
マリーナや石垣港等に寄港していることを確認してお
ります。新型コロナウイルスの影響により寄港が停止
しているクルーズ船の受入再開に向けては、国のガイ
ドラインが示された後に円滑に受け入れられるよう、
引き続き関係機関との連携を密にしてまいります。ま
た、スーパーヨットについても、国や港湾管理者、地
元自治体等と協力し、受入環境の拡充に向けて検討し
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち(1)のイ、離島空港、港湾に
おける感染症拡大防止対策についてお答えいたしま
す。
　定期便が就航する離島空港、港湾では、サーモグラ
フィーや非接触型体温計による入域者の検温を行って
おります。入域者に37.5度以上の発熱が確認された
場合は、旅行者専用相談センターＴＡＣＯ等に引継ぎ、
その他の空港、港湾においては新型コロナウイルス感
染症予防や体調不良時の相談窓口の連絡先を記載した
パンフレットを配布しております。
　今後とも関係機関と連携しながら、さらなる対応を
検討してまいります。
　次に２、米軍基地問題と戦後処理についての御質問
のうち(4)、磁気探査業務における入札参加資格につ
いてお答えいたします。
　磁気探査業務をはじめ測量及び建設コンサルタント
等業務の入札参加申請に当たっては、社会保険に加入
していることや直前２年の営業実績があることなどを
申請要件としております。なお、土木建築部発注の磁
気探査業務においては、測量及び建設コンサルタント
業務入札参加資格者名簿に磁気探査で登録している業
者の中から、磁気探査の実績や機器の保有状況を勘案
して指名業者を選定しております。
　次に３、環境保全と景観形成についての御質問のう
ち(3)、道路の雑草対策と緑化対策の取組状況等につ
いてお答えいたします。
　県では、沖縄県沿道景観向上技術ガイドラインに基
づき適正な雑草管理に取り組んでおります。今年度は
一部の区間において前倒しで性能規定方式の導入に着
手しており、来年度は規模を拡大して試験施工を行い、
関係団体等との意見交換を継続しながら本格的な導入
に向けて取り組んでいきたいと考えております。
　今後とも効果的・効率的な道路の維持管理に取り組

み、世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道景観の
形成に努めていきたいと考えております。
　次に８、社会資本・産業基盤の整備についての御質
問のうち(2)、那覇広域都市計画区域における区域区
分検討協議会についてお答えいたします。
　県は、令和２年２月の協議会で示された方向性を踏
まえ、３月に市街化調整区域における地区計画ガイド
ラインを改定したところであります。現在、４市町村
において10地区の地区計画策定に向けた検討が進め
られております。また、市街化調整区域における土地
利用の課題の共有や解決に向けて県と市町村で研究会
を立ち上げるとともに、中長期的な視点に立った都市
計画区域マスタープランの改定等に向け取り組んでい
るところであります。
　次に８の(3)、本部港クルーズバースの現状と進捗
についてお答えいたします。
　本部港については、20万トン級のクルーズ船に対
応した岸壁等の整備を行っているところであり、進捗
率は令和元年度末において事業費ベースで約75％と
なっております。
　県としては、令和３年度の供用開始を目指し、必要
予算額の確保などについて関係機関と協議を行いなが
ら取り組んでいきたいと考えております。
　次に８の(4)、国道449号及び県道84号名護本部線
の整備についてお答えいたします。
　国道449号本部北道路は、瀬底大橋入り口から県道
名護本部線との交差点までの約1.6キロメートルを事
業化しており、現在、新本部大橋の取付け道路等の整
備に取り組んでいるところであります。また、県道
84号名護本部線は、本部町東から渡久地までの約1.5
キロメートルを事業化しており、現在、用地買収及び
渡久地橋の架け替えに取り組んでいるところでありま
す。
　今後とも地元本部町の協力を得ながら、早期供用に
向けて整備を推進してまいります。
　次に８の(5)のア、満名川における河口部のしゅん
せつについてお答えいたします。
　２級河川満名川については、整備延長約2.6キロメー
トルのうち河口部の渡久地橋から満名橋までの約2.2
キロメートルの護岸が概成しております。令和２年度
から渡久地橋上流の護岸根固め工事を実施後、護岸前
面のしゅんせつを行う予定であります。事業推進に当
たっては、引き続き本部町と連携し早期完了に努めて
まいります。
　次に８の(5)イ、普天間川における石平地内の河川
しゅんせつについてお答えいたします。
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　２級河川普天間川は、西海岸に至る総延長約8.3キ
ロメートルの河川であります。現在、北中城村の石平
地内において河床に土砂等が堆積していることから、
起債事業等を活用し、しゅんせつ等を検討していると
ころであります。引き続き北中城村と連携を図りなが
ら早期の工事着手に取り組んでまいります。
　次に８の(5)のウ、吉の浦火力発電所及び南西石油
背後地水路のしゅんせつについてお答えいたします。
　吉の浦火力発電所背後地の水路については、平成
29年度に中城村において県が提供した鋼管を敷設し、
流末部の排水を確保しております。また、南西石油背
後地の水路については、令和元年度に県が一部応急的
なしゅんせつを行っております。当該水路の土砂堆積
については、恒久的な対策につながるよう、県、中城村、
西原町及び民間事業者とで引き続き調整を行い、対応
について検討していきたいと考えております。
　次に８の(6)、土砂災害防止対策の現状と取組、予
算確保状況についてお答えいたします。
　本県において土砂災害防止対策が必要な箇所は684
か所あり、現在までの整備済み箇所は132か所、整備
率は19％となっております。また、これら土砂災害
防止対策工事等のハード対策と併せてソフト対策とし
て、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等を
目的とした土砂災害警戒区域等の指定を推進しており
ます。令和２年度の土砂災害防止対策にかかる当初予
算額は、事業費で約７億9000万円となっております。
　次に８の(7)、東部海浜開発事業の早期実現につい
てお答えいたします。
　泡瀬地区埋立事業の進捗状況については、令和元年
度末時点で国は埋立面積ベースで約70％、県は事業
費ベースで約54％となっております。
　県は令和５年度末の人工海浜の一部暫定供用に向
け、アクセス橋梁等の整備を行っているところであり、
引き続き沖縄市及び国等関係機関と密に連携を図りな
がら、早期完成に向け取り組んでいきたいと考えてお
ります。
　次に８の(8)、アリーナ地域の交通アクセス整備に
ついてお答えいたします。
　沖縄市多目的アリーナ建設地に近接している沖縄自
動車道の沖縄南インターチェンジの接続交差点につい
ては、沖縄地方渋滞対策推進協議会において主要渋滞
箇所として選定されております。
　県では渋滞ボトルネック対策として、県道における
右折帯の延長及び２車線化を行ったところでありま
す。また、ＮＥＸＣＯ西日本において、沖縄南インター
チェンジ内の右折２車線化について検討を行っている

とのことであります。
　次に８の(9)、業務委託の最低制限価格の見直しに
ついてお答えいたします。
　土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制
限価格については、契約の内容に適合した履行を確保
するため、国に準じた沖縄県土木建築部が発注する建
設に係る業務委託の最低制限価格試行要領に基づき設
定しております。最低制限価格の見直しについては、
各都道府県の設定状況等を勘案しながら関係団体等と
意見交換を行い検討したいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(2)のイ、披露宴関連事業者
への支援策についてお答えいたします。
　県においては、結婚披露宴等の催事に関する業種を
はじめ、新型コロナウイルス感染症の拡大により売上
げ減少等の影響を受けた事業者に対し県単融資制度の
活用やＥコマース導入による販路開拓、消費喚起、感
染拡大防止の取組など各種支援施策を実施しておりま
す。
　県としましては、今後とも感染防止対策の周知に努
めるとともに、県内事業者の事業継続及び雇用の維持
が図られるよう国及び商工会等と連携して事業者支援
に取り組んでまいります。
　次に３、環境保全と景観形成についての御質問の中
の(2)のイ、水素エネルギーの県の取組等についてお
答えいたします。
　水素は発電効率が高く、環境負荷が低いエネルギー
として自動車燃料等への活用が期待されています。し
かしながら現時点においては、製造、輸送、貯蔵、利
用には多額の設備投資が必要となるなどコスト面で大
きな課題があります。
　県としましては、現在策定中の沖縄県エネルギービ
ジョン2020（仮称）において水素を将来の有望なエ
ネルギー源の一つとして検討しており、引き続き技術
開発の動向等を注視してまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢について御質問の中の(3)のイ、困窮する
子らの現状と支援対策についてお答えいたします。
　新型コロナウイルスの感染拡大により子供の居場所
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や無料塾の大部分が休止となり、学びや育ちへの影響
が懸念されます。このため県では、学習支援が途切れ
ないよう無料塾にオンライン環境を整えたほか、沖縄
子どもの未来県民会議と連携し県内全域の居場所等へ
食品を届ける取組を実施しております。また増加する
生活困窮者に対しては、生活福祉資金の特例貸付けや
住居確保給付金の対象拡大など、支援が必要な方に適
切につながるよう取り組んでいるところです。
　同じく(8)、ヘイトスピーチ街宣の現状と条例制定
についてお答えいたします。
　県では那覇市役所前で街宣活動が行われていたこと
や、市民の取組により現在は行われていないことを承
知しております。全ての人々の人権が尊重されること
は、平和で豊かな社会にとって重要であり、人権を侵
害する不当な差別的言動は許されるものではないと考
えております。
　県としましては、本県にとってどのような条例がふ
さわしいのか、県外自治体の条例の研究等を行ってい
るところであり、引き続き条例の制定に向けて取り組
んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　失礼いた
しました。
　次に２、米軍基地問題についての中の(3)、糸満一
帯の遺骨収集についてお答えいたします。
　県内における戦没者の遺骨収集については、事前に
地権者の同意を得て戦没者遺骨収集情報センターやボ
ランティア等により行われております。今回、糸満市
米須の石灰岩採掘場において発見されたと情報提供が
あった遺骨については、先月、県により収容したとこ
ろです。
　県としましては、引き続き未収骨情報の提供依頼や
ボランティアへの支援、地権者との調整等を実施し、
遺骨収集が円滑に行われるよう取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(9)、那覇港湾施設移設に対する県の対応に
ついてお答えをいたします。
　県としましては、那覇港湾施設の返還が実現されれ

ば基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与
すると考えております。移設協議会においては、これ
までも民港の港湾計画との整合性を図りつつ、円滑な
移設が進められるよう調整を行うことが繰り返し確認
されてきたところであります。
　県としては、これまでの経緯を踏まえつつ、今後と
も移設協議会などにおいて関係機関と協議を行いなが
ら対応してまいります。
　２、米軍基地問題についての(1)、米軍の事件・事
故の現状、対応及び解決策についてお答えをいたしま
す。
　10月末から11月末までに米軍人による事件・事故
は、強盗などの刑法犯罪が７件、酒気帯び運転などの
道路交通法違反が13件と多発しております。このた
め県では、米軍及び日米両政府に対し、より一層の綱
紀粛正をはじめとする実効性のある再発防止策等を講
じるよう要請を行っております。また現在、県、国及
び米軍による実務者会合の開催について調整が行われ
ているところであり、その際にも再発防止等について
求めたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　２、米軍基地問題につい
ての御質問の中の(2)、企業局の対応と部局連携につ
いてお答えします。
　企業局では、北谷浄水場及び水源のＰＦＯＳ等の測
定を行うとともに、ＰＦＯＳ等の吸着効果がある粒状
活性炭を定期的に入れ替え低減化を図っています。さ
らに水事情が良好な状況においては、中部河川等の取
水を抑制し北部ダム等から優先的に取水しています。
また原因究明のため、本年５月に嘉手納基地立入調査
を再度申請していますが、いまだ実現しておりません。
　今後もＰＦＯＳ等のさらなる低減化とともに、関係
部局と連携し情報共有を図りながら原因究明に努めて
まいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　３、環境保全と景観形成
についての(1)、赤土等流出防止対策の実情と対応に
ついてお答えします。
　平成28年度の赤土等流出量は約27万トンと推計さ
れ、農地が84％、開発事業が10％、米軍基地が３％
であり、農地からの流出削減が課題となっております。
そのため環境部では、平成25年度に策定した赤土等
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流出防止対策基本計画に基づき農林水産部等と連携し
て流出防止対策に取り組んでいるところであります。
農地からの赤土等流出防止は、環境問題の重要な課題
の一つであり、引き続き対策の強化に取り組んでまい
ります。
　同じく(2)のア、気候非常事態宣言に係る見解につ
いてお答えします。
　気候変動への具体的な対策に取り組むことはＳＤＧ
ｓの17の目標の一つに掲げられており、重要と考え
ております。そのため、具体的な取組内容とその必要
性を分かりやすく県民に働きかけることを目的に気候
非常事態宣言を行うこととし、今年度末の宣言に向け
作業を進めているところです。また、県全体の温室効
果ガスの削減対策及び気候変動による被害を回避・低
減するための適応策を包括的に盛り込んだ第二次沖縄
県地球温暖化対策実行計画についても策定作業を進め
ており、同宣言及び実行計画を基に地球温暖化対策を
強化してまいります。
　同じく(4)、県の花、県のチョウの施策についてお
答えします。
　県の花であるデイゴにつきましては、外来種のデイ
ゴヒメコバチが県内全域で発生していることから防除
対策を実施しているところであり、デイゴ植栽の促進
に関しては、慎重に検討する必要があると考えており
ます。また、自然環境の保全・再生の象徴としてオオ
ゴマダラを令和２年４月１日に県のチョウとして制定
したところでありますが、本県には約150種のチョウ
をはじめ、多種多様な生物が生息することによって豊
かな生態系が維持されていることから、特定の食草の
植栽や放蝶については、生態系への影響を考慮した上
で行うことが必要であると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　６、農林水産業の振
興についての御質問の中の(1)、豚熱における補償と
感染防止対策についてお答えします。
　豚熱の発生に伴い、移動・搬出制限を受けた農場に
おいては、国との調整がおおむね終了した２農場につ
いて11月補正予算を計上したところであります。残
りの農場につきましても、算定が整い次第、随時、予
算を確保してまいります。また農家への特定家畜伝染
病の侵入防止については、飼養衛生管理基準を遵守す
るよう講習会など21回開催し、併せて消費・安全対
策交付金事業により、防鳥ネット、消毒装置、加熱機
器等の整備の支援を行うこととしております。

　次に(2)、バナメイエビの特定疾病の発生について
お答えします。
　去る10月18日、大宜味村のバナメイエビ養殖場に
おいて特定疾病である急性肝膵臓壊死症の発生が確認
されました。県では本疾病の蔓延を防止するため、当
該養殖場に対しエビの処分や施設の消毒等を命令する
とともに、周辺海域における調査等を実施し当該養殖
場以外では本疾病が発生していないことを確認してお
ります。また、国の専門家会議において本疾病はタイ
から導入した稚エビが原因と推定されたことから、国
は検疫体制を強化したところであります。
　次に(3)、高病原性鳥インフルエンザの防疫対策に
ついてお答えします。
　県では、他県での高病原性鳥インフルエンザの発生
を踏まえ養鶏農家を対象に立入検査を実施していると
ころであり、１、異常家禽の早期通報、２、防鳥ネッ
トの点検・補修、３、農場・人・車両等の消毒の徹底
など、飼養衛生管理基準遵守の指導を強化しておりま
す。また11月27日には養鶏関係団体等を対象に高病
原性鳥インフルエンザ緊急対策会議を開催し、野生動
物の侵入防止対策、農場での消毒徹底など注意喚起を
行ったところであります。
　次に(4)、ちばりよ～！わった～農林水産業応援プ
ロジェクト事業についてお答えします。
　県では、新型コロナウイルス感染拡大に伴う農林
水産物の需要低下を受け、当該事業において約３億
2000万円を予算計上し、学校給食への県産牛肉の提
供を９月から、マグロ類など県産水産物の提供を11
月からそれぞれ開始し、消費喚起に取り組んでいると
ころであります。県産農林水産物を学校給食で利用促
進する上での課題としましては、価格面や周年通した
安定供給などが挙げられます。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、県産
農林水産物の消費喚起に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　７、教育の振興についての
御質問の中の(2)、コロナ禍での留学事業の取組状況
等についてお答えします。
　県教育委員会では、国際性と個性を涵養する人材育
成を図るため海外留学事業を実施してまいりました。
令和２年度は世界規模での新型コロナウイルス感染拡
大により、同事業を中止したところであります。その
ような中、海外の学校と姉妹校提携している県内高校
においてはオンライン交流を促しております。また代
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替事業については、派遣できなかった生徒を対象にＪ
ＩＣＡと連携し、世界とどのようにつながり行動する
かを考えるためのオンライン研修を予定しておりま
す。
　同じく７の(3)、特別支援学校の現状と対応につい
てお答えします。
　特別支援学校においては、知的障害児童生徒の増加
により過密化していることから、これまではなさき分
校の設置や那覇みらい支援学校の設置を進め、教育環
境の整備に努めているところです。また、小・中・高
等学校等においては、特別支援教育支援員や巡回アド
バイザーの活用など校内支援体制の推進に取り組んで
おります。
　県教育委員会としましては、各地域において福祉、
医療、労働等の関係機関と連携した体制整備に努めて
まいります。
　同じく７の(4)、西原高校の校区変更についてお答
えします。
　昨年12月、中城村教育委員会から西原高校の通学
区域に中城中学校を加えるよう要望書の提出があり、
同村教育委員会と意見交換を行ってまいりました。
　県教育委員会としましては、同村の区画整理事業に
伴う人口増加により現行の通学区域を地域の実態に合
わせるため、今年７月に通学区域に関する規則を改正
したところであります。本改正については、今年度受
検する中学３年生から適用することとなります。
　同じく７の(5)、コロナ禍における大学及び高校入
試の対応についてお答えします。
　県内の大学入試では、新型コロナウイルスの影響に
よりオンラインによる面接等が実施されております。
各高校においては、オンラインに対応した進路指導や
通信機器の整備を行う等、進路決定に向けた取組を
行っております。また高校入試につきましては、新型
コロナウイルス感染症の影響により受検できなかった
生徒に対し追検査を予定しております。
　県教育委員会としましては、引き続き学校における
感染防止対策を徹底するとともに、入試情報の提供を
図るなど受検生に不利益が生じることがないよう支援
に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
　　　〔新垣光栄君登壇〕
○新垣　光栄君　御答弁ありがとうございました。
　それでは、再質問を行います。
　４つほどお願いいたします。
　まず初めに、１の(9)です。那覇港湾施設から再質

問をさせていただきます。
　第26回移設協議会以降、どのような取組を県は行っ
てきたかお伺いいたします。
　そして２番目に、３の(3)、雑草対策についてです。
　土建部の皆さんが今年度から性能規定方式を試験的
に前倒しして行ったことに大変感謝をしております。
そして先ほど部長からもありましたように、世界水準
の環境をつくっていくということでした。そして９月
議会でも玉城知事は世界水準の観光リゾート地にふさ
わしい街路景観を形成していくと言われました。その
世界水準とはどのようなレベルを考えているのか。そ
してまたこのような道路景観におきましては、土建部
だけでは限界があると思います。環境部や文化観光ス
ポーツ部、全庁的に取り組んでいかなければならない
と思っておりますので、今県全体で県道・国道、そし
て各市町村の景観形成に向けてどのような役割を担っ
ているかお伺いいたします。
　次、モノレールに関して８の(1)、企画部長は鉄軌
道のフィーダー交通としてモノレールを検討すると答
弁いたしましたが、あくまでも長期的な構想になると
思います。中南部都市圏の渋滞対策は喫緊の課題であ
り、モノレール事業が継続しているうちに早期にモノ
レールの調査検討をしないと事業期間内に間に合わな
いと思っています。そして西原町や豊見城市からは既
に検討を進めてほしいという要請も出ております。答
弁をよろしくお願いします。
　次、８の(2)、那覇広域都市計画区域の検討協議会、
中城と北中城村。先週も県や国も交えた協議が行われ
ました。本当にありがとうございます。その中で、歴
史まちづくり法に基づく県内初の認定都市を目指した
いと聞いております。そのまちづくり法に基づくまち
づくりとはどういうものでしょうか。お願いいたしま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　再質問にお答えいた
します。
　まず那覇港湾施設移設についての協議会で、第26
回移設協議会以降、何に取り組んできたかという趣旨
の御質問でございましたが、令和元年11月26日に開
かれました第26回移設協議会においては、浦添ふ頭
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地区調整検討会議において事務的、技術的な検討をス
ケジュール感を持って行い、港湾計画の方向性を速や
かに導き出すことが確認されております。その後、浦
添ふ頭地区調整検討会議を設置いたしまして、今年度
８回開催をいたしております。その中で、浦添ふ頭地
区における民港の形状案の作成にあたっての考え方
（案）を取りまとめたところであります。現在はこの
考え方（案）に基づきまして物流空間、人流・交流空
間、それぞれの形状案作成作業を行っているところで
ございます。那覇港管理組合においては、コロナ禍に
おける現状に鑑みてもできる限り令和２年度内を目途
に浦添埠頭地区における民港の形状案を示すことがで
きるよう取り組んでいくとのことであります。
　次に、道路の世界水準の観光地にふさわしい沿道景
観という中で、世界水準とはどういったことかという
御趣旨の御質問でございますが、沖縄県では世界水準
の観光地にふさわしい沿道景観の形成に向け、観光地
へのアクセス道路等における亜熱帯海洋性気候に適し
た緑化により、潤いと安らぎのある道路空間の創出に
取り組んでおります。その中で世界水準とは、このよ
うな取組を進めることによりまして、ハワイやシンガ
ポールのような世界的に広く認知され、評価される観
光地を目指すものであると考えております。
　次に、その取組を土木建築部ではなく全庁的に取り
組むべきではないかという御趣旨もございました。そ
れにつきましては、沖縄らしい沿道景観の創出に加
え、沖縄の豊かな自然環境や独自の歴史・文化などの
資源を活用するなど魅力あふれる観光を推進していく
ため、土木建築部のみならず文化観光スポーツ部等の
関係部局の連携した取組が重要であると認識している
ところでございます。連携して取り組んでいきたいと
考えております。
　最後に、那覇広域都市計画区域の区域区分検討協議
会における検討の中で、中城村・北中城村による協働
のまちづくりに取り組んでおります。その中で歴史
まちづくり法に基づく検討をするという趣旨が話し合
われておりますけれども、その歴史まちづくり法とは
どういうものかという御質問でございました。
　歴史まちづくり法とは、地域における歴史的風致の
維持及び向上に関する法律の通称でございまして、ま
ちづくりを推進する地域の取組を国が支援し、個性豊
かな地域社会の実現により都市の健全な発展と文化の
向上に寄与することを目的として取り組んでいるとこ
ろでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。

　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　鉄軌道を含めたフィー
ダー交通の整備に大分時間がかかり過ぎるのではない
かという御趣旨の御質問でございました。
　県としましては、短期・中期・長期に分けて、今公
共交通の充実を考えておりまして、鉄軌道はまさしく
長期的な取組になるかと思っております。その前の短
期・中期の取組といたしましては、先ほどシームレス
な乗り継ぎ環境構築のところで答弁申し上げました
が、定時速達性が高い基幹バス、支線バス、それから
成る基幹バスシステムを構築して、まずはそのフィー
ダー環境をつくっていくという取組でございます。ま
たバスとモノレールの結節を強化するという取組も今
併せて行っておりまして、具体的に申し上げるとモノ
レールのてだこ浦西駅と沖縄国際大学、琉大等を結ぶ
路線バスの運行実証事業も開始することとしておりま
す。今後とも公共交通の充実に向けて様々な取組をし
ていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時54分休憩
　　　午後４時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　環境部長から午前の玉城健一郎君の代表質問に対す
る答弁について、釈明発言の申出がありました。
　議長としましては、環境部からの釈明発言の申出に
ついて、発言趣旨や発言責任を明らかにする必要があ
ると判断したことから、発言を許可いたします。
　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　午前中の玉城健一郎議員
の再質問の中で、泡消火剤の処理状況について回答が
得られていない旨の答弁をいたしましたが、改めて確
認したところ、県外の認可された施設で焼却処分した
との連絡が12月１日ありました。
　おわびして訂正いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩前に引き続き代表質問を
行います。
　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　こんにちは。
　公明党を代表して質問をさせていただきます。
　まず１点目、コロナ対策について伺います。
　(1)、感染防止対策について。
　ア、那覇空港での水際対策の効果について、どのよ
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うに検証しているかを伺います。
　イ、インフルエンザとの同時流行の備えはどうか。
また、インフルエンザワクチンの不足が懸念されてお
りますが、県内の在庫状況はどうか。
　ウ、発熱したときや濃厚接触の疑いがある場合など、
検査が必要な人がスムーズに検査を受けられる体制が
大事であります。ＰＣＲ検査の実態と民間企業による
検査の活用とその場合の費用負担について伺います。
　(2)、コロナ禍での経済対策について。
　ア、コロナの影響による倒産、事業閉鎖、失業など
の実態はどうか伺います。
　イ、ＧｏＴｏトラベル事業のコロナ感染への影響は
どうか。具体的データはどうか。また、ＧｏＴｏイー
ト事業の取組はどうか。
　ウ、国における第２次補正予算で文化芸術活動への
緊急総合支援パッケージがまとめられ、個人や小規模
団体に最大150万円支援があります。県内での活用実
績はどうか。
　２、次期振興計画の取組について伺います。
　(1)、「新沖縄発展戦略：新たな振興計画に向けた提
言」の中に、過去の沖縄振興計画からの大きな転換を
目指し沖縄振興のパラダイムシフトと宣言する、経済
分野でのアジアの橋頭堡の内容を伺います。
　(2)、同提言には、経済活性化の日本のフロントラ
ンナーとの気概を示しておりますが、沖縄の基本的課
題、１、低い県民所得、２、低い進学率、３、高い非
正規率、４、高い子供の貧困率等々抜本的な課題解決
が求められております。
　知事の認識と対策を伺います。
　(3)、沖縄の優位性として地理的優位性、出生率の
高さ、豊かな自然環境や独自の文化などを強調してお
りますが、なぜ沖縄の発展の要因になるのか。それを
具体的に生かされているのか伺います。
　(4)、同提言に、所得格差が進行している状況を指
摘し、「国レベルの所得再分配機能の劣化を正しつつ」、
「格差の是正」を次期振興計画の重要な柱としており
ますが、「所得再分配機能の劣化」とは具体的に何を
指すのか。また、格差是正に取り組むに当たって「社
会保障制度の再構築」をうたっておりますが、県とし
ての取組を伺います。
　(5)、同提言には、各種経済データが紹介され、将
来予測値として活用されておりますが、コロナの影響
で抜本的見直しが迫られると思いますがどうか。
　(6)、ＳＤＧｓの取組の重要性、啓蒙啓発の取組は
どうか。
　(7)、これまで50年近く沖縄振興計画が実施されて

きた中で、最も大きな課題は人材育成だと思います。
　そこで、次期振興計画の大きな柱に人材で立つ沖縄
を位置づけ、大胆に施策展開すべきと思いますが、い
かがでしょうか。
　(8)、しまくとぅばの保存・普及・継承について。
毎年１億円前後の予算をかけて取り組んでいる事業で
ありますが、具体的効果が見えていません。その原因
と今後の取組の方向性を示していただきたいと思いま
す。
　３、首里城再建について。
　(1)、新首里杜構想の進捗はどうか。中城御殿や御
茶屋御殿再建の位置づけはどうか。協議機関はどう
なっているか。
　(2)、首里城正面の龍柱の向きについて議論が活発
になっておりますが、県としてどう関わるか。
　(3)、第32軍壕の平和活用についての取組はどうか。
また、壕内に眠ると言われる犠牲者の遺骨収集を速や
かに実施すべきではないか伺います。
　４、基地問題について。
　(1)、那覇軍港の浦添移設について、那覇港管理組合、
県、那覇市、浦添市の各構成団体間の認識がばらばら
との指摘があります。翁長県政も推進してきたこの計
画が停滞しており、知事のリーダーシップが問われて
おります。見解を伺います。
　(2)、那覇軍港の浦添移設の意義、メリットはどうか。
　(3)、日米地位協定の改定について伺います。
　ア、私は2017年９月の議会で他国の地位協定を調
査してはどうかと提案をいたしました。県も早速調査
に取りかかり、６か国の地位協定を調査いたしており
ます。これらの調査結果を日米地位協定改定にいかに
生かしていくか伺います。
　イ、県が調査してきた各国は、米国との地位協定を
必要に応じて改定してきております。フィリピンも３
回の改定をしております。日本が自ら改定ではなく運
用の改善にこだわる理由をどのように考えております
か。
　５、教育・福祉政策について伺います。
　(1)、学校現場におけるいじめの実態と対策につい
て伺います。
　(2)、学校現場でのセクハラ被害の実態と対策につ
いて伺います。
　(3)、教師の過重労働改善の取組はどうか。
　(4)、少人数学級の取組について伺います。
　(5)、公明党はベーシックサービスの導入について
研究、検討しております。弱者を助ける制度から弱者
を生まない社会への転換を目標に、医療、介護、育児、
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教育、障害者福祉など、人間が生きていく上で不可欠
な基本的サービスを原則無償化するという考え方であ
ります。税の仕組みとも密接に関わるこのテーマにつ
いて知事の見解を伺います。
　(6)、少子化対策について、政府は公明党の提案を
受けて、不妊治療への支援拡充、保険適用の推進、出
産育児一時金の増額、結婚支援、男性の産休・育休支
援などの政策に取組を始めました。県の取組はどうか
伺います。
　(7)、8050問題と称されるひきこもり問題が県内で
も注目されております。市町村やＮＰＯなどの支援団
体とも連携しながら取り組む必要があります。県の認
識と取組を伺います。
　(8)、自殺対策について伺います。
　コロナ禍で30代以下の女性の自殺率が急増してい
るとの報道があります。県の取組はどうか。また、相
談事業の利用者が増加傾向にある反面、相談員の確保
や質の向上の取組が求められておりますが対策を伺い
ます。
　(9)、国保財政の慢性的財源不足の改善の取組はど
うか。
　(10)、中部地区に新たな特別支援学校設置について
進捗を伺います。
　６、環境問題について。
　(1)、脱炭素社会への取組について、政府は2050年
までにＣＯ２ゼロを宣言しました。県の取組はどうか
伺います。
　(2)、気候非常事態宣言の進捗状況はどうか。
　７、県内の外国人留学生について、労働条件の問題
や住環境の問題が指摘されております。県による実態
調査と対策が必要と考えますが、見解を伺います。
　よろしくお願います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　金城勉議員の御質問にお答
えいたします。
　２、次期振興計画の取組についての中の(1)、新沖
縄発展戦略におけるアジアの橋頭堡についてお答えい
たします。
　新沖縄発展戦略においては、沖縄の潜在可能性を高
めている大きな要因の一つはアジアのダイナミズムで
あるとし、沖縄はアジア・太平洋地域に隣接し、日本
本土、中国大陸、東南アジア諸国の中心に位置するこ
とに加え、琉球王朝時代には、中国をはじめ東南アジ
ア諸国との交易により、万国の津梁として機能し、国
際ネットワークを構築していたことから、地理的・歴

史的関係性は地政学的な優位性を持ち、沖縄はアジア
規模の経済発展の橋頭堡になり得ると記載されており
ます。
　沖縄県としては、新型コロナウイルスにより深刻な
影響を受けた県経済の回復に全力で取り組むととも
に、コロナ終息後においては、世界経済やアジアのダ
イナミズムは回復するものと考えており、インバウン
ド需要への対応や臨空・臨港型産業の集積などアフ
ターコロナを見据えた施策展開を推進してまいりま
す。
　次に２、次期振興計画の取組について(6)、ＳＤＧ
ｓの重要性と普及啓発の取組についてお答えをいたし
ます。
　ＳＤＧｓの推進については、持続可能な沖縄の発展
と誰一人取り残さない社会の実現に向け全県的な展開
につなげていくことが重要であると考えております。
　沖縄県としましては、本年中にＳＤＧｓを反映させ
た新たな振興計画の骨子案を取りまとめることとして
おります。ＳＤＧｓの普及啓発に向けては、おきなわ
ＳＤＧｓパートナーと連携した各種取組や沖縄県職員
ＳＤＧｓマスターズによる出前講座、各種セミナー等
を推進しております。
　次に６、環境問題についての中の(1)及び(2)、
2050年ＣＯ２ゼロ宣言への取組と気候非常事態宣言
の進捗状況についてお答えいたします。６の(1)と６
の(2)は関連しますので、一括してお答えいたします。
　人類の生存基盤に影響を及ぼすおそれのある気候変
動への対応は、全世界で取り組むべき喫緊の課題であ
り、ＳＤＧｓの取組の中でも重要な分野であると考え
ております。このようなことから気候変動を食い止め
るための取組を県民一人一人が自分事として受け止
め、さらに一丸となって推進するために気候非常事態
宣言を行うこととしており、その中に、2050年まで
に温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すことを盛り込
むことを検討しております。宣言文の策定に向けて、
地球温暖化対策実行計画協議会等において検討を行っ
ているところであり、12月末にはパブリックコメン
トの実施を予定しております。
　引き続き今年度末の宣言に向けて取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　３、首里城再建につい
ての質問のうち(1)、新首里杜構想の進捗状況等につ
いてお答えいたします。
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　新首里杜構想は、まちづくりの将来像を示す理念、
取組の方向性を示す方針、計画期間の３点で構成し、
現在、首里城復興基本計画に関する有識者懇談会にお
いて議論しており、今年度内に取りまとめることとし
ております。次年度は、当該構想に基づき土木建築部
において首里杜地区整備基本計画　　　　仮称でございま
すが　　　　を策定し、国、那覇市を含めた関係機関と連
携して中城御殿、円覚寺、御茶屋御殿などの歴史文化
遺産等の整備に取り組んでいくこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、コロ
ナ対策についての(1)のア、空港での水際対策につい
てお答えいたします。
　県では、空港におけるサーモグラフィー等により発
熱が確認された旅行者に対し、検査へとつなげる体制
を整備しております。８月からは、那覇空港において
那覇検疫所の協力の下、唾液検体による抗原検査を実
施しております。サーモグラフィー通過者のうち発熱
者が少ない状況でありますが、検査体制を整備してい
ることで旅行前に体調管理を徹底するなど旅行者の行
動変容を促す抑止的効果があると考えております。
　続きまして、同じく１の(2)のイ、ＧｏＴｏトラベ
ル事業のコロナ感染への影響についてお答えいたしま
す。
　菅総理大臣は、11月30日の参議院本会議において
11月20日に実施された国の新型コロナウイルス感染
症対策分科会の提言を踏まえ、ＧｏＴｏトラベル事業
が感染拡大の主要な要因であるとのエビデンス（証拠）
は現在のところ存在しないとしております。また、内
閣官房・内閣府の資料によると航空旅客数と感染者数
の増加には統計的な因果関係は確認できないとされて
おります。
　続きまして、同じく１の(2)のウ、文化芸術活動へ
の緊急総合支援パッケージの県内活用実績についてお
答えいたします。
　文化芸術活動への緊急総合支援パッケージは、新型
コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀
なくされた文化芸術関係団体等に対し、感染対策を行
いつつ活動の再開・継続に向けた積極的取組等に必要
な経費を支援する国の事業であります。当該事業につ
いては、県内において申請書類の事前確認を行ってい
る団体によると、139件の事前確認が行われたと聞い
ております。
　続きまして２、次期振興計画の取組についての(8)、

しまくとぅば事業の効果と今後の方向性についてお答
えいたします。
　県は、県民大会の開催や民間への補助、しまくとぅ
ば普及センターによる人材育成等を実施してきた結
果、メディア関係をはじめ民間独自の取組が進むなど
一定程度県内の機運醸成が図られてきたと考えており
ます。一方、地域の普及推進の取組、講師等の人材、
県民のしまくとぅばを話す機会の不足や効果的な広報
等の課題があると考えております。
　県としては、普及センターの役割強化、市町村や民
間との連携強化とともに各地域で実効性のある普及活
動を展開してまいります。
　続きまして７、県内の外国人留学生や技能実習生に
ついての(1)、県内の外国人留学生の実態調査と対策
についてお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョンに掲げる「世界に開
かれた交流と共生の島」を目指した多文化共生社会の
構築に取り組んでおります。県内の在住外国人数は約
２万人おり、日常生活での問題等に対するニーズはま
すます多様化しているものと考えております。
　県としましては、外国人留学生を含む県内在住外国
人を対象に３年ごとの実態調査を今年度実施すること
としており、その結果を踏まえて住民サービスの主体
となる市町村等と連携して必要な施策に取り組んでま
いりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、コロナ対策に
ついての御質問の中の(1)のイ、インフルエンザ同時
流行への備えについてお答えいたします。
　県は、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時
流行に備えて現在までに約420の医療機関で発熱患者
の相談、診療及び検査ができる体制を整備しておりま
す。インフルエンザワクチンにつきましては、今季は
必要数が増えることが想定されるため11月20日付で
厚生労働省へワクチン供給の追加を求める要望書の提
出を行うとともに、全国知事会を通して必要量の確保
について要望しております。
　同じく１の(1)のウ、ＰＣＲ検査の実態等について
お答えいたします。
　県ではこれまでに検査体制拡充のため、医療機関や
民間の検査機関に対しＰＣＲ機器の整備を図ってきま
した。12月中には１日におよそ3400検体のＰＣＲ検
査が可能となる見込みです。また、検査費用につきま
しては、行政検査及び保険診療検査ともに患者本人に
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負担を求めず公費で負担することになっております。
　次に５、教育・福祉政策についての御質問の中の(7)、
ひきこもり対策に関する認識と取組についてお答えい
たします。
　ひきこもり対策については、ひきこもり状態にある
本人及び家族を孤立させることなく住み慣れた地域の
関係機関が連携し、取り組む必要があると認識してお
ります。このため県のひきこもり専門支援センターで
は、ひきこもり支援地域連絡協議会を設置し、市町村
やＮＰＯなどの支援団体等と連携して事例検討や適切
な支援を行うための研修等に取り組んでいるところで
あります。
　同じく５の(8)、県の自殺対策と相談員の質の向上
に関する取組についてお答えいたします。
　全国における自殺者数は１月から10月までの累計
で１万7219人で、今年７月頃から増加傾向にありま
す。一方、県の自殺者数は同じく10月までの累計で
170人、前年同月までと比べると46人減少しており、
全国のような増加傾向は見られないところです。
　県では従来の心の相談窓口に加え、６月から新型コ
ロナウイルス感染症に関する電話相談を開設し、相談
支援を強化しております。相談員の確保や質の向上等
につきましては、民間団体へ相談員の育成研修のため
の補助や相談担当者を対象とした研修会及び事例検討
会等を開催しているところであります。
　同じく５の(9)、国保財政の改善の取組についてお
答えいたします。
　本県市町村国保における実質収支の不足額は、平成
29年度の約68億円から平成30年度は約22億円へと大
きく減少しており、年々改善しております。しかしな
がら依然として厳しい財政状況が続いていることか
ら、県では今年度も市町村及び国保連合会と連携して
国に対し、本県の特殊事情に配慮した特段の財政支援
を要請しております。
　今後も引き続き国保財政の改善に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、コロナ対策につ
いての御質問の中の(2)のア、コロナの影響による倒
産、事業閉鎖、失業の実態についてお答えいたします。
　本年11月の民間調査によると県内では新型コロナ
ウイルス感染症に関連した倒産は、２月からの累計で
８件発生していることが発表されております。また、
各支援機関等に聞き取りをしたところ休業について

は確認できておりませんが、11月20日時点で廃業と
思われる事例が220件程度報告されているとのことで
す。失業については、10月の完全失業率は4.0％で、
前年同月と比べ1.2ポイント上昇し７か月連続で上昇
しております。
　同じく１の(2)のイ、ＧｏＴｏイート事業の取組に
ついてお答えいたします。
　ＧｏＴｏイート事業における「プレミアム付き食事
券」について、本県では県内事業者と商工会及び商工
会議所等から成る共同事業体により、11月17日から
発行がスタートしております。総販売額は60億円を
予定しており、11月26日現在約５億7000万円分の商
品券が販売され、約1000店舗が加盟飲食店として登
録されております。
　県では、感染防止対策と経済活動の両立を図りなが
ら引き続き事業者と連携し取り組んでまいります。
　次に７、県内の外国人留学生や技能実習生について
の御質問の中の(1)、技能実習生の実態調査と対策に
ついてお答えいたします。
　技能実習生の労働条件や住環境の問題につきまして
は、国所管法人の外国人技能実習機構において技能実
習実施者に対する実地検査や指導を行い、特に悪質な
事案については、国が改善命令や認定の取消等を行う
ことになっております。また、沖縄労働局によると技
能実習実施者に対する令和元年の監督指導の結果は、
49事業所のうち39事業所で労働時間や賃金などの法
令違反があったとのことであります。なお、県の労働
相談窓口では、法令違反の疑いがある事案に対し労働
基準監督署へ情報提供するなど適切に対応しておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、次期振興計画の取組
についての(2)、沖縄振興における課題と対策につい
てお答えいたします。
　県が取りまとめた総点検報告書においては、社会基
盤の整備や産業振興など多くの成果があった一方で、
１人当たり県民所得の低さ、子供の貧困率や非正規雇
用者割合の高さなど沖縄振興特別措置法が目的とする
沖縄の自立的発展と豊かな住民生活の実現が十分とは
言えない現状が明らかとなりました。また、重要性を
増した課題として、労働生産性の向上や雇用の質の改
善などが挙げられております。加えて、新型コロナウ
イルス感染症の拡大が県経済に甚大な影響を及ぼして
いることから、経済回復の施策に取り組む必要があり
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ます。
　県としては、これらの課題を解決することにより、
目標の実現に向けて取り組んでまいります。
　同じく２の(3)、新沖縄発展戦略における沖縄の優
位性についてお答えいたします。
　国の沖縄振興基本方針においては、アジア地域との
地理的近接性や全国で最も高い出生率、若年人口の割
合、これまで培われた国際色豊かな独自の文化等の地
域特性が優位性・潜在力として現れる側面も出てきて
おり、人・物・情報・文化等の多方面の交流等を通じ
て、沖縄が我が国ひいてはアジア・太平洋地域の発展
にも寄与する可能性があるとされています。これらの
優位性等は、新沖縄発展戦略においても本県の発展の
要因として重要なものと位置づけております。
　同じく２の(4)、新沖縄発展戦略における格差是正
についてお答えいたします。
　新沖縄発展戦略においては、アメリカでは、1970
年頃までは経済成長に伴い格差は縮小したが、それ以
降格差が広がっている。ほぼ同様の現象が世界で起
こっており、所得再分配機能が劣化していると世界的
な問題が示されております。また、日本を含む先進各
国は、包摂的な社会の実現に向けて、成長の果実を適
切に再配分可能とする施策、すなわち社会保障制度の
再構築を検討する必要があろうと示唆されているとこ
ろです。
　県においては、ＳＤＧｓの推進により誰一人取り残
さない社会の実現に向けて取り組んでまいります。
　同じく２の(5)、コロナの影響についてお答えいた
します。
　本年３月に取りまとめられた新沖縄発展戦略におい
ては、パンデミックになった新型コロナウイルス感染
症の県経済に及ぼす影響も甚大であり、終息しても直
ちに県経済が回復するわけではないとしており、さら
なる検討の必要性を示唆しております。
　県においては、今年度から新たな振興計画の策定に
向けた社会経済フレームの検討を行っており、この中
でコロナの影響を検討してまいります。
　同じく２の(7)、新たな振興計画における人材育成
の位置づけについてお答えいたします。
　我が国において少子化や人口減少が進行する中に
あって、全国一高い出生率や年少人口割合は、本県の
優位性・潜在力と考えており、こうした可能性を本県
の発展につなげるためには、人材育成が重要と認識し
ております。こうした認識の下、幼児教育支援や学力
向上など教育分野の取組、グローバル人材の育成や高
度ＩＴ人材の育成など産業分野の取組、地域社会を支

える人材など、新たな振興計画において、人材の育成・
確保をしっかりと位置づけ、施策を展開してまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、首里城再建につ
いての御質問のうち(2)、大龍柱の向きについてお答
えいたします。
　国の首里城復元に向けた基本的な方針では、前回復
元時の基本的な考え方を踏襲して復元していくこと
と、復元後に確認された資料や材料調達の状況の変化
等を反映することが示されております。大龍柱の向き
については、首里城正殿等の復元が国営公園事業で実
施されるため、国の首里城復元に向けた技術検討委員
会で検討されることとなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、首里
城再建についての御質問の中の(3)、第32軍司令部壕
に関する今後の取組と遺骨収集についてお答えいたし
ます。
　県では、沖縄戦において第32軍司令部壕が果たし
た役割等の歴史的価値を次世代に継承するため、今年
度中に専門家で構成する検討委員会を設置し、同委員
会の中で壕の保存・公開の可能性及び平和発信・継承
の在り方等について検討することとしております。ま
た、壕を史実面から解明するため、県内外の公文書館
等から資料等を収集しており、その中で新たに未収容
の戦没者遺骨の情報が得られた場合は、国と連携して
対応してまいります。
　次に５、教育・福祉政策についての御質問の中の(5)、
ベーシックサービスの導入についてお答えいたしま
す。
　県では、子供の貧困対策を県政の最重要政策に掲げ、
行政と民間の幅広い支援体制構築に取り組んでいるほ
か、子育て支援、障害者や高齢者等の福祉向上に向け
た各種施策を推進し、誰一人取り残すことのない共生
の社会づくりを目指しているところです。ベーシック
サービスの導入により、医療、介護、教育などを原則
無償化することについては、サービスの提供体制や財
源等の課題があることから、国民的な議論が重要と考
えます。
　同じく５の(6)、少子化対策に対する県の認識と取
組についてお答えいたします。
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　令和元年の沖縄県の合計特殊出生率は1.82で、全
国１位となっておりますが、人口の維持に必要な水準
である2.07を下回る状況となっております。出生率
向上に向けては、安心して結婚し出産・子育てができ
る社会の実現を目指す必要があると認識しており、現
在、結婚支援や待機児童の解消、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進などに取り組んでいるところです。
　県としましては、今後とも、結婚、妊娠・出産、子
育ての切れ目ない支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　４、基地問題について
の(1)、那覇港湾施設の移設に関する構成団体間の認
識についてお答えをいたします。
　移設協議会においては、民港の港湾計画との整合性
を図りつつ、那覇港湾施設の円滑な移設が進められる
よう調整を行うことが繰り返し確認されております。
また、移設協議会においては、浦添ふ頭地区調整検討
会議において、港湾計画の方向性を導き出すことが確
認されております。現在、同会議において、県、那覇市、
浦添市の産業戦略や那覇港における需要の分析等を踏
まえつつ、浦添埠頭地区における民港の形状案の検討
を進めているところであり、まずは構成団体間で十分
な議論を行うことが重要であると考えております。
　同じく４の(2)、那覇港湾施設の移設の意義、メリッ
トについてお答えをいたします。
　那覇港湾施設については、昭和49年の返還合意後、
移設先の調整が難航し、その返還が見通せずにいまし
たが、平成７年の日米合同委員会により、浦添埠頭地
区への移設方針が示され、現在に至っております。同
施設の跡地利用について、那覇市は、ウオーターフロ
ントや歴史的特性などを生かした那覇市の発展に資す
る検討を行うこととしており、県としましても、那覇
港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽減、跡
地の有効利用による発展に寄与すると考えておりま
す。
　同じく４の(3)のア、他国地位協定調査の活用につ
いてお答えいたします。
　県では日米地位協定の見直し実現に向け、他国地位
協定調査の結果を全国知事会や渉外知事会等と共有
し、働きかけを行ったところ、去る11月の全国知事
会議において新たな「米軍基地負担に関する提言」が
全会一致で決議されました。その他、トークキャラバ
ンの参加者や政党等様々な団体に調査結果を説明する
とともに、全都道府県や国会議員に報告書を送付し、

国民的な議論の喚起を図っております。今後も調査結
果を活用し日米地位協定の見直しに向け取り組んでま
いります。
　同じく４の(3)のイ、日米地位協定の運用改善につ
いてお答えをいたします。
　政府は、日米地位協定について、米軍及び在日米軍
施設・区域をめぐる様々な問題を解決するためには、
その時々の問題について、日米地位協定の運用の改善
によって機敏に対応していくことが合理的と考えてい
ると説明しております。政府が日米地位協定の見直し
に否定的な理由として、有識者からは、関係省庁間の
利害調整の複雑さや困難さ、地位協定見直し提起に伴
う米軍の日本防衛意思の減退、米国にさらに譲歩を要
求されるリスク等が指摘されております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、教育・福祉政策につい
ての御質問の中の(1)、学校現場におけるいじめの実
態と対応についてお答えします。
　令和元年度問題行動等調査におけるいじめの認知件
数は、小学校１万3116件、中学校1546件、高校205
件、特別支援学校28件、合計１万4895件となってお
ります。学校においては、いじめ防止対策推進法を受
け、いじめ防止基本方針の策定及びいじめ防止対策委
員会等を設置しております。また、児童会・生徒会が
主体となったいじめ防止の取組や、アンケート及び教
育相談等を通して、早期発見・早期対応に取り組んで
おります。
　同じく５の(2)、学校現場でのセクハラの実態と対
策についてお答えします。
　児童生徒等へわいせつ行為等を行った教職員に対す
る懲戒処分は、過去５年間において11件であります。
このような行為は、児童生徒の教育に携わる者として
あるまじきものであり、極めて遺憾であります。
　県教育委員会としましては、これまでコンプライア
ンスリーダーによる校内研修、階層別研修における指
導のほか、学校管理職に対して、現場における指導の
徹底を強く求めており、服務規律の確保と綱紀粛正の
徹底に努めてまいります。
　同じく５の(3)、教師の過重労働改善についてお答
えします。
　県教育委員会では、平成31年３月に沖縄県教職員
働き方改革推進プランを策定し、学校の実情に応じた
行事や会議等の見直し、合理的でかつ効率的・効果的
な部活動の推進、部活動指導員やスクール・サポート・
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スタッフの配置等の取組を進めております。また、令
和２年３月に県立学校教育職員の勤務時間の上限の目
安時間について方針を定め、取組を進めているところ
です。引き続き実効性のある取組を推進し、教職員の
働き方改革に努めてまいります。
　同じく５の(4)、少人数学級についてお答えします。
　県教育委員会では、これまで小学校１年生及び２年
生で30人学級、小学校３年生から中学校１年生で35
人学級を実施しており、現在、中学校２年生及び３年
生の35人学級実現に向けて検討しているところです。
一方、文部科学省は、新型コロナウイルス感染症対応
を踏まえ、来年度予算の概算要求に少人数学級の実現
に向けた体制整備を盛り込んでおります。
　県教育委員会としましては、国の動向を注視しつつ、
少人数学級の実現に取り組んでまいります。
　同じく５の(10)、新たな特別支援学校の設置につい
てお答えします。
　中部地区においては、これまで、美咲特別支援学校
はなさき分校の開校や、軽度知的障害生徒を対象とし
た併設型の高等支援学校を設置するなど、過密化解消
等に取り組んできました。それ以降も児童生徒数が増
加していることから、特別教室の活用や教室棟の増築
などに努めてきたところであります。中部地区への新
たな特別支援学校の設置については、次期特別支援学
校編成整備計画案において方向性を示したところであ
り、引き続き過密化の解消に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　御答弁ありがとうございました。
　再質問をさせていただきます。
　まず、新沖縄発展戦略の提言の中で指摘している国
レベルの所得再分配機能の劣化、格差是正を次期振興
計画の重要な柱にするということですけれども、これ
についての企画部長の答弁は何か他人事のように聞こ
えました。やはりこれだけのものを掲載するというこ
とは、国のそういう制度そのものに対する提言という
ものを前提としないと議論にならないと思うんです
ね。公明党はこの所得の再分配機能を強化すべくずっ
と提言を重ねて、そして去年の10月から幼保の無償
化や高齢者への支援の強化、また高校、大学生への支
援の強化等々、全世代型の社会保障制度を強化する取
組をしてまいりました。そういう意味ではこの所得再
分配機能というものをもっともっと強化していく。そ
ういう視点でやっておりますので、もしこういうこと
を明示するのであれば、そこまで踏み込んだ議論をし

た上でやるべきではないかと思うんですが、いかがで
しょうか。
　それから、この次期振興計画を議論するに当たって、
私は人材で立つ沖縄というものをもっともっと全面に
打ち出して強化すべき、そしてまた予算の配分も手厚
くして沖縄の次代の人材を育成していく、そういう施
策を予算とともに強化すべきではないかというふうに
思います。今回、見込まれている中３までの医療費の
無料化、あるいはまた貧困対策等々の施策も徐々に整
いつつありますけれども、次期振興計画においてはそ
うした具体的な施策をもっともっと前面に出して取り
組んでいってはどうかと提案したいと思うんですが、
いかがでしょうか。
　それから、しまくとぅばの保存・普及・継承の取組
についてですけれども、率直に言って非常に弱いで
す。いろんなイベント、県民大会等々のイベントを持
つのはいいんですが、もう既に何年もかけて10億近
くの予算も組み込んでいるんですけれども具体的に効
果が見えてこない。むしろ効果どころか、年々そのし
まくとぅばの問題というのは後退しているんではない
かという印象さえ受けます。これまでの取組について
抜本的に見直す必要があると思いますけれどもいかが
でしょうか。
　それから、基地問題の那覇軍港浦添移設の件につい
てですけれども、これは直接知事に答えていただきた
いテーマなんですが、関係諸団体の見解が本当にばら
ばら。特に管理組合とそれから那覇、浦添との見解の
相違、認識の違いというものが浮き彫りになっており
ます。そういうことを踏まえても知事がリーダーシッ
プを発揮しなければいけないのに、全くそういう姿勢
が見えない。そういうことがうかがわれます。ですか
らその件についてもしっかりと決まったことが方針と
してお互いに合意できているわけですから、具体的に
前に進めていくという取組をぜひやってもらいたい。
いかがでしょうか。
　それから、日米地位協定の改定については、基地対
策の担当の皆さん方、本当に御苦労さんでした。フィ
リピンまでの調査、まだ韓国は残っておりますけれど
も、ぜひ調査を仕上げて、これを国の場でしっかり改
定が進むような取組方をお願いしたいと、これは要望
でお願いしておきたいと思います。
　それから、ベーシックサービスの件、これはもう国
政のレベルで議論していかなければいけないことなん
ですけれども、弱者を助ける制度、今は貧困層を手厚
くするとか、あるいはまた高齢者を手厚くするとか、
いろんな形で力の弱い方々にてこ入れしようという発
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想が主流なんですが、これを抜本的に切り替えて本当
に弱者が生まれない社会の仕組みづくり、これがベー
シックサービスと言われている考え方であります。こ
れは国政のみならず、お互いがもっと議論を深めてい
ければなというふうに思います。これは答弁要りませ
ん、ということであります。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時７分休憩
　　　午後５時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　金城勉議員の再質問にお答
えしたいと思います。失礼しました。
　所得再分配政策についての御質問だったというふう
に理解をしております。
　御指摘のとおり、国政レベルでは公明党がベーシッ
クサービス、それから別のところでベーシックインカ
ム等の議論があるということは承知しております。こ
れは国政レベルですので、ここでぜひまた公明党の意
見も入れながら展開をしていただければと思います。
　足元の沖縄県ではどういうふうな対応をすればいい
かということになりますが、１つ目は県が指示してい
る子供の貧困等々、貧困問題について社会政策を切れ
目なく展開していくと、それから経済の面では非正規
雇用を正規雇用に展開する。それから生産性の向上、
ＤＸ等々を通じて展開していくと。それからそういう
ことを通じて経済の循環をまた展開していきながら、
所得を上げていくということに注力していきたいと
思っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　人材育成にもっと注力す
べし、強化すべしという御質問でございました。
　現行の沖縄振興基本計画の総点検においての重要性
を増した課題として、人材育成の中で例えば離島を支
える人材の育成確保、福祉分野、薬剤師の確保あるい
は建設関連産業、産業人材の育成等が挙げられており
ます。
　先ほど答弁申し上げましたとおり、幼児教育等ある
いは学力向上など教育分野、それからグローバル人材、
高度ＩＴ人材等産業人材の育成、これにかかる取組を
しっかりと位置づけて施策を展開することとしており
まして、ますます議論を深めたいと思いますし、予算

については拡充に向けてもしっかり検討してまいりた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　金城議員
からしまくとぅばの取組についての御指摘がございま
した。
　県では、しまくとぅば普及行動推進計画に基づきま
して様々な普及に取り組んでいるところでございます
けれども、やはりしまくとぅばを話す機会が少ないと
いうことがよく指摘されるところでございます。
　しまくとぅばは沖縄の集落単位ごとにあると言われ
ますほど数多く存在しますことから、その保存・普及・
継承を自分のこととして捉えて全県的に普及・推進し
ていくためには、それぞれの地域におきまして自分の
ウヤファーフジが使っていた身近なしまくとぅばにつ
いて取組を促進していくことが大変重要だと考えてお
ります。その際、しまくとぅば語やびら大会の開催な
ど、市町村の文化協会が各地域においてその保存・普
及・継承の取組を進める上で重要な普及推進団体の一
つとなっております。一方で、文化協会は令和２年現
在で28団体となっておりますけれども、うち協会内
でしまくとぅば部会を有する団体は19団体となって
おりまして、地域の取組に濃淡が出るなどの課題がご
ざいます。
　県が設置しておりますしまくとぅば普及センターの
役割の一つとして、その普及・継承に関する各普及団
体などへの情報提供、アドバイスを行う総合窓口機能
がございますので、そのセンターの役割を今後一層強
化していきますとともに、地域におけるしまくとぅば
の取組に、先ほど言いました濃淡が出ないように市町
村との連携を強化してまいりたいと、そういった形で
実効性のある普及活動について取り組んでまいりたい
というふうに思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　知事のリーダーシップ
が見えない、前に進める取組を進めるべきだという御
質問にお答えをいたします。
　平成31年４月の第25回移設協議会において、浦添
市と那覇港管理組合の評価結果等に相違が生じたこと
を踏まえ、那覇港管理組合と沖縄県、那覇市、浦添市
のそれぞれの観点から事務的、技術的な検討を進めて
論点を整理し、港湾計画の方向性を導き出すことが確
認をされております。また、令和元年11月の第26回
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移設協議会では、浦添ふ頭地区調整検討会議において
事務的、技術的な検討を行い、港湾計画の方向性を速
やかに導き出すことが確認されたほか、国としては民
港の港湾計画との整合性を図りつつ、これと並行して
代替施設の配置に係る技術的な検討を防衛省及び国交
省で実施、早期に港湾計画の結論が得られるよう地元
の関係機関を支援していくことが確認をされていま
す。
　こうした経緯を踏まえ、現在まさに浦添ふ頭地区調
整検討会議において、那覇市、浦添市などの構成団体
とともに浦添埠頭地区における民港の形状案、民港の
港湾計画の方向性の取りまとめが令和２年度末を目途
に進められているところであります。
　県としましては、構成団体での十分な議論を行うこ
とが重要であると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　まず、今の基地問題の那覇軍港の浦
添移設の件についてでありますけれども、組合議会に
おいても答弁する側が管理組合が答弁すること、浦添
が答弁すること、那覇が答弁することが違うというふ
うに報道されている。我々はそこに臨んでいないけれ
ども、そういう情報を見たり聞いたりしているんです。
そういう中であるのにもかかわらず、過去のそういう
履歴だけを並べて今現在どうなんですかと。実際これ
から知事はそれをまとめ上げて、前に進める思いはあ
るんですかということを聞いているんです。それにつ
いて　　　　できるかな、お答えください。
　それからしまくとぅばの件ですけれども、部長、沖
縄には何十、場合によっては何百という言葉があるん
ですけれども、沖縄標準語を何らかの形で決めて、そ
れを一つの基準にしながらそして地域の言葉は言葉と
して生かしていくという発想はできないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　金城勉議員の再々質問に
お答えします。
　再質問でもありましたように、那覇港管理組合議会
において副管理者、そして那覇市、浦添市のそれぞれ
の副管理者の発言が違うということが報道されている
ということを私も承知しております。その件について
しっかりと管理者である知事がリーダーシップを発揮
すべきだということなんですが、先ほど来公室長が答
弁していますように、私の客観的に見ての感じなんで
すけれども、やはり現状の、今どの位置にあるかとい

うところの捉え方が那覇港管理組合の副管理者と、那
覇市、浦添市それぞれ副管理者の捉え方が違うのかな
と。
　先ほど来答弁がありますように、そもそも移設協議
会で議論があった浦添市の評価結果が違うということ
について、那覇港湾施設移設に関する協議会をつくり
ましたと。その後の第26回の協議会において、方向
性をしっかりやりましょうということが確認されてい
て、今現在浦添移設の検討協議会の中で民港の形状案
の作成に当たっての考え方が取りまとめられていると
いうような中で、ここの分の認識が那覇市と浦添市の
ほうは、政府が出したいわゆる北側案ということで方
向性を切っているんだというような形で議論されてい
ると思うのですが、那覇港管理組合のほうとしては、
浦添ふ頭地区調整検討会議のほうで議論がなされてい
ると主張していると思うんです。そこのところがうま
くかみ合っていないということだというふうに私は理
解をしております。
　そういったこともありまして、まずは構成団体間で
十分な議論を行うことが重要だというような答弁をし
ておりますが、それにはやはり知事のリーダーシップ、
これが大事だというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　しまくとぅばについての再
質問にお答えいたします。
　しまくとぅばが大事であるということは、以前の琉
球大学教授の米須興文先生が、アイルランドの研究を
通じて、言葉を失うことは数千年にわたり累々と築き
上げられた文化、価値観が変化することである。文化
は言葉は大事であるという言葉をよく思い出します。
その中でおっしゃったように、地域の言葉というのは
多種多様でありまして、保存するかあるいは普及する
かという視点が必要かと思いますので、その辺は専門
の研究者の意見を聞きながらどういう方向でやってい
くかということは検討していきたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　皆さん、こんばんは。
　代表質問、最後になりますが、無所属の会を代表い
たしまして代表質問を行いたいと思います。
　まず、基地問題についてであります。
　玉城知事も就任されて２年が過ぎたということで、
知事の公約であります辺野古新基地建設反対、そして
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普天間飛行場の一日も早い閉鎖・撤去、日米地位協定
の抜本的改定ということであるんですが、就任２年で
この３つの基地問題、大きな公約、何が進んだのであ
りましょうか。そしてまた対話で何が解決したので
しょうかという疑問が出てまいります。対話と言いな
がら辺野古ではただ反対をするだけで、裁判では敗訴
するばかりであります。戦略がないのではないかとい
う指摘もされております。普天間飛行場の閉鎖でも対
案もなく、そしてまた５年以内の閉鎖は政府の責任事
だと、政府の責任だということを言うばかりであり、
そしてまた一方ではこの馬毛島の整備。160億で馬毛
島を買収して、鹿児島の県知事さんも今度海洋ボーリ
ング調査の許可を出したということで、着々と馬毛島
は自衛隊整備ということで進んでおります。我々は沖
縄で行われている米軍の訓練をぜひとも馬毛島に移設
をしてほしいという要請をすべきだと再三提言をして
いるんですが、何ら行動も起こさないというのが今の
現状であります。
　そしてまた、地位協定のほうも先ほどの質問もあり
ましたが、調査ばかりで全く先が見えてこないという
ところもあります。もう残り２年切っています。知事
の軍港問題も含めた基地問題での本気度、リーダー
シップが試されておりますので、質問を行います。
　次期米国大統領に期待することと普天間飛行場の早
期閉鎖など米軍基地の削減、日米地位協定の抜本的改
定に向けた具体的戦略をお伺いいたします。
　(2)、米空軍嘉手納基地に海兵隊新施設整備での機
能強化と陸・海・空軍の連携強化をどのように県は捉
えているのかをお伺いいたします。
　(3)、那覇港浦添埠頭西海岸開発での一部軍港移設
を、私は政争の具にしてはならないというふうに思っ
ています。移設協議会の開催が各方面から早急に求め
られておりますので、開催時期をいつにするのかとい
うことを簡潔に答弁ください。	
　(4)、中国の海上警備に関する武器使用許可は、領
海問題や尖閣諸島周辺での県内漁港、県内・国内の漁
船の安全操業にも大きな影響を与えます。県の対応策
をお伺いいたします。
　２、コロナ対策についてであります。
　日本医師会の会長が、新型コロナ感染拡大で、「国
民の命を守ってきた医療体制が崩れ始めているところ
がある」と述べております。「激務のため医療従事者
が最前線を離れる恐れも現実化している」と懸念して
おります。師走が正念場と、改めて県民の皆さんとと
もにこのコロナ拡大対策の徹底に協力を呼びかけ、そ
してまた新しい年を安心して迎えられるようにする。

そして医療従事者の皆さんに改めて感謝をし、県民の
皆さんとともにこのコロナ感染拡大防止に取り組んで
いかなければならないと思っております。
　そこで(1)、台湾との連携でどのような対応を取っ
てきたのか。そしてまた感染拡大防止と経済回復の具
体的戦略をお伺いいたします。
　(2)、水際対策での那覇空港内の国際線は当然のご
とくＰＣＲ検査があります。それを国内線を含めたＰ
ＣＲ検査の設置、そしてまたＧｏＴｏキャンペーン、
これトラベルもイートも１月末で終了されるというこ
とですが、その延期を国に要請することについてお伺
いいたします。
　(3)、県外校の修学旅行を予定どおり実施してもら
うためにも、バスの貸切りに対する補助は大変重要で
あると考えておりますので、補助要請に関して対応策
をお伺いをいたします。
　新たな振興計画について。
　好調であった県経済でありますが、この新型コロナ
が観光だけに頼る我々沖縄の１次、２次、産業バラン
スが本当に悪いということが露呈をしたと、脆弱で
あったということであります。そしてまた好調であっ
たときに県内の企業、事業者に稼ぐ力をということで
言われてきたんですが、この稼ぐ力どころではなく
なっていると。今度の新たな振興策はマイナスからス
タートをしなければならないというふうにも思ってお
ります。しかし一方で、新たな振興策、基地問題での
対話もなく、そして国との議論、そういった調整が順
調に進んでいるのかというと甚だ疑問でありますが、
その振興策についてお伺いします。
　(1)、財政健全化で厳しくなる国予算を考えると規
制改革、地方分権改革の取組や県、市町村の在り方な
どを含めた大きな議論をすべきであると思いますが見
解をお伺いいたします。
　(2)、公共建築物や道路、河川の老朽化対策での公
民連携手法（ＰＰＰ・ＰＦＩ）の実績と大型ＭＩＣＥ
やサッカースタジアム計画、青果市場計画等への導入
対応策をお伺いいたします。
　(3)、老朽化するゆがふ製糖の建て替えは急務であ
ります。製糖企業の６次産業化に向けた取組と移転用
地の確保の進捗状況をお伺いいたします。
　(4)、離島振興とＳＤＧｓの観点からも久米島での
海洋深層水取水増設事業は重要であるということは県
も認識をしていると思います。県の財政的支援の取組
をお伺いをいたします。
　(5)、誰一人取り残さない社会の実現と人材育成の
観点から、貧困問題、教育費無償化での具体的取組状
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況をお伺いいたします。
　(6)、健康長寿おきなわ、今男性は36位、女性は７
位ということで、なかなかこの効果が見えていないと
いうふうに思うんですが、その中で金城実政策参与が
今年就かれておりますが、その参与が推進する予防医
療、健康経営をどのように県として取り入れていくの
かをお伺いいたします。
　(7)、国際金融都市の推進が国の重要政策と挙げら
れておりますが、県の対応策をお伺いをいたします。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　當間盛夫議員の御質問にお
答えいたします。　
　１、基地問題についての中の(4)、尖閣諸島周辺海
域での安全操業の確保についてお答えいたします。
　尖閣諸島周辺海域は、戦前より沖縄の漁業者が利用
している漁場であり、本県漁船に対する武器使用等の
行為は断じてあってはならないものと考えておりま
す。沖縄県ではこれまでに国に対して要請を重ねてき
ており、去る10月７日にも、中国公船等による威圧
行為を排除し、我が国漁船の安全操業の確保に向けた
体制の強化を図ることを内閣官房長官ほか関係大臣に
対し要請を行いました。
　沖縄県としましては、引き続き漁業者の安全確保に
ついて国に対して強く求めてまいります。
　次に２、コロナ対策についての(1)、台湾との連携
に係る感染拡大防止と経済回復の具体的戦略について
お答えいたします。
　今年のリゾテックおきなわ国際ＩＴ見本市におい
て、台湾のオードリー・タンデジタル担当大臣の特別
講演と玉城知事との対談を実施しました。大臣からは、
デジタルマップによるマスクの調達システムなど市民
と行政がテクノロジーを活用し、協働して社会課題解
決を行うシビックテックの取組などの紹介がありまし
た。
　今後もデジタル技術を活用した感染防止対策や経済
回復の柱となるデジタルトランスフォーメーションの
促進など、台湾が評価されている取組を沖縄県に取り
込んでいけるよう連携を強化してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　１、基地問題についての
御質問の中の(2)、嘉手納飛行場の海兵隊新施設につ
いてお答えいたします。

　米海兵隊太平洋基地がプレスリリースで、嘉手納飛
行場内に格納庫などを建設したと発表したことについ
て沖縄防衛局に確認したところ、米軍からは、既存施
設の改修及び更新であるとの回答があったとのことで
あります。また、同プレスリリースでＦ35Ｂ戦闘機
の同飛行場での運用が言及されていることについて、
米軍は、同施設の改修及び更新は嘉手納飛行場でのＦ
35Ｂ戦闘機の将来的な常駐配備を目的とした事実は
ないとしております。一方、海兵隊が今後、陸・海・
空軍との連携や戦闘即応性を強化させるとしているこ
となどについては、運用上の安全性に係る観点から詳
細は差し控えるとしております。
　沖縄県としましては、これ以上の基地負担の増加は
あってはならないことから三連協とも連携し、同施設
の運用等、詳細な事実関係について確認していきたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、基地問題について
の(1)、次期米大統領に期待することと基地問題につ
いてにお答えいたします。
　ジョー・バイデン氏には、新型コロナ対策や世界経
済の早期回復、人権尊重、外交・安全保障など、各国
が協調して取り組むべき諸課題にリーダーシップを発
揮されることを期待しております。また、過重な基地
負担を強いられている沖縄の声に耳を傾けていただき
たいと考えております。新政権発足後は、ワシントン
駐在を活用し新政権関係者との信頼関係の構築に取り
組むとともにコロナウイルスの状況を見ながら知事訪
米を行い、沖縄の米軍基地問題の解決を訴えたいと考
えております。
　同じく１の(3)、那覇港湾施設移設に関する協議会
の開催時期についてお答えをいたします。
　昨年11月に開かれた第26回移設協議会においては
浦添ふ頭地区調整検討会議を設置し、事務的、技術的
な検討を行い、港湾計画の方向性を速やかに導き出す
ことなどが確認されたところであります。現在、浦添
ふ頭地区調整検討会議において、県、那覇市、浦添市
の産業戦略や那覇港における需要の分析等を踏まえた
浦添埠頭地区における民港の形状案の検討を進めてい
るところであり、県としては、同検討会議の進捗状況
を踏まえ協議会の開催が決定されるものと承知してお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
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　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、	コロナ対策に
ついての御質問の中の(2)、那覇空港のＰＣＲ検査セ
ンター設置についてお答えいたします。
　国際線を有する主要空港においては、海外へ渡航す
る際に必要な陰性証明を発行する目的でＰＣＲ検査セ
ンターが設置されていると認識しております。一方、
国内線の到着地において完全な形で水際対策を行うた
めには、無症状の者も含め全員を検査すべきとの意見
があることも承知しております。そのためには多大な
検査費用、待機場所の確保及び陽性者を収容する宿泊
施設、看護師の確保など課題が多いことから、現在県
ではサーモグラフィーにて熱を感知した方をＴＡＣＯ
において問診を行い検査につなげているところです。
　次に３、新たな振興計画についての御質問の中の
(6)、健康長寿おきなわ復活の取組についてお答えい
たします。
　健康長寿おきなわの復活のため、男女とも平均寿命
日本一の達成に向け、新たな振興計画においても取り
組んでいく必要があると認識しております。平均寿命
の延伸には、年齢調整死亡率が高い20歳から64歳の
働き盛り世代の生活習慣病の予防が重要であることか
ら、特に事業所と協力した取組が求められております。
事業所における健康づくりの取組を支援する事業や健
康経営を促すセミナーの開催等、引き続き健康経営を
推進する事業を実施してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　２、コロ
ナ対策についての(2)、ＧｏＴｏトラベル延長の国へ
の要請についてお答えします。
　ＧｏＴｏトラベル事業の延長については、全国知事
会が９月と11月にまとめた緊急提言の中で、観光関
連産業をはじめ地域経済が持続的に維持・回復できる
よう事業期間の延長、制度の柔軟な運用を検討するよ
う求めたところです。同事業については、観光関連産
業の期待が非常に大きいものと認識しており、感染拡
大の状況を踏まえつつ全国知事会や県独自での要望
等、国に対し継続実施を求めることについて検討して
まいります。
　同じく２の(3)、貸切りバスへの補助についてお答
えいたします。
　県では貸切りバスを利用する修学旅行に関する取組
として、安全対策動画及びガイドラインの周知や、知
事から来沖を依頼する文書の発出などに加え、旅行中

に感染が疑われる生徒に係る費用を支援する事業を立
ち上げるなど、学校等関係者の関心がより高い安全・
安心な環境の整備・発信を行うことで実施予定校の
キャンセル防止に取り組んでいるところです。加えて、
貸切りバス等を活用したバスツアー等の代金の一部を
補助するおきなわ彩発見バスツアー促進事業等を実施
し、貸切りバスの全体的な需要回復に努めているとこ
ろです。
　３、新たな振興計画についての(2)、ＭＩＣＥ施設
等への官民連携手法の導入についてお答えします。
　県では、現在、新たなＭＩＣＥ施設整備への官民連
携事業の導入に向け、昨年度の調査結果を基に新型コ
ロナウイルス感染症の影響による業界動向や専門家委
員会の意見等も踏まえながらその具体的手法を特定す
るための取組を進めているところです。また、Ｊ１規
格スタジアムについては、同事業の導入可能性につい
て民間事業者の意向調査を行うとともに有識者による
検討を行っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、新たな振興計画につ
いての(1)、新たな振興計画の議論の在り方について
お答えいたします。
　令和４年度以降の沖縄振興を進める上で、沖縄を取
り巻く社会経済の変化や県民ニーズの多様化、技術の
革新などを捉え、より効果的に事業を推進するため県
は規制緩和等を含めた新たな沖縄振興のための制度提
言（中間報告）を取りまとめたところです。今後は県
民の皆様、関係団体、市町村の御意見を踏まえ新たな
沖縄振興の在り方について議論を進めてまいりたいと
考えております。
　同じく３の(4)、海洋深層水取水増設に対する県の
財政支援についてお答えいたします。
　久米島町が事業主体として計画している海洋深層水
取水施設の新設については、離島の特色ある資源を活
用した地域振興の観点から重要であると認識してお
ります。しかしながら取水規模が現在の10倍以上で、
総事業費160億円規模の財源調達方法や施設の運営主
体等を明らかにする必要があると考えております。
　本事業は久米島町が主体であり、県としては、引き
続き様々な観点から意見交換を行うなど技術的な助言
を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
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○土木建築部長（上原国定君）　３、新たな振興計画
についての御質問のうち(2)、公共建築物等における
官民連携手法の導入についてお答えいたします。
　官民連携手法(ＰＰＰ)は、効率的・効果的な公共サー
ビスを提供することを目的としており、県では都市公
園や県営住宅等の運営について指定管理者制度を導入
しております。道路や河川等の老朽化対策において
官民連携による事業手法(ＰＦＩ)の実績はありません
が、宮古広域公園の整備に際し民間活力の導入可能性
を検討する市場調査を実施しております。
　今後とも公募条件の検討等、官民連携手法の導入に
向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、新たな振興計画
についての御質問の中の(2)、公民連携手法の青果市
場計画への導入についてお答えいたします。
　将来的な施設整備を含めた市場機能の強化について
は、昨年度、中央卸売市場機能のあり方に関する調査
事業を実施したところであり、ＰＦＩなどの民間資金
等活用による施設整備に関しても他市場の取組状況や
課題について整理したところであります。現在、市場
機能の在り方とともに、将来的な施設整備に関しても
市場関係者や生産者団体から意見聴取を行っていると
ころであり、中央卸売市場経営展望推進会議において
も引き続き意見交換を進めてまいります。
　次に(3)、製糖業企業の６次産業化に向けた取組と
移転用地の確保の進捗状況についてお答えいたしま
す。
　県内の老朽化した分蜜糖工場の整備につきまして
は、多額な建設費用など大きな課題があることから、
バガスやトラッシュ等製糖副産物の高付加価値化を含
めて他産業と連携することも一つの手法だと考えてお
ります。またゆがふ製糖は、原料搬入地域からのアク
セス等の条件を踏まえ、国際物流拠点産業集積地域う
るま・沖縄地区内の用地購入に関する申込みを行って
おり、県としましては、引き続き関係部局とも連携し、
工場建設に向けた具体的な方策を議論してまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、新た
な振興計画についての御質問の中の(5)、子供の貧困
対策の具体的取組についてお答えいたします。

　貧困の連鎖を断ち切るためには、教育の支援の充実
を図ることが重要であると考えております。県では、
子どもの貧困対策計画に基づき、子供のライフステー
ジに即した切れ目のない総合的な施策に取り組んでい
るところです。具体的には、低所得世帯の児童生徒を
対象にした無料塾による学習支援や児童養護施設等を
退所する子供たちへ奨学金を給付しております。
　引き続き次世代の沖縄を担う人材育成策として、子
供の貧困対策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　３、新たな振興計画につ
いての(5)、教育費の無償化の状況についてお答えし
ます。
　今年度から始まった高等教育における修学支援新制
度は、低所得世帯の学生を対象に授業料等の減免、給
付型奨学金の拡充が柱となっております。そのうち、
県内の専門学校においては、11月時点で1858人、全
専門学校生の19.4％が支援を受けております。また、
県としましては、教育負担軽減施策の充実を図るため
の財政支援の強化について全国知事会を通し国に求め
ております。
　引き続き国や全国知事会と連携しながら、修学支援
新制度の円滑な実施に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、	新たな振興計画
についての御質問の中の(7)、国際金融都市に係る対
応策についてお答えいたします。
　県としましては、政府の国際金融都市にかかる税制
優遇措置創設の方針や、福岡県、大阪府の官民一体と
なった取組など、国や自治体の動向について注視して
おります。また、新たな沖縄振興のための制度提言と
して、経済金融活性化特別地区における高度外国人材
に対する税制優遇措置や就労ビザの要件緩和等につい
て検討を進めているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　答弁ありがとうございました。
　それでは再質問させてください。
　まず、基地問題に関してなんですが、私は玉城知事
が新基地は造らせない、普天間は一日も早く閉鎖・撤
去をさせる、日米地位協定の改定はということで公約
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に上げているわけですから、その分での米軍基地の削
減だとか、そういった具体的戦略を聞いていたわけで
す。全くその分での皆さんの答弁は、アメリカでいろ
いろと議会にとかって話でしかないわけですよ。
　私が求めているのは、例えば今、嘉手納基地に海兵
隊の新施設ができたよということであれば、嘉手納基
地のこの空軍の一部を例えば今グアムのアンダーソン
基地へ移転計画で日本政府の予算を含めてそのことが
あるわけですから、やっぱり嘉手納基地の一部の空軍
の機能をぜひアンダーソンの空軍基地に移転してくれ
というような要請をするんだとか、冒頭でお話したよ
うに、今回馬毛島でＡＬＰの訓練の移転もあるわけで
すから、そういった自衛隊施設として馬毛島をこれか
ら整備をしていくということであれば、普天間を閉鎖
状態に持っていくということであれば、今普天間で行
われている訓練、伊江島で行われている訓練、高江で
行われている訓練等々を馬毛島でやってくれと。何も
機能ということではなくて、訓練を移転するような形
をやはり国にしっかりと要請すべきだという意味での
具体的戦略がないのかということをお聞きをしており
ますので、そのことをお答えをしてもらいたいと思っ
ております。
　そして、軍港問題。これも間違いなく三者合意があっ
たわけですよね。だから今、公室長、皆さん、民港、
民港がとか言うんだけど、これ現行計画しかないわけ
ですよ。北側にある、民港はここですね。浦添のコー
スタルリゾート、その浦添のリゾートを含めた　　　　こ
うですねという現行計画しかないのに、改めてまた民
港をということはあり得ないはずなんですよ。南と
言った浦添が苦渋の選択の中でこの８年近くたって何
で北側と、今の現行計画で進めていこうということで
やってきているわけですから、それは早めに現行計画
で進めていこうという、私は移設協議会をいつ開催す
るのかということを聞いているわけですから。民港
云々ではないはずです。公室長は管理組合が民港をと
言っているんですけど、管理組合自体、今現行しかな
いわけですよ。現行の民港、北側のということでしか
ないわけですから、そういった部分を含めて具体的に
いつ開催をするのかということをもう一度明確にお答
えください。
　そして、尖閣。石垣市議会も今度の中国に対する部
分に改めて抗議をしたということであります。皆さん
のこの尖閣に関するものは、日本政府にそのことを求
めていたということですので、再三やはり今現実に尖
閣のということで、今回武器使用を認めるということ
であれば、やはり沖縄県としても中国大使なりそう

いった部分へ沖縄の尖閣だと。沖縄県の尖閣登野城だ
ということを含めた、やはり中国に対する抗議をすべ
きだというふうに思いますが、その辺を御答弁くださ
い。
　そして、この海警局の武器使用許可ということに
なってくると、間違いなく漁民の皆さんの安全操業が
脅かされる。武器でのいろんな形の威嚇が出てくると
いうことになってきますが、この際、国境警備を担っ
ている県警、そしてまた海上保安庁と連携を取ってい
かなければならないというふうに思っているんです
が、150名で新設をして国境警備を担うということで
県警もつくられているんですが、今回の海警局の武器
使用に対してこれからどのような対応をしていくのか
をお聞かせください。
　そして、最後になりますけれども、久米島の海洋深
層水取水事業、計画で160億という大きな数字だけを
出して、私はそういうことを聞いているんではなくて、
取水事業では大体80億か90億ですよ。その部分で財
政的にどうするのかと聞いているのに、そのことが出
てこない。皆さん、じゃ久米島の一般会計予算どれだ
けなんですか。79億ですよ、一般会計。79億の一般
会計のところに、その３分の２は国がやる、じゃ３分
の１は市町村で見ろということですか。90億かかる
としたら、30億の事業をこの一般会計が79億しかな
い久米島町に見ろということは、この事業をやるなと
いうことなんですか。そのことを明確にお答えくださ
い。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時０分休憩
　　　午後６時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　當間盛夫議員の再質問の
中で、那覇軍港の件は私のほうで答弁させていただき
ます。
　現行計画はもう北側案しかないからということで、
言葉がやはりちょっと定義が大事だと思いますので、
実は平成７年、15年、19年、23年とそれぞれこの合
同委員会合意が変遷しています。現行計画をしたのは
多分平成23年の合意のことだとおっしゃっていると
思うんですが、それは実はこの27年に松本浦添市長
が来てから、また代替施設の位置の形状の変更を要望
したというような形で、その際にいわゆる那覇港管理
組合が、民港に与える影響ということで北側案、南側
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案というような議論がなされたということです。
　ですから、今現行計画で進めるということではなく
て、浦添市のほうもコースタルリゾートとか様々なも
のを入れる提案がありまして、このことを那覇港湾施
設移設に関する協議会の中で議論がなされていると。
ですから、浦添市のほうも今23年につくられたもの
でいいということでは決してなくて、じゃどういう形
がいいのかというのを那覇港湾施設移設に関する協議
会で議論なされていると。それをしっかり踏まえた上
で協議会がなされるべきだというのが県の考えでござ
います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　當間盛夫議員からの米
軍基地の整理縮小に向けて戦略的にということで、馬
毛島への訓練移転も含めてという御質問でございま
す。これにお答えをしたいと思います。
　県といたしましては、米軍基地の整理縮小を実現す
るためには、ＳＡＣＯ合意の内容とは異なる現在の辺
野古新基地建設を除き、既に日米両政府で合意された
ＳＡＣＯ最終報告及び再編に基づく統合計画で示され
た基地の整理縮小を着実に進める必要があり、その確
実な実施を日米両政府に強く求めてまいりたいと考え
ております。馬毛島への訓練の移転につきましては、
防衛省の馬毛島における自衛隊施設の整備計画では、
自衛隊による訓練の内容として、パラシュート降下訓
練や、戦闘機の機動展開訓練など在沖米軍でも行われ
ている同様の訓練が実施をされるというふうに聞いて
おるところでございます。
　県としましては、沖縄の基地負担の軽減を図るため
には、県外・国外へのより一層の訓練移転が必要と考
えており、自衛隊馬毛島基地の施設の整備状況や利用
計画なども含め、引き続き情報収集に努めてまいりた
いと考えております。
　それから、さらに尖閣に関しまして中国への抗議に
ついてという御質問でございます。お答えをしたいと
思います。
　沖縄県としましては、尖閣諸島をめぐる問題につい
ては大臣の来沖等の機会があるごとに日本政府に対し
要請を行っており、今年９月に河野沖縄及び北方対策
担当大臣に対し、10月に加藤官房長官及び岸防衛大
臣に対して尖閣諸島が歴史的に国際法上も日本固有の
領土であることを国際社会へ明確に示すこと、冷静か
つ平和的な外交によって中国との関係改善を図るこ
と、同諸島周辺の領海、排他的経済水域における安全

確保等について関係国の動きを注視しながら適切に対
応することなどについて要望をしております。加えて
知事は今年10月、漁業関係者とともに官房長官など
に対し、外国漁船の取締りの強化や日台漁業協定取決
め及び日中漁業協定の見直しなどを求める要請を行っ
ております。
　中国と長い交流の歴史を持つ沖縄県としては、宮古・
八重山地域の住民の安全はもちろんのこと、漁業者が
安心・安全な漁業ができるよう尖閣諸島が我が国の固
有の領土であるという認識をしっかりと持ちつつ、こ
れまで築いた友好関係を生かし、文化経済交流など
様々なチャンネルをつくり、対話を求めながら、沖縄
ならではの交流を推進することも重要であると考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　宮沢忠孝君登壇〕
○警察本部長（宮沢忠孝君）　国境離島に関する再質
問にお答えします。
　本年４月１日に設置した国境離島警備隊では、平素
から所要の部隊を編成し海上保安庁の巡視船に乗船さ
せ警戒警備に当たっているほか、日々厳しい訓練を積
み重ね、対処能力の向上を図っています。仮に事態が
緊迫した場合には、その事態に応じてですけれども、
今年度中の配備を予定している大型ヘリも活用しなが
ら海上保安庁をはじめとする関係機関と連携し、的確
に対処してまいります。
　いずれにしても、県民の安全確保のためさらにしっ
かりと取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　久米島の海洋深層水取水
施設増設について財政支援するや否やという御質問で
した。
　先ほど90億円、事業費で３分の２が防衛省補助　
　　　60億円が防衛省補助、30億が裏負担になるので、
県が出すべきじゃないかというお話しでしたけれど
も、それに加えて埋立事業等を含めると160億規模に
なると聞いています。仮に90億が国庫補助全て認め
られたとして、残りの70億、誰がどういうふうにし
て負担するのか、それから仮に造ったとして本当に自
操が可能なのか、企業のニーズが今１万3000トンが
18万トンクラスの取水能力を持つ施設を造っている
としています。本当にそういう規模が必要なのか。先
ほど議員、久米島町の決算規模が80億程度というふ
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うにおっしゃいました。確かにそれを超える規模の施
設をもし仮に造るのであれば、より慎重な検討・検証
が必要ではないのかというふうに考えているところで
ございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって代表質問は終わ

りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明４日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時12分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊
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議　　事　　日　　程　第４号
令和２年12月４日（金曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第２号議案から甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号（質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第２号議案から甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号

甲第２号議案　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第４号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
乙第１号議案　沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例
乙第６号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める

条例
乙第７号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例
乙第８号議案　沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　工事請負契約について
乙第11号議案　工事請負契約について
乙第12号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第13号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第14号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第15号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案　訴えの提起について
乙第17号議案　損害賠償請求事件の和解について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　当せん金付証票の発売について

令和２年
第　 ７　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

令和２年12月４日（金曜日）午前10時開議
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乙第26号議案　国営土地改良事業に係る負担金の徴収について
乙第27号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の中期目標を定めることについて
乙第28号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学に承継させる権利を定めることについて
乙第29号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
諮問第１号　�軌道敷設に関する線路及び工事方法書に記載した事項の変更認可申請に伴う意見に

ついて
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20　番　　新　垣　　　新　君
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26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
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39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
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名渡山　晶　子　さん
　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第２号議案から甲第４号議案まで、
乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号
を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　ちょっと待ってください。マスク忘
れました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　自民党の島袋大です。
　確認しておきますけれども、知事は体調を崩されて
お休みになっております。ひとつまた体調をしっかり
整えて議会に戻っていただきたいと思いますが、知事
がいないということで両副知事を中心に部長が答弁し
ますけれども、これは知事の答弁と一緒ということで
理解していいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　はい、おっしゃるとおりで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　それでは始めたいと思っておりま
す。
　まず万国津梁会議の委員によるＳＮＳでの政治的発
言についてであります。
　前回、開会冒頭に取り上げたんですけれども、この
パネルを御覧ください。（パネルを提示）　万国津梁会

議の委員であります玉城委員が、ＳＮＳにて辺野古の
変更申請に関する反対意見書を県に届けるよう扇動し
ております。今朝も確認しましたけれども、特段削除
されているわけでもなく、まだＳＮＳにアップされて
おりました。
　玉城委員を選定したのは、知事と副知事ですよね。
昨年の私の質問でも委員の選定については三役で議論
して決めたとありました。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　おっしゃ
るとおり、知事が依頼をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　私は前回の議会で、このＳＮＳの書
き込みは問題ではないかと指摘しました。その後当局
はどのような対応をしましたか。削除もされていない
けれども、注意はしたんですか。
　それとも私の指摘は無視したんですか。どっちです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　ＳＤＧｓの万国津梁会議
の委員でありますことから、企画部のほうから議会で
こういうことが議論されているということはお伝えし
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君

労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん　
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　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　委員の当該発言について
は、有識者の個人的な見解を発信したものというふう
に考えております。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　担当副知事、確認します。
　今の企画部長の答弁でよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　よろしいかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事は、万国津梁会議について県議
会で、客観的かつ公正な行政運営をすると決意を語っ
ておりました。当然ですよ。県政は、県民、国民の税
金で運営されておりますから。
　万国津梁会議委員の政治的中立性は確保しないとい
けません。担当副知事としてどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員の
おっしゃるとおり、客観性は担保されなければいけな
いというふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　担当副知事はどうお思いですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時６分休憩
　　　午前10時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　万国津梁会議のメンバーと
しては、それぞれ専門分野において卓見を有している
ということで、その範囲で指名をしておりますので、
客観的な判断かと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これをちゃんと見てください。持続
可能な社会に向けて玉城知事に反対意見を届けません
か。「「変更承認申請書」の問題点を「意見書」で指
摘し、辺野古新基地建設に反対をする圧倒的な声を県
内・全国各地から届けませんか？」と言っているんで
すよ。
　議長、休憩お願いします。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時７分休憩
　　　午前10時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　先ほどフェイスブックの投稿があ
りましたけれども、それを見てＳＤＧｓの政治的利用
じゃないですかこれは。この方はこのＳＤＧｓの中間
報告をまとめた委員なんですよ。ＳＮＳにこんな投稿
をした委員がまとめた中間報告をどう思いますか、県
民は。信頼できませんよ。
　改めて聞きます。
　玉城委員がＳＮＳで政治的にＳＤＧｓを書き込んで
いるのは問題じゃないですか。先ほどのこの書き込み
は問題じゃないの。問題じゃないんですか、どうです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　万国津梁
会議でございますけれども、これは法令等に基づきま
す附属機関ではなく、要綱に基づきます会合として使
われております。そういったことから、特別職の地方
公務員ではなく私人という扱いになりますために、特
段政治的な活動を制限されるものではないというふう
に認識をしております。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時９分休憩
　　　午前10時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　担当副知事としてどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　委員の選定につきましては、
先ほども申し上げましたようにその専門分野の見識を
お願いしているところでございまして、その土台にあ
る本人の基本的な人権とか、価値判断までは求めてお
りません。ですからこれは、個人の自由な発言という
ことでＳＤＧｓの委員としての発言ではないというふ
うに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　こんなの放置したら、何でもありで
すよ。
　玉城委員に県が支払っている日当は幾らですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時９分休憩
　　　午前10時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　日額報酬は昨年が２万
7000円、今年が8400円となります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時10分休憩
　　　午前10時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　私はこの玉城委員の政治的信念を
否定するつもりはないんです。またこれをもって万国
津梁委員を辞めろというつもりもないです。しかし、
県民の税金で、委員に就任して公費をもらっているん
ですよ、就任している。それ以上は、この期間は政治
的活動は控えるべきだと私は思うんです。誰が見ても
そう思いますよ。
　これ執行部からしっかり注意して、ＳＮＳを削除さ
せるべきじゃないですか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　先ほども申し上げましたよ
うに、県が依頼しているのはＳＤＧｓに関する見識の
件で依頼をしているわけでございまして、それ以外の
基本的な人権とかその人の価値観とかそこまでは束縛
できるものではないと思っております。これは、本人
の基本的な考えとして発言している。つまり私人とし
て言っているという理解でありますので、県のＳＤＧ
ｓの委員としての発言ではないというふうに理解して
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　あなたたち、万国津梁会議は客観
的、公正に運営すると述べておきながら委員の政治的
発言は容認するのか。私人、公人と分けて。こんなこ
とあり得ますか。委員の就任中は控えるのが当然です
よ。公金を頂いているんですよ。委員に対してこの程
度も注意できない。どういう執行部運営をしているん
ですか、これ。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　確かに委員の中には、例えば個別の設置条例などで
守秘義務ですとか政治的な制限等の服務が定められて
いる委員はございます。附属機関の委員は、特別職の
地方公務員の身分を有しておりますけれども、地方公
務員法の適用はまずないと。さらに言えば、このＳＤ
Ｇｓの委員はいわゆる会合　　　　附属機関でもないわけ
です。そういった中でいわゆる地公法、それから条例
において発言の制約というのはございません。何より
もやはり個々人の発言そういったのは規制されないと

いうようなものは大事だと思いますので、憲法上の観
点からも。そういった意味で先ほど来、県のほうとし
ては委員会としての発言は公正、客観的にと。ただそ
れを離れた場での発言というのは制約されるものでは
ないという趣旨のことを、法令上そして条例との関係
から説明させていただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この程度も委員に注意できないん
だったら、今後我々自民党はこの万国津梁会議につい
ては、非常に協力的な面はできるのかなと感じますよ。
やりたい放題で公金ももらって、公人、私人に分けて
やりたい放題でこういうフェイスブックにＳＮＳに流
すようなこと、これいかがなものかと私は思っており
ます。
　次の質問に移ります。
　先ほどもこのＳＤＧｓについて取り上げましたけれ
ども、ＳＤＧｓに関する万国津梁会議において優先的
に取り組む課題に米軍基地問題の解決を加えることに
ついては、各委員で賛否が分かれたと新聞報道があり
ましたけれども、それは事実ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩
　　　午前10時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　８月18日に開催されまし
た万国津梁会議において、基地問題の取扱いについて
議論が行われました。基地問題の解決を入れるように
主張した委員もおりまして、例えば子供の貧困と基地
問題の解決は、県民意識調査結果で重要であるという
回答が多かったので優先課題に入れるべきではないか
という委員がございました。一方で、ＳＤＧｓは対立
構造ではなく、いかに共につくっていく構造に切り替
えていくかが重要なポイント。固有の国名や組織名が
出てくるのは対立を生み出すことになってしまい、Ｓ
ＤＧｓの文脈を誤って解釈されてしまう危険性があ
る。そこで沖縄21世紀ビジョン基本計画にある米軍
基地から派生する諸問題という表現にするということ
で、委員の総意としての結論に至ったところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　議事概要はホームページを見たら
確認できるんだけれども、万国津梁会議の委員がこの
ＳＤＧｓに米軍基地問題の解決を入れることは政治的
な対立を生み出し、ＳＤＧｓの解釈に誤解を招くこと
になるということも先ほど言っております。何名かの
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委員は、米軍基地問題の解決はＳＤＧｓにそぐわない
と述べているんですよ。
　米軍基地問題の解決をＳＤＧｓの優先課題に入れる
よう主張したのはどの委員ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　基地問題の解決を入れる
よう主張した委員は、島袋委員、玉城委員両名でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　そうなんですよ。これは知事に聞き
たいのですけれども、いないから先ほど言いましたよ
うに、副知事の答弁は知事の答弁だと思っております
から。この三役で、島袋委員と玉城委員のお二人に米
軍基地問題の解決をＳＤＧｓの優先課題にするようお
願いしたんじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　そういう事実はございませ
ん。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　では別の観点から質問します。
　知事もしくは両副知事が中心になった那覇軍港のア
ンケートに、ＳＤＧｓを入れるよう那覇港管理組合に
指示しましたか。我々がこの問題を取り上げたらこの
アンケートは削除されましたが、削除される前にプリ
ントアウトしました。この幻のアンケートの９項目め
に、物流関連ゾーンの配置については、ＳＤＧｓなど
を踏まえて見直しを検討とあります。ＳＤＧｓの持続
可能な開発目標を踏まえるとあるんですよ。これは、
知事か両副知事がＳＤＧｓの観点もアンケートに入れ
なさいと言ったんですか。しっかりと答弁してくださ
い。那覇港湾議会の百条委員会にも影響しますから、
どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　那覇港の港湾計画改訂に当たっては、ＳＤＧｓの
考え方や我が国における港湾の中長期政策、ポート
2030の主な施策である持続可能で新たな価値を創造
する国内物流体系の構築や港湾物流活動のグリーン化
等を踏まえる必要があること、さらにできるだけ自然
環境を残すことや自然とまちづくりとの調和など環境
保全にも最大限配慮すべきと考えております。
　那覇港管理組合は、意識調査について県民からの幅
広い意見等を踏まえながら検討を進めることは県民の
理解を図り、円滑な計画改訂、事業化に重要であるこ
とから現在再開に向けて調整を行っていきたいとのこ
とであります。

　以上です。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　すみません。休憩お
願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　この意識調査につき
ましては、那覇港管理組合が主体的に取り組んでいる
ことでございます。那覇港管理組合は港湾計画の改訂
に当たりまして、ＳＤＧｓの考え方や我が国における
港湾の中長期政策、ポート2030を踏まえる必要があ
ると考えているとのことでありまして、浦添埠頭地区
の計画の検討に反映させる趣旨から設問を作成したと
いうことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　那覇港管理組合でそ
の設問の必要性を認識していたということでございま
して、知事、副知事の指示があったものではないとい
うことでございます。
○島袋　　大君　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　この質問については、那覇港管理組
合議会でやるべきというふうにずっと自民党は言って
いるんですよ。今回の代表質問でもそうですよ。しか
し知事はさきの９月議会で、共産党の西銘純恵議員の
軍港の質問に対して、那覇港管理組合とＳＤＧｓを絡
めて答弁しているんですよ。議事録では知事自ら、港
湾施設の浦添移設についてです。現在那覇港管理組合
で進められている那覇港湾計画の策定に当たっては、
「ＳＤＧｓを取り込むなど、環境保全についても最大
限配慮されるものと承知しております。」、「県としま
しては、まずはこうした取組の中でしっかりと議論を」
してやっていく。これ、管理者が言ったんだよ自分で。
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管理者は、知事はこういうふうに言った。今の答弁で
は、那覇港管理組合で議論してくださいって。確かに
管理者は知事だから、いたから言ったかもしれないけ
れども、そこは今日私が冒頭で、知事がいない中でも
皆さんの答弁は知事の答弁と一緒ですよねと、私が聞
いているのはそこですよ。だから副知事が答えるべき
でしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　島袋議員の御質問は、さ
きに知事が西銘純恵議員の答弁の中でＳＤＧｓという
答弁もしているでしょうと、それについての見解だと
思いますが、意識調査については先ほど上原部長から
答弁があったように那覇港管理組合においてされたと
思いますが、一方で知事は港湾管理者としての立場も
あると思います。そういった立場も踏まえて意識調査
の中で那覇港管理組合でそういった発言などがあった
ということを踏まえて、管理者としての立場も踏まえ
て、知事がこの本会議場で答弁をしたものと私は理解
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ＳＤＧｓを盛り込めということは、
知事、副知事は指示はしていないと、那覇港湾議会で
議論されていると。そこで前回の質問で知事は、ＳＤ
Ｇｓを踏まえてと言っているけれども、これは港湾管
理者として言っている。今まで自民党も含めてそうい
う話は一切しないで、那覇港管理組合で議論していた
だくべきですと言っておきながら、与野党で分けてこ
ういう答弁をした。これは、議会の在り方はどうなっ
ているのか。自民党が言ったら何も言わない、壁をつ
くる。一緒に連携してくれる人にはこうする。これは
対話以前に最悪なことだよこれは。どう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　ＳＤＧｓにつきましては、国連においても推奨して
おります。日本政府においても推奨している。沖縄県
においても基本的にそういった立場でありますけれど
も、事那覇港管理組合の管理者とそして沖縄県知事も
当然推奨していて、万国津梁会議などもやっておりま
すが、その立場も踏まえながらも、また管理者として
の立場も知事は両方お持ちなわけですから、その観点
から答弁をしているというふうに理解してございま
す。

○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　那覇港管理組合が自ら考えて、アン
ケートにＳＤＧｓの観点を書き込んだということの理
解でいいのか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　意識調査の設問につ
きましては、那覇港管理組合で検討を行い、港湾計画
の改訂に反映させるために設定したということでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　違う角度から質問しますけれども、
そもそもこの件に関しましては突然アンケートが出て
おります。管理者である知事、そして相談相手になる
一緒になる両副知事も含めて皆さんが指示したんじゃ
ないですか。再度聞きますけれどもどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　那覇港管理組合議会にお
いて、この件については副管理者のほうから、那覇港
管理組合として副管理者が現場実務の責任者として決
裁したというふうに答弁がなされていたと私は理解し
ております。そういうことだというふうに思います。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　答弁の繰り返しになりま
すけれども、先ほど答弁いたしましたように那覇港管
理組合として決裁がなされたというふうに考えており
ます。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　答弁繰り返しになります
けれども、那覇港管理組合において管理者から指示が
あって決裁したわけではなく、那覇港管理組合として
副管理者が現場実務の責任者となりますので、この意
識調査の実施については決裁をしたということになっ
ているということでございます。
○島袋　　大君　休憩。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　那覇港管理組合議会での副管理者の答弁でございま
すが、管理者の指示があって決裁しているわけではな
く、那覇港管理組合として私　　　　副管理者が現場実務
の責任者になりますと。この意識調査の実施について
は、副管理者の責任で行っているということでござい
ます。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　副知事の立場から指示を
するという、まずそういった立場にもございませんし、
そういった指示はございません。
　知事については、先ほど答弁したような形でありま
すので、知事からも指示があったということではない
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これもう大変重要な質問を今から
します。さっき述べたとおり那覇港管理組合では百条
委員会が開かれております。私は、知事か副知事があ
の突然のアンケートを指示したと考えております。今
答弁されましたが、指示していないと強弁されており
ますけれども、那覇港管理組合の職員が知事を守るた
めに百条委員会で偽証という罪を犯すことになります
よ。どうですか。ちゃんと答えてください。指示して
いるんですか、していないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　私は那覇港管理組合の副管理者でもございませんの
で、そういった立場にはございません。指示はしてお
りません。
　知事においても先ほどと同様な答弁でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事も指示してないということで
すからね。大丈夫ですか。職員はみんなこの議会を見
ていると思っています。知事、副知事の答弁が事実で
ないなら、職員を守らない知事の態度に失望すると思
いますよ。今回のアンケートに関わっている職員は事

実を知っているわけですから。疑惑の会食のときもそ
うでした。知事は、私は何も知らなかった、しかし電
話があったから行った。これは職員がやったことだと。
全て職員に責任を転嫁しましたよね。その後、住民監
査請求から訴訟へと、職員は大変苦労しています。あ
まりにも職員がかわいそうです。これについても職員
は我慢しております。関わった職員は事実を知ってい
るわけですよ。知事は保身の塊だと。そういうふうに
思っていると思いますよ。
　次の質問に移ります。
　単刀直入に聞きます。
　ＳＤＧｓの持続可能な開発目標を活用して、米軍基
地問題を解決しようとしていますか、公室長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　米軍基地問題に関する万国津梁会議につきまして
は、人権・平和の事項について米軍基地問題に関する
議論を行うということで設置をしているところでござ
います。そういった観点から昨年度において４回の会
議を開催いたしまして、在沖米軍基地の整理縮小等に
ついて重点的な議論を行い、３月26日に提言がなさ
れたところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　万国津梁会議の複数の委員は、先ほ
ども答弁ありましたけれども、米軍基地問題の解決は
ＳＤＧｓにそぐわないと言っております。
　担当副知事に聞きます。
　ＳＤＧｓの持続可能な開発目標を利用して、基地問
題を解決しようとしていますか。副知事、もしこのＳ
ＤＧｓを通して基地問題を解決したい、埋立工事を潰
したいと思うなら、この場で正直に主張したほうが私
はいいと思ってます。別にそれが知事の政治信念なら
悪いことじゃありません。ただ、本音を隠してのらり
くらりするから批判されるんですよ。知事のお友達の
島袋委員長、玉城委員も同じ考えでＳＤＧｓで辺野古
も軍港移転も潰したいということじゃないですか。ど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　従来、県のスタンスとし
まして那覇軍港の移設については地域の振興・発展に
つながるということで認める立場でございます。
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　一方で、また新しい那覇港の民港については、今
ポート2030ですとかというような観点も　　　　そして
その中にＳＤＧｓというような視点もということは入
れているところではございますけれども、そのこと自
体をもってあえて那覇軍港の移設を止めるためにそう
いう発言をしているかというような趣旨の御質問であ
れば、そういうことではございません。あくまでも持
続可能な社会の進展の観点から、ＳＤＧｓの視点そし
てポート2030　　　　これ国の視点ですが、そういった
ものを踏まえた上での対応というような一般的な発言
をしているというふうに私は理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　今の答弁であれば、この辺野古の移
設も那覇軍港の移設も、ＳＤＧｓを主張することはな
いということの理解でいいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まず、那覇軍港について
は県は認める立場でございます。その中でＳＤＧｓの
視点というのはやはり大事だというようなことで発言
していると思います。
　一方で、今御質問の普天間飛行場の辺野古への移設
については、辺野古移設そのもの自体に県は問題があ
るというふうに考えておりまして、ＳＤＧｓ以前の問
題だというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　万国津梁会議の委員は、政治的な
色合いが強く、対立を生み出せばＳＤＧｓの解釈が誤
解される危険性がある。まさに今、対立が起きている
し、誤解が生じているんですよ。今県は切り離して、
那覇軍港移設は問題ない、辺野古に関しては県として
は反対だと言っているけれども、じゃ何のために委託
をしてこのＳＤＧｓの万国津梁会議をやっているんで
すか。ここが重要なんですよ。どう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　ＳＤＧｓにおける万国津
梁会議にあっては、沖縄らしいＳＤＧｓについて幅広
く議論をいただいているところでございます。
　９月７日に取りまとめられた中間報告において、基
本理念、それから残すべきもの、あるいは今後広げて
いくべきもの等について中間報告をいただいたところ
です。
　本年中に最終提言を取りまとめることとなっており
まして、それを受けて、県としてこの提言を生かして
いきたいというふうに考えているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。

○島袋　　大君　これは私の考え過ぎかもしれませ
んけれども、一つ提言というか、忠告させていただき
ます。答弁は要りません。
　沖縄県は次期振興計画にＳＤＧｓを盛り込むと主張
しておりますけれども、このＳＤＧｓの基地問題のス
タンスで、これまでの日米合意のＳＡＣＯと統合計画
をひっくり返そうと思っていませんよね。そういう魂
胆を国が感じ取ったらそれこそ次期振興策は本当にな
くなりますよ。ここが重要なんですよ。これは気をつ
けていただきたいなと思っています。
　次に移ります。
　資料はしっかりと提供していただきたいということ
でありますけれども、この間議運でも指摘しましたが、
法律の改正であまりにも財政課に集中して　　　　資料の
提供とありますけれども、ここは与野党関係なしに提
供できるものはしっかりと早めに出してほしいんです
よ。何で私がマスコミから資料もらうんですか。これ
いかがなものかと思いますよ。ひとつ理解していただ
きたいと思います。
　防衛省が提出した辺野古の設計変更申請に対する意
見書についてお聞きします。
　意見書の数はどれだけありましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局から提出のありました公有水面埋立変更
承認申請書について、告示縦覧期間中に１万7857件
の意見書が提出されております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　資料には賛成と反対の数がないが
どうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　意見書の内容については、現在確認中でありますが、
軟弱地盤やジュゴン等、環境への影響に係る意見等が
提出されております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　県外からどれだけありましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　県外の在住者の意見
が１万2081件でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　申し訳ない。ちょっと見にくいと
思います。（パネルを掲示）　私の知り合いから送られ
てきたんですけれども、このように知事に反対意見を
送ってくださいと不特定多数に組織的に郵送しており
ます。
　確認のため聞きますけれども、このような組織的な
活動は違法ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　公有水面埋立承認申請書に対する意見につきまして
は、利害関係を有する者が意見書を提出することがで
きることとなっております。提出された意見につきま
しては、意見の要旨、住所及び氏名が記載されたもの
は全て受け付けております。
　以上です。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　適切に受け付けてお
りますので、違法ということではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　このような組織的な意見書はどの
くらいあったか確認していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　その意見書につきま
して、提出するに至った経緯について記載することは
ありませんので、その数については承知しておりませ
ん。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ちょっとしつこくすみません。
　このような組織的なはがきが相当数あったかと思う
んですけど、感触としていかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　一部そういうものがあったという認識ではございま
すが、その量については把握してございません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　最初で質問しましたけれども、この
万国津梁会議委員の玉城委員もＳＮＳに反対意見を知
事に届けるように書き込んでおりました、先ほどので
すね。このようなはがきのような組織的な活動と連携
していると私は思っております。知事はこのような活
動をするように何らかの組織に働きかけを行っている
んじゃないかなというふうに思っていますけれども、
知事がいないから答弁は要りません。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　離島振興についてであります。
　与那国町の久部良漁港の施設整備についてお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず、久部良漁港においては、漁船の航行・停泊以
外にフェリー、それから貨物船を対象とした岸壁があ
ります。
　御質問の趣旨は、フェリー、それから貨物船を対象
としたものだと思っておりますので、それを答弁した
いと思います。
　まずはフェリー、貨物船を対象とした荷さばき施設
につきましては、漁港事業の補助対象ではありません
が、与那国町それから関係者から要望があった場合に
は、漁港用地を使用するための目的外使用、それから
土地利用計画の変更について対応していきたいと考え
ております。
　それから陸電施設につきましては、与那国町が平成
22年度にフェリー、それから貨物船を対象とした施
設を整備したところでありますが、当該岸壁側に新た
に陸電施設を造ることについては、今後、維持管理を
行う与那国町それから関係者と利用方法を含め協議を
進めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　部長も副知事も与那国行かれたと
思います。祖納港は工事入っているけれども、風に
よってはほぼ今久部良漁港を中心に荷さばきが行われ
ているんですよね。そこに、あれだけの島民の方々が
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物資を取りに来るんですよ、貨物船が来たら。雨が降っ
たら段ボールは濡れて、商売道具も全部段ボールが濡
れている。ですからそういったことで向かい側のあそ
こにしっかりとした貨物船専用の荷さばきができて、
陸電が冷凍庫もできるようにしないと、国境離島の生
活を守る。前回知事は、政策参与も、離島振興は一丁
目一番地って言っておきながら全く離島にも来ていな
いですよ。その辺どう思いますか。しっかりと与那国
と議論をして、いろんな面で補助メニューもあるかも
しれないから、農林じゃなくても。これ土地の関係も
含めて県と調整して、そういう場をつくるということ
はできませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　地元与那国町含めて、
関係機関等から要望がありましたら……（「要望は上
げてあるよ」と呼ぶ者あり)　すみません。要望につ
きましては意見交換等をして、漁港用地の利用等含め
て地元町とも対応していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ひとつ御理解よろしくお願いしま
す。
　次、流通条件不利性解消事業の戦略品目の状況につ
いて。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　本事業における補助対象品目につきましては、国と
の調整を経て、生産拡大それから付加価値を高めるこ
とが期待される農林水産戦略品目を補助対象としてお
ります。品目数については、平成24年度の50品目か
ら現在まで適宜、見直し等を図った結果、54品目と
なっております。品目の拡大につきましては、関係機
関と意見交換を行いながら、県外出荷実績などを勘案
した上で、戦略品目への位置づけ等を総合的に判断し
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　与那国はカジキでやっているんで
すけど、カジキ一本じゃ非常にきついんですよね。那
覇空港に持っていって傷んだら持ち帰ってきて、今干
物関係を独自でやっているんだけれども、アカマチと
かもろもろ高級魚も含めてこの不利性解消事業に入れ
ていただければもっと若手の漁民　　　　外国人もいます
けれども　　　　地元の方々の生活の基盤になると思うん

だけれども、その辺もこれから議論できるんだったら
どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　ただいま質問ありま
した、カジキそれからアカマチについては、地元の要
望も踏まえまして県外出荷の実績、それから安定生産
の見込み等についてもしっかり意見交換を行いなが
ら、選定要件の整理、それに取り組んでいきたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ひとつお力添えをお願いしたいと
思っています。
　次、省きます。
　県警について。
　辺野古の土砂等の海上輸送に伴い、県警は塩川港で
警備に当たっているが、その理由と根拠を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○島袋　　大君　本部長、時間ないから短めに。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　御指摘の海上輸送に伴って、県警では安和港周辺や
塩川港で警備を行っております。それぞれの状況でご
ざいますけれども、安和港周辺では抗議参加者による
工事車両前への飛び出し、立ち塞がりのほか、抗議参
加者が車両を繰り返し低速で走行させるなど危険かつ
違法な抗議行動を行っていることから、一般交通にも
危険が及ぶなど住民生活にも支障が生じているところ
であります。
　また、塩川港内においても安和港周辺と同様に、抗
議参加者による工事車両前への飛び出し、立ち塞がり
などといった危険かつ違法な抗議行動が行われており
ます。
　県警察では、抗議参加者を含む関係者の安全の確保、
抗議参加者と工事関係者等とのトラブル防止、道路上
の一般交通を含む安全の確保といった警察の責務を果
たすため、抗議行動の状況等に応じ関係法令に基づき
必要な措置を講じております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　報道では、安和港や塩川港で機動隊
員が抗議に参加する市民を呼び捨てにして注意をする
行為が常態化しているとありますけれども、県警の見
解はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　安和港周辺及び塩川港内において、一部の抗議参加
者が警察官による警告を全く聞き入れず、工事車両前
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に飛び出し、立ち塞がるなどの危険かつ違法な抗議を
繰り返しています。
　県警察では、このような危険かつ違法な抗議を行う
抗議参加者に対し、再三にわたって警告を行った上で
安全な場所に移動させるなど必要な措置を講じている
ところです。警告を行うに際し、対象者を特定するた
めに名前を呼ぶことはありますし、事態が切迫をして
いる場合には敬称をつけない場合もあります。
　県警察といたしましては、法令に基づき適切に対応
しているものと認識をしております。
　なお、県警察の措置でありますが、誤解を受けるこ
ともありますが、工事推進のために行うものではなく、
あくまでも関係者の生命・身体の保護と公共の安全と
秩序の維持のために行っているものであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　本部長、ちょっと説明していただき
たいんだけれども、このトラックが来たときに飛び出
してくる。渋滞をつくっている状態になっている。そ
ういう反対する、抗議をする人たちを警備の場合、ど
うやって移動しているの。このままさせるわけにはい
かんけど。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　基本的に警告を行って、
自らの意思で移動していただくということを前提とし
ておりますが、そういった警告に応じない場合におい
ては、強制には当たらない範囲内で有形力を使いなが
ら移動していただくということもあり得るところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　こういった形で飛び出して、道路交
通法違反ですよ、これ。法的に引っかかるわけですよ
ね。その方は何度も何度も常態化して大体顔が分かっ
てくるわけですよね。簡単に言えば、「島袋さん、ど
いてください」と言うのが、「島袋、どけ」と言う場
合もあるわけですよ。毎日のように見てるんだから。
これ違法だからそういうふうにどきなさいと言ってい
るんであって、こういう方々がおかしいということだ
けれども、これ法律に違反しているからどいてくださ
いよと、雨の日も風の日も警備頑張ってる方々は、そ
の思いでやっているのに、抗議されるっていうのはい
かがなものかと私思うんですけど。これ、本部長が答
えられるか分からないけれども。
　どうですか。違法行為をしているから皆さん方は
しっかりとした厳正なる、適切な行動をしているんで
しょう。どうですか。

○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　県警察におきましては、
その抗議の状況に応じ警察法あるいは警察官職務執行
法等の関係法令に基づいて適切な措置を講じていると
いうふうに認識をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　大変だと思っておりますよ。本部長
もその辺現場とか見られていると思いますけれども、
そういった所属の皆さん方がしっかりと頑張っていた
だいているのを我々は本当に感謝します。やっぱりそ
の辺は前提は安全・安心で事故のないようにという形
で適切な処理をされていると思いますから、なるべく
そういう行動がないように私は期待したいなと思って
います。
　時間ですのでもう終わります。離島振興も含めて、
自民党は今回視察してきましたから、いろいろ質問が
あると思いますのでよろしくお願いします。
　玉城知事はいなくてもちゃんと副知事や部長が対応
されていますから、その辺また自民党への答弁もしっ
かりとよろしくお願いしたいと思っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
　　　〔座波　一君登壇〕
○座波　　一君　それではお願いします。
　コロナ禍で大変厳しい時代ではありますが、県民の
安心・安全が脅かされている状況から一日でも早く抜
け出すために、党派を超えて取り組むべきであるとい
うことを私はしっかり認識しております。さらに、こ
の状況下において、私たちは脱コロナ後の社会に向け
た政策を議論し練り直す重要な時期でもあるわけで
す。今年２月に「新沖縄発展戦略：新たな振興計画に
向けた提言」がまとめられ、その中で沖縄はアジアの
ダイナミズムを自立経済に組み込む千載一遇のチャン
スとして沖縄振興計画の方向性を示しています。
　沖縄県の新たな沖縄振興計画における発展戦略につ
いて質問いたします。
　１、新沖縄発展戦略の具現化に向けた取組について
であります。
　(1)、足腰の強い産業構造に向けた変革の必要性と
取組についてであります。
　(2)、土地利用の規制緩和や特区制度の拡充及び社
会資本整備への取組についてであります。
　(3)、サンライズベルト構想における国との連携に
ついてであります。
　(4)、大型ＭＩＣＥ施設整備事業について。
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　次に、離島の課題解決と振興についてであります。
　沖縄県は、離島振興を重要政策としていますが、振
興策だけではなく、日々の生活に直面する問題への取
組が遅いとの声を聞いてきました。実に６年間も県知
事は選挙以外には来てくれないとの嘆いた声もあった
わけございます。県は振興策ばかりではなく、離島の
現実的課題をしっかり把握すべきだと実感しました。
　そこで質問します。
　２、離島の課題解決と振興への取組について。
　(1)、与那国町の田原川の治水事業についてであり
ます。
　(2)、下地島活用の全体構想と土地利用計画につい
てであります。
　(3)、流通条件不利性解消事業の継続と拡大につい
てであります。
　次に、首里城火災から１年以上経過し、今は再建に
向けた機運が高まり、再建に向け歩んでいますが、今
年９月に首里城火災再発防止委員会の中間報告では、
管理体制の在り方が指摘されています。県警や消防は
火災原因の特定は困難と結論づけておりますが、責任
の所在も曖昧なまま釈然としません。このまま再建あ
りきでいいのか、再建と原因究明は一体的に進めるべ
きだという私たちの考え方でありました。それこそが
子々孫々に誇れる首里城復元につながるのではないで
しょうかとの趣旨で質問します。
　３、首里城火災の出火及び延焼の原因究明と再発防
止についてであります。
　(1)、再発防止検討委員会の中間報告を受けて県の
対応を伺います。
　(2)、出火の原因究明への取組についてであります。
　(3)、管理体制の課題と問題点についてであります。
　次に、国連が提唱しているＳＤＧｓを沖縄県は次年
度の施策・事業に万国津梁会議の提言を踏まえ取り入
れる方針であります。ＳＤＧｓの理念には賛同するも
のでありますが、沖縄県はＳＤＧｓを防衛・外交問題
で国の事業にあらがうことに利用しております。ＳＤ
Ｇｓの理念が県民を分断してはいけません。万国津梁
会議委員の辺野古埋立反対のためのＳＮＳによる呼び
かけや、那覇軍港浦添移設で現行案を変更するための
意識調査の実施は、まさに行政におけるＳＤＧｓの濫
用であります。
　質問いたします。
　４、沖縄県ＳＤＧｓ推進方針について。
　(1)、ＳＤＧｓの理念の推進と政治的対立案件に活
用する適正性についてであります。
　(2)、持続可能な開発と経済活動について議論の内

容を伺います。
　(3)、平和で安心・安全な沖縄を持続するための施
政方針を伺います。
　５は割愛します。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　座波一議員の御質問にお答
えいたします。
　２、離島の課題解決と振興への取組について(3)、
農林水産物流通条件不利性解消事業の継続と拡大につ
いてお答えいたします。
　本事業については、県外出荷額が増加する等、農林
漁業者の経営安定化に寄与しているものと考えており
ます。このため、沖縄県では、新たな沖縄振興のため
の制度提言（中間報告）において、県外出荷のさらな
る拡大に向けた輸送費の補助、県外の主要な農産物取
引市場に近接する物流倉庫の借上げ等の戦略的なサプ
ライチェーンの構築により総合的に物流コストの効率
化を図るための制度を掲げたところであります。今後、
関係機関からの意見も踏まえ、国に提言するとともに、
本事業の継続についても取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新沖縄発展戦略の具
現化に向けた取組についての(1)と(2)、足腰の強い産
業構造及び社会資本整備等への取組について、１の(1)
と(2)は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお
答えいたします。
　新沖縄発展戦略においては、アジアのダイナミズム
を取り込む臨空・臨港都市の形成、日本経済再生のフ
ロントランナーなど４つの枠組みにおいて、世界水準
の拠点空港化や港湾機能の強化、シームレスな陸上交
通体系の整備、東海岸サンライズベルトの発展戦略、
ビジネスの実験場、規制緩和など、社会資本整備を含
む重要な施策事項が盛り込まれております。
　県としては、新型コロナウイルス感染症により深刻
な影響を受けた県経済の回復に全力で取り組むととも
に、新沖縄発展戦略を踏まえた比較優位のある付加価
値の高い産業の振興、労働生産性や地域内の経済循環
を高めていく施策を展開すること等により、強い経済
構造を構築してまいります。
　同じく１の(3)、サンライズベルト構想における国
との連携についてお答えいたします。
　県土の均衡ある発展に向けては、東海岸において、
もう一つの南北に伸びる経済の背骨を形成し、強固な
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経済基盤を構築する必要があると考えております。こ
のため、県では、新沖縄発展戦略の提言を踏まえ、今
年度中に東海岸サンライズベルト構想を取りまとめる
こととしております。新たな振興計画においては、同
構想の展開について盛り込む中で、東海岸地域の活性
化・発展に向けて、国と連携を図りながら取り組んで
いくこととしております。
　次に２、離島の課題解決と振興への取組についての
(2)、下地島全体の土地利用計画についてお答えいた
します。
　県では、下地島空港周辺用地の有効利用を図る指針
として、下地島土地利用基本計画を策定しております。
同計画では、自然環境の保全に配慮しつつ、民間活力
の導入を図りながら、官民連携の下、県土の均衡ある
発展に資することを基本方針とし、農業的利用ゾー
ン、観光リゾート・コミュニティゾーン、空港及び航
空関連ゾーンなど５つのゾーンに区分し、土地利用に
当たっての指針を示しております。
　次に４、沖縄県ＳＤＧｓ推進方針についての(1)、
ＳＤＧｓの理念の推進等についてお答えいたします。
　令和元年11月に策定した沖縄県ＳＤＧｓ推進方針
では、ＳＤＧｓの理念や目標が沖縄21世紀ビジョン
の基本理念や将来像と重なるところが多く、その将来
像の実現に向けて、ＳＤＧｓを推進することとしてお
ります。
　県としましては、様々なステークホルダーが多様な
意見を有していることを認識しつつ、ＳＤＧｓの理念
に沿って沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づく施策
を展開し、経済・社会・環境の３側面が統合した持続
可能な社会の実現を目指したいと考えております。
　同じく４の(2)、持続可能な開発と経済活動につい
てお答えいたします。
　国連の「持続可能な開発目標：ＳＤＧｓ」は、経済・
社会・環境の３側面が調和された統合的な取組を目指
しており、国のＳＤＧｓ実施指針においても同様な方
向性が位置づけられております。企業活動においても、
環境・社会・ガバナンスの要素を統合的に取り入れた
ＥＳＧの動きが加速しており、ＳＤＧｓの視点が重要
となっていると認識しております。
　県におきましては、沖縄県ＳＤＧｓ推進方針に経済・
社会・環境の３側面の統合的な視点を位置づけ、持続
可能な開発と経済活動が展開されるような取組を進め
ていきたいと考えております。
　同じく４の(3)、平和で安心・安全な沖縄の持続に
ついてお答えいたします。
　国が策定したＳＤＧｓ実施指針においては、平和と

安全・安心社会の実現を優先課題として位置づけてお
ります。県においては、国の実施指針等を踏まえなが
ら沖縄県ＳＤＧｓ推進方針を策定しており、沖縄21
世紀ビジョンに掲げた心豊かで、安全・安心に暮らせ
る島などの５つの将来像の実現を目指しております。
　県としましては、同方針に基づき、持続可能な沖縄
の発展と誰一人取り残さない社会の実現に向けた施策
を展開していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新沖
縄発展戦略の具現化に向けた取組についての(4)、大
型ＭＩＣＥ施設整備事業の取組についてお答えいたし
ます。
　県では、東海岸地域の振興や県土の均衡ある発展に
つなげるべく、ＭＩＣＥ施設の整備を含む、マリンタ
ウンＭＩＣＥエリアの形成を目指しており、現在、新
たな基本計画の策定に向け、新型コロナウイルス感染
症の影響や、新しい生活様式に即したＭＩＣＥ施設の
在り方などの調査等を進めているところです。引き続
き地元市町村と連携し、また、専門家委員会の意見や
地域住民の要望等も踏まえながらアフターコロナを見
据え、年度内には基本計画の最終案を取りまとめたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、離島の課題解決
と振興への取組についての御質問のうち(1)、田原川
における河川整備についてお答えいたします。
　田原川は、祖納集落の南側を流れ、東シナ海に至る
総延長約1.3キロメートルの２級河川であります。県
では、浸水被害の軽減や周辺環境に配慮した河川整備
に向け、平成30年度から事業に着手しており、現在、
河口からながやま橋までの約300メートルの護岸詳細
設計を行っているところであります。引き続き与那国
町と連携を図りながら、早期の工事着手に取り組んで
まいります。
　次に３、首里城火災の出火及び延焼の原因究明と再
発防止についての御質問のうち(1)、中間報告を受け
た県の対応についてお答えいたします。
　首里城火災に係る再発防止検討委員会の中間報告に
おいては、法令上の義務はないものの、スプリンクラー
等が設置されていなかったことや夜間を想定した教育
訓練が不足していたこと等が報告されており、同委員
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会では想定される出火原因等も含め、今年度末に最終
報告をまとめる予定としております。
　県としては、同委員会における指摘については、火
災に対する教訓として重く受け止めており、今後、こ
のようなことが二度と起こらないよう、国等とも連携
しながら再発防止を進めてまいります。
　次に３の(2)、出火原因究明の取組についてお答え
いたします。
　沖縄県警察の捜査結果及び那覇市消防局の発表にお
いて、火災発生の原因は特定されませんでした。去る
９月11日には、首里城火災に係る再発防止検討委員
会から、火災時の事実確認等を整理した中間報告書を
受け取ったところであり、同委員会では想定される出
火原因等も含めて、今年度末に最終報告をまとめる予
定としております。
　次に３の(3)、管理体制の課題と問題点についてお
答えいたします。
　県が設置した首里城火災に係る再発防止検討委員会
では、管理状況等の事実関係の確認や正殿等が全焼に
至った要因の分析等から、管理体制の課題を検討し、
今年度末に、適正な管理体制の在り方を示した再発防
止策を取りまとめることとしております。
　県は当該再発防止策を踏まえ、令和３年度から国等
と連携して管理計画等の具体的な検討を行い、安全性
の高い施設管理体制の構築に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　まず最初の新沖縄発展戦略の件で
すが、前回の代表質問で私この件につきまして集中的
に聞いたわけでございますけれども、この産業構造に
ついて、今の産業構造をこれはぜひ変えなければいけ
ないのではないかと我々は考えておりますが、その点
についてはどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えをいたします。
　産業構造につきましては、それぞれ地域資源の付加
価値と可能性を含めていろんな考え方があると思って
おります。
　ただ沖縄について考えてみますと、御指摘のように
製造業が弱いということで、これは基本的には拡大し
ていって乗数が漏れるのを防いでいくという考えは妥
当かと思います。

　産業構造につきましては、その地域にマッチした産
業構造があるというふうに理解をしております。どこ
にでもつながるような普遍的な産業構造というのはな
かなか難しいかと思いまして、それぞれの地域の可能
性を生かした産業構造にならざるを得ないのかという
ふうに理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　副知事、相変わらずこの従来の路線
を変えてませんが、今産業構造の問題ですので産業の
問題じゃなくて、要するに第１次産業、第２次産業が
極端に少ない、これが今沖縄の弱点だと言われている
わけですよ。そこをどのように変えていくか、もうそ
こに入るべきだと思ってますが、まだまだ知事、副知
事との見識がちょっと違って、付加価値の高い産業構
造を目指すと先ほどからありますとおり、まだそのよ
うなことなんですか。アジアのダイナミズムを取り込
む。それだけではなくて、日本の、我が国の企業をど
うにか沖縄に呼び込む、海外からでも呼び込むという
ようなそういう努力も必要じゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県は地理的な不利性
を有しておりまして、コスト高の構造にあります。先
ほど副知事からもありましたけれども、地域に合った
というところの視点で申し上げると、やはり優位性を
持っている産業を振興していくということになろうか
と思います。国の沖縄振興基本方針においても、高付
加価値型のものづくり企業の集積を積極的に図る。例
えば電気、電子機器、医薬品、健康食品等ということ
をうたっておりまして、県としても国の方針を踏まえ
て高付加価値型のものづくり産業の振興に取り組んで
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　高付加価値産業を否定するもので
はないんですけど、今国と連携をしてると言っている
わけですが、サンライズベルト構想がどれだけ国と共
有できているのか。国は沖縄東海岸工業地帯構想とい
うものを出しています。そしてまた、その中で産業立
地に関しての調査も始め、活性化推進協議会も立ち上
げている。この情報を県には出してるけど、県からは
その情報が返ってこないと言ってるんですよ。そこは
どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほどサンライズベルト
構想については今年度中に取りまとめると申し上げま
した。この構想を新たな沖縄振興計画に盛り込む、こ
れについては国ともろもろの調整が必要になってきま
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すけれども、その中で国との連携を図っていきたいと
考えているところでございます。
　また、高付加価値型について、県と国はという御質
問ですけれども、９月に沖縄担当大臣が記者会見で、
ＩＴとか金融あるいはＯＩＳＴをはじめとする科学技
術のようなものについて、あまり距離をハンデとしな
くても済むようなものだという御発言もございまし
て、県としては高付加価値のものづくり産業などを推
進していくことがまずは重要と考えているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　そういう考えも必要ですけど、産業
構造の中で、製造業をとにかく何％上げるんだという
ような考えがないものかと本当に思うんですね。本当
にこのままでは沖縄、何か政情不安に巻き込まれたり、
あるいはこのようなコロナに巻き込まれた場合に第３
次産業が70％近いわけですから、なかなか足腰の強
い産業と言えないんですよ。そういうふうな取組がな
いんですかというのが質問の趣旨です。答えがありま
したら。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな沖縄振興の制度提
言の中で、ＯＩＳＴを核とした知的産業クラスターの
形成を目指しているところでございます。これは世界
中からスタートアップ企業を集積させて、それが創造
的な技術革新を生み出すことによって、県内企業等に
も波及していく。より大きな効果があるものと期待し
ているところで、新たな振興に向けての規制緩和で
あったり、あるいは特区制度これらを国に求めながら
施策を展開していくことで、産業構造の構成割合も変
更していくものと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　もう次期振興計画まで時間がない
んですよ。ですので、先ほど申し上げた国がやってる
東海岸工業地帯構想。これもしっかり県が情報を取り
ながらサンライズベルト構想とのマッチングも進めな
いといけない。その時期に来ているんです。ただ、そ
こでまたいろんな整理されてない問題があるわけで
す。この土地利用問題あるいは社会インフラ、特に企
業に対する社会インフラ等の整備が非常に遅れた地域
であります。そういうものを一体的に　　　　これは企画
も商工もあるいは土木も　　　　その辺を取り組むといっ
た方向性を示すのは副知事なんですよ。そこはどうで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　サンライズベルト構想を

今策定中ですが、まず第１回、12月に予定しており
ますけれども、県の関係部局　　　　企画部、商工労働部、
文化観光スポーツ部、土木建築部、関係７市町村、そ
れから有識者、これを交えた検討委員会の中で、サン
ライズベルト構想を取りまとめることとしておりまし
て、庁内連携しながら対応していきたいというふうに
考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次に、ＭＩＣＥ施設に関してです。
　今年度、約4000万の調査費をつけておりますが、
その成果と見通しをお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　先ほど申
し上げましたけれども、現在ＭＩＣＥ施設の整備を含
めたマリンタウンＭＩＣＥエリアの形成を目指してお
りまして、現在新たな基本計画の策定に向け、作業を
進めているところでございます。今年度中にその基本
計画の案をお示ししたいというふうに考えているとこ
ろでございます。
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　今基本計画の基本的な方向性というものを固めまし
て、今年度　　　　繰り返しになりますけれども、基本計
画案をお示しするわけですが、その中である程度全体
的なスケジュール感といったものをお示しできること
になるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次に移ります。
　離島の問題ですが、田原川これは地元の人が心配し
ているのは、集落の土地が非常に低いもんですから、
この問題も同時に解決するような方法じゃないと非常
に危険であるということを指摘します。しかし話を聞
いてますと、今そこまでの構想はないと。まずは河川
の問題だというふうにやっているわけですが、これ一
体的に取り組む方法を考えてないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
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　確かに低地の地域でございます。田原川の河川整備
を進めるだけでは解決しない問題もあろうかと思いま
すので、地域と連携しながら周辺道路の排水設備等の
点検も行いながら解消に努めたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　県道改築工事がありますよね、整備
工事が。これと同時に排水を考えなければ解決できな
い問題だと思いますよ。ですので、ぜひしっかりこれ
取り組んで、それと地域住民にもしっかり説明して進
めていただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　下地島の構想ですが、以前に土地の
所有権移転問題もあって、今でもまだ引きずっている
かと思いますけれども、全体のゾーニングあるいは企
業誘致の問題としてこれは今障害になっているんです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　失礼いたしました。
　お答えいたします。
　下地島空港の建設に伴う用地買収におきまして、当
時の琉球政府と伊良部村地主会との間で確認書が交わ
されました。私有地の全島一括買上げが合意され、県
は空港周辺用地を取得しております。一部の土地につ
きましては、諸般の理由により所有権移転登記が完了
していない土地や移転登記前に転売された土地等の私
有地が残っております。
　県としては、確認書に基づきまして宮古島市と連携
しながら対応したいと考えているところでございま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　伊良部大橋もできて、空港もでき
て、宇宙事業構想もあるようなこの島で、土地利用問
題の整備がもう少しスピードアップしないと、これ島
にはかなりマイナスになります。ぜひそれを取り組ん
でいただきたいと思っております。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午前11時34分休憩
　　　午前11時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　不利性解消事業、これ１つだけ聞き
たいんですが、一括交付金で今やってるんですね。一
括交付金がなくなった場合どうするのか。前向きな発
言はいいんですよ、経営安定化に寄与してるから拡大
したいと。サプライチェーンをやりたいと言ってるけ
ど、それの財源はどうするのか。それと拡大をすると
いうことと継続についての施策、財源も含めてお願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　今回の新たな沖縄振
興のための制度提言（中間報告）では、現在一括交付
金でやっている条件不利性解消事業を、財源も含めた
制度としての提言を行っているところです。拡充の部
分としては輸送費の補助だけではなくて、遠隔地にあ
る市場近隣地に一旦送って、ここで物を保管する機能
も含めた制度の拡充を現在提言しているところです。
そういった機能に対して必要な財源についても確保し
ていただくという方向で、今中間報告として取りまと
めて関係団体、関係機関からの意見も踏まえて磨き上
げて提言をしていきたいという考え方でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　あくまでも提言の段階ですからめ
どは立ってないと思いますけど、次期振興計画が継続
されるのを期待しての話だと思います。私もこの条件
不利性解消事業は恒久的な制度にするべきだと。沖縄
の島嶼問題を解決するのはもうこれしかないというぐ
らいの取組で私はやりたいと思っておりますが、そう
いうことを考えているかということを、制度も含めて
考えがあるかということを聞きたかったんです。振興
計画との関係です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　今、一括交付金事業で行っ
ております。国の中間報告の取りまとめでは、一括
交付金、ソフト交付金については中止困難な事業も一
定割合存在する、費用対効果を不断に検証するなど真
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に必要な施策に柔軟かつ重点的に予算を投下できる仕
組みを通じて実効性を一層高めていく余地が存在する
という中間報告が今なされております。
　県としましては、一括交付金の継続を求めていくこ
とにしておりますけれども、加えて現行行っている事
業が安定的に恒久的に実施できるようなそのような財
源確保の仕組みを今提言することとしております。そ
の対象の拡充も含めて、ぜひ財源として認めていただ
きたいというものも含めて今提言をすることとしてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次に首里城の件ですが、先ほどの答
弁でも建築基準法とか消防法が適用外ということで、
そういう説明があった。この適用外だから逆に言うと
こういう建物、木造は燃えやすいから適用外だから細
心の注意を払うべきだったんじゃないかなという逆説
的な話があるわけですよ。それを今追及しようとは
思ってないけど、そういう中でやはり電気系統へ再三
の注意をするようにという指摘が全国的に伝統木造建
築物にはされているわけです。そこの認識はありまし
たか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　中間報告でもございますが、正殿の文化財的価値と
火災等に対する安全性のバランスが取れていなかった
のではないかと、そういったバランスの取れた再建を
検討すべきだということ。あと継続的に十分な設備更
新及び改善を図る仕組みと精査、確認する仕組みの構
築が必要だということがございます。城郭内の建物は
消防法の基準は満たしておりましたけれども、義務づ
けされていないスプリンクラー等の自動消火設備が未
設置であったということでございます。こういったこ
とから再発防止について、しっかりと今後検討してい
きたいということでございます。国が管理していた時
点から従前のとおりの管理を継続してしまったという
ことは、管理者として非常に重く受け止めておきたい
と思いますが、中間報告のあります指摘についてしっ
かりと改善していきたいと考えているところでござい
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　この電気系統への注意喚起は、これ
どこの　　　　これまでの議論から見ても正殿北東部が一
番可能性が高いという結論が出ているんですよ。です
から、電気系統であるのは間違いないという前提で今
私は議論してるわけですけれども、その30年の12月

に分電盤工事をしてるわけです。この分電盤工事、あ
のときも議論しましたが、遮断されるものと遮断され
ないもの、要するに電気が生きているものと生きてな
いものがあって、この照明の部分の電気は生きていた
という答弁もあったわけです。だから、その責任を今
どうのこうの言っているわけじゃなくて、そういう問
題も究明してこそ次の建物に生かせる。それが大切だ
と言いたいんですよ。先ほどからの答弁にしてもその
姿勢が見えない。そこを何とかもう一度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　工事は、どこの責任でこれがやられ
たか、県なのか、財団なのか。しっかりとした管理の
中でやった工事なのかも確認したいです。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　設備につきましては、県が管理する以前になされた
工事でございましたので、国営公園、国が管理をし、
美ら島財団が直接の管理者であった時代の工事でござ
います。出火原因につきましては、現時点において原
因の特定に至らなかったという結論でございますが、
中間報告書の中でも現時点において、電気関係設備が
出火の原因となった可能性は否定できないという内容
になっております。これは中間報告でございますので、
今後最終の報告書をまとめるに当たっては、想定され
る出火原因等も含めて検討を行いまして、しっかりと
再発防止の対策を行っていきたいということでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　副知事、県民に対してあるいは広く
国民に対して、その原因究明できなくても、やるとい
う姿勢を見せるべきだと思います。お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　御指摘のとおりでござい
ます。
　今県におきましては、首里城火災に関する再発防止
検討委員会で中間報告もいただきまして、さらに、年
度内への最終報告に向けて今鋭意検討いただいている
ところです。中間報告よりさらに踏み込んだ形での最
終報告が出ると思います。
　県としましては、これからいただきます最終報告を
真摯に受け止めまして、二度とこのような火災を起こ
さないというような強い気持ちでもって対応策をしっ
かり取りたいと思いますし、また国とも連携して首里
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城の正殿等にも関わりますので、そこは技術検討委員
会とも連携しながら取り組んでまいりたいと思いま
す。ここはしっかり県の責任を認識して対応してまい
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　管理体制の問題は、この中間報告
では、国、県、財団というふうに指定管理も含めて非
常にある意味曖昧だと、責任が果たされているかどう
かについても疑問があるというような指摘がありまし
た。その中で、管理するノウハウ、技術、人材も育た
ないと、本当に日本全国の建造物はその辺が徹底され
たところがあるんです。だから、県が本来人材を投入
してやるべきじゃないかという意見もあるわけです
よ。そういったものを含めてこれまでの管理体制の在
り方、これ今後議論になりますので、指定管理の在り
方も含めて、単に経費削減じゃないんですよ、指定管
理は。そこをお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　再発防止検討委員会
におきましては、県外の姫路城ですとか、事例も研究
したところでございます。適正な管理体制の在り方を
しっかりと検討していきたいと思います。
　御指摘のとおり、人材育成が非常に重要だという御
意見もございましたので、今後の管理体制の在り方、
安全性の高い施設管理体制をしっかりと構築するため
にも取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ＳＤＧｓについてですが、国もＳＤ
Ｇｓは推進しております。沖縄はそういう防衛・外交
に絡むようなことでも、そういうふうにＳＤＧｓの理
念を推進してあのような先ほど議論があったようなこ
とが起こっておりますが、他県でもこのような渉外知
事のお話なども聞いているかどうか分かりませんが、
ＳＤＧｓの中でこのような取組をしているところはあ
るんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県と似たようなとい
う御趣旨だと思いますけれども、日本のＳＤＧｓモデ
ル、これで８つの優先課題が示されております。その
中で、平和と安全・安心社会の実現という項目も挙げ
られております。これを踏まえ、先日中間報告として
提言をいただいた中で、２点挙げられておりまして、
１つが「基地から派生する諸問題の解決の促進、平和
を希求する沖縄としての世界平和への貢献・発信」、
これが１点目。２点目、「共助・共創型の安全・安心
な社会の実現」ということが盛り込まれているとこ

ろでございます。国の定める優先課題に沿って、議論
が行われているというふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ですから国と一体的に連携してや
るというのであれば、このような政治問題にはこれを
出すべきではないと考えての今の質問ですよ。明らか
にこれは恣意的にこのＳＤＧｓが利用されているとい
うことです。万国津梁会議を踏まえたこの結論ですか
ら、これは明らかだと思っております。ですので、先
ほどから誰が指示したかと答えられないのは、そこら
辺に非常に複雑な環境があるのではないかと思ってお
ります。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午前11時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　持続可能なというのがキーワード
ですけど、持続可能な経済活動というのは、どういう
ことですか。今の行政の皆さんもトップの皆さんも当
然、行政は持続ですから、持続可能な施策に毎日のよ
うに取り組んでいると思います。改めてＳＤＧｓが言
う、持続可能なというのはどういうところが違うんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　これまでも社会、人、そ
れから経済というくくりであったところが環境も含め
た３側面、その取組によってどの程度の付加価値を環
境に与えるのか、その持続可能な環境を維持するため
には人としての取組、あるいは産業活動、企業活動と
しての取組がどうあるべきかという３つを統合的に推
進することというふうに理解するとなっております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ちょっとあまり、あれですね。
　県が推進しているＳＤＧｓというのは、先ほどから
議論があるとおり、どうやら埋立てに否定的、開発に
否定的ということから始まってこの米軍基地の建設に
は反対しようというようなスタンスになってこようか
と思うんですけど、しかしながら先ほどから言う持続
可能な平和、これは今沖縄県、日本含めて日米の同盟
で持ってるようなものです。これが平和を持続してい
る一つの要因でもあります。だから、皆さんが防衛・
外交問題に及ぶような条件を出してＳＤＧｓをこのよ
うな問題に使おうとするならば、防衛・外交問題をど
うするんですかということを聞きたいです。ＳＤＧｓ
で持続可能な防衛・外交はどのように位置づけるんで
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すかということをお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時50分休憩
　　　午前11時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　一般的なお話ししかできませんが、国連が示すＳＤ
Ｇｓというのは先ほど来出てますように、これまで経
済社会の運用というものについて、やはり環境という
視点、持続可能な開発、ディベロップメントですから、
持続可能な開発を国レベルそして社会レベルでも考え
ようというのがＳＤＧｓの理念だと思います。県が進
めておりますＳＤＧｓの推進についても、県民全体で
こういったものを盛り上げていこうという意味合いで
立ち上げられていると認識しております。
○座波　　一君　防衛・外交。
○副知事（謝花喜一郎君）　そういった中で防衛とい
うことを、まずそもそも防衛については県の所管では
ございませんので、それを視点とした盛り上げという
ことは、むしろ平和で安心・安全な沖縄という観点で
詳細を先ほど企画部長からありましたように、これは
国のほうでも示されたものでございますので、それに
合うような形でのＳＤＧｓというものを項目として検
討しているということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　この防衛・外交とＳＤＧｓはもう水
かけ論になりますけど、これは本当は基本的に県がど
うのこうのという状況ではないと思います。ＳＤＧｓ
の理念を活用して、埋立ての被害を最小限に止めると
か、辺野古もそうだと。徹底的にそれはやりますよと
いうんだったら分かるけど、反対そのものを誘導する
ような材料に使ってはいけないということを今言って
いるわけですよ。ですので、むしろ沖縄型のＳＤＧｓ
は国境離島を抱えた沖縄では現実、今の尖閣問題も含
めて、本当に持続発展する離島をつくるために、ＳＤ
Ｇｓをもっともっと利用したほうがいいですよ、そう
いう意味では。そのことをぜひ最後にお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私もまだ勉強不足な部分
はあるかもしれませんが、国防関係とＳＤＧｓという
のが私の頭の中でもよく整理できておりません。
　それから先ほど議論もありましたけれども、ＳＤＧ
ｓと絡めて反対というようなことではありません。那
覇軍港のものについてもやはり自然環境への配慮とい
うものは那覇港管理組合議会でも議論はされていると

いうふうに私認識しておりますので、その観点から
持続可能な開発ということは、やはりどうしても開
発、埋立てですので議論の対象となるとは思いますが、
ノーありきでＳＤＧｓを使うというような姿勢を今県
が持っているということではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　今の答弁で、そのように自然をある
程度しっかり守るということを前提に置いたＳＤＧｓ
を理念として、今回アンケートをやりますよとかそう
いうふうな丁寧さがないんですよ。だからあくまで反
対するためにやってるなと、反対の世論を喚起するた
めにやってるなというふうにしか我々に映らないんで
すよ。そこをもう一度確かめます。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　改めてお答えいたします
けれども、あくまでもこの議論といいますのは、自然
環境にも配慮するというような観点から意識調査とい
うものが行われたというふうに考えております。
○座波　　一君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　こんにちは。
　会派沖縄・自民党の西銘です。
　通告に従い質問に入りたいと思いますが、質問の順
番を少し変えさせていただきたいと思います。
　最初に４番、水上安全条例改定の進捗状況について
伺いたいと思います。
　本部長、６月の定例会で水上安全条例が制定されて
もう二十数年たって、いろんな課題があるんではない
ですかという提言をさせていただきました。その中で
有識者会議を立ち上げられたと聞いていますが、その
辺の改定の進捗状況について御説明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　本年９月から11月までの間、マリンレジャー関係
業者等を委員とする水難事故の防止に関する有識者会
議を３回開催をしております。同有識者会議からは海
域利用者及び県の責務、業者の欠格事由、悪質業者の
排除、シュノーケリング業の新設等の規定を盛り込ん
だ条例の改正を行うよう提言を受けております。
　県警察におきましては、この提言も踏まえ条例の改
正案を作成しているところであり、来年の２月議会へ
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この改正案を提出することを目指して現在関係機関と
調整しつつ、作業を進めています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私も８月１日に真栄田岬の現場
を見に行きました。青の洞窟でのシュノーケリングを
含めて非常に有名だと聞いていて、残念だったのは駐
車場に業者の車が止まってそこでいろんなやり取りを
していることとか、このときはコロナウイルスの影響
もあったんで、近くの車道はそんなに混んではいない
んですけれども、地元の方にうかがうと、ピークのと
きには大渋滞だということもありまして、こういった
ことも含めて、私は決して何かを取り締まれとかそう
いうことだけではなくて、この間申し上げたように、
スポーツアイランド沖縄としての位置づけもあります
けれども、とにかく安心・安全でマリンレジャーを楽
しめるように、ぜひこの改正についてもいろいろ取り
組んでいただきたいと思います。よろしくお願いした
いと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時24分休憩
　　　午後１時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　続いて、３番に行きたいと思いま
す。
　観光立県沖縄の来年度の目標、いろんな意味で予算
も厳しい組立てになるのかもしれませんが、先般、Ｇ
ｏＴｏトラベルも６月まで延長するというような発表
もされているようでございますので、そういったこと
も含めて県としてどのように考えていらっしゃるの
か。
　まず、観光入域者数、観光収入等について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　第５次の沖縄県観光振興基本計画におきます令和３
年度の目標値ですけれども、入域観光客数が1200万
人、観光収入が1.1兆円となっております。しかしな
がら、新型コロナウイルス感染症の影響によりまし
て、令和２年度上半期の入域観光客数は、前年同期比
の81.8％の減となっておりまして、厳しい状況が続
いております。このため、令和３年度の入域観光客数
及び観光収入につきましては、航空会社のヒアリング
等を踏まえた上で、観光関連団体の代表者や有識者で
構成されておりますアドバイザリー会議において検討

をしてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今の段階で目標がないというこ
とは、予算の要望もいろんな目標数に対していろんな
政策を打つわけですから、今の段階でまだ決まってい
ないという理解でいいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時26分休憩
　　　午後１時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今のとこ
ろ、観光収入や観光客数、次年度についてははっきり
と固まってはおりませんけれども、それと並行しまし
て前年度の予算額ですとか、それから観光収入、観光
客数も踏まえた上で次年度コロナ禍の影響も踏まえま
して、いろんな総合的な観点から加味しまして予算は
組み立てていくものでございます。必ずしも厳密に次
年度の入域観光客数とかというのをきちっと打ち立て
た上で次年度予算を今の段階でそれと全く比例した形
で定めていくというものではございませんので、そう
いった形で今予算編成は別途考えているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　新聞によると、コンベンション
ビューローが来年度の目標は700万人、国内670万人、
海外30万人というふうな報道もされましたけれども、
アドバイザリー会議ではその辺の数字については何か
議論はされたんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　沖縄観光
コンベンションビューローで目標値を出されたことは
承知しておりますけれども、それも含めた形で現在ア
ドバイザリー会議で県としての観光客数をどうする
か、目標値をどうするかということも今検討されてい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これは、(2)番にもつながると思
うんですけれども、今後目標の設定、指標といいます
か、今までは量の拡大も含めて入域観光客数1200万
人だったり、１兆1000億というような観光収入を目
標として21世紀ビジョンでは掲げているとは思うん
ですけれども、これだけ環境が激変すると下方修正と
いいますか、いろんなことを加味しながら、もちろん
目標に向けていろんな取組をすることが必要だと思う
んです。量から質への転換という言葉もいろんなもの

－149－



に見受けられるんですが、具体的にこの辺の視点、ど
のような方針をお持ちなのか御説明お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員御指
摘のとおり、量から質への転換ということでございま
すけれども、特にこのウイズコロナ時代におきまして
は、防疫面ですとか、受入体制の強化というものを図
りまして、自然、歴史、文化などのソフトパワーを最
大限発揮しまして、滞在日数の延伸ですとか観光消費
額の増加など、沖縄観光の構造を量から質へ転換する
必要があるというふうに考えております。そういった
ことも含めまして、今後目標指数の設定を考えており
ますけれども、先ほど申し上げましたアドバイザリー
会議におきまして、入域観光客数ではなく、例えば県
民や長期滞在者も対象に含めた延べ宿泊者数などが適
切ではないだろうかというような意見もございますの
で、そういったことも含めて引き続き検討を進めてい
きたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　続いて(3)番目に行きますけれど
も、スポーツアイランド沖縄としての目標と課題につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　スポーツ
アイランド沖縄の形成に向けましては、観光に寄与す
る取組といたしまして、スポーツコンベンションの
開催を推進しております。21世紀ビジョン実施計画
におきます令和３年度の目標は700件となっておりま
す。課題ですけれども、受入れスポーツ施設の充実で
すとかコロナ禍におきます安全・安心な受入体制の整
備というふうに考えております。
　県としては、引き続き沖縄県スポーツ協会ですとか
県内競技団体、市町村等の関係機関と連携をしまして、
スポーツアイランド沖縄の形成に向けまして、各種の
施策に取り組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　スポーツアイランド沖縄という
のは、私も今、春のキャンプだったり　　　　実は沖縄総
合事務局ともいろんな情報交換する中で、今資料を
ちょっと一部送りますけれども……。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時31分休憩
　　　午後１時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　今、ｉＰａｄのほうに掲示されて

いると思うんですが、この３－①という資料は県の取
組、国や総合事務局の動きというものを頂いた資料か
らまとめてみました。総合事務局においては、2017
年８月に　　　　右下のほうですけれども　　　　沖縄スポー
ツ・ヘルスケア産業クラスター推進協議会というのを
立ち上げて、２年の３月現在で150団体が加入してい
るということもあります。
　申し上げたいことは、総合事務局、国として一生懸
命いろんな取組を行う中で県との連携がどのように
なっているかも非常に気になるんですけど、特に私が
申し上げたいのが、ＦＩＢＡのワールドカップ2023
年、この間開催まで1000日のカウントダウンボード
が沖縄市に設置されたようです。県と沖縄市、それか
ら関係団体の取組といいますか、連携状況どのように
なっているかちょっと教えていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　今、議員がおっしゃいましたスポーツ・ヘルスケア
産業クラスター推進協議会ですけれども、沖縄県から
も私が委員になっておりますし、一方で沖縄市からは
副市長の仲本さんが委員となっておりまして、そう
いった中で連携というのも図っております。
　議員もおっしゃいましたＦＩＢＡに向けましてもこ
れまでも数回意見交換を行うなど取り組ませていただ
いているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これＦＩＢＡについては、2023
年開催ですけれども、ハード面、高速道路から　　　　こ
の間土建部長の答弁があったかと思いますけれども、
道路の問題。それからソフト、ホテルいろいろマスコ
ミのいろんな体制。我々も実は日本のバスケット協会
の方々をお呼びをして、一度全部の議員、バスケット
経験者中心に勉強会も行ったことがあります。一番大
きな大会ですし、これも物理的に可能かどうか分かり
ませんけれども、ぜひ、アメリカのプロバスケットチー
ムが沖縄に来てくれると非常にいいなという話も出ま
した。宿泊施設は安全面からクルーズを使うであると
か、またいろんな話もありました。その中でやはりあ
る意味、基地の中で練習もできるでしょうけど地元の
キングスとの交流であるとか、いろんなことが生ま
れてくるのではないかと。単に予選を　　　　８試合でし
たか　　　　行うだけではなくて、この辺もやはりいろん
な意味で米国チームが沖縄に来てくれることのメリッ
ト、相乗効果はとっても大きいと思いますので、これ
は県だけでの動きではなくて国全体での動きにもなる
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かもしれませんが、その辺もぜひ御尽力をお願いした
いと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時34分休憩
　　　午後１時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　今、資料出ていると思いますが、
これは琉銀が出した資料らしいんですが、総合事務局
からもらいました。プロ野球キャンプの経済効果です。
この資料にあるように額で言うと、支出額86億円ぐ
らいの支出、宿泊から始めて下のほうに表があります。
これも私以前から申し上げているように、キャンプは、
例えば１チーム50名であれば50人が１か月1500人
泊ですけれども、入域者数で言うと50人しかないと。
前も申し上げましたが500人、5000人のクルーズか
らすると10分の１、100分の１しかない。そういう
ことではなくてやはり経済効果を見るべきではないか
ということを何度も今まで申し上げています。それで
質への転換も含めて、やはりこの経済効果をちゃんと
見るためにプロ野球の後の大学野球であったり、いろ
んなこの野球場の設備の使い方も各市町村任せではな
くて、県全体としてこの辺の受入れを調整して、なる
べく空く時間がないような仕組みもぜひ考えるべきで
はないかというふうに思います。
　そういう意味ではプロ野球の経済効果も含めて、ぜ
ひ文化観光スポーツ部がスポーツアイランド沖縄を
しっかり推進できるように我々も協力してまいりたい
と思いますので、その辺について再度部長としてのコ
メントをお願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員御指
摘のとおり、プロ野球あるいはサッカーにつきまして
は、一義的には市町村が受入窓口となって受け入れて
いるわけですけれども、当然県としてもそういったも
ろもろの調整とか、そういったことは市町村と連携を
しながらうまく歩調を合わせて取り組んでいると認識
しております。これからもそういった形で市町村と
連携をうまく図りながらスポーツアイランド沖縄の形
成に向けまして鋭意取り組ませていただきたいという
ふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　では、(4)に行きたいと思います。
　下地島空港の活用状況、我々会派でも視察を行って
まいりました。それからまたホテル業者の方々ともお
話もしました。そのときにやはりＧｏＴｏキャンペー

ンは非常に影響が大きいということで継続してほしい
という話とか、それからプライベートジェットの話も
少し出ました。もし県で把握していれば、下地島空港
へのプライベートジェットの就航といいますか、どの
くらいの件数があるか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　下地島空港の活用状
況についてお答えいたします。
　下地島空港は、パイロット訓練飛行場として運用さ
れておりましたが、大手航空会社による訓練撤退後、
空港及び周辺用地を有効活用するための利活用事業
を進めているところであります。平成31年３月には、
第１期の利活用事業者による国際線等旅客施設事業が
開始され、令和２年11月末時点において、国内線３
路線が就航している状況にございます。令和元年度の
乗降客数は約12万6000人、訓練実績は2283回となっ
ております。
　御質問のプライベートジェット機については、今の
ところ特段就航があるという状況ではないと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　地元の人に聞くと、プライベート
ジェットも乗り入れているというふうな話があったん
ですが、県としては把握していないという理解でいい
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時38分休憩
　　　午後１時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　県のほうで管理事務
所を設置しておりまして、その就航状況については一
応把握しているつもりではございますけれども、公的
な機関が　　　　海上保安庁ですとか公的な機関が訓練を
したり、離発着したりする場合もございますし、定期
便もございます。そのトータルの回数等は集計してお
りますけれども、プライベートジェット機が何機とい
うことについては今手元に統計上の資料がないという
状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これも聞いた話なんで私もデー
タを持っていませんけれども、プライベートジェット
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で来た方が、先ほど言ったホテル　　　　１泊30万くら
いと言いましたか　　　　の部屋に１週間泊まると。30
万で７泊すると210万ですよ。通常、このホテルが１
泊２万だともう100名分ぐらいの売上げになるわけで
す。ですからそういったプライベートジェットについ
ても県が積極的に誘致をするような考え　　　　例の宇宙
旅行でしたっけ、謝花副知事がゴーサインをした。そ
の社長にも私実は会いました。やはりああいうところ
に来る　　　　もちろん定期便で来る方もいるでしょうけ
れども、そういったプライベートジェットの利用、例
えば那覇空港だともう非常に厳しいということもいろ
いろ聞いています、プライベートジェットの利用の仕
方が。格納庫も本当は欲しいという話がありました。
久米島にも行きたいという方がいらっしゃったんです
が、やはり給油の問題もあって、これはやはり宮古の
ほうが私はプライベートジェットのいろんな誘致をす
るためには、一番可能性があるのではないかという気
もします。できれば格納庫の設置も含めて国・県、い
ろんな形で予算を取りながらそういったプライベート
ジェットの方々、先ほどの質の向上という意味では、
観光客の質という意味で私はこういった方々、富裕層
の方々を海外から招き入れることも必要だと思いま
す。ですから先ほど来言っているように、人泊数も大
事です。１泊当たりの単価を上げること、もう１泊し
てもらうこともろもろそういったことも含めて、土建
部だけではなくて、もちろんこれは文化観光スポーツ
部も、それから全庁挙げて取り組んでいただきたいと
思いますが、副知事、このことについてコメントあれ
ば。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　議員の御指摘につきまして
は、観光戦略の中でも高付加価値の観光ということで
マッチすると思いますので、今後データの把握も含め
て検討していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ぜひ質の向上も含めて、人数、例
えばプライベートジェットで来る方は数名かもしれま
せんけれども、そういった方々が何十万の部屋に泊ま
るということも事実だそうですので、ぜひお願いした
いと思います。
　続いて２番に行きたいと思います。
　新型コロナウイルス対策について、補正額、予算の
総額、部局ごとと執行額の内訳等について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　県におきましては、今
回の11月補正を含め８次にわたる補正予算で総額約

1411億円を計上し、全体での執行率は10月末時点で
すが64％となっております。主な部局の予算額及び
執行率は、商工労働部が約621億円で49％、保健医
療部が約375億円で34％、子ども生活福祉部が約347
億円で87％、文化観光スポーツ部が約31億円で65％
となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　特に、これは我々医師会から９月
の下旬ぐらいにいろんな要望書をもらったんですけれ
ども、そのときに慰労交付金であったり、医療従事者
向けの宿泊施設確保事業の支払いが相当遅れていると
いうことでありました。この２つに絞って今どのぐら
いの執行率か教えてもらっていいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時43分休憩
　　　午後１時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず空床確保に関
する事業については、10月末時点でございますが、
執行率は1.2％でございます。それから、慰労金につ
きましては10月末時点で97.0％でございます。
○西銘　啓史郎君　休憩です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時44分休憩
　　　午後１時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません。
　医療従事者向けの宿泊事業については細事業でござ
いまして、今手持ちがございません。
　申し訳ありません。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ぜひ後ほど資料も欲しいと思い
ます。
　次に行きますけれども、次の(2)番目の保健所の現
状、設置件数といいますか地域保健法制定されてから、
どんどん統廃合されたと聞いていますが、その人員体
制と課題についてお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在、本県には、
県の保健所が５か所、那覇市の保健所が１か所、合計
６か所の保健所が設置されておりまして、職員数は県
が246名、那覇市が102名となっております。また保
健所は感染拡大時には電話相談、それから陽性者の入
院調整、積極的疫学調査などの業務が大幅に増加しま
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したので、その体制の強化が課題となってございまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今回私もコロナ感染で、保健所、
それから県の総括情報部や議会事務局の方々、いろん
な方々の御尽力で入院して回復することができまし
た。保健所からいろいろ電話があって私も非常に気に
なるのが、保健所の今の課題といいますか、いろんな
人的不足も含めてですけれども、県としてこの今５か
所のみでも構いませんが、人的な体制についてどのよ
うに考えているのか、もし分かればお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　やはりそのような
課題がございましたので、保健所への会計年度任用職
員の配置でありますとか、コールセンター業務につい
て外部委託をして相談業務を強化しました。
　それから保健所が担う陽性者の入院調整がございま
すが、それを本庁の対策本部で一元化して行って保健
所の負担軽減を図ってきたところでございます。
　ちなみに保健所の会計年度任用職員は合計しまし
て、これは県分ですが、15名配置しているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　保健師の種類について御説明お
願いします。４種類あると聞いてるんですが、保健師
の種類ですね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　保健師職につきま
しては特に種別はございませんけれども、県や市町村
に勤務する行政の保健師と、それから民間で産業医の
ような形の産業保健師というような方もいらっしゃる
というふうに聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私のほうで、ヒアリングというか
情報をもらった中では行政保健師、病院保健師、産業
保健師、学校保健師という方がいて、行政保健師の方
が圧倒的に多くて病院の実務経験が少ない方々も今回
コロナの影響で、本来やるべきことがなかなかできて
ないということも耳にします。ですので、保健所の機
能としてしっかりコロナを機に見直すところは見直し
ていただいて、過重労働にならないような体制をぜひ
組んでいただきたいと思います。これは要望しておき

ます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時50分休憩
　　　午後１時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　(3)番目のこれまでの総括と今後
の体制等についてですけれども、第１波、第２波とい
いますか、この間にいろんなデータの分析をして、仮
説・活用、対策、評価をするべきだと思うんですけれ
ども、今現在これまでの総括と今後の体制についてど
のように取組をするのか、御説明お願いしたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず４月からの第
１波と申しますか、大きな感染拡大を経て、県としま
しては拡大時の推計の患者数を把握しまして、それに
基づいて病床確保計画であるとか、警戒レベルを設定
するというような形で取り組んでまいりましたが、８
月にさらに大きな感染拡大がありまして、想定以上の
拡大になったということもございました。
　また、第２波については完全に終息し切ったわけで
はなくて、その後じわりじわりと今増えている状況で
ございますので、なかなか検証というのは難しいとこ
ろもございます。緊急事態宣言の発出やそれから県民
への外出自粛などこれまでも対策を取ってやってきて
おりまして、今現在は県民への市中感染が主な拡大の
要因になっているということもございますので、県民
への周知活動に力を入れているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ぜひ県民へのいろんな数値の発
表については、特に私いろいろ感じるんですけれども、
いろんな率　　　　何とか率何とか率、陽性率だったり、
それから移入率ですか、いろんなデータを出している
んですが、分子と分母がよく分からないときがあるん
ですね。例えばホテルの使用数についても四百幾つの
分母のはずなのが、何か違ったり、他府県でも確保で
きているのと確保予定なのが分母が違うともちろん率
が上がってきたりするじゃないですか。ですからその
辺の定義をしっかりしていただいて、正しい数字を発
表していただかないと、例えば県外からのお客様で感
染した例が何％っていうときにも知事が３％、2.8と
使ったり、実際にはどう計算しても１％台じゃないか
というような声もあります。ですのでぜひ数字の使
い方についてはしっかりお願いしたいと思います。
　ちょっと休憩お願いします。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　私はコロナ、我々会派も感染をし
たことを踏まえて、やはり一番気になるのが感染者イ
コール犯罪者とまでは言わないにしても、そういうこ
とを感じたメンバーもいたと思います。それ以外の方
でも、豊見城のある議員が新報に出てましたけれども
３回、やはりそういう思いをする方は大変つらいと思
うんですね。ですから条例の中でも多少記載はしてま
すけれども、そういったことを抑える努力は県として
もっとしっかり取り組むべきではないかなというふう
に感じましたので、これも要請をしておきます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時53分休憩
　　　午後１時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　本当は知事本人といろいろやり
取りしたかったんですが、知事の政治姿勢について伺
います。
　まず(1)番目、もう３年目に入りました。任期４年
の折り返しとなっていますけれども、残り２年間、知
事がこれまでの成果、当初からの課題についてどのよ
うに考えているのか、お聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県におきましては、経済
や文化、教育福祉、保健医療、基地問題など様々な分
野において施策を展開しており、知事が掲げた公約の
全てに着手しているところです。例としましては、住
民税所得割非課税世帯等の高校バス通学費補助の子供
貧困対策や、沖縄本島と北大東島を結ぶ海底光ケーブ
ルの整備等を推進しています。
　経済分野では、沖縄県アジア経済戦略構想推進計
画に基づく諸施策を推進し、昨年には入域観光客が
1000万人を超え、雇用情勢が大幅に改善されるなど、
着実に成果を上げてきました。しかし、新型コロナウ
イルス感染症の拡大がこれまで積み上げた成果に打撃
を与え、観光関連産業をはじめ多岐にわたる業種で大
きな影響を及ぼしております。
　県としましては、深刻な打撃を受けた県経済の回復
に向け全力で取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事の選挙前の「新時代沖縄」と
いう資料を私も入手をして、今お手元に配信しました

けれども、概略だけを抜粋してみました。その中で副
知事にお聞きしたいんですけれども、知事がいないの
で。公約実現というのはいつまでに行うものだという
ふうに考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　公約の実現は、この任期
４年間で実現するというものが基本だと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　この資料の中にありますけれど
も、知事の実施政策っていうのが289項目　　　　かぶっ
ているのは抜きましたけれども、これだけの項目を実
現したいというふうに言っているんです。見てみると
これ本当に手をつけているのか、全て着手したという
話をしてましたけれども、着手をすればいいのか。先
ほども言いましたように、１期４年の間に実現すべき
ものだと私も思います。ですから知事がこの間の記者
会見で、０点というふうに発言したことは非常に私も
残念でして、要は部下の皆さん方のいろんな50点と
かの前段はありましたけれども、やはり自信を持って
こういうふうにやってるということを僕は言うべきだ
と思います。
　知事、今日いらっしゃらないのであれですけれども、
いずれにしても知事の公約について、この中でも見て
ると実は私はこの知事の公約、当選した後に一番期待
したのが一般質問でもさせてもらいました万国津梁会
議。いろんな意味でこれだけ書いている経済交流、文
化交流、教育・人事交流ということで、沖縄の発信力
を高めて、自立的発展につなげていきますということ
を書いていました。これも私大分期待をしたんですが、
今、先ほど来あるように万国津梁会議がちょっと違う
方向に行きかけてないかなと、いろんなことで非常に
危惧するところであります。細かいことは抜きにして
もとにかくこの公約一つ一つを本当に実現できるのか
どうか、この２年間にかかってくると思いますので、
執行部については我々議会としてもしっかりチェック
をしながら、議論していきたいと思います。
　(2)番目に行きます。
　那覇軍港移設についてですけれども、先ほど来いろ
んな答弁がございました。百条委員会を設置されたこ
とを副知事、どう受け止めてますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　那覇港管理組合において
百条委員会が設置されたということは承知しておりま
すけれども、これは那覇港管理組合において議員の御
指摘を受けての設置ですので、これはしっかり真摯に
対応していただくことになるだろうと思っておりま
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す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　それと９月定例会一般質問２日
目の最後の中川議員の質問に対して、アンケートにつ
いては取り消さない、ちゃんとやりますと法的に何も
瑕疵もないということを申されていましたが、その翌
日、ここで開会冒頭に知事がお話をされました。その
経緯、夜、２日目の議会が終わった後から、朝の発表
があるまでの経緯を説明してもらえませんか。どう
いったことが、どこで、誰とどんな話をして決めたの
か。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　中川議員からの質問の後
に、知事のほうでもう一度、那覇港管理組合の職員を
知事室に呼んで事実関係、そして議員からいろいろ御
意見いただきましたので、浦添市、那覇市の反応、そ
れに対する那覇港管理組合としての対応、考え方など
を聞いたところです。それ以外にも与党の議員からも
いろいろ御意見などもいただきまして、そういったこ
とを総合的に判断しまして、まずはある意味、浦添市、
那覇市に対しての説明が十分ではなかったということ
を、知事は管理者として確認されたとして、まずは意
識調査を一時止めて、しっかりと両市に説明すること
が大事だろうということで翌日そのように説明がなさ
れたというふうに考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　結果としてそのアンケートを止
めたことは評価をしたいと思いますが、また再開をす
るとかしないとか、百条委員会が開催されている中で
議論が出るということも非常に不可解に感じます。
　続いて(3)番目の、沖縄振興のための制度提言につ
いては割愛させてください。答弁を準備した企画部長、
すみません。申し訳ありません。
　(4)番に行きたいと思います。
　政策参与の提言実績等について伺います。
　先般、政策参与についてはどういったことを求める
のかという質問に対しても役割があるということで、
おのおの参与からどういった提言が今までされたの
か、お答え願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　現在、沖縄県におきま
しては、政策参与として３名の方がいらっしゃいます。

　照屋政策参与につきましては、しまくとぅばや沖縄
空手を担当いただき、第１回沖縄空手国際大会の開催
や、沖縄空手振興ビジョンロードマップ策定などに進
言をいただいております。
　金城政策参与におかれましては、健康・長寿を担当
いただき、予防医療の観点から県民の健康維持、新型
コロナウイルスの予防対策に関し、進言をいただいて
いるところでございます。
　さらに亀濱政策参与につきましては、離島振興、女
性の地位向上に関し、調査研究を進めていただいてい
るところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これもぜひ、税金を使って手当を
お渡ししているわけですから、参与がどういったこと
をしたのか、勤務実態がどうなっているのか、この間
は資料で頂きましたけれども、私はホームページでも
公表すべきだと思います。この方々がどんな活動をし
ているかということも含めて、次期のいろんな判断も
含めて県民にも分かるようにぜひお願いをしたいと思
います。
　最後に、離島の自衛隊配備について伺いますけれど
も、答弁はいつも同じことなんで、私ちょっと確認を
したいと思います。
　知事はよく民意とおっしゃいますけれども、石垣と
宮古も４年前、３年前、市長選挙、議員選挙で私は民
意は出ていると思うんですが、公室長の見解をお願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
行政運営に当たり、民意を尊重することは重要なこと
だと考えておりまして、当該市長選挙におきましても、
そういった民意が示されたということについては承知
をしているところでございます。一方で自衛隊の島嶼
配備につきましては、我が国の安全保障や地域の振興、
住民生活への影響をめぐって様々な意見があるものと
承知しております。
　県としましては、こうしたことを踏まえ、政府に対
しまして地元の理解と協力が得られるよう十分な情報
開示を行うなど、より一層丁寧に説明を行うとともに
スケジュールありきで物事を進めることがないよう、
引き続き求めてまいりたいというふうに考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私が申し上げたいのは、民意と
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いうものをどのように捉えるかは、もちろん民主主義
の世の中なので選挙の結果も一つでしょうし、今の公
室長の答弁を聞いていると、地域に分断を持ち込まな
いとか丁寧に説明しているというのは、100％賛成で
なければできないような感じがするんですね。では逆
に100％反対でなければできないってこともあるのか
という気もするんです。ですので辺野古の反対、県民
投票の７割が反対したことも事実ですが、賛成もあっ
たっていう事実もあります。知事がよく言う誰一人取
り残さないという大きなテーマ、私は物理的に誰一
人取り残さないことは世の中で100％できるかという
と、これは難しいと思います。
　いずれにしても申し上げたいことは、知事の政治姿
勢の中では残り２年間で掲げた公約を実現するため
に、我々としても是々非々でいろんな予算についても
議論をしていきたいと思います。
　知事におかれましては、一日も早い御回復を心より
お祈りして質問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　宮古地区選出、会派沖縄・自民党の
下地康教でございます。
　所見を交えて一般質問を行いますので、当局の誠意
ある御答弁をお願いいたします。
　本県では、新型コロナウイルス感染拡大により県内
医療機関においてコロナ患者の病床を確保したことに
より一般病床数が制限されております。一般病床数が
満床に近づき、医療逼迫の緊張が高まりつつあります。
またインフルエンザの流行期を前に、さらに医療体制
が逼迫することが予想されることから医療関係者、介
護関係者の皆様方の御奮闘と御苦労に敬意を表すると
ともに、感謝を申し上げる次第でございます。
　それでは、一般質問に入りたいと思います。
　１、離島における新型コロナウイルス感染防止対策
について。
　(1)、感染拡大による観光関連事業の落ち込みや航
空便の運休による農畜水産物の出荷停滞、外食産業の
落ち込み等から来る農林水産物の需要低下を受けた値
崩れなど、離島における新型コロナウイルスによる影
響は甚大でございます。それらの分野における県の支
援体制を伺いたいと思います。
　(2)、去る９月議会で、宮古地区における新型コロ
ナウイルス感染防止対策宮古地方本部と地元関係機関
との連携強化を図るという答弁をしておりますけれど
も、現在地元関係機関との効率的な情報共有がなされ

ているとの声が聞こえておりません。どの関係機関と
どのような連携が図られているのか具体的に伺いたい
と思います。
　(3)、多良間地区ではこれからサトウキビ収穫を迎
え、労働者不足を解消するため季節工員が来島する時
期でございます。島の医療体制を守り、島民の安全・
安心を確保するため、季節工員が来島する前にＰＣＲ
検査を実施する必要があると考えるが、この件につい
ての支援対策をお伺いいたします。
　２、尖閣諸島問題について。
　(1)、来日した中国の王毅外相は、去る11月24日の
記者会見で尖閣諸島周辺海域において日中双方の公船
以外の船を周辺海域に入れないことで事態の改善を図
ると提案しております。これは、領土・領海における
日本の主権を揺るがす重大な事案であるとともに、宮
古・八重山地域を含む沖縄県全体の漁業振興において
譲れない死活問題でございます。地元沖縄県知事とし
て日本政府へ中国に対する抗議の要請を行うととも
に、中国に対して毅然たる態度を持って抗議行動を起
こすべきではないかというふうに考えますが、知事の
姿勢を伺います。
　３、農林水産業に係る問題について。
　(1)、農林水産物不利性解消事業対象品目に係る紅
芋加工品、カツオ、枝豆の追加について、去る９月定
例会で質問したところ、関係機関との意見交換を踏ま
えて総合的に判断するとの答弁でありました。その後、
関係機関とどのような意見交換が行われ、検討がなさ
れたのか具体的に伺います。
　(2)、宮古地区における畜産業では、令和元年度で
肺炎、下痢、新生児異常、牛白血病等の疾病で476頭
もの牛が死亡しております。さらに令和２年度より、
獣医師の１人減という状況が重なっており、この窮状
において獣医師の増員は喫緊の課題であります。この
件についての支援策を伺います。
　４、下地島空港周辺用地の有効活用について。
　(1)、平成25年宮古島市は、下地島県有地の農業利
用ゾーン85ヘクタールを全て購入しております。本
県における下地島の農業基盤整備計画の内容を伺いま
す。また、下地島第３次利活用計画における募集を含
めた事業計画の進捗状況を伺います。
　(2)、下地島空港利用客の増加に伴う一般駐車場の
拡張整備について伺います。
　５、今後の過疎地域自立促進特別措置法の継続につ
いて。
　(1)、新たな過疎法改正に取り組む知事の姿勢につ
いて伺います。また今後どのような法改正になること
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が予想されるのかを伺います。
　６、宮古地区における天然ガス資源の有効活用に向
けた支援について。
　(1)、本県における宮古地区での天然ガス資源活用
計画の内容及び支援策を伺います。
　７、宮古地区の観光利用における沿岸環境影響調査
について。
　(1)、長期的に見た観光客の増加による沿岸海域へ
の影響を把握するため、定期的環境実態調査の実施に
ついて伺います。
　８、多良間島における農林水産業について。
　(1)、現在の農業用廃棄物を含めた産業廃棄物処理
状況における現状と問題点をどのように捉えているの
か。また、解決策となる産業廃棄物処理施設の整備支
援について伺います。
　(2)、土地改良における耕土深60センチメートルを
確保するため、宮古島からの客土運搬について伺いま
す。
　９、多良間―石垣間の航空路線について。
　(1)、多良間―石垣間の航空路線の再開計画の有無
を伺います。また計画があるのであれば、そのスケ
ジュールを伺います。
　10、宮古島市長選挙について。
　(1)、来年１月17日投開票の宮古島市長選挙におい
て知事の支援を受けた座喜味氏が出馬を表明しており
ます。知事はこれまで、辺野古基地問題や先島地域自
衛隊基地問題など、県議会において座喜味氏と激しく
ぶつかってきております。そこでそれぞれの立場を支
持してきた県民に対してどのようにこの状況を答える
のか伺います。
　11、我が党の代表質問との関連について。
　(1)、那覇軍港の浦添移設について。
　那覇港は重要港湾であり、港湾法によっておおむ
ね10年ごとに新たな港湾計画を策定することになっ
ています。現在の港湾計画は、平成15年に決定され、
既に15年が経過し、那覇港を取り巻く社会経済情勢
が大きく変化していることから、時代に即した新たな
港湾計画を早急に策定する必要があると思われます。
また令和２年３月に発表された新沖縄発展戦略構想で
は、本県はアジアの中心に位置する地理的優位性から
那覇軍港の有効な跡地利用を含めた那覇港と那覇空港
の機能を連結し、今後10年間で臨空・臨港都市整備
を実現するとしております。今回浦添市による軍港移
設の意見の一致を見たことから、速やかに新たな那覇
港の港湾計画を策定し、新沖縄発展戦略構想に沿った
ダイナミックな沖縄振興を推進する必要があります。

しかし知事は、これまでになかった民港案を優先した
港湾計画の策定作業を進めるとしております。このこ
とは、結果的に那覇港の港湾整備が遅れることとなり、
知事が自ら示した新沖縄発展戦略構想と矛盾するもの
であります。これは明らかに沖縄県の未来への振興・
発展を阻害するもので沖縄県民の期待を裏切るもので
あります。
　本件について知事の見解を伺います。
　以上、答弁を聞いて再質問いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　下地康教議員の御質問にお
答えいたします。
　５、今後の過疎の在り方についての中の(1)、過疎
法改正についてお答えいたします。
　沖縄県では、新たな過疎法において過疎市町村の実
情に対して特段の配慮がなされるよう、11月に知事
が沖縄県過疎地域振興協議会とともに、今年度２度目
の要請を行いました。要請先からは、全国法であるた
め本県の特殊事情を理由とする制度化は困難である旨
の発言があった一方、全国的に財政力が弱い団体には
配慮を検討したいとの見解をいただいております。
　今後、年内に新法に係る指定要件等が示される予定
であるため引き続きその動向を注視してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、離島
における新型コロナウイルス感染防止対策についての
(1)、離島における観光関連事業者への支援策につい
てお答えいたします。
　県では、離島を含め落ち込んだ旅行需要の回復を図
るおきなわ彩発見キャンペーン事業をはじめ、感染症
拡大防止対策を奨励するため民宿やツアーガイド等の
事業者へ一律10万円の奨励金を給付する安全・安心
な島づくり応援プロジェクトを実施しました。また、
貸切りバス等を活用した旅行商品へ補助を行うおきな
わ彩発見バスツアー促進事業や、離島周遊の促進とし
て離島へのチャーター便支援やメディアを活用した離
島観光プロモーション等を実施しているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、離島における新
型コロナウイルス感染防止対策についての御質問の中
の(1)、農林水産物輸送の停滞と需要低下に係る支援
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策についてお答えします。
　県では航空便の減便に対応するため、農林水産物流
通条件不利性解消事業の補助単価の特例や航空物流機
能回復事業により航空輸送体制を確保したところであ
ります。また、需要低下を受け６月補正予算において
ちばりよ～！わった～農林水産業応援プロジェクト事
業として約３億2000万円を計上し、子ども食堂等へ
のパイナップルなどの提供や学校給食への県産牛肉、
マグロ類など水産物の提供、公共施設等での飾花・展
示を実施し、県産農林水産物の消費喚起を図っている
ところであります。
　次に(3)、多良間島に来島する季節工員のＰＣＲ検
査を実施するための支援策についてお答えします。
　多良間島の製糖工場では、製糖期間中において、県
外等から多くの島外季節労働者を雇用しており、今期
は47名を予定していると聞いております。
　県としましては、十分な医療体制を有していない離
島地域のサトウキビ・糖業に影響が生じないよう、製
糖事業者と連携し季節労働者の渡航前のＰＣＲ検査に
よる水際対策及び製糖期間中の感染拡大防止について
支援してまいります。
　次に２、尖閣諸島問題についての御質問の中の(1)、
尖閣諸島に関する中国外相発言についての質問にお答
えします。
　尖閣諸島周辺海域は戦前より沖縄の漁業者が利用し
ている漁場であり、本県漁船が操業できなくなる事態
は断じてあってはならないものと考えております。県
はこれまでに国に対して要請を重ねてきており、去る
10月７日にも、中国公船等による威圧行為を排除し、
我が国漁船の安全操業の確保に向けた体制の強化を図
ることを内閣官房長官ほか関係大臣に対し要請を行い
ました。
　県としましては、引き続き漁業者の安全確保につい
て国に対して強く求めてまいります。
　次に３、農林水産業に係る問題についての御質問の
中の(1)、農林水産物流通条件不利性解消事業に係る
対象品目の追加の検討状況についてお答えします。
　紅芋加工品については、保存が可能であり集約して
計画的な出荷ができる加工品に該当し、加工品につい
ては国等との調整を経て補助の対象外となっておりま
す。カツオについては、漁協から要望があったことか
ら沖縄県産品の優位性や事業効果について整理するよ
う求めたところであり、引き続き地元の要望を踏まえ
つつ新たな沖縄振興を見据え、戦略品目への位置づけ
について判断していきたいと考えております。また、
枝豆については令和元年度に伊良部島枝豆生産組合に

対して集出荷貯蔵施設の整備を行い、現在、宮古島市
枝豆産地協議会に対して生産状況、生産体制及び今後
の生産計画等の聞き取り等を実施しているところであ
ります。
　次に(2)、宮古地区の獣医師確保についてお答えし
ます。
　産業動物獣医師の不足については、本県を含め全国
的な課題となっております。このため県では、安定的
な獣医師確保と育成を図るため、１、獣医大学生を対
象とした修学資金の給付、２、獣医大学訪問による説
明会の開催、３、インターンシップの受入れなどを積
極的に実施しております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、新た
な施策の検討も含め県内の産業動物獣医師の確保・育
成に努めてまいります。なお宮古家畜診療所では、本
年10月に２名増員し現在５名体制で診療を行ってお
ります。
　次に４、下地島空港周辺用地の有効活用についての
御質問の中の(1)、下地島の農業基盤整備計画につい
てお答えします。
　宮古島市下地島の農業利用ゾーンについては、平
成25年５月に農業振興地域の農用地区域に設定され、
同区域の農業振興を図るため、区画整理、防風林等の
農業基盤を整備する計画となっております。農業基盤
整備の事業化については、営農計画の確立、農業用水
の確保等の課題解決に向け宮古島市と調整を進めてい
るところであります。
　県としましては、宮古島市等、関係機関と連携し、
下地島における農業基盤整備事業の早期導入に努めて
まいります。
　次に８、多良間島における農林水産業についての御
質問の中の(2)、宮古島市からの客土運搬についてお
答えします。
　耕土深確保のための宮古島からの客土運搬について
は、現行の倍程度の事業費となり費用対効果等の観点
から困難であると考えております。このため多良間村
内の区画整理事業の予定地区内において土層の調査を
実施し、土層の厚い地区から薄い地区への客土等の可
能性を調査検討しているところであります。
　県としましては、引き続き多良間村等と連携し島内
地区間における客土等の検討を進めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、離島における
新型コロナウイルス感染防止対策についての御質問の
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中の(2)、宮古地方本部と関係機関の連携についてお
答えいたします。
　宮古地域においては、４月15日に地方本部を設置
し、関係機関と連携した取組を進めてまいりました。
具体的には、宮古島市、県立宮古病院、宮古保健所が
連携し、クラスター対策として夜の繁華街の巡回及び
高齢者施設を対象とした講話を行ったほか、多良間村、
県立宮古病院、宮古保健所が連携し、新型コロナ患者
の移送訓練を実施したところです。また、軽症者向け
宿泊療養施設については、宮古島市から保健師・看護
師の派遣等をいただき運営を行っております。
　今後も引き続き情報共有を密に行い、連携体制の強
化に取り組んでまいりたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　４、下地島空港周辺
用地の有効活用についての御質問のうち(1)、下地島
空港の利活用計画についてお答えいたします。
　下地島空港及び周辺用地の利活用事業については、
去る９月に第２期事業としてＰＤエアロスペース株式
会社と下地島宇宙港事業の実施に向けた基本合意書を
締結しております。
　県としては、今後、新型コロナウイルス感染症の終
息等、社会経済状況を踏まえて第３期利活用事業の募
集を進め、宮古島市と連携しながら周辺用地も含めた
利活用の促進に取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　次に４の(2)、下地島空港の一般駐車場についてお
答えいたします。
　下地島空港においては、現在、国土交通省航空局の
羽田発着枠政策コンテストにより、スカイマーク株式
会社による羽田路線の暫定運航及びトライアル運航が
令和４年10月末まで認められております。
　県としては、その後の継続的な運航の見通しや、そ
の他航空会社の運航状況なども踏まえて今年度、駐車
場拡張の検討に必要な実態調査等を実施する予定であ
ります。
　次に11、我が党の代表質問との関連についての(1)、
那覇港の港湾計画改訂についてお答えいたします。
　那覇港管理組合では、現在、浦添ふ頭地区調整検討
会議において、浦添埠頭地区における港湾計画の方向
性を導き出すための検討を行っているとのことであり
ます。港湾計画改訂については、浦添埠頭地区におけ
る民港の港湾計画の方向性を導き出し、移設協議会に
おいて、那覇港湾施設の代替施設の位置が示され、民

港との整合性が確認された後、那覇港長期構想検討委
員会、那覇港地方港湾審議会、国の交通政策審議会の
議を経て港湾計画の改訂となります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　６、天然ガス資源の
有効活用に向けた支援についての御質問の中の(1)、
宮古地区での天然ガス資源活用計画についてお答えい
たします。
　宮古地区における水溶性天然ガスについては、平成
26年度の県の試掘調査結果を受けて宮古島市が利活
用計画を策定しており、平成29年度から３年間、天
然ガス発電による実証事業を実施しております。昨年
11月には、市がリゾートホテル開発事業者等と協議
会を設立し利活用の検討を進めているところです。
　県としましては、市や民間事業者に対して技術的な
協力を行うとともに新たな振興計画において設備投資
に関する支援策を検討する等、早期の利活用を促進し
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　７、観光利用における沿
岸環境の影響調査についての(1)、観光客の増加によ
る海域への影響把握についてお答えします。
　県では、県内33か所の主要海水浴場で定期的に水
質調査を行っているほか、13の海域で常時監視を行っ
ております。その結果によると県内の海水浴場及び海
域の水質は良好な状態を維持していると判断されま
す。一方、観光客の増加に伴う海域への影響について
は不明な点があることから、情報収集に努めるととも
に専門家の意見を踏まえ、調査の方法等について検討
してまいります。
　次に８、多良間島における農林水産業についての
(1)、産業廃棄物処理の課題と支援策についてお答え
します。
　多良間村では、農業用廃プラスチックや輸送に使用
される段ボールの島内処理が追いつかないため大量に
保管されている状況となっております。そのため本年
度、県において小型焼却炉を多良間村に設置し、農業
用廃プラスチックと段ボールを島内で効率的に処理す
るための焼却実証試験を行っております。
　今後、実証試験の結果を検証・評価するとともに、
引き続き適正処理を推進するために必要な支援方策の
検討を行ってまいります。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　９、多良間―石垣間の航
空路線についてお答えいたします。
　令和２年３月に、第一航空株式会社が那覇―粟国路
線に加え、石垣から多良間、波照間への路線について
も就航の意向を示したところであります。このため、
県では多良間―石垣路線について国と連携して、まず
は同社と就航に向けた課題の整理を行っているところ
であります。
　県としては、できるだけ早期の運航再開に向けて運
航の安全性を確保しつつ、地元の理解を得ながら、引
き続き国、地元町村、第一航空と連携して取組を進め
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　10、宮古島市長選挙に
ついての(1)、宮古島市長選挙についてお答えいたし
ます。
　各地域の首長選挙においては、地域が抱える課題等
の実情を踏まえてそれぞれの候補者が自らの考え方に
従って立候補されるものと認識しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○下地　康教君　まず農林水産業に関する問題につ
いてでございます。
　農林水産物不利性解消事業の対象品目に関するお答
えをいただきました。私この質問はもう３回目でござ
います。最初の議会の登壇からこの質問をしており、
だんだん答弁の内容がクリアになってきております。
やはりしっかりとその問題については、私の要望が実
現するまで当局の皆さん方と一緒になって頑張ってい
きたいというふうに思っております。
　それと農林水産業に関する(2)のほう、令和２年よ
りの獣医師の問題でございますけれども、現在２人増
強して５人体制でやっていっていただいていると、非
常に感謝を申し上げます。県内においても獣医師が不
足しているということでございますけれども、この支
援体制をしっかりとスケジュール感を持ってやってい

ただきたいというふうに思っております。畜産業にお
いては、宮古もそうなんですけれども、非常に伸び代
があるというふうに思っておりますので、皆様方のほ
うで獣医師の確保ができるような支援体制とそのスケ
ジュールをしっかりと提示していただきたいというふ
うに思っています。
　次に、下地島空港周辺の有効土地活用についてでご
ざいますけれども、下地島の第３次利活用計画です。
いろいろなプロジェクトを募集してやっているという
ことでございますけれども、これはもう３回目です。
なかなかうまく思うように活用が進んでいない。そこ
でやはり土地活用を十分できるように、現行法　　　　例
えば農振法であったりそういったものをいろいろと調
整する必要があると思うのですけれども、それをしっ
かりとやっていただきたいと。そういう意味では、今
の募集がいつ始まっていつまでに終わるのか。募集を
したところ今どういうものが来ているのか、それをお
聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほど答弁いたしましたが、現在は第２期事業とし
て下地島宇宙港事業の基本合意書を締結したところで
ございます。３期の利活用事業の募集につきましては、
今現在、新型コロナウイルス感染症についての影響が
かなり大きいところがございまして、現在の社会経済
状況では厳しいところがあろうと思っております。今
後、終息の状況を見ながら募集の開始を決めていきた
いとそういうふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　コロナはいつ終息するか分からな
いというところもございますので、まずは募集をして
その状況を見て募集期間を決めていくとそういう努力
が必要だと思いますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時39分休憩
　　　午後２時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の終息も必要だというふ
うに考えておりますが、周辺用地につきましては、利
活用を図るために　　　　先ほども答弁いたしましたけれ
ども未買収用地、未登記用地もございます。あと議員
おっしゃるように農地を転用　　　　無償で耕作している
皆様がおりますので、その方々との話合いも必要でご
ざいますし、農地の転用についても図っていく必要が
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あるということで課題が幾つかございます。そういっ
た課題解決の見通しも含めて、今後宮古島市と連携を
図りながら課題解決に向けて取り組み、併せてコロナ
ウイルス感染症の終息等状況を見ながら募集したいと
考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　いろいろな問題があるというのは
分かっているんです。これを解決するのは時間がかか
るというのも分かっています。しかし、これはやはり
地元である宮古島市とその連携を深めるというのがポ
イントなんです。どういうふうにして連携を深めるの
かということなんです。やはり地元の行政としっかり
と話をしながら、地元の行政の役割は、どういうこと
をやればそれがうまくいくのかということをぜひしっ
かりと地元と協議をしていただきたい。そういうこと
でスピード感を持って、下地島空港の利活用を進めて
いただきたいというふうに思っておりますので、よろ
しくお願いいたします。
　次は、同じ下地島空港なんですけれども、これは空
港の一般駐車場の拡張に関する件でございます。
　これは今回の議会にも陳情で上がっておりますけれ
ども、下地島空港は2019年の旅客実績が12万6000
人というふうになっておりまして、それからまたスカ
イマークなどによって１日６往復、成田、関西、神
戸、那覇というふうに運航しております。そうする
と2020年度は26万人ぐらいを超えるのではないかと
いうような予測をしております。今久米島空港が25
万7000人で一般駐車場を379台持っております。そ
こで来年度といいますか2020年度は、下地島空港は
久米島空港の利用客を抜くというふうに言われており
ますので、少なくとも久米島空港規模の一般駐車場を
整備していただきたいと思うんです。先ほどの答弁だ
とスカイマークは試験的にトライアル運航をしている
と。それを見ながらということでございますけれども、
これは我々宮古島のほうは観光客年間200万人を目標
としておりますので、駐車場の整備をしっかりとやっ
ていただきたいと。それで調査をしているというふう
にありますけれども、調査をいつまでに上げるのか、
調査の予算は幾らなのかお答え願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今年度、駐車場拡張の検討に必要な実態調査を実施

することとしております。これから積算等を行いまし
て、今年度中に終わる予定で取り組みたいというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　もうちょっと力を入れて頑張って
いただきたいというふうに思っております。
　次に行きます。
　宮古島市長選挙についてですけれども、非常に簡単
にお答えいただいております。これは、地元の私とし
ては非常に重要な問題でございます。
　まず座喜味さんは、以前は我々の仲間として玉城デ
ニー知事とこの県議会でしっかりと論戦を闘った方で
ございまして、要するに主張していることと、今知事
とやろうとしていることがよく分からないというとこ
ろがございまして、その辺知事の考え方をしっかりと
お聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお
願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　ここにいらっしゃる県議の皆さんは、大変地域の実
情にも詳しくていろいろ県にも提言いただいておりま
す。そういった中において、今般座喜味氏は地域の課
題等の実情を踏まえて自らの考え方に基づいて、立候
補なされたということでございまして、我々としては
それを見守っていきたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これは、気持ちと考えが全く別々で
すね、皆さん方の。だから地元は、地元の事情と言っ
ておりますけれども、これは全く整合性が取れていな
いというふうに考えますので、今回我々はしっかりと
宮古島市長選を勝ち抜いていきたいというふうに思っ
ております。
　最後に、那覇軍港移設の問題ですけれども、これは
新沖縄発展戦略、これと全く矛盾するものでございま
して、那覇港に関するものは非常にスピード感を持っ
てやっていただきたいというふうに思います。その県
が持っている新沖縄発展戦略との違いと矛盾しないと
いうことをしっかりお答えいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　那覇港管理組合で現
在、浦添ふ頭地区調整検討会議で検討を進めておりま
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すけれども、スピード感を持って今年度末までに港湾
計画の方向性を導き出すということで鋭意取り組んで
いると承知しております。
　何ら発展戦略との相違はないものと考えておりま
す。
○下地　康教君　私の見解と相当違っているようで
すけれども、これで私の質問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　会派沖縄・自民党、花城大輔です。
　知事はこれ見てますか。
　私のも見ていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　実は昼休みに、11月30日放送のモー
ニングスマイルを仲間と一緒に聞いていました。持っ
てきたのが照屋守之さんでしたので、一番自民党で知
事の心配をしていたのは、照屋守之さんだと思います。
非常に明るい声で安心をしました。ぜひ、元気で戻っ
ていただきたいなと思います。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　質問に移ります。
　順番を変えて５番からさせていただきたいと思いま
す。
　高等学校のいじめ問題について。
　これは現状と対策について伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　文部科学省の問題行動等調査によりますと、令和元
年度の本県の高等学校になりますけれども、いじめ認
知件数は205件で、昨年度より29件増加しておりま
す。各学校におきましては、定期的なアンケート調査
や教育相談の実施、学校いじめ防止対策委員会の設置
など、未然防止・早期発見・早期対応を図っております。
　また、県教育委員会としましては、研修会等による
教職員の指導力の向上や、スクールカウンセラー等の
配置拡充による支援体制の充実に努めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。

○花城　大輔君　高等学校でのいじめは小中のそれ
とはまた違う問題がいろいろとあるんだと思いますけ
れども、このいじめを理由、背景にした退学者という
ものは把握されていますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　直近３か年でございますけど、いじめを理由とした
中途退学の報告はございません。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　実は８月に友人から相談を受けて
いまして、子供が夜眠れなくなって、朝起きられなく
なって、毎日１時間ぐらいトイレに籠もるようになっ
て、どんどん痩せていくという話でした。気がついた
らいじめに遭っていたということで、非常につらい
日々を過ごしていたんですけれども、親御さんを心配
させないために学校だけは休まなかったということ
で、かなり大変だったと思います。それをいつまでも
続けるわけにはいかないので、いじめられた側がそう
いう判断をするのは非常に不本意ではありますけれど
も、転学ということで環境を変えたいというふうに申
し出たそうであります。
　結論として、転学ができませんでした。理由は３つ
ありまして、１つ目の理由は学校がある程度特定され
るため、そして２つ目の理由は学校の名誉に関わるこ
とにもなるんだろうと思うので言いませんでしたけれ
ども、３つ目の理由がまたいじめに遭う可能性がある
からということでありました。これは大きなお世話で
す。
　この苦しんでいる生徒の環境を変えてあげて、もう
一回頑張っていこうと、その気にさせるためにも非常
に今回の結果は残念でありました。
　親御さんも自分の子供を守るために学校や教育委員
会に救いを求めたわけです。その結果がこれだったら、
もう希望がなくなると思うんですけれども、教育長、
この子をどうすればいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　今議員に御相談のあった件につきまして、先月末で
すけれども担当課のほうから報告がございました。
　私も結果を聞いて、何か足りない部分があったん
じゃないのかと率直に聞きました。そうしたらやはり
この転学というのは、転学元と転学先の関係があって、
またどういうふうな形で転学を決定していくかという
ことを決めていくんですけれども、それについて生徒
と保護者に対する十分な説明がなかったなというとこ
ろはそのときに確認しました。どうしてそういうこと
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が起こったのか、そういうことが今後起こらないよう
にということでしっかりやっていきたいと。
　この間、生徒の特定はされないように今答弁させて
いただきますが、保護者との間、また学校、我々教育
委員会も挟んでの間で、そのまま現在の学校に通学を
するというふうな保護者からの報告もあったというこ
とで　　　　ただ、それでもいじめが発生したという事案
がございますので、丁寧に環境を見ていく。本人も見
ていく。また変化があったらすぐに学校も組織で対応
していくようにという形でやっていこうということで
す。当面、学校のほうでは学校いじめ防止基本方針を
定めていますので、それにしっかり沿った形で丁寧に
しかも迅速に対応するようにということで改めて認識
をしたところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今、その生徒は頑張って学校に通っ
ていますけれども、やはり学校生活は苦しいようであ
ります。そして、やはり環境を変えたいという思いも
あるということを聞いております。学校側も大変な部
分もあると思いますが、まず若く可能性のある生徒を
救っていただくようなことを優先していただきたいな
というふうに思っています。
　質問移ります。
　まず、１番に戻ります。(1)番から始めますけれども、
沖縄振興計画、知事の政治姿勢の中の沖縄振興計画に
ついて。次期振計の取りまとめの際に、新沖縄発展戦
略についての関係性、ちょっと聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新沖縄発展戦略は、新た
な振興計画の策定に資するため、ＩＴ技術の進化やア
ジア経済動向等の時代潮流やソフトパワー等の沖縄の
発展可能性などを踏まえ、中長期的な観点から重要な
施策事項を取りまとめたものとなっています。新たな
振興計画においては、総点検の結果に加え、新沖縄発
展戦略を踏まえるとともにＳＤＧｓを反映させ、さら
にはウイズコロナからアフターコロナに向けた将来を
見通す中で未来を先取りし、日本経済の一端を担うべ
く新時代沖縄を展望し得る骨子案づくりを進めてまい
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　その中で、今年２月の質問で富川
副知事に答弁いただいた海底資源の件を聞きたいんで
すけれども、河野太郎沖縄担当大臣が来庁した際に、
次期振興計画のメモのようなものを渡したという話が
あって、その中に海底資源開発のことが書かれていな

かったといううわさが独り歩きしています。そうであ
ればひょっとしたら次期振計には海底資源開発は入ら
ないのではないかという話にまでなっていて、非常に
心配で質問するようにというふうな連絡を受けて確認
をさせていただきたいと思っています。実際のところ
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　議員御指摘の海洋政策につきましては、この報告書
の中の161ページに、海洋都市構想の推進ということ
で県が計画した中に入っています。その中に海洋資源
利用等々が入っていますので、これを推進するという
ことは議員の御指摘と合致すると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ありがとうございます。
　非常に付加価値の高い事業になりますので、もっと
声高に話していきたいんですが、2008年頃にＪＡＰ
ＩＣが発表した当時300兆円規模の試算があるという
ことでしたけれども、隣国の脅威もあってなかなかそ
の辺の報告が国民、県民に伝わりにくくなっていると
いう実態もあります。なので何とか富川副知事、頑張っ
てこの振興計画を通していただきたいなというふうに
思っています。また最近議長のところにも、この関係
団体が要請に来たみたいですね。あと来年間違いなく
開催される衆議院議員選挙でも全ての候補者にこの公
約を入れてほしいというふうに歩き回っている団体も
いると聞いております。ぜひ富川副知事、よろしくお
願いしたいと思います。
　次に、万国津梁会議の件なんですが、改めて確認を
したいと思います。
　この万国津梁会議って何なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　「21世紀に求められる人権尊重と共生の精神を基
に、“時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合
う平和で豊かな「美ら島」おきなわ” を創造する。」、
それが21世紀ビジョンの基本理念ということで目指
すべき将来像の５つでございますけれども、こういっ
た将来像を実現し新時代沖縄を構築するために、有識
者から意見を聴取して知事に提言をする万国津梁会議
を設置した、それが万国津梁会議の設置目的となって
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おります。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今日、午前中もありましたけれど
も、万国津梁会議の委員がＳＮＳを使って政治活動を
したと。これ非常に私は大問題だと思っています。企
画部長が議会で取り上げられましたよというふうに連
絡をしたんですよね。その後本人から玉城知事に連絡
があって、これまずいですかねと。いや、大丈夫、大
丈夫という話になっていたということが聞こえてきた
んですけど、本当ですか。非常にこれ軽く扱われてい
るなというふうに思います。
　では改めて確認をしますけれども、このような活動、
本当に問題ないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　万国津梁会議ですけれども、これは法令に基づいて
設置された附属機関ではなく、要綱に基づいて設置さ
れたいわゆる会合という扱いになってございます。い
わゆるそこの委員は特別職の地方公務員ではございま
せん。私人でございますので、特段政治的な活動を制
限されるものではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　午前中の答弁に引き続き非常に大
問題だなと思います。県がお墨つきを与えてしまった
と。やっていいんだよということであろうというふう
に思います。また、過去にも質問のあった件なんです
けど、この万国津梁会議のメンバーに夫婦がいたと
か。これも問題ないという話でしたけど、どの行政
担当者に聞いても、これおかしいと思いますよという
話でした。県だけが問題ないと言っている。なのでこ
れも併せて県のお墨つきがあって、やりたいことを
やってくださいというふうになっているんだろうとい
うふうに理解をします。
　また先月なんですけれども、万国津梁会議の委員長
になっている方が県庁記者クラブで会見を行いまし
た。これは国連から出された、沖縄県民は先住民であ
るからこれを保護しなさいと勧告されたことに対し
て、宜野湾市議会、石垣市議会、豊見城市議会などが
その勧告の撤回を求める意見書を採択したことに対し
て、重大な懸念を表明するという会見であったそうで
す。そしてこの会見の中でこう発言しています。１つ
は、このような決議、いわゆる勧告を撤回しなさいと
いう決議は「住民の権利を擁護する議会の重要な役割
を破棄するものだ」と言った。なぜ議会で、市民に選
ばれた議員が我々は日本人ですというような決議をす

ることが議会の重要な役割を破棄することになるの
か。意味不明ですね。私には国連が沖縄県民に何の断
りもなく、そのような勧告をしたこと自体が横暴であ
ると思いますし、まさしく住民の権利を奪う存在だと
いうふうに思っています。
　また、このようにも述べています。この勧告を撤回
せよという「議決が続くと、人権侵害をより助長させ
る」。なぜ市民に選ばれた議員が私たちは日本人です
というような決議を通すことで人権侵害がより助長さ
れるのか。これも全く意味不明ですね。
　このように公に議会そのもの、議員そのものを非難
する行為を行っている人が本当に万国津梁会議の委員
長としてふさわしいと思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時４分休憩
　　　午後３時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　今議員おっしゃった内容
について、すみません、ちょっと承知しておりません
でしたけれども、万国津梁会議の委員として任命とい
いますか、選定した方はそれぞれＳＤＧｓに関しての
知見が深いということで選任して、沖縄らしいＳＤＧ
ｓについて活発な御議論をいただくということを期待
して万国津梁会議の委員として選任したところでござ
います。
　その議員がおっしゃるような御発言があったかもし
れませんけれども、これについては有識者の個人的な
御意見であるというふうに認識するところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　企画部長は分からなかったと。
　副知事、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　万国津梁会議の委員の方がそういう発言したという
のは詳しく私は存じておりませんが、先ほど来申し上
げているように、このＳＤＧｓに関する見識に基づい
てアドバイスをお願いするためにやっているわけで、
この範囲はＳＤＧｓの範囲なんです。それは、その本
人は基本的人権とか表現の自由とか持っておりますの
で、委員になったからそこまで束縛するということに
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はならないという考えをしております。ですから、そ
れはあくまでも責任は発言をした御本人にあるという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　人選に問題があったということで
すよ、間違いなく。そのことを認めないで、個人の権
利とかそういうふうに問題をすり替えてはいけないと
思いますよ。
　我が党の代表質問で、末松議員から、万国津梁会議
は憶測で物事を判断しているというふうな発言があり
ました。そうではありませんという答弁でしたけれど、
これ私もそうじゃないと思います。憶測で物を言って
ないと思います。意図的に言っていると思います。県
民をミスリードするために。非常に悪質ですよ。例え
ば那覇軍港が遊休化しているとか言いますけれども、
あれは普段ちゃんと使うことができて、有事の際に機
能発揮するからいいんですよ。湾岸戦争のときにあそ
こが砂漠色の車両で埋め尽くされていたのをみんな忘
れていますよ。そして、辺野古の工事が完了しても普
天間飛行場返ってこないとも書いていますね。これは
恐ろしい話ですよ。この件については改めて見解を聞
きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　こちらに米軍基地に関する
万国津梁会議のレポートがありますが、基本的な考え
として、このレポートを見る限り引用文献とかたくさ
んありまして、自分だけの思いで言っているのではな
く、いろんなデータを集めてそれを検証して、この意
見とこの意見の違い、ここは大事なところ。これが学
問的には論文を書くときの基本の姿勢です。ですから
中身の考えについてはともかくとして、その科学的な
根拠に基づいて一つの理論構成をしているというふう
に思いますので、少なくとも憶測という定義が難しい
んですが、本人が思うままに科学的な根拠がないとい
う意味での憶測には当たらないと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　じゃ県としては本当かもしれない
し、違うかもしれないと思っているわけですか。
　これはあるＳＮＳ上のコメントに、稲田大臣コメン
トを悪用して返還がされないというふうに発信してい
る方がいるんで、私ここで否定をしていきます。
　これ国会答弁の中で、返還条件が整わなければ普天

間飛行場は返還されないのかと問われた際に、仮に協
議内容が整わなければ返還条件も整わず、普天間飛行
場の返還がなされないことになりますと。ここだけ切
り取っているんですよ。でもその後に、そのようなこ
とがないように返還条件が満たされ、普天間飛行場返
還の実現の支障とならないように対応をしていきます
とはっきり言っています。そして次の大臣の小野寺防
衛大臣も、辺野古完了後も普天間飛行場が返還されな
いという状況を全く想定していないと。稲田大臣も国
会でそのような答弁をしたと承知をしておりますと答
弁をしています。また、防衛省の職員でさえも普天間
飛行場が返還されなければ我々が一番困るとさえ言っ
ているんですよ。一生懸命仕事している方々が。こん
なふうに多くの人の思いがあの飛行場返還の中にある
際に、辺野古ができても普天間返ってこないよ、そう
いうことは私は許されないと思います。またそのレ
ポートを読むよりは、国の責任者に確認をしたほうが
いいと思います、直接。こんなのを読むよりは。
　例えば岸大臣と会いましたね、防衛大臣と。聞きま
したか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　今花城議員からござい
ますところの、普天間飛行場の代替施設で確保されな
い長い滑走路を用いた活動のための、緊急時における
民間施設の使用の改善と。これは普天間飛行場の返還
の８条件の中の一つとなっておりまして、これを踏ま
えましてこの万国津梁会議の提言においては、有事に
おいて使用できる民間空港を供用できなければ、辺野
古新基地が建設されても米軍の戦略に大きな穴が空く
こととなるとした上で、最悪の場合、普天間飛行場が
返還されずに米軍による使用が続く可能性があるとい
うことを記述されているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　これですね、さっき言ったのは、あらゆる前提があっ
てとか可能性とかではなくて、岸大臣に直接聞きまし
たかと聞いているんですよ。最初からそう言って答弁
すればいいんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　この件につきましては、実は負担軽減推進会議の作
業部会がございまして、県のほうから質問をさせてい
ただいております。なぜ普天間飛行場の代替施設で確
保されない長い滑走路が必要とされ、民間施設である
ことが返還条件とされているのかとこの観点で聞きま
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したところ、普天間飛行場代替施設では確保されない
長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間
施設の使用の改善について、具体的な民間施設が決
まっているわけではないということをお答えいただい
ております。そういった話をいただいているところで
す。
　一方、最初冒頭で議論になりましたところは、ここ
の提言についての６ページのほうにございまして、こ
の中ではいわゆる政府側の辺野古が必要だということ
に対して一つ一つ有識者としての見解、考えを持って
いるわけですけれども、その場合もＧＡＯの指摘を文
言を入れて展開しているということで、先ほど富川副
知事からもありましたように、そういった様々な文献
などを活用した上でこの見解を述べている。最悪の場
合、普天間飛行場が返還されず米軍による使用が続く
可能性があるという表現は、そういったＧＡＯなどの
報告なども受けてやっているということです。繰り返
しになりますが、県のほうもしっかりとその分につい
て確認をさせていただいたということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　だからいろんな情報とかいろんな
文献とかありますでしょう。しかし、岸防衛大臣に直
接聞いたほうが早かったんじゃないですか。聞いて確
認をしましたかって言っているんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　岸防衛大臣には具体的な
細かい話になりますので、様々な基地問題に関する要
望書を提出しました。そういう時間はありませんでし
たが、我々はこの部分についてはしっかり作業部会で
聞こうということで確認をしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　判断材料、間違えていますね。
　最後に申し上げますけれども、私はこの万国津梁会
議の委員全てがふさわしい人物だとは思っていないで
す。その目的と照らしてしっかりとこの事業の目的を
遂行させるために再構築するべきだと思っています。
　そして万国津梁会議という名前にはいいイメージな
いですよ。違う名前でもう一回県民のために、また県
政としてもフェアな手法で取り組んでいただきたいと
思っています。
　次の那覇軍港の浦添移設については、月曜日の人に
お願いしたいと思います。
　国境の防衛についての見解を伺います。
　これは今までも領空侵犯、領海侵犯、沖縄県民は危
険な状態にありました。そして先日の王毅外相のコメ
ントで具体的に非常に危険な状態に高まってきている

というふうに思います。県はこの国境離島の危険がさ
らに高まってる中で、県民を守るためにどのような対
策を取らないといけないと思っているのか、これ聞か
せていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時15分休憩
　　　午後３時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　花城議員の御質問でご
ざいますけれども、沖縄県を含む我が国が独立国とし
て国民が安心して生活し、国が発展と繁栄を続けてい
く上で平和と安全は不可欠であることから、専守防衛
のための必要最小限度としての自衛力は必要であると
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　あと国民保護法の観点からもあら
ゆる有事の際に備えて、準備しておく必要があるとい
うふうに思っています。非常に今危険な状態だと思い
ます。そんな中、離島の自衛隊配備については認める
と言いながらも宮古や石垣やあらゆる離島の基地建設
等に関しては非常に曖昧な態度ですね。その中で私が
いつも思うのは、住民の理解が得られるように求める
というふうに県は言っていますけれども、住民の十分
な理解が得られたという状況は具体的にどのような状
態ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員の御質問の、住民
の声が十分に得られた状態とはどういう状態かという
ことでございますけれども、今先島における自衛隊配
備につきましては、宮古島保良地区においては、配備
予定周辺の保良部落会、七又部落会でも配備反対の決
議を行っているという状況にございます。石垣島につ
いても配備予定地周辺の於茂登、開南、川原、嵩田地
区の公民館が配備に反対をしているというふうに承知
をしております。こうした状況にあることから、県に
おいては自衛隊において地元住民に対する十分な丁寧
な説明が必要であるというふうに考えているところで
ございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　この丁寧な説明とか、住民が納得す
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る状況というのを具体的にやっておかないと、浦添で
できなくなりますよ、沖縄県。浦添市民が納得できる
ような説明、やり方が決め切れなくなりますよ。準備
していてください。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　ワシントン事務所についてもいろ
いろとやりたかったんですが、１点だけ確認させてく
ださい。来年の予算にもこれ入る予定ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県における米軍基地問題の解決促進を図るため
にはやはり米国におけるワシントン事務所の活動が重
要であることから、次年度においても予算を計上した
いというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　では、予算特別委員会でやりたいと
思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　では土建部長、辺野古の埋立ての進
捗状況について説明お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業の進捗状況につい
て、埋立事業についてでございますが、10月末時点
で沖縄防衛局に照会しましたところ、埋立区域②－１
について既に所要の高さまで埋立てが完了し、埋立区
域②については約６割となっているとの回答がござい
ました。当該回答に基づきまして県において埋立承認
願書に記載された埋立土量で試算したところ、埋め立
てられた土量の割合は、埋立区域②－１及び②におい
ては約24.6％、事業全体においては約3.8％と推定さ
れます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。

○花城　大輔君　９月に確認させていただいたとき
と、数字的にはあんまり変わってないような報告でし
たけれども、写真で見ると大分変わってきていますね。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　知事は昨年の首里城の焼失や、豚熱
の問題、また新型コロナウイルス対策ということで、
非常に忙しくされていると思いますけれども、その全
てがまだ道半ばですね。その中で唯一目に見えて進捗
が確認できるのが、このことなんですよ。知事が就任
してから２年間、話合いによる解決と言いながら、こ
こまで進んできている。そして一歩も状況が変わって
きていない。このことについて見解を伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　知事の就任前のことにな
りますけれども、翁長知事のときから、普天間飛行場
については県と政府といろいろ意見交換もしました。
集中協議も行いました。玉城県政になりましてからも
集中協議を行いまして、県として大浦湾については大
変厳しいのではないかと軟弱地盤の話などもしたとい
うことです。その際に、撤回などについての議論など
も行って、ぜひここは一度中断して県としっかり対話
に応じて、今後の対応についてやっていただきたいと
いうことを申入れしたところですけれども、政府のほ
うにおかれましては、残念ながら国交省のほうから裁
決が出されたということで、そこで工事がまた再開さ
れたということでございます。その結果、訴訟に発展
したというのがこれまでの流れであります。
　県としては政府に対しては、その際県からの申出に
対してしっかりと　　　　多くの行政法学者からも批判の
ある国交省による裁決ということではなく、県として
の対話に応じていただきたかったというのが感想でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　何度かこの対話の交渉のボールは
どこが持っているのかという議論もさせていただきま
したけれども、この交渉のボールは相手が対話に応ず
るものを投げなければ物事は動かないんですよ。これ
まで動かすことができなかったわけですよ。具体的な
一手というものを２年たっても出し切れない。今後ど
うするんですか。変化していく海の状況をパネルで見
るだけですか。
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○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　今、県のほうとしまして
は、様々なことを検討しております。そのことについ
ては、また知事がしっかり復帰しましてから確認して
対応方針をできるだけ早くお示しできればと思いま
す。
　県としては過重な基地負担の軽減のためにも、そし
て普天間飛行場の一日も早い危険性の除去のためにも
様々なことを今検討しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　県民に対して、できないことをでき
ると言ってその気にさせて何も示すことができない。
これじゃ公約違反ですよ。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時26分休憩
　　　午後３時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　我が党関連のほうに行きたいと思
います。
　末松議員の代表質問の泡瀬干潟の件です。
　これは名護市の羽地で保護区になったところは全て
の開発ができなくなっているけどというふうに末松議
員が説明したとき、私は承知しておりませんというふ
うな答弁がありました。これなぜですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　代表質問において末松文信議員から、再々質問にお
いて羽地内海のお話がございました。
　羽地内海周辺は、国の指定する鳥獣保護区及び特別
保護地区となっておりまして、環境省が所管となって
おります。そのため、名護市や環境省沖縄奄美自然
環境事務所に問い合わせたところ、昭和62年頃、国
道58号の渋滞緩和の目的で線形改修工事を行った際、
国指定屋我地鳥獣保護区・特別保護地区内にある真喜
屋湿地が道路により内海と切り離された形となり、真
喜屋湿地を埋め立てて活用する話があったとのことで
ございました。
　その後、平成28年９月には同鳥獣保護区の指定公
聴会で名護市長から真喜屋湿地において隣接する羽地
の駅と併せて、地域振興の拠点として利用計画がある
ため、基本計画を策定し協議を行いたいので特段の御
配慮をよろしくお願いしますとの意見が出されており
ます。その基本計画策定に当たって、平成29年６月、
７月に環境省やんばる自然保護官事務所に名護市役所
がヒアリングしたところ、同事務所から羽地内海は全

国的にも特に重要な地域として特別保護地区に指定さ
れている。整備をするとしても、環境施設としての位
置づけがないと厳しい。また沖縄県自然保護課からは、
埋立整備をするとなると、世界自然遺産登録を目指す
３村と真逆の方向、人工的な話になるため、環境保全
の形を取るのが最良かと思う。国がボックスカルバー
トを入れてまで保全している内水面のため、かなり重
要な場所だと考えられる。整備するには環境調査が必
要であるといったような意見が出ております。
　それを踏まえ、名護市では平成29、30年度に環境
調査を実施したところ、貴重種が確認されております。
その結果を踏まえて今年３月に名護市が策定しました
基本計画の中では、環境調査の結果を踏まえると、内
水面の開発・改変を伴う利用は困難と判断されるとし
て同湿地を生態環境保全ゾーンに位置づけ、内水面の
重要な種の保全と自然観察、環境学習での利用等、基
本方針として環境に配慮した歩行者動線の整備などを
検討しているというところは確認してございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ここまで丁寧に調べるおつもりで
あれば、私は承知しておりませんで終わらせずに、そ
う言えばよかったんだろうなというふうに思っている
ことと、あと名護の問題が分かってないのに、泡瀬は
大丈夫ですってなぜ言い切れるんですかという話にな
るんですよ。なので、そういうことをやっていると、
信頼が失われますよっていうことを伝えておきたいと
思います。
　そして、沖縄市で説明会を開く計画があるというふ
うに聞きました。この対象者とその趣旨を聞かせてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　ラムサール条約湿地に関
しましては、沖縄市東部海浜開発推進協議会や、沖縄
市東部海浜開発推進議員連盟から９月の時点で反対と
の要請を受けております。その際に、私のほうからラ
ムサール条約の登録湿地に関する概要、あるいは泡瀬
干潟の重要性について説明をさせていただきたいとお
願いしたところ、説明を受けることについてはよろし
いというようなお話がございました。そのため、沖縄
市東部海浜開発推進協議会、また沖縄市東部海浜開発
推進議員連盟等、地元の関係者を対象に今月中に地域
説明会を開催したいと考えております。
○花城　大輔君　趣旨。
○環境部長（松田　了君）　失礼しました。
　このラムサール条約湿地への登録や鳥獣保護区・特
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別保護地区の指定に関する概要と効果、それから泡瀬
干潟の重要性と、泡瀬地区の今後の振興に係る地元の
意見を踏まえた県の考え方を説明したいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　当初、おとといの答弁を聞いたとき
に解せないなと思ったのは、市も、有志である市議会
議員の議員連盟も反対と言っている。反対と言ってい
るのにそこで終わらないのはなぜかなと思っているん
ですよ。しかも、足を運んで説明までしたいという。
そして重要性を説きたいという。　
　では、市長や議員たちは重要性を理解していなかっ
たから反対したってことになりませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　沖縄市東部海浜開発推進
協議会、また議員連盟の方々から反対の要請を受けま
したときに、やはり鳥獣保護区に指定すると開発がで
きなくなる懸念があると。また、指定そのものには反
対ではないけれども、まだ時期尚早でないかといった
ような意見がございましたので、私のほうからそう
いった点について県の考え方を説明させていただきた
いというふうにお願いをしたところ、説明会の開催に
ついては了解をいただきましたので、そういった点を
説明させていただくための説明会というふうに考えて
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　後ろの人が都合のいいことだけ
言ってるとか言ってますけど、これ住民で賛成の人も
反対の人もいることなので、あまり引っ張ってほしく
ないと私は思っています。これで説明会をして、いろ
いろとまた混乱や対立や、そういったことが起こり得
る可能性があるというのは非常に問題だと思っていま
す。県がこの保護区指定をすることを非常に重要視し
ていることは理解はしますけれども、いつまでもこの
問題で沖縄市側またその関係者を悩ませるようなこと
はしないでいただきたいなというふうに思っていま
す。
　答弁はいいです。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時33分休憩
　　　午後３時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕

○仲田　弘毅君　こんにちは。
　会派沖縄・自民党の仲田でございます。
　まずもって、玉城知事におかれましては早めに回復
をし、体調を整えてまた本会議場でお会いできること
を期待しております。
　それでは一般質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、次期県予算の概算要求について。
　内閣府は、令和３年度沖縄関係予算の概算要求額
3106億円を計上しました。それは沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画の総仕上げに係る予算であり、同ビジョン
は県が主体的に策定した基本計画で県の裁量が問われ
る第５次振興計画であることは言うまでもありませ
ん。その裏づけとなる予算が要求ベースとはいえ、前
年比84億の減額になったことは長年国の流れを見て
きた県民の一人として残念でなりません。
　そこで伺います。
　ア、沖縄振興計画の最終年度となる令和３年度の概
算要求額は、3106億円と過去最低額を更新し、一括
交付金は減少を続けている。昨年までの好調な観光産
業も新型コロナ禍により厳しい状況を迎えております
が、知事の考えをお聞かせください。
　イ、知事、県は3000億円台の確保と新型コロナウ
イルスの対応経費を求めていたにもかかわらず要望は
盛り込まれなかったようです。そのことに対して見解
を伺いたい。
　ウ、酒税軽減措置など、７項目の税制改正の期限も
１年延長が要請された。河野沖縄担当大臣も必要な予
算確保と税制改正に向けしっかりと取り組むとコメン
トしているが、県の評価を伺いたい。
　(2)、新たな沖縄振興に関する県の考え方について。
　去る10月28日に国の沖縄振興審議会が開催され、
内閣府から沖縄振興の検証に関する中間報告が発表さ
れました。現行の沖振法の下で推進された各種施策に
より、リーディング産業の成長、就業数の伸び、社会
資本整備における製造業の県内総生産は着実に増加し
ているものの、全国と比較していまだ低い水準にある
など、引き続き問題も指摘されております。
　そこで伺います。
　ア、今後、県は次期沖縄振興特別措置法の継続につ
いて、どのようなやり方とスケジュールで国に求めて
いくのか聞かせてください。
　イ、国の中間報告では、観光関連産業は、感染症等
の外的な変化に脆弱な面があり、また、他の産業への
波及効果も弱く沖縄観光の在り方を大局的な視点から
考える必要があるとの課題が示されたが、県の考えを

－169－



伺いたい。
　ウ、同報告において商工労働部門では、労働生産性
の向上を図る観点からも、沖縄の情報通信産業のさら
なる高付加価値化に向けた取組が課題と指摘されてい
るが、その対応策を伺いたい。
　エ、農林水産部門においても、海外に向け新たな需
要の開拓や観光をきっかけとした農林水産業の推進の
強化が課題とされているが、答弁を願いたい。
　オ、内閣府は、年内で最終報告書を取りまとめるよ
うであります。県として、内閣府が示した課題を速や
かに解決し、そして新たな沖縄振興計画を策定しなけ
ればならないと考えるが、知事の所感をお聞かせくだ
さい。
　２、新型コロナ禍による雇用問題について。
　コロナ禍による企業経営が悪化する中で、中小企業
や小規模業者の廃業が雇用や取引先企業等に連鎖的に
影響をもたらしているとの報道がありました。既に従
業員を解雇せざるを得ない企業も出ており、リーマン
ショック以来の経済の低迷で企業の雇い止めのあおり
を受け、新規高卒、大卒の人生設計にも少なからず影
響をもたらすものと危惧しております。
　そこで伺います。
　(1)、新型コロナ感染拡大による、これまでの失業
及び解雇の現状について伺いたい。
　(2)、次年度における新規高卒、大卒の就職内定率
について伺いたい。
　(3)、新型コロナ感染拡大による影響で、悪化した
雇用を確保し暮らしを守る、それは行政と議会の責任
であります。この現状と経済の立て直しについて、県
の対応・対策を伺いたい。
　３、豚熱の補償と鳥インフルエンザについて。
　2018年、平成30年度以降断続的に全国で発生した
豚熱は、今年１月本県においても34年ぶりに感染が
確認されました。うるま市、沖縄市を中心に約１万
2000頭が殺処分され、心を痛めた記憶が鮮明に残っ
ております。ワクチン接種による国外への輸出停止を
はじめ、県全体の被害は大きいものがあると考えてお
ります。特に周囲10キロ以内の移動制限された養豚
農家が68戸に及んでいるとの報告もあり、補助策が
急がれております。また本土においては、鳥インフル
エンザの感染が相次いでおり、島嶼である本県は豚熱
同様対岸の火事ではなく、しっかりと防疫対策に取り
組む必要があります。
　そこで伺います。
　(1)、殺処分や移動・搬出制限等で出荷できず、規
格外・等外による損失や飼料代・保管費などの補償に

ついて県の進捗状況を伺いたい。
　(2)、説明会での殺処分については、国が10分の
10、それ以外の損失に関しては、県が２分の１、国
が２分の１補償すると理解してよいか伺いたい。
　(3)、ワクチン接種による海外への輸出規制・禁止
でベトナム、タイ、香港、シンガポール等への出荷が
できなくなりました。その影響について伺いたい。
　(4)、県外との交流が多い本県においては、研究・
検査体制の整備や防疫体制の強化に向けて獣医師など
の増員、人材育成確保が必要との指摘もあるが、県の
考えを伺いたい。
　(5)、鳥インフルエンザ感染が香川県の養鶏場を中
心に４県に拡大し、野鳥に関しては北海道、新潟、鹿
児島の３道県で確認されている。県への侵入防止、水
際対策を伺いたい。
　４、新過疎法について。
　今日まで、過疎法が適用されてきた本県の小規模離
島をはじめ、本島北部の山間地は昭和55年以来、あ
らゆる過疎対策事業の実施により道路や生活基盤整備
の下、教育や福祉などに一定の成果を上げてきまし
た。財政力が脆弱な自主財源が限られている離島市町
村は、幅広い事業運営を過疎債で賄ってきております。
その依存度も高く、生活及び行政コストが割高となる
条件不利性を考えると、今後の過疎対策においても国
の支援が必要であることは言うまでもありません。
　そこで伺います。
　(1)、過疎法は現在18市町村で適用されており、来
年３月末で期限が切れる。新過疎法になると適用され
る市町村は、どの程度想定しているか伺いたい。
　(2)、知事は新過疎法において同法の適用延長ある
いは継続を訴えてきたが、どこどこに要請を行ってき
たか伺いたい。
　(3)、新過疎法は御存じのとおり議員立法でありま
す。要請箇所を回り、感触・反応はどうだったかお聞
かせください。
　５、教育問題について。
　そこで修正をお願いしたいと思います。
　(1)の修学支援の修は、修めるではなくて、就職の
就に直していただきたいと思います。その項目の就は、
全部就職の就に直していただきたいと思います。
　(1)、就学支援について。
　経済状況が厳しい困窮家庭の子供に学校給食費や学
用品代を補助する就学援助制度が注目を集めておりま
す。就学援助の内容と実施状況、そして資格応募者へ
の周知・広報活動について伺いたい。
　(2)、児童生徒の問題行動について。
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　県教育庁は、令和元年度の県内児童生徒の問題行動・
不登校調査で、暴力行為やいじめの認知件数、小中学
校の不登校、高校の中途退学がいずれも前年度より増
え、全国平均を大きく上回ったと公表しておりますが、
現状と対応策について伺いたい。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　仲田弘毅議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての中の(2)、沖縄振興
特別措置法の継続についてお答えいたします。
　沖縄振興特別措置法の継続については、41市町村
長の総意であることを確認しており、知事からも国の
関係要路や沖縄振興審議会において、その必要性を説
明したところであります。また、来年４月に予定して
いる新たな沖縄振興のための制度提言の中において同
法と同法に基づく特別措置の延長を要望することとし
ております。
　沖縄県としましては、市町村と一丸となってその延
長の実現に向けて全力で取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のア及びウ、沖縄振興予算の概算要求等に
関する県の評価についてお答えいたします。１(1)の
アと１(1)のウは関連しますので、恐縮ですが一括し
てお答えいたします。
　令和３年度沖縄振興予算の要請に当たっては、財務
省から示された「要求額は、基本的に、対前年度同額」
との概算要求基準を踏まえ、3000億円台の沖縄振興
予算の確保、一括交付金の増額等について要望いたし
ました。９月末の内閣府の概算要求は、総額3106億
円に加え、自然災害への対応等に必要な経費等が事項
要求されております。具体的には離島活性化や子供の
貧困対策に係る経費等が増額要求されるとともに、新
たに沖縄観光サービスの創出支援事業が盛り込まれた
ほか、一括交付金は今年度予算を71億円上回る1085
億円が要求されております。
　沖縄県としては、去る11月に概算要求の満額確保
が図られるよう関係要路へ要請し、河野沖縄担当大臣
からは、財務当局としっかり話をして満額を取れるよ
うに頑張ってまいりたいとの御発言をいただきまし
た。
　今後もあらゆる機会を捉え、満額確保に向けて取り

組んでまいります。
　次に１の(1)のイ、沖縄振興予算の3000億円台確保
とコロナ対応経費についてお答えします。
　去る９月30日に示された内閣府の概算要求では、
今年度予算を上回る総額3106億円が要求されており
ます。また、新型コロナウイルス感染症への対応とし
ては、新しい生活様式に配慮した長期滞在型の新たな
観光サービスの開発を支援するための予算５億円が計
上されたほか、現下の地域の実情に即して必要な事業
の組立てができるよう沖縄振興一括交付金は増額要求
されており、沖縄県の要望を勘案していただいたもの
と受け止めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のウのうち、内閣府の税制改正要望につい
てお答えいたします。
　内閣府による税制改正要望は、令和３年中に期限を
迎える７つの沖縄関係税制について、沖縄振興特別措
置法の期限に合わせて１年間の延長を求める内容と
なっており、県の要望に御配慮いただいたものとなっ
ております。
　県としましては、内閣府沖縄担当部局をはじめ関係
機関と連携するとともに、県関係国会議員及び県議会
議員各位の御理解と御支援を賜りながら、税制改正要
望の実現が図られるよう取り組んでまいります。
　同じく１の(2)のオ、新たな振興計画についてお答
えいたします。
　去る10月28日に公表された国の沖縄振興の検証（中
間報告）においては、観光・リゾート関連をはじめと
する11の分野と一括交付金、税制などの政策ツール
別に検証が行われ、現行計画の現状と課題が示されて
おります。新たな振興計画については、本県が実施し
た総点検の結果等を踏まえるとともに、新時代沖縄を
展望し得る骨子案づくりを進め年内に取りまとめるこ
ととしております。国において取りまとめられる最終
報告については、県が来年に取りまとめる新たな振興
計画（素案）の中で反映させたいと考えております。
　次に４、新過疎法についての(1)、新たな過疎法の
影響についてお答えいたします。
　本年９月に公表された新法の素案では、過疎地域を
定める人口要件のうち、昭和50年または昭和55年か
ら平成27年までの人口減少率を算定基準とすること
等が検討されております。
　同要件に基づき県において試算したところ、現行の
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過疎市町村18団体のうち半数以上が新法の適用から
外れる可能性があります。
　同じく４の(2)と(3)、新たな過疎法に係る要請につ
いて、４の(2)と(3)は関連いたしますので、恐縮です
が一括してお答えいたします。
　県では、新法において本県の過疎市町村の実情に対
して特段の配慮がなされるよう、７月と11月に知事
が沖縄県過疎地域振興協議会とともに過疎法が議員立
法であることを踏まえ、国政与党の過疎対策特別委員
会の委員などに対して要請を行っております。要請先
からは、全国法であるため本県の特殊事情を理由とす
る制度化は困難である旨の発言があった一方、全国的
に財政力が弱い団体には配慮を検討したいとの見解を
いただいております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(2)のイ、国の中間報告の沖縄
観光の課題についてお答えいたします。
　これまで県が担ってきた誘客の取組は一定の成果を
上げてきましたが、一方で、観光客の滞在日数が短く、
観光客の増加が必ずしも経済の循環につながっていな
い等の課題があることは認識しております。ウイズコ
ロナの時代における旅行形態においては、新たな生活
様式を取り入れた上で、沖縄の強みである豊かな自然
環境や独自の歴史、文化等のソフトパワーを最大限発
揮し、滞在日数の延伸や観光消費額の増加など経済の
循環につながる取組を進めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の(2)のウ、沖縄の情報通信産業の
さらなる高付加価値化に向けた取組についてお答えい
たします。
　沖縄の情報通信関連産業は、立地企業数や雇用面で
一定の成果を上げており、今後は労働生産性の向上が
課題と考えております。このため、さらなる高付加価
値化に向けて、ＡＩ、ＩｏＴなど先端ＩＴ等を活用し
た実証事業、県内ＩＴ企業と観光業、農業、医療、交
通など他産業との連携による新サービスの創出支援、
高度人材育成に取り組んでおります。また、コロナ禍
において、Ｅコマースやテレワークなど新しい生活様
式に合致した新たなビジネスモデルが求められてお
り、県内ＩＴ企業と他産業との連携によるデジタルト

ランスフォーメーションを促進し、稼ぐ力の向上を
図ってまいります。
　次に２、新型コロナ禍による雇用問題についての御
質問の中の(1)、失業及び解雇の現状についてお答え
いたします。
　令和２年10月の完全失業者数は３万人、完全失業
率は4.0％で、前年同月と比べ、9000人の増加及び1.2
ポイントの上昇となっており、いずれも７か月連続で
悪化しております。また、沖縄労働局によると、新型
コロナウイルス感染症に係る解雇・雇い止め等見込み
労働者数は、11月27日現在で1514人となっておりま
す。
　同じく(2)、大卒の就職内定率についてお答えいた
します。
　厚生労働省によると10月１日現在の大学生の就職
内定率は、全国で69.8％となっており、前年同月比
で７ポイント低下しております。本県の状況について
は、今後沖縄労働局から公表される予定ですが、全国
と同様に厳しい状況であると予想されます。そのため
県では、相談体制の強化や合同企業説明会、出張セミ
ナーの追加開催など支援強化を図っているところで
す。引き続き大学等と連携し、新規学卒者の内定率向
上に取り組んでまいります。
　同じく２の(3)、雇用の確保と経済対策についてお
答えいたします。
　県では、沖縄県の経済対策基本方針に基づき雇用調
整助成金の活用促進や、県独自の上乗せ助成を行うな
ど、雇用の維持を図るための施策を重点的に実施して
おります。また、就職困難者等への再就職支援や生活
支援、新規学卒者の就職支援等の取組を強化しており
ます。あわせて、県融資制度による資金繰り支援のほ
か、事業者の需要回復に向けたプロモーション支援や
収入確保のためのＥコマース導入支援など、感染状況
を踏まえた重層的な対策を実施しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(2)のエ、海外需要開拓と観
光との連携による農林水産業の強化についてお答えし
ます。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき海
外展開や観光産業等との連携などフロンティア型農林
水産業の振興に係る施策を推進しております。具体的
には、輸出体制強化のため、海外販路開拓や、高度衛
生管理型荷さばき施設等の整備、観光土産品等の商品
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開発支援や、施設整備補助等による６次産業化の推進
などに取り組んでおります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、海外
展開など農林水産業の強化を図ってまいります。
　次に３、豚熱の補償と鳥インフルエンザについての
御質問の中の(1)、豚熱で影響を受けた農家への損失
等への対応についてお答えします。
　今回の豚熱発生により防疫措置を行った10農場に
つきましては、12月２日現在、８農場が交付決定済
みで、そのうち７農場については支払いまで完了して
おります。残り２農場については、交付申請に向け国
から要求のあった帳票等を提出したところでありま
す。また、移動・搬出制限を受けた農場においては、
国との調整がおおむね終了した２農場について11月
補正予算を計上したところであります。残りの農場に
つきましても算定が整い次第、随時、予算を確保して
まいります。
　次に(2)、豚熱における補償等の負担についてお答
えします。
　今回の豚熱発生により防疫措置を行った農場につい
ては、県が算定し国が決定した額を手当金及び特別手
当金として国が全額交付することとなっております。
また、移動制限・搬出制限を受けた農場に対する助成
金については、一旦、県が全額を支払い県が助成した
額の２分の１を国が負担することとなっております。
なお、国の助成対象とならない事項につきましては、
豚熱に係る手当金等評価チームのヒアリングに基づ
き、県独自の支援策を検討し、対応してまいります。
　次に(3)、ワクチン接種による豚肉の輸出への影響
についてお答えします。
　本県において今年１月の豚熱の発生に伴い、豚熱ワ
クチン接種を行っていることから、生鮮豚肉が輸出で
きない状況となっております。なお、香港においては、
ハムやソーセージなど豚肉加工品の輸出は可能となっ
ており、県産畜産物輸出体制構築事業により豚肉加工
品の輸出を進めてまいります。
　県としましては、全面的な輸出再開のためにも食品
残渣の加熱処理など飼養衛生管理基準の遵守徹底を図
り、ワクチン接種の終了に向けて取り組んでまいりま
す。
　次に(4)、獣医師確保の県の取組についてお答えし
ます。
　近年の国内では、豚熱や鳥インフルエンザが続発し
ている状態にあり、家畜伝染病防疫対策等に携わる獣
医師の確保は畜産振興を図る上で重要であると認識し
ております。

　県では、今年、国が示した獣医療を提供する体制の
整備を図るための基本方針に基づき、県計画について
も改定作業に着手しております。
　改定する県計画では、引き続き獣医師確保について
獣医大学訪問による説明会の開催やインターンシップ
の受入れなど、獣医師確保による防疫体制の強化を図
ることとしております。
　次に(5)、高病原性鳥インフルエンザの侵入防止対
策についてお答えします。
　県では、他県での高病原性鳥インフルエンザの発生
を踏まえ養鶏農家を対象に立入検査を実施していると
ころであり、１、異常家禽の早期通報、２、防鳥ネッ
トの点検、補修、３、農場・人・車両等の消毒の徹底
など飼養衛生管理基準遵守の指導を強化しておりま
す。また、11月27日には、養鶏関係団体等を対象に
高病原性鳥インフルエンザ緊急対策会議を開催し、野
生動物の侵入防止対策、農場での消毒徹底など注意喚
起を行ったところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、新型コロナ禍による雇
用問題についての御質問の中の(2)、新規高卒の就職
内定率についてお答えします。
　県教育委員会調査によると10月末現在の県立高校
の就職内定率は、28.8％となっており厳しい状況に
あります。県教育委員会では、県外事務所と連携した
職場開拓や関係機関等と連携し、県内経済団体等へ雇
用確保の要請を行ってまいりました。また、学校に対
しては、オンライン面接の対策等の就職活動に役立つ
動画配信や外部講師による出張講座を行うなど支援の
強化を図っております。今後も学校や関係機関と連携
し、高校生の就職内定率向上に取り組んでまいります。
　次に５、教育問題についての御質問の中の(1)、就
学援助の実施状況等についてお答えします。
　就学援助は、経済的理由により就学が困難な児童生
徒の保護者に対し、学用品費等や医療費、給食費を援
助する制度で市町村の単独事業としてその実情に応じ
て実施されております。入学前の支給については、令
和元年度までに26市町村が実施し令和２年度には新
たに３町村が実施する予定です。制度の周知等につい
ては、各市町村において入学時や進級時の資料配布、
広報誌への掲載等、様々な取組が行われております。
　県教育委員会としましては、援助が必要な児童生徒
に支援が届くよう、市町村と連携を図りながら制度の
適切な実施に努めてまいります。
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　同じく５の(2)、暴力行為、いじめ、不登校、中途
退学の現状と対応策についてお答えします。
　令和元年度問題行動等調査によりますと、小・中・
高校の暴力行為の件数は2687件、小・中・高校及び
特別支援学校のいじめの認知件数は、１万4895件と
なっております。また、小中学校の不登校児童生徒数
は3406人、高校の中途退学者数は1422人となってお
り、うち県立高校については、平成30年度より31人
少ない756人となっております。
　県教育委員会としましては、全ての児童生徒が安心
して過ごせる魅力ある学校づくりや、スクールカウン
セラー等を活用した初期対応、関係機関と連携した組
織的な支援を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　御答弁ありがとうございました。
　時間も残り少ないので、かいつまんで質問させてい
ただきます。
　まず、新型コロナ禍についてでありますが、今部長
からの答弁では、普通の非正規あるいは正規の失業率
あるいは解雇率のお話がありましたけれども、一番弱
者と言われる障害を抱えた方々、そういった方々に関
しましてはどういうふうな現状になっておりますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後４時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　障害者に対する支援ということですけれども、県に
おきましては、障害者就業・生活支援センターと沖縄
労働局、関係機関と連携を図りながら支援体制を取っ
ているわけですけれども、南部圏域におきましては、
新たに障害者就業・生活支援センターを増設しまして
支援体制の強化に努めているという状況がございま
す。
　それから沖縄労働局、県教育委員会等と連携しまし
て経営者協会等の経済団体　　　　これは９団体でござい
ますけれども　　　　そちらに対して障害者の雇用機会の
確保創出に向けた要請を９月４日に実施しておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　嘉数部長、労働局からの資料では今
年の上半期だけでも障害を抱えた方々が今随分路頭に

迷っているという状況があります。しかも９月は、障
害者雇用促進月間になっているわけです。その時期に
も障害を抱えている方々の仕事がなくなっている。た
だでさえ弱者である障害者の皆さんが大変困っている
という実情もあります。そういったところをしっかり
と加味していただきたいと思います。
　その反面、福祉のほうになりますか、訪問介護ヘル
パーに関しましては、有効求人倍率が15倍を超えて
いる。つまり成り手がいない。こういうような状況が
報告されているわけですけれども、この新型コロナで、
仕事はいっぱいあるけれども働き手がいない。結局、
制度はあるけれども人手がない。介護料は支払いして
いるけれども介護が受けられないという状況があるわ
けですが、そのことに関してはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　介護事業
所における従業員の確保については、コロナ禍にかか
わらず人材が不足がちな中、このコロナの影響でさら
に人材の確保が困難な状況が生じているところではご
ざいます。引き続き県といたしましても介護従事者に
対する慰労金の支払い等も行っているところでござい
まして、各事業所において安心して仕事ができるよう
な感染症対策への支援ですとか、あとは処遇の改善、
加算の取得などに取り組んでまいりたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　過疎法についてでありますが、富
川副知事中心に一生懸命国への要請もそれから今後も
努力するということなんですが、私たちは去る10月
に与那国、石垣、宮古、先島地域を視察し、研修させ
ていただきました。その目的の一つに、新過疎法に対
して離島としてどう対応させていくかという勉強会も
やってきたつもりであります。ですから、過疎債を含
めて、特に竹富に関しましてはその過疎債もないと、
ほとんどの事業が大変厳しいですよというお話もあり
ましたので、ぜひよろしくお願いいたします。
　教育長、教育は国家百年の大計と言われます。教育
なくして人材育成もありませんし、私たちの地域形成
も成り立っていきません。その中で、子供たちの教育、
特に小学校、中学校の児童生徒の中に、学校に行きた
いけれども学校に行けない事情、その子供たちが不登
校児童だと言われています。怠け学の怠学が長期欠席
で不登校という呼び方もありますけれども、行きたい
けれども学校に行けない子供、その子供たちが今現在、
この不登校の中に入っておりまして、その不登校の子
供たちを今後私たちは地域の大人として、何をどうし

－174－



なくちゃいけないかということが問われてきているわ
けです。そのことは地域の学校やＰＴＡ活動の中でも、
いじめとか不登校は永遠のテーマだと言われてきてお
ります。ですから、今文科省が、各市町村、地方自治
体に一生懸命説いて歩いているのが、不登校特例校と
いうものだと思うんですが、そのことについてお聞か
せください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　議員御指摘の特例校の件でございますけれども、こ
れは平成17年の学校教育基本法施行規則が改正され
まして、その中で、不登校児童生徒の実態に配慮した
特別な教育課程を編成して教育を実施することができ
る学校ということで、平成17年に新たに制度化をさ
れているところでございます。現在、全国で16校実
施しているような状況でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　この特例校は、今現在沖縄で実施さ
れている、あるいはフリースクール等含めて構わない
んですが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　現時点で県内ではございま
せん。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　特例校を希望すれば、地方自治体の
教育委員会を通して文科省に申請をし、それを認めて
いただけるということもありますので、そういった次
代を担っていく子供たち、その子供たちは間違いなく
将来の沖縄県を担っていく子供たちでありますので、
責任ある大人として一生懸命、教育長を中心に現場の
先生方も叱咤激励しながら頑張らせていただきたいと
こういうふうに思います。
　よろしくお願いいたします。
　以上で質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）�又吉清義君。
○又吉　清義君　沖縄・自民党、又吉清義、議長から
一般質問のお許しがありましたので、入らせていただ
きます。
　まず、１点目に、コロナ感染の現状についてお伺い
いたします。
　これまでのコロナ感染者の年齢別の分析について伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイ
ルス感染症陽性者の合計は11月30日時点で4326名

となっておりまして、そのうち20歳未満が８％、20
代～30代が34％、40代～60代は44％、70代以上が
14％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　すみませんが、パーセンテージ述べ
た直近のものはないですか。ネットでは12月３日も
４日も出ておるんですが、一番直近の人数でどのくら
いになるかをもう一度改めて丁寧に説明していただけ
ませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　12月４日、本日時
点の数でいきますと、すみません、ちょっと細かくな
りますが、90歳以上が86名、80代が201名、70代が
341名、60代が567名、50代が631名、40代が773名、
30代が693名、20代が808名、10代が258名、10歳
未満が124名、年代非公表が12名ということで4494
名でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ありがとうございます。
　次に、この感染している方の死亡、重症、軽症、無
症状の割合は、今日現在累計でどのようになっていま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　陽性者の割合につ
きましては、11月21日から27日の１週間の状況につ
いて御説明したいと思います。重症者が0.9％、中等
症者は23.9％、軽症と無症状者は75.2％となってお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　パーセンテージとついでに人数ま
で言ってもらったら非常に助かりますが、12月３日
のものによりますと、陽性者が4398人、入院が421、
重篤者26名、その他が390名、死亡が69名となって
おりますが、大体直近このような数字で間違いないで
すか。退院は3908名ですけど。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時47分休憩
　　　午後４時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　12月４日時点の入
院中の方が210名でそのうち重症が５名、中等症が
87名ということで、入院療養と調整中が49名、宿泊
施設療養中が93名、自宅療養中が80名ということに
なっておりまして、入院勧告解除等がそのうち3995
名でございますので、死亡退院が72名、合計で4494
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名ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　このように、今コロナについては毎
日、何名の方々が感染をし、何名の方々が死亡したと
よく報道されているんですが、この沖縄県、１年間で
死亡する方というのを調べてみたら、１万2000名余
りもいるんですね。コロナ以外にも。そうした場合に、
沖縄のこの５大死因、悪性新生物、心疾患、肺炎、脳
血管疾患、老衰等でお亡くなりになった方というのは
年間どういう割合になっているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　申し訳ありません。
今手元に資料がなくて、後でお伝えしたいと思います
がよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　コロナが発生してこれまでお亡く
なりになった方は、残念なことに69名いらっしゃる
んですけれども、この５大死因について、悪性新生物
でお亡くなりになった方が年間3095名もいるんです
よ。コロナの69名どころじゃないんですよ。残りあ
と４大死因、老衰でお亡くなりになった方だけでも
935名ですね。特に70代から80代の方でお亡くなり
になった方は何名か御存じでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時50分休憩
　　　午後４時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　申し訳ありません。
これもちょっと持ち合わせておりませんので、後で報
告させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　持ち合わせていなければどうしよ
うもありません。
　本当に人数はコロナ以上なんです。10倍どころじゃ
ないですよ。そして特に、悪性新生物、年間、沖縄だ
けでも3095名の方々が亡くなる。しかし、何の措置
もされていない。そうですよね。正直言って県挙げて
国挙げてこれに向けて取り組むわけではない。その中
で、ほかの角度から、次、質問いたします。
　厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
から、６月18日に通達されている「新型コロナウイ

ルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」と
いう通知文が皆さんに来ているかと思います。この中
で都道府県等の公表する死亡者数等はどのようなこと
をしなさいとうたわれて、皆さんどのようにこれを取
り扱っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国の通知によりま
すと、「新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、
入院中や療養中に亡くなった方については、厳密な死
因を問わず、「死亡者数」として全数を公表する」こ
とという通知になっておりまして、県としましてもこ
の通知に基づいて死亡者数の報告をしているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そうですよね。要するに陽性者であ
れば死亡の原因は問わないと。陽性者であれば全員コ
ロナにしなさいということですよね。やはり、コロナ
でお亡くなりになったのか、基礎疾患でお亡くなりに
なったのか、これはしっかりと公表しないと。今皆さ
んが発表している69名、全員コロナでお亡くなりに
なったと勘違いしませんか。どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国の通知によりま
すと、陽性者でありまして死亡したというところにつ
いては、コロナとして公表するという基準になってお
ります。
　それから、実際に直接の死因がどうであったかとい
うところは、非常にその峻別は難しいというところも
ございますので、そういった意味でこういう公表に
なっているというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　難しいのもよく理解できます。し
かし、正しく情報を発信しないと。皆さん６月18日
以前まではこれはしっかりやっておりました。２月に
も４月にもその通達が来ておりますから、だから６月
18日の後から急にこの人数が増えております。その
辺もやはり県民に正しく周知徹底するべきじゃないか
なと思います。
　そこでまた伺います。
　この(5)番目ですが、ＰＣＲ検査方法の各検査場の
サイクルというのは、どのように皆さん設定をされて
いるか御存じでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　検査の流れという
ふうにお答えさせていただきたいんですけれども、濃
厚接触者等、保健所が医療機関から回収した検体、そ
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れから保健所において採取した検体は、県の衛生環境
研究所やＯＩＳＴ等の衛生試験所において行政検査と
してＰＣＲ検査を実施しているというところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ちょっと、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時55分休憩
　　　午後４時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　部長、そういうことじゃなくて、例
えば世界中のＰＣＲ検査、どのようにやっているか。
一番分かりやすいかなと思って、サイクルという表現
を私しておりますが、大体、日本が40から45サイクル、
カナダが30から40サイクル、米国で40サイクル、台
湾で35サイクルです。これは何を意味するかは、皆
さん御理解していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時56分休憩
　　　午後４時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
45サイクルまでは回しておりまして、40サイクルま
でであれば陽性として捉えているというところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、このサイクルが40から
45サイクルであると。これ数値が上がれば上がるほ
ど陽性反応はどのように反応いたしますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時57分休憩
　　　午後４時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど申し上げま
したけれども、40から45までを取っているというこ
とですが、それ以上になるとやはり何回も回してコ
ピーになりますので、そこは信憑性が薄くなるという
ことでやっていないということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後４時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　サイクルを上げれ
ば上げるほどコピーをしてやっていくような形で　　　
　イメージとしてです　　　　やっていきますので、45を
さらに上げていくと検出能力が薄くなるということで
ございます。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時59分休憩
　　　午後４時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　偽陽性が多くなる
という　　　　サイクルを上げていくと偽陽性が多くなる
という現象があるようです。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そうですよね。サイクルを上げれば
上げるほど陽性の確率が高くなると。例えば、30サ
イクルはどのくらいかというと、約１兆倍。45サイ
クルは35兆倍ということで、やはりそれだけ確率は
高くなるわけですよ。例えば、少しの菌が付着してい
ても１兆倍にするのか、35兆倍にするかによってば
らつきが出てくるということになるかと思います。本
員が持っている資料ではですね。だからそういった意
味でも日本のサイクルは高い基準ですよと、いいか悪
いかは分からないんですが、まずそれがあるというこ
とです。
　そしてまたその中で、次に移ります。
　ＰＣＲ検査の陽性反応が再検査により陰性反応と
なった場合には、どのように皆さん取り扱っているか
ということをお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＰＣＲ検査とか、
それから抗原検査などにおいて陽性が確認されていた
としても、症状や周囲の感染状況などから再検査を行
う場合がございまして、そのときに陰性の場合には診
断した医師が総合的に判断しまして陽性を取り下げる
という場合がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ということは、陽性を取り下げて普
通の日常生活に戻っていいというふうに理解してよろ
しいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　休憩いたします。
　　　午後５時１分休憩
　　　午後５時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○保健医療部長（大城玲子さん）　陰性となった場合
には、普通の状態で　　　　例えば就業制限などはかから
ないんですけれども、ただ、濃厚接触者として検査を
したような場合にはやはり一定程度の健康観察が必要
になると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、多分それも必要かと思
います。体操選手でもありましたよね、当初陽性でし
たけれども調べたら陰性になっていたと。やはりその
辺もまたいいか悪いかは分からないんですが、陰性の
方、もっと私たちはそういった防止対策、健康チェッ
クをしながらもう少し解放してあげたらいかがですか
と。余りにも縛られ過ぎて、これ経済とかもつのかな
と。そういった意味であえてまた聞いております。ま
た、40でやるのか、45でやるのか、もう倍率が全然
違うんですよ。できたら40でやったらと思いますが、
これは45にしないといけないという基準はあるんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国立感染症研究所
の基準がございまして、45までを回して40までを拾
うという形で示されているところでございますので、
県としてもそのような基準でやっているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、確かに症状の出た方やっ
ぱり45でもいいかと思いますよ。お互い無症状、そ
ういうのは40でもいいんじゃないのかなと、40と45
でどのくらい差があるか御存じですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　数値的なところま
では把握しておりませんが、やはり45まで上げると
偽陽性が出る確率が多くなるというふうには理解して
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、確かに感染している方に
しろ、していない方にしろ、こういうふうに大きく二
転三転していきますよと。現に県のほうでも陽性から
陰性になった方が２人出ましたよね。県のほうでも。

新聞載っていましたから。そういうのもあるというこ
とです。ですから、その辺をお互いしっかりどうする
かというのをもう少しやっぱり症状出ている方、出て
いない方、検査の仕方をワンクッション置いたらどう
かなと私は思いますけれども、次に移ります。
　コロナ感染の防止対策についてなんですが、県が取
り組んでいるこれまでの防止対策の具体的な対策とい
うのはどのようなものがありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず大きなものと
しましては、４月と８月の大きな波のときに緊急事態
宣言の発出であるとか、県民への外出自粛、休業要請
などの対策を取ってまいりました。その経験を踏まえ
まして、集団感染を未然に防ぐ必要があるということ
で、総括情報部にクラスター対策チームを発足して、
早期にクラスターの芽を潰すというような対策を取っ
ているところでございます。
　それから、感染を予防するためには、一人一人の県
民の皆様の行動に対する注意が必要であることから、
注意報や警報を出して注意喚起に努めているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　次に移ります。
　県独自の防止対策に向けた取組の予算総額というの
はどのくらいでしょうか。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今議会補正予算で
議決いただきました新型コロナウイルスＰＣＲ検査強
化事業というのがありまして、これは介護施設職員や
新型コロナを扱う医療従事者等を対象に検査を実施す
るというものですが、これが約６億円、５億9800万
円です。これに空床確保については、基本的には包括
交付金で措置しているところですが、県独自の策とし
て上乗せ分として約23億、それから医療機関への協
力金として約20億をやっておりまして、合わせます
と約50億、県独自と言える予算でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長、こういう予算を組んで、私も
大賛成であります。しかし、もう一つ見落としていま
せんかということを、私あえてこの場を借りて皆さん
に教えたいですね。
　例えばこのような予算は国であり、やはり出ており
ます。そこでもう一つ、皆さんに頑張っていただきた
いのが、県独自で、例えば各事業所、そして飲食業で
あれ、いかにしてコロナ対策で営業ができるかです
ね。例えばそこには、アクリル板の設置であり、空調
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設備であり、こういったのに補助を出してあげる。そ
うしたら経済回っていくんですよ。残念だけど、国も
この予算を出していただけない。県も出せない。そこ
まで踏み込んでいただけたらどんなかなと。今国から
1400億余りも出ました。私は1000億もあれば沖縄県
中の業者であり、飲食業で全て営業できると思います
よ。そして、健康チェックもすると。少し考え方を変
えていただいて、県独自でこれにも取り組んでいただ
けないかなということで聞いている次第であります
が、部長どうですか。頑張ってみませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これは６
月補正で計上したものですけれども、安全・安心な島
づくり応援プロジェクトということで県内の中小企業
等に対しまして、感染拡大防止対策の取組を行ってい
るところに対しまして、そういった事業の奨励に要す
る経費として補正措置をいたしたところでございま
す。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時10分休憩
　　　午後５時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　トータル
としまして32億円余りでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　多分、この予算というのは皆さんが
言うイートでありＧｏＴｏであり、バス、観光であり、
ほとんどそれが主かと思いますよ。そして、やはりそ
ういった観光であり、それはそれでよしとしましょう。
飲食業であり、そしてほかの経営するところにもそれ
を出すことになり、かなり経済を回す、またコロナを
抑えることができる。そしてそうすることにより、や
はり沖縄県もこのコロナを乗り切ることができるん
じゃないかなということで、あえて言っているわけで
す。これ飲食業であり、そういったレストランであり、
そういったほかにもどんどん使える予算なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これはそ
の前に商工労働部のほうで措置をしておりますうち
なーんちゅ応援プロジェクトがございます。まずそれ
で支援金、協力金という形で事業を行いましたけれど

も、先ほど申し上げました安全・安心な島づくり応援
プロジェクトと申しますのは、県内の中小企業でうち
なーんちゅ応援プロジェクトの対象とならなかったと
ころ全てに、もちろん観光業も含んでおります。繰り
返しになりますが、コロナの感染拡大防止に取り組ん
でおります事業に対して支援したものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、この支援、今の空調設備
であり、アクリル板であり、多分マスクであり、消毒
液であり、皆さんが出しているのは大体そういったの
が多かったかと思うんですよ。これをもっと具体的に
これでいいのかというのを再度検証して、頑張ってい
ただけないかなと。第１波が来た、第２波が来た、こ
れから第３波が来る。過去に出したからそれでいいん
じゃなくて、これで足りてないから今の第３波も来る
わけですよ。ＰＣＲ検査も別に否定はしませんよ、やっ
てください。そして、こういったあらゆる水際対策を
できるところは今やらないと、今乗り切らないと大変
なことになりませんかということをあえて皆様方にお
伝えして、そしてそういったのも検討をして、また検
証するということをぜひお願いをしておきます。
　次に、濃厚接触者の定義について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染症発生動向調
査実施要領というのがございまして、それによると、
濃厚接触者とは、陽性者の感染可能期間に接触した方
のうち、陽性者と同居あるいは長時間の接触があった
方、それから適切な感染防護なしに陽性者を診察、看
護もしくは介護していた方、陽性者の気道分泌液もし
くは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方と
なっております。また、手で触れることのできる距離、
それから目安として１メートル以内で、必要な感染予
防策がなされないまま、陽性者と15分以上の接触が
あった方も該当しますが、周辺の環境や接触の状況等
個々の状況から、保健所長が患者の感染性を総合的に
判断することとしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ありがとうございます。
　こういった定義がある程度明確に分かると、お互い
非常に対策もやりやすいという観点で今聞いておりま
す。
　次に、感染経路の分析について伺いますけれども、
感染経路、今どのような経路が主になっているか、上
位、トップ３で御説明お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先月、県衛生環境
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研究所が７月以降11月18日までの陽性者の推定感染
源を詳細に調査しましたところ、約４割が飲食関連、
次いで家庭内が約２割、その次が職場内約１割でござ
いまして、特に飲食に関連したクラスターなどが多数
発生しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、先ほど申し上げました、
やはり飲食業のこれをいかにそこで食い止めるか、防
ぐか、確かに閉めてしまえば一番簡単かもしれません
けれども、それで経済がもちますかと、大変なことに
なりますよと。やはりそういったブレーキングは、で
きるところからそういった防止策にぜひ積極的に取り
組んでいただきたいということです。
　私が取り扱いたいのはもう１点、家庭内感染がかな
り広がってきているんですね。実は私も正直言って陽
性反応が出てお家に帰りました。お家に帰ってこうい
う濃厚接触の定義が分かれば自分の家族を濃厚接触者
にさせなくてよかったです。分からないから濃厚接触
者にしてしまうということを御存じでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　確かに家庭内の感
染の事例を見ますと、会食、会合等において参加した
家族の方が帰宅してそのまま感染させたというような
事例がたくさん見受けられます。
　ですので、県としましても、家庭内での注意事項等
について周知を行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　この周知、よく理解できますよ。よ
く聞くのが３密です。まずは手洗い、うがいです。そ
れ以外の１メートル、15分以上、そして防護策とい
うのは意外と知らないです。私も初めて分かりました。
保健所に聞いて、濃厚接触って何ですかと。私、夫婦
の二人なものですから、一世帯住宅が二世帯になりま
した。別々に眠ることもできる、生活もできるんです
よと。なぜ濃厚接触なんですかということで、こういっ
た条件の３つを満たしているからと。３つのうち１つ
でもなければこれはならないんだけれども、３つを満
たすともう濃厚接触ですよ、又吉さんと。ホテルに行
きました。ですから、これを県として県民にまずもっ
と周知徹底をする。濃厚接触はこういうものですよと。
家庭内で調子の悪い方がいましたら、早めに手を打つ。
感染して症状が出て手を打つから、私は遅いと思いま
すが、その辺を周知徹底できませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としては、分か
りやすい形で県民の皆様への周知は必要だと思います

ので、議員御提案のように、家庭内での感染のリスク
を下げるための周知についても力を入れていきたいと
考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長、ぜひこれまずは周知徹底した
ほうがよろしいかと思います。
　そして、もう一つあります。もっと防ぐ方法です。
健康チェックの習慣をつけるわけです。ホテルにいる
とき、どういったことがありましたかと言うと、毎日、
検温２回です。問診です。それ以外何もありません。
一番最大のものはやはり検温です。ですから、家庭内
でも検温できる環境をつくる。そこで意識が出てくる
かと思います。そうすると微熱が出始めたときに、「あ
れあれ、ちょっとお父さん調子おかしいよ。昨日36
度だったのに37.8になっているよ。」となったときに
は、「おいおい、もしかして俺感染したかもしれない
よ」と。じゃ濃厚接触者にならないような対策を家族
で取ることができるわけですよ。そして本人自らも出
かけない、自粛をする、しっかり休養を取る。そうし
て37度割ってしまえばこんないいことないじゃない
ですか。そのために検温の習慣まで徹底して県で取り
組むよう、そういったＰＲも私はするべきだと思いま
すが、私も正直言ってその後から毎日検温しています
よ。無症状ですから、好きな時間に１日１回やってお
ります。好きな時間に。それでよろしいかと思います
よ。いかがでしょうか。そういうのもすることによっ
て、コロナ、私は大分抑えることができると思います
が、部長、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃると
おりだと思います。私どもも毎朝、検温しております
ので、家庭でもそれを習慣づけるような周知が必要だ
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そこで、第２弾の提案です。
　部長、体温計は2000円以上するんですね。びっく
りしました。ですから、県民に半額補助を出す。意識
を持たせる意味で。検温する習慣をつけましょうと。
1000円でもいいじゃないですか。毎日やる方は県が
補助出しますよと。その代わり毎日チェックをしてく
ださいと、チェックをしてくださいと。そして、御存
じのとおり、空気感染、接触感染、飛沫感染、３つあ
りますけれども、お互い自分専用の体温計があれば接
触感染ならなくていい。そういった意味で補助を出し
て、県民に意識を持たせたらいかがですかと。多分、
県民全体に1000円補助出しても５億円も行きません
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よ。私、計算してみたんですが。５億円で防げるんだっ
たら安いもんですよ。いかがですか、部長。予算やり
くりして思い切ってやってみたらどうですか。県民に
その意識を持たせる。その代わり半額補助を出す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時22分休憩
　　　午後５時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃるよ
うに、毎日の検温というのは非常に重要なことだと思
います。家族内で分けることも効果的な方法だと思い
ます。県職員も全員、先ほど申し上げましたように毎
朝検温しておりますので、そういった意味では県民の
皆様が全員やっていただけると非常に効果があると思
います。ただ、予算についてはまた貴重な御意見とし
て伺わせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ、そのような思い切った政策を
取らないと、県民は乗ってこないかと思います。時間
がありません。大変すみません。
　ワクチンについて伺います。
　まず、子宮頸がんワクチンを接種した方々で副反応、
要するに後遺症は全国で何名、沖縄で何名の方が出た
か伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　子宮頸がん予防ワ
クチンが販売開始されてこれまでの間、ワクチン接種
者は全国で約340万人、沖縄県では３万7700人となっ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　休憩して。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時23分休憩
　　　午後５時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　厚生科学審議会予
防接種・ワクチン分科会副反応検討部会というところ
の報告資料によりますと、平成21年12月から令和２
年４月30日までに子宮頸がんワクチンを接種した方
で、医療機関と製造販売業者から副反応疑いの報告書
にて重篤と報告されたのは全国で1766件となってお
ります。そのうち、報告時点で症状が未回復が449件、
症状による障害等があり後遺症と報告されたのは全国
で13件です。

　以上でよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　重篤者が1784名、副反応があって
重篤までに至らなかった方は3130名もいるんですね。
結構な数字ですよ。
　そして次の、この過去のワクチンと近年のワクチン
の製造方法の相違は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　従来製造されてき
たワクチンというのは、大きく分けて生ワクチンと不
活化ワクチンの２種類となっております。どちらのワ
クチンも病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めた
ものまたは感染する能力を失わせたものを原材料とし
ているため、開発に時間がかかることなどが知られて
います。しかし、現時点で開発が先行している新型コ
ロナウイルスのワクチンにつきましては、ウイルスの
遺伝情報を利用して製造され、研究者にとっては合成
や複製が容易にできるため、開発時間が短くなると言
われているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　この遺伝子組換えワクチンを使っ
たのが子宮頸がんワクチンでもあるんですよ。ですか
ら、この迅速なワクチンの承認にはやっぱり安全性の
問題もつきまといますよ。それをお互い覚悟でワクチ
ンというのは理解しないといけない。
　そこで伺いますけれども、これから始まるコロナ感
染ワクチン接種について県はどのように取り組んでい
くとお考えになっているのか御説明ください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在国においてコ
ロナに関するワクチンの優先接種順位などを話し合う
予定がございます。国のほうでそういう基準が示され
ましたら、県もそれに準じてということなんですが、
それに合わせて県としても体制を整えていきたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　それなら別にそれでよろしいです
が、要するに安全性の問題であり、副反応が出た場合
の対応というのは、これは自分自身の自己責任なの
か、何らかの措置を県は考えているのか、その辺の方
針決まっておられますかということですけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは国の法律に
おいて、先日だったと思いますが、可決されたと思い
ます。国の責任において後遺症等についての補償につ
いても国のほうで負担するというふうに聞いておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　何しろ、まだ子宮頸がんワクチン、
補償等が私はなかったものという考えがあるもんです
から、あえてそれを聞いております。慎重に扱ってほ
しいと思います。
　すみません。僅かな時間ですので終わらせていただ
きますが、大変ありがとうございます。ぜひ、新型コ
ロナウイルス感染症防止対策に向けて、あらゆる角度
から頑張っていただきたいなとぜひお願いいたしま
す。またそうしないとこれ大変なことになるかもしれ
ないし、皆さんもよく御承知だと思いますので、予算
も幾らあっても足りないかと思いますがよろしくお願
いいたします。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派の中川京貴でございます。
　一般質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、県の埋立承認撤回を取り消した国土交通相の
裁決は違法として、県が裁決の取消しを求めた抗告訴
訟の判決が県の敗訴となった。令和２年２月の私の一
般質問で、玉城知事は辺野古承認撤回訴訟の最高裁判
決を尊重して、「真摯に遵法の方針を守っていきたい」
と答弁しているが、今もその考えで変わりはないか伺
いたい。
　(2)、大型ＭＩＣＥ建設については、財源を国と交
渉して決めないままに発注し２か年にわたり設計等の
予算を計上してきた。ところが結局、財源の確保がで
きず、断念し受注企業体に約9000万円賠償すること
となった。このことは県政の失態であり県政の責任は
大きい。住民訴訟になってもおかしくありません。今
後このようなことが起きないための対策、対応につい
て伺います。
　(3)、東部海浜開発事業の早期実現を求められてい
るが、事業の必要性とこれまでの経緯、予測される今

後の課題、完成時期や総予算について伺いたい。
　(4)、知事は菅首相や関係官僚と会談した。本県は、
沖縄振興特別措置法及び次期振興計画策定と辺野古移
設問題という国が関わる重要問題を抱えている。今後
知事は、会談で何を重点に要請し理解を得るつもりか
伺いたい。
　２、米軍基地問題について。
　(1)、嘉手納基地内に格納庫など新たな施設を建設
した。嘉手納基地に関する三市町連絡協議会、沖縄市・
嘉手納町・北谷町、三連協からは、目的や詳細の報告
がないことや基地の機能強化、基地負担増であると不
満の声が出ているが、県は現状と課題解決にどのよう
に取り組むか伺いたい。
　(2)、玉城知事は、最高責任者として度重なる米軍人・
軍属による事件・事故、基地問題解決にどのような形
で取り組むか伺いたい。
　３、次期振興計画について。
　(1)、第１次から第５次までの振興計画について、
その計画の目標、基本方針、それぞれの成果について
どのように分析・総括し、次期振興計画に生かそうと
しているか伺いたい。
　(2)、河野沖縄担当大臣は、2021年度で期限が切れ
る沖縄振興計画について、これまでの政策を見直し、
分析には地域経済分析システムを活用するとしてい
る。県が国に提出する中間報告との整合性と次期振興
計画策定への影響について伺いたい。
　４、新型コロナウイルス感染症対策について。
　(1)、新型コロナ第２波の感染拡大が収まらず、重
症者も増大し病床占有率は限界に近づいている。イン
フルエンザ感染者への対応も含め、コロナ受入病院の
現状と感染拡大防止をどのように図っているか伺いた
い。
　(2)、現在、沖縄県において軽症者及び無症状者用
宿泊療養施設は、南部地区２施設、宮古島市、石垣市
の計４施設であり、中部地域には宿泊療養施設が確保
されていない。中部地域でも新型コロナウイルス感染
症の感染拡大により、医療現場が逼迫している中、軽
症者及び無症状者の隔離施設が確保されていないた
め、容体急変への対策として中部にも軽症者及び無症
状者用宿泊療養施設の借上げをすべきだと思います
が、県の見解を伺いたい。
　(3)、我が会派は、ＰＣＲ検査の拡充やそのための
助成金及び給付金等の財政支援を国や自民党本部に要
請している。県民が安心して生括ができる社会環境の
整備には、全県的なＰＣＲ検査の実施が必要である。
県の考えを伺いたい。
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　(4)、新型コロナ感染症の終息が見えない状況にあっ
て長期的なＰＣＲ検査実施体制を整備する必要があ
り、そのため検査技師の人材育成が求められている。
県の取組を伺いたい。
　５、県営住宅の整備と利用ニーズの調査状況につい
て。
　(1)、県営住宅の活用状況について現在、整備済み
の住戸数はどれくらいあるか。また、整備済みの住戸
については全て活用されているか伺いたい。
　(2)、県営住宅の目的と、今後新規で県営住宅の建
設予定はあるか伺いたい。
　(3)、低所得者や母子家庭、障害者世帯など社会的
弱者の方が県営住宅に住みたくても空き室がない状況
と伺っている。そういった状況について、県として調
査したことはあるか。また対策について伺いたい。
　(4)、公営住宅についてはＰＰＰ、ＰＦＩという事
業手法があるとも聞いている。そういった事業手法の
活用について検討したことはあるか伺いたい。
　６、土木行政について。
　(1)、北谷町砂辺浜川地域、嘉手納基地第１ゲート前、
旧コザ信用金庫北谷支店前の国道58号の出口は、朝
夕の渋滞はもとより日中も大きな交通渋滞があり、地
元地域からは問題解決の要請を受け、私は平成24年
７月、平成27年６月に一般質問で取り上げ、地元住
民と防衛局に要請行動した。県はこの問題解決のため
にどのような取組をしてきたか伺いたい。
　(2)、比謝川下流堰が建設された経緯について伺い
たい。
　(3)、比謝川下流堰撤去に伴う嘉手納町からの要請
について、関係者や住民との協議を十分に行い、河川
環境に最大限配慮し環境影響調査を実施するととも
に、その結果を反映した整備について伺いたい。
　(4)、嘉手納漁港内及び航路など、河川に堆積する
土砂を県の責任において定期的にしゅんせつすること
について伺いたい。
　(5)、読谷村字喜名、国道58号沿いやまびこ薬局前
道路において台風や大雨が降るたび冠水被害が起きて
いる。その現状と対策について伺いたい。
　７、教育行政について。
　(1)、中高一貫教育のこれまでの成果と実績につい
て伺いたい。
　(2)、球陽高校、開邦高校から、難関大学、東大・
京大等合格に向け、県に対し要望あるいは改善対策等
はないか。
　(3)、球陽高校、開邦高校の父母から、難関大学、東大・
京大等合格に向け、学校や県に対し要望あるいは改善

策等はないか。
　(4)、球陽高校理数科の理科のカリキュラム再編に
ついて、球陽高校では学ぶ理科４科目、物理・化学・
生物・地学のうち、最も多くの大学で入試科目として
採用されている物理と化学の２科目が、３年間のうち
１年と３年の２年間しか授業がなく、第２学年でも理
工系学部では利用できないことが多い生物か地学しか
選択できない状況である。難関大学合格率を上げるた
めには、３年間を通して物理と化学の授業の必要性が
言われているが、県の認識と見解を伺いたい。また担
当の教科の教師がいないのか伺いたい。
　８、子ども・子育て支援について。
　(1)、中学卒業までのこども医療費助成については、
これまで何度も県議会一般質問で取り上げてきた。現
物給付制度を導入し、病院窓口での医療費の支払いを
しない制度の確立を提案してきた。これまで県内では、
27市町村が独自に中学・高校卒業まで県より先駆け
て実施している。那覇市など残り14市町村は実施さ
れていないことから、教育・医療の格差が生まれてい
た。22年度から県内全域に適用されることについて
評価するとともに、財源の確保と事業費の試算や市町
村との連携が必要であるが、現状と今後の課題につい
て伺いたい。
　(2)、新型コロナウイルス感染拡大は保育の在り方
にも影響を及ぼしたが、待機児童や学童保育待機の解
消は目標どおり達成可能であるか、取組について伺い
たい。
　９、我が党の代表質問との関連については質問はあ
りません。
　答弁を聞いて再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　中川京貴議員の御質問に
お答えいたします。
　８、子ども・子育て支援についての御質問の中の(1)、
こども医療費助成制度についてお答えいたします。
　こども医療費助成制度の通院対象年齢につきまして
は、令和４年４月から現在の就学前までから、中学校
卒業までに拡大することといたします。市町村におい
ても、県の制度拡充に伴い、令和４年度中には中学校
卒業まで拡大することで合意しております。こども医
療費助成制度の拡充に当たり必要となる事業費は、約
10億円増の約27億円を見込んでおり、一般財源から
拠出することとなります。
　今後の課題といたしましては、子供の医療に関わる
全国一律の制度の創設と、国民健康保険の国庫負担金
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減額調整措置、いわゆるペナルティーの廃止と認識し
ており、引き続き全国知事会等を通し、国に要請して
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)、最高裁判決に対する考えについてお答
えをいたします。
　令和２年３月の最高裁判決により、行政不服審査法
上、沖縄防衛局長の審査請求は適法なものとされたこ
とから、県はこの司法判断を尊重して対応していると
ころです。一方、当該判決では、県が行った承認取消
しの適法性や国土交通大臣の裁決理由の誤り等につい
て判断が示されたものではないため、県は、抗告訴訟
において当該裁決の取消しを求めてきたところです。
なお、今般の抗告訴訟の判決に関しては、判決文を十
分に精査した上で、今後の対応を決定することとして
おります。
　１の(4)、今後の国への要請についてお答えをいた
します。
　沖縄県が抱える課題は、沖縄振興、辺野古新基地建
設問題のほか、新型コロナウイルス対策や子供の貧困、
首里城の復旧・復興など、国と緊密な連携の下、解決
を図るべきものと考えております。
　沖縄県としましては、解決に向けた方策に関し、国
と認識を同じくする課題については、連携してスピー
ド感を持って取り組んでまいります。一方、認識が異
なる課題についても、意見や立場の違いを超えて、対
話による協議を行う過程を大切にし、意見の一致やコ
ンセンサスを得るということが民主主義の基本である
と考えており、引き続き真摯に、丁寧に国との対話を
重ね、解決に向けて取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
　２、米軍基地問題についての(1)、嘉手納飛行場の
海兵隊施設の新設に係る県の考えと対応についてお答
えをいたします。
　米海兵隊太平洋基地がプレスリリースで、嘉手納飛
行場内に格納庫などを建設したと発表したことについ
て、沖縄防衛局に確認したところ、米軍からは、既存
施設の改修及び更新であるとの回答があったとのこと
であります。一方、海兵隊が今後、陸・海・空軍との
連携や戦闘即応性を強化させるとしていることなどに
ついては、運用上の安全性に係る観点から詳細は差し
控えるとしております。
　県としては、これ以上の基地負担の増加はあっては

ならないことから、三連協とも連携し、同施設の運用
等、詳細な事実関係について確認していきたいと考え
ております。
　同じく２の(2)、米軍の事件・事故など基地問題の
解決にお答えをいたします。
　県は、米軍関係者による度重なる事件・事故の発生
等、過重な基地負担を強いられ続けている県民の目に
見える形で基地負担の軽減が図られるべきと考えてお
ります。そのためには、日米地位協定の抜本的な見直
しや、在沖海兵隊の国外移転及び嘉手納飛行場より南
の施設・区域の返還の確実な実施が重要と考えており
ます。また、ＳＡＣＯ合意以降の基地の整理縮小の検
証及び沖縄の基地負担軽減策検討を目的とした協議の
場ＳＡＣＷＯを政府に強く求めております。さらに、
米軍基地問題に関する万国津梁会議での提言を踏ま
え、県の政策や取組に反映し、米軍基地の整理縮小に
つなげていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(2)、大型ＭＩＣＥ施設建設に
ついてお答えいたします。
　県では、沖縄振興特別推進交付金の活用を前提とし
た現行計画を見直すため、これまでの経緯等を踏まえ
つつ、新たな基本計画の策定に向けた取組を進めてい
るところです。その中で、民間活力を引き出す新たな
事業の進め方や、財源確保の在り方などを検討してい
るところであり、年度内には基本計画の最終案を取り
まとめたいと考えております。
　県としては、沖縄の成長可能性を引き出す大型ＭＩ
ＣＥ施設の早期整備に向け、引き続き関係機関と連携
して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
について御質問のうち(3)、泡瀬地区埋立事業の必要
性、課題等についてお答えいたします。
　泡瀬地区埋立事業は、地元からの強い要請に基づき、
沖縄本島中部東海岸地域の振興を図る目的で実施して
おります。県は、平成17年度に事業着手し、平成22
年度には、環境等に配慮して埋立面積を当初計画の約
半分に縮小しております。また、社会経済動向に即し
た土地利用計画とすることが課題となっており、現在、
沖縄市において検証を行っているところであります。
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なお、総事業費は約450億円を見込んでおり、令和７
年度の埋立完了の予定となっております。
　次に５、県営住宅の整備と利用ニーズの調査状況に
ついての御質問のうち(1)、県営住宅の整備済み戸数
と活用状況についてお答えいたします。
　令和元年度末の県営住宅の整備済み戸数は１万
7469戸、入居戸数は１万6227戸となっております。
入居済み以外の戸数については、建て替えに伴い入居
を停止した住戸及び建て替えとなる団地入居者の仮移
転先住戸である政策空き家が496戸、退去に伴い修繕
を要する空き家が640戸、入居手続中が106戸となっ
ております。
　次に５の(2)、県営住宅の目的及び新規建設につい
てお答えいたします。
　公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して低廉
な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会
福祉の増進に寄与することを目的としております。今
後、新規に建設する県営住宅としては、200戸を予定
しております。
　次に５の(3)、社会的弱者が県営住宅に入居できな
い状況とその対策についてお答えいたします。
　令和元年度の県営住宅の空き家待ち入居募集におい
て、子育て世帯、高齢者世帯、障害者世帯などの優遇
世帯から2141件の申し込みがあり、そのうち1827件
が入居できない状況となっております。
　県としては、その改善のための主な対策として、建
て替え時に１割程度増戸するとともに、空き家の計画
的な修繕を実施しており、社会的弱者の入居の促進に
取り組んでいるところであります。
　次に５の(4)、公営住宅のＰＦＩ事業等の活用検討
についてお答えいたします。
　県営住宅の管理については、指定管理者制度を活用
し実施しております。県営住宅の建て替えにおけるＰ
ＦＩ事業等の導入については、平成29年に沖縄県住
生活基本計画において検討しており、事業コストを抑
えるメリットがある一方で、地元建設業者の受注機会
を減らすことにつながるおそれ等の課題があるものと
認識しております。今後、他県等の状況を見ながら導
入の可能性について検討していきたいと考えておりま
す。
　次に６、土木行政についての御質問のうち(1)、嘉
手納基地第１ゲート前の国道58号交差点の渋滞対策
についてお答えいたします。
　国道58号の北谷町砂辺第１ゲート前の砂辺南交差
点については、県としてこれまで渋滞対策の実施を働
きかけてきたところであり、国において第１ゲートの

南側移設を検討しているとのことであります。沖縄防
衛局によると、嘉手納飛行場第１ゲート整備事業につ
いては令和元年度に文化財調査を完了し、現在、設計
業務を実施しており、本業務について北谷町、沖縄県
警察、沖縄総合事務局南部国道事務所及び米軍との間
で調整を行っているとのことであります。
　次に６の(3)、比謝川下流堰撤去に伴う河川整備に
ついてお答えいたします。
　県では、比謝川下流堰撤去に伴う嘉手納町からの要
請を受けて、環境調査等を実施しております。堰撤去
に伴う整備は、調査結果を踏まえ、堰上流に堆積して
いる土砂を堰撤去前にしゅんせつするなど、下流の河
川環境に配慮した整備を行う予定となっております。
事業実施に際しては、関係者や住民との十分な協議を
行っていきたいと考えております。また、浸食箇所対
策等については、嘉手納町と調整しながら現況を調査
し対応したいと考えております。
　次に６の(5)、国道58号の冠水の現状と対策につい
てお答えいたします。
　国道58号の一部及び読谷村道喜名中通線において、
大雨等により落ち葉が側溝のグレーチングにたまり、
道路の冠水が発生しております。読谷村としては、落
ち葉の除去により冠水が解消していることから、今後
もパトロールの強化による速やかな対応など、道路冠
水の解消に努めていくとのことであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、次期振興計画につい
ての(1)、第１次から５次までの振興計画の評価と新
たな振興計画についてお答えいたします。
　これまでの５次にわたる沖縄振興計画等により、空
港、港湾、道路等の社会資本の整備が図られるととも
に、新型コロナウイルス感染症の拡大前の平成30年
度には入域観光客数1000万人、情報通信関連産業は
累計で470社を誘致し、就業者数は平成30年に展望
値を超える70万7000人と着実に発展してまいりまし
た。また、平成29年度の県内総生産は４兆4141億円
で、復帰時から9.6倍の規模となるなど成果を上げて
まいりました。その一方で、１人当たり県民所得の向
上等はいまだ十分ではなく、自立型経済の構築はなお
道半ばにあります。加えて、離島の条件不利性、米軍
基地問題など本県が抱える特殊事情から派生する固有
課題や子供の貧困の問題、雇用の質の改善などの重要
性を増した課題もあります。新たな振興計画について
は、総点検の結果や新沖縄発展戦略を踏まえるととも
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にＳＤＧｓを反映させ、ウイズコロナからアフターコ
ロナに向けた将来を見通す中で、未来を先取りし、日
本経済の一端を担うべく、新時代沖縄を展望し得る骨
子案づくりを進めてまいります。
　同じく３の(2)、国への制度提言と地域経済分析シ
ステムの活用についてお答えいたします。
　県が取りまとめた新たな沖縄振興のための制度提言
（中間報告）については、県民、市町村、関係団体か
ら幅広く意見を募っており、これらの意見を踏まえ制
度の内容を精査するとともに、関係する省庁との調整
を図り、来年４月に国へ制度提言する予定であります。
新たな振興計画においても、各種施策の効果的な推進
を図るため、成果指標を導入するとともに、地域経済
分析システムＲＥＳＡＳ（リーサス）を活用した施策
立案などに取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　４、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の(1)、受入
病院の現状と感染拡大防止についてお答えいたしま
す。
　県では、重点医療機関等22病院を指定し、425床
の病床確保計画を立て、新型コロナ患者の入院を受け
入れておりますが、長期にわたる感染の継続により、
受入病院においては、スタッフの疲弊や休業など厳し
い状況にあると伺っております。さらに、冬季にコロ
ナ以外の患者の増加が見込まれることから、宿泊療養
施設を追加して設置する等、医療機関の負担軽減を
図っております。また、感染拡大防止については、検
査体制を拡充するとともに、沖縄コロナ警報の下、集
中実施期間を示し、職場、家庭及び会食等において感
染を防ぐ具体的行動を県民に求めているところであり
ます。
　同じく４の(2)、中部地域宿泊療養施設の確保につ
いてお答えいたします。
　県では、那覇、南部地域に２施設、北部地域、宮古
地域、八重山地域にそれぞれ１施設の宿泊療養施設を
借り上げております。今後の感染拡大を見据え、中部
地域での宿泊療養施設についても設置の方向で検討し
ておりますが、陽性者とスタッフの動線を分けるなど
療養施設としての条件を満たす宿泊施設や施設運営に
必要な看護師等の確保に課題がございます。
　県としましては、引き続き市町村や関係団体と連携
し、中部地域の宿泊療養施設の設置に向けて検討して
まいります。

　同じく４の(3)、全県的なＰＣＲ検査の実施につい
てお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の流行が持続している状
況においても、社会経済活動を維持・継続していくた
めには、全県的な検査の拡充は必要だと考えておりま
す。そのため、一昨日に議決いただいた補正予算に、
先行的なモデル事業として、新型コロナウイルス感染
症ＰＣＲ検査強化事業の予算を計上したところです。
本事業では、県内の介護施設及び医療機関職員を対象
として、１月から３月の３か月間で、職員１人当たり
月１回を目安として、定期的な検査を実施することと
しております。
　同じく４の(4)、ＰＣＲ検査の実施に係る臨床検査
技師の育成についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の診断を目的
に、検体採取やＰＣＲ検査ができる臨床検査技師を育
成するため、県臨床検査技師会と連携し、実地研修を
行っており、これまでに32名の方が修了しておりま
す。また、県衛生環境研究所においては、これまでに
７施設から22名の研修や見学を受け入れております。
　県としましては、引き続き実地研修の実施を通して、
ＰＣＲ検査に必要な人材の確保に努め、新型コロナウ
イルス感染症に関するＰＣＲ検査体制の強化に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　６、土木行政についての
御質問の中の(2)、比謝川下流堰が建設された経緯に
ついてお答えします。
　比謝川下流堰は、昭和36年に琉球水道公社により
建設されたもので、那覇市泊浄水場に原水を供給する
長田川取水ポンプ場の取水堰として設置されました。
その後、昭和47年の本土復帰に伴い、琉球水道公社
から県企業局に施設が引き継がれております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　６、土木行政につい
ての御質問の中の(4)、嘉手納漁港のしゅんせつにつ
いてお答えします。
　比謝川下流にある嘉手納漁港は県管理の第一種漁港
であることから、これまでも土砂が堆積した際には、
必要に応じ漁港管理者である県がしゅんせつを行って
おります。
　県としましては、漁港内の泊地及び航路に堆積した
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土砂のしゅんせつにつきましては、これまでと同様、
適正に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　７、教育行政についての御
質問の中の(1)、中高一貫校の成果についてお答えし
ます。
　県立球陽・開邦高校の両校は、地域社会や国際社会
で活躍できる人材の育成を目的として、特色ある進学
校として設立されました。これまで大学進学において
も高い実績を上げており、特に難関大学と言われてい
る東京大学、京都大学、北海道大学等の現役合格者数
は、球陽高校、開邦高校合わせて平成28年16人、29
年11人、30年10人、31年18人、令和２年28人となっ
ております。
　同じく７の(2)及び(3)、難関大合格に向けた高校及
び父母からの要望等についてお答えします。７の(2)
と７の(3)は関連いたしますので、恐縮ですが一括し
てお答えいたします。
　保護者からはさらなる学力の向上や、難関大学進学
者数の増加等への期待が寄せられており、また、球陽
高校における学科の改編の要望があると聞いておりま
す。また、学校からは生徒のニーズに応えられるよう
教育環境を充実させてほしいとの要望があります。
　県教育委員会としましては、引き続き生徒を難関大
学等へ派遣し、学習意欲の向上を図るとともに、教員
に対しては先進校視察や教員指導力向上のための支援
を行ってまいります。
　同じく７の(4)、球陽高校の理数科の教育課程につ
いてお答えいたします。
　教育課程の編成は、地域や学校の実態並びに学科の
特色を十分考慮し、各学校で編成するものとされてお
ります。球陽高校では、当該学年で選択することがで
きない科目については、放課後講座を実施するなど、
生徒のニーズに合わせた対応を行っていると聞いてお
ります。
　県教育委員会としましては、今後とも特色ある進学
校として学校の目標が達成できるよう、学校と意見交
換等を行い支援をしてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　８、子ど
も・子育て支援についての御質問の中の(2)、コロナ
禍における待機児童解消の取組についてお答えいたし

ます。
　新型コロナウイルス感染拡大により、前期保育士試
験が中止になったほか、保育の質の向上のための研修
会をオンライン研修に変更するなど、影響が及んでい
るところです。待機児童の解消については、市町村が
実施する保育所や放課後児童クラブの整備、保育士確
保等の取組を支援することにより、第二期黄金っ子応
援プランの着実な実施に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　それでは、再質問を行います。
　１、知事の政治姿勢についてでございますが、本来
でしたら玉城知事に直接お伺いする予定ではありまし
たけれども、確認したいと思っています。
　知事は、昨年の一般質問においてもこの辺野古承認
撤回訴訟の最高裁判決を尊重して、真摯に遵法の方針
を守っていきたいと答弁したときに両副知事も御一緒
でしたので、聞いていたと思っています。それは間違
いないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　そのとおりでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　私が何を言いたいかというのは、こ
れまでこの辺野古問題、基地問題で裁判費用やいろん
な経費がかかっております。県民の中からは、そういっ
た負ける裁判を　　　　訴訟を起こしながら結果的に、普
天間が辺野古に移設されてその費用は無駄になったん
じゃないかと言われるようなことがないように、そし
てその責任が県職員に及ばないように、そういった意
味での質問でございます。
　副知事も御承知のとおりこれまで識名トンネルをは
じめ、県の職員が訴訟を起こされて賠償問題になった
経緯もあります。今後も起こり得る、私はそう思って
おります。そうならないように対策を練っていただき
たい。
　副知事、どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　県におきます訴訟につき
ましては、県においてその主張の正当性等をしっかり
吟味した上で行ったものでございます。識名トンネル
につきましては、そもそも行政手続においていろいろ
瑕疵があったということで逆に住民訴訟を起こされた
というようなことがございます。
　県においては、行政手続をしっかりした上で行政手
続に瑕疵があって、住民から訴えられる、そういった
ことがないようにしっかり取り組んでまいりたいと思
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います。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　ぜひ要望を申し上げたいのは、行政
手続に瑕疵があったとしても、やはりこれは県が補償
するんであって職員に押しつけるものではないと思っ
ております。そうしなければ、県の職員は思い切った
仕事ができません。おびえながら仕事をしなければな
らない。副知事もこれまでいろんな経験をなさったと
思います。事業執行に当たってはやはり手続の問題、
いろんな問題があってそれが多くの県民が理解を示し
て本当によかったと、みんなが利用しているじゃない
ですか、このトンネル。そうしたことでぜひ両副知事
がしっかり県職員を守っていただきたい。どうでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほども答弁いたしまし
たけれども、県としましてはしっかりと関係法令に基
づいて法律による行政、それをしっかり行うというこ
とがまずは大事だと思っています。そういった観点か
らこの辺野古の問題についても様々な課題があります
けれども、行政手続をしっかりと適正に行って対応し
てまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事の政治姿勢の(3)について再質
問を行います。
　東部海浜開発事業においては、これまでの環境課題
も解決し、先ほど部長が答弁しておりました事業が進
められたと認識しておりますが、過去に開発事業に伴
い、賛成、反対により訴訟が起こり、設計変更がなさ
れております。先ほどの説明でも、当初の予定よりも
訴訟によって半分になったと、たしか450億円になっ
たという答弁がありました。しかしながら、地元の要
望はその半分ではなくて、いろんなビジョンがあった
と思います。いたずらに訴訟が起こされて、しかしな
がら工事は今進んでおります。その訴訟によって、あ
の工事は一時的に止まりました。しかしながら今現状
は進んでおります。そのときは御承知のとおり、沖縄
県議会においても賛成、反対に分かれていろんな議論
があったと思っていますが、現在は沖縄県議会は全会
一致で反対者はいません。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　そのとおりだと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　なぜあのとき反対があって、今は全
会一致になっているんでしょうか。予算措置の在り方

としても当時は泡瀬の干潟を埋めて工事するんだとい
う話がありましたけれども、私の認識では干潟は埋め
ていないと思っています。現状はどうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　泡瀬地区の埋立事業については、計画に変遷がござ
います。当初、昭和63年　　　　まだ着工前でございま
すが、当初は240ヘクタールの陸続きでの計画となっ
てございました。それを平成７年度に約187ヘクター
ルに計画変更し、その後訴訟等ございまして、平成
22年に約95ヘクタールに見直しを行っているところ
でございます。陸続きの計画からこういった形で変遷
してきていると。また計画地域、陸域近くにはトカゲ
ハゼの生息地、鳥類の採餌、休息地、野外レクリエー
ション的利用域が広がる一方、海側にはリーフ外縁部
を中心にサンゴ類や海藻類が分布しておりました。地
元から環境への配慮を求められたこともございまし
て、十分環境に配慮した方式になったものだというふ
うに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　副知事、今部長が答弁したとおり、
環境に配慮して埋立てが執行されております。平成
22年に訴訟が起こされた、平成22年から県議会もこ
の問題で賛成、反対に分かれました。しかしながら、
環境はクリアしているんです。
　部長に確認したいんですが、東部海浜開発事業の埋
立てと浦添の埋立て、辺野古の埋立て、そして那覇空
港の埋立て、埋立法は法律は一緒ですか、違いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　埋立法の所管するセ
クションは違いますけれども、基になります公有水面
埋立法は同じ法律でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　今答えたとおりであります。
　しかしながら、この事業が基地であるかないか、第
２滑走路であるのか民間であるのか、その違いによっ
て、沖縄県民は二分され対立をしている状況でありま
す。私は、今いろんな形で非常識だと言われている普
天間飛行場の辺野古移設は、10年後その後に完了し
た後に、宜野湾市の開発が進んで本当に普天間飛行場
が閉鎖してよかったと。今はいろんなことあります
が、将来は我々の判断が常識だったと思えるような活
動、これからも全力で取り組んでいきたいと思ってい
ます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後６時13分休憩
　　　午後６時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　再質問を行います。
　コロナです。４番の新型コロナウイルス感染対策の
再質問を行います。
　これまで国は各都道府県に対し、前例のない財政支
出をしながらコロナ対策をしてきました。しかしなが
ら、経験のないコロナ予算に対し執行率が悪く病院と
保健所と医療従事者の情報が共有できずかみ合ってい
ない。これから年末年始の医療をどう確保し、対策を
していくか。また令和３年の年をどう乗り越えていく
か。先ほど部長は中部にもホテルを借り上げてやって
いきたいとありましたけれども、予算をしっかりつ
くって不用額を出さないように早めにやるべきだと
思っていますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在、各地域に宿
泊療養施設がございますので、中部についても検討を
進めているところでございますが、ホテル協会、それ
からホテル旅館生活衛生同業組合等の協力も得なが
ら、まずは場所の選定を検討していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　実は、私もコロナに感染しましてお
騒がせいたしましたけれども、大切なのは無症状感染
者や軽度感染者などがこれから予測されるんですが、
この方々が重症化しない、重症者の命を救うための対
策。重症になってからいろんな医療を受けても間に合
わないんです。無症状患者を早めに隔離して、コロナ
をうつさない。その仕組みが大切だと思っているんで
す。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　陽性者については、
早期に発見して療養していただくというのが一番の効
果がある策だと考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時15分休憩
　　　午後６時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　すみません、少し飛びますけれど
も、７番の教育行政についての球陽高校の再質問を行
います。
　先ほど教育長がこの学校現場に任せているという答
弁がありましたが、私はやっぱりこの中高一貫教育は

県の肝煎りで、開邦中学そして球陽中学がスタートし
ました。謝花副知事も恐らく教育長もそのとき管理職
でしたので御存じだと思いますが、当時は仲井眞県政
だったんです。そして開邦中学を始めてその様子を見
て、検証してその後恐らく10年後に中部、北部にやっ
ていこうということでありましたが、私たちはそれで
は遅いと。開邦そして中部、北部一斉に一緒にやるべ
きだと提案しました。その結果、開邦と球陽が一緒に
中高一貫教育になりました。その子供たちからそのカ
リキュラムを変えていただきたいと要請が出ていると
教育長知っているじゃないですか。なぜそれに対応で
きないんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　先ほども答弁させていただ
きましたけど、球陽高校です。球陽高校は進取、好学、
敬愛の校風樹立の下、学校方針を積み立てているとこ
ろでございます。
　理数科の件でございますけど、理数科につきまして
は理数科目の単位数が多く、理科では物理、化学、生
物、地学いわゆる４領域ございます。４領域を実習、
課外活動を組み入れて実践しているところでございま
す。また理数科については、そのうちの３領域につい
てはいわゆる学習指導要領のほうで必須としなければ
ならないといったこともございます。そういったこと
もあって、球陽高校のほうでは、カリキュラムを取り
つつ、例えば大学進学、いわゆる公立の難関の大学ま
た私立の大学等に進めるべく、放課後講座ですとか土
曜講座等で現在は対応させていただいているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　現場は、今のカリキュラムでは難関
大学はもちろん、医大ですね、そこにも支障を来して
いるということで要望が出ているんです。１年と３年
の２学年だけじゃなくて、２年も物理と化学を入れて
ほしいと。令和３年度からこれ実現できませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　球陽高校のほうですけれど、
この３月に卒業した生徒で、医学科のほうに合格した
方が９名ということで、開邦よりも多いような数に
なっているところでございます。当然のことながら高
い目標を掲げ進学を目指す生徒、また保護者のニーズ
に応えることは重要であるというふうに認識しており
ますので、難関大学等への進学に対応するカリキュラ
ム編成につきましては、これまでの実績、課題等も整
理しながら学校と意見交換等を行って検討をしていき
たいというふうに考えております。
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○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　ぜひよろしくお願いします。
　それともう一つは、比謝川下流堰撤去、堰ですね。
これは昭和47年に　　　　先ほど答弁がありました　　　　
もう約50年近くなるんです。その関係で地元嘉手納
町からは環境調査をしっかりやらないと、これまでの
環境と大分変わりますよと。マングローブも含めて水
がなくなると言ってるんです。その結果、やはり比謝
川の上のほうから土砂が堆積し、どんどん漁港のほう
に流れると。先ほど農水部長はたまったらしゅんせつ
しますよって言っておりましたが、これ10年に一遍
しゅんせつしてるんです。堰がなくなれば僕は二、三
年に一遍しゅんせつしなきゃいけない状況になると
思っています。そのときは県が責任を持ってしゅんせ
つするということでよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時20分休憩
　　　午後６時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　漁港内にたまった土
砂については、今年度も深浅調査をいたしますが、調
査に基づいて対応していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　両副知事、聞いてください。
　県の職員は60になると退職します。今部長は対応
していきたいと答弁しておりましたので、確認します。

これは農林水産部は漁港なんです。比謝川は河川は土
木、そして堰は企業局なんです。３つの部署が関わっ
ております。私はこのことをこれまで３回、４回質問
しているのは、必ず土砂はたまります。そのときは地
元嘉手納町、読谷村に押しつけるのではなくて、県の
責任において対応していただきたい。
　副知事どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時21分休憩
　　　午後６時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　各部長からそれぞれ御答
弁がありますけれども、やはり　　　　何て言いましょう
か、縦割りというような部分が課題としてあるという
ような御指摘だと思いますので、この部分について
しっかり３部でこの問題については議論し、方向性を
導き出すよう努めるように私も働きかけてまいりたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、12月７日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時21分散会
�
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊

－191－



令和２年12月７日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ５ 号）

令和２年12月７日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ５ 号）



議　　事　　日　　程　第５号
令和２年12月７日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第２号議案から甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号（質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第２号議案から甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号

甲第２号議案　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第４号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
乙第１号議案　沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例
乙第６号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める

条例
乙第７号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例
乙第８号議案　沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　工事請負契約について
乙第11号議案　工事請負契約について
乙第12号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第13号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第14号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第15号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案　訴えの提起について
乙第17号議案　損害賠償請求事件の和解について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　当せん金付証票の発売について

令和２年
第　 ７　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

令和２年12月７日（月曜日）午前10時１分開議
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乙第26号議案　国営土地改良事業に係る負担金の徴収について
乙第27号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の中期目標を定めることについて
乙第28号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学に承継させる権利を定めることについて
乙第29号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
諮問第１号　軌道敷設に関する線路及び工事方法書に記載した事項の変更認可申請に伴う意見に

ついて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君

25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
欠　席　議　員（１名）

５　番　　上　里　善　清　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土木建築部長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第２号議案から甲第４号議案まで、
乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号
を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○大浜　一郎君　おはようございます。
　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大浜　一郎君　ケーラネーラ　クヨーム　ナーラ。
　沖縄・自民党会派の大浜一郎でございます。
　よろしくお願いいたします。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、玉城県政における離島振興は一丁目一番地の
方針、その思いについて。
　ア、知事の石垣市視察においての感想について。
　イ、尖閣諸島で操業する日本漁船に偽装漁船と断言
した王毅中国外相の傲岸不遜な暴言について。
　(2)、ＭＩＣＥエリア形成における新たな構想につ
いて。
　２、次期沖振計における離島振興について。
　(1)、新たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）
における離島関連について。
　ア、新しい時代における離島の産業振興、将来人口
推計における重要度を増した課題について。

　３、新型コロナ影響下における直近の県内企業経営
状況について。
　(1)、直近の調査により県内企業の信用リスクが増
加していることへの対処方針について。
　４、八重山地域の課題について。
　(1)、感染拡大が続く新型コロナウイルス対策とし
ての離島医療体制の充実について。
　ア、県立八重山病院における現況ＰＣＲ検査体制、
医療物資・機器配備等の現状について。
　イ、補正予算の医師派遣補助に伴う県立八重山病院
への派遣医師数について。
　ウ、指定医療機関のない離島地域のＰＣＲ検査結果
判明までの待機宿泊施設対応等について。
　(2)、地域未来促進法を活用した石垣市におけるリ
ゾート施設建設進捗状況について。
　(3)、西表島の世界自然遺産登録後を見据えた自然
環境に配慮した利用ルールの策定について。
　ア、住民生活（地域祭事等含む）の影響への取組に
ついて。
　(4)、離島製糖工場に就労する県外及び季節労働者
に対するＰＣＲ検査等の対処方針について。
　(5)、豚熱ワクチン非接種地域からの種豚、母豚の
輸送に係る迅速な支援について。
　(6)、鳥獣被害防止対策事業の割当予算の拡充につ
いて。
　(7)、児童生徒の紫外線被曝による眼疾患予防対策
への取組について。
　ア、小学校高学年で瞼裂斑の有病率が増加している
ことへの対処方針について。
　(8)、与那国・花蓮高速船活用国際交流事業への県
の支援方針について。
　(9)、県道石垣空港線進捗状況及び市道旧空港跡地

知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君

労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん
　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君　

代表監査委員　　安慶名　　　均　君
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君
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線の整備促進について。
　５、我が党の代表質問との関連について。
　末松議員の２の(1)のウ、万国津梁会議の提言につ
いて。
　２の(1)のエ、普天間飛行場の返還条件について、
再度見解をお伺いをしたいと思います。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）	富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　おはようございます。
　大浜一郎議員の御質問にお答えをいたします。
　４、八重山地域の課題についての中の(3)、西表島
の自然環境や住民生活に配慮した利用ルール策定につ
いてお答えいたします。
　現在、沖縄県では、西表島の世界自然遺産登録後を
見据え、観光利用の増加による自然環境や住民生活へ
の影響を回避するため、国、竹富町及び地元住民と連
携し、西表島における自然資源の利用ルール等につい
て定める西表島エコツーリズム推進全体構想の策定な
どに取り組んでいるところであります。
　沖縄県としましては、ルールの策定に際し、竹富町
や地元住民の意見に十分配慮し、地域の伝統行事や住
民生活への影響がないように努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のア、知事の石垣市視察についてお答え
をいたします。
　知事は、急患搬送用暫定ヘリポート供用開始式への
出席に際し、整備中の県道石垣空港線、八重山平和祈
念館、石垣海上保安部及び八重山病院を視察しまし
た。石垣海上保安部においては、尖閣諸島周辺海域の
巡視や周辺離島の急患搬送などの重要任務を行う職員
の方々に対し、また、八重山病院においては、新型コ
ロナウイルス感染症対策に従事する職員に対し、知事
から敬意を表し激励させていただきました。
　県としましては、今後も多くの離島を知事が直接訪
問し、離島の声を直接施策に反映することが重要であ
ると考えております。
　５、我が党の代表質問との関連についての(1)、万
国津梁会議の提言についてお答えをいたします。
　万国津梁会議の提言では、米政府会計監査院が、辺
野古新基地の滑走路は有事の際には十分な長さがな
く、その代わりとなる民間空港が決まっていないとし
ていることを引用し、返還条件の実現可能性を指摘し

たものと認識しております。また、昨年９月の普天間
飛行場負担軽減推進作業部会において、政府は、条件
が満たされないため、辺野古移設後も普天間飛行場が
返還されないという状況は想定していないと説明して
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(1)のイ、尖閣諸島に関する
中国外相発言についてお答えします。
　尖閣諸島周辺海域は、戦前より、沖縄の漁業者が利
用している漁場であり、本県漁船が偽装漁船と断言さ
れることについては、断じてあってはならないものと
考えております。王毅中国外相の発言に対し加藤官房
長官は、11月26日の記者会見において、「日本政府
としては全く受け入れられない」、「日本の漁船がわ
が国の法令にのっとって活動することはなんら問題が
あることではない」との見解を示しております。本県
としても同様に考えております。
　次に４、八重山地域の課題についての御質問の中の
(4)、離島製糖工場に就労する季節労働者に対するＰ
ＣＲ検査等の対処方針についてお答えします。
　西表島や与那国島など県内15の離島の製糖工場で
は、製糖期間中において県外等から多くの島外季節労
働者を雇用しております。
　県としましては、十分な医療体制を有していない離
島地域のサトウキビ・糖業に影響が生じないよう製糖
事業者と連携し、季節労働者の渡航前のＰＣＲ検査に
よる水際対策及び次期製糖期の感染拡大防止について
支援してまいります。
　次に(5)、八重山地域の種豚導入支援についてお答
えします。
　八重山地域への種豚は、これまで沖縄本島から供給
されておりましたが、本島での豚熱ワクチン接種によ
り移動が制限されたため、現在は、県外を含む沖縄本
島以外の地域から導入せざるを得ない状況となってお
ります。県外等から種豚を導入する場合の支援につい
ては、農畜産業振興機構の養豚経営安定対策補完事業
等が活用できますが、輸送に係る経費は対象外となっ
ているため、県としましては、離島の養豚農家への支
援策として輸送費の補助を検討しているところであり
ます。
　次に(6)、鳥獣被害防止総合対策事業の予算確保に
ついてお答えします。
　県では、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し
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有害鳥獣の捕獲や侵入防止柵等の整備を行う鳥獣被害
防止総合対策事業を実施しております。当該事業にお
いては、各市町村協議会等からの被害防止対策に関す
る要望を基に国に対して予算要求を行っており、八重
山地域においては要望額に基づき予算措置をしている
ところであります。
　県としましては、各市町村協議会等からの要望を踏
まえ、引き続き予算の確保に努め、鳥獣被害防止対策
に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(2)、ＭＩＣＥエリア形成にお
ける新たな構想についてお答えいたします。
　県では、東海岸地域の振興や県土の均衡ある発展に
つなげるべく、ＭＩＣＥ施設の整備を含むマリンタウ
ンＭＩＣＥエリアの形成を目指し、新たな基本計画の
策定に向け取り組んでいるところです。その中でビジ
ネス旅行者に目的地として選ばれるエリアとなるため
に、新しい生活様式に即したＭＩＣＥ施設の在り方の
ほか、最新のデジタル技術の活用やＳＤＧｓの視点を
踏まえたまちづくり、エリアの魅力を維持向上する仕
組みの検討などの取組を進めているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、次期沖振計における
離島振興についての(1)のア、離島の産業振興、重要
度を増した課題についてお答えいたします。
　県では、離島住民の交通運賃の軽減や超高速ブロー
ドバンド環境基盤の整備、含蜜糖の振興対策等を行う
など、離島地域における定住条件の整備や産業振興等
に取り組んできたところです。一方、国の研究所によ
ると将来的に離島における人口減少がさらに進むこと
が推計されていることから、地域と産業を支える多様
な人材確保・育成や、遠隔性・散在性など離島の不利
性を軽減できるＩＣＴ・ＩｏＴの広範な利活用を進め
るなど、さらなる離島振興に向けて関係市町村とも連
携し、取り組んでまいります。
　次に４、八重山地域の課題についての(8)、与那国・
花蓮高速船活用国際交流事業に係る県の支援方針につ
いてお答えいたします。
　国境に位置する与那国町の地理的優位性及び歴史的
特性を踏まえ、姉妹都市である台湾花蓮市と外航不定
期航路を開設することは、人口交流の拡大など地域振

興につながる取組であると認識しております。
　県としましては、高速船を活用した国境交流事業が
離島圏域の発展につながるよう、関係部局と連携し必
要な助言等を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、新型コロナ影響
下における直近の県内企業経営状況についての御質問
の中の(1)、県内企業の信用リスク増加への対処方針
についてお答えいたします。
　民間調査会社の調査によりますと、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大後、信用リスクの高い県内企業
が増加傾向にあるとのことであります。
　県としては、引き続き新型コロナウイルス感染症対
応資金により、中小企業者の円滑な資金繰りを支援す
るとともに、Ｅコマースやテレワークなどウイズコロ
ナの新しい生活様式に対応したビジネスモデルの促進
に加え、地域消費活性化事業等により需要喚起に取り
組んでいきたいと考えております。
　次に４、八重山地域の課題についての御質問の中の
(2)、地域未来投資促進法を活用した石垣市における
リゾート施設建設の進捗状況についてお答えいたしま
す。
　地域未来投資促進法に基づく基本計画につきまして
は、令和２年９月25日付で国の同意を得ております。
現在は、同法に基づく土地利用調整計画の調整案が石
垣市から県農林水産部に提出されており、市と県の担
当部局において事前協議を行っているところでありま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　４、八重山地域の
課題についての御質問の中の(1)のア、県立八重山病
院におけるＰＣＲ検査体制等の現状についてお答えい
たします。
　県立八重山病院においては、１日10検体のＰＣＲ
検査が可能であります。現在、ＰＣＲ検査機器１台を
発注しており、今後、１日20検体に増える予定であ
ります。医療物資については、厚生労働省からの支給
が継続していること、流通状況が改善したこと等から、
医療用Ｎ95マスク等に不足は生じておりません。医
療機器については、ＰＣＲ検査機器のほか、人工呼吸
器等を既に発注しており、引き続きエックス線撮影装
置等、必要な整備を速やかに進めてまいります。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　４、八重山地域の
課題についての御質問の中の(1)のイ、11月補正予算
の医師派遣補助事業による県立八重山病院への派遣医
師数についてお答えいたします。
　県立病院医師派遣補助事業は、離島・僻地の専門医
を確保するため、病院事業局に対し、県内外の医療機
関から県立北部・宮古・八重山の各病院へ医師を派遣
してもらうための経費等を補助する事業となっており
ます。今年度は確保活動の結果、当初の計画に加えて
短期の派遣が可能となったため、11月補正予算で追
加の派遣に要する経費を計上しております。県立八重
山病院には、補正予算により、当初計画の医師６名に
外科、救急科等で６名の医師を加え、合計で12名が
派遣されることとなっております。
　同じく４の(1)のウ、小規模離島におけるＰＣＲ検
査体制についてお答えいたします。
　離島診療所において新型コロナウイルス感染症の検
査を行った場合には、本島で検査を行った場合と同様
に、自宅にて待機していただくことになります。また、
小規模離島から島外へ渡航して検査を受ける場合の交
通費及び宿泊費については、離島患者等通院費支援事
業において補助することが可能となっております。な
お、症状がある場合には、短時間で結果が判明する抗
原検査が可能となっており、小規模離島においても抗
原検査ができる体制について引き続き強化してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　４、八重山地域の課題につ
いての御質問の中の(7)のア、瞼裂斑の対処方針につ
いてお答えいたします。
　ＮＰＯ法人による八重山地区小学生の瞼裂斑有病率
調査については把握しておりませんでしたが、本県は
紫外線量が高いため、環境省の紫外線環境保健マニュ
アルを参考に、必要に応じて適切な対応を取るよう学
校へ周知しております。県教育委員会では、教職員対
象の研修会等にて再度説明し、保護者等に対しても学
校から情報提供するよう周知するとともに、ＵＶカッ
トサングラスの使用も含め瞼裂斑の予防に有効な対策
について、今後研究してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。

　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　４、八重山地域の課
題についての御質問のうち(9)、県道石垣空港線の進
捗状況及び市道旧空港跡地線の整備促進についてお答
えいたします。
　石垣空港線の令和元年度末の進捗率は、事業費ベー
スで約50％となっており、現在、新石垣空港から石
垣市道の産業道路までの約２キロメートルについて、
早期の供用を目指し重点的に整備を推進しているとこ
ろであります。また、石垣市道旧空港跡地線は、県立
八重山病院や建設中の市役所新庁舎などの主要施設へ
アクセスする重要な路線であると認識しており、県と
しては、引き続き市と連携して整備促進に取り組んで
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事の政治姿勢についてでありま
すけれども、離島振興は一丁目一番地という方針を知
事は最近述べられております。その思いについて少し
お聞きしたいのですが、離島振興は一丁目一番地とい
う方針は、離島住民にとっても重要な政策判断だと
思っています。その具体的道筋を次の沖縄振興計画の
中に明示する必要があるというふうに思いますが、そ
の方向性について強い意思をお聞かせいただきたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先日、新たな沖縄振興に
向けての制度提言を行いました。その中で離島関係で
申し上げると、離島の空港あるいは港湾これらの整備
に当たっての財政特例の創設、さらには海岸漂着ごみ
の問題等についての制度提言を盛り込んでいるところ
でございます。これらの制度を国に求めた上で、また
新たな離島振興計画も今策定しているところで、それ
ぞれの離島が有する現状、課題等について、市町村長
のヒアリングも実施しているところです。これらを取
りまとめた上で、新たな離島振興計画を策定し、離島
住民の定住促進につながるような施策等を展開してま
いりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ありがとうございました。
　知事の石垣視察の感想ですけれども、本人がいらっ
しゃらないので直接お伺いすることはできませんが、
緊急搬送の暫定ヘリポート設置によって、離島住民、
現場医師からも設置後は医療体制が格段に改善された
というような評価を伺っております。また知事が直接
その現場に行かれたのは非常によかったなというふう
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に思っております。
　ところでその後、副知事は現場の視察はされました
か。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私のほうは、まだ日程調
整がつかずに行っておりませんけれども、できるだけ
早めに行って私自身も確認してまいりたいと思いま
す。
　それから今暫定という形ですけれども、恒久ヘリ
ポートをどうするかという課題がまだこの後残ってお
りますので、この件についてもしっかりと地元の市
長、そして町長等と意見交換ができればと思っており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ありがとうございます。
　実は夜間運用時に、可搬式の照明なものですから何
個かつかないという不具合が現場で起きているので、
そういう具体的な改善策をしっかりと見ていただきた
いというように思っています。
　また、恒久ヘリポートの設置については、知事は現
場で遅滞なく設置されるべきものだというメッセージ
もはっきりおっしゃいました。その理解でよろしいで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　基本、そういうような方
向で今考えております。一方でまた石垣市の計画など
もありますので、そういったところと整合を取りなが
ら基本、遅滞なくという視点で取り組んでまいりたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ありがとうございます。
　これは私も要望しておったんですが、知事はそのと
き、海上保安部を視察し尖閣警備や急患搬送に携わる
職員の皆様を激励されて、その際に尖閣警備について
領海警備体制強化は心強いというふうに語っておられ
ました。
　そこでお聞きします。
　今回の王毅外相による傲岸不遜な暴言についてで
す。
　これら主権侵害の行為の責任を日本側に転嫁する発
言に対して、先ほども答弁ありましたが、官房長官は、
日本政府としては全く受け入れられないと抗議しまし
た。また驚くべき傲岸不遜な暴言だと、絶対に許して
はならないと厳しく批判したのは、日本共産党の志位
委員長でした。私は全く正しい批判だと思っています。
県はこの暴言を見過ごしてはいけないというように思

いますが、その点はどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　王毅国務委員が11月24日の日中外相共同記者発表
において、偽装された日本船が尖閣諸島周辺の水域に
入る事態が発生しており、中国側としてはやむを得ず
必要な反応をしなければならない旨発言をしたという
ふうに承知しております。この発言に対して日本政府
は、中国側独自の立場に基づくもので、全く受け入れ
られないと述べております。
　県としては、尖閣諸島周辺地域においては本県漁船
が操業できなくなる事態は断じてあってはならないと
考えております。
　引き続き日本政府に対して、同諸島周辺海域の安全
を確保することについてしっかりとした対応を取って
いただきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　この暴言を見過ごしてはいけませ
んよ。
　最近、中国は海警局の任務、権限を定めた海警法の
草案に武器使用を規定している。尖閣海域でも適用す
るとしている。その事実は確認していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問の武器使用
でございますけれども、中国全国人民代表大会が海警
局の停止船命令などに従わない場合、武器の使用を認
める内容の法案を公表したことや同法案が12月以降
に採択される見通しであることは報道等により承知し
ております。このことについて官房長官は、会見にお
いて他国の法案あるいは動き一つ一つにコメントする
ことは差し控えるが、本法案を含め中国海警局をめぐ
る動向については、引き続き高い関心を持って注視し
ていきたいとコメントをしております。
　県といたしましては、武器使用の条件と法案の詳細
について不明であることから、法案等の情報収集に努
めてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　いいですか。我々県民の漁船に武器
が向けられることを彼らは法的に認めると言っている
んですよ。悠長なことは言っていられませんよ。今ま
さに沖縄県の行政区内で、中国による脅威は確実に高
まった。確実に高まった。この事実を県は真剣に考え
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ないといけないと思います。政治は、そして行政はそ
の時々で何を発言して、何に取り組んできたかと。そ
ういう履歴の蓄積が重要性を増すんです。このような
主権を侵害するような傲岸不遜な暴言に対して、沖縄
県が直接中国政府に強く抗議すべき、そう思います。
沖縄県の確固としたこれが意思ではありませんか。ど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県といたしましては、歴史的にも国際法上も我が国
の固有の領土であり、中国との間に領土問題は存在し
ないとする国の立場を強く支持するものであり、我が
国が有効に支配する尖閣諸島について、中国政府が自
国の領土であり国家の核心的利益に当たるとして繰り
返す違法行為に対しては、日本政府が主権国家として
現在行っている冷静かつ毅然とした対応を継続してい
ただくことが重要であるというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　弱いですね。県民が危険な状況にあ
るのに、駄目なものは駄目だとはっきり言わないと。
県としても駄目なものは駄目だとはっきり言わないと
いかぬと思いますよ。そういう覚悟はないんですか、
どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　今回の中国の王毅外相の発言もそうですし、それか
ら最近の海警局の武器の使用の問題についても、県と
しては強い警戒感を持っております。この問題につき
ましては、日本政府もいろいろと検討していると思い
ますけれども、平成26年11月に「日中関係の改善に
向けた話合い」というものが日中間で意見の一致を見
たというような報道がございます。その中では、４項
目から成りますけれども、「双方は、尖閣諸島等東シ
ナ海の海域において近年緊張状態が生じていることに
ついて異なる見解を有していると認識し、対話と協議
を通じて、情勢の悪化を防ぐとともに、危機管理メカ
ニズムを構築し、不測の事態の発生を回避することで
意見の一致をみた。」というような項目がございます。
この４項目については、国会でも逆に中国にある意味、
頻繁に同海域に侵入する口実を与えてしまったのでは
ないかという意見があることも承知しておりますが、
このようなある意味武装的なものについては、ここに
書いてありますように、危機管理メカニズムの構築と
不測の事態の発生を回避するための取組が極めて重要
だと思っております。

　県としては、こういった中国の動きに対して、日本
政府にはこういった４項目が日中間で取り決められて
おりますので、そういった対応についても検討するよ
う求めることも考えてまいりたいというふうに思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　副知事、日本政府にも当然言わな
きゃいけない。しかしながら県としてはどうするんで
すかと聞いているんです。駄目なものは駄目だと言い
なさいと、県民が危ないんだから。危険にさらされて
いるんだから。駄目なものは駄目だとなぜ言えないん
ですかと聞いているんですよ。そこだけ言ってくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほども答弁いたしまし
たように、そういった事態にならないことがまず大事
だと思っておりますので、先ほど答弁しましたような
４項目に基づいて日中両政府においてしっかり意見交
換、調整を行ってもらう必要があるというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　質問を変えます。
　ＭＩＣＥエリアの形成についてですけれども、たた
き台の素案として新たな計画の説明は受けましたが、
これ今年度で方向性は決められますか、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今事業者
もそうですし、それから関係する市町村の皆さんとも
それから住民対話等も進めておりまして、基本的な方
向性を示しながら、基本計画の案を今年度中にお示し
できればというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これは民間投資をメインとするも
のになっていますから、相当たたかないと駄目ですよ。
これでは投資する人も相当引いてしまうと思う。これ
は委員会でもしっかりやらせていただきたい。今年で
その方向性をある程度まとめられると言うけれども、
どの程度のまとめ方を想定していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今議員が
おっしゃいました、民間との連携の在り方　　　　実は現
行の基本計画と申しますのが、ＭＩＣＥ施設単体の整

－200－



備が中心となっておりまして、開発に当たって周りの
民間の収益施設との連携といいますか、それがどちら
かというとなかったということも踏まえまして、今年
度は周辺環境について確実にこれを取り込もうという
ことで民間との連携の在り方といったようなことをひ
とつ考えてお示ししたいと。
　それから規模ですとか全体的なスケジュール感を併
せて今年度で基本計画案という形でお示ししたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これはまた委員会でしっかりさせ
ていただきたいと思います。
　制度中間報告における離島関連についてですけれど
も、大枠で14項目の制度提言がなされているようで
すが、離島では特に生活に直結する本島―離島間、離
島と離島間の生活物資の片荷物流による流通コスト高
というのが生活に直結する課題なんです。しかしなが
らこれの制度提言がちょっと見られないというところ
においては、どういうような対応をしていくつもりで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　生活コストの支援事業、
一括交付金事業として以前実施しておりました。これ
については各離島町村ごとに物流の状況が違う。町村
によっては、ほかの一括交付金事業に転用したいとい
う声もあったことから、平成30年度をもって生活コ
ストの物流支援補助事業は一旦廃止にして、町村単位
で主体的に行うべきだという委員の意見もありました
ので、今、南北大東等で事業を実施しているところで
す。その後、県民アンケート調査の中で、物流につい
ても対応すべきだという御意見がありました。県では
検討を進めた結果、特に他の離島町村と比べても遠距
離にあって、すぐに港湾からの荷揚げがしにくい南北
大東、これについては特別な支援が必要ではないかと
いうことで、台風時等の飛行機での物流搬送にあって
はこれを支援すると、村と共同で今支援事業を行って
いるところです。その他の町村にあっては、もろもろ
の事情があるものですから、どういった展開ができる
のか、今意見交換をしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　私が地域を回ったり離島を回った
りすると、どうしてもこれが生活のネックになってい
るということが多い。ですのでしっかり現場に行って、
現場の詳しい状況をもう一度把握されてこの問題に取
り組んでもらいたいと思いますがどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。

○企画部長（宮城　力君）　先ほどの新たな離島振興
計画策定の御質問の中で、市町村長とのヒアリングを
行っているということで答弁を申し上げました。加え
て、市町村の担当職員からももろもろ離島の課題等に
ついて今伺っているところで、その中で現状をまず把
握して、どのような対応策が取れるのか検討していき
たいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　続いて県内企業の信用リスクの件
ですけれども、民間調査会社によると倒産予測値にお
ける信用リスクが高い企業数が、県内に2619社との
調査結果が出ています。やはりこれはコロナ禍におい
て相当に県経済が痛んできていると見るべきです。こ
の状況は、全業種にどんどん広がっていっている、全
業種。なのでこれは失業とか倒産、社会不安へもつな
がってきている。もう始まっていると言っても過言
じゃありません。これは県の政策判断の重要性、そし
て強い改善策を求めていかなければいけない、策定し
なければならないというふうに思いますが、商工労働
部長どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　議員おっしゃるよう
に、民間の調査結果によりますと高リスクの県内企業
が2619、15.6％で、なおかつ全国構成比15.2％より
も高くなっているということ。それから新型コロナウ
イルス感染症拡大後、増加を続けているというような
状況が報告されています。
　さらに業種別の状況、これは令和２年４月と10月
の比較で見ておりますけれども、まず農林水産業、卸
小売、飲食店、サービス業において増加しているとの
ことです。
　一方で建設業、運輸、通信業においては減少してい
るというような状況が報告されております。その要因
としまして、農林水産業におきましては豚熱による畜
産物の流通減少、それから果物の土産品としての販売
収入の減少、小売、飲食店では、これは３密回避の営
業自粛、外出の自粛ということがありますけれども、
サービス業、これも営業、外出自粛に加えましてイベ
ントの自粛などが挙げられております。
　一方建設業ですけれども、これは工事現場における
３密を避けた事業実施が可能であったということに加
えまして、これまでの受注から一定の手持ち工事を保
有している企業が多かったいうことから、基準月日で
高リスク予想が減少していると。ただ、手持ちの工事
の保有状況においては悪化する企業が発生する可能性
は否定できないと、注意深く観察する必要があるとい
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うふうにしております。
　当該調査結果では、県内企業の信用リスクが全国よ
りも高まっていることが示されておりまして、引き続
き県内企業の経営状況が予断を許さない状況にあると
いうふうに考えております。
　県としましては、引き続き円滑な資金繰りと雇用の
維持を支援するとともに、感染症の状況に留意した上
で経済対策基本方針に基づきまして、各種施策による
需要喚起に全力で取り組んでまいりたいというふうに
考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これはもう大変な問題ですから、よ
ろしくお願いします。
　それと八重山病院の件ですけれども、今石垣市より
貸与されているＰＣＲ検査の機械が民間病院に移っ
ちゃうので、検査体制がどうなっているかということ
を調べてみたら、検査試薬が20本しかないと。これ
は配給制になって不安定だというようなことなんです
けれども、これで基幹病院として大丈夫なんですか。
なぜ６月頃にＰＣＲ機器を入れる計画がいまだに入っ
ていないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　八重山病院においては、もともと１台ＰＣＲ検査の
機器がありました。発生が多くなった時点で、石垣市
からＰＣＲ機器を１台八重山病院のほうに貸出して２
台で稼働していたという状況がございます。今回かり
ゆし病院でかなり多くの患者さんが発生したんですけ
れども、そういった検査体制を行ってきたということ
でございます。
　12月からは、指定医療機関は治療に専念すると。
それからＴＡCOとか行政検査等は民間でやるという
県の方針がありまして、12月１日からはそういうふ
うな体制でございます。ただし八重山病院でも急ぐよ
うな検査とか疑義のある患者さんに対しては、八重山
病院で行うという方針でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　やはり基幹病院ですから、しっかり
とした整備は迅速に行っていただきたいと思います。
　それと地域未来促進法を活用したリゾート建設の進
捗についてですけれども、これまでの石垣との経緯を
教えていただけますか。調整の経緯。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　地域未来促進法に基づく基本計画につきましては、
令和２年９月25日付で国の同意を得ております。現
在は、同法に基づく土地利用調整計画の調整案が石垣
市から県の農林水産部のほうに提出されていて担当部
局によって事前協議されているということでございま
す。現在も石垣市の農政担当と県の農政担当部局のほ
うで、鋭意調整が進められているというふうに聞いて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　それでは農水部に聞きます。
　農水部は、土地利用調整計画作成の事前協議を行っ
ているということですけれども、この調整協議が調う
時間的なめどはどのように考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　今回、９月25日に基本計画は国の同意を得たこと
から、10月中旬に石垣市から事前の調整案として送
付がありましたので、事前調整を始めた状況でありま
す。県は同計画の案について幾つか確認をすることが
ありましたので、11月13日には市に意見書等を送付
しているところです。大規模な開発案件でありますの
で、農地法、農振法の観点から石垣市としっかり調整
を進める必要があります。現時点でいつと申し上げる
状況にはございません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これは民間投資を最大限利用して
付加価値のある観光経済、農林水産業と連携した観光
産業クラスターを創出していく地域づくりのために必
要な施設整備とも言えるんですね。
　石垣島には本格的なゴルフ場を伴うリゾート施設が
１か所もないことから、地元の期待も大きいわけです。
スピード感を持って対応をお願いしたいと思いますが
いかがですか。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　農振地域、それから
農用地の転用を含めて、現在事前調整の計画案の中で
市町村とも協議を進めているところです。それから市
町村、県、それぞれ共有した意識の下に進めていく必
要もあるということで、必要に応じて合同で勉強会も
しながら現在対応しているところであります。
　引き続き法令等に基づいて対応していきたいと考え
ております。
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○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　我が党の代表質問との関連につい
てです。
　この点は知事が基地政策で論拠とするものですか
ら、必要と思い再質問します。
　最悪の場合、この提言書には辺野古基地が完成して
も普天間基地の米軍による使用は継続されるというシ
ナリオもあり得るということですが、さきの副知事の
答弁では政府に確認をしたという明確な答弁がありま
せんでした。
　政府には確認をいたしましたか、この件は。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私の答弁では、負担軽減
推進の作業部会において　　　　これは昨年に続いて２回
目ですけれども　　　　やっております。作業部会という
のは、政府の機関でありますので、私どもとしまして
は、政府に対して説明を求めたという認識でございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　辺野古移設後も普天間の使用を継
続するという協議が日米間で存在するという意味もそ
ういう認識ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　公室長が先ほど答弁した
と思っておりますが、昨年９月の作業部会において政
府のほうからは、条件が満たされないため辺野古移設
後も普天間飛行場が返還されないという状況は想定し
ていないという説明があったところです。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大浜　一郎君　緊急事態において、飛行場利用が錯
綜する際に円滑な利用調整をするための法的枠組みと
して何が定められていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　緊急の際、有事の際に
どのようなものが法として想定されているかというこ
とでございますけれども、いわゆる事態対処法に規定
される武力攻撃事態に該当する場合は、武力攻撃事態

等における特定公共施設等の利用に関する法律に基づ
き、民間空港など特定公共施設等について米軍による
利用が行われるものというふうに認識をしておりま
す。
○大浜　一郎君　議長、終わりですよね。
○議長（赤嶺　昇君）　総残時間が切れてしまいまし
た。
○大浜　一郎君　ありがとうございました。
　フガラッサ。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
　　　〔石原朝子さん登壇〕
○石原　朝子さん　沖縄・自民党会派の石原朝子で
す。
　玉城知事におかれましては、病院を退院され療養中
ではありますが、十分に体調を整えていただき、一日
も早い公務復帰を願っております。
　それでは通告書に基づき、一般質問をいたします。
　１、母子保健について。
　新型コロナウイルス感染症の流行下の中で、妊産婦
は日常生活等が制約され、自身のみならず胎児・新生
児の健康等について強い不安を抱えて生活をしている
状況にあります。
　次のことを伺います。
　(1)、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者が、母
子保健法の保健指導・健康診査、妊婦健診等の際に医
師または助産師から指導を受け、それを事業主に申
し出た場合、その指導事項を守ることができるよう
にするために必要な措置を講じることが義務づけら
れている母性健康管理措置による支援状況を伺いま
す。	
　(2)、コロナウイルス感染疑いのある妊婦へのＰＣ
Ｒ検査や感染した妊婦に対応することができるように
周産期医療提供体制は離島地域も含めて整っているの
か伺います。
　(3)、産婦人科医院等への支援金等の支援状況を伺
います。
　２、高齢者福祉について。
　(1)、厚生労働省は、コロナウイルス感染症による
介護事業所の経営悪化状況も踏まえ、年末に向け令和
３年度報酬改定を議論するということです。その中で
訪問看護ステーションの看護とリハビリテーションの
提供サービスの割合の見直しも検討されるという情報
も得ているのか伺います。
　(2)、県内の訪問看護ステーション事業者数と訪問
リハビリテーションの利用状況を伺います。
　(3)、訪問看護ステーションにおける提供サービス
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の割合の見直しにより、利用者に大変な影響が出るの
ではないかと不安視されています。県としてはどのよ
うに認識しているか。また、影響があると予想された
場合の対応について伺います。
　(4)、コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によ
る急激な環境の変化は、要介護者や介護者にとっても
ストレスになる可能性が高い。高齢者虐待の現状及び
対策状況を伺います。
　３、教育行政について。
　(1)、文部科学省が10月に公表した「児童生徒の問
題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」
において、小学校の暴力行為が４万3614件に急増し、
いじめも低学年で増加しているとのことです。本県に
おいても小学校の暴力行為、いじめは増加傾向にある
のか。また低年齢化しているのか伺います。
　(2)、子供たちをめぐる道徳問題が山積しています。
小学校、中学校において教科化された道徳の授業がど
のように行われているのか。また教科化の効果と課題
を伺います。
　(3)、令和２年６月８日に各都道府県、指定都市教
育委員会学校保健主管課宛てに文科省初等中等教育局
健康教育・食育課から、学校等欠席者・感染症情報シ
ステムの加入についての依頼文が出されています。県
内での加入と活用状況を伺います。
　(4)、県内在留外国人児童生徒の教育の現状と対応
について伺います。
　４、新たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）
について。
　(1)、国際物流拠点産業集積地域制度概要２の中で、
「指定区域を拡充するため、指定区域の要件を見直
す。」としています。また、今年の７月２日に南城市長、
南風原町長、八重瀬町長が「国際物流拠点産業集積地
域への区域指定の拡充と条件緩和について」、県知事
要請を行っております。現在の集積地域は、那覇空港
に隣接する那覇市などの５市と中城湾港新港地区が指
定されておりますが、指定区域内では用地の確保に困
難な状況が続いております。企業誘致のさらなる加速
や整備投資等による生産性向上及び事業拡大をするた
めには、指定条件や適用要件の緩和、拡充を図るとと
もに、本制度による土地利用上の措置として、農振法
の農地転用の特例及び農振法の農用地区域からの除外
の特例を新たに創設することも必要ではないかと考え
ます。１市２町の要請も踏まえ、県としての方針を伺
います。
　５、我が党の代表質問との関連について。
　末松文信県議が行った６、教育・文化・スポーツの

振興についての中の(4)、「県内の公立小・中・高校
と特別支援学校で適正に配置すべき教員が不足してい
るようだが、臨時教員配置を含め現状と欠員が生じた
理由、その影響、また、休職中の教員増の背景等、県
教育委員会の認識について伺いたい。」に関連しまし
て、次のことを伺います。
　(1)、学校で適正に配置すべき教員確保に苦慮して
いるようですが、令和元年度決算においても県立高等
学校特別支援教育支援員配置事業の課題として、特別
支援教育支援員の応募者がなく、配置できない学校、
機関がある。特に定時制、離島地域では、人材の確保
が困難な状況であるとのことですが、今年度は特に応
募者がいないという理由の解決にどのように取り組ま
れ、配置状況は改善されたのか伺います。
　(2)、９月定例会で可決されました、一般会計補正
予算（第６号）の新型コロナウイルス感染症への対応
による休校措置によって生じた学習内容の未指導分や
学習進度の遅れに対応するため、市町村が配置する学
習指導の支援に当たる人員に要する費用を補助する、
学びの保障のための学習支援員配置事業１億1979万
3000円が予算化されました。学習支援員の確保と事
業目的達成の見通しについて伺います。
　続きまして、仲里全孝県議が行った４、雇用失業問
題についての中の(1)、「新型コロナウイルスの影響
による解雇や雇い止めについて、本県の状況と経済が
動き出した中で、回復や改善に向け企業の動向はどう
か、伺いたい。」に関連しまして、次のことを伺います。
　沖縄県女性就業・労働相談センターにおける新型コ
ロナ感染拡大の影響による相談状況と支援状況を伺い
ます。
　答弁を聞いて再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　石原朝子議員の御質問にお
答えいたします。
　４、新たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）
についての中の(1)、国際物流拠点産業集積地域の指
定条件や適用要件の緩和等の拡充についてお答えいた
します。
　国際物流拠点産業集積地域制度の活用により、沖縄
県における臨空・臨港型産業は、一定程度の集積が進
み、産業構造の多様化にも寄与しております。新たな
沖縄振興の検討に当たっては、アジアのダイナミズム
を取り込むという視点に加え、各地域の均衡ある発展
を図るため、対象エリアの拡充による産業用地の確保
が課題の一つとなっております。このため、沖縄県と
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しては、同制度の指定区域の見直しや適用要件の拡充
等について、新たな沖縄振興制度提言の検討を進める
中で、関係自治体、経済団体等関係機関と連携して適
切に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、母子保健につ
いての御質問の中の(1)、母性健康管理措置による支
援についてお答えいたします。
　今般、母性健康管理措置の改正が行われ、新型コロ
ナウイルス感染のおそれに関する心理的なストレスが
母体や胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等
から指導を受けた場合、事業主は作業の制限等必要な
措置を講ずることが新たに規定されました。本制度の
活用については、市町村において妊娠届出時等に妊婦
に資料の配布や説明を行っており、県としては今後も
働く妊婦への制度周知が図られるよう市町村を通して
働きかけてまいります。
　同じく１の(2)、感染疑い妊婦の検査及び医療体制
等についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染疑いのある妊婦の検査及び
医療提供体制については、産科医療機関で役割分担を
決めて対応を行っているところです。また、離島地域
については、県立病院での対応を原則としております
が、周辺離島での患者発生や患者の重症度により本島
の医療機関へ搬送する場合もあります。
　同じく１の(3)、産婦人科医院等に対する支援につ
いてお答えいたします。
　県は、地域のクリニック等に対し、感染防止対策や
診療提供体制確保のための取組に対する補助を行って
おります。具体的には、有床診療所は１か所当たり
200万円、助産院は70万円を上限として、コロナ患
者と混在しない動線の確保や院内消毒等に要する費用
に対し補助を行っております。11月末時点で、県内
の産婦人科の有床診療所27か所のうち３か所、助産
院31か所のうち１か所から補助金の交付申請を受け
ており、申請のある４か所全てに補助金を交付済みで
あります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、高齢
者福祉についての御質問の中の(1)と(3)、訪問看護ス
テーションにおける理学療法士等のサービス提供回数
等の見直し及びその影響等についてお答えいたしま

す。２の(1)と２の(3)は関連しますので一括してお答
えいたします。
　次期介護報酬改定に係る国の社会保障審議会介護給
付費分科会の中で、訪問看護ステーションの理学療法
士等が行う提供回数等についての見直しが議論されて
いると聞いております。
　県としましては、疾病または負傷により居宅におい
て継続して療養を受ける状態にある方に対し、必要な
サービスが提供されることが重要と考えており、引き
続き国の動向を注視し、他の都道府県とも連携して適
切に対応してまいります。
　同じく２の(2)、訪問看護ステーションの数と訪問
リハビリテーションの利用状況についてお答えいたし
ます。
　令和２年11月30日時点における県内の訪問看護ス
テーションは、152事業所となっております。また、
訪問リハビリテーションの利用状況につきましては、
国の介護保険事業状況報告によると、令和２年７月
サービス提供分として、利用者数は848人、延べ利用
回数は１万1785回となっております。
　同じく２の(4)、高齢者虐待の現状と対策について
お答えいたします。
　高齢者虐待の相談窓口である市町村からは、新型コ
ロナウイルス感染症に関連した高齢者虐待の報告はあ
りませんが、高齢者虐待の要因の一つが、介護疲れや
ストレスによるものとなっております。今後、新型コ
ロナウイルスの影響が長期化することが懸念される
中、市町村においては、高齢者の見守り等の取組を実
施しており、県としましては、引き続き在宅高齢者や
施設入所者に対する虐待の相談体制の充実や、関係機
関との連携を図り、高齢者虐待防止対策を推進してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、教育行政についての御
質問の中の(1)、いじめ、暴力行為についてお答えし
ます。
　令和元年度問題行動等調査において、本県における
いじめの認知件数及び暴力行為の件数は、平成30年
度と比べ小・中・高とも増加しております。暴力行為
の件数及びいじめの認知件数の増加の要因につきまし
ては、本人が不快に感じる軽微な暴力や、言葉による
いじめ等も見逃さず、積極的に認知し、早期発見に努
めた結果であると考えております。いじめや暴力行為
の増加傾向が低年齢化しているかについては、文科省
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による詳しい分析がなく判断は難しいと考えておりま
す。
　同じく(2)、道徳科の教科化における効果と課題等
についてお答えします。
　道徳教育の充実を通して豊かな心の育成を図るとと
もに、深刻化するいじめ等の問題に対応することを目
的に、小学校では平成30年度、中学校では平成31年
度から道徳が教科化されております。道徳の教科化に
伴い、各学校の道徳科の授業が計画的に進められ、話
合いや議論など、対話を中心とした授業への転換が図
られてきております。今後は、道徳科の授業にとどま
らず、学校の教育活動全体を通した道徳教育のさらな
る充実に努めてまいります。
　同じく(3)、学校等欠席者・感染症情報システムに
ついてお答えします。
　本県公立学校における本システムの加入率は100％
となっております。新型コロナウイルス感染症対策に
おいて、県教育委員会では、本システムに入力された
各学校の出席停止者数等を把握し、地域の感染レベル
の設定や感染者発生時の臨時休業の範囲の決定に役立
てております。また、各学校においては、本システム
により、近隣地域の流行状況等を把握できることから、
自校の感染症対策に活用しております。
　同じく(4)、外国人児童生徒の教育の現状と対応に
ついてお答えします。
　令和元年５月の文部科学省の調査によると、沖縄県
の在留外国人児童生徒は583名となっております。県
教育委員会では、在留外国人児童生徒に対する教育の
支援のため、公立小中学校に日本語指導教員を配置し
ております。また、那覇市など５市については、独自
に日本語指導員を配置していると聞いております。今
後も学校及び市町村教育委員会と連携し、在留外国人
児童生徒への支援に努めてまいります。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の(1)、県立高等学校特別支援教育支援員の配
置状況についてお答えします。
　令和元年度は、離島や定時制高校２校について特別
支援教育支援員の配置が一定期間未配置となりまし
た。令和２年度につきましては、可能な限り早い時期
に配置校を決定したことや支援員の身分を会計年度任
用職員と改めたため、待遇改善が図られたこともあ
り、離島や定時制高校も含めて、希望する35校に59名、
全てが配置できております。
　県教育委員会としましては、今後も高等学校におけ
る特別支援教育の充実を図るため、学校及び関係機関
と連携し、人材確保に努めてまいります。

　同じく(2)、学びの保障のための学習支援員配置事
業についてお答えします。
　学習支援員配置事業は、県において、市町村に対し
補助金の交付決定を行っております。要望のあった
12市町村においては、学習支援員を募集し雇用、配
置手続とともに学習支援を進めているところです。
　県教育委員会では、引き続き市町村と連携し、児童
生徒への学習支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　５、我が党の代表質
問との関連についての御質問の中の(3)、沖縄県女性
就業・労働相談センターへの相談状況と支援状況につ
いてお答えいたします。
　11月末までに寄せられた新型コロナウイルス感染
症に関する労働相談は、146件となっており、そのう
ち労働者からの相談が112件、使用者等からの相談が
34件となっております。相談内容別に見ますと、休
業に関することが最も多く43件、次いで解雇・退職
に関することが28件等の順となっております。
　県では、同相談において、労働基準関係法令違反の
疑いがある場合には、労働基準監督署へ情報提供する
など、労使紛争の予防や解決に向けて適切に対応して
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午後11時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　答弁ありがとうございました。
　では再質問をさせていただきます。
　母子保健のほうで、今回妊産婦の新型コロナウイル
ス感染、県内で妊産婦の感染者がいたのか、そして濃
厚接触者と判断された方もいらっしゃったのでしょう
か。御存じでしたら答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時20分休憩
　　　午前11時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ちょっと数は今手
元にございませんが、妊産婦で濃厚接触者となった方
も感染者もいらっしゃいます。
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○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　感染された妊産婦には濃厚接触
者と判定をされた方がいらっしゃったということです
ね。人数的にはまだ今把握されてないということなん
ですけれども、妊産婦等の感染者数は人数的にはおお
よそどの程度の　　　　毎月１人とかいらっしゃるのか、
それともどういった状況でありますでしょうか。答弁
をお願いいたしたいんですけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　各重点医療機関等
から、妊産婦の感染者についての情報等は入ってきて
おりますけれども、数について全てを把握していると
いうところではございませんで、これは詳しく分析し
ないと人数的にはちょっと申し上げにくいところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　分かりました。できれば後日にで
もこの状況等の資料を頂きたいと思っております。資
料の提供は大丈夫でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）休憩いたします。
　　　午前11時22分休憩
　　　午前11時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　全てを把握するこ
とは少々難しいんですけれども、感染者については寄
り添い支援などを行っておりますので、そういった数
であれば御報告できると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　その資料で結構です。よろしくお
願いいたします。
　そしてまた、先ほど母性健康管理措置に関して、健
康管理指導連絡カードとかも妊産婦は頂いていると思
うんですけれども、そういった措置に関する資料等は
各市町村は母子手帳を発行する際に渡しているわけで
すよね。ちなみに、カードを利用して有給の休暇制度
を妊産婦が申請するときに事業主が利用できる休暇取
得支援助成金というのがあるかと思うんですけれど
も、そういった助成金についてはどのような形で広報
活動されているのでしょうか。
　お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。

○保健医療部長（大城玲子さん）　この母性健康管理
措置の利用状況につきましては、今年度11月末時点
で沖縄労働局から1476件の事業所に対して資料を送
付し、周知されているというところまでは把握してお
りますけれども、その利用状況等についてはこちらで
は今ちょっと把握できておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ぜひこの事業の利用状況も後ほ
どまた資料等頂ければ……。
　お願いいたします。
　続きまして、県内で産婦人科の患者でコロナウイル
スの疑いがある場合は離島のほうは県立病院というこ
とになっておりますけれども、産婦人科医院の人数等
は足りてるのでしょうか。お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　県立病院の範囲で
お答えしたいと思いますけど、現在、産婦人科医療は
北部・中部・南部・宮古・八重山と人数に関しては、
３名以上おりますし、離島においては５名とか、それ
から中部センターでは10名近くおりまして、人数に
関しては十分対応できていると思います。
　それから先ほどの質問とも関連あると思いますけ
ど、産婦人科のコロナの患者さん　　　　妊婦がコロナに
感染した場合どういうふうにするかということは、コ
ロナの流行のかなり前に産婦人科医会がありまして、
どこで分娩するかということは決めております。本島
では琉球大学と県立病院の中部病院で対応しておりま
すし、宮古・八重山では現地で産婦人科と小児科が対
応できるような体制を整えていますので、そこで十分
分娩に対しては対応できていると思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　分かりました。ぜひ女性が安心
して子供を産める環境を整えていただきたいと思いま
す。
　よろしくお願いいたします。
　続きまして、高齢者福祉についての介護報酬、診療
報酬、改正ごとに事業所の介護サービス料とか人員基
準が見直されます。その都度、医療関係者、介護関係
者は対応することが必要になっている状況でございま
すが、介護診療報酬改定に影響を受けないように地域
体制を整えていただき、介護サービスが安心して利用
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できるよう、県としても各市町村また広域等の連携を
して取り組んでいただきたいと思います。そこら辺は
どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　現在、県
におきましては次期の高齢者福祉介護計画策定準備を
進めているところです。市町村と連携をいたしまして、
必要な介護サービスのニーズを踏まえた上での提供体
制等について意見交換をしながら、その体制整備に努
めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　では３番の教育行政についてお
伺いいたします。
　いじめの低年齢化の要因等はまだ判断が難しいとい
うことですけれども、９月に県ではいじめ防止対策審
議会を開催されていると思います。そういった審議会
の中で本県の状況、低年齢化の傾向等の御意見とかも
出されておりましたでしょうか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　今議員の御指摘にありましたいじめ対策審議会の件
でございますれけども、県の要綱について議論いただ
いたのと、あと学校での対応等について御意見いただ
いたところでございます。特段低年齢化についての所
見が述べられたということはなかったところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　専門の先生方によりますと、愛着
形成の問題が原因として挙げられるんではないかとい
うお話もありますけれども、いじめ　　　　対処療法では
なくて、やっぱり原因になっています、就学前のみな
らず就学後の母子保健、児童福祉関係部局との連携を
密にして、いじめ・暴力問題が発生しないような取組
を、教育委員会、執行部と福祉部局と連携を持って強
化していただきたいと思います。この辺はどうでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。

○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　まず県教育委員会としましては、いじめは絶対に許
さない、またいじめはひきょうな行為であるというふ
うな理念の下、教職員の毅然とした姿勢で臨んで道徳
観も含めてしっかり取組を進めていきたいと。
　また総合教育会議等で一昨年でしたか　　　　昨年です
か、いじめについても議論をしたことがございますの
で、しっかりと知事部局とも連携を取りながら、その
体制については取り組んでいきたいと考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　(2)番目の道徳の教育化・教科化
の効果と課題について、沖縄県教育大綱の４つの目標
の中に、「幅広い教養と専門的能力を培うとともに、
高い公共性・倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わ
せて積極的に社会を支え、改善していく資質を有する
人材を育成する。」とあります。このような目標を達
成していく上においては、道徳教育は大変重要だと思
います。道徳教育の充実化を図るために道徳の専門免
許創設との声も聞かれますが、教育長の御意見を伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　先ほども答弁でお答えさせ
ていただきましたが、現在も道徳については教科化が
図られておりまして、標準時間で週１回程度の35時
間等やられているところでございます。それで特に道
徳の時間、指導の充実を図るという観点から道徳教育
指導者養成研修がございますので、そこをしっかり活
用しながら教員の資質の向上に取り組んでいきたいと
いうふうに考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　やはり道徳教育は大変重要だと
思います。今、新聞等でも教員の不祥事とかいろいろ
出ておりますし、そこら辺改めて先生方も道徳教育の
重要性を見直してやっていただきたいと思います。
　続きまして、在留外国人児童生徒の教育の現状と対
応について伺います。
　先ほど沖縄県在留就学児童583人ですか、公立小中
学校に日本語指導員を配置しているということですけ
れども、この公立小中学校の学校のコース、どこの学
校かということをお聞きすることもできますでしょう
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か。もしくは何校かお答えお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　県では17名配置しておりまして、コースは分かり
ませんけれども、まず宜野湾市に２名、沖縄市に４名、
うるま市に２名、北谷町に２名、読谷村に１名、恩納
村に１名、北中城村に１名、浦添市２名、那覇市に２
名の17名でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　分かりました。ありがとうござい
ます。
　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　沖縄県女性就業・労働センター
における相談状況等答弁いただきましたけれども、仕
事のあっせんとか内職とかはどういう状況だったんで
しょうか。お教え願えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　女性の就業に関する相談の内容としましては、まず
転職についての御相談が一番多くて179件、セミナー
受講176件、内職について、議員御指摘の内職につい
ての相談もございまして、144件、それから自分に合っ
た仕事が分からないですとか仕事と家庭の両立といっ
たような相談がおのおの96件、76件、そういった順
となっておりまして、合計で759件の相談がございま
した。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　最後に、沖縄振興のための制度提
言、国際物流拠点産業集積地域の件ですけれども、１
市２町の要請文も踏まえて前向きな答弁をいただいた
と理解してよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時39分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。

○商工労働部長（嘉数　登君）　７月２日に各市町長
からも要請がございまして、県としましては、企業誘
致のさらなる加速ですとか、設備投資による生産性向
上、それから事業拡大等を図るために適用要件等の緩
和など拡充を図る必要があるというふうに考えており
ます。そういう方向で検討してまいりたいというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　次期振興計画は経済界や各市町
村も大変期待をしております。ぜひとも皆さん方、行
政職の行政手腕と玉城知事の政治手腕に期待し、私の
一般質問を終わらせていただきます。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　皆さん、こんにちは。
　私の一般質問、午後になるかなと考えていたんです
けれども、質問数が少ないということで早く終わると
思われたのか、午前中に回ってきました。
　私の質問は、少ないときは議論を深掘りしたいとい
うふうに考えているときですので、時間はそのまま目
いっぱい使うと思いますが、どうかよろしくお願いい
たします。
　それでは、通告に従いまして一般質問をさせていた
だきます。
　通告１番、沖縄県の雇用政策、労働政策と人材育成
に関して、今のこの沖縄県の雇用・労働政策、人材育
成に関する政策について、まず基本的な考え方と方
針、現状及び問題点等についてお伺いしたいと思いま
す。展望に関しても含めてお答えいただきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づきま
して、雇用機会の創出・拡大と求職者支援、それから
若年者の雇用促進、働きやすい環境づくりなどに取り
組んでおります。その結果、令和元年の完全失業率が
2.7％、有効求人倍率が1.34倍、令和２年３月卒の大
学生の就職内定率が90.5％となるなど、雇用情勢は
改善してきております。一方、正規雇用拡大などの雇
用の質の改善や、建設、保育、介護などの分野におけ
る人手不足への対応、それから新規学卒者の離職率な
どが課題となっております。
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　県としましては、引き続きこれらの課題解決に取り
組むほか、新型コロナウイルス感染症による雇用への
影響を注視しつつ、必要な対策に取り組んでまいりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　答弁ありがとうございます。
　今の部長の答弁の中で、21世紀ビジョンに基づい
てという話がありましたが、21世紀ビジョンの中に
この学生の強い県内志向が雇用政策において課題であ
るというふうな文言がございます。
　県の今の雇用政策を見ていても、どちらかと言えば
県外就職を推進しているというように受け取れるんで
すけれども、その部分の見解をお伺いしたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午前11時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　県では、これまで県
内に若年者の雇用の場が不足していると、少ないとい
うことから、県外や海外での就職を支援し、失業率の
改善に取り組んできたところでございます。しかしな
がら、平成28年に有効求人倍率、これは１倍を超え
るなど雇用情勢が改善をいたしまして、地域や業種に
よっては人手不足が顕在化しているということから、
県内中小企業の人材確保を促進するため県内外の学生
等の県内就職を促進する事業を実施しております。た
だ一方で、大学で学んだ専門知識ですとか技術等を生
かす場を求めまして、県外就職を希望する学生も一定
程度いると。特に技術系人材が県内で活躍できる受皿
づくりというところが非常に課題になっているという
ふうに考えております。
　引き続き沖縄振興を支える人材の育成確保や、高度
人材が活躍できる場の創出に向けて、産学官連携の下、
取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　県外就職を推進しているという
ふうに先ほど私申し上げたんですけれども、例えば、
これ以前に教育委員会とも少し議論させていただいた
んですが、高卒人材の就職に関して、県外の求人が非
常に多いと。パーセンテージはちょっと把握はしてい
ないんですけれども、多いという話を子供たちから直
接聞いたこともあります。また、ＣＭとかまたは求人
誌等に県外で働こうというふうな形でかなりＣＭも放
送されておりますし、県としては県外を推進している

んじゃないかというふうに考える方々が非常に多いと
いうふうなものがございます。
　沖縄21世紀ビジョンにも同じく書かれているんで
すが、沖縄が持つ最大の優位性、またはよく富川副知
事がおっしゃる沖縄の可能性というものに関して、自
然流入共に増え続ける人口にあると。人口が増え続け
ているから沖縄の未来は明るいものなんだというふう
な話がございます。これについて今現在どのようにお
考えか、改めてお聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時47分休憩
　　　午前11時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　御質問にお答えいたします。
　人口の増加というのは経済的にどういう意味を持つ
かという御質問だと思っておりますが、人口の増加は
若年層の労働力の人口も含めて、非常に経済的なマン
パワーになるというのが基本的な視点でございます。
現在における人口の問題は、特に日本が2008年頃か
ら人口減少に直面しておりまして、地方が相当大きく
減少して、地域消滅とかという言葉もありますし、均
衡ある国土の問題も出てきますし、そういう中で人口
を増やすということは非常に喫緊の問題となっており
ます。さらに加えて人口の減少というのはマーケット
の減少も意味します。そういう意味で沖縄が唯一、出
生率が一番高くてこれからパワーを持っているという
ことで労働力、マンパワーの期待、それから人口が増
えることによって経済を押し上げるという意味がある
というふうに理解しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この人口が増えていく。特に日
本全体で見ても沖縄は数少ない人口増の県ですから、
その部分が沖縄の未来の可能性をつくっていくという
ふうなことが言えると思うんですけれども、この人手
不足、これ私が市議だった６年、７年くらい前から人
手不足というのが沖縄県内の中で問題視されるように
なってきました。周りの方々の意見を聞くと、人口は
増えているのに何で人手不足になるんだというふうな
声が聞こえております。昨今はコロナの影響で経済も
少し減退しておりますから、そういった声というのは
ちょっと静まってはいるんですけれども、このコロナ
による経済の減退の前までずっと聞こえている話でし
た。この県外就職を推進するということについては、
沖縄の可能性が人口増にあると仮定した場合、自らそ
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の優位性、可能性を漸減していくというふうなことに
もつながるわけです。47都道府県あって、県外就職
を推進している、特にここ10年間で県外就職を推進
したことがあるという県は、沖縄しかありません。ほ
かの都道府県はいかにして地域に若い人たちを。また
は雇用の場をつくる、雇用する人を守っていくかとい
うことを一生懸命やっております。Ｕターン人材、Ｉ
ターン人材、またはほかの地方でも遠くから出てきた
けど、ちょっとここら辺でというようなＪターンの話
も含めて、いかに自分の圏域内に、都道府県域内に人
材、人を確保していくかということに一生懸命取り組
んでいるかと。でも沖縄では一方で、県外で就職しな
さい、県外で働いたらこれだけの収入が得られますよ
というのがＣＭで当たり前のように流れている。県外
の方から聞くと、沖縄は余裕ですねと言われます。人
が減るってことは人手不足になるっていうのが今の段
階だと思うんですけれども、県民が減っていくとお客
さんも減っていきます。すなわち沖縄の力がどんどん
どんどん衰退をしていく。県が県外就職を推進するっ
てことは、先ほど申し上げたように自ら優位性を捨て
ているというような形にもつながってしまうわけなん
ですが、県外就職の政策に関しては休止した部分もあ
るという答弁もありました。でもずっとＣＭも流れ続
けておりますし、県外就職の推進に係る部分、県内の
高校の求人とかも県外の求人がまだまだ多い状況にあ
るというのは実際高校生からも確認をしております。
　そういったミスマッチの部分について、今沖縄県が
今後も含めてどのように考えていくのか、見解をお聞
かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時53分休憩
　　　午前11時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では少子高齢化に伴いまして、労働力が減少する
ということで、この人手不足への対応は大変重要であ
るというふうに認識しておりまして、県内企業の人材
確保を推進するなど各種支援に取り組んでおります。
　一方で、これは先ほども答弁しましたが、技術系、
特に高校でいきますと工業高校ですとか水産高校、そ
ういったところにおきましては、専門的な知識と技術
が生かせる就職先が県内には少ないといったような理
由から、県外就職を希望する高校生が一定数いると。
これらの高校生が就職後安心して働くことができるよ
う、県外事務所において県外求人開拓推進員を配置し

まして定職支援等の実施をしております。ただ、現在
は大学生等に対する県外就職支援というのは実施して
おりません。
　ちなみに例えば県外に一旦就職した学生を県内にと
いう、Ｕ・Ｉターンの事業も昨年度から実施しており
まして、令和２年のこれまでの実績で言いますと、一
般求職者が14名、それから学生の求職者、県出身者
で一旦県外に出たものの県内に戻ってきたりというよ
うな学生からの相談が24人ということで、合計38名
のそういったＵ・Ｉターンの希望者というところも集
まってきているというような状況にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　細かい人数についてはともかく
として、県の方針、基本的な考え方というのがこの点、
非常に重要になってくると思います。
　先ほども申し上げましたように、人口が増えている
のに人材、人手不足に陥るということが大問題なんで
あって、それはコロナの影響で多少流動的になってい
る今だから見直すタイミングになっているんじゃない
かと。この県外を望む子供たちが県外に就職していく
というのは別に止める必要はないと思います。それは
行きたいんだから行くと。でも沖縄県としてできるだ
け県内でしっかり雇用を確保していく。県内で働いて
いただくということを県がしっかり後押しをしていく
と。
　この若年者の離職率の問題もあります。これは後で
また改めて確認しようと思うんですが、離職率の高さ
の一因に、県外に働きに出て、沖縄に戻りたいから辞
めるというものも挙げられているというふうに肌感覚
で感じております。人口が増えているのに人手不足に
なるっていうのは何が問題なのか。例えば人口増の
ペースを凌駕するほど経済が発展しているというわけ
ではないと私は考えております。そうなれば労働政策
が現状とマッチしていないのか、人材育成の方向性が
現状と合っていないのか、または雇用政策の根本が間
違っているのか。そういったことが原因として挙げら
れると考えるんです。もしくはこの状況に先ほど21
世紀ビジョンの学生の強い県内志向が課題という言葉
もありました現状に、政策を適用させるという努力を
沖縄県が怠っているのか。いろんな要因あると思うん
ですが、実際人手不足は今のこのタイミングではコロ
ナで多少分からないんですけれども、つい最近までは
全ての業界であった問題のはずです。
　これについてどのように考えるのか、今後どのよう
にやっていこうと思うのか、県の見解を教えてくださ
い。
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○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　雇用政策、それから
労働政策につきましては、議員もおっしゃっているよ
うに21世紀ビジョン基本計画において目標を定めて
取り組んでおりますけれども、実は29年５月に基本
計画の改訂を行いまして、これはその社会経済情勢の
変化により重要性が増した課題というところで、今御
指摘の人手不足への対応ですとか、高度人材確保、そ
れから雇用の質の改善といったところを新たな目標と
して取り組んでいるところでございます。
　この人手不足への対応ということにつきましては、
当然その県内における雇用の受皿づくりというところ
も非常に重要になってくるかというふうに思っており
まして、先ほど来申し上げているように技術系人材の
県外への流出というような問題に対しましては、やは
りそういった人材を受け入れていただけるようなそう
した受皿づくり、企業の誘致も含めて、そういったも
のが非常に重要になるのかなというふうに思っており
ます。
　いずれにしましても、この社会経済情勢の変化を捉
まえて雇用政策、労働政策等については適宜見直しを
図っていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　21世紀ビジョンの当初の部分か
ら平成29年まで現状を見直すことがなかったと。人
手不足が叫ばれたのはたしか平成26年、27年ぐらい
からそういった声が上がってきたと。目立つように
なったという意味ですね。そういった人がいたではな
くて目立つようになってきたということが挙げられる
と思います。１年、２年の遅れというのは民間にとっ
ては非常に　　　　施策転換の中で、１年、２年転換が遅
れるとそれだけ人がどんどん流出していくということ
につながりますから、今後は迅速に適宜現状に合わせ
て政策を見直していくということをぜひやっていただ
きたいと。見直しのタイミングだから見直すのではな
くて、雇用政策、労働政策、人材育成というのは、観
光とかいろんな経済の部分とかそういったものの土台
になる、最も重要な　　　　沖縄を発展させる意味で最も
重要な施策になります。そこが状況に合わないまま続
いていくっていうことが沖縄の衰退につながるという
ことも懸念されますので、ここの部分は方針等々、適
宜見直していくということも併せてお願いをしたいと
思います。
　もう少し細かい部分入っていくんですが、先ほど申
し上げた若年者の離職率、現状と課題を教えてくださ
い。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午後０時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄労働局によりますと、新規大卒就職者の３年以
内の離職率は、平成28年３月卒が41.2％となってお
りまして、これは全国の32.0％を9.2ポイント上回っ
ているというような状況でございます。それからその
課題としましては、若年者の早期離職につきましては、
キャリア形成が進まず、その後の職業人生に大きな影
響を及ぼすおそれがあることから、重要な課題である
というふうに県のほうとしては考えておりまして、そ
のため県としましては、就業意識の向上を図るための
キャリア教育ですとか、企業理解を促すためのセミ
ナー、それからインターンシップや合同企業説明会を
実施しております。さらにミスマッチの解消としまし
て、正規雇用化の促進ですとか働きがいのある職場づ
くり、それから従業員のキャリア形成の取組といった
ようなものに取り組んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　それでは、労働政策と人材育成の
部分に関する今の県の現状とか取組についてもう少し
聞きたいんですが、安定就労に関する政策について。
　職場環境等の改善、これ働き方改革等で今全国的に
動いていると思うんですが、沖縄県の現状を聞きたい
と思います。
　また各種就労支援とか、今離職率の改善のためにも
就労支援をしていくという話があったんですが、就労
支援とか人材育成に関する今の現状と取組と、実態に
合わせたものというのはどういったものがあるのかと
いうところをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　長時間労働の是正、それから年次有給休暇の取得促
進による働き方改革の推進など、労働者の働きやすい
職場環境づくりは大変重要であるというふうに考えて
おります。そのため県では、仕事と生活の調和を図る、
いわゆるワーク・ライフ・バランスを推進するほか、
女性が働きがいを持って仕事に取り組むことができる
環境づくり、それから労働相談、さらには非正規労働
者が働きやすく、また働き続けられる職場環境の整備
を推進しております。
　具体的に申し上げますと、一般向けそれから企業向
けのワーク・ライフ・バランスセミナーの開催ですと
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か、社会保険労務士等専門家の企業への派遣により職
場環境の改善に取り組む企業を支援するほか、専門相
談員による労働相談等を実施しております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後０時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○商工労働部長（嘉数　登君）　就労支援と職業教育
というところでよろしいでしょうか。
　まず県の労働政策としましては、先ほど来申し上げ
ています働きやすい環境づくりといったものに加えま
して、県立職業能力開発校におきまして職業訓練を実
施しているほか、民間教育訓練機関を利用した委託訓
練を実施しております。さらに託児サービス付の訓練
ですとか、障害者向けの訓練コースを設定するなど雇
用政策と連携した人材育成というようなものに取り組
んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ワーク・ライフ・バランスに関し
て、恐らく県議の皆様方の手元に届いた分厚いこの報
告書　　　　21世紀ビジョンに関する　　　　その資料の中
で、90社だったかな、ちょっと詳しい数字分からな
いんですが、２桁の数字が改善されたというような話
がございました。
　先日、我々自民党、一部の方々から保守合同大同団
結に関して、１万2000社の会社から署名を受けたの
を頂いたということがあったんですが、90社って少
な過ぎないですか。どのような形でこのワーク・ライ
フ・バランスに関してどういう取組をして、どれくら
い数上げたということをもう少しお聞かせください。
90だったら何もやってないに等しいという形になる
と思うんですけれども、もう少し詳しく教えてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時６分休憩
　　　午後０時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　ワーク・ライフ・バランス認証制度に関する御質問
だというふうに理解しております。
　このワーク・ライフ・バランスに一生懸命取り組ん
でいる企業認証登録する制度としまして、平成19年
度から実施しております。これは次世代育成支援対策
推進法に基づく一般事業主行動計画を労働局に届け出
ておりまして、かつ仕事と生活の調和を実現するため

の制度実績があると認められる企業が対象となってお
ります。令和２年11月末現在は89社を認証しておっ
て、目標自体が90社というふうになっております。
　議員御指摘の90社というのは少ないんじゃないか
というところでございますけれども、我々としても県
内企業に積極的に働きかけを行いまして、可能な限り
この認証制度を受けていただくよう取り組んでまいり
たいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ちょっと例えが悪かったので、い
ろいろと御批判を受けたんですが、それだけたくさん
の会社があるにもかかわらず、実績数が少ないという
比較ですので誤解のなきようにお願いしたいと思いま
す。
　また、この人材育成、就労支援に関しても離職率が
全国に比べても高いという話がある中で、人材育成に
関しては以前からいろいろと取組をされていると思い
ます。この人材育成の取組に関しても結局人材育成の
問題っていうのは、予算を、県のお金を投じて　　　　国
のお金かもしれないし、市町村のお金かもしれないん
ですが、県民から頂いた税金を投じて人を人材に変え
ていくというのが本来の趣旨になると思うんですが、
人材育成の予算をつけました。人材育成をやりました。
でもそれが結果的に就職に結びついていかないと、投
じたお金っていうのは無駄になってしまうということ
が言えると思います。そういう観点からすると、この
人材育成というのは雇用政策、受皿をしっかりつくっ
ていくということと連携しないといけないですし、ま
た労働政策を安定して勤めていくという部分に関して
も３つが連携して執り行われていかないと、税金　　　　
とりあえずやってる感は出るんですが、かけたお金が
本当に県民の豊かさにつながっていかないということ
に直結してしまうという部分がございます。
　今回の一般質問をやるに当たっていろいろ質問の聞
き取りにもいらっしゃって、その中でこの人材育成、
雇用、労働政策はそれぞれ別の班でやっているという
ことも確認させていただいたんですが、この３つの部
分がしっかりと行政の中で連携をしていないと、有効
的な沖縄県経済を支える土台づくりということができ
ないと思うんですが、この部内の連携についてどのよ
うにやっているか、お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　雇用と労政と人材育成の連携ということだというふ
うに捉えておりますけれども、まずその雇用につきま
しては、商工労働部雇用政策課で所管しておりますし、
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それから労働政策、それから職業訓練等々につきまし
ては、労働政策課で担当しております。
　それから人材育成といった場合にはかなり幅広い分
野になりますので、商工労働部で見るとすると産業人
材の育成はどうするかというところで我々のほうで担
当しております。それから例えば学生の育成ですとか、
そういった部分につきましては教育庁ですとかいろん
な部署で見ているということになりますけれども、い
ずれにしましても、雇用と労働、それから人材育成と
いうのは密接に関わってくるテーマでもございます。
議員から御指摘のありましたように、社会経済情勢の
変化を捉まえて適宜見直して対応していくということ
が人材の育成、供給ということ、さらには産業振興と
いう観点からも非常に重要だというふうに思っており
ますので、そこは部内あるいは庁内でしっかりと連携
を取りながら進めてまいりたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ぜひその連携の中に県内の県立
高校に寄せられているこの求人の部分も入れていただ
きたいなと。そことも連携をしていかないと、沖縄県
は例えば県内就職を推進します、でも高卒人材の求人
は県外がたくさんありますという形になると全然マッ
チングしない。また、例えば商業高校とか工業高校、
専門的人材を育成するという形の部分で、３年間いろ
いろそれについて頑張ってきたと。でも就職は全然関
係ないところになっているという現状も多々見受けら
れます。実際私が面接等でいろんな方々の履歴書を拝
見すると資格がばらばらなんです。こんな資格を持っ
ているのに、何でうちで働こうとするのと。いや、と
りあえず資格は人材育成事業で取りましたと。全然
マッチングしていないという現状が肌で感じられるぐ
らいに今の沖縄に存在するということに私自身は危機
感を持っております。ちゃんと連携をして、土台をつ
くっていくんだと、この政策をしっかり遂行していく
ことが沖縄の未来の土台をつくるんだという矜持を
持っていただいてしっかり取り組んでいただくよう、
これは要望して次の質問に移りたいと思います。
　我が党関連に関して、末松文信県議の質問の中で、
与那国と台湾との高速船活用国境交流についての部分
があったと思います。
　外国との不定期航路を就航させる上でどのような課
題があるのかということを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　与那国町によりますと、
祖納港それから久部良漁港、町内の港における税関、

出入国管理、検疫に係る許認可等の法的手続、それか
ら就航に合わせてこれらの施設を臨時的に設置する必
要があると聞いております。また、周辺海域の波浪条
件等に対応できる船舶を選定すること、これが課題と
なっていると聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この台湾ともし本当に不定期航
路を就航させようと考えた場合、この航路は外交航路
になります。なので、今部長から答弁いただいた部分
以外にも国と国との外交の問題にも影響するような課
題があるんですが、そこのところどう県として認識を
しているのか改めて教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
　　　午後０時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　外交上の課題等について
は、これから与那国町も含めて併せて連携して整理し
ていきたいと思います。
　ＣＩＱの法的手続等も含めて国と相談しながら与那
国町と連携していきたいというふうに考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　国境離島として台湾に最も近い
島から不定期でも航路が開設されるということは、離
島振興においても非常に有意義なことだと考えますの
で、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
　もう一点、同じく末松県議の代表質問３の(4)、泡
瀬干潟の鳥獣保護区指定に関して、花城県議からも先
週質問があったと思うんですが、地元の理解　　　　23
日ですか、地元で説明会を行うという通知が来ており
ます。
　この説明会の意義と今後の考え方、教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時17分休憩
　　　午後０時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　９月に沖縄市東部海浜開発推進協議会や沖縄市東部
海浜開発推進議員連盟などから指定に反対する旨の要
請があった際、指定に懸念があり時期尚早であるとの
御意見をいただいたことから、県の考えなどを説明す
る機会をいただきたいと申し上げたところでありま
す。
　県としては、指定を強行する意向はなく、ラムサー
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ル条約湿地への登録や鳥獣保護区・特別保護地区の指
定に関する概要と効果、泡瀬干潟の重要性と泡瀬地区
の今後の振興に係る地元の意見を踏まえた県の考え方
を説明することを目的に、今月中に地元への説明会を
開催する予定としております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　私も当地におりますので、地元の
方々と意見交換をすると、県の考えは分かっているん
ですよ。説明会をした暁にそれでもラムサールに向け
て県は努力をするというのか、意見を確認して考える
のか。この点、教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　県としましては、指定を
強行する意向はございません。地元の意見を聞いた上
で今後の対応についてはその後で検討してまいりたい
と考えております。
○小渡　良太郎君　答弁ありがとうございます。
　以上で一般質問終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時18分休憩
　　　午後１時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それでは、一般質問を始めていきた
いと思います。
　まず、所見を述べさせていただきたいと思うんです
けれども、私はこの二、三日の代表質問、一般質問を
聞いていて、とても違和感を感じてきたことがありま
す。
　両副知事は、万国津梁会議の件についていろいろ話
をし、議論をしてきたんですけれども、確かに副知事
が言ったように法律に抵触しているわけではないと。
僕はそのとおりだと思うんですよ。しかし、法律の前
に、我々社会というのは常識というのがあるんじゃな
いのか。この常識から外れている　　　　例えば我々部落
の中に公民館、いわゆる自治会がありますけれども、
お互い自治会長だって右左の思想は持っているんです
よ。ところが、もちろんアフターファイブでもやらな
い、任期期間中はそんなことやりませんよ。僕は常識
から考えてそういうような委員会をやるという形が普
通じゃないのかなと。この万国津梁会議がそのまま沖
縄の振興策につながっていくということは、皆さんが
それを決めてきたわけですから、その間だけでも止め
るのが僕は常識だと思いますよ。
　政治家はもちろん、政治家である前に我々人間とし

てどうするかということを真剣に考えなければいけな
い。だけど、公務に就くというのは、どういう形であ
れ、それはしっかりと自分の思想信条を前面に出すと
誤解を受ける。そういうふうに思っています。
　それでは、一般質問に入ります。
　まず、宜野湾市の道路問題について質問をします。
６月議会のときに、大謝名と普天間を結ぶパイプライ
ン、これについて実は質問をしなかったんです。これ
はよく中身を探ってからにしようと思っていたもんで
すからやらなかったんですけれども、普天間と大謝名
を結ぶパイプラインは今真っすぐになっていないんで
すね。もともと計画があったんだけれども、これを断
念した経緯があります。これをもし県道に格上げをし
てこれが結ばれるということになると、普天間―大
謝名間が物すごく早くなる。我々はその19平方キロ
の中に宜野湾市はこれだけ10万人の人が住んでいる。
普天間飛行場に取られ、瑞慶覧基地に取られ、そうい
う中で東西、この広さがない。この中で３本しかない
んですよ。58号バイパス、58号、330。この３つし
かない中でこれを進めていくというのは大変だ。だけ
どこのパイプラインがきれいに開けば、これは非常に
効率がいいと思いますが、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　宜野湾市の真志喜と喜友名を結ぶ道路についてお答
えいたします。
　宜野湾市の真志喜と喜友名を結ぶパイプライン線を
延伸する道路につきましては、国道58号の交通渋滞
を緩和する効果が期待されることから、今後、整備の
可能性を検討していきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　道路街路課長とも随分議論をして
きましたけれども、これはあるのとないのでは随分変
わってきます。それと、僕は現地調査を実は４年前に
させました。喜友名から真志喜までの間っていうの
は2500メーターですよ。その中の1750メーター、喜
友名から大山の基地入り口まで、これ1750メーター。
ここほとんど物件がないんですよ。ということは、用
地買収だけで済んでしまうということです。今の道路
というのは物件補償が高くてなかなか前に進め切れな
い。ところがここは非常に幸か不幸か、基地のフェン
ス沿いに敷いていけば、十分その機能を果たしていき
ます。ただ、残りの750メーター、真志喜側、ここは
少し物件はあることはありますけれども、それは大し
て大きな問題にはならないと思っておりますから、十
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分費用対効果はあると僕は思います。
　それともう一つ皆さんに言っておきたいのは、あの
宜野湾の普天間飛行場からジミー側に基地から雨水が
随分流れてくる、出てくるんですよ。ここに、横にこ
のパイプライン線を造るということは、そこで雨水を
防げるということになるんです。だから、これ２つの
事業が進んでいくということになりますから、ぜひ進
めてほしいんですけれども、来年ぐらいに調査費をつ
ける予定はないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時46分休憩
　　　午後１時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　御要望の道路につきましては、先ほどもかなり効果
があるのではないかなと申しました。次年度調査を実
施するよう検討したいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ぜひ進めてください。よろしくお願
いします。
　次に、ＨＡＣＣＰについてでありますが、この食品
衛生についてどのような考えをお持ちかお答えいただ
きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　平成30年６月13日
に食品衛生法等の一部を改正する法律が交付されまし
て、ＨＡＣＣＰが制度化されました。これによりまし
て、原則として全ての食品等事業者に対し一般衛生管
理に加えてＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を求めること
となっております。
　県としましては、令和３年６月１日からの本格施行
に向けて食品等事業者が円滑に取り組むことができる
ように助言・指導を行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長、分かりますよそれは。今年の
６月１日から来年の５月31日までが猶予期間、来年
の６月１日からの施行。そうなっていくと、これはＨ
ＡＣＣＰってほとんどの人が知らないと思うんです。
極端に言えば、離島の　　　　南部離島、ヤンバルの過疎
地域のおばちゃんたちがやっている食堂もこの規制を
受けるんだよ。そこまでこのＨＡＣＣＰが届いている
のか、こういうふうになるという食品衛生上の問題が。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＨＡＣＣＰにつき
ましては、いわゆる小規模事業者についてのものと大

規模な企業についてのものとは基準の厳しさが若干異
なります。中小企業　　　　特に小規模企業につきまして
は、できるだけ簡易に取り組むことができるような手
引書などもできておりますので、そういったもので周
知を図っていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　できているんだったら僕は否定は
しませんけれども、ヤンバルの食堂を一軒一軒歩いて
ＨＡＣＣＰって分かるねと聞くと、分からんと。ヤン
バルのおばちゃんたちが分かるわけないんだよ。だか
らここは市町村とちゃんと連携が取れているのか。そ
ういうところは　　　　あまり言いたくはないけれども、
国頭村の課長に聞いても意味が分からなかったから
ね。こんな状況ではちょっと心もとないなと思ってい
ますから、しっかりとした　　　　これも保健所の管轄で
しょう。ということは、この保健所はコロナでやられ、
大変な思いをしながらここもやらないといけない。人
員足りるのか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　確かに保健所は今、
コロナの対応で非常に厳しい状況にはありますけれど
も、ＨＡＣＣＰについても衛生管理という面では非常
に重要ですので、市町村とも協力しながらやっていき
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それではＨＡＣＣＰについては、と
にかく頑張ってください。僕は両副知事にお話しした
いのは、実はこれコロナで大変な思いをしていると思
うんだ。であれば、やっぱりそこは人員増せんといか
ぬのじゃないか。ＨＡＣＣＰもある、コロナもある。
新しいものがこれだけ入ってくるということは、非常
に苦しい思い　　　　別に僕は部長から言われているわけ
じゃないですよ。誤解しないようによろしくお願いし
ます。定員もどうするのかということは僕らには分か
らないけれども、そこはしっかりとやっていただきた
いなと思います。
　ちょっと駆け足で行きます。
　次に順序を変えて、沖縄総合運動公園について少し
説明しますけれども、実は先月末に第１回冬期短水路
水泳競技大会というものがありました、県総で。行っ
てきましたよ。しかしこれ、行ってやっているのを見
れば見るほど怖くなってくる。これは前にも質問して
いますから、どういう所見をお持ちですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄県総合運動公園内の競技用プールにおいては、
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競技者だけでなく一般及び学校やサークル等の団体利
用に広く利用されております。
　御指摘のように当該プールの改修については、必要
性を感じているところでありまして、長寿命化対策の
検討を行うこととしております。整備事業の費用対効
果、県水泳連盟との意見交換、県民の需要等を踏まえ
た上で改修時期、改修の工法等を検討していきたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　やるんであれば短期的なものと、そ
して改修が必要であれば改修をやると。改築をすると
いうようなところまで僕は手がける必要があると思い
ます。これは、７年後に中体連の水泳大会がもしかし
たら沖縄に来るかもしれない。中体連が沖縄に来るか
もしれない。これは九州全体でやるのか沖縄単独でや
るのか分かりませんけれども、そうなったときにあの
プールで全国大会をやる。温水は奥武山にはない、沖
縄市にしかない。この沖縄市のプールの水を温めるボ
イラーは、あのプールを１回温めるのに18時間かか
るんだそうです。三十四、五年前のボイラーを置いて
いる。これは幾らくらいかかるんだって聞いてみたら
1000万円くらいだと。じゃもう改修したほうがいい
んじゃないのという話もしました。これから春までの
間に４回の大会がある。18時間、20時間かかってプー
ルを温めていたらこれは大変ですよ。今は近代的な機
械もあるわけですから、そこはしっかりと土建部のほ
うでやっていただきたいなと思います。
　それでは災害救助ヘリ、いわゆる防災ヘリについて
ですけれども、沖縄県の状況について伺います。
　防災ヘリに対して復帰前はどこが役割を担っていた
のか。そして現在の防災ヘリの大半はどこに依存して
いるのか。その辺りまで少し教えてもらえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時53分休憩
　　　午後１時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問の復帰前の
対応について今確認中でございますので、防災ヘリの
役割をどこが担っているのかという御質問にお答えし
たいと思います。
　沖縄県では、消防防災ヘリの導入に向けた検討及び
市町村との協議を行っているところであり、消防組織
法におきましては、「都道府県は、その区域内の市町
村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の
消防を支援することができる。」とされております。

このため沖縄県において、消防防災ヘリを導入する際
には、防災航空センター　　　　仮称でございますけれど
も　　　　を県の組織として設置をした上で運用する計画
としております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それでは、ドクターヘリと防災ヘリ
との関係というのは何が違うんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ドクターヘリにつきましては、医師や看護師が搭乗
し、医療を提供しながらの救急搬送を主な活動として
おります。消防防災ヘリにつきましては、消防隊員が
搭乗し、用途に応じた資機材を搭載して救助活動や消
火活動をはじめ遭難者の捜索活動、災害時における物
資や人員の搬送活動、情報収集活動等を実施するほか、
ドクターヘリの重複要請の際には、その補完として救
急搬送を担うなど様々な用途での活動が可能だという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　公室長、大事なところが抜けてい
る。ドクターヘリは夜飛びますか。夜はどのヘリが飛
ぶのか、救助しに。ドクターヘリというのは夜間飛行
はしないんです。夜間飛行ができるのはこの防災ヘリ
だけなんだよ。それをあなた方は全部陸上自衛隊に担
わせてきたわけでしょう。
　防災ヘリの他県の状況はどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　これまでに消防防災ヘリコプターが未配備とされて
きた圏域につきましては、沖縄県、佐賀県の２県であ
りますが、佐賀県では、令和２年４月に佐賀県防災航
空隊が発足し、令和３年３月に運用が開始される予定
となっております。
　県としましては、全国唯一の空白地の解消に向けて、
引き続き市町村との協議を行っていくこととしている
ところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕はこの(4)番目、素直に質問しま
すけれども、沖縄県で災害救助をするヘリは今現在は
どこが担っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時57分休憩
　　　午後１時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　現時点において、災害
に対応する機関として自衛隊、遭難等に際しましては
海上保安庁等が担っているというふうに理解しており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　おっしゃるとおり、皆さんから頂
いた資料では昭和47年から平成29年までこの間で　　　
　いいですか、陸上自衛隊が救急搬送のために、要す
るに依頼を受けて行ったのは、7700回ですよ。これ
を皆さんは、防災ヘリは当たり前、陸上自衛隊がやる
べきだと、そんな勘違いをしているんだ。僕はそうい
うところを一つ一つ直さなければいけないと思います
よ。そういう形にならなければ　　　　ちゃんとした防災
ヘリが46都道府県全部あるんだから。間違っている、
この沖縄は。防災ヘリから入ってドクターヘリなんだ
よ、本来は。しかしドクターヘリが先行したものだか
ら、防災ヘリが分からなくなってしまっている。いい
ですか。28年の７月11日、これも僕は皆さんに通告
をしてありますから。７月11日に滑落事故があった。
この状況を調べたんだったら教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時59分休憩
　　　午後１時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問の事故につ
きましては、大宜味村の平南川の上流にあるター滝に
おける事故だというふうに認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは、皆さんのところに自衛隊
の要請があったはずだ、そのときに。11時40分に発
生したものが、119番を取って20分後の12時８分に
はもう大宜味は消防が出ている。しかし現場に着くま
でに40分かかっている。なぜか。そこに行って患者
を確保して、じゃヘリが降りてくるまでの場所を確保
しようと思って確保した。村長に連絡をして、村長か
ら県に電話を入れる。県から自衛隊要請を受けなけれ
ば自衛隊は行けない。しかしこれは何て言ったかって
いったら、災害派遣に該当しないと。県にそれで断ら
れているんだ、村は。災害派遣とは何ですか、答えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　御質問の災害派遣につ
きましては、自衛隊法第83条による都道府県知事か
ら防衛省に対する災害派遣要請だというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　だから、滑落事故があって、10名
の消防隊員が行って、担架を持って行ってそれで要請
したけれども県に断られたと。村長がはっきり言って
いるんだよ僕に。これ何で、何でこれを県は受け入れ
なかったの。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問の件につき
ましては、当時の状況の詳細な資料を今持ち合わせて
いないのでお答えするのが困難でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　だから僕は、質問するから調べてお
いてくれと言ったじゃない。そこまで通告しているの
に。何でそんなことを言うかというと、これは知事が
断ったのか。それとも担当者が断ったのかを聞いてく
れと言われたんだ。そういうところをしっかりとやら
ないと、これは我々行政をチェックをする側ですから、
しっかりやらないといけないと思います。これに保守・
革新ってあるんですか。
　もう一つ不思議なのは、ここでこういう話になって
いるんだけれども、皆さんの認識も違う。海上保安庁
というのは、災害で滑落して骨が折れていたりする人
たちを抱きかかえていくんだよ。海上保安庁のヘリで
は無理なんだ。だからバスケットというか、それに寝
かせて上に上げないと駄目。それができるのは防災ヘ
リと陸上自衛隊のヘリしかないんだ。だから俺はそこ
までのことを聞いているんだけれども、じゃもう一つ
皆さんに、どこまでこの防災ヘリを検討したのか。こ
れからどうするのか。少しその決意を聞かせてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県は、本土から遠隔にある島嶼県であり、大規
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模災害時における他県等からの応援に時間を要するた
め、県自ら対応が可能となる消防防災ヘリの導入は県
民の安全・安心を支える重要な施策と認識しておりま
す。また広大な海域に多くの離島を抱える本県におき
ましては、急患搬送や救急救助活動のほか、台風時に
おける情報収集、物資輸送など多くの場面で防災ヘリ
の活躍が期待されるというふうに考えております。
　県としましては、防災の重要性に鑑み、早期の導入
に向けて努力をしてまいりたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　公室長、これが精いっぱいだ、あな
たの答えの。これは政治的な話だ。
　謝花さん、副知事に僕はお聞きしますけれども、沖
縄振興策の４本の柱に東西1000キロ、南北400キロ
というのは何のためにあるの。振興策で45年、47年、
48年ずっとこれ整備していないんだ。これ平成５年
から問題になっている。今日も国頭の消防議員が来て
いますけれども、みんな国頭、東、大宜味の人たちは
これを待ち遠しく感じている。これ、次の振興策で整
備するか　　　　皆さん見てくださいよ。　（資料を掲示）　
これ平成30年にこういうものも出しているんでしょ
う。駄目だよ。大きいところを見るのもいい。しかし
ここに座っている人たちの中で、過疎だとか離島だと
かってみんないいことを言うけれども、実際には誰が
やるの。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私は平成29年、30年と公
室長を拝命しまして、いろいろな基地問題がありまし
たけれども、この防災ヘリの対応は、本当に必要性を
感じて公室として取り組みました。その端緒になった
のが、今議員から御指摘の平成28年大宜味村での滑
落であります。北部の首長の皆さんから強い要望を受
けまして、この問題はぜひ取り組もうということで
行ったところです。本来、29年度に41市町村の方向
性をまとめて、30年度には事業の着手をするという
ような意気込みで当初、計画も立てていたわけですけ
れども、いろいろ議論がありましたように一部市町村
の賛同がまだ得られないというような部分があります
が、この部分はやはりスピード感を持って取り組む必
要があると思います。
　担当副知事としてもこの問題はしっかりとできるだ
け早めに、今このことに対していろいろ疑問を持って
いる首長の皆さん数名まだおりますけれども、場合に
よっては出かけていって意見交換をして全ての市町村
の首長の皆さんの賛同の下、防災ヘリコプターの早期

導入に向けて取り組んでまいりたいと、そういうふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　その決意が聞きたかったんです。多
分、ラジオでも議場でも聞いていると思いますよ、皆
さんがどれだけのことができるのか。本当に決意を聞
きたいと思っていた。今の決意で十分だと思います。
ぜひ進めてほしいと思います。
　ただ、ここにハードルがあったんです。消防行政が
一元化できる、41市町村が一つになればこれはそこ
で県を通さずしてそのまま導入できたんです。いいや、
今はそれができていないんだから。でも消防の一元化
というのは僕は進めるべきだと思います。
　それともう一つ、一番の問題だったのは、1000キ
ロの東西と南北の部分でできるかというと、１機では
できない。小型のやつを本島内に配備して、やっぱり
長距離が飛べる中型を宮古や石垣に配置をしないと駄
目。7000回のうちに先島からだけで自衛隊が1100回
来ているんです。それぐらいもう自衛隊に依存してい
る。それは皆さんがしっかりと整備しないから。だか
ら中型機というのは、小型機を入れれば総務省から機
材を貸与するんだよ。ただで貸すんだよ。自分たちの
努力がないから、あと１機は来ないんだ。そこもよく
考えてやってください。
　次に変えます。
　新型ウイルス感染症についてですが、現状と今後の
推移について確認をさせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナ感染症に関
しまして、県内では４月と８月に感染拡大の大きな波
が到来しまして一旦落ち着きを見せましたが、じわり
じわりと最近は拡大傾向にございます。現在も毎日新
たな感染者が確認されており、予断を許さない状況が
続いていると考えております。
　今後は、インフルエンザとの同時流行にも備え、ま
た例年県内は冬場に救急医療が厳しい状況になる傾向
がございますので、それも見据えた対応をしていかな
ければならないと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そんなに時間もありませんから、こ
こでたくさん言うつもりはありませんけれども、コロ
ナの抑制策は極めてシンプルなんです。徹底的な検査
をすること、徹底的な囲い込みをすること、囲われた
人たちに賃金の補償をすること、この３つなんだ。余
計に言えば、病院を完全に分ける。前の県立南部病院、
あそこをコロナ専用の病棟にするというくらいの思い

－219－



切ったことをやらないと、これ病院の中で感染拡大し
ますよ。院内感染する。だから物事を分けて考えてい
かないと、これシンプルですよ非常に。やるかやらな
いか、それだけです。
　今我が党としては、民間の検査場を整備している。
今日も、朝も昼もいろいろ問題になったんだけれども、
東京では2980円で検査が受けられる時代になってい
ます。それはやろうと思ったら技術的にはできない話
じゃない。これはプール方式を使えばできる話なんだ
けれども、しかしそういう形ではなくてＰＣＲで幾ら
頑張ったって70％しか検知できない。あと３割は逃
がしているんだから。そういうことも部長は分かって
いると思いますので、そこをしっかりと対策頑張って
いただきたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君登壇〕
○島尻　忠明君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時12分休憩
　　　午後２時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派、島尻忠明です。
　それでは通告に従いまして一般質問を行います。　
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、浦添埠頭地区・西海岸開発と軍港移設について。
　ア、新聞報道によると、知事は11月６日の記者会
見で、那覇軍港の浦添移設をめぐり、県や那覇市、浦
添市とともに浦添市民への説明会を開く考えがあるか
と問われ、県としても県民の意見を拝聴する機会は
しっかり設けていきたいと前向きな姿勢を示したと報
道されております。その真意を伺います。
　イ、11月10日に、那覇港管理組合が実施した意識
調査に関する土木環境委員会の参考人招致で、常勤副
管理者は、県民からの意見聴取の必要性は４月頃から
認識していた。管理者からの指示があったわけではな
いと述べているにもかかわらず、なぜ突然調査するこ
とになったのか、港湾管理者である知事の見解を伺い
ます。
　ウ、那覇港管理組合の11月定例会で、軍港移設先
を浦添埠頭地区の北側とすることをめぐり、組合の管
理者や副管理者間で認識が一致せず、答弁が割れる事
態となったとの報道がありました。８月18日の三者
会談で移設先を北側とすることを確認し、３者そろっ
て会見に臨みながら、なぜこの時期に移設先をめぐり、

県と那覇市、浦添市で意見が分かれることになったの
か伺います。
　エ、軍港の移設先について、南側を主張、提案する
浦添市に対し、県、那覇市は一貫して北側を主張して
きたと思います。先般、浦添市長が北側での軍港移設
を受け入れたことで速やかに移設協議会の場で移設先
を北側とすることを決定すべきだと考えますが、知事
の見解を伺います。あわせて、なぜそう考えるのか理
由についても伺います。
　オ、令和元年11月26日に開催された第26回移設協
議会において、那覇港湾施設の移設に関する事項につ
いてどのようなことが確認されたのか伺います。
　カ、平成13年11月８日に、沖縄県知事、那覇市長、
浦添市長の３者で那覇港管理組合の設立に関する覚書
締結の確認事項において、覚書第８条に規定する浦添
埠頭の事業の取扱いについては、どのような内容に
なっているのか伺います。
　キ、県が策定した沖縄県アジア経済戦略構想推進計
画において、世界水準の観光リゾート地の実現を掲げ
ておりますが、その中に浦添地先の西海岸海域は含ま
れているのか否か。あわせて、世界水準の観光リゾー
ト地の実現とは、具体的にどのような観光リゾート地
を想定しているのか伺います。
　２、コロナ禍における県経済の実態について。
　(1)、今年４月以降の業種別の倒産件数と失業者数
の推移について伺います。
　(2)、コロナ禍における県経済の実態から見える問
題と課題、経済再生に向け今なすべきことは何かを伺
います。
　(3)、コロナ禍で見えてきた観光立県を標榜する沖
縄の問題と課題、力強く観光立県を目指して今なすべ
きことは何かを伺います。
　３、コロナ禍における沖縄都市モノレールの現状に
ついて。
　(1)、今年４月以降の前年と比較した月別平均乗客
数の推移を伺います。
　(2)、今年４月以降で乗客数の減少が顕著な上位５
駅とその要因を伺います。
　(3)、今年４月以降の前年と比較した月別平均運輸
収入と営業収入の推移を伺います。
　(4)、乗客数減少に伴う収入減が経営に及ぼす影響
を伺います。
　４、建築行政について。
　(1)、浦添市に対する開発行為の権限移譲の進捗状
況について伺います。
　(2)、県道38号線（城間前田線・浦添西原線）の拡
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幅事業の進捗について。
　この県道38号線は、県道を東西に横断する主要幹
線道路として、沖縄自動車道、国道58号、330号、
329号及び西海岸道路を連絡する重要な道路となって
おります。現在複数の区間で事業が進められているも
のと存じます。その沿線には御覧のとおり、沖縄都市
モノレールの駅が２駅新設され、令和元年10月に延
長開業したところであります。その間、浦添警察署か
ら西原町徳佐田に至る区間においては、目をみはるよ
うな進捗が図られてきました。
　そこで本路線において、浦添警察署から西側（ＪＡ
浦添支店）の区間においても事業化されているかと思
いますが、その進捗が確認はできておりません。つき
ましては、当該区間の現在の進捗状況について伺いま
す。また、ＪＡ浦添支店以西の大平インターに至る区
間の事業化のめどについても併せてお伺いいたしま
す。
　５、浦添地先の、先ほど申し上げました西洲卸商業
団地を含む避難路の確保についてでございます。
　(1)、浦添地先については、臨港道路浦添線の開通
に伴い大型ショッピングセンターが進出するなど、車
両や人の移動が顕著に増加する中、背後地にキャンプ・
キンザーが控えているため、災害時の避難路の確保が
以前から指摘をされております。こうした現状を改善
するべく県としての対応方について伺います。
　６、我が党の代表質問との関連について。
　我が党を代表して仲里全孝議員が質問いたしまし
た、質問２の那覇港軍港移設の浦添移設について、そ
の中で那覇港管理組合議会で副管理者が軍港の位置に
ついてリセットしたとの答弁がありました。いつ、ど
の場で、誰が決定をしたのか、管理者の知事の見解を
伺います。
　あとは再質問させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　島尻忠明議員の御質問にお
答えをいたします。　
　２、コロナ禍における県経済の実態についての中の
(3)、観光立県のためになすべきことについてお答え
いたします。
　ウイズコロナ時代においては、感染状況や感染対策
の発信に加え、受入施設等での防疫面や受入体制の強
化を図ることが安全・安心で快適な島へとつながり、
選ばれる観光地になるものと考えております。また、
沖縄の強みである豊かな自然環境や独自の歴史、文化
等のソフトパワーを最大限発揮し、感染防止対策を強

化しながら、観光客と県民の満足度を向上させること
が、住んでよし、訪れてよしの持続可能な観光へとつ
ながり、沖縄観光の構造を量から質へ転換するものと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のア、那覇港湾施設の移設に関する説明
会についてお答えをいたします。
　去る11月６日の記者会見における知事発言は、行
政として幅広い手法等を用いるなどして、県民の意見
を聞き、施策に反映させていくことは重要であるとの
考えを述べたものであります。県は、那覇港湾施設移
設に係る県民意見の聴取については、移設協議会の枠
組みの中で進められるものと考えております。なお、
民港の形状等につきましては、浦添ふ頭地区調整検討
会議などにおいて、県民や関係団体から寄せられる幅
広い意見・意向を確認しながら協議が進められるもの
と考えております。
　同じく１の(1)のエ、那覇港湾施設の移設先に係る
見解についてお答えいたします。
　県は、平成29年の移設協議会において、那覇港管
理組合から報告された、代替施設の民港に与える影響・
支障の評価結果は、北側案が小さいとする評価結果に
異存はない旨発言しており、県議会においても、同様
に答弁をしております。当該評価結果は、当時の民港
の形状案を踏まえて検討されたものです。現在、浦添
ふ頭地区調整検討会議においては、改めて民港の形状
案の検討を進めているところであり、代替施設の配置
を検討するためにも、まずは民港の港湾計画の方向性
を導き出すことを優先すべきと考えております。
　同じく１の(1)のオ、第26回移設協議会における確
認事項についてお答えをいたします。
　第26回移設協議会においては、県から、令和元年
10月24日の三者面談についての説明を行うとともに、
那覇港管理組合から浦添ふ頭地区調整検討会議の設置
と調整状況が報告されました。その上で、浦添ふ頭地
区調整検討会議において、事務的、技術的な検討を行
い、港湾計画の方向性を速やかに導き出すことが確認
されました。
　また、国としては、民港の港湾計画との整合を図り
つつ、これと並行して代替施設の配置に係る技術的な
検討を防衛省及び国交省で実施し、早期に港湾計画の
結論が得られるよう地元の関係機関を支援していくこ
とが確認されたところです。
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　５、浦添地先の避難路確保について(1)、浦添地先
の避難路確保についてお答えいたします。
　津波等災害時における避難路の確保は重要であり、
各市町村では津波避難計画の策定や避難訓練の実施
等、様々な施策を実施しております。浦添市において
は、災害時等に米軍基地内への立入りを可能とする協
定を締結するなど避難路の確保に努めているものと承
知しております。
　県としましては、浦添市からの相談がある場合には、
助言等適切に対応してまいりたいと考えており、引き
続き市町村等関係機関と連携し、防災対策の充実強化
に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち(1)のイ、那覇港の将来展望
等に関する意識調査についてお答えいたします。
　那覇港管理組合は、那覇港周辺における社会状況の
変化として、平成30年度に沖縄西海岸道路が開通し、
令和元年度には大型商業施設がオープンしたため、浦
添埠頭地区の海域への関心度は大きくなっており、平
成29年度以前の県民の関心度とは著しく相違するも
のと考えているとのことであります。また、今年の那
覇港管理組合議会８月定例会において、「港湾管理者
としましては、港湾計画改訂に向けて、民港の形状案
についての各構成団体からの意見や提案、また、県民
や関係団体からの幅広い意見・意向について、港湾機
能との整合・調和を図りながら、可能な限り尊重・反
映ができるように進めていきたいと考えているところ
であります。」との答弁がなされております。このため、
浦添ふ頭地区調整検討会議で検討中の民港の形状案作
成に当たっての考え方等に県民意識を可能な限り反映
させる必要があると考えたとのことであります。
　次に１の(1)のウ、那覇港湾施設の移設に関する認
識についてお答えいたします。
　平成29年の第24回那覇港湾施設移設に関する協議
会において、那覇港管理組合から報告された、代替施
設の民港に与える影響・支障は、北側案が小さいとす
る評価結果は、当時の民港の形状案を踏まえて検討さ
れたものであります。現在、浦添ふ頭地区調整検討会
議において、改めて民港の形状案の検討を進めている
ところであり、代替施設と民港との整合性を確認する
ためにも、まずは民港の港湾計画の方向性を導き出す
ことを優先すべきと考えており、沖縄県、那覇市、浦
添市及び那覇港管理組合が一体となって取り組んでい

るところであります。
　次に１の(1)のカ、那覇港管理組合の設立に関する
覚書締結の確認事項についてお答えいたします。
　覚書第８条に規定する浦添埠頭の事業の取扱いにつ
いては、１、浦添埠頭については、国際流通港湾の機
能に支障のない範囲で浦添市の振興策として浦添市が
事業主体となることに同意する、２、国際流通港湾の
機能として支障のない範囲とは、コースタルリゾート
区域、西海岸道路の内陸部分及び軍港移設予定地の背
後地の一定部分を指すものとするとなっております。
　次に３、コロナ禍における沖縄都市モノレールの現
状についての御質問のうち(1)、乗客数の推移につい
てお答えいたします。
　昨年と比較した１日平均乗客数の推移は、４月、５
月が約６割減の２万人、６月、７月が約４割減の３万
4000人、８月が約６割減の２万4000人、９月、10
月及び11月が約４割減の３万1000人、３万4000人
及び３万6000人程度となっております。
　次に３の(2)、乗客数の減少が顕著な５駅について
お答えいたします。
　今年４月以降、乗客数の減少が顕著な上位５駅は、
那覇空港駅、牧志駅、首里駅、旭橋駅、美栄橋駅となっ
ており、主な要因は、乗車券の発券状況等から、観光
客の減少によるものと考えられます。
　次に３の(3)、運輸収入及び営業収益の推移につい
てお答えいたします。
　昨年と比較した運輸収入の推移は、４月、５月が
約６割減の１億2000万円、６月、７月が約４割減の
２億円及び２億2000万円、８月が約６割減の１億
4000万円、９月、10月が約４割減の１億8000万円
及び２億2000万円程度となっております。営業収益
は、ほとんどを運輸収入で占めており、同様な推移と
なっております。
　次に３の(4)、経営に及ぼす影響についてお答えい
たします。
　令和２年度は、３月以降の新型コロナウイルス感染
症の影響に伴う乗客数の減少により、運輸収入が減少
しております。緊急事態宣言解除後は、一部に回復基
調が見られるものの業績予想の見通しが立たず、厳し
い状況が見込まれております。
　次に４、建築行政についての御質問のうち(1)、浦
添市に対する開発行為の許可等に関する事務の権限移
譲についてお答えいたします。
　都市計画法に基づく開発行為の許可等に関する事務
の権限移譲については、浦添市からの要望に基づき、
令和２年９月に県から市へ協議を行ったところ、同意
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する旨の回答がありました。
　県においては、次年度の予算編成や条例改正等に向
けて手続を行うこととしており、令和３年４月から浦
添市において開発行為の許可等に関する事務がスムー
ズに行われるよう引き続き必要な協力を行っていくこ
ととしております。
　次に４の(2)、県道38号線城間前田線街路事業の進
捗についてお答えいたします。
　城間前田線は、安波茶交差点から浦添消防署付近ま
での約1.5キロメートルを街路事業として、４車線で
整備を行っており、令和元年度末の進捗率は、事業費
ベースで約57％となっております。安波茶交差点付
近から浦添警察署前交差点までの810メートルの区間
は、用地取得に取り組んでおり、浦添警察署前交差点
から浦添消防署付近までの720メートルの区間は、現
在、現道拡幅と電線類地中化工事を行っているところ
であります。
　なお、その他の区間の新規着手については、現在事
業中の区間の進捗状況等を踏まえて検討していきたい
と考えております。
　次に６、我が党の代表質問との関連についての(1)、
リセットはいつ決めたのかについてお答えいたしま
す。
　平成31年４月に開催された第25回那覇港湾施設移
設に関する協議会において、那覇港管理組合と浦添市
の評価結果を踏まえ、今後、那覇港管理組合と構成団
体である沖縄県、那覇市及び浦添市を中心に、それぞ
れの観点を踏まえて事務的、技術的な検討を進めて論
点を整理し、方向性を導き出すことが確認されており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(1)のキ、世界水準の観光リゾー
ト地についてお答えいたします。
　沖縄県アジア経済戦略構想推進計画における世界水
準の観光リゾート地の実現の中で、浦添西海岸地域に
ついては、浦添コースタルリゾート地区の整備が盛り
込まれております。世界水準の観光リゾート地につい
ては、同計画等において、沖縄の豊かな自然や独自の
歴史・文化等のソフトパワーを発揮するとともに、安
全・安心・快適な品質を確保することにより、世界中
に広く認知され評価される観光地を目指すこととして
おります。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、コロナ禍におけ
る県経済の実態についての御質問の中の(1)、業種別
の倒産件数と失業者数の推移についてお答えいたしま
す。
　民間調査によると、今年４月以降の県内での新型コ
ロナウイルス感染症関連倒産は、６月、７月、10月
に各２件、11月に１件確認されており、計７件となっ
ていることが発表されております。業種別の内訳とし
ては、観光関連で３件、飲食業、クリーニング業、番
組・ＣＭ制作業、かりゆしウエア製造業が各１件となっ
ております。完全失業者数は、今年の４月以降、前年
同月と比べ、７か月連続で増加しており、直近の10
月は３万人で、前年同月と比べ、9000人増加してお
ります。
　同じく２の(2)、県経済の課題と経済再生に向けた
取組についてお答えいたします。
　本県経済の産業構造は、労働集約的傾向にある第３
次産業が中心となっており、コロナ禍において観光需
要の落ち込み等による影響が顕著になっております。
まずは、ダメージを受けた事業者への資金繰り支援や、
雇用継続助成金の支給を速やかに切れ目なく実施する
とともに、Ｅコマースやテレワークなど、ウイズコロ
ナの新しい生活様式に対応したビジネスモデルの促進
や付加価値を生む新たな取組への支援など、回復期か
ら成長期への出口戦略を見据えた重層的な対策を実施
してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　それでは、再質問させていただきま
す。
　まず、順を追って質問をさせていただきます。
　知事の浦添市に対しての説明会は、先ほどの答弁で
はいつやるのか、そしてどういう方向で行くのかとい
うことをお聞きしましたが、答弁がなかったのでいま
一度答弁をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　去る11月６日の記者会見における知事発言につき
ましては、行政として幅広い手法を用いるなどして、
県民の意見を聞き施策に反映させていくことが重要で
あるという知事の基本的な考え方を示されたものとい
うふうに理解をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
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○島尻　忠明君　これは先ほども答弁いただきまし
た。要するにこの報道を見ると、しっかりと移設先の
浦添市に対しての説明をするというふうに受け止める
んですよ。
　そういうことは全く考えていないということで理解
していいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　知事の行政運営に係る基本的な考え方を述べたもの
でありまして、これについて説明会を開催するという
具体的な考え方を述べたものではないというふうに理
解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　これは、知事の単なるパフォーマン
スですか。これはやはり移設先の浦添市民にもしっか
りと那覇市を含め説明するのが筋だと思います。こう
いうふうに報道されると、いかにも説明するという受
け止め方になります。公室長はそういう受け止め方は
できませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　那覇港湾施設の移設につきましては、浦添埠頭地区
における民港の港湾計画の方向性を導き出した後に移
設協議会において民港の形状案が示されるものと考え
ており、これに対し代替施設の配置案が示され民港と
の整合性が確認されることとなると承知しておりま
す。
　このため、県といたしましては、まずは民港の港湾
計画の方向性を導き出すことを優先すべきと考えてお
り、浦添ふ頭地区調整検討会議においてしっかりと議
論を行うことが移設協議の進展につながるというふう
に考えております。
　以上でございます。
○島尻　忠明君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時41分休憩
　　　午後２時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　私も知事の記者会見の模様を聞いておりましたけれ
ども、これは記者のほうから浦添市の説明会開催につ
いて質問があった際にお答えしたものです。先ほど公
室長からもありましたように、知事の方向性としては、
様々な幅広い手法を用いて意見を聞くというスタンス
を常にお持ちなのでそういった話をしたと思います。
パフォーマンスということではなく、基本そういった
ものも持ちながら、一方で今浦添移設については様々
なところで議論がされておりますし、浦添地区の調整
検討会議などでもいろいろ意見が寄せられ幅広い意見
を集めているというようなことも踏まえながらも、知
事は機会があればという意味合いで発言されたものと
思っております。具体的により何かが煮詰まっていれ
ばまたそういったものも具体的なもの、方向性として
出てくるでしょうけれども、当時の時点では一般的な
話としてなされたものと私は受け止めました。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　よく分かりました。しっかり市民に
寄り添ってとその場で知事はいつも言葉で申し上げて
おります。間違って受け止められないように記者会見
もやっていただいて、できれば浦添市のほうに出向い
てぜひ一緒に３者で説明をしていただきたいというふ
うに思っております。
　次にイ、意識調査の件についてでございますが、せ
んだって新聞報道で民港の考え方、これ最初に出した
意識調査と後で出した意識調査、全く違った意識調査
の考え方、ウェブで公表しております。これで本当に
この意識調査がしっかりとしたもので取れるというふ
うに認識しておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　まず９月に行いました　　　　中断はいたしましたけれ
ども意識調査として行ったものがございます。これに
ついて非常に説明不足であったということで中断をし
ているところでございますが、その後那覇港の構成団
体調整会議の議を経まして公表しました那覇港の在り
方についてのイメージ図というのは、これは過去から
浦添ふ頭地区調整検討会議で検討を重ねてきたものの
公表でございます。ですので、今後新たな意識調査に
ついては、浦添ふ頭地区調整検討会議の中でしっかり
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検討を行って、構成団体の理解を得た上で実施すると
いうことを検討しているというふうに承知しておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　改めてお聞きします。
　この意識調査なるものが那覇市及び浦添市から抗議
をなされたことはどのように受け止めておりますか。
そして、その原因は何だというふうに認識しておりま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　９月の意識調査につきましては、那覇港管理組合は
港湾計画の改訂に向けて民港の形状案についての各構
成団体からの意見や提案、また県民や関係団体からの
幅広い意見、意向について港湾機能との整合、調和を
図りながら可能な限り尊重、反映ができるように進め
ていきたいとのことでありました。調査期間は、９月
26日から10月９日までの２週間を予定しておりまし
たが、那覇市及び浦添市から抗議文が寄せられたため
に９月30日から一時停止しているところでございま
す。しかしながら今回の意識調査につきましては、浦
添ふ頭地区調整検討会議において議論するための基礎
資料作成のための取組であり、必要なことだと考えて
おりますので、今後浦添ふ頭地区調整検討会議の中で
しっかり合意を得ながら進める必要があるものと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　部長、答弁は簡潔にお願いします、
時間もありますので。
　意識調査の話をしておりますが、この抗議によって
今港湾議会では何の委員会が開かれているか認識して
おりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　百条委員会が設置さ
れたものと承知しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この百条委員会は、大変重い委員会

であります。そういう中で副管は関係自治体にも行か
れまして、ぜひ意識調査を再開したいと。まだこれ１
回しかやっておりませんよ。そういう考え方でよろし
いですか。
　そして去る11月26日も浦添ふ頭地区調整検討会議
においてもその話を議題に持ち出しましたら、浦添市
のほうが退席をされております。私は、これはしっか
りした議論の後でこういう意識調査なるものが出てく
るのが至極当たり前だと思っておりますが、この件に
ついてこれでいいのか悪いのか、簡潔にお答えくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　当然ながら構成団体の理解を得た上で進めるべき事
項と考えておりますので、しっかり浦添ふ頭地区調整
検討会議及び構成団体調整会議を実施し、理解を得た
上で実施するべきものと考えております。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時51分休憩
　　　午後２時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ぜひその認識を持って事に当たっ
ていただきたいというふうに思っております。
　そして平成13年11月８日の覚書の締結書　　　　先ほ
ど読んでいただきました。その２点目に、コースタル
リゾート地域は西海岸道路の内陸部及び軍港移設予定
地の背後地への一定の部分とあるんです。これはまさ
しく皆さんが今、全世界に発信している意識調査の中
でもその交流ゾーンは北側になっているじゃないです
か。おのずと軍港は北に来るというのが最初の締結の
覚書だと思いますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　那覇港管理組合の設立に関する覚書の締結の内容に
ついては平成13年ということで、この中で浦添市の
コースタルリゾート区域の事業主体について協議、覚
書が交わされたものだと考えております。その時点で、
軍港の位置についてその覚書の中で表現されたもので
はないと考えております。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　この覚書の中での２番といいますのは、その１を示
したものでございましてコースタルリゾート地区、浦
添市の事業主体となるべき部分の話であると考えてお
ります。ですから軍港移設予定地の背後地とあります
けれども、それは軍港の位置を示すものではないと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　しっかりとこの辺はまた議論をし
ていきたいと思います。
　次に、先日知事は、官房長官へ那覇軍港の先行返還
について申し入れしたそうでございますが、これは事
実ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時55分休憩
　　　午後２時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県といたしましては、那覇港湾施設の返還が実現さ
れれば基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に
寄与すると考えております。このため去る10月に官
房長官及び防衛大臣に対し、同施設の早期返還を求め
たところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　那覇軍港の浦添移設につきまして
は、県はこれまで容認の立場であり、それに基づいて
８月18日の三者合意そして記者発表だったと思いま
す。今回の先行返還は、沖縄県の大きな政策転換だと
の認識はありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　大きな政策転換があった
かというような御質問ですが、それはないと考えてお
ります。ただやはり返還要望が強いということです。
それから米軍は民間のバースを利用していて、利用が
減少して遊休化しているのではないかというような話
があったということで、返還まで長い時間を要すると

見込まれるので早期返還を要請したということでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　政策転換ではないということであ
りますが、今遊休化というお話がありました。
　それではお尋ねをします。
　今は遊休化しているけれどもいつか必要なときのた
めに、我々浦添市民は浦添地先にその軍港を移設して、
これが遊休化あるいは使われるまで待っていてくださ
いという意味ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まずは遊休化しているの
であれば、現在ある那覇軍港を返還してくれというの
が趣旨でございます。そういったことでありまして、
それ以上にまた浦添市のほうに遊休化しているものを
移設しろとこれを強く言っているのではなくて、まず
は返還してそれから検討したらいかがかというような
ことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この先行返還の知事発言は、地主と
そして那覇市、浦添市にも相談はなされましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　浦添市のほうとはそう
いった調整はしていなかったと思います。那覇市のほ
うについては以前から早期返還というような話はあっ
たというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　那覇市もこの間の動きを見て、早期
移設を求めるということを皆さん出しているんです。
先行返還という文書は出していないです。曲解して捉
えないでください。
　もう一度答弁いただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　知事が移設に先立ち早期返還を求めたのは、返還要
望が高いことに加えまして米軍は民間のバースを利用
しており、那覇港湾施設は利用が減少し、遊休化して
いるとの話があること。また返還時期が2028年また
はその後に示されており、返還までに長い時間を要す
ることが見込まれることを踏まえ早期返還を要請した
ものでございます。
　県としましては、政府は那覇港湾施設が産業振興の
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用地として極めて開発効果が高く、早期返還の要望の
高い施設であることを踏まえた上で、より早期返還の
可能性を検討していただきたいという趣旨で発言した
ものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　副知事、いま一度お聞きします。
　遊休化しているということで、皆さんは認識してい
るということでよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　答弁で話しましたが、遊
休化しているとの話があるというようなことで知事は
答弁してございます。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時59分休憩
　　　午後２時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　この問題については、議
会でも様々な御指摘をいただいております。その中で
もやはり多くの米軍物資が那覇軍港ではない別の　　　　
例えば、中城湾港等から積上げされているというよう
な御指摘があったことを踏まえて、知事はそういった
話があるということで要請したということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　それではお聞きします。
　県庁内でこの先行返還について議論をしたことがあ
りますか。副知事、担当部署含めて答弁をお願いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほどお答えしましたよ
うに、この本会議場で那覇軍港での米軍物資の取扱い
についての議論があったことを受けまして、県では、
その事実関係をしっかり確認するというような作業を
していたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　前回も先ほども申し上げましたが、
意識調査につきましても今回の件に関しても皆さん周
りに全く説明・相談もなく、意識調査では謝罪をして
中断もしております。こういうふうに全く関係団体と
も調整もしないで物事を決める。これは管理組合自体
破綻していると思いますが、どういうふうに捉えてお
りますか。この現状を鑑みて。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　意識調査については、那
覇市、浦添市に十分な説明がなかったということで一

度中断させていただいております。
　県民意見の聴取につきましては、先ほど土建部長か
らありましたように、那覇港管理組合議会での答弁を
踏まえてなされたものというふうに理解しておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時２分休憩
　　　午後３時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　意識調査については、那
覇港管理組合でしっかりと百条委員会の議論などを踏
まえてなされるというふうに考えております。ただ、
私が今申し上げましたのは、那覇港管理組合のほうで
８月議会に港湾管理者としては、港湾計画改訂に向け
て民港の形状案等についての各構成団体からの意見や
提案、また県民や関係団体からの幅広い意見・意向に
ついて港湾機能との整合・調和を図りながら可能な限
り尊重・反映ができるように進めていきたいと考えて
いるというところとの、那覇港管理組合での議会答弁、
それを踏まえて那覇港管理組合において意識調査がな
されたという答弁を再度発言したものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　それでは副知事　　　　土建部長でも
よろしいですので、仮にこの委員会が終わりまして意
識調査なるものが再開されたといたします。その辺に
つきましても、那覇市、浦添市ともしっかり今年度で
民港の在り方を精査して結果を導いていく。そういう
こともしっかりと話をしながら私は進めていただきた
いと思いますが、この件についていかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時３分休憩
　　　午後３時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　浦添埠頭地区における民港の形状案の作成に当たっ
ては、意識調査はぜひ必要なものであるというふうに
考えておりますし、それの再開に当たっては、構成団
体間の調整をしっかり行った上で実施する必要もある
と考えております。沖縄県、那覇市、浦添市、那覇港
管理組合が一体となって今年度中の策定に向けて協議
しながら進めていきたいと考えております。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時４分休憩
　　　午後３時４分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　これまでの方針どおり、令和２年度内に民港の形状
案を示すことができるように取り組んでいきたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　先ほど申し上げましたように、民港
の考え方、９月そして11月に全世界に発信をされて
おりますので、同じ場所で同じような形の中で、形状
とかいろんなものが変わっていくと大変誤解を招きま
すので、しっかり精査をしてやっていただきたいとい
うふうに思っております。
　それでは、この那覇港湾施設那覇軍港の件につきま
しては、移設協議会の枠ということで、皆さんよく枠
という言葉を入れているんですけれども、これはどう
いう意味なんですか枠というのは。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　那覇港湾施設に関する移設協議会につきましては、
防衛省、内閣府、国交省それから沖縄県、那覇市、浦
添市という形で構成されております。協議会におきま
しては、防衛省から示された那覇港湾施設の代替施設
について民港への影響を評価をすると。それから民港
の港湾計画との整合性を確認するといったような役割
があるというふうに考えております。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　移設協議会の枠組みの
中で仕組みの中でしっかりと議論を行っていくという
趣旨でございます。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　そのように理解してよ
ろしいかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　でしたら、その移設協議会で決定を

するのであれば前回の移設協議会、答弁もありました
が、浦添市は南側を提案しました。そして前回皆さん
はいろんな観点から県、那覇市、港湾組合は北側が優
位性があるということで結論を出して、浦添市は宿題
で持って帰ったんです。そして今回、北側案で行きま
しょうということになっておりますので、北にするの
か南にするのかは別にしてもやはり移設協議会で決定
するのであれば、早めに移設協議会をするのが私は道
理だと思いますがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　那覇港湾施設の代替施設につきましては、民港の港
湾計画との整合性を図りつつ円滑な移設が進められる
よう、移設協議会の中で調整を行うということが繰り
返し確認されているところでございます。平成31年
４月の第25回移設協議会におきまして、浦添市と那
覇港管理組合との評価結果に相違が生じたことから、
那覇港管理組合と沖縄県、那覇市、浦添市のそれぞれ
の観点から事務的、技術的な検討を進めて論点を整理
し、港湾計画の方向性を導き出すことが確認をされて
おります。また令和元年11月の第26回移設協議会で
は、浦添ふ頭地区調整検討会議において事務的、技術
的な検討を行い、港湾計画の方向性を導き出すことが
確認されたほか、国としては民港の港湾計画の整合性
を図りつつこれと並行して代替施設の配置に係る技術
的な検討を防衛省及び国交省で実施、早期に港湾計画
の結論が得られるよう地元の関係機関を支援していく
ということが確認されております。こうした経緯を踏
まえ、現在浦添ふ頭地区調整検討会議において那覇市、
浦添市などの……
○議長（赤嶺　昇君）　答弁は簡潔に。
○島尻　忠明君　答弁をちょっと……。
○知事公室長（金城　賢君）　浦添埠頭地区における
民港の形状案の取りまとめが令和２年度中を目途に進
められているというふうに理解しております。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　先ほどの我が党関連の代表質問と
の中でもしっかりとした答弁がありませんでしたの
で、いま一度お聞きします。
　リセットというのは、いつ、どこで、誰が、どのよ
うにして決定をしたのか、簡潔に答弁いただきたいと
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思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　平成31年４月に第25回那覇港湾施設移設に関する
協議会において、県、那覇市及び浦添市、那覇港管理
組合の中でそれぞれの観点を踏まえて事務的、技術的
な検討を進めて論点を整理し、方向性を導き出すと確
認された時点だというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　前回の11月組合議会で、那覇市と
浦添市は北側配置の意向を示しております。これを踏
まえてリセットしたとは言えないんです。その辺につ
いては、どういうふうにお考えですか。最新の議会で
そのように発言しているんです、両市の副市長が。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　平成31年４月に改めて技術的な検討を進めて論点
を整理し、方向性を導き出すということが確認された
時点にリセット　　　　そのときはリセットという言葉は
使っておりませんけれども、そういう形になったとい
うことを那覇港管理組合で説明されたのではないかな
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ですから先ほども申し上げた、最新
の議会では那覇市も浦添市の副市長も北側案を示して
いるんですよ。最新のもの、これリセットされていな
いんですよ。その辺はぜひ御理解をいただきたいとい
うふうに思っております。
　以上で終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君登壇〕
○仲村　家治君　議場の皆さん、こんにちは。
　それでは、通告の質問に入る前に、日本航空904便、
左エンジン破損事故について追加質問をいたします。
　本件につきましては、質問通告後に報道がなされ、
重大な問題であります。議長と執行部には連絡を済ま
せておりますので、先例を踏まえて質問を行います。

　12月４日午後０時25分頃、那覇発羽田行き日本航
空904便が離陸直後に左エンジンが破損し、那覇空港
に引き返し、緊急着陸をしました。幸い、乗客、乗務
員にけがはなかったようであります。
　私の地元は那覇空港のすぐそばにあります小禄地域
であります。常に旅客機そして航空自衛隊、海上自衛
隊の飛行機が飛び交う、日本の中でも過密な空港であ
ります。その中で、このような事故が起き、地域の人
たちから大変不安の声が上がっております。新聞やテ
レビのニュースでしかこの報告がなされていない、行
政は何をしているのかという問合せが数多くありまし
たので、今回の質問をさせていただくことにしました。
　まず(1)番目に、沖縄県としてこの事故について、
情報収集を行ったか確認をいたします。
　(2)、民間航空会社の事故ではありますが、那覇空
港に隣接する小禄地域や豊見城の住民に不安が広がっ
ていることを考慮すると、沖縄県の危機管理と情報収
集能力が問われると考えますが、お答えください。
　続きまして、質問通告書に基づいて質問をいたしま
す。
　１、海の安全と安心について。
　(1)、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の
確保等に関する条例の改正作業について。
　ア、条例の経緯について。
　イ、改正作業進捗と課題について。
　(2)、沖縄県の役割分担について。
　ア、神奈川県と公益財団法人日本ライフセービング
協会との包括協定締結について。
　(ｱ)、沖縄県はこの包括協定についてどう考えるか
お答えください。
　イ、沖縄県の自然海岸の安心・安全の確保について。
　(ｱ)、沖縄県としての方針について。
　(ｲ)、沖縄県、市町村、警察、消防、海上保安庁、
ボランティア団体等との連携についての方向性につい
てお伺いします。
　ウ、ハワイの観光と海の安全・安心を県として検証
すべきではないかと考えますがお伺いします。
　大きな２、道路行政について。
　(1)、県道62号線小禄名嘉地線道路事業の計画と進
捗状況についてお伺いします。
　大きな３、こども医療費助成事業で、2022年４月
から通院時にかかる費用の助成対象を中学校卒業まで
に拡充する方針との報道がありましたが、詳細をお伺
いいたします。
　４、我が会派の代表質問との関連で、仲里全孝議員
の代表質問中、２、那覇軍港の浦添移設問題について。
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　(1)、移設協議会をなぜ開催しないのか。
　(2)、民港が優先される根拠は何か。
　(3)、那覇港管理組合は意識調査のイメージ図を沖
縄県に説明したのか、そうであればこのイメージ図を
了解したと理解していいかお答えください。
　(4)、11月16日に那覇港管理組合ホームページに民
港の形状案作成に向けた考え方案をアップした。この
図面を土建部長は確認しましたか、お伺いします。
　以上で、答弁によりまして再質問をさせていただき
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　仲村家治議員の御質問に
お答えいたします。
　３、こども医療費助成事業についての御質問の中の
(1)、こども医療費助成制度についてお答えいたしま
す。
　こども医療費助成制度の通院対象年齢の拡大につき
ましては、これまでにも各種団体からの要請や署名活
動のほか、各市町村議会から意見書が提出されるなど、
多くの要望をいただいていたところです。また県内で
は、既に27市町村が、独自に中学校卒業以上まで通
院医療費の助成を実施しており、沖縄県では、県内全
ての地域で同様のサービスが受けられるよう、これま
で市町村と拡大に向けた協議を進めてまいりました。
その結果、今般、市町村との協議が調ったことから、
県は令和４年４月より、通院対象年齢を中学校卒業ま
で拡大することといたしました。
　沖縄県としましては、今後ともこども医療費助成制
度の充実強化を図り、子供の健全育成及び子育て支援
に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　宮沢忠孝君登壇〕
○警察本部長（宮沢忠孝君）　１、海の安全と安心に
ついての御質問のうち(1)のア、条例の経緯について
お答えいたします。
　沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等
に関する条例は、平成５年９月の定例県議会において
可決成立しております。平成４年当時、当県における
水難事故、特にダイビング事故の事故発生率及び死者
数が極めて多い状況にありました。このため、マリン
レジャー業者等による総合的な事故防止対策を講じる
必要がありましたが、当時遊泳者等の安全を確保する
ことを目的とした法令はなく、新たな根拠法令を策定
する必要がありました。こうしたことから、同趣旨の

条例が既に制定されている他の地方公共団体の実情も
踏まえつつ、関係機関と調整の上、条例案を県議会に
提出し、御審議していただいて成立したものでありま
す。
　次に、同じく１の(1)のイ、改正作業進捗と課題に
ついてお答えいたします。
　本年９月から11月までの間にマリンレジャー関係
業者等を委員とする水難事故の防止に関する有識者会
議を３回開催し、条例の改正について提言を受けてい
ます。県警察においては、この提言も踏まえ、条例改
正案を作成しているところであり、来年の２月議会へ
提出することを目指し、現在関係機関と調整しつつ作
業を進めています。課題としては、改正条例はマリン
レジャー業者、特にシュノーケリング業者の方々に新
たな義務を課すことから、それら業者の方々の御理解
と御協力を得ていくこと、改正条例が円滑に施行され
るよう、県警察の担当部署の体制の強化や水上安全に
係る民間団体の活動の充実を図っていくこと等がある
と認識しています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、海の安全と安心
についての御質問のうち(2)のアの(ｱ)、包括協定締結
に対する県の考えについてお答えいたします。
　神奈川県においては、新型コロナウイルス感染症対
策として、開設されなかった海水浴場における水難事
故防止に備えるため、公益財団法人日本ライフセービ
ング協会と包括協定を締結したと聞いております。神
奈川県の対応は、コロナ禍における緊急の措置と理解
しており、県としてどのような対応が可能か今後研究
してまいりたいと考えております。
　次に１の(2)のイの(ｱ)、自然海岸に対する県の方針
と関係団体等との連携についてお答えいたします。１
の(2)のイの(ｱ)と１の(2)のイの(ｲ)は関連しますので、
一括してお答えさせていただきます。
　海水浴場以外の自然海岸等における安全管理につい
ては、他都道府県における取組状況の把握に努めると
ともに、得られた情報を関係団体等と共有しながら県
としてどのような対応が可能か、今後研究してまいり
たいと考えております。
　次に２、道路行政についての(1)、県道62号線小禄
名嘉地線の計画と進捗状況についてお答えいたしま
す。
　小禄名嘉地線は、那覇市小禄から豊見城市名嘉地
までの約1.5キロメートルを街路事業として、２車線
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で整備を行っております。令和元年度末の進捗率は、
事業費ベースで約52％となっております。那覇市小
禄から宇栄原までの670メートルの区間については、
令和３年度に供用開始を予定しており、那覇市宇栄原
から豊見城市名嘉地までの860メートルの区間につい
ては、現在、詳細設計を進めているところであります。
　次に、我が党の代表質問との関連についての(3)、
浦添埠頭地区における民港の形状案の作成に当たって
の考え方（案）のイメージ図（案）についてお答えい
たします。４の(3)と４の(4)は関連しますので、一括
してお答えさせていただきます。
　那覇港管理組合のホームページにアップされている
「浦添ふ頭地区における民港の形状案の作成にあたっ
ての考え方案」のイメージ案については、７月21日
に開催された第４回浦添ふ頭地区調整検討会議の後に
報告を受けております。また意識調査の見直し案につ
いては、那覇港管理組合から調査前日の９月25日に
報告を受けて確認しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、海の
安全と安心についての(2)のウ、ハワイの観光と海の
安全・安心の検証についてお答えいたします。
　ハワイではビーチの安全を確保するために、利用者
へ、ライフセーバーが常駐するビーチの利用を促す啓
発等を実施していると承知しております。また、ハワ
イにおけるライフセーバーの活用については、長い歴
史的経緯があったと伺っております。ハワイと我が国
との組織・制度の違いはありますが、観光客に対する
安全・安心なマリンレジャーの提供等につきましては、
引き続き情報収集に努めるとともに、旅前での安全啓
発活動等を実施してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　４、我が党の代表質問
との関連についての(1)、那覇港湾施設移設に関する
協議会の開催についてお答えをいたします。
　昨年11月に開かれた第26回移設協議会においては、
浦添ふ頭地区調整検討会議を設置し、事務的、技術的
な検討を行い、港湾計画の方向性を速やかに導き出す
ことなどが確認されたところであります。現在、浦添
ふ頭地区調整検討会議において、県、那覇市、浦添市
の産業戦略や那覇港における需要の分析等を踏まえた
浦添埠頭地区における民港の形状案の検討を進めてい

るところであり、県としては、同検討会議の進捗状況
を踏まえ、協議会の開催が決定されるものと承知して
おります。
　同じく４の(2)、那覇港湾施設移設の民港の優先に
ついてお答えをいたします。
　移設協議会においては、これまでも民港の港湾計画
との整合性を図りつつ、那覇港湾施設の円滑な移設が
進められるよう調整を行うことが繰り返し確認されて
きたところです。また、沖縄防衛局は、代替施設の配
置については、民港の港湾計画との整合を図ることが
大前提であり、配置の詳細を民港の港湾計画に先んじ
て決定するわけではなく、最終的な決定は地元による
民港の港湾計画の方向性の決定を踏まえて行うことに
何ら変わりはないとしております。そのため、県とし
ては、まずは民港の港湾計画の方向性を導き出すこと
を優先すべきと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　追加質問の日本航空機の
エンジントラブルに係る御質問についてお答えいたし
ます。
　12月４日金曜日に、那覇発羽田行き、ＪＡＬ904
便の那覇空港への引き返し事案が発生いたしました。
　日本航空株式会社によると、当該機体は、11時44
分に離陸し、上昇中に左エンジンに振動が発生すると
ともに、操縦室の計器に不具合を示すメッセージが表
示された。このため、運航乗務員が手順書に従いエ
ンジンを停止し、11時53分に管制機関に緊急事態を
宣言した後、12時23分に那覇空港に着陸し、乗員乗
客189名にけが等はなかったとのことであります。県
においては、12時40分頃、当該事案を報道で確認し、
その後、14時過ぎに日本航空関係者からも連絡を受
け、事故概要、けが人の有無などの情報収集に努める
とともに、同日議会終了後に私から同社の執行役員に
対し、事故原因の究明とその後の情報提供を求めたと
ころであります。
　県としましては、引き続き運航事業者との連携を密
にした情報収集に努めるとともに、事業者には、早期
の事故原因の究明と再発防止策の徹底による安心・安
全な運航を求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　まず日本航空の事故の件ですけれ
ども、ちゃんと情報を取ってとそのような答弁があり
ましたので、一安心したんですけれども、ただやっぱ
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りこの辺の情報開示できる範囲は、ホームページ上で
もやるべきじゃないかと。なぜかというと、沖縄県は
どういう立場でこの事故に関わってるのかと私に問合
せがあったんですけれども、答えることができません
でした。ですから、今後危機管理の部分という意味で、
航空機の事故というのは大惨事になる可能性もありま
すし、また場所によっては大変なことに巻き込まれる
可能性もあります。ぜひこの辺は那覇市の消防局は、
火災のときはしっかりと協定を結んでいろいろやって
るということもありますので、この辺は部長ももう
ちょっとオープンに情報開示できるようにお願いした
いなと思いますけど、答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　空港近隣の住民の皆様が
非常に不安がっていたというお話がございましたの
で、県がいただいた情報発信の仕方、これは航空事業
者さんとも意見交換しながら速やかな対応を心がけた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　よろしくお願いします。
　それでは順を追って再質問させていただきます。
　まず、水難事故の防止に関する条例の改正案ですけ
れども、来年２月の定例会に改正案を提出するという
ことなんですが、この有識者会議の中で特に近年この
水難事故とか、観光客やマリンレジャー、マリンスポー
ツで全国と比べて事故が多発しているということを私
聞いたんですけど、現状はどうなっているんでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　現状でございますけれ
ども、平成５年以降における県内の水難事故等の発生
件数は、年間平均で約63件と、全国平均の約34件と
比較して約1.8倍となっております。それから令和元
年における水難事故の発生件数、死者数、水難者数の
いずれも全国ワースト３位以内となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ワースト３に入っていると。これ観
光立県として安心・安全なマリンスポーツ、レジャー
が全国的にこういった死亡率が高いということは、私
は観光立県として片手落ちな部分があると思っており
ます。
　まずはこの事故の発生場所、もし分かれば教えてい
ただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時35分休憩

　　　午後３時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　発生場所というか、行
為別の発生状況についてお答えいたします。
　今年の数字ですけれども、10月末現在でございま
すが、シュノーケリングによるものが発生件数として
11件、死者、行方不明者数が７件でございます。そ
れから魚捕りが18件でございまして、死者、行方不
明者数が13人となっております。それからダイビン
グに係る件数が14件、死者、行方不明者数が７人と
おおむねそういった状況でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　その中で俗に言う自然海岸、管理さ
れていない海岸線とか　　　　ダイビングは水中でなかな
か難しいので、釣りも多分磯釣り等いろいろあって、
これも自然海岸になると思うんですけれども、特に
シュノーケリング、去年から今年のこの自然海岸での
事故っていうのはどのくらいあるか掌握しております
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えします。
　ちょっと今手元にその数字はございません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　今年コロナでパブリックビーチ、特
に市町村が管理するビーチが軒並み閉鎖されまして、
８月夏休みの期間中が特にピークでしたので、仲間と
一緒に南部を中心に自然海岸をパトロールというか見
てきたんですけど、管理者、監視員がいない海岸線で
驚くような人が海水浴をしていたんです。特に糸満の
大度海岸かな、向こうは近くにトイレとかあるので利
用しやすいという形で路駐しておりまして、救急車が
通れないような状況がありました。
　万が一、そういう海岸線で事故があった場合、大変
な被害が出るのかなというのがありまして、特に台風
とかの余波とか沖縄ではまだ影響ないけど、台風の
波っていうのは南方にあっても影響があるということ
で、特にこの自然海岸に対して県警本部長としてどの
ような対応ができるか考えておりますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　議員御指摘の件については、有識者会議でも有識者
の方々から御指摘がございました。現行の条例という
のは、業者に対する規制をして届出などを課した上で
必要な義務を課すというそういう構造になってござい
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ますが、ただ実際の事故を見ると、業者が介在しない
ような形でのいわゆる自然海岸等における事故という
のもかなり多いので、これに対してどうするのかとい
う問題意識からでございます。有識者会議においては、
そういった事故もあることを踏まえてマリンレジャー
の利用者、海域の利用者こういった一般市民の方々に
努力義務のような形で義務を課したらどうかという意
見であるとか、あるいは県の責務を定めてその中で市
町村との連携も図っていくようにそういった規定を設
けたらどうかといったような提言をいただいておりま
すので、現在そういった規定を設ける方向で条例の改
正案を作成しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　条例だけではなかなか沖縄の海岸
線の対策は難しいと。土建部長、先ほど検討するとい
うお話があったんですけど、その自然海岸におけるマ
リンレジャーの安全性を　　　　神奈川県はいち早くそう
いう形で協定を結んでやっております。土建部でこの
海岸線を安心・安全のパトロールをするというのはな
かなか難しいと思いますので、この辺を早急に水上条
例と一緒に県全体として取り組んでいかないとなかな
か海の安全が確保できないと思います。土建部長いか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　人工ビーチですとか海岸の管理者がいるビーチにお
いては、そういった管理者がおりまして、しっかりと
安全・安心が確保されているものだと思いますけれど
も、自然海岸におきましては立入規制等もできません
し、そういった様々な利用が実際されているという状
況もございます。ただ、コロナ禍において人工ビーチ
等が閉鎖された時期にそういった事案が発生している
ということもしっかり確認しておりますので、今後自
然海岸においてどういう形で安全管理を行っていくの
かということにつきましては、沖縄県警察ともしっか
りと協議をしながら情報共有して、研究をしていきた
いというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　文化観光スポーツ部長、先ほどハ
ワイの件で調査していただいたんですけど、実はワイ
キキビーチ、この近年、死亡事故がほとんどないそう
です。それだけプロ集団のライフガードがその辺のパ
トロール等含めて監視員として、もちろんハワイと歴
史は確かに違うと思うんですけど、ぜひ観光の視点か
らハワイのこういったライフガードについて文化観光

スポーツ部のほうで調査して、また土建部長も今おっ
しゃっていますので、警察とも３者が一緒になって沖
縄の海の安全を確保することによって観光客が安心し
て遊ぶことができると思うんですけどいかがでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員御指
摘のとおり、ハワイのホノルル市が発行している年次
報告書を見させていただきました。そうしましたら、
ライフガードサービス課というところで212人、フル
タイムで働くライフガードの方々がいらっしゃるとい
うことを拝見いたしました。
　ただ一方で、日本の場合　　　　沖縄含めてですけれど
も、ほとんどの方がアルバイトの勤務をされていて、
しかも夏休み期間中のアルバイトの雇用が中心という
ことで、正直ライフガードという職業の認知等そのも
のがまだ低い状況にあるのかなというふうに感じてい
るところでございます。
　一方で、観光という視点から見ますと、ダイビング
も含めてマリンレジャーというのは非常に重要な位置
づけになっておりますので、そういった意味でも雇用
あるいは組織、制度といった違い、ハワイとかそれを
含めそれ以外でも海外の状況との違いはございますけ
れども、そういった情報も絶えず入手しながら沖縄県
でも何かそれに向けていい取組ができないかというと
ころを関係部局と一緒になって考えていきたいという
ふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　この件につきまして、私は前々回の
質問のときに知事に答弁をいただいたんですけど、知
事はこう答弁いたしました。イチャンダビーチ、まさ
しく自然の海岸のことを言っていると思うんですけれ
ども、知事いらっしゃらないので、この海の安心・安
全をぜひ県を挙げて確立するように副知事のほうから
答弁お願いしたいんですけど。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　ただいま部長からも答弁がありましたように、沖縄
県は安全・安心で快適な島を目指すことが観光の振興
に大きな意味を持つということで、そういうことを志
向しております。先ほど部長が答弁したように研究し
て、できるだけ議員のおっしゃるような方向で検討し
ていきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　よろしくお願いします。
　それでは続きまして、我が党の代表質問、那覇軍港

－233－



の移設について再度質問いたします。
　この那覇港の港湾計画、令和２年度内に民港の在り
方を確立するということで今スケジュールが進んでい
るんですけれども、土建部長、年度内に必ず民港の在
り方というのは確立していただけますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今現在そういうスケジュールで、令和２年度内に港
湾計画の方向性を導き出すということで作業を進めて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　７月21日の第４回浦添ふ頭地区調
整検討会議で、民港の形状案に関係する考えとは一致
して、構成団体会議に諮ったんですけれども、この後
なぜか分からないんですけれども、中止、延期になっ
たんです。そのときに合意された図面が最近民港の在
り方ということでホームページに載ったのは、先ほど
土建部長、島尻さんのときに答弁してましたけれども、
この図面は土建部長、いつの時点で見ましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　先ほどもお答えしま
したが、第４回の浦添ふ頭地区調整検討会議の後でご
ざいますので、７月21日の後ということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　これは正式な検討会議でやられた
図面ですよね。そして、突如この意識調査の中で、間
が開いた埋め立てられていない図面が出てきたことに
対して、土建部長というか県として、異論は唱えなかっ
たのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　私も意識調査の前日、
９月25日にこの図面を確認をいたしました。那覇港
管理組合が主体的に実施する意識調査でございまし
て、県民からの自由な意見を聴取するためにいろいろ
な工夫があって出された図面だというふうに理解いた
しましたので、特に意見を申し上げておりません。
○仲村　家治君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
　　　午後３時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村家治君。
○仲村　家治君　先ほど島尻忠明議員が、田原副管が
リセットということで港湾議会のほうで答弁したんで
すけれども、去年の11月18日の山川典二さんへの答

弁で、田原さんは「これまで議論されておりました北
側配置・南側配置は現在も残っております。３者面談
で確認されたのはそれも含め新たな位置も含めて技術
的な検討を行うということでございます。」と答弁し
ていますけれども、この時点では南も北も生きていま
すと書いています。いつの段階でリセットされたのか
お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時48分休憩
　　　午後３時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　先ほども島尻議員に
対して答弁いたしましたけれども、平成31年４月の
第25回那覇港湾施設移設に関する協議会において那
覇港管理組合と構成団体である沖縄県、那覇市及び浦
添市を中心にそれぞれの観点を踏まえて事務的、技術
的な検討を進めて論点を整理し、方向性を導き出すこ
とが確認されております。その時点が言うなればリ
セットという表現になろうかと思いますけれども、リ
セットという言葉はその時点ではもちろん使われてお
りません。那覇港管理組合の理解でのリセットという
ことがこの時点ではないかと私は理解しているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　沖縄県、那覇市、浦添、この３者が
構成員であります。那覇も浦添もリセットという言葉
は使っておりません。ほとんど那覇と浦添は北側だと
答弁しています。これに対して沖縄県として副管理者
が、管理者の知事に了解を得ずにリセットという言葉
を使っていいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時50分休憩
　　　午後３時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　議会での様々な議論
がございますし、その説明をする上で適当な表現とし
て副管理者本人が発した言葉だろうというふうに推測
するところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　部長、私英語があまり得意じゃない
ので、リセットという意味分かりませんので教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時51分休憩
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　　　午後３時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　那覇港管理組合によりますと、リセットとは改めて
港湾計画の方向性を検討していくとの趣旨で発言した
とのことであります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時54分休憩
　　　午後３時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　辞書等によりますと、確かにリセットというのは最
初からやり直すことというような趣旨でございます
が、那覇港管理組合によりますと、この場合の那覇港
湾施設に関してリセットとは、改めて港湾計画の方向
性を検討していくとの趣旨で発言したということでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　土建部長にこれ以上聞くのは酷な
のでやめますけれども、知事がいらっしゃらないので。
本当は管理者に聞くべきことなので、前回の議会から
本当に土建部長には悪いなと思いながら聞いてますの
で、この辺は御了承ください。
　それでは方向を変えていきます。
　知事が軍港を先行返還ということで官房長官にお話
しなさったということなんですが、先ほど謝花副知事
から答弁ありましたけれども、那覇市そして地権者で
あります軍港の地主会との調整はなさったんでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時56分休憩
　　　午後３時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　加藤官房長官との面談の
際にやったのは、調整をした上での要望というよりも、
先ほども答弁させていただきましたが、９月議会での
様々な議論を聞いた上で知事のほうからそういうよう
な民港の、那覇軍港の使われ方に鑑み、そういったこ
とも聞いているというような話の中でやはり価値が高
いという意味合いで加藤官房長官にお話をしたという
ことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　少なくとも地主会の皆様に事前に
相談してこういう方向で要請したいけどいいかという

のが丁寧な行政行為だと思うんですけれども、それは
やったんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほどの答弁の繰り返し
になるんですが、これは９月議会でのいろんな議論を
踏まえて知事のほうで判断して発言したということで
す。その際に記者の方からいろんな質問を受けてます
けれども、知事の感触としては地主の皆さんも早めに
返してもらいたいという気持ちもあるんじゃないかと
いうようなことも記者会見の中では話しております
が、ただ、確認した上での要望かというと、そうでは
ないということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　玉城県政は、常に民意そして地域の
人の声を聞く、こういうことをさんざん言っています
よね。那覇軍港の地主の皆さんはもう何十年も返還を
早くしてくれともちろん言っていますよ。だけどこれ
移設条件付で返還される日米間の合意なので、そんな
簡単に先行返還できるものじゃないと一番知っている
のは地主の皆さんなんですよ。知事の思い込みや議会
がどうのこうのじゃないんですよ。地権者にまず相談
するのが筋じゃないんですか。答弁お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　知事のコメントですので
いろいろやり取りを読ませていただきますと、この移
設に関しては移設協議会の枠組みの中で進められてい
くんですが、やはりどうしても明らかに民港の計画が
できて軍港の計画ができる。そして民港のいわゆる港
湾の施設が完成してその先に軍港を造る。明らかに時
間がかかるというのは間違いないと思うんですね。し
かしそれでも先に例えば、今も米軍基地で使う物資や
民間の港で輸送によって使われているというような話
もありますので、できれば遊休化していると言われて
いる那覇軍港に関してはその施設の建設より先に返還
するめどが立てやすいのではないかというような感覚
もあります。そういう意味で切り分けてというか先に
返還をするということも考えることは、沖縄の振興に
とって非常に重要であるという考えから申し上げた次
第です。そういうふうに記者の方にも説明しておりま
す。これはもうお聞きしてというよりもそういうよう
な感触を知事として持った上で加藤官房長官にお話を
したということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　副知事、では那覇軍港の地主の皆
様、そして那覇市と一度同じテーブルに着いてこの件
を話合うというか、意見交換することを提案しますけ
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どどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　御提案として検討させて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　やっぱり知事じゃないと即答でき
ないんですか。知事が見ていると思いますけど再度お
答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この問題は、やはり沖縄
の過重な基地負担を軽減したいと。それからもう一つ
は振興・発展に重要だという那覇軍港の返還について
知事として様々な議会での御議論などを踏まえての発
言だと思います。あと最終的にはまた知事のほうで御
判断なさることと思いますが、先ほどの御提案は提案
として私のほうで受け止めさせていただきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　知事公室長、民港の形状が決まって
から協議会やるって言っていたんですけれども、令和
２年度内にこの民港の在り方をやるんですけれども、
そう考えると３月以降になるという考えでよろしいん
でしょうか。協議会。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時０分休憩
　　　午後４時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　移設協議会の開催につ
きましては、先ほども御答弁いたしましたけれども、
民港の形状案、今浦添ふ頭地区調整検討会議において
行われておりますので、この進捗状況を踏まえて、こ
れ主宰は防衛省の地方協力局でございますので、そう
いった関係機関を含めて調整がなされるというふうに
理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　だから令和２年度内に民港の在り
方は決まるわけですから、それ以降にしかできないと
いうことでよろしいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほども申し上げたと
おり、まずは民港の形状案、港湾計画の方向性を先に
検討すべきと。その形が先ほど来、令和２年度中とい
うことでございますので、それを踏まえて移設協議会
も開催が検討されるというふうに理解をしておりま
す。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時２分休憩
　　　午後４時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村家治君。
○仲村　家治君　副知事、こども医療費助成について
先ほど答弁いただいたんですけれども、償還払い方式
ではなく、現物給付方式にすべきであると考えます。
本来これは子供の貧困から来ている対策だと思います
ので、現物給付ということで各市町村と調整していた
だけませんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県の現行の給
付方法は、小中学生は自動償還ということで今考えて
おります。各市町村の実施に当たっては御意見はいろ
いろ伺ったところではございますが、市町村によって
は現物給付に対して懸念を持っていらっしゃるところ
もまだございますので、そこは全市町村の足並みがそ
ろうような形で実行するのが必要かと思われます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　県道62号線です。
　小禄仲地線、遅々として進まないので、ぜひこの事
業を早期に完結できるように再度土建部長の御意見を
お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　小禄から宇栄原までの670メートルにつきまして
は、令和３年度に供用開始を予定しております。その
他の区間についても速やかに用地買収、工事着手でき
るよう取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　来年の定例会で玉城知事に再度強
く要請・質問しますので、元気に帰ってきてください。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後４時４分休憩
　　　午後４時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　沖縄・自民党会派の新垣淑豊でござ
います。
　毎年12月10日から16日まで、北朝鮮人権侵害問題
啓発週間ということになっております。
　御存じのとおり1970年頃から80年頃にかけて北朝
鮮による日本人拉致が多発しました。現在全国で17
名が政府によって拉致被害者として認定されており、
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沖縄県警のウェブサイトには県関係者として与論島や
県外に住居を構えていた方も含め、26名の北朝鮮に
よる拉致の疑いを排除できない事案に関わる方々のお
名前が挙げられております。既に本人も御家族も御存
命ならかなりの御高齢になっており、とても悲痛な思
いをしております。
　平成31年３月には、拉致問題を考える国民の集い
ｉｎ沖縄を開催し、謝花副知事が御挨拶をしておりま
す。ブルーリボンバッジ着用など、この週間だけでは
なく普段から啓発活動を行うことがまさに誰一人取り
残さない、知事の抱える理念に即するものであると思
います。県もポスター配布などはなされておりますけ
れども、平成31年の事業以降はウェブサイトには活
動がアップされておりません。残念ながらその後、何
があったのか見受けられないということで、この問題
をどうか忘れることなく県としても取り組んでいただ
きたく冒頭の所感とさせていただきます。
　それでは通告に沿って質問いたします。
　１、夜間中学校設置についてです。
　(1)、沖縄県として市町村に夜間中学校設置の検討
を依頼しておりますが、検討の状況について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　県教育委員会が令和２年７月に行いました夜間中学
設置検討委員会実施状況調査によりますと、41市町
村中、那覇市がワーキングチームを設置し検討を行っ
ている状況でございます。また８月には、県と那覇市
で情報交換会を持ちまして、学び直しを希望している
方々への支援や手だて等について意見交換を行いまし
た。
　引き続き平成30年度に実施いたしましたニーズ調
査の結果を基に、市町村に委員会の設置を呼びかけて
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　過去の議事の確認ですけれども、今
年の２月議会で夜間中学校設置について前教育長が、
今後その設置が進むようにいろいろ県も議論をしてい
きたいと考えておりますと答弁されておりますが、こ
れは間違いないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　先ほども答弁しましたが、
今現在那覇市とやり取りしています。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　現在の夜間中学校の状況ですが、公

立はなく私立いわゆるＮＰＯが設置している学校があ
ると思いますけれども、それ以外に何かございますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　夜間でということですと、
珊瑚舎スコーレさんが支援をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　中学校までは義務教育ということ
で、ＮＰＯだけに任せているということは、これは問
題だと思いますけれども、この辺はいかがお考えで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　国のほうで、教育機会確保
法の制定がございました。それの背景といたしまして
は、やはり学齢経過者で小中学校等における就学の機
会を提供されなかった方々であったり、それ以外では
夜間中学の対応者としては、外国籍の方とか入学希望
既卒者ですとか、不登校になっている学生等そういっ
た方々も対象にすべきだというふうな背景がありまし
て、法が制定されたところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これは、県としては問題があるかな
いかということを聞いているんですけれども、いかが
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　答弁させていただきます。
　そういったこともありまして、県としましては調査
をいたしまして、今各市町村にも呼びかけをしている
といったところでございます。しっかりそこは取組を
進めていきたいと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　すみません。問題かどうかというこ
とを聞いているんですけれども、多分考え方があると
いうことですのでそのまま進みます。もちろん先ほど
おっしゃっていたように外国籍であったり、学齢経過
者、既卒者、そういった方々が必要としているという
ことですけれども、今調査研究依頼を各市町村にお願
いしていると。今那覇市がワーキングチームをつくっ
ているということですけれども、文科省の設置促進の
調査費用では、県と市町村の役割分担に係る調査研究
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費用があると。夜間中学校新設準備に関わる調査研究
の費用というものがありますけれども、設置に関わる
調査研究費用の対象は県がする調査も含まれています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時31分休憩
　　　午後４時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　失礼いたしました。
　県のほうも対象団体となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　今、県も市町村も両方設置をできるというような状
況になっているかと思いますが、今那覇市がワーキン
グチームをつくっております。那覇市のワーキング
チームの議事概要、これは御覧になったことはござい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　確認しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　内容的には、どのような感触を受け
られましたでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　様々な議論がされていて、
今年度中に結果をまとめるというふうな中身で今議論
しているというふうに認識しています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　その中身は、設置に関して全県的な
財源が好ましいとか、県が設置することで通える人の
範囲を広くして人数を確保して有意義な教育の機会を
持たせるべきではないかとか、県での設置が必要では
ないかということで那覇市が設置したくないなという
ようなニュアンスのことが非常に多く書かれておりま
す。これは先ほど言いましたように、那覇市がつくら
なくても県がつくるから大丈夫じゃないかというよう
な希望的観測があると思われておりますけれども、そ
の辺り、過去の答弁で、今後県及び市町村において検
討を進めていく必要がありというような答弁がありま
すけれども、県教育委員会の内部で県設置に向けての
検討というのは並行して行われているのかというのを
お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　県のほうでやる場合とか市町村でやる場合というふ
うな事例で、例を４例ほど示して市町村のほうにはお

示ししているところでございます。ただ一方で、平成
30年度に実施した調査の中でやはり通いたい方　　　　
55人いましたけれども　　　　そのうちの37人が５キロ
以内の場所を希望されているということ、対象者が高
齢者であるということもありましたので、できるだけ
居住区域内の近くにある通学負担軽減になるようなそ
ういったところがまず優先されるべきかなということ
で、各市町村のほうにもそういう設置について検討を
お願いしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　県ではまだ検討していないという
ようなことになるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　同時に並行して検討させて
いただいています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　先ほどの那覇市の意見の中では、財
源の面とかを非常に気にしているという意見が多くご
ざいました。この辺りの財源の確保については、どの
程度考えて進められているのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　まだ具体的に学校の規模ですとか、どのぐらいのク
ラスになるかとか、そういったものがございますので
はっきりしたものはございませんけれども、やはり国
庫負担にもなりますのでそういったこともしっかり見
据えながら県のほうとしては、定数の確保、加配職員
の非常勤の配置、そういったことをしっかりとやりな
がら取組は進めていきたいなと。学校を設置するとな
れば当然そういったことは検討していかないといけま
せんので、そこは同時並行的に進めたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　財源と人的な支援というものは、しっかりと県が行
うという認識でよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　県ができるところはしっか
りやりつつ、また市町村のお力添えもいただきながら
設置を進めていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　本日の那覇市議会でも、議員の方から質問が出てい
たようです。その中で、那覇市はワーキングチームの
会議数を増やすとか、次年度まで会議を延長する可能
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性もありますというような発言がありましたけれど
も、やはりこれは県がちゃんと方向性を決める。市町
村に行ってもらうのか、県が行うのか。これがないと
さすがに那覇市でもどうしていいかと、県がやるかも
しれないしというようなことで決め切れない。各市町
村の教育委員会ではできないんじゃないかというよう
なおそれがあると私は思っております。その点につい
て、今年度中にどこが決めるのかということも含めて、
ぜひ県がある程度の方向性をつけることが必要ではな
いかと思っておりますけれども、この点はいかがお考
えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　繰り返しになりますけれど
も、まず通う方　　　　いわゆる対象となる方がどういっ
た方かというのをしっかりと押さえないといけないな
と思っているところでございます。今通いたいと思っ
て希望している方々、近くで設置してほしいという思
いがございますので、やはりそうなりますと市町村単
位の小さな単位でしっかり設置すべきじゃないかと
思っています。ただ一方でいろんな課題もございます
ので、そこはしっかりと我々としては市町村を支援し
ていきたいというふうなところが現時点での考え方で
ございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　もちろん先ほどお話されたように、
やはり高齢の方が多いということですけれども、高齢
の方はなるべく早くつくっていただきたいんです。だ
から早く決めていただけませんかということを私はお
伝えをしているんですけれども、それも踏まえてぜひ
早めの設置をしていただきたいということで、ぜひ教
育長の決意をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　今、30年度の調査を踏まえ
て議論を進めているところでございます。市町村教育
委員会としっかり連携を取りながら早めの設置ができ
るように、県教育委員会としても考えていきたいと思
います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ぜひよろしくお願いいたします。
　それでは、次の質問に進みます。
　沖縄県の南部そして石垣島において、慢性期の医療
療養施設で新型コロナウイルスのクラスターが発生い
たしましたが、当事者の医院の方からお話を伺いまし
てやはり人、物、金とかなり厳しかったよと。何とか

乗り切ったけれども、次同じことが起こったときには
もうもたないんじゃないかと、もう二度とできないよ
というようなお話がございました。今慢性期医療施設
に対して、県はどのような支援をしているのかという
状況をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　慢性期医療機関に
おける新型コロナウイルス感染者につきましては、県
はこれまでに５機関での発生を把握しております。う
ち３機関に対して必要な医療従事者の派遣それから院
内の感染対策に必要な物資の支援を行ってきたところ
です。やむを得ず当該機関内で感染者の受入れを行っ
た医療機関に対しましては、重点医療機関の指定によ
る病床確保の支援等を行っておりますが、慢性期医療
機関からさらなる支援の要望等もございますので、国
に対して制度の拡充等について要望しているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　当初は発生の際にどのような問題
があったのかということをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　慢性期医療機関で
クラスターが発生したわけですけれども、その当時は
重点医療機関もかなり逼迫した状況でございましたの
で、介護が必要な方々を重点医療機関で受け入れるこ
とが非常に厳しい状況でございました。当該慢性期医
療機関で受け入れていただくということになりました
ので、その感染管理でありますとか医療体制、施設要
件などを確認した上で支援を行ったところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　看護師の配置基準とかも非常に厳
しかったよと、20対１。そこに介護士がついていた
というような話でありましたので、ドクターも２人で
当直を繰り返して一月休みなしだったよというような
話も伺っております。
　先ほどお話されていたように、医療従事者の派遣と
かこれもしっかりとやっていただきたいなというお願
いですけれども、その後どのような改善を行ったのか
ということを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずそのクラス
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ターが発生しているときには、46名の医療従事者を　
　　　例えば自衛隊、全国知事会、それからＮＰＯ法人
などから送って支援したところでございます。その後
につきましては、重点医療機関の指定をさせていただ
いた医療機関もございまして、その場合には、空床確
保の対象になるということもございます。ただ指定を
受けていないところもございますので、そういったと
ころに対しましては、やはりもう少し制度の拡充が必
要であろうということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　では、いまだ解決していない問題が
あれば教えていただけますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　やはりクラスター
が発生する予兆をしっかりと押さえる必要があると思
いますので、そういった意味で総括情報部の中にクラ
スター対策チームを立ち上げまして発生早期から関わ
れるような対策が必要だと考えておりまして、今現在
そういう取組を行っているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　お話を伺ったときに、先ほどの重点
医療機関への変更ということがありましたけれども、
国の見解と沖縄県の見解が若干ずれていたということ
で、医療報酬が非常に厳しいという話がありましたけ
ど、その点について何か取組というのはなされている
んでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　確かに診療報酬等
の加算等において、重点医療機関としての対象となる
かどうかというようなことが課題にはなっておりま
す。ただいろいろそれ以外にも基準がございますので、
そういった意味で包括交付金の対象運用をできるだけ
柔軟にやっていただきたいということで全国知事会を
通して要請をしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ぜひ交付金の活用も含めて、そういった医療機関に
対してのフォローをお願いしたいと思います。よろし
くお願いします。
　続きまして県道29号線の龍潭通りなんですけれど
も、私の事務所もそこの通りにございまして、地域の
方からなかなか工事が進んでないんだけどというよう
な声が聞かれます。現在の状況と今後の予定について
お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。

　龍潭線は山川交差点から鳥堀交差点までの約1.2キ
ロメートルを街路事業として２車線で整備を行って
おり、令和元年度末の進捗率は、事業費ベースで約
93％となっております。山川交差点から龍潭付近ま
での490メートルの区間は概成しており、今後は龍潭
付近から鳥堀交差点までの725メートルの区間につい
て歩道拡幅及び電線類地中化工事を進めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　すみません。今93％というお話で
したけれども、龍潭から鳥堀まで、そこも含めてこの
数字でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　事業費ベースでござ
いますので、そのとおりでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　多分通った方は皆さんお分かりに
なるかと思うんですけれども、大分虫食い状態での
工事が進められている。実はこれ平成11年から始ま
りまして、20年たってもまだ終わっていない。この
1.2キロの工事が終わっていないという状況でありま
すし、この間にも路側帯の敷石が割れていたりとかこ
ういった状況になってきています。割れた石につまず
いたりする方も多くいらっしゃるということで、修繕
というものは県にお願いしますと素早くやってくれる
ということで感謝の声も聞こえてはいるんですけれど
も、今後、道路工事費等々が非常に厳しいと。これは
市町村も含めて厳しいと言われている中で、しっかり
と首里城を今後再建するに当たって周辺の整備まで、
こういった人が歩くところまでしっかりと確保をして
いただきたいということで、この辺りの修繕費とかこ
ういったものをきっちりとやっていただきたく、これ
は要望とさせていただきます。どうぞお願いいたしま
す。
　続きまして、ＭＩＣＥ基本計画ということで問いま
す。
　11月25日付の県内報道で西原町長との面談の際に、
できれば関係者の意見を聞いて来年２月ぐらいに基本
計画案を発表したいと知事が述べていらっしゃいまし
た。
　基本計画の進捗についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　県では、ＭＩＣＥ施設の整備を含みますマリンタウ
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ンＭＩＣＥエリアの形成を目指しておりまして、現在、
新たな基本計画の策定に向けて、新型コロナウイルス
感染症の影響ですとか、新しい生活様式に即したＭＩ
ＣＥ施設の在り方などの調査等を進めております。
　引き続き地元町村と連携し、また、専門家委員会の
意見ですとか地域住民の要望等も踏まえながらアフ
ターコロナを見据え、年度内には基本計画の最終案を
取りまとめたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　前回の計画から変更したのが民間
活用という点だと思いますけれども、ビー・バイ・シー、
費用対効果がどのように改善をされている計画となっ
ているのか分かれば教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　その辺り
も含めまして、現在基本的な方向というところを固め
たところでございまして、費用対効果といったことも
年度内の基本計画の案にどういった形で盛り込むのか
これから検討してまいりたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　多分調査が終わったのが今年の３
月ぐらいだと思いますけれども、その後このコロナの
状況で非常に厳しい観光の状況にあります。この辺り
も含めて検討するべきじゃないかと思っていますけれ
ども、その点いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　全く議員
御指摘のとおりだと思います。そもそもこの基本計画
を新たにつくるということにしましたのが、前回、国
のほうといろいろ調整をさせていただいた上で基本計
画にのっとって一括交付金の活用等を前提とさせてい
ただいてやり取りをしておりました。その中で、施設
整備に関して単体での民間活力を活用しない形での基
本計画ということを定めたもので、なかなかＭＩＣＥ
エリアの周りの活力を取り込むというような形になっ
ていなかったということも踏まえまして、議員御指摘
のとおり、今回それも含めて基本計画を新たにつくる
ということが一つだったわけですけれども、御指摘の
とおりそうこうしているうちにコロナ禍というのがこ
れまで拡大した関係上、それもウイズコロナ、アフター
コロナということも見据えた上で新たな日常生活に即
したＭＩＣＥエリアというものを築いていこうという
ことも含めまして、それも併せて、今、基本計画新た
な案の中で検討し、お示しをしていきたいというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。

○新垣　淑豊君　前回行ったこの調査、その調査か
ら大きく前提が変わっている中で急いで２月に基本計
画を立てる必要はないんじゃないかというふうに私は
思っておりますけれども、その点についていかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　その辺り
スケジュールの後ろ倒しというんでしょうか、そう
いったことも検討していく中で、ただ一方で民間企業、
官民連携の中でウイズコロナというものの在り方も考
えながら、何とかそれも含めた上で今年度末に基本計
画の案はお示しをしたいというふうに考えているとこ
ろです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　具体的にお金がなければこれでき
ないんです。だから官民の連携ということをお話され
ていますけれども、ここに対して今、本当に直近になっ
て実際に興味を持っているところがどれだけあるんで
しょうか。これをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　具体的な
数量的なところは申し上げられませんけれども、その
辺りも去年も一定程度、官民の調査はいたしましたし、
今年度に入っても　　　　繰り返しで恐縮ですが、コロナ
の影響も踏まえた上で改めて開発事業者、建設事業者、
それからＰCO　　　　会議運営専門会社などなど、様々
な関連企業者の方々にウイズコロナということも含め
てお聞きした上で需要といいますか、それも確認をし
ているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　具体的に、お金を出してもいいよと
いうところはあるのかないのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お金を出
すというような直接的な言い方はしませんけれども、
県と一緒になって周りのＭＩＣＥエリアに官民連携で
事業に参画していきたいということをおっしゃる企業
は数社ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　何か弱気ですね、いいですけれど
も。ＯＣＶＢ　　　　ビューローさんが700万人来年度設
定をしておりますけれども、これは県としても同様と
考えてよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　沖縄観光
コンベンションビューローが目標値ということで、次
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年度700万という数字を示したということは承知をし
ております。一方県としては、次期振計を見据えた上
でそれに向けてのアドバイザリー会議を今開催してお
ります。そういった会議の中での有識者の方々からの
御意見も賜りながら、ある程度今年度の見込み推計も
見据えつつ、例えば航空会社からの聞き取り調査など
も行い、そういったものも踏まえまして、結果、ビュー
ローと一緒になるかもしれませんけれども、そこはま
た改めてお示しできればというふうに思っておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今後の観光について、県としてはま
だ今いろいろなものを策定しているという認識でよろ
しいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず例え
ば次年度の目標値、令和３年度の目標値ということで
言いますと、従来ビジット沖縄計画という形でその年
度の目標値というのは、当該年度の４月、５月あたり
に出すということが恒例になっておりますので、そう
いったこともございますし、またウイズコロナという
ところで新たな環境になっておりますので、そういっ
たことももろもろ勘案しまして、現在検討していると
ころではございますけれども、次年度の早いうちにと
いうふうに考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　このＭＩＣＥというものは、僕は観
光の一ピースだと思っております。１つのピースだと
思っておりますけれども、全体の流れができていない
のに先にこういったＭＩＣＥの計画を打ち出すという
姿勢というものは、僕はいかがなものかと思っており
ます。だからこんなときだからこそ、やはり僕は一旦
足を止めてしっかりと考える。これは場所に関しても
僕はそのほうがよいと思っております。これはあくま
でも私の意見ですので、ぜひ受け取っていただければ
と思いますけれども、実はこのＭＩＣＥの施設、地元
の方からも話を聞きます、地元の議員さんからも話を
聞きます。何年たったらこの施設ができるんですかと
いう質問がありますけれども、この辺りどのように考
えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　当然のこ
とですけれども、県としてはＭＩＣＥ施設に限らず物
事を進めるに当たって、こちら側の立てた予想に従っ
て進めていくところですけれども、平成24年度から
この大型ＭＩＣＥ施設整備事業を始めまして、議員御

承知のとおり、その当時国も一緒になって進めていっ
たと認識しておりますけれども、その中で一括交付金
の活用ということに際して１つは需要、それから１つ
は周りの周辺環境の整備とかといったようなことで、
国とのやり取りの中でなかなかそこが解決できないと
いうところで、一括交付金の活用が見送られたという
ようなことになっております。そういった形で改めて
基本計画を策定しておりますので、なかなかここは今、
いつ頃できるというようなことは断言はできませんけ
れども、いずれにしても早期にそこは進めていきたい
と。そういった中で、今回基本計画案を今年度中にお
示しをしたいというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　だから国は、要は採算性が取れな
いからちょっと厳しいよということで、多分切ったん
だと僕は思っております。そのＭＩＣＥをやるため
に、あの周辺の土地が塩漬けになっているということ
で本当にいつできるんですか、いつできるんですかと
いうふうに地域の人たちから問い詰められるというよ
うな議員さんもいるわけです。これがもし早めに地域
の方々といろんな展開、次、ひょっとしたらここにで
きなかったらということも含めて意見聴取をする機会
はつくっていただきたいなというふうに思っておりま
す。これが５年とかであればいいかもしれませんけれ
ども、先ほどの道路のように20年たってもできない
ものがいっぱいあるわけです。だからこの予算の使い
方ということも含めてしっかりと考えていただきたい
ということでお願いをいたします。
　我が党の関連の質問に移りますけれども、何度もこ
ちらでお聞きしておりますけれども、翁長知事と同様
に玉城知事も軍港移設の容認姿勢には変わりはないで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時59分休憩
　　　午後４時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　そういう理解でよろし
いかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　その中で知事が先日、先行返還のお
話をされたということですけれども、先ほどからも議
会でもこういった話がありますよということで話をし
ましたとありますが、遊休化しているという認識はい
つ頃からされているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後４時59分休憩
　　　午後４時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　那覇港湾施設の利用状
況につきましては、昭和61年度から平成14年までの
入港隻数が公表されており、年により増減はあるもの
の昭和62年の96隻をピークに平成10年の35隻まで漸
減をしている状況にございます。平成15年以降のデー
タについては在沖米軍から情報が提供されていないと
いうことで把握はしておりませんが、以前に比べ利用
されることが減っているというふうに認識をしていま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時０分休憩
　　　午後５時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　先ほども答弁いたしましたけれども、公表されてい
るベースでは漸減をしているということに加えて、現
状県としても業務状況が以前に比べて減少傾向にある
ということを踏まえまして知事のほうから……
○新垣　淑豊君　いやいやいや、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時１分休憩
　　　午後５時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　那覇軍港の遊休化というか使用率の問題について
は、以前より議論はされております。ただ、先ほども
申し上げましたが、さきの９月議会において、他の港
湾を使っているというような議論が大分ありまして、
それを踏まえて県としてはその事実関係をしっかり確
認する必要があるというふうに考えました。知事の発
言はそういった９月議会での議論を踏まえてされたと
いうことですので、どの時点からかと　　　　前からそう
いうような思いというのはあったと思いますけれど
も、そういった事実関係が議会でされたことを踏まえ
て、そういった話があるということで知事は発言をし
たということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　僕は、いつ議会で遊休化　　　　いろん

な意見がありますよ。遊休化されたという話もありま
す。だけれども、それを県がいつ認識として持ったか
ら県知事が官房長官にお話をしたのかということを聞
きたいわけですよ。それって物すごい大事なことじゃ
ないですか。例えば、遊休化している、じゃ返してく
ださい、先行返還してくださいと言いました。じゃ米
軍が返します、要りません。じゃもう代替地要りませ
んと、もし仮に言った場合、民港の移動できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　那覇港湾施設の改定につ
いては、民港の部分とそれから軍港の部分がございま
すけれども、もし移設が要らないとなると民港の部分
だけの改定ということになるのではないかなと思いま
す。正式にはまた土建部長に答弁をお願いしたいと思
いますが、これ私の感覚では、もし軍港移設が要らな
いということであればそういうことになるかなと思っ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　民港だけ移設できるんだったらい
いですよ。本当にこれ民港だけできるんですか。そこ
も含めてちゃんと先行返還するということは、遊休化
している、じゃこれ要らない、返してくださいねって
本当に返す際に、そこまで知事は考えて発言をしたの
か。その辺りの共通認識があるはずでしょう、執行部
では。それはどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時４分休憩
　　　午後５時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　那覇港の港湾計画は、平成15年の計画に基づいて、
現在計画がございます。もう既に約15年も経過をし
ておりまして、民港の計画の改訂をする時期でござい
まして、長期構想検討委員会と検討を重ねてきたとこ
ろでございます。民港の計画の変更に基づいて当然な
がら港湾計画の変更を行い、港湾の整備を進めていく
ということには変わりはないと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この共通認識を持っているはずな
んです、執行部の中では。知事と多分副知事も合わせ
ていらっしゃると思いますけど、こういった会議は庁
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内でどの程度されているのかということを教えてくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　この件については、10月10日の加藤官房長官の面
談の際に、知事のほうから要望書とは別に、早期返還
というような要請の中で出た言葉でございます。
　繰り返しになりますけれども、さきの議会での議論
を踏まえて、返還時期が2028年またはその後と示さ
れていて、その返還まで長い時間を要することが見込
まれていることを踏まえて早期返還を要請したという
ことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そうであれば、この先行返還という
ことについては、これは県の正式な見解ではないとい
う認識でよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　県知事が加藤官房長官に
そういった要請をしたということであれば、これはも
う県の立場として要請をしたというふうになるものと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　では、先行返還が県の正式な要請で
あるということを認識いたしました。だから私、先ほ
どから申していますように、どういったことで、どう
いった会議があって、どういった話合いがあって、こ
の県の方たちと知事は認識を共有しているんですか。
会議は行われているんですか。それとももうあそこで
口からぽっと出た話なのか。そういったことを聞きた
いわけですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　要望書の中には様々な基
地問題がありますが、その中の一つとしてやはり沖縄
の過重な基地負担の軽減の中で、那覇軍港の移設につ
いて先ほども申し上げましたけれども、2028年また
はその後ではあまりにも長過ぎるので、早期に　　　　遊
休化しているという話もあるので、早期に返還する
と、この辺のことについて日米両政府で議論していた
だけないかというような話をしたということでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これ官房長官との中でのお話で、非
公開であれば私はいいと思いますよ。しかし、終わっ
た後に記者会見で、官房長官が沖縄を訪れるのはめっ
たにないのでよいチャンスであったのではないかと記
者団に説明との記事が上がっているわけですよ。とい

うことは、このタイミングで言ってしまった。このこ
とについて県の職員は誰も知らなかったのかというこ
とです。そこはおかしくないかということを私は言っ
ているわけですよ。この点どうなんですか。副知事と
してしっかりと知事をサポートする立場として、そこ
を理解するべきではないかと私は思いますけれども、
これは組織の体をなしていないわけですよ。この辺ど
うお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　繰り返しになりますけれども、やはりさきの９月議
会での議論の中で、米軍の物資が那覇軍港ではなく民
港、他の港が使われているという事実関係があると。
これは県としてもしっかり確認する必要があるけれど
も、この部分についてはやはり早期返還という観点か
らはそういった主張ができるのではないかというの
は、その議会の終了後に知事と私の間でもいろいろ議
論が出たところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ちょっとこういったトップダウン、
いろいろ県民の皆さん、各市町村の皆さん、困ること
があるわけですよ。
　少しそれますけれども、以前座間味の浄水場の件、
ありましたね。あれも知事が独断で決めたような、私
はそんな雰囲気を受けておりますけれども、企業局長
が謝罪に行きましたということが記事に載っておりま
した。このことについて知事部局はどう考えています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時10分休憩
　　　午後５時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　この件に関しましては、座
間味村からの要望があって、県議会で同意を得たとい
うことを受けて企業局が判断をしたものと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　最後に、次の振計について。
　富川副知事、高付加価値の産業をということですけ
れども、ほかのところとも競合するはずなんです。ほ
かのところとの競合があるはずなんです、高付加価値
の産業というものは。それを沖縄独自のということは、
どういうことを今考えて想定されているのか教えてく
ださい。これ最後です。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
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○副知事（富川盛武君）　具体的な方向につきまして
は、我々のほうでこの新沖縄発展戦略の定義の中に書
いてありますが、基本的な姿勢としては沖縄独自とい
うのは比較優位があるもの、産業論で言いますと。比
較優位があるというのは、例えば今先端の技術を持っ
た企業等が入っていますが、一つの要素としてアジア
に近いからという理由で来ている企業もおりまして、
こういうのを多分外でまねできないもの。そういうも
のを探していって、できるだけ先端のものという形で
考えておりまして、いろんな多岐にわたるものですか
ら、詳しくはこれに書いてありますので、後で御紹介
したいと思います。
○新垣　淑豊君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　よろしくお願いします。
　質問の順番を入れ替えて行います。
　まず、那覇軍港返還及び那覇港湾整備について。
　議長、冒頭にお願いしておきます。この件、後ほど
提案しますけれども、ぜひ議会で特別委員会を設置を
して元に戻してもらいたい。今のような答弁を聞いて
いると、もう大変です。日米合意で、あるいは那覇市
もやったこの案件が大混乱ですよ。これ整理しましょ
う。後ほど提案しますけど、忘れたらいけませんから
ね。ぜひ、百条委員会の設置、議長を中心に協議をし
ていただきますようにお願いしておきます。
　那覇軍港の返還は日米合意の約束であり、移設が条
件で沖縄県、那覇市、浦添市も同意して進めてきた。
この理解でよいか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。　
　那覇港湾施設については、昭和49年に日米安全保
障協議委員会で、移設条件付全部返還が合意され、平
成７年の日米合同委員会及び平成８年のＳＡCO最終
報告により、浦添埠頭地区への移設方針が示されまし
た。その後、平成13年に当時の儀間浦添市長が受入
れを表明し、那覇港湾施設の移設を円滑に進めるため、
国、県、那覇市、浦添市を構成員とする移設協議会が
設置され現在に至っているというふうに理解しており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　先ほど副知事からありましたよう
に、軍港返還しなくても民港だけでも整備するという、
そういう約束ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時15分休憩
　　　午後５時15分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほど公室長が答弁しま
したように、平成７年の日米合同委員会及び平成８年
のＳＡCO最終報告によって移設を条件ということで
合意されております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時15分休憩
　　　午後５時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　答弁したつもりですが、
民港だけでというのは私が提案したことではなくし
て、新垣議員からの御質問でありましたので、そうい
うことであればということでやったわけでございま
す。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時16分休憩
　　　午後５時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　先ほども答弁いたしましたけれども、那覇港湾の移
設条件ということが前提でございます。
　今、照屋議員からの御質問は移設がなくても返還さ
れるのかということについては、そうではないという
ことでございます。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時17分休憩
　　　午後５時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　早期、先行返還の質問の
中で、それならば移設条件がなくなれば民港だけでも
できるのかというような質問に対して、移設条件がな
かりせばそういうことになると思いますという答弁を
いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ということは、那覇軍港の先行返
還、それを求めていくということは、日米合意を破棄
させるということですね。そういうことですね。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　繰り返しになって恐縮なんですが、民港について、
米軍の軍事物資については他の港が使われているとい
うことで、知事のほうは、しっかりこの件について施
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設を使わせていただくか、土地を使わせていただくか、
返還をさせていただくかという議論はそれは日米の議
論の中でこれから出てくるかもしれませんが、ずっと
待たされているよりも先に返して使わせていただいた
ほうが沖縄県にとって、地主の皆さんにとっても那覇
市にとっても有益であろうと考えた次第ですというふ
うにお答えしているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、日米合意は先行返還では
ありませんよ。改めて日米で先行返還の合意をしない
といけませんから、今の日米合意を破棄させるという
ことなんでしょうと言ってますよ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　破棄してということまで
は知事はおっしゃっていないと思いますが、そういっ
た部分についても日米の議論の中でこれからも出てく
るかもしれませんが、待たされるよりも先に返して使
わせていただけないかというような趣旨を発言したと
いうことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　日米合意は、移設条件付返還です。
浦添にです。この先行返還を訴えるんであれば、日米
合意を破棄させて改めて日米で協議しないとこれでき
ません。あなた、県でやると言ったじゃないですか、
知事の。どういう手順でやるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　繰り返しになりますけれ
ども、沖縄県にとってもやはり先に返していただいた
ほうがいいのではないかという趣旨で知事は発言した
と。これについて、日米で話し合っていただけないか
という要望ベースの議論だったというふうに理解して
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　県民の意見も聞かないで、勝手に先
行返還要求して、県民はそういうのを求めている。そ
れを理由にする。そういう県知事っていますか。おか
しくないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　那覇軍港の早期返還をな
ぜこれだけ多くの県民が求めているのかというと、や
はりポテンシャルが高いということがあると思いま
す。そういった中で2028年またはその後というのは
あまりにも長いんだというような思いが知事の中に
あって、先行返還という発言がなされたというふうに
理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。

○照屋　守之君　ですから、口だけではなくて先行返
還するにはどうしていくんですか、これから。どうぞ
説明してください。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まずは那覇軍港の使用状
況などについて県としてもしっかり確認し、そしてそ
れをベースに政府と意見交換をする、話合いをすると
いうことになろうかと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　日米合意、今国が進めていることを
何と思っているんですか。本当に先行返還を求めるん
だったら、移設協議会に持っていかないといけないで
しょう。移設協議会はいつやりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　移設協議会の開催につ
きましては、先ほどと今議会でも答弁しましたとおり、
令和２年度中の民港の形状案、浦添ふ頭地区調整検討
会議における民港の形状案の策定状況を踏まえて開催
が決定されるものというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ちょっと待ってくださいよ。民港の
見直しというのは、現行案の問題でしょう。皆様方は
先行返還を求めているんじゃないですか。今の案も全
部なしになるんですよ。何を考えているんですか。こ
れセットですか。この先行返還というのは全然意味が
違うでしょう。どういうことですか。大方向転換です
よ、これ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　繰り返しになりますけれ
ども、知事の思いとしては９月議会での議論などを踏
まえて、遊休化しているという話もあるので、先行し
てやっていただいてはどうかというような思いをお伝
えしたということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　あまり県民を混乱させないでくだ
さいね。県民の意識調査をやりながら現行案を進める
ということをやりながら、同時に軍港を先行返還させ
る。これを沖縄県知事が言えますか。管理者である沖
縄県知事が言えますか。これは、那覇軍港の返還を台
なしにするやり方ですよ。そう思いませんか。国もア
メリカも県のためにと思ってそういう合意をしたわけ
でしょう。那覇市、浦添、組合も一生懸命頑張ってい
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る。どうやって解決するんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　繰り返しになりますが、
今、移設協議会で那覇港湾施設の移設について移設協
議会の枠組みの中で民港の港湾計画の整合を図りなが
ら議論が進められていると、そのとおりでございます。
一方で返還時期については2028年またはその後に返
還が可能とされておりまして、明らかに長い時間を要
するということで、知事のほうからは県都那覇市の玄
関口である那覇港に隣接し、那覇空港にも近いと。産
業振興の用地として極めて開発効果の高い地域である
ということで早期返還という意味合いも込めて先行返
還という話をなされたものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　もう全く話になりませんね。とに
かく、このままでは那覇軍港の返還なんかできません
よ。県民意識調査もそうですけれども、今の那覇軍港
の先行返還、だから目的はないわけです、今。ところ
が、新聞ではこれだけ大きな見出しになって報道され
るんですよ。（資料を掲示）　報道される。県民はどう
思いますか。２月には浦添市長選挙があるわけでしょ
う。それに影響を与えるためのそういうふうな土壌を
つくっているんじゃないですか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　あの場で私も聞いており
ましたけれども、そのような趣旨ではなくて、沖縄の
過重な基地負担の縮小の中で辺野古の話もありました
けれども、やはり那覇軍港については先ほども申し上
げましたが、ポテンシャルが高い、開発効果の高いと
いう地域の中ということで、９月議会でのことも例に
挙げながら早期返還の要望という意味合いを込めて先
行返還という話をしたというふうに理解しておりま
す。決して市長選挙との兼ね合いで話をしたというふ
うには私は捉えてございません。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　影響を与えるんですよ。これ大変な
問題ですよ。浦添市民も玉城デニー知事が先行返還を
求めている。向こうの候補者がこの先行返還の公約を
掲げたらどうなりますか。そういう形でやっていくん
でしょう。皆様方もデニー知事は先行返還だから応援
に行くんでしょう。違いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時26分休憩
　　　午後５時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。

○副知事（謝花喜一郎君）　どなたが候補者になるか
はあれですが、知事は、知事と方向性を一にする方を
応援なさるものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　11月25日、立憲民主党の屋良代表、
軍港の移設を検証する、浦添市長選挙に向けて賛否が
分かれる県議会の状況。もう一つ、玉城知事が那覇軍
港の先行返還を求めていることなど、だから検証す
るって言ってるんですよ。軍港の先行返還要求という
ことは、立憲民主党の屋良代表と一緒になって決めて
いったんですか。屋良代表がそう言っているんです。
新聞に載っている。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　屋良代表の新聞記事は承
知しておりますが、知事の発言はそれとは全く関係な
く、10月10日に発言したものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから私が申し上げたいのは、皆
様方の先行返還というその発言はあまりにも唐突で
す。県民意識調査をやりながらこれをやるというのは
あり得ません。あり得ないからこの先行返還は何らか
の目的があるわけですよ。だからそれは、屋良代表も
そういう形で、玉城デニー知事のそういう先行返還を
求めているっていうことを含めて、自分たちの政策を
検討すると言っているんです。だからこれが浦添市長
選挙に影響しませんかという話なんですよ。候補者に
も影響を与えますよ。そういうことも含めていくと、
さっき言いましたこの問題、何十年かかって今まで
やってきたんですから、那覇軍港の返還、組合をつくっ
て、お金もかけて、それが今決まる寸前に、決まる寸
前に、そういう県民の意識調査、先行返還、こんな議
論が知事から出される。おかしいでしょう。
　ですからこの実態はぜひ赤嶺議長、これは特別委員
会を設置してしっかりやらないといけない。我々、東
京にこの決議の要請で行くんですよ。そのときに今の
現行案北側案を中心に整備してくれとここに決議しま
した。それ知事にも渡しました、25日に。知事は私
に言いましたよ。知事、東京一緒に行きませんかって
言ったら、検討しますと言ったんですよ。検討する。
もし知事が行けない場合、両副知事一緒に行ってくだ
さいよ。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　知事がお戻りになってか
ら知事と相談して決めさせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時29分休憩
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　　　午後５時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　議長、この那覇軍港の件はぜひ特別
委員会を設置して議会で対応していただきますように
お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　さっき言ったとおりです。
　今のは要望として受け止めるということです。
○照屋　守之君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時30分休憩
　　　午後５時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私が先ほど申し上げまし
たのは、知事がお戻りになってから知事と相談して決
めさせていただきたいと思いますという趣旨の答弁を
いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　調整してください、議会意思ですか
らね。議会意思で今の現行案を中心にやってほしいと
いう国に対する要請ですから、考えてくださいよ。
　次に、新型コロナウイルス感染対策について。
　沖縄県における感染状況及び対策について説明を願
います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内では、４月と
８月に感染拡大の大きな波が到来しまして、本日ま
でに4585人の感染者が確認されました。そのうち、
4115人の方が退院し、本日現在396名の方が療養し
ている状況にあります。これまでの間に県では緊急事
態宣言の発出、それから県民への外出自粛、休業要請
など様々な対策を実施してきたところでございます。
現在も毎日新たな感染者を確認しておりますので、予
断を許さない状況は続いているものと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　玉城知事や対策本部はどのような
対応で責任を果たしているか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県新型コロナ
ウイルス感染症対策本部につきましては、新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法第22条に基づき、知事を
本部長として３月26日に設置されております。対策
本部は副知事及び各部局の長を構成員とし、県内の新
型コロナウイルス感染症対策の総合的な推進に関する

事務をつかさどっております。また、感染拡大を防ぐ
ために外出自粛、営業時短、休業等の要請、県内への
注意喚起などについて本部会議において議論を重ねて
決定してまいりました。対策本部の決定事項は県民生
活に影響する重要な事項でございますので、知事から
随時コメントを発出して注意喚起を図っているところ
でございます。さらに、対策本部会議終了後にはマス
コミブリーフィングなどを実施して、県民の皆様に説
明しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この対策本部の統括は玉城知事で、
その対策本部が実施する対策については全て知事が責
任を負う。この理解でいいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時33分休憩
　　　午後５時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　対策本部長として
の知事として、この対策に責任を持って当たっている
というところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　このコロナ対策とは、新型インフル
エンザ特別措置法があるじゃないですか、それが新型
コロナウイルス感染症に適用してその法律の下に取組
をされているという、その理解でいいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　そのとおりでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この対策法の第７条に都道府県計
画があって、対策の実施に関する計画を作成するとあ
ります。沖縄県の行動計画、それはありますか。示し
てください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県の新型イン
フルエンザ等対策に関する行動計画はございます。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時34分休憩
　　　午後５時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型インフルエン
ザ等対策特別措置法はそのままございまして、その中
にコロナも含まれますというような内容になっており
ます。
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○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　じゃ、このコロナの件で行動計画を
つくる必要はないということですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型インフルエン
ザ等対策特別措置法に基づく行動計画は以前につくっ
ておりますので、その行動計画に基づきまして、また
新たに県のコロナに関する対処方針などを定めている
ところでございます。
○照屋　守之君　議長、ちょっと休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナの行動
計画ということではなくて……
○照屋　守之君　新型インフルエンザ、ごめんごめ
ん、インフルエンザ。
　インフルエンザの行動計画はいつですか。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ちょっとお待ちく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時36分休憩
　　　午後５時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この新型インフル
エンザ等対策特別措置法というのは、新型の例えばＳ
ＡＲＳとかＭＥＲＳとかがあった頃にできた法律でご
ざいまして、新しい形のウイルスなどが出てきた場合
に対応できるように全てを包含したような法律になっ
ております。それに対する行動計画は県では以前につ
くっておりまして、それに基づいてコロナの実際の対
策等について今当たっているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　あまり理解していませんけど、これ
私独自で確認します。
　このコロナ対策で本部長の権限、24条の４と５、
３条の６がありますけれども、実は濃厚接触者の線引
きの件があって、これ知事が記者会見してあるいは濃
厚接触者がいない、議員が視察に行ったら周りに濃厚
接触者がいる。この違いよく分からんですね。線引き
はどうなってるのってやってるけど、非常に基準が曖
昧となっています。何でこんな曖昧につくってあるん
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　濃厚接触者の定義

については先日も答弁いたしましたとおり基準がござ
いますけれども、１メートル以内、何分いたかという
ようなこともございますが、最終的にはその置かれて
いた状況等を勘案しまして保健所長が判断するという
ことになっております。ですので例えば会議の状況で
あるとか接触の状況であるとか、総合的に判断すると
いうことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　それ全然違うから、県民の立場から
するとおかしいっていう話ですよ。これ国の基準が曖
昧では通りませんよ、大変な問題ですよ。これ、24
条の４と５ありますね。玉城知事はこの権限で、ある
いは第３条の６、国と協議をしてしっかり決めるん
じゃないですか、曖昧なことはないでしょう。どうい
うことですか。この24条の４と５、国とはしっかり
協議するんじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時39分休憩
　　　午後５時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県の対策本部の長
としての知事として、国と協議するというようなイ
メージの内容については例えば休業要請でありますと
か、そういう県民の方に行動制限をかけるようなこと
については協議をするようにというような趣旨である
と認識しております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時39分休憩
　　　午後５時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この24条の４と５
につきましては、都道府県の対策本部長が必要がある
と認めるときには政府対策本部長に対して、総合調整
を行うよう要請することができるというようなことが
書いてあります。先ほど申し上げましたとおり、対策
を取るに当たって、例えば総合調整を都道府県が行わ
なければならないようなときに適用されるものでござ
います。
　先ほどの濃厚接触者の基準につきましては、国の感
染症法に基づく基準でございますので、これについて
はこちらから調整するというところの範疇とはちょっ
と違うというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　休憩願います。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時42分休憩
　　　午後５時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今おっしゃいます
濃厚接触者の定義等につきましては、あくまでも感染
症法に基づく基準でございますので、これは総合調整
機能を働かせるということではなくて感染症法に基づ
いて運用するという内容になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ということは、国の基準が曖昧では
なくて、しっかり基準はあるんだけど、この沖縄県の
保健所の判断とかそういうことで、県民に今様々なこ
とを与えているというそういう理解でいいんですか。
おかしいでしょう。だからこれ何でそうなっているん
ですかって聞いてるのよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時44分休憩
　　　午後５時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　コロナのこの感染が流行
している中で、私も様々な情報番組を見ております。
その中でもやはり一つの議論として濃厚接触者の定義
について様々な議論があるということで、いろいろ意
見が出ているのも承知しております。この分につきま
しては、先ほど保健医療部長からございましたように、
これ厚労省のほうからしっかりとホームページでも示
されております。こういったものを総合的にその時々
の状況に応じて、例えばマスクをしていたのか、その
密の状況はどうだったのか、そういったものを総合的
に判断してなされるということで、極めて難しい判断
が保健所長のほうには課せられているところですが、
今のコロナの現状においてはこういったことが全国各
地で出ているというのも事実でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、これはこう言ってるん
ですよ。新型コロナ対策に当たる県職員は、国の基準
が曖昧で解釈の余地が大きく、保健所の判断に揺れが
出ていると打ち明けてるんですよ。保健所はいいです
よ。じゃ皆様方は濃厚接触者だ、そうじゃないって言
われた県民はどうなるんですか。保健所の判断が曖昧
だっていうものを整理しないといけないんじゃないで
すか、違いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。

○保健医療部長（大城玲子さん）　国の基準はきちん
と示されていると思いますが、その状況に応じて総合
的な判断が必要だというところの解釈でいろいろ違い
が出てくる場面もあるかと思います。ただ、その運用
等につきましては、可能な限り統一した内容でやられ
るべきものと思います。県としましても、保健所長会
議などを開いて状況についていろいろ意見交換を行っ
ているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　統一してやるべきものであると、対
策本部を担ってる皆様方が今そういうことを言ってる
んでしょう。県民はじゃどうすればいいんですかって
いう話ですよ。県民の立場に立ってもっと対策を講じ
てくださいよ。
　私陽性になりまして、うちの妻が濃厚接触者、私は
その日も含めて10日間、病院に入院して帰ってきま
した。彼女は14日間。何で陽性は10日間で濃厚接触
者は14日間自粛しないといけないんですか。これお
かしくないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは国の国立感
染症研究所などの研究に基づきまして　　　　国のほう
からの基準でございますが、症状が出てから10日間、
それから最後の３日間症状がないという状況であれば
就業制限などを解くことができるというふうになって
おります。一方で濃厚接触者の場合には２週間は発症
する可能性があるというふうなことがございまして、
濃厚接触者については２週間行動について気をつける
というようなことで基準が出ております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　おかしくないですか。理屈はいいで
すよ、国の指針もいい。だって陽性が10日、濃厚接
触者が14日間自粛するんですよ。これはこういうも
のを県の状況をやっぱり対策本部長が国に上げて、ど
うですか、全国でもそういう課題ありませんか、統一
しませんかとそういう問題提起を何でやらないんです
か。おかしいでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナウイルスに
ついては未知のウイルスと言われてこれまでもいろい
ろ研究成果によって対策が取られてきたところでござ
います。
　先ほど申し上げましたのは発症してから10日とい
うのと、接触してから14日というのは微妙にその起
点が違うというところもございます。それぞれの検証
の結果が国のほうで研究所のほうで結論として出され

－250－



ていますので、それに従って県のほうとしても対策を
取るということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だから従ってやるのは、それはやっ
てください。おかしいでしょうというのは沖縄県の
責任者としてこういうことが県民から出ております、
おかしくないですか、同じ14日にできませんかとか、
これ国民の視点からするとそうですよとかありません
か。それをするのが対策本部長の仕事じゃないですか。
玉城知事が中部保健所のＰＣＲ検査の視察のときに、
県庁基地科学捜査隊っていうイベント化みたいな感じ
になりましたね。これは玉城知事は対策本部長として
どういう権限に基づいてやったんですか。説明してく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　中部での検査につ
きましては、その……。
　すみません。ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　米軍人等による感染者が多発したということを受け
て、基地従業員等から多くの不安の声が上がりました。
それを受けまして、中部合同庁舎のほうで集団のＰＣ
Ｒ検査を行うということで知事はその際に視察に行っ
たものと理解しております。その際所属等を聞かれた
ということで、今議員からの御指摘のような発言が
あったということですが、御本人も新聞でのいろいろ
御指摘などは承知しておりますけれども、この件につ
いて本会議場で答弁がありましたように、本人として
は決してふざけているとかそういったことではなく、
先方から知事もぜひというような話があってやったと
いうことは答弁されていたと思います。私もそのよう
に理解しているところでございます。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時51分休憩
　　　午後５時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

○副知事（謝花喜一郎君）　ただいまの件につきまし
ては、対策特別措置法何条に基づくということではな
く、沖縄県民の生命を守る知事として現場をしっかり
確認する必要があるという思いで行かれたものと理解
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ということは、この対策法にない、
権限にないことをやっている。違法行為ですか。そう
いうことで理解していいんですか。これ法律がありま
すよ、県知事の権限で決まってますよ。そういうイベ
ント化するっていうのは、知事は違法行為をやったっ
ていうことですか。それにないって言ってるんでしょ
う、法律には。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　この対策特別措置法のものは、例えば休業要請です
とか時短とか、様々な県民の権利を制限し義務を課す
ような部分についていろいろ権限がうたわれていると
思います。一方でこのＰＣＲ検査を実際行っている現
場に行かれるということは知事の判断で行うことは可
能なものと思いますし、このことが対策特別措置法で
制限されているものというふうには読み取れないとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　何を言ってるんですか。これ法律が
あるんですよ、ちゃんと。知事の権限って幾つありま
すか。10項目あるでしょう。それに沿ってどういう
ことをやってるんですかって聞いてるんだけど、全然
この法律・権限というものを対策本部も分かってない
し、これ知事分かってますか、この権限を。いかがで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時54分休憩
　　　午後５時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　この対策特別措置法には様々な規定がございますけ
れども、具体的に申し上げますと例えば県のほうでは、
緊急事態宣言の際の対処方針などはしっかり知事の権
限、責務として執り行ったということです。
　繰り返しになりますが、現場に視察に行かれるとい
うのはこれは知事の全般的な　　　　ある意味、県民の生
命を守るという知事の立場として一般的に認められて
いることであって、この対策特別措置法に基づかなけ
ればできないというものではないというふうに理解を
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しております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時55分休憩
　　　午後５時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　この対策特別措置法に基
づいて、知事は対策本部長として様々な対策をこれま
でも取ってきたものと理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　いや、権限分かっていればああいう
ふうな形の行動しますか。しないでしょう、どうです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほども答弁いたしまし
たが、この特別措置法でもって、知事の権限がああいっ
た現場に行ってはならないというふうには読めないの
ではないかと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　もう答弁もしにくい状況なんで
しょうね。
　この前、11月29日に県知事が病室で録音して、30
日に放送したじゃないですか。あれモーニング何と
かっていうことでしたか、あれ29日に録音してます
けど30日に放送してますね。知事は30日にしか陰性っ
て出てないんですよ。その前の日、コロナ検査を受け
て、30日に陰性って出ますけど、その前の日に録音
して、30日に庁内放送やってるんですよ。これどう
いうことですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この録音の件はカセット
テープで行っていますが、職員に病院まで持ってきて
もらって、そのカセットテープは知事は直接その職員
からではなく、病院の従業員の方からお預かりして、
それをまた録音した後、病院を通して本庁に持ってこ
られたというふうに聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　私も聞きましたよ。元気な声です
よ。非常に元気、お元気。
　私が非常に不思議に思うのは、検査してますよ。
30日にしか結果は出ませんよ。前の日は陽性かどう
か、陰性かどうか分かりませんよ。私だったらこれ陽
性になったらどうなるのかな、アンシ迷惑かけられな
い。もう頭いっぱいですよね。そういう状況で知事は
余裕で録音して。もし30日に陽性だったらどうなる
んですかこの放送は。対策本部長ですよ、こんなこと、

対策本部長がやるんですか。県民に勧めるんですか。
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　知事のかかりつけ医にも
お話を聞くことがございましたけれども、知事はまず
コロナは大丈夫だろうということではあるけれども、
念のため知事の立場上、念のためということでＰＣＲ
検査を行ったということでございました。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時58分休憩
　　　午後５時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　知事は熱が出た場合には、やはり知事の立場上これ
は慎重を期す必要があるということで、その最初の段
階でもＰＣＲ検査を行っております。ただ、その後ま
た熱が出たということでインフルエンザの検査とコロ
ナの検査を念のため行って、結果として両方とも陰性
であったということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　絶対おかしいですよ。沖縄県のコロ
ナ対策の総責任者が自ら、あした検査するっていうと
きにここで自分の仕事をやって、職員にこの物を運ば
せてまた持っていかせて放送させる。こんなことが本
当にできますか。対策本部長ですよ知事は、自分のこ
とだったらそんなことやっていいんですか。県民にそ
ういうこと勧めるんですか。最高責任者ですよ。何を
考えているんですか。自らしっかり正してそれで県民
に対して注意してくださいよって、対策本部長として
そうなんでしょう。おかしな話ですね。これも何か検
証する必要があるんじゃないですか、こんなやり方。
　次に、辺野古の埋立事業です。
　この事業は行政手続によって沖縄県が埋立承認して
工事が進められている。それでよいか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　埋立承認の手続につ
いてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業については、平成
25年12月に公有水面埋立法に基づき承認を行ってお
ります。その後、平成30年８月に承認後の新たに生
じた事由により公有水面埋立法に適合しないとして承
認の取消しを行ったところであります。現在平成31
年４月の国土交通大臣による承認取消しを取り消す旨
の裁決により、事業が行われているものと承知してお
ります。
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　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　翁長前知事が埋立てを承認したの
はいつですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時１分休憩
　　　午後６時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　平成25年12月27日だ
というふうに考えております。
○照屋　守之君　間違ってないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時２分休憩
　　　午後６時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほどの答弁は修正を
いたしたいと思います。
　平成28年12月26日に埋立承認取消処分を取消し、
沖縄防衛局へ通知を行ったということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　そうですよね、翁長知事が埋立承認
したんですよね。埋立承認取消しを取り消してですか
ら工事が始まってるんですよね。翁長知事が承認をし
たわけです。
　国からの設計変更が県に出されております。これも
行政手続ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時５分休憩
　　　午後６時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　変更承認申請の手続についてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業については、公有水
面埋立法第42条第３項において準用する同法第13条
の２第１項の規定により、令和２年４月に埋立地用途
変更、設計概要変更承認申請書が提出されております。
　県としては、公有水面埋立法第４条第１項及び第２
項並びに県が定めた行政手続法に基づく審査基準の適
合性について、行政手続の一環として審査をしていく
こととしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これまで沖縄県の埋立事業で変更
が認められなかったという事例ありますか。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時６分休憩
　　　午後６時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　公有水面埋立法に基づく変更の承認の申請がなさ
れ、それが取り下げられた事例はございますが、承認
されなかった事例はございません。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ということは今回の設計変更も認
められるということですね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時６分休憩
　　　午後６時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほども申し上げましたが、公有水面埋立法及び県
が定めた行政手続法に基づく審査基準の適合性につい
て審査をしていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　辺野古の埋立事業の正式名称お願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時７分休憩
　　　午後６時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　この事業は、普天間
飛行場代替施設建設事業でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ということは、この辺野古では、辺
野古新基地建設事業っていうのはないですね。正式に
は。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時７分休憩
　　　午後６時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　再度お答えいたしま
すが、正式名称は普天間飛行場代替施設建設事業でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ということはこの県民の意見書、新
基地建設反対とかっていう意見書が出たらこれは無効
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になりますね。こういう工事はないですからね、代替
施設建設でしょう。これしっかりチェックしてくださ
いね。えり分けして新基地が入っているというものに
ついてはこれ無効でしょう。行政手続上成り立ちませ
んね。正式名称があっての反対ですからね。代替施設
建設って、これが入っていれば意見は通るでしょうけ
ど、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時８分休憩
　　　午後６時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　本年４月に提出されました公有水面埋立変更承認申
請書については、埋立地の用途変更が含まれ、告示・
縦覧等の手続が必要となり、その期間中に利害関係を
有する者は意見書を提出することができるとなってお
ります。提出された意見書につきましては、意見の要
旨、住所及び氏名の記載されたものは全て受け付けて
おります。
　県としては、公有水面埋立法に基づき適切に対応し
ていくこととしております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時10分休憩
　　　午後６時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　今、告示・縦覧の受
付をしておりまして、住所・氏名の部分について現在
整理が終わったところでございます。その内容の審査
につきまして、現在鋭意行っているところでございま
して、それにつきましても公有水面埋立法に基づき対
処したいと考えております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時11分休憩
　　　午後６時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　再度お答えしますが、
今現在、内容の審査、チェックをしているところでご
ざいます。しっかりとその内容を精査した上で処理を
したいと考えております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時12分休憩
　　　午後６時13分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　公有水面埋立法によりますと利害関係者は全て意見
を述べることができるとなっております。その名称の
タイトルにつきまして基準はございませんが、意見書
としてそれが十分成り立っているかどうかについて
しっかりと精査をした上で処理をしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今、工事名で違うと、これは区別で
きないって言ったんですか。何て言ったんですか。こ
れ今の発言はこの法律、条例、何を根拠に言ってます
か。土建部長は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時14分休憩
　　　午後６時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　公有水面埋立法第13条の２第２項において、準用
する同法第３条第３項の規定により、利害関係者は意
見を提出することができるとなっております。利害関
係者の意見は合理的な理由があると認められるときは
利害関係の程度を考慮し、十分にこれを尊重し、処分
に反映させることになると考えております。
　以上です。
○照屋　守之君　工事名が違ったらできませんから
ね。これ大問題になりますから。指摘しておきます。
○花城　大輔君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　12月４日の私の一般質問中に知事
の体調に係る発言部分及び知事公室長に対する発言部
分において、不適切な箇所がありましたので、その削
除について申し出るものであります。
　議長におかれましては、適切な措置を講じていただ
きますようにお願いを申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま花城大輔君から申出
のありました件につきましては、議長において後刻記
録を調査の上、適切な措置を講じることにいたします。
　以上で本日の一般質問及び議案に対する質疑を終わ
ります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明８日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時16分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊
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令和２年12月８日

令 和 ２ 年
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議　　事　　日　　程　第６号
令和２年12月８日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第２号議案から甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号（質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第２号議案から甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号

甲第２号議案　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第４号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
乙第１号議案　沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例
乙第６号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める

条例
乙第７号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例
乙第８号議案　沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　工事請負契約について
乙第11号議案　工事請負契約について
乙第12号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第13号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第14号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第15号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案　訴えの提起について
乙第17号議案　損害賠償請求事件の和解について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　当せん金付証票の発売について

令和２年
第　 ７　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

令和２年12月８日（火曜日）午前10時開議
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乙第26号議案　国営土地改良事業に係る負担金の徴収について
乙第27号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の中期目標を定めることについて
乙第28号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学に承継させる権利を定めることについて
乙第29号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
諮問第１号　軌道敷設に関する線路及び工事方法書に記載した事項の変更認可申請に伴う意見に

ついて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君

25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　席　議　員（１名）
５　番　　上　里　善　清　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん
　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土木建築部長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に申し上げます。
　昨日、大城憲幸君外３人から、議員提出議案第１号
「沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条
例の一部を改正する条例」の提出がありました。
　次に、報告いたします。
　11月18日から12月１日までに受理いたしました陳
情26件は、お手元に配付の陳情文書表のとおりそれ
ぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔陳情文書表　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第２号議案か
ら甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議
案まで及び諮問第１号を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
○上原　　章君　おはようございます。
　公明党、上原章でございます。
　通告に基づき、質問を行います。
　１、新型コロナウイルス感染症対策についてお尋ね
します。
　(1)、本県の感染者数は全国でも高い数値で推移し、
多くの県民から県の取組に対し不安、懸念の声が寄せ
られています。感染者数が減少しない理由について知
事の認識を伺います。
　(2)、県は第１波、第２波を通し、どのような対策
強化に取り組んでいるのか効果を含め伺います。

　(3)、介護施設及び医療施設の職員に対する定期的
なＰＣＲ検査を開始するとあるが、事業内容、対象者
を伺います。また、特別支援学校をはじめ教育現場や
保育園等の職員も対象にできないか伺います。
　(4)、南部医療センター・こども医療センターの新
生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の医療体制がコロナ禍の
影響で逼迫しているとの声があるが現状と対策を伺い
ます。
　(5)、おきなわ彩発見キャンペーン事業及びバスツ
アー促進事業の執行状況と効果及び予算の立替え方式
について県の入金が遅いとの声があるが対応を伺いま
す。
　(6)、うちなーんちゅ応援プロジェクト事業の執
行状況と効果を伺います。また、第８次補正額７億
4900万円減の理由を伺います。	
　(7)、安全・安心な島づくり応援プロジェクト事業
の執行状況と効果を伺います。また、第８次補正額
11億1800万円減の理由を伺います。
　(8)、地域消費活性化支援事業の内容と効果を伺い
ます。
　２、離島振興についてお尋ねします。
　(1)、過疎地域自立促進特別措置法の延長継続の見
通しを伺います。
　(2)、農林水産物条件不利性解消事業の本島までの
出荷に係る輸送費支援及びパパイヤ（野菜）も対象品
目にできないか伺います。
　(3)、久米島町における海洋深層水取水設備新設は、
本県が目指す産業振興及び再生可能エネルギーのモデ
ル事業として大きく寄与するものと考えます。知事の
見解と対応を伺います。
　(4)、離島空港における非常用発電機の設置状況及
び対応について伺います。

知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教　　育　　長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君

労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君
　

代表監査委員　　安慶名　　　均　君
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君
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　３、労働環境の改善についてお尋ねします。
　(1)、教職員の労働環境は大変厳しく、過重労働の
実態調査及び適切な人員の配置を検討できないか伺い
ます。児童生徒の学習向上及びきめ細かな生活相談は
教職員の最重要な取組です。休職中の教員増等含め現
場の状況について教育長の見解と対策を伺います。
　(2)、警察官の労働環境については大変厳しい状況
との声があります。実態調査及び人員の強化を検討で
きないか伺います。県民からの被害相談に適切に対応
し人員不足で捜査に支障や遅れが生じてはならないと
考えます。現場の状況について警察本部長の見解、対
応を伺います。
　(3)、公共工事をはじめ官公庁関係の警備業務に係
る適正化について伺います。
　ア、全国と比較して本県の労務単価はどうか。
　イ、公共工事設計労務、全51職種での単価はどうか。
　ウ、低賃金や厳しい労働環境を改善するため適正な
警備料金の確保が必要と思うがどうか。
　４、県は2022年４月からこども医療費について、
通院分を中学校卒業までに拡充するとしました。内容
及び窓口負担をなくす現物給付の実施について伺いま
す。
　５、我が会派の代表質問との関連についてお尋ねし
ます。
　那覇軍港の浦添移設について。
　(1)、私ども公明党、金城勉県議の代表質問の中で、
那覇市や浦添市と管理組合において謝花副知事は現状
について捉え方が違いうまくかみ合っていない。知事
のリーダーシップが大事との発言でした。捉え方の違
い、見解の違いとは何を指すのか、どう解決を図るの
か伺います。
　(2)、本年８月に県・那覇市・浦添市が合意した案
について改めて見解を伺います。
　(3)、アンケート調査について、内容、開始時期を
管理組合の副管理者、事務局の判断で決めることがで
きるのか伺います。
　(4)、移設に伴う自然環境保護について対応を伺い
ます。浦添の貴重な自然海浜の保全、イノー等、最大
に守る取組が重要と思うが、どうか。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　上原章議員の御質問にお
答えします。
　１、新型コロナウイルス感染症対策についての御質
問の中の(3)、介護・医療機関職員のＰＣＲ検査につ

いてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査強化事業にお
いては、介護施設職員約３万3000人、新型コロナウ
イルス感染症に対応する医療機関職員約7000人を対
象として、１月から３月の約３か月間で、職員１人当
たり月１回を目安として、定期的な検査を実施するこ
ととしております。なお、保育や教育関係職員を含め
たエッセンシャルワーカーに対する定期的な検査の実
施につきましては、まずは、重症化や死亡のリスクが
高い介護施設等に対する検査を先行して実施し、順次
拡大していけるよう検査体制を拡充してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の(1)、感染
者数が減少しないことに対する認識についてお答えい
たします。
　県では、第２波の大きな山を経て、９月の下旬頃か
ら、じわじわと感染が拡大しており、長期にわたって
多くの感染者が続いている状況です。推定感染源を調
査したところ、職場、会食会合、家庭内と広い範囲で
感染が広がっており、そのことが感染者数がなかなか
減少しない原因と考えています。感染拡大防止と社会
経済活動を両立するために主な感染源である会食会
合、職場内及び家庭での感染防止に向けた取組を年末
年始の集中実施として県民・事業者向けに注意喚起を
しているところです。
　同じく１の(2)、感染対策強化の取組と効果につい
てお答えいたします。
　県では、厚生労働省が示した患者推計の方法や県の
専門家会議の意見等を踏まえ、警戒レベル指標を策定
し、医療フェーズに応じた病床の確保、各地域への宿
泊療養施設の開設及び自宅療養体制の整備を通して医
療提供体制の確保を図ってまいりました。また、コー
ルセンターの回線増による相談体制の強化及びインフ
ルエンザとの同時流行を見据え、１日最大約7000件
の検査体制の拡充に取り組んでおります。加えて、ク
ラスター対策として、陽性患者発生情報の収集を行う
とともに、発生した施設に対して迅速に感染症の専門
家を派遣し、早期に感染防止対策が講じられるよう施
設支援を実施しています。これらの取組により感染拡
大防止に努めてまいります。
　次に４、こども医療費についての御質問の中の(1)、
こども医療費助成制度についてお答えいたします。
　こども医療費助成制度の通院対象年齢につきまして
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は、令和４年４月より、現在の就学前までから中学校
卒業までに拡大することといたします。市町村におい
ても県の制度拡充に伴い、令和４年度中には、中学校
卒業まで拡大することで合意しております。また、今
回の制度拡充では、自動償還での給付を考えており、
小中学生への現物給付の導入については、国民健康保
険の国庫負担金減額調整措置が行われること、医療費
の増大に伴い国保財政を圧迫すること、市町村のこど
も医療費助成に係る財政負担が増加することなどが懸
念されることから、国の動向や市町村の意向も踏まえ
検討する必要があるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　１、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の(4)、南部
医療センター・こども医療センターのＮＩＣＵについ
てお答えいたします。
　南部医療センター・こども医療センターの周産期医
療体制は、慢性的に逼迫した状況が続いていたため、
令和２年１月から新生児回復治療室を12床増床した
ところです。コロナ禍の影響により他の病院で新生児
の受入制限があったことや双胎児が複数入院したこと
などから、一時的に新生児集中治療室の利用が逼迫し
ましたが、現在は、状況が緩和していると聞いており
ます。今後も、他の医療機関と連携しながら重症の新
生児の受入体制を維持したいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナウイルス感染症対策についての(5)、おきなわ
彩発見キャンペーン事業及びバスツアー促進事業の執
行状況などについてお答えいたします。
　おきなわ彩発見キャンペーンにおきましては、補助
金６億5000万円の94％を執行し、多くの県民から好
評をいただきました。第１弾の入金状況については８
月と９月に概算払いを行い、10月と11月に52事業者
全ての精算払いを完了しております。バスツアー促進
事業におきましては、41事業者へ補助金の交付決定
を行い、11月13日から商品の販売を開始しておりま
す。支払いについては、希望事業者へ12月上旬を目
途に前金払いを行い、その後、毎月の実績報告に応じ
て概算払いを行っていくこととしております。
　同じく１の(7)、安全・安心な島づくり応援プロジェ
クトの執行状況、効果及び補正減額理由についてお答

えいたします。
　安全・安心な島づくり応援プロジェクトの申請件
数は２万815件であり、11月30日時点の支給件数は
１万9312件、支給額は19億3120万円となっており
ます。本事業は、県内中小企業者等の感染症拡大防止
対策を奨励するため、一律10万円の奨励金を給付す
る事業であり、幅広い業種の感染防止対策に役立った
ものと考えております。また、第８次補正予算におけ
る減額理由については、申請件数の確定に伴う執行残
の減額となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス感染症対策についての御質問の中の(6)、うちなー
んちゅ応援プロジェクト事業の執行状況と効果、減額
理由についてお答えいたします。
　うちなーんちゅ応援プロジェクト事業第１期の執
行状況は、１万7701件、26億4430万円、第２期は、
2198件、２億4200万円を給付したところです。本給
付金は、使途を限定せず、いち早く事業者へ給付する
ことで、事業継続の一助として活用いただけたものと
考えております。減額補正の理由は、申請者の数が想
定数の根拠となる経済センサスの数を下回ったこと
や、支給要件に該当しないこと等により執行残が生じ
たことによるものです。
　同じく１の(8)、地域消費活性化支援事業の内容と
効果についてお答えいたします。
　本事業は、コロナ禍で厳しい状況にある地域の事業
者を支援するため、商店街や経済団体等と連携して需
要喚起を図るものであります。対象事業者は、小売業、
飲食業、宿泊業及び生活関連サービス業など、幅広い
業種を想定しております。現在、プレミアム率30％
のクーポンを発行する予定であり、発行総額約22億
円の直接効果が見込まれております。本事業の実施に
より、地域の店舗での消費が活性化されるよう、商店
街や経済団体等と連携して取り組んでまいります。
　次に３、労働環境の改善についての御質問の中の(3)
のウ、適正な警備料金の確保についてお答えいたしま
す。
　自治体が締結する公共工事及び警備業務を含む業務
委託等の契約については、当該契約に従事する労働者
の適正な労働条件の確保に加え、公共サービス等の品
質確保のためにも適正な金額での契約が必要と考えて
おります。そのため、沖縄県では、平成30年３月に
沖縄県の契約に関する条例を制定し、県が取り組むべ
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き方針を定め、最低賃金法や労働関係法の遵守を契約
書に明記することや最新の設計労務単価を適正・迅速
に反映すること等に取り組んでいるところでありま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、離島振興についての
(1)、新たな過疎法の見通しについてお答えいたしま
す。
　現行の過疎法は、令和３年３月末で法期限を迎える
ことから、これまで、国政与党の過疎対策特別委員会
等において新法の制定に向けた検討が進められており
ます。県では、新たな過疎法において、本県の過疎市
町村の実情に対して特段の配慮がなされるよう、11
月に知事が沖縄県過疎地域振興協議会とともに、今年
度２度目の要請を行っております。今後、年内に新法
に係る指定要件等が示される予定であるため、引き続
きその動向を注視してまいります。
　同じく２の(3)、海洋深層水取水設備新設に対する
見解と対応についてお答えいたします。
　久米島町が事業主体として計画している海洋深層水
取水施設の新設については、離島の特色ある資源を活
用した地域振興の観点から重要であると認識しており
ます。しかしながら、取水規模が現在の10倍以上で、
総事業費160億円規模の財源調達方法や、施設の運営
主体等を明らかにする必要があると考えております。
　県としましては、引き続き様々な観点から意見交換
を行うなど、技術的な助言を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、離島振興につい
ての御質問の中の(2)、農林水産物流通条件不利性解
消事業の対象品目拡大等についてお答えします。
　本事業は、県外出荷にかかる輸送費補助が対象であ
り、離島から本島までの輸送費支援については、今後、
新たな沖縄振興を見据え市町村と相互に連携して、農
林水産業を通した離島地域の振興が図られるよう検討
していきたいと考えております。対象品目については、
農林水産戦略品目を補助対象としており、野菜パパイ
ヤの戦略品目の追加につきましては、県外出荷実績や
生産拡大及び台風対策等安定生産の取組等を総合的に
判断していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。

　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、離島振興につい
ての御質問のうち(4)、離島空港における非常用発電
機の設置状況等についてお答えいたします。
　県が管理する12空港の旅客ターミナルのうち、新
石垣空港、宮古空港、久米島空港、下地島空港におい
て、非常用発電機が設置されております。非常用発電
機が設置されていない８空港の旅客ターミナルについ
ては、航空機の就航状況等を踏まえて、必要性などを
検討した上で設置に取り組んでいきたいと考えており
ます。なお、去る10月に民間会社から寄附のあった
携帯用発電機については、南大東空港、北大東空港、
波照間空港において、当面の間、活用する予定であり
ます。
　次に３、労働環境の改善についての御質問のうち(3)
のア、警備業務等における労務単価についてお答えい
たします。
　県では、警備業務等の労務単価については、国の調
査に基づき決定された建築保全業務労務単価を適用し
ております。建築保全業務労務単価は、平成25年度
以降上昇しており、平成24年度と令和２年度を比較
すると、平均で、県は23.8％、全国は18.9％の上昇
となっております。また、令和２年度の単価は、平均
で、県は１万3075円、全国は１万5513円で、県単価
が2438円低くなっております。
　次に３の(3)のイ、公共工事における労務単価につ
いてお答えいたします。
　県では、公共工事の労務単価については、国の調査
に基づき決定された公共工事設計労務単価を適用して
おります。公共工事設計労務単価は、平成25年度以
降上昇しており、平成24年度と令和２年度を比較す
ると、全職種平均で県は59.7％、全国は51.7％の上
昇となっております。また、令和２年度の単価は、全
職種平均で県は２万5522円、全国は２万5053円で同
水準となっております。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての御質
問のうち(1)、那覇港管理組合議会における見解の相
違についてお答えいたします。
　那覇港湾施設の配置については、移設協議会で報告
のあった那覇港管理組合と浦添市の評価結果が異なっ
ていたことから、浦添ふ頭地区調整検討会議において、
事務的、技術的な検討を行い、民港の港湾計画の方向
性を導き出すことが確認されており、現在、同会議で
検討を行っているところであります。
　県としては、代替施設と民港との整合性を確認する
ためにも、まずは民港の港湾計画の方向性を導き出す
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ことを優先すべきと考えており、沖縄県、那覇市、浦
添市及び那覇港管理組合が一体となって取り組んでい
るところであります。
　次に５の(3)、意識調査の実施についてお答えいた
します。
　那覇港管理組合は、今回の意識調査については、８
月28日に開催された浦添ふ頭地区調整検討会議にお
いて、那覇港管理組合の事業として実施することにつ
いては、構成団体から一定の理解が得られたものと認
識したことから、組合の判断で実施したとのことであ
ります。
　那覇港管理組合としましては、今回の意識調査の実
施について、法令上、行政手続に瑕疵はないものと認
識しているとのことでありますが、構成団体への最終
的な内容の説明が必ずしも十分ではなかったとのこと
であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、労働環境の改善につい
ての御質問の中の(1)、教職員の労働環境についてお
答えします。
　教職員の勤務状況については、ＩＣカード等を活用
した出退勤管理が、県立学校では全校で、市町村立小
中学校では32市町村において実施され、実態の把握
に努めております。また、公立義務教育諸学校の学級
編制及び教職員定数の標準に関する法律等の規定に基
づき、学校の実情等に応じた教職員の適切な配置に努
めるとともに、スクール・サポート・スタッフや部活
動指導員の配置等、業務改善の取組を進めております。
教育職員の病気休職者については、その約45％が精
神疾患によるものであり、ストレスチェック等の予防
対策や休職者に対する療養支援等を行っております。
引き続き働き方改革を推進し、教職員の職場環境の改
善に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　宮沢忠孝君登壇〕
○警察本部長（宮沢忠孝君）　３、労働環境の改善に
ついての御質問のうち(2)、特殊詐欺等に係る警察の
体制についてお答えいたします。
　警察の仕事は、夜間・休日を問わず、事件・事故に
対応するものであるほか、危険や身体的な負担を伴う
場合があり、職員の心身の健康を守りながら、その責
務を果たしていかなければならないと認識していま
す。勤務環境の現状については、ストレスチェックの

結果を見ると、職員全体の平均では同僚や上司の支援
の項目のスコアが高いこともあり、総合的な健康リス
クは高くありません。しかしながら、個々に見ると健
康リスクの高い職員や職場もあり、引き続き同テスト
や時間外勤務の状況を考慮するとともに職員の声に耳
を傾けながら、必要な改善に取り組んでまいります。
また、本県の警察官の定員については2921人となっ
ており、これが十分であるかどうかについて一概に申
し上げることは困難ですが、警察官１人当たりの人口
負担は507人であり、全国の490人を17人上回ってお
りますが、順位にしますと全国30位と中位よりも負
担人口は少なくなっております。
　県警察では犯罪の抑止・捜査、交通事故防止、緊急
事態への対処等様々な行政需要があるところ、限られ
た人的資源が適切に配分されるよう、毎年度組織全体
の職員配置の見直しを行っており、現在来年度の体制
について検討を行っています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　５、我が党の代表質問
との関連について(2)、三者面談についてお答えいた
します。
　去る８月の三者面談後の記者会見において、浦添市
長からは、那覇軍港の浦添埠頭北側への配置を受け入
れるなどの発言がありました。また、那覇市長からは、
今後、那覇港湾施設の跡地利用に向けた取組を進めて
まいりたいとの発言がありました。知事からは、浦添
市長の判断を重く受け止めるとした上で、「那覇港湾
施設の移設については、これまで民港の港湾計画との
整合性を図りつつ、円滑な移設が進められるよう移設
協議会の枠組みの中で調整を行うことが、繰り返し確
認してきたところであり、まずは、民港の港湾計画の
方向性を導き出すことを優先すべきと考えており、浦
添ふ頭地区調整検討会議及び構成団体調整会議におい
て、しっかりと協議を進めることが重要であると考え
ております。」と発言しております。
　同じく５の(4)、那覇港湾施設の移設に伴う自然環
境保護についてお答えいたします。
　那覇港港湾計画の策定に当たっては、CO2削減、ゼ
ロ・エミッション等、ＳＤＧｓの考え方や、我が国に
おける港湾の中長期政策ポート2030を踏まえる必要
があること、さらに、できるだけ自然環境を残すこと
や自然とまちづくりとの調和など、環境保全について
も最大限配慮されるものと承知しております。那覇港
湾施設につきましても同様に最大限、自然環境に配慮

－263－



するよう、国に対し求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　答弁ありがとうございました。
　幾つか再質問させていただきます。
　第１波、第２波があり、看護師さん不足で県外から
応援をいただき、本当に大変な状況だったというのは、
皆さん、県民も覚えているんですけれども、今後、年
末年始にかけて看護師さんの確保というのは非常に重
要かなと思います。
　ＮＩＣＵの体制強化についてなんですけれども、こ
ども医療センターのＮＩＣＵは県内における集中治療
が必要な新生児の最も重要な施設であり、助かる命を
守り育む施設として何としても後退させてはならない
と思います。より充実した医療環境を提供するために
医師・看護師、必要なスタッフの確保、過重負担のな
い労働環境、必要な病床、医療器具の整備等、本当に
重要だと思うんですが、具体的にちょっとお伺いしま
す。
　ＮＩＣＵの看護師の適正な配置数は何名ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　ＮＩＣＵの適正な
配置ですが、現在南部医療センター・こども医療セン
ターはＮＩＣＵに看護師さんが38名、ＧＣＵに27名、
合計して65名の看護師さんを配置しております。基
本的にＮＩＣＵは、３対１看護というふうになって、
その看護体制に関しては十分確保してると考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　この65名の方はＮＩＣＵの専任と
いうことでよろしいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　看護体制に関して
は、ＮＩＣＵとＧＣＵは別に分かれてございますので、
一緒にということではなくて、ほかから来るのではな
くて、専任は専任ですね。きちっと看護体制が分かれ
ていると。そういうふうに体制を配置しているという
状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　この38名と27名の、新年度４月の
スタートでは何名のスタートだったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。

○病院事業局長（我那覇　仁君）　新年度の詳しい数
を今持ってないんですが、実は新年度にＧＣＵを増設
したということで、看護師さんを増やしまして、この
数が13名ということになります。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　後ほどまた、資料下さい。
　それと必要な保育器、呼吸器は何台準備されて、不
足はないのか確認したいんですが。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　大変申し訳ありま
せんが、現在呼吸器と保育器の具体的な数は持ち合わ
せていないのですが、現場からはそれが足りないとい
うふうな報告は受けておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　分かりました。後で資料下さい。
　あと薬剤師の配置が専任で欲しいという要望が来て
いると聞いてるんですけれども、対応はどうでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　今議員の御質問は、
病棟における専任の薬剤師ということでよろしいで
しょうか。
　現在沖縄県の県立病院は、基本的には病棟に行くと
いう薬剤師さんが必要だということはあるんですが、
実際は服薬指導に当たる薬剤師は今のところまだ配備
されてないと。沖縄県に今薬剤師が非常に少ないとい
うことが一つの理由でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　先ほど確認したように、大事な新生
児の治療が必要なところですので、最大に現場の要望
は受けていただきたい。確認して対応をお願いしたい
と思いますが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　病院事業局として
も、薬剤師の確保は非常に大きな目標というふうに取
り組んでいる次第でございます。環境の整備とか異動
とかもあって、応募が少ない。それから周りのドラッ
グストアとか、そういうところとの給与の関係もあり
まして、これを改善する方向で今検討をしている次第
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いします。
　バスツアーの促進事業についてお尋ねします。
　これは令和２年10月から令和３年２月までの事業
です。割り当てられた助成枠を使い切り、増額を求め
る事業者もあると聞きます。助成枠を使い切れてない
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事業者もあるのか、県は助成枠の再設定、実績に応じ
て助成枠を再調整するとしているが、現状どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ただいま
議員が質問された件について、現在参加しております
旅行会社に対しまして、11月末までの販売実績等の
状況を確認しております。その状況を踏まえまして必
要に応じて予算の増額ですとか、補助金の追加交付な
どについて、関係部局との調整も行いながら検討はし
ていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　現場では非常に好評で、この事業に
対して期待していると聞いております。来年２月まで
の事業ということで、ぜひ増額も検討していただきた
いと思います。
　あと時間もないのであれですけども、労働環境につ
いて警察本部長、各警察署の中で、特に特殊詐欺、イ
ンターネット架空請求、また無登録のヤミ金、いろん
な相談が地域の警察署にあるんですね。しっかり県民
の安全・安心を守る意味で体制は万全にしてほしいん
ですが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　県警察におきましては、
先ほど答弁したとおり、毎年度必要な人員配置につい
て検討を行っているところでございまして、ただいま
お話のございました、特殊詐欺、ヤミ金事犯、こういっ
たものについてもしっかり体制をどのように取ってい
くかということについては検討したいと思います。具
体的に申し上げますと、こういった事犯につきまして
は暴力団等の組織犯罪絡みのものが多いということで
ございますので、その所管の在り方も含めて今検討を
行っているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　組織犯罪がある一方で、個々のいろ
んなそういう被害もあるんですね。警察署に相談行く
けど、どうしても大きな組織犯罪が優先されるケース
がやっぱりあるのかなと。お一人お一人にとっては大
変な相談、被害の思いですので、ぜひ丁寧に対処して
いただきたいと思います。
　あと警備業務に係る料金の適正化についてですが、
先ほど全国と比較して労務単価が私の資料でも一番低
いと。ここ直近でパーセンテージ少し上げたことを書
いてありましたけれども、全国と比較して2400円余
り低いと、沖縄県。
　私がもう１点聞きたいのは、この51職種、県内の

公共工事の51職種の中で、この警備業務はどの位置
にありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　公共工事に用います
全職種の労務単価の中　　　　51種類ございますが、平
均は２万5522円でございます。交通誘導警備員に
つきましては、Ａ・Ｂございまして、１万2700円と
１万600円ということで、全職種の中で最も安くなっ
てございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　警備業全体を取り巻く情勢という
のは大変厳しいと聞いております。コロナの件もあっ
てイベントも中止になって、その中でどう雇用を守っ
ていくかという中で、コロナ禍の前の段階でもこの業
界は低賃金、厳しい労働環境を原因とする慢性的な警
備員不足の状況にあって、成り手が減少し、コロナ禍
の前、警備員の不足で公共工事の受注が入札不調に
なったという事例もあったと聞いております。良質な
警備業務を提供し構築することは、県民の安全・安心
な暮らしにもつながると思うんです。
　１点ちょっと確認したいんですが、国・都道府県・
市町村、県内の警備業務を発注する時点において、最
低制限価格制度を導入して適正な最低制限価格を維持
することが重要との声があるが、県内はどういう状況
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　警備業務の入札にお
ける、最低制限価格に関する質問だというふうに思い
ますけれども、沖縄県では県が締結している公共工事
や業務委託等の契約に関する施策を実施するに当たり
まして、沖縄県の契約に関する取組方針というものを
策定しておりまして、それに基づき全庁的に対応して
おります。
　取組状況のうち、工事請負契約の入札におきまして
は、最低制限価格を設定している部局ですけれども、
企画部、農林水産部、土木建築部、それから企業局、
教育庁、警察本部というふうになっております。それ
からその庁舎等管理業務の入札におきましては、同じ
く最低制限価格を設定している部局ですけれども、こ
ちらは総務部、商工労働部、企業局、議会事務局とい
うふうになっております。
　今答弁しているのは県の状況ですけれども、市町村
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の最低制限価格の設定状況については、把握してござ
いません。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　部長、先ほど全国と比較しても最も
低いと。また、県内の公共事業を受注する51職種で
も最も低いということを考えると、この業種の警備員
の処遇改善というのは、県内の雇用環境の改善にもつ
ながるし、人手不足の解消、人材の確保にもつながる
と思うんですね。私は、もうちょっと県庁挙げてこの
業務についての労務単価の適正化というのをもう少し
全国にも、また51業種の中でも改善していくという
ことは必要だと思うんですが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　労務単価につきましては、国の調査に基づいて決定
されております。公共工事の場合は、公共工事設計労
務単価及び建築保全業務労務単価ということでござい
まして、この国の調査におきましては下請を含む工事
に関連する業者を対象に支払い実態を調査して決定さ
れるものでございまして、実勢価格が反映されている
ものと考えております。したがいまして、土木建築部
としましても、建設業界団体に対して賃金水準の適正
化のために積極的に対応していただきたいということ
でお願いをしているところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　分離発注等もなかなかないという
中で、一括発注で元請の中で料金も決まっていくとい
う、非常に現場では　　　　改善に向けて行政がしっかり
考えていかなくちゃいけないのかなと思います。よろ
しくお願いします。
　あと那覇軍港の移設についてですが、公明党の金城・
代表質問の中で、謝花副知事、この見解の違いという
か、捉え方の違い、私がやり取りを聞いてる中ではやっ
ぱり８月の３者の合意の受け止め方、要するに北側案
と南側案、一方浦添市と那覇市は北側案ということに
対して、南側案の組合　　　　事務局の方ではまだはっき
りそこは違うんだと、受け止め方が違うと。
　あともう１点、意識調査についてもあの時点で本当
に構成団体の了解をもらわんでやったということ自
体、私はおかしいと思っております。この部分を副知
事も、リーダーシップを知事が取ってしっかりやって
いかなくちゃいけないと私は受け止めていたんです
が、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。

○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　まず、意識調査については上原議員の御指摘のとお
り、しっかりと両市と確認する必要があったというこ
とでございます。現在中断していますが、しっかりと
合意形成を図った上で実施されるものと考えておりま
す。
　それから北側案、南側案の件ですが、これについて
も８月に防衛省のほうから、米軍と協議する中で南側
案は　　　　いわゆる代替施設の配置なんですが、それに
ついては、南側案は技術的に選択することがないとい
う結論に至ったという指摘を受けての動きです。これ
について金城県議にも私申し上げたんですが、昨年
11月の移設協議会において、北側案、南側案いろい
ろある中で、調整検討会議の中でしっかり方向性を見
つけ出すということを確認されているということでご
ざいましたので、今後そういったそごがないように、
管理者として知事がリーダーシップを発揮して両市に
対してもしっかり説明することが大事だと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　浦添の環境に配慮する件なんです
が、港川地域の自然海岸に通称カーミージーというと
ころがあります。そこは今回の事業の中で、手をつけ
ない、埋めない、そういうことでよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　浦添のカーミージーと呼ばれている部分について
は、港湾計画の中でも、自然的環境を保全する区域と
いうことで決定をしておりますので、今後の計画の中
でも、それはしっかり保全されていくものだというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いいたします。
　最後に、病院事業局長、今コロナの感染拡大で本当
に皆さん最前線で頑張っていると思います。敬意を表
します。
　年末年始にかけて本当に沖縄県のコロナ感染が収
まっていく、そのための取組だとは思うんですが、一
方で県立病院を含めて医療現場では本来の医療提供を
する部分が非常に今懸念されています。そういう意味
では、看護師さん、またお医者さん、スタッフが本当
に倒れてしまうようなことがないように、また辞める
ことがないように、切実な思いで判断すると思うんで
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すが、医療従事者のしっかりした労働環境をどう守る
か最後にお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　今後、コロナ感染
症が流行する中で県立病院の医療スタッフを十分守っ
て医療体制をしっかりしたものにするということは重
要と考えています。特に医療スタッフ、医師、それか
ら看護師に関しましては、特に看護師の疲弊とかスト
レスとかが今盛んに言われてますから、ストレスに関
しては各病院に心理的な相談を受けるチームをつくっ
て、早めに状況をピックアップして対応すると。
　それから先日も離島であったんですが、看護体制が
不足した場合に、病院間の応援体制、医師も含めてど
うするかということを先日院長会議で話をして、その
フローシートといいますか、お互いつくってあります。
なるべく影響の少ないところから順次派遣するという
方向で対応していきたいと思っております。
　以上でございます。
○上原　　章君　ありがとうございました。
　相談体制はあるというけれど、相談しにくいらしい
んですよ。その辺はもう少し各病院長が配慮しないと
この問題解決しませんよ。コロナで一生懸命頑張らな
くちゃいけないという一方で、休ませてくれって言い
にくいんですよ。その点よろしくお願いします。
　終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　無所属の会、大城です。
　６点通告してありましたけれども、６番目の会派代
表質問関連は取り下げさせていただきまして、５点に
ついて今日は議論をさせていただきたい。お付き合い
のほどよろしくお願いいたします。
　まず１点目は、待機児童についてでございます。ま
ず状況を教えてください。
　(1)、待機児童数と待機児童率、その状況と推移に
ついてお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　本県にお
ける平成30年４月１日から令和２年４月１日までの
３年間における待機児童数の推移についてですが、平
成30年度が1870人、31年度が1702人、令和２年度
1365人となっております。また待機児童数を申込児
童数で除して算出いたします待機児童率についてです
が、平成30年度が3.26％、平成31年度が2.80％、令
和２年が2.19％といずれも３年連続で減少している
状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。

○大城　憲幸君　年々減少していますよというのは
分かります。そして待機児童率が　　　　どれぐらいの割
合で待機児童になるかと、その率の部分についても減
少しているのは理解をします。待機児童率について、
今全国で沖縄はどのような位置にあって、どういう中
身になっていますかお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　待機児童
率に係る全国との比較でございますけれども、本県は
全国第１位ということで2.19％でございますが、全
国平均の0.44％よりも1.75ポイント高い状況となっ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　数の上でも直近の待機児童数が、今
1300名ぐらいと去年に比べたら減っていますけれど
も、まだまだですと。そしてどれぐらいの割合で待機
児童がいるかという部分については、今全国ワースト
なんです。そして２位の兵庫県が1.31ですから、そ
れに比べても突出して高い数字になっているという状
況です。ただ一方で、41市町村の中で全部が高いと
いうわけではなくて、やはり毎年300、400待機児童
数が減っていると同時に、今半分くらいの市町村に待
機児童がいて、大分改善されていることは間違いない
と思うんです。
　(2)、この41市町村のうちでこの半分の市町村、特
に厳しい状況の続く　　　　私の南城市もそうですけれど
も、南部島尻地域、その辺の状況について認識をお願
いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　島尻地域
のうちで待機児童が発生している市町村は４町ござい
まして、令和２年４月１日時点の待機児童数及び待機
児童率はそれぞれ与那原町が42人で4.01％、南風原
町で194人、9.13％、久米島町で10人、3.41％、八
重瀬町で100人、5.56％となっており、厳しい状況と
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　島尻地域と書きましたからそうで
すけれども、やっぱり特に南風原町を中心に、南風原
が今数の上では全県で一番多くて、４万もいない町で
194名も待機児童がいるというように突出している。
そしてそのお隣の南城市、八重瀬町、与那原町、そう
いうところに非常に集中していて、この１市３町で全
県の1300余りの待機児童のうち446人がその地域の
子供たちなんですよ。そういう意味で、今までと違っ
て県全体というよりも、中部の一部地域あるいは南部
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の一部地域に非常に待機児童が集中しているという状
況がある。そして待機児童が多い市町村は怠けている
のかというとそうでもない。県内でもこの南風原町や
南城市、八重瀬町は本当に頑張って保育園も造ってい
るんですよ。簡潔でいいですけれども、その辺の状況っ
ていうのはどのように把握していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　与那原町、
南風原町、八重瀬町の状況を簡単に申し上げますけれ
ども、与那原町におきましては、昨年度認可定員の
増減はないものの申込数が82人増加しておりまして、
待機児童につきましては、受入児童数を増やした関係
で17人減となっております。
　次に南風原町でございますが、定員59人を増加し
たものの申込数が30人増加しておりまして依然とし
て厳しい状況というところでございます。
　八重瀬町につきましても、定員16人を昨年度増加
しておりますが、申込みがそれを上回る増ということ
で待機児童数は８人増加したというような状況でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　特に多い南風原町なんかは、平成
29年に定員が1502名だったのが直近で2026名まで、
この３年で500名定員を増やしているんです。それで
も200名近く待機児童がいるわけです。南城市でもこ
の３年で400名近く増やしています。それでも100名
以上の待機児童がいる。やっぱり市町村の努力という
のは限界があるし、また県の試算でも　　　　部長、これ
からずっと子供の数は増えるんですか。保育ニーズは
県はどう見ていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今後、子
供の数は少しずつ減っていく可能性はあるものの、併
せて女性の就業率の向上ですとかそういった部分もご
ざいますので、そこも含めた第二期の黄金っ子応援プ
ランにおいては、無償化も含めてそして就業率の向上
も含めたプランを策定していただいているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　県の有識者会議なんかでも、保育
ニーズは2021年がピークじゃないかというような議
論もよくあります。そういうような中で、やっぱり市
町村がこれ以上保育園を造り続けるというのは無理が
あるんです。
　そこで(3)番、2021年度末、待機児童ゼロに向けた
取組についてどのように取り組んでいきますか。

○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　本県にお
いて待機児童対策を進めていく上で、今喫緊の課題と
して上がっているのが保育士不足への対応でございま
すので、県としましては修学資金等の貸付けや潜在保
育士の復職支援ですとか、市町村が実施する保育士確
保、施設整備、独自事業へ待機児童解消支援基金を使っ
た支援を行うなどというような支援をしていくことに
よって、待機児童の解消に取り組んでいるところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　保育士不足はずっと議論もありま
すし、そのとおりです。それプラスの、今言ったよう
に市町村での取組が本当に限界じゃないかという中で
は、ずっと皆さんがやるって言ってきた広域連携をど
う強化するのか。あるいは、定員の弾力運用をどうす
るのか。私はそこだと思うんですけれども、その辺に
ついての見解を再度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　市町村間
の広域利用につきましては、令和２年４月１日現在で
22市町村において、461名の方が広域利用をしてい
る状況にはございます。ただ多くの市町村が待機児童
を抱えている中で、なかなか広域利用自体は進んでい
ない状況にあると認識しております。
　県といたしましては、地域のミスマッチ解消ですと
か子育て家庭のニーズに応えていくためにも広域利用
は重要だと考えておりまして、今年の８月に各市町村
に対しまして、長期的な視点で相互扶助の精神でこの
広域利用にも取り組んでいただきたいという趣旨の通
知を出しました。それで各市町村のホームページなど
に受入可能な待機児童の状況ですとか、そういったも
のを随時公表していただきたいというような取組をお
願いしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　広域利用は今までも皆さん取り組
みますと言ってきたんですけれども、進んでいない
んですよ。全県で何百名という話をしますけれども、
やっぱり南風原町なんて待機児童率が10％近い。そ
のそばの南城市でも八重瀬町でも県の中でもワースト
で５％以上はある。そういう中でもっと本気でもう少
し　　　　那覇市だってそうですよ。首里地域に一部空き
があるよと言っても、那覇市としても市内の子供たち
を優先しないといけないから簡単に受け入れてくれな
い。やっぱりそこは那覇市に対しても何かメリットが
あるような方策を、もう一歩進んだ次の段階の広域利
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用の方策を出してこないと、これ以上進まないんじゃ
ないかなというふうに感じているんです。それが弾力
運用についても、これちょっと乱暴な言い方かもしれ
ませんけれども、110％、あと10％上げれば2000名
の南風原町で枠がある。10％弾力運用で定員を増や
してあげれば200名入れるんですよ。これは机の上で
は簡単ですけれども、多分現場では様々な事情がある
ということで要望します。ただやっぱり私が言いたい
のは、もうちょっと県がリーダーシップを取らないと。
さっき冒頭言った一部地域で突出して何百名も待機児
童が発生している状況ですから、これ本気で取り組ま
ないといけないと思うんですよ。
　最後に謝花副知事、今度待機児童ゼロを21年に延
ばしました、19年から。実はその前は17年だったん
ですよね。17年から延ばして19年にして、また２回
目21年末に待機児童ゼロの目標を延ばした。ここに
いる県議会議員48名のほとんどが６月の県議会議員
選挙では、待機児童ゼロを訴えてきたはずなんです
よ。やっぱり２度あることは３度あるでは笑えないで
すよ。これは決意、強い決意で現場の声を聞きながら
強く進めないといけないと思うんですけれども、よろ
しくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　待機児童ゼロは、玉城知事の公約でもございます。
しっかりこの部分については、取り組む必要があると
いうことをまず痛感しております。
　今議員からございました保育園の広域化ですとか弾
力的運用、こういったものについても、県としてもしっ
かり研究検討して、どういった形で今一部集中してい
る地域の課題解決もございますので、取り組んでいく
必要があるというふうに感じているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　思いがないと進めないんですけれ
ども、やっぱり具体的にどうするかというのをぜひ進
めていただきたい。お願いします。
　次に進みます。
　２番目、コロナ禍における高校受験生への配慮につ
いて。
　教育長、大学受験は、文科省が様々な取組を発表し
てそれをマスコミが取り上げていろいろニュースにな
るんですけれども、やっぱり義務教育の部分、高校受
験に向けたあるいは中学受験に向けた子供たちの教育
環境という部分について、取組がなかなか見えないと
心配する声があります。

　(1)、受験を目前に控える中、感染や濃厚接触者と
なった生徒への対応についてまずお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　新型コロナウイルスへの感染や濃厚接触により自宅
待機等で登校できなくなった受験を控える児童生徒に
ついては、特にやはり議員御指摘のとおりきめ細かな
対応が必要だというふうに認識をしております。その
ため県教育委員会では、各学校に向け進学や受験等に
影響が出ないよう配慮を求める文書を発出したところ
でございます。また併せて９月補正により、学びの
保障のための学習支援員配置事業を立ち上げまして、
12市町村に対しましては補助を行っているところで
あり、引き続き進学や受験を控えた児童生徒の学習保
障への取組を支援してまいりたいというふうに考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　具体的な取組については、県立高校
に送った文書に基づくみたいな表現になっていますけ
れども、その辺２点説明願えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　やはり中学校の場合は、市
町村教育委員会が所管をしているところもございます
ので、県立高校での取組を御参考にということで送ら
せていただいたところでございます。特に高校３年生
は配慮が必要な時期ということでございますので、そ
の内容といたしましては、新型コロナウイルス感染ま
たは濃厚接触者となった生徒については電話であった
り電子メールであったり、オンラインなど様々な手段
を通じて学習の保障をし進路の指導に努めること。ま
た併せて特に感染が出た場合に、消毒期間の確保のた
めにやむを得ず学級閉鎖を行う場合であっても濃厚接
触者に特定されなかった生徒については、可能な限り
登校させて代替教室を確保するなど学習や進路指導を
止めない対応を検討するといったことを県立学校に発
出しておりますので、市町村においてもそういったこ
とも配慮いただけないかという文書を送らせていただ
いたところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　国は、このコロナも含めてこれま
で進めてきたＧＩＧＡスクール構想の予算を倍増させ
て、一気に早めにこれを進めなさいということで予算
もついたはずです。沖縄県において、このＧＩＧＡス
クール構想、まさにオンライン授業ができるような体
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制をつくるという部分の取組はどのように認識してい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　国の補正予算を受けて、オンラインといいますか一
人一台端末の配備については、前倒しして実施されて
おりまして、今年度各市町村において配置をしており
ます。年度末までには何とか全ての一人一台端末が達
成できるというふうな見込みで考えているところでご
ざいます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　それを進めるときに、熊本市の取組
が非常に参考になると。「教育委員会が本気出したら
スゴかった。」という本を読んだんですが、大体熊本
市の取組を見ていると思うんですけれども、ちょっと
紹介してもらえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　熊本のほうがオンライン授
業、オンライン学習が非常に進んでおりまして、特に
研修の充実で内容をオンラインできるようなコンテン
ツをつくったりとか、そういったものを積極的に進め
ていたというところがございました。そういった取
組は参考になるのかなというふうに思っています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　熊本は、熊本地震を経験しているも
のですから　　　　もともとＩＣＴ教育が先進ではなかっ
た。小中で130校くらいあったと思いますけれども、
２週間でオンライン授業ができる環境を整えて、この
４月の休校時期には全校でオンライン授業を始めてい
るんです。言いたいのは、せっかく国もそれを進めて
いる。今の沖縄県内では、市町村によって取組に大き
な差があるんです。そこはやっぱり本気で現場の状況
も当然皆さん把握しないといけませんけれども、ぜひ
それは強化をして取り組んでいただきたいなと思いま
すのでよろしくお願いします。
　(2)、推薦を含めた試験のスケジュールと実施方法
についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　今年度の入試の日程につきましては、１月から始ま

る推薦入試から３月下旬の第２次募集まで例年どおり
の日程に加えまして、新型コロナウイルス感染症の影
響により学力検査を受検できなかった生徒に対して追
検査も予定しておりますし、最終の合格発表は３月
31日を考えているところでございます。実施の方法
につきましては、今年度多くの競技大会等の中止が相
次いだことから、推薦入試において３学年の実績がな
い場合は、１・２学年の実績や実技検査等の結果で選
抜するなど受検生に不公平が生じないよう工夫すると
ともに、一般入試においては追検査を予定していると
ころでございます。
　県教育委員会としましては、コロナ禍の入試におい
ても受検生の不利益にならないよう、万全の感染症対
策を講じ、公平公正な選抜の実施に努めてまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　追検査するのはありがたい話だし、
非常にタイトなスケジュールの中で３月末にしか追検
査ができないというのは聞いていますけれども、ただ
やっぱり問題は濃厚接触者の子供たちなんですよ。親
も感染してしまうと諦めも　　　　もう本当にしようがな
いと思うけれども、いつ感染者になるか分からない。
濃厚接触者になるか分からない。クラスの子が出た、
あるいはお父さんが持ってきてしまった。そこで一生
を左右してしまうということが起こっちゃいけないと
思うんですが、その対応について国は指針を出してい
るようですけれども、取組状況をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　国のほうで大学入試のガイ
ドラインが定められています。当然ながら我々のほう
としてもそれを参考にいたしまして、他の受検者と接
触しない動線の確保であったりとか、受検者の座席間
隔が２メートル以上であるとか、監督者と受検者との
距離を２メートル以上にするとか、当然のことながら
マスクの着用等、監督者の感染対策など感染防止対策
を徹底して感染リスクが極めて少ない中で選抜を実施
することとしております。
　参考までに、先日県立中学校の入試が行われまし
た。その中で、濃厚接触者が複数名おりました。別室
で受検機会を確保したところでございます。その場合
であっても無症状の濃厚接触者に対しましては、ＰＣ
Ｒ検査の結果、陰性で当日も症状がないことなど一定
の要件を満たした条件で別室受検をさせたところでご
ざいます。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　よろしくお願いします。
　濃厚接触の子供たちがいろんな条件をつける中で受
検できるのは上等、大きな前進だと思います。一方で
推薦についても、皆さんはもう推薦できなかったら一
般入試にすればいいさというような話もありますけれ
ども、やっぱり面接と書類審査なんですから場合に
よっては面接を免除するとか　　　　推薦も学校によって
様々な形があるのは聞いています。そしてさらに基礎
疾患を持っている教員の健康も守ってあげないといけ
ないという事情もあるんでしょう。ただやっぱり面接
についてもそこは臨機応変に、それこそオンラインで
面接をするとかそういうこともあっていいんじゃない
かなと思いますので、ぜひとも現場としっかりと密に
連携を取りながら取り組んでいただきたい。よろしく
お願いします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大城　憲幸君　次、行きます。
　３、観光振興について。
　(1)、コロナ禍におけるホテル等宿泊施設の状況に
ついてまずお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合が組合員向けに
実施をしております調査によりますと、客室稼働率は
全国的に緊急事態宣言が発令された５月は5.2％と落
ち込み、６月は19.4％、７月は37.6％と回復いたし
ましたが、県独自の緊急事態宣言が発令されました８
月は22.2％と再び落ち込みました。その後、９月は
26.8％、10月は40.0％と改善傾向にあると聞いてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　観光客の増加とともにホテル数と
いうのは本当に急激に増えてきました。特に30年か
ら令和元年については、宿泊件数で500件以上増えて
いる。収容人数でも１万6000人ぐらい増えている。
これは、県としても1200万名観光客に向けて部屋が
足りないというようなメッセージを出してきましたの
で増えてきた。ただここに来て、この状況ですから非
常にきついと思います。
　それを踏まえて、(2)、1000万人観光客復活へのス

ケジュールと具体策をできるだけ早く示すべきと考え
ますけれども、取組をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ウイズコ
ロナ時代におきましては、防疫面とか受入体制での強
化を図りまして、自然、歴史、文化などのソフトパワー
を最大限発揮し滞在日数の延伸や観光消費額の増加な
ど、沖縄観光の構造を量から質へ転換させる必要があ
ると考えております。今後のこの目標値の設定の考え
方につきましては、観光関連団体の代表者等で構成さ
れますアドバイザリー会議におきまして、入域観光客
数ではなく、県民や長期滞在者も対象に含めた延べ宿
泊者数などが適切であるとの意見も出ておりますこと
から、引き続き検討を進めてまいりたいと思っており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　沖縄県の観光策は、まず大きく沖
縄観光振興計画がありますと。そして中期で、観光推
進のロードマップがあります。そして具体的に毎年ビ
ジットおきなわ計画がありますということ。だからそ
ういう中で、今まではずっと宿泊施設が足りませんよ
というものに基づいていろんな皆さんに投資していた
だいた。だからこれをどう回復させるかというのは先
日も議論はありましたけれども、観光振興については
コンベンションビューローが700万人と出した。ただ
これを現実も見通しもないままで出すということを進
めるわけではないんだけれども、一日でも早く現実的
に沖縄県としてこうするんだと。これに向けて施策を
充実させていくんだというようなメッセージを出さな
いと今投資を準備している皆さん、あるいはオープン
したけれども今後どうなるか分からない皆さんに対す
る強いメッセージが、私必要だと思うんです。この辺
の1000万人観光客をいつまでに戻すとかというのは、
いつの段階の議論になるか、いつ出す予定ですかお願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員御指
摘のありましたビジットおきなわ計画、これが短期的
な計画ということで通常その中に当該年度の目標数と
いうものを盛り込んできたわけですけれども、ただ一
方で今年度につきましては、コロナ禍の感染の状況が
なかなか見えない状況でございましたので、そういっ
たものをしっかりと見極めながら慎重に出すべきだろ
うということで今に至っているところでございます。
　まず今年度の入域観光客数につきましては、コンベ
ンションビューローさんも目標値を出しておりますけ
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れども、県といたしまして４月から11月までの実績
値を踏まえた上で、例えばエアラインの予約状況など
から算出した12月から令和３年３月分までの推計値
を踏まえた上で、12月下旬に今年度分については発
表し、次年度の目標値ということにつきましては、毎
年度ビジットおきなわで発表している時期の４月、５
月頃あたりにお示しできればというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　今、議論あったように意見が分かれ
るところだと思うんですよ。慎重に出すべき、早く出
してそれに向けて取り組むべきと分かれるところだと
思いますけれども、しっかり取組強化をお願いしたい
と思います。
　次に進みます。
　４点目、再生可能エネルギーへの取組について。
　菅首相が脱炭素社会へ、2050温室効果ガス排出ゼ
ロ宣言を行いました。
　そこで伺います。
　沖縄県の状況(1)、現状と今後の方針をお願いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　2019年度の沖縄県の再生可能エネルギー比率は約
６％ですが、県では低炭素島しょ社会の実現に向けま
して、蓄電池とモーター発電機等を活用したシステム
の実証事業など、再生可能エネルギーの導入拡大に取
り組んでおります。また、うるま市では大規模木質バ
イオマス発電所を建設中であり、民間事業者による取
組も拡大しております。
　県としましては、世界的な脱炭素に向けた潮流に加
えまして、ＳＤＧｓの理念や2050年のカーボンニュー
トラルを目指す国の方針等を踏まえた沖縄県エネル
ギービジョン2020（仮称）の策定を進めております。
同ビジョンの基本的な方向性としまして、エネルギー
の低炭素化、自立分散化、地産地消化を掲げるととも
に新たな沖縄振興の中で再生可能エネルギーの導入拡
大に係る支援制度等を要望するなど、脱炭素社会の実
現に向けたエネルギー施策を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　エネルギービジョンで議論してい
るっていうのは前もありました。私が少し早めたほう
がいいなと思うのは、やっぱりこの振興策の中でも柱
になると思っているんですよ。だから県の方向性を早
めに出して、具体的に振興策の中にも入れるべきだと

思っています。そういう視点でもう少し議論を深めた
いんですけれども、電力さんも沖縄の場合にはもう
10年後もこの再生可能エネルギーは６％ぐらいの目
標しか持っていない。そういう中で、やっぱりどうし
ても沖縄電力さんとの連携、今言うほかの新しく入っ
てくる新エネルギーとの連携、そういうようなものが
必要だと思いますけれども、このエネルギービジョン
2020の中で、今後沖縄県が再生可能エネルギーを何％
に持っていくのかっていうのは今６％しかありません
から、出してくると思うんですけれども、その時期っ
ていうのはいつ頃になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　数値目標に関しまし
ては、今後はそのパブリックコメント、これ12月か
らスタートすることを予定しておりまして、そのパブ
リックコメントを終了した後、取りまとめをして発表
するというような形になるというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ＥＵをはじめ世界の標準は再生可
能エネルギー３割以上ですよ。ＷＴを持っているの
は。そして全国が今18％と言われている。そんな中
で沖縄は６％しかないし、現時点は沖縄県も電力会社
も10年後も６％という数値しかないんですよ。やっ
ぱりこれを前に進めないといけない。そして私はその
中で農業との連携というのが非常に重要だと思ってい
るんですけれども、(2)、畜産業との連携による畜ふ
んの現在の活用状況をまずお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　県内の畜産業における再生可能エネルギーへの取組
としましては、八重瀬町が環境省の直轄事業として地
域循環型バイオガスシステム構築モデル事業を活用
し、バイオガスプラントを整備しております。本プラ
ントにおきましては、乳用牛の排せつ物と地域から排
出されますおからなどの食品残渣を原料として処理
し、液肥の生産やメタンガスによる発電によって、地
域資源をエネルギーとして活用している状況でありま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　その取組はこの場でも議論になっ
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たし、全国の優良事例としても発表されています。
　これちなみに何頭規模ですか。お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　プラントの規模です
か。
○大城　憲幸君　そうそうそうそう。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　日量30トン。乳用牛、
牛の頭数にしますと380頭の排せつ物を処理する能力
があると聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　今あったように、乳用牛の頭数で
380、400とか、四、五百ぐらいの話なんですよ。沖
縄県全体で皆さん分かっているとおり、乳用牛、和牛
入れると８万頭の牛がいます。その８万頭から毎日
2000トン以上の牛ふんが出てきます。豚が20万頭、
鳥が200万羽、それ全部入れると毎日4000トンぐら
いの畜ふんが出てくるわけです。やっぱりそこをこの
エネルギーにつなぐべきだと私は思う。特に農林水産
部のほうでも、この農家に聞いてももっと続けたいん
だけれども、この畜ふんの処理ができなくてやめる。
もっと増やしたいんだけれども、畜ふんの処理ができ
なくて増やせない。そういうような話がある。そして
今までは農林水産部も常にどう高く売るかとか、どう
効率よくするかという議論は深めてきたけれども、農
家の負担を下げる、この畜ふんの処理の部分について
は取り組んできたけれども、新たなエネルギー産業っ
て部分はこれまでなかなか議論が進んでいないんです
よね。その結果としてこれだけ毎日4000トンも5000
トンも出る畜ふんの中で、数十トンしか使われていな
い現状があるわけですから、やっぱりここはさっき
言ったエネルギーの部分につなぐ必要があると思いま
す。
　そして今後は部長、農林水産部はサトウキビなんか
にしても、今までは当たり前のように製糖工場のボイ
ラーは重油でたいていましたけれども、今後使えなく
なるわけですね、2050宣言からすると。やっぱりそ
れもどうするかって議論をしないといけない。そして
国としてもこの前環境大臣言っていましたけれども、
エネルギー、食の地産地消あるいは農地の多面的な機
能、そういうようなものを考えるとやっぱり今後は農
家は再生可能エネルギーのメインプレイヤーになれる
んだと環境省が逆に言っているんですよ。ここは我々
農業に携わる人間、部長を中心に、このエネルギーと
どうつなげていくかという発想が必要だと思うし、そ
こはこの振興策の中にどう入れるかという議論が必要
だと思うんですけれども、部長、再度お願いします。

○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず県では家畜排せつ物処理の方針としまして、利
用促進を図るための計画を策定しております。その中
では、堆肥それから液肥などの畑地への還元で処理し
ていく。あとはその堆肥等だけでは対応できない地域
もありますので、そういった部分は再生可能エネル
ギーの利用を検討するということでこれまで計画をさ
れております。今回の八重瀬町の事例もありますので、
各地域からも相談、問合せの声もあります。我々とし
ても畜産を経営の面からも家畜排せつ物の処理、あと
環境問題について大きな課題と認識しておりますの
で、再生可能エネルギーへの畜産分野の活用について
もしっかり検討していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　農業の部分はそれぐらいしか今出
てこないですので、商工部長にまた戻りますけれども、
エネルギーの安定供給という意味では、やっぱりさっ
き言った振興策の視点でいくと、沖縄振興特措法の中
にうたわれているわけですよね。その辺ちょっと簡潔
に、今どういう文言になっているか説明できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず電気の安定かつ適正な供給の確保のために、石
油石炭税の免除、それから固定資産税の課税標準の特
例というものが措置されております。この石油石炭税
の免除ですけれども、これは租税特別措置法、それか
ら沖縄振興特別措置法に基づきまして、発電の用に供
する石炭及び液化天然ガス　　　　これＬＮＧですけれど
も、これの石油石炭税を免除するというふうに規定さ
れております。
　それから固定資産税の課税標準の特例ですけれど
も、こちらのほうは地方税法制定附則第15条第５項
に基づきまして、電気供給業の用に供する償却資産に
係る固定資産税の課税標準の３分の２の額とするとい
うことで、これも特例が設けられているという状況に
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　富川副知事、今回県としてやりたい
という制度提言をたくさん上げました。その中でエネ
ルギーの部分も幾つかありました。規制緩和なんかも
出てましたけれども、私、ここに入れることができれ
ばいいなと思うんですよ。今沖縄電力に対する電気を
安定的に供給するために税金を免除してくれ、あるい
は設備投資するときに支援するというのは全部この７
章の63条、65条に入っているわけですよね。やっぱ
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り振興策の中心、河野大臣も再生可能エネルギーを最
大限活用していくって言っているわけですから、担当
大臣が。やっぱり何とか国と折衝をして、この中に農
業との連携、再生可能エネルギーをもっと、６％では
話にならんと。ハワイは2045年までにはもう再生可
能エネルギー100％にするって言っているわけですか
ら、そこはここに入れるように努力をしていかないと
いけない。もっともっと沖縄から発信すべきだと思う
んですけれども、所見をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　基本的には議員御指摘のと
おり、2050年の温室効果ガス排出ゼロも含めて、国
もそういう方向を示して、沖縄もそれに連動するとい
う形で取り組んでいるところでございます。制度提言
の中には議員御指摘のように、グローバル・グリーン・
アイランド・サミットＧＧＩＳの推進等々、細かい制
度が入っておりますが、今御指摘のことも含めて骨子
案に入れるときにさらに細目も検討しながら取り組ん
でいきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　よろしくお願いします。
　最後、時間なくなってしまいました。
　鉄軌道導入調査について(1)、県と国で検討状況に
差異があり、大きな課題であるが、費用便益を含め状
況と方針をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国と県の調査において、
事業採算性については、想定する事業スキームに違い
がある。また、費用便益比については、前提条件や算
定手法に違いがあることから、結果に差が生じており
ます。県調査では、全国新幹線鉄道整備法を参考とし
た事業スキームの適用により採算が確保でき、費用便
益比については、ケースによっては１を超えるとの結
果が得られております。今後は、これまでの検討結果
等を基に、国との議論を進めていくこととしておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　なかなか同じ答弁から抜けられな
いんですけれども、今まで10年間ずっと調査してき
ました。それはいわゆる今言った振興の特措法に基づ
いて調査をしてきたはずです。これは何に基づいて
やったか説明願います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄振興特別措置法の91
条第２項において、「国及び地方公共団体は、沖縄に
おける新たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に関し、

その整備の在り方についての調査及び検討を行うよう
努めるものとする。」と規定されており、これに基づ
いて国、県、調査検討を進めているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　特措法に基づいてこれまで10年間
ずっと調査してきました。そして現時点でもう目の前
にその特措法の改定がある中で、今国と県がずっと平
行線っていうのはやっぱりそこが気になるところなん
です。我々今までの議論の中でも県民の意見聞きなが
ら議論が共倒れしないようにするっていう手法も大事
ですけれども、今本気で県がやる気になる、もう腹を
決めてやらないといけないと思うんですよ。特措法、
これを変えないと今のままであれば今後も調査ってい
う文言しか残らないんですよ。これをやっぱりこの文
言を次のステップに、本気で沖縄県は鉄軌道が必要な
んだっていうステップに変えないといけない。これ変
えないといけないんですよ。その辺の取組という意味
では国とのすり合わせが大事だと思います。もう時間
ありませんけれども、最後にその辺どうですか。本気
で沖縄県がやるためにどう取り組むのか、その辺お願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　この鉄軌道導入に当たっ
て一番課題とされているのが、事業採算性の問題だと
認識しております。ただし、この事業採算性が向上す
るには、新幹線整備の手法の負担の在り方でないと事
業採算性が取れないということははっきりしている。
　今回の新たな沖縄振興に向けての制度提言の中で、
全国新幹線鉄道整備法並みの手法を取り入れたいとい
うことで今取りまとめておりまして、これを国に対し
て今後求めていくこととしております。
　併せて沖縄に鉄道が必要だという点にあっては、機
運醸成が一番大事だと思っております。県民の皆様も
含めまして、沖縄に鉄道がぜひ必要だという声を大き
くしていきたい。そのため11月にシンポジウムを開
催いたしました。本来ならば数百人規模で行うことを
予定しておったんですけれども、新型コロナウイルス
感染症の影響もあって、会場100人規模、名護それか
ら沖縄市にあっては100人規模でウェブで開催したと
ころです。この中で早稲田大学の森本教授の基調講演
がありまして、鉄道整備にあっては長期的なまちづく
りの視点も重要だということもありましたし、何より
もこの鉄道の優位性、Society5.0で今後例えば自動
車の自動運転等が実用化されたとしても、都市部に流
入するには多くの駐車スペースが必要になる。これが
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空を飛ぶ車であっても同様である。大量輸送という鉄
道の優位性はこれは他の公共システムにあっても鉄道
の持つ優位性は高いということをおっしゃっておられ
ました。これらの点も含めて県民に共有して発信して
いきたいというふうに考えているところです。
○大城　憲幸君　今の取組は否定しませんけれども、
国には今の答弁では本気度は伝わらないと思いますの
で、ぜひとも三役中心にリーダーシップを取ってよろ
しくお願いします。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　おはようございます。
　沖縄・平和会派の比嘉京子でございます。
　質疑に入る前に一つ提言をさせていただきたいと
思っております。
　知事が米大統領選挙直後に提案されました世界女性
サミットを沖縄で開催したいという発信について、ぜ
ひとも実現をしてほしいと思っています。
　といいますのは、３年前、2017年夏、オール沖縄
訪米団の一人としてカリフォルニアへ参りました。毎
回参るたびに様々なことをしているわけでありますけ
れども、主な目的は辺野古の新基地建設をはじめ、米
軍基地問題の解決のためです。その際は特に米国で影
響力のある労働団体ＡＰＡＲＡのアジア太平洋アメリ
カ人労働連盟25周年大会　　　　３日間行われましたけ
れども　　　　そこへの参加と、カリフォルニア州選出の
米連邦議会議員や環境団体、平和団体、女性団体へ訴
えることでございました。サンフランシスコでは特に
民主党女性議員、重鎮のバーバラ・リーさん、それか
ら民主党トップの下院議員のナンシー・ペロシさん、
そして今回米副大統領候補であるカマラ・ハリス上院
議員の事務所にも訪問して訴えております。ですから、
カマラ・ハリス氏は辺野古問題や沖縄の米軍基地問題
を御存じでいらっしゃいます。国連の軍縮部門のトッ
プである中満さんをはじめ　　　　この６月にいらしてい
ただけなかったわけですけれども、こういう方々をぜ
ひとも招聘をして、沖縄において女性サミットを実現
させてほしいということを申し上げまして、質問に入
りたいと思います。
　１番目に、新たな沖縄振興のための制度提言（中間
報告）を読みまして、前回私は、この新しい振計のた
めに米軍基地は沖縄の経済発展の最大の阻害要因であ
るというかつての翁長知事の発言を引用しました。そ
の根拠について、本県における陸・空・海における経
済的損失、また交通渋滞や県議会、県職員における人
件費等の経済的損失について明らかにいたしました。

基地問題は経済的な損失ばかりではありませんけれど
も、前回そのような質問をいたしました。今回、沖縄
振興計画で最大の課題である基地の整理縮小について
読んでみてもなかなか道筋が見えませんし、また50
年近くもなる中において県民所得が全国最下位を脱す
ることができていませんし、その具体的な策について
もなかなか読み取ることができません。
　そこで、以下質問をいたします。
　21世紀ビジョンに掲げる基地のない沖縄へ、沖縄
振興計画の最大の課題は基地の整理縮小で基地返還だ
と考えています。
　そこでお聞きいたしますけれども、まず、アとして、
米軍基地の整理縮小のための計画をどう描いておられ
るのか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　県といたしましては、米軍基地の整理縮小を実現す
るためには、ＳＡＣＯ合意の内容とは異なる現在の辺
野古新基地建設を除き、既に日米両政府で合意された
ＳＡＣＯ最終報告及び再編に基づく統合計画で示され
た基地の整理縮小を着実に進める必要があり、その確
実な実施を日米両政府に期待し、強く求めてきたとこ
ろであります。また政府に対し、ＳＡＣＯ以降の基地
の整理縮小の検証及び沖縄の基地負担軽減策の検討の
ため、日米両政府に沖縄県を加えた協議の場ＳＡＣＷ
Ｏを設けることを強く求めているところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　中間報告はやはり行政的な要素
が強いというふうに思いますが、この中間報告以外に
政治的な解決課題については、別途資料等の提出があ
るんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時47分休憩
　　　午前11時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　今回新たな沖縄振興に向
けての制度提言を取りまとめたところですが、米軍基
地から派生する諸問題に対応する制度としまして、米
軍活動に基づく環境に及ぼす事故等が発生した場合
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に、国へ環境調査を義務づけることや、米軍活動に起
因する環境汚染が疑われる場合に、県や市町村が実施
する環境調査費への国への支援を求める制度について
求めていきたいというふうに考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　地位協定に関わるこれらのこと
についても言及するというお考えだとは思うんです
が、私は今整理縮小を中心に議論をさせていただきた
いと思っているところです。
　まず目に見える形で喫緊の課題、中期的な課題、長
期的な課題について、スケジュール感を持って提案を
していくという、そういうお考えがあるのかどうかお
伺いをしたいんですけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほども答弁しました
とおり、まずは米軍基地の整理縮小を実現するという
意味合いで、ＳＡＣＯ合意それと統合計画で示された
基地の整理縮小を強く政府に求めていきたいというふ
うに考えております。
　県としては、米軍基地問題の解決に向けて万国津梁
会議の提言を論拠の一つとして活用し、沖縄の過重な
基地負担の軽減を図るよう政府へ働きかけるなど、県
の施策や取組に反映し、米軍基地の整理縮小に努めて
いきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　かつて大田県政時代によく言わ
れていました国際都市形成構想の中に96年から３期
にわたって一覧が出ておりまして、2015年にはもう
嘉手納飛行場を返してほしいとまで明言しているわけ
なんです。
　もう一つは、普天間飛行場の返還アクションプログ
ラム、平成16年にラムズフェルド発言等も入れて出
されています。こういうふうに具体的な案をしっかり
と国に言っていかないと、整理縮小ということをう
たっていながらなかなか前進しないのではないかとそ
ういう危惧を私は持っています。これからもまだまだ
時間は残されていると思いますので、ぜひ御検討をお
願いしたいと思います。
　次に質問をいたしますけれども、少なくとも私は喫
緊の課題は、具体的なスケジュール感を示す必要があ
ると思います、この10年間の。特に普天間問題や海
兵隊問題、キャンプ・キンザー問題、これも計画され
ているわけです。そのことについて書いていく必要が
あるのではないかということは申し上げて次に進みま
すが、今普天間基地の機能分散状況というのがあると

思うんですが、３つの海兵隊の機能を分散して、今交
渉を国がやっているわけなんですが、その状況につい
ての認識は、県はどのようにお持ちでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御質問の普天間飛行場の機能でございますけれ
ども、普天間飛行場が有する３つの機能のうち、空中
給油機の運用機能については、平成26年８月にＫＣ
130空中給油機15機の岩国飛行場への移駐が完了し
ております。また、緊急時における航空機の受入機能
につきましては、宮崎県の航空自衛隊、新田原基地及
び福岡県の築城基地の施設整備について平成30年10
月に日米合同委員会の承認を得ており、現在必要な施
設に係る工事を実施しているというふうに承知をして
おります。残るオスプレイ等の運用機能につきまして
は、政府が辺野古への移転を進めているというふうに
認識をしているところでございます。
　県としましては、同飛行場の速やかな運用停止を含
む、一日も早い危険性の除去を実現するため、これま
で普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会にお
いて、オスプレイ12機程度の県外拠点配備や同飛行
場所属機の県外・国外への長期にわたるローテーショ
ン配備など具体的な取組を求めてきたところでござい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　残されたオスプレイとヘリの運
用について２つの機能があると思うんですが、１つに
ついて、パイロットの飛行訓練というのは、佐賀空港
に交渉したわけですけれども、合意は得られてないと
思うんですね。今識者の中には、１か所に固定をせず
に、例えば九州、四国、中国地方などをローテーショ
ン化して進めれば解決できるんではないかという意見
がありますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　比嘉議員が御指摘のと
おり、普天間飛行場の早期の危険性除去という面か
ら御質問のあったローテーション配備等については、
しっかり県としても求めていきたいというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ぜひ前進をさせていただけるよ
うに、今回の議会に提案をお願いしたいと思っていま
す。
　次に、海兵隊がもし撤退をするんであれば、どれぐ
らいの面積や兵力の削減、沖縄の基地負担軽減につな
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がるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　現在沖縄における海兵
隊の人員は約６割というふうに認識をしておりますの
で、即答で面積等をお答えするのは、厳しい状況でご
ざいますけれども、相当程度返還が進むのではないか
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　県議会でも過去、2016・17年の
２回に全会一致で、海兵隊撤退の決議をしているわけ
です。ぜひともそれも生かして分散移転の提案を推し
進めていただけるようにお願いをしたいと思います。
　次にイのほうで、米軍基地問題に関する万国津梁会
議における在沖米軍基地の整理縮小についての提言を
どのように反映させていくおつもりか伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言は、アジ
ア太平洋における近年の安全保障環境や米軍の戦力の
変化等の軍事的合理性を踏まえ策定されており、米軍
に関する新たな知見であり、県の主張を補強する重要
な政策提案と受け止めております。
　県としては、米軍基地問題の課題解決に向けて、同
提言を論拠の一つとして活用し、沖縄の過重な基地負
担の軽減を図るよう、政府に働きかけるなど、県の政
策や取組に反映し、米軍基地の整理縮小につなげてい
きたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　アジア太平洋における近年の安
全保障環境の変化をどのように認識しておられるので
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　万国津梁会議の提言に
おいても、近年の安全保障環境において中国のミサイ
ル能力の向上などにより、沖縄の軍事的な脆弱性が認
識される中で、米軍の戦力の見直しが進んでいるとさ
れております。海兵隊については新作戦構想の策定を
進める中で、大規模で恒久的な基地に依存しない、よ
り小規模な部隊による運用が求められ、兵力の分散化・
小規模化が重視されていると指摘をされています。こ
れらの提言の内容につきましては、ワシントン駐在か
ら報告を受けている米軍の戦略等に関する報道や米軍
関係の報告書等とも合致をしているというふうに認識
しており、県としても同様の認識でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。

○比嘉　京子さん　おっしゃるとおりで、米シンクタ
ンクが2010年ぐらいまでは、米優先の軍事というこ
と、シンクタンクの多くのレポートが語っているよう
ですけれども、17年ぐらいから、いわゆる中国の射
程距離に沖縄が全部入ってるわけなんです。そのため
に、沖縄が地理的な優位性から地理的な脆弱性へと変
化しているとアメリカ自体が言っているわけです。だ
からおっしゃるとおりに、今海兵隊においては、集中
から分散、小規模化へということを米のシンクタンク
等が提言しているわけです、アメリカにおいて。そう
いうことを考えますと、今、大きなチャンスに来てい
ると私も思っておりますので、ぜひそこをどうやって
進めていくかということが政治的に大きな課題ではな
いかなと思っているところです。
　次に、この万国津梁会議において、普天間の危険性
除去のために辺野古が唯一という論拠は、軍事的にも
う成り立たないという提言があります。これについて
どうお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言の中で、
沖縄への米軍基地の集中は、「軍事的には中国などの
ミサイル能力の向上によって、ますます脆弱になって
いる。海兵隊を含めた米軍自身も、中国のミサイルの
脅威に対応するべく、部隊の分散化を進めている。」
と指摘しております。
　県としましては、辺野古新基地建設は集中から分散
という米軍の戦略の変化にそぐわないというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ミサイルの射程内のみならず、今
中国が宇宙サイバーとか電子戦にかなり進出している
わけなんですね。ですから、言ってみれば沖縄に優位
性があったということはもうかなり遅れていると。射
程内であるということを含めますと、ますますそうい
うような脆弱性ということが言われていくんではない
でしょうか。
　最後に、万国津梁会議のもう一つの提案として、沖
縄県がアジア太平洋における地域協力のネットワーク
のバッファーゾーンとして機能していくことが必要で
はないか、求められているんではないかと。平和のハ
ブとして活動すべきではないかという提言があります
が、それについての抱負を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　令和元年度の万国津梁会議の提言におきましては、
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アジア太平洋地域は、安全保障面の緊張関係と経済面
の密接な関係が併存しており、域内の緊張緩和と信頼
醸成が重要であることから、沖縄県は同地域の地域協
力ネットワークのハブ、結節点となることを目指すべ
きというふうにされております。その上で、「沖縄
県は歴史的、文化的、地理的な特性を活かし、アジア
太平洋における地域協力ネットワークのハブ（結節点）
となることを目指すべきである」こと。そのためには
関係諸国の研究所などに呼びかけ、地域の安全保障や
人間の安全保障等について、「関係各国の研究者や実
務家、自治体間の交流を推進する場を設けることが重
要」であることが示されております。
　県としましては、経済・学術・文化・観光・スポー
ツ・平和等の分野でアジアをはじめとする海外との
ネットワークの構築に向けた取組を進めているところ
であり、同提言を踏まえた今後の取組として、海外自
治体との国際交流の充実や関係諸国の研究者等による
会議の実施などを検討してまいりたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ありがとうございます。
　次に、振計における県民所得についてお伺いをした
いと思います。
　(2)として、５次にわたる振興計画がなされており
ますけれども、県民所得がいまだ全国最下位であると
いうこと。
　アとして、これまでの振興計画において10年ごと　
　　　これまで５次にわたっておりますけれども、県民
所得の目標額はどうであったかということをまずお聞
きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国においては、これまで
３次にわたる沖縄振興開発計画及び沖縄振興計画にお
いて県民所得の展望値を設定しており、第１次計画で
は99万円、第２次計画では200万円、第３次計画で
は310万円、４次計画では270万円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　10年ごとにそれぞれ310万円か
ら270万円といろんな経済状況の変化があったんだろ
うと思うんですけれども、その目標達成ができなかっ
た時点、時点で　　　　皆さんの過去の問題ではあります
けれども、次の振計にそれはどういうふうな検証結果
が反映されているとお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　第１次から第４次計画で
は、付加価値の高い産業の集積が十分でなかったこと、

人口増加に見合った雇用の場が創出されなかったこと
などから、結果的に計画展望値の達成には至らなかっ
たものと認識しております。一方、これまでの沖縄振
興計画の変遷を見ると、社会基盤の整備を中心とした
格差是正の振興策から４次計画以降は、産業振興や雇
用創出を図るため民間主導の自立型経済の構築に軸足
を移し、税制や規制緩和などの地域特区制度や地域の
課題に主体的に取り組める沖縄振興特別推進交付金な
どの独自制度が創設され、これらを活用した様々な施
策が振興計画に位置づけられ推進されてきたものと認
識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　私も資料を頂きまして見てみま
すと、やっぱり１次から３次までにおいては格差是正
というところに非常に重きが行っているし、４次、５
次に向かっていきますと失業率をいかに減らしていく
かというところにシフトしているんだろうというふう
には認識しております。
　さて県内の経済は、県民所得は上がっていると思い
ます。全国の33位とか34位とかというふうになって
おりますけれども、１人当たりの県民所得が上がらな
い。その理由はなぜでしょうか。その要因はどうお考
えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県民所得の低さは労働生
産性、これの低さが要因と考えております。本県は第
３次産業の割合が高く、小売や宿泊・飲食サービス、
介護・福祉などの産業が雇用の受皿となっております
が、こうした労働集約型の産業は製造業と比べて労働
生産性が低い傾向にあるため県民所得にも影響してい
ると思われます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では、この労働生産性というもの
を高めるためには、何をどう変えていけばよろしいん
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　労働生産性を高めるため
の取組を今後進めてまいりますけれども、例えば産業
のデジタル化などを積極的に推し進め労働生産性を上
げる。それから雇用の質の改善を図る。それに加えて
経済循環を高める施策を総合的に展開することで、県
民所得の底上げにつなげていきたいと考えておりま
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す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今、コロナ禍においてこれまで上
昇気流で来た沖縄の経済と所得の　　　　これから行ける
んではないかという矢先の今回のことだと思うんです
けれども、皆さんの資料には労働分配率と労働生産性
が負の相関があるというように書かれていますが、分
母を見てみますとやはり労働分配率が高くて、生産性
の低い職業に集中して就業者が多いという実態がある
と思うんです。ここは言ってみれば今度のコロナでも
一番のダメージを最初に受けている場所だというふう
に思われます。
　そのことを考えますと、コロナ後の今後の振計にお
いてどのような施策をこれから打っていくのかという
ことについてお聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時６分休憩
　　　午後０時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画において
も展望値を設定することとなりますけれども、人口や
社会経済の将来予測、新型コロナウイルス感染症の影
響も踏まえた長期推計モデルを検討し、専門家の意見
も伺いながら設定することとしております。あわせて
県民所得の向上に資する具体的な取組についても新た
な振興計画の中で検討し、明らかにしてまいりたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　幸い昨日の新聞だったでしょう
か、河野沖縄担当相が沖縄の県民所得を47位から46
位にするんだというふうに語っておられましたので、
ぜひとも今回の大臣に力を貸してほしいなと私も思っ
ております。
　では次に、人材育成について伺いたいと思います。
　人材育成の課題についてですけれども、子供の貧困
については親の所得が起因をしています。沖縄県子ど
もの実態調査によると、児童生徒の父親、母親　　　　こ
れは小１、小５、中２の保護者でございますけれども
　　　　の学歴と階層別における雇用形態及び年収につい
ては、中学校、高校、大学卒の順で正規雇用率は上がっ
ていきます。そして年収200万円未満は逆に下がって
いきます。そういうような調査も出ています。その結
果、貧困の連鎖を断つためはやはり本県の児童生徒の
課題をしっかりと明らかにして、支援体制を強化する
必要があると考えておりますので、以下質問をいたし

ます。
　(1)、中学校卒業時における進学も就職もしていな
い生徒は何名で、その割合は幾らでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　令和元年度の学校基本調査でございますけれども、
本県における平成31年３月に中学校を卒業した者の
うち、進学も就職もしていない者は273名で、卒業者
総数に占める割合は1.7％となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　近年、子供の数が減少しているの
かなと思いますけれども、過去平成26年ぐらいまで
は500名単位なんですよ。これが続いていて、本当に
昨今200名台になっているというような状況で、これ
だけの生徒が進路未決定で卒業しているという実態が
あるんだろうというふうに思います。
　(2)番目に、(1)の生徒のその後についてどういうよ
うな実態の把握がされているのか、調査等がなされて
いるのか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　進路未決定の方ですけれども、中学卒業後に高等学
校等への進学等を希望する者につきましては、各学校
において連絡を取るなど個別の対応をしているところ
でございます。しかし、卒業後の生徒一人一人の動向
を把握していくことが難しい状況にあることから追跡
調査等は行っていないところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　高校進学率の低さをどういうふ
うに認識しておられるのか。そしてまた中学卒業者の
うち高校受験不合格者のその後は把握されているのか
伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　平成31年度の本県における高校進学率は97.3％と
なっており、過去５か年で全国との差は0.6ポイント
縮小し、改善の傾向にあるというふうに捉えておりま
す。また先ほども答弁しましたが、高校受験不合格者
につきましては、各学校において連絡を取るなど個別
の対応をさせていただいているところでございます。
　県教育委員会としましては、今後も児童生徒が主体
的に自己の進路について考え、選択する力を育成する
ため、キャリア教育の充実を図りながら早い段階から
の進路指導に取り組んでいきたいというふうに考えて
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います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　県教育委員会では、中学校までは
義務教育課、高校からは県立学校教育課というふうに
役割が分担されているわけですけれども、その隙間に
ある生徒たちがどういう状態になっているのか、まだ
実態が分からないという状況があります。
　教育委員会及び就労のところからいうと商工労働部
にも行くわけですけれども、関連する部局において中
卒者の支援体制について伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　商工労働部では、若年者の就労支援のため沖縄県
キャリアセンターでの個別の就職相談や業界研究セミ
ナーなどを実施しております。また小中学生を対象と
して県内の主要産業への産業理解を促し、早期からの
興味・関心を育てるため業界団体と連携して職業人講
話を実施しております。さらに国が設置する地域若者
サポートステーションからの職業訓練が必要な若年無
業者のあっせんを受けまして、３か月間の基礎的な職
業訓練を実施し、無業者状態からの改善に取り組んで
いるところであり、これらの取組について教育、福祉、
雇用など各分野の関係機関で構成する子ども・若者支
援地域協議会において情報共有を図っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　まず義務教育課と県立学校では、先般　　　　今年の２
月でございますけれども　　　　沖縄県キャリア教育の基
本方針を定めてキャリアパスポートを活用した取組、
これは小・中・高と連携した取組を進めているところ
でございます。そういったことでキャリア教育、生徒
指導等を通して児童生徒の進路の実現に向けて連携を
図りながら取り組んでいます。また、先ほど商工労働
部からもございましたけれども、中学卒業後の進路未
決定者等に対し個別の進路相談は当然でございますけ
れども、地域若者サポートステーションであったりと
か、子ども若者みらい相談プラザソラエなどにつなぐ
など関係機関との連携を図り、就学支援、就労支援に
努めているところでございます。
　県教育委員会としましては、今後とも学校また関係
機関との連携体制の充実を図っていきたいと考えてい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。

○比嘉　京子さん　この問題については、１つには高
校進学率を全国並みにあと一、二％どうやって上げる
かという課題と、もう一つは中卒で就労したいという
人たちをしっかりと支援していく、そういう仕組みづ
くりが必要ではないかと思っております。ですから今
後ともこの問題については取り上げてまいりたいと思
います。
　では我が会派の代表質問に関連して、コロナ関連の
問題を２点質問したいと思います。
　まず１点目ですけれども、沖縄県の重症者病床の稼
働率と今後の予測についての認識、そして専門家は仮
設病床を準備する必要があるのではないかという意見
をこの間いただいたんですけれども、どのような認識
でおられるのか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　重症用病床数に占
める重症者の割合、率でございますが、12月７日時
点で31.6％となっておりますが、今後の予測につき
ましては、感染状況がどのように推移するかを正確に
見込むことは現在のところ困難であると考えておりま
す。しかし、感染者が急増した場合に備えてできる限
りの病床確保に努めるとともに、重点医療機関の重症
者病床を確保するために無症状者、それから軽症者用
宿泊療養施設の確保を進めているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　仮設を造らないまでも、いざと
なったときには病床確保ができるような手はずを整え
ているという理解でよろしいんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　宿泊療養施設の整
備でありますとか、自宅療養も含めまして可能な限り
確保するということでございますが、病床についても
医療機関の協力を得て最大限確保に努めているところ
でございます。ただ最悪の場合のシナリオというのは
頭に置いておかないといけないと思いますので、そこ
は検討が必要かと考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　もう一点、全国的には医療従事者
が非常に疲弊をして、疲労感が高まっていると。退職
者も出ているというような状況が起こっているようで
すし、せんだっては、心的障害が中等度の症状でかな
り広がっているのではないかという意見も新聞紙上で
はございました。こういうような医療現場の従事者に
ついての状況ですけれども、県内の現状はどうでしょ
うか。退職者等も出ているんでしょうか。
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○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の医療従事者
につきまして、新型コロナウイルス感染症の拡大とと
もに、感染リスクと厳しい環境の下で心身に相当程度
の負担がかかる中で業務に従事されているということ
は認識しております。医療従事者に関する退職の動き
につきまして、看護師についてですけれども、関係団
体等からの聞き取りによりますと　　　　調査ということ
ではないんですけれども、現在のところ新型コロナウ
イルス感染症への対応を主な理由とする退職者の増加
は見られないというふうに聞いております。
　県としましては、今後も関係団体と連携して状況の
把握に努めていく必要があると考えております。
○比嘉　京子さん　終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時18分休憩
　　　午後１時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　先ほど知事からお手元に配付いたしました議案１件
及び補正予算説明書の提出がありました。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　玉城ノブ子さん。
　　　〔玉城ノブ子さん登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　ノブ子さん　皆さん、こんにちは。
　日本共産党の玉城ノブ子でございます。
　ただいまより一般質問を行います。
　１、糸満市からの土砂採取について。
　(1)、政府が県に提出した設計変更申請では、沖縄
戦最後の激戦地となった糸満市、八重瀬町から県内の
土砂調達可能量の７割を辺野古の埋立てに搬出するこ
とが明らかになり、県民の大きな怒りが広がりまし
た。糸満市の土には戦争で亡くなられた皆さんの遺骨
が残っています。血の染み込んだ糸満の土砂を辺野古
に搬出することは絶対に許せません。生活環境や騒音、
粉じんの被害も甚大になることは明らかです。設計変
更申請は不承認にすべきです。知事の所見を伺います。
　(2)、国は戦没者の遺骨収集に関する施策を策定し、
2016年から2024年の８年間を戦没者の遺骨収集の集
中実施期間として計画的かつ効果的に必要な措置を講
ずると規定しています。その法の趣旨が有効に生かさ

れているか実態調査をし、遺骨収集が法に基づく必要
な措置を講ずることができるよう県の支援について伺
います。	
　２、新型コロナウイルスから県民の生命と暮らし、
医療、教育を守ることについて。
　(1)、新型コロナウイルス支援事業として国が実施
している緊急包括支援交付金の医療機関や医療従事者
への交付対象金額は幾らでしょうか。そして交付金額
は幾らになったか伺います。交付対象の10事業につ
いてもそれぞれ幾ら交付されているでしょうか。
　(2)、コロナ禍の下で医療機関は深刻な経営悪化に
直面をしています。地域の医療崩壊を起こさせないた
めに、医療機関への財政支援を強化することが求めら
れております。支援の拡充について伺います。
　(3)、新型コロナ感染拡大で沖縄の経済は深刻な影
響を受けています。観光産業をはじめとする各種産業
への財政支援を行うことについて伺います。また、雇
用調整助成金、持続化給付金、家賃支援金の実施状況
と支援の拡大・継続を国に求めることについて伺いま
す。
　(4)、生活福祉資金の特例と住宅確保給付金の特例
の実績と支援の延長について伺います。
　３、少人数学級の実施について。
　コロナ禍による家庭の困窮は子供に様々な影響を与
えています。こうした子供を受け止める手厚い教育が
必要です。学校の教職員やスタッフを思い切って増や
し、20人学級程度の授業ができるようにすべきであ
ります。
　以下、質問をいたします。
　(1)、県内の小・中・高校・特別支援学校でのいじ
めや暴力行為件数について伺います。
　(2)、県内の小中学校の教職員の非正規雇用の現状
と、正規職員化を進め、正規職員増員計画について伺
います。
　(3)、少人数学級を実施するために１学級20人の教
室数、教員数について伺います。
　(4)、早急に国への少人数学級の実施を求めること
について伺います。
　４、介護保険制度について。
　昨年12月19日に発表された政府の全世代型社会保
障検討会議中間報告で、現在、原則１割の75歳以上
の高齢者の医療費窓口負担について、団塊の世代が
75歳以上になり始める2022年までに実施できるよう
法制上の措置を講じるとしています。高齢者の貧困化
の深まりで、生活保護を受給している高齢者世帯は1.2
倍以上に増えています。これ以上の負担増は大幅な受
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診抑制を引き起こし、高齢者の生存権が脅かされるこ
とになります。高齢者の負担は介護保険でも既に利用
料の２割負担が一定所得以上で行われています。医療
や介護の保険料も増加の一途です。介護保険の２割負
担開始後、介護サービスを中止した人が少なくありま
せん。負担増に道理はありません。
　コロナから高齢者をはじめ国民の命と健康を守る体
制の強化が何よりも急がれるときに、それに逆行する
負担増はやめるべきです。
　以下、質問いたします。
　(1)、新型コロナウイルス感染症の影響により収入
が減少した世帯の介護保険減免制度を、全額国の補助
で傷病に限定しない恒久的な制度とするよう国に求め
ることについて伺います。
　(2)、介護職員の処遇改善をはじめ、介護人材確保
のための抜本的な支援策を講ずることについて伺いま
す。
　(3)、介護保険利用料の原則２割負担への引上げを
行わないように国に要請することについて伺います。
　５、老朽化した県営団地の建て替え計画について。
　(1)、老朽化した県営団地の建て替え計画について
伺います。
　(2)、県営西崎団地は老朽化が進み、壁の剝離や落
下等で生活環境に大きな影響を与えています。早急に
建て替えを実施するよう求めます。その計画について
伺います。
　６、糸満市への海洋深層水研究施設の建設について。
　海洋深層水の利活用は、農水産業をはじめ産業振興
に大きな役割を果たすものと期待されています。県水
産海洋技術センターや農業研究センターとの連携を図
り、産業振興の展望を切り開き、県経済の発展に大き
な役割を果たす、海洋深層水取水施設を糸満市喜屋武
地域に建設することについて、知事の御所見を伺いま
す。
　７、ジェンダー平等社会実現へ。
　(1)、コロナ禍でＤＶ被害が増えています。ＤＶ被
害の件数と被害者を守るための対策について伺いま
す。
　(2)、全市町村へのＤＶ相談室の配置、一時保護施
設の増設、ＤＶ防止基本計画の策定について伺います。
　(3)、性暴力被害者ワンストップ支援センターの体
制と拡充、財政支援について伺います。
　(4)、女性の社会参加を促進するとともに、県の管
理職や審議会などへも積極的に目標を持って登用する
ことについて伺います。
　以上、後ほど再質問を行います。

○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　玉城ノブ子議員の御質問
にお答えします。
　７、ジェンダー平等社会実現についての御質問の中
の(4)、女性の社会参加の促進についてお答えします。
　沖縄県では、第５次沖縄県男女共同参画計画に基
づき、県の審議会等における女性委員の割合を40％、
県の管理職に占める女性の割合を15％と目標値を定
めております。令和２年４月時点における審議会等に
おける女性の登用率は29.6％、県の管理職に占める
女性の割合については14.7％となっております。男
女が対等に意思決定に関わることは非常に重要である
ことから、引き続きジェンダー平等の実現に取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、糸満市からの土
砂採取についての御質問のうち(1)、糸満市及び八重
瀬町から埋立土砂を採取することについてお答えいた
します。
　本年４月に提出された公有水面埋立変更承認申請書
では、県内の埋立土砂等の採取場所のうち、糸満市、
八重瀬町の南部地区から約７割となる土砂の調達が可
能と記載されております。しかしながら、具体的な採
取場所及び調達量については、契約段階において決定
されるものであり、現時点において決まったものでは
ないと承知しております。
　県としては、内容審査において、生活環境への悪影
響等について十分配慮した対策が取られているか、厳
正に審査していくこととしております。
　次に５、老朽化した県営団地の建て替え計画につい
ての(1)、老朽化した県営住宅及び県営西崎団地の建
て替え計画についてお答えいたします。５の(1)と５
の(2)は関連しますので、一括してお答えさせていた
だきます。
　県営住宅の建て替え及び改善については、平成29
年度から令和８年度までを期間とする沖縄県公営住宅
ストック総合活用計画に基づき、老朽化した団地の建
て替え等を順次実施することとしております。当該計
画において、県営西崎団地は建て替え及び改善と位置
づけられており、今後、高層棟の改善とともに中層棟
は建て替えを含めて検討し取り組んでいきたいと考え
ております。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、糸満
市からの土砂採取についての御質問の中の(2)、遺骨
収集の集中実施期間における県の支援についてお答え
いたします。
　戦没者の遺骨収集の推進に関する法律により、国は
平成28年度から令和６年度までを集中実施期間とし、
遺骨収集に関する施策を実施しているところでありま
す。県では、戦没者遺骨収集情報センターを通して現
地調査を順次行う等、遺骨収集の加速化に取り組んで
いるところです。さらに、一柱でも多くの遺骨を速や
かに収容するため、引き続き関係者からの情報収集や
ボランティアへの支援等を実施してまいります。
　次に２、新型コロナウイルスから県民の生命と暮ら
し、医療、教育を守ることについての御質問の中の(4)、
特例貸付けと住居確保給付金の実績等についてお答え
いたします。
　生活福祉資金特例貸付けについては、11月末現在
で、緊急小口資金と総合支援資金を合わせて、貸付
決定件数６万3751件、貸付決定額220億5084万円と
なっております。住居確保給付金については、10月
末現在で、新規支給決定件数2665件、支給決定額が
約３億5985万円となっております。受付期間等につ
いては、12月末で期限を迎えることから、国に対し
延長を要請したところです。
　次に４、介護保険制度についての(1)、介護保険料
減免制度についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生
計維持者が重篤な疾病を負った場合や、事業収入等が
前年に比べ一定割合以上減少が見込まれる場合などの
要件に該当した場合、保険者において第１号保険料の
減免を実施しており、これについては、全額国からの
財政支援が行われております。当該減免を疾病に限定
しない恒久的な制度とするよう国へ要望することにつ
いては、介護保険制度の趣旨や県内保険者の意見等も
踏まえた上で、対応を検討してまいります。
　同じく４の(2)、介護人材の確保策についてお答え
いたします。
　県においては、介護に関する入門的研修の実施など、
介護人材の裾野を拡大する取組や、労働環境改善のた
めの取組など、介護人材の確保について総合的に展開
しているところです。また、介護職員の処遇改善につ
いては、従来の加算に加え、さらなる改善を進めるこ
とを目的に、令和元年10月に特定処遇改善加算が創
設されました。

　県としましては、引き続き当該加算の取得促進に努
めるなど、介護人材の確保に向けた取組を強化してま
いります。
　同じく４の(3)、利用者負担の引上げについてお答
えいたします。
　介護保険の利用者負担の在り方については、制度の
持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担能力
に応じた公平性の観点から、現役並み所得や一定以上
所得の判断基準について、国において検討が進められ
ております。なお、令和元年12月に取りまとめられ
た国の社会保障審議会の意見では、利用者への影響を
踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であると
されたところです。
　県としましては、国の動向等を注視し、他の都道府
県とも連携して適切に対応してまいります。
　次に７、ジェンダー平等社会の実現についての御質
問の中の(1)、ＤＶ被害の件数と対策についてお答え
いたします。
　配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数
は、速報値で、前年度と比較して３月から６月までは
増加しておりましたが、７月以降は減少が続いており
ます。県では、これまでに女性相談所の増員などの体
制強化や相談機関の周知を新聞等で行ったところで
す。コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、今
後もＤＶ相談件数は増加する可能性があることから、
県としましては、引き続き関係機関と連携を図りなが
ら、ＤＶの早期発見・早期対応に努めてまいります。
　同じく７の(2)、ＤＶ相談室の配置等についてお答
えいたします。
　県では、女性相談所及び県福祉事務所に配偶者暴力
相談支援センターを設置し、ＤＶ被害の相談に応じて
おります。一時保護については、女性相談所の保護所
に加え、16か所の民間施設を活用して実施している
ところです。また、ＤＶ防止法に基づく計画を策定し
ている市町村は、令和２年10月現在、９市町となっ
ており、県としましては、市町村における計画策定を
促進してまいります。
　同じく７の(3)、性暴力被害者ワンストップ支援セ
ンターの運営体制と人員についてお答えいたします。
　沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターは、
令和元年８月に病院拠点型へ移行し、24時間365日体
制で相談支援や医療支援を行っております。センター
では、相談支援員が常時２名体制で電話相談を受ける
ほか、日中はコーディネーター１名を配置し、対応し
ております。
　県では、令和２年度の同センター運営費として約
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9000万円を予算措置し、被害直後からの総合的な支
援を迅速に提供できる体制を整えており、相談者が置
かれている状況や意思を尊重しながら適切に支援して
いるところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルスから県民の生命と暮らし、医療、教育を守るこ
とについての御質問の中の(1)、緊急包括支援交付金
の交付金額についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に
ついては、これまで国に対し、約272億7000万円の
交付申請を行い、約261億1000万円の交付決定を受
けております。そのうち、令和２年11月16日時点で
県から医療機関等へ交付した金額は、病床確保事業
約２億6400万円、宿泊療養施設確保事業約４億7500
万円、重点医療機関体制整備事業約11億3100万円、
慰労金交付事業約29億円、周産期等確保事業の設備
整備及び支援金事業約4500万円、医療機関・薬局等
の感染拡大防止支援事業約４億6100万円、計約52億
7800万円となっております。なお、入院医療機関設
備整備事業、帰国者・接触者外来等設備整備事業及び
重点医療機関等設備整備事業につきましては、交付に
向けて調整中でございます。
　同じく２の(2)、医療機関に対する財政支援につい
てお答えいたします。
　県は、感染患者の受入れを行う医療機関への財政支
援を強化するため、重点医療機関の空床確保の補助の
さらなる拡充や、感染患者受入れに対する協力金の追
加交付等に必要な予算約109億円を11月補正予算で
計上したところであり、これらを含め、総額約230億
円の財政支援を行うこととしております。また、地域
の診療所、歯科、薬局など全ての医療機関等に対し、
院内での感染拡大防止、診療提供体制の確保のため約
29億円の財政支援を行うこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　２、新型
コロナウイルスから県民の生命と暮らし、医療、教育
を守ることについての(3)、観光関連事業者への支援
についてお答えいたします。
　県では、落ち込んだ旅行需要の回復を図るおきなわ
彩発見キャンペーン事業をはじめ、感染症拡大防止対
策を奨励するため、民宿やツアーガイド等の事業者へ、

一律10万円の奨励金を給付する安全・安心な島づく
り応援プロジェクトを実施しました。また、貸切りバ
ス等を活用した旅行商品へ補助を行うおきなわ彩発見
バスツアー促進事業や、航空会社等の広告媒体を活用
したプロモーションを実施し、感染予防の両立を図る
安全・安心の沖縄観光を促進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新型コロナウイ
ルスから県民の生命と暮らし、医療、教育を守ること
についての御質問の中の(3)、各種産業への財政支援
や雇用調整助成金等の実施状況と支援の拡大・継続を
国に求めることについてお答えいたします。
　県では、これまでうちなーんちゅ応援プロジェクト
事業等で、事業者への支援金を給付してまいりました。
今後の対応につきましては、県内の感染状況を踏まえ、
国による財源の確保を見極めながら検討してまいりま
す。また、国が実施する雇用調整助成金の支給状況は
県内で２万9510件、持続化給付金は全国で約380万
件、家賃支援給付金は全国で約51万件となっており
ます。なお、雇用調整助成金の特例措置が令和３年２
月末まで延長されますが、持続化給付金等については、
再度の実施を含め、全国知事会を通じて国に対し継続
の要請を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、少人数学級の実施につ
いての御質問の中の(1)、いじめ、暴力行為について
お答えします。
　令和元年度問題行動等調査におけるいじめの認知件
数は、小学校１万3116件、中学校1546件、高校205件、
特別支援学校28件、合計１万4895件となっておりま
す。また、暴力行為の件数は、小学校1812件、中学
校793件、高校82件、合計2687件となっております。
　同じく(2)、県内小中学校の非正規雇用の現状等に
ついてお答えします。
　本県の公立小中学校における臨時的任用教員数は、
令和２年５月１日時点で、小学校896人、中学校621
人、合計1517人で、教員定数に占める割合は16.4％
となっております。
　県教育委員会では、平成23年度以降、正規教員の
採用者数を増やす取組を実施しており、令和２年度ま
での10年間で3315人を採用しております。引き続き、
全国平均の正規率を達成できるよう、新規採用者の確
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保に努めてまいります。
　同じく３の(3)及び(4)、20人学級の教室数等及び国
への要望についてお答えします。３の(3)と３の(4)は
関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えいた
します。
　県内の市町村立小中学校全学年で20人学級を実施
した場合について試算いたしますと、現在よりも、教
室数は約2900教室、教員数は約3300人必要となると
見込んでおります。少人数学級の実施については、令
和２年６月９日に全国都道府県教育長協議会が、また、
７月２日には全国知事会等が国に緊急要望しておりま
す。
　県教育委員会としましては、国の動向を注視しつつ、
少人数学級の実現に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　６、糸満市への海洋
深層水研究施設の建設についての御質問の中の(1)、
海洋深層水研究施設の建設についてお答えします。
　水産分野における研究につきましては、水産海洋技
術センターにおいて、資源管理、魚介藻類の養殖技術
の開発、漁場調査等を行っており、海洋深層水を活用
した研究については、海洋深層水研究所において実施
しております。また海洋深層水の農業利用につきまし
ては、農業研究センター等と連携して技術開発に取り
組んできたところであります。
　県としましては、新たな施設の建設計画はありませ
んが、研究機関相互の連携強化を図ることで、海洋深
層水を活用した生産技術の開発・普及等に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　それでは再質問をさせていた
だきます。
　大項目１点目の、土砂搬出の件でございますけれど
も、糸満市は沖縄戦最後の激戦地であり、多くの人た
ちが戦争の犠牲者となり、戦争で亡くなられた皆さん
の遺骨はいまだ収容されていません。私の友人も当時
４歳だった、たった一人の姉を戦争で亡くし、まだ見
つかっていない姉の遺骨を早く見つけなければ、土砂
と一緒に辺野古に埋められるのは耐えられないと訴え
てきました。
　ガマフヤーの具志堅隆松さんは、遺骨と石灰岩は見
分けがつきにくいというのが実情です。戦争で亡くな
られた皆さんの遺骨が混じった土砂で埋立てを強行す

ることは、戦争の犠牲者を二重に冒瀆することだと訴
えておられます。
　戦争で亡くなられた皆さんの血が染み込んだ土砂
を、辺野古の新基地建設の埋立てに使うことは断じて
許せません。知事の所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　これまでの一連の選挙や県民投票において普天間飛
行場の辺野古移設への民意が揺るぎない形で繰り返し
示される中で、これを一顧だにせず、軟弱地盤等の極
めて重要な問題があるにもかかわらず、工事を強行し
続ける政府の姿勢は到底容認できるものではありませ
ん。
　県は政府に対し、埋立工事を直ちに中止して、県と
の対話に応じるよう繰り返し求めているところであ
り、今後とも県民投票等で示された民意に応え、辺野
古に新基地は造らせないとの知事公約の実現に向け全
力で取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひ頑張っていただきたいと
いうふうに思います。設計変更申請も絶対に認められ
ない、こういう立場で取り組んでいただきたいという
ことを申し上げておきたいと思います。
　大項目２点目の、新型コロナの問題について質問を
いたします。
　感染症が増える中で、病床は逼迫をし、患者の増加
に医療体制、人員が耐え切れなくなっております。医
療崩壊の危機が迫っています。医療体制を維持、強化
するための抜本的な施策が必要であります。政府の医
療機関への支援金をすぐに現場に届けることが必要で
す。
　地域医療を支える全ての病院、診療所に減収補塡を
行うよう、国に要求することについて質問いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
スに対応する病院、それからそれ以外の病院につきま
しても、コロナの影響は非常に受けているものと考え
ております。国からの緊急包括支援交付金を使っての
事業も多々ございますが、県としましては、早期に支
給できるように今努力しているところでございます
が、それ以上の支援につきましても全国知事会等を通
じて要請しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　次に、少人数学級について質問
いたします。
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　県内の小中学校、特別支援学校で確認された、いじ
めや暴力行為件数が過去最高となっています。不登校
の子供、子供の貧困、児童虐待等いずれの指標でも急
増しています。国連児童基金の38か国の子供たちの
幸福度の調査では、日本の子供たちの精神的な幸福度
が37位の最低レベルになっております。見過ごすこ
とはできません。一人一人の子供たちに丁寧に寄り添
い、どの子も安心して学校生活が過ごせるように少人
数学級の実施が急がれます。政府は来年度予算の概算
要求に少人数学級の実現に向けた体制整備を行ってい
くというふうに答弁をしておりますけれども、県の少
人数学級実施に向けた取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　県におきましては、小学校１年から中学校１年まで
現在、少人数学級を導入しております。中学校２年、
３年生がまだでございますので、しっかり中学校２年
生、３年生の35人の少人数学級の実現に向けて、引
き続き取り組んでいきたいと考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　次は介護保険について質問を
いたします。
　介護保険料の年収280万円以上の２割負担化で利用
控えが起きています。国は3.8％の人がサービス減少、
中止したと答弁をしております。所得に関係なく、介
護保険料が原則２割に引き上げられることになると、
低所得者の皆さんが介護サービスを受けられないとい
うことになります。
　このような事態を許していいのかどうかということ
が問われております。介護保険料の原則２割負担は実
施しないよう国に要求することについて、県の所見を
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　利用料の
所得制限の引下げ等につきましてですけれども、答弁
申し上げましたように国の審議会において議論はされ
ているところです。審議会の意見といたしましては、
利用者への影響等も踏まえつつ引き続き検討を行うこ
とが適当であるというようなことでまとまりつつある
ようでございます。
　県といたしましては、その国の動向も注視しながら

適切に他県とも連携して対応してまいりたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　次に、ジェンダー平等について
質問をいたします。
　コロナ禍の下で、女性のＤＶ被害と自殺者が増加し
ていることが大きな問題になっています。東京都医師
会は10月の記者会見で女性自殺者の増加の背景とし
て、生活苦や経済的不安の高まりとともに、対面での
交流機会を失い、悩みを抱え込む自粛生活等で女性が
精神的に追い込まれていることを示していると述べて
おります。
　命を守るための相談体制の拡充強化が緊急に求めら
れております。県が女性の現状について、実態調査を
実施し、全市町村への相談窓口の設置をはじめ、早急
な支援策を実施していくべきだと考えますが、見解を
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　コロナ感
染症の拡大によるＤＶなど女性に対する様々なことが
危惧されるところでございます。県においては女性相
談所の相談員増員などの体制強化を図ったほか、相談
場所を改めて新聞等で周知を強化するなどの取組をし
ておりまして、その支援体制を構築しているところで
ございます。市町村におけるＤＶ防止基本計画の策定
につきましては、担当者会議等、折に触れましてこの
策定を促進してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ＤＶ被害が急増し、自殺者も増
えているということが言われておりますけれども、Ｄ
Ｖ被害の実態、件数、掌握しておられますか。自殺の
現状はどういうふうになっているのか、皆さんつかん
でいらっしゃいますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　ＤＶ被害
相談につきましては、３月から６月まで増加し、特に
４月及び６月が50％以上の増加となっているところ
です。７月以降少し減少、落ち着いているところです
けれども、県といたしましては、やはりコロナウイル
ス感染の拡大が長期化しているところから今後が危惧
されるところですので、相談体制の強化とともに相談
先の周知などに取り組んでいるところでございます。
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　自殺者についてのデータはすみません、ちょっと
持っていないところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　女性たちの置かれている現状
について、ＤＶ防止被害者支援基本計画策定してます
けれども、この策定した計画に沿って、皆さん方が女
性たちの置かれている現状をしっかりと掌握をしてい
く。今問題になっているのは、ＤＶの被害もそうだし、
自殺も増えているという現状がある。そして女性たち
が置かれているこの就職問題も、非正規雇用の中で仕
事がなくなって子供を抱えて育てていくのにどうして
いいか分からない。今誰に相談をしていいのか分から
ない。それで結局自殺に追い込まれていくという、こ
ういう経済的にも大変厳しい現状に女性たちが置かれ
ているという状況を皆さんが一刻も早くしっかりと掌
握をして、そこに対応していくということが必要じゃ
ないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　てぃるる
の相談窓口にも寄せられたのですけれども、コロナウ
イルスの感染拡大によって、例えば職を失ったり、減
収となり子育てに関する負担が増えたり、あるいは介
護事業所を自粛することによって介護の負担が増えた
りといったような女性からの相談が寄せられていると
ころでございます。
　県といたしましては、そういった相談窓口での声を
聞きながら、引き続き負担を軽減するための施策に取
り組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　沖縄県は、配偶者等からの暴力
防止、被害者支援基本計画を策定してます。それでは、
住宅確保、経済的支援、就業や子育て支援等において、
支援計画が細かく規定をされております。
　県の基本計画に沿って、関係各機関が連携を取って
緊急かつ具体的な支援を実施することが今本当に求め
られていると思います。その皆さん方の実施状況、そ
して支援の拡充を進めていくということが必要だと思
いますけれども、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県におき
ましては、関係機関が相互に情報を交換いたしまして
この問題に対する認識の共有ですとか連携を強化する
ことを目的といたしまして、沖縄県配偶者等からの暴
力対策連絡会議を設置いたしまして、その連携を図っ
ているところでございます。この機関は25機関・団
体で構成をされておりまして、民間団体も含んでおり

ます。
　県といたしましては、そのような連絡会議等を通し
まして連携を深め、課題を共有しながら取組の強化を
図ってまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひ、女性たちが置かれている
現状がどういう実態にあるかということをしっかりと
皆さん方自身が把握をしていただいて、各市町村にＤ
Ｖ防止基本計画の策定ということもありますし、それ
とともに相談室の設置ということも規定をされており
ます。それがあまり進んでいないという実態があると
思いますので、そこに対して皆さん方しっかりとした
指導をやって、ちゃんとした基本計画を各市町村で策
定してもらって、相談窓口も設置して、困ったときに
女性たちが本当にすぐに相談に行ける場所を確保して
いくということが必要だろうというふうに思います。
　ぜひ、皆さん方の今後の取組、支援拡充を強めてい
ただきますようよろしくお願いいたしまして、質問を
終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
○照屋　大河君　こんにちは。
　会派沖縄・平和の照屋大河です。
　質問の前に所見を述べてから、質問に移りたいとい
うふうに思います。
　前回議会では、漫画、タイガーマスクの話をさせ
ていただきました。今日は漫画、鬼滅の刃。昨日、単
行本の最終巻が沖縄の書店にも並んだようです。たく
さんの皆さんが訪れたようですが、沖縄では発売から
数日遅れて書籍が届くということになっているようで
す。輸送の関係で。ただ我が家は東京に行ったり来た
りするじいちゃんがいるもんですから、私の３年生の
三男は、この鬼滅の刃を買ってきてほしいとじいちゃ
んにせがんで。せっせとせっせと沖縄にじいちゃんが
運んでくるもんだから、我が家では三男のじいちゃん
の支持率はもう上がりっ放し。
　一方で、菅総理大臣、臨時国会の最初にこの鬼滅の
刃のせりふ、文言を引用して、全集中の呼吸で答弁し
ます。鬼滅の刃の人気や勢いにあやかったのかもしれ
ませんが、臨時国会を終えて、その結果、答弁の中身
は支離滅裂　　　　滅は鬼滅にかかっていますが。週末の
報道各社の世論調査では、軒並み支持率は下落のよう
であります。解散の時期に対する影響も予測されると
いうふうに書かれています。世論調査では菅総理大臣
の新型コロナ対策について評価できないとする声が多
かったようです。
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　今日も今議会でもコロナに関する多くの議論がなさ
れていますが、菅総理大臣では国民の命や暮らしをコ
ロナ禍から守ることはできないだろうというふうに
思っています。政権運営、それから次期解散総選挙に
も赤信号が点滅していると　　　　この滅もかかっていま
す　　　　というふうに臨時国会を評価して、一般質問に
移ります。　
　まず、知事の政治姿勢についてです。
　(1)、10・21県民大会から25年、米兵３名による
少女暴行事件に抗議する1995年10月21日の県民大会
から25年が経過しました。８万5000人が参加した大
会は、基地あるがゆえに起こる悲劇、不条理を糾弾す
る県民世論の象徴となって、日米両政府を突き動かし
日米地位協定の運用改善、普天間基地の返還合意、Ｓ
ＡＣＯ最終報告などにつながっていった。一方で、県
民が求める日米地位協定の全面改正や普天間基地の無
条件返還はいまだ実現していません。10・21県民大
会の今日的意義について知事はどう考えるのか伺いま
す。
　(2)、コザ暴動から50年、1970年12月20日発生の
コザ暴動から、間もなく50年の節目を迎えます。コ
ザ暴動は米軍統治下の沖縄を象徴し、復帰前夜の沖縄
を語る上で欠かせない事件であります。米兵を父に持
つ知事にとってコザ暴動とはどのような事件であった
のか伺います。
　(3)、辺野古新基地を困難視した米ＣＳＩＳ報告書
について。
　米シンクタンクの戦略国際問題研究所、ＣＳＩＳが
11月に出した報告書で、辺野古新基地について、「困
難を抱え続けている。完成期日は2030年まで延び、
費用が急騰している」とし、「完成する可能性が低そ
うだ」と建設を困難視している。ＣＳＩＳ報告書に対
する知事の受け止めについて伺います。
　大きい２番、基地問題について。
　(1)、普天間飛行場負担軽減推進会議について。
　去る11月19日、約１年２か月ぶりとなる普天間飛
行場の負担軽減推進会議作業部会が開催されました。
県と宜野湾市が求めた、普天間飛行場の運用停止の新
たな期限設定について、国は否定したようであります。
　伺います。
　ア、会議の開催が目的化し、肝腎の普天間基地の負
担軽減に関する議論が遅々として進んでいないように
見えるが、県の見解を伺います。
　イ、作業部会を受け、知事は記者団に、普天間の危
険性除去には、別の話合いの場が必要だと述べている。
発言の真意は何か、知事の考えを伺います。

　ウ、国は、米軍機による地上デジタル放送の受信障
害について、対象範囲を宜野湾市内全域に拡大する方
針を示したようである。同様に、県は宜野湾市と連携
してＮＨＫ受信料の半額助成措置が普天間飛行場にも
適用されるよう求めていく考えはあるか伺います。
　(2)、頻発する米軍関係者の事件・事故について。
　ア、頻発する米軍関係者の飲酒絡みの事件に対する
知事の受け止めを伺う。
　イ、在沖米軍における新型コロナ感染症予防対策や
勤務時間外の行動指針リバティー制度は現在どうなっ
ているか。外出や宿泊、基地外での飲酒などは認めら
れているのか伺います。
　ウ、多発する事件を受け、県は米軍人・軍属等によ
る事件・事故防止のためのワーキング・チーム（ＣＷ
Ｔ）の速やかな開催を求めている。ＣＷＴ、ワーキン
グ・チームは2017年４月を最後に開かれていないが、
その理由は何か。開催のめどは立ったか伺います。
　(3)、津堅島のパラシュート降下訓練について。
　津堅島訓練場水域における米軍のパラシュート降下
訓練が常態化しています。地元の反発する中、去る
11月18日に今年11回目となる訓練が強行され、年間
の訓練実施回数の最多記録が更新されました。地元う
るま市やうるま市議会は市民の安心・安全を守る観点
から、何度も抗議し沖縄防衛局を通じて訓練中止を求
めております。うるま市議会は直近の抗議決議で、日
米合同委員会で訓練を実施しないことを決定するよ
う、強く求めております。
　伺います。
　ア、津堅島訓練場水域での訓練は、県が確認を始め
た1997年から2016年まで年間ゼロから１回しか実施
されなかったが、2017年から急増している。訓練急
増の理由は何か、県の見解を伺います。
　イ、国は、1972年の日米合同委員会で年間120日
まで使用することが認められているとして、使用条件
の範囲内での実施を問題視しない考えを貫いている。
国の見解に対する県の受け止めを伺います。
　(4)、嘉手納基地の機能強化について。
　ア、海兵航空団嘉手納連絡隊は出入国管理や軍需品、
兵たん、車両輸送、航空機への給油機能などを担い、
新たな施設はＦ35Ｂの運用を想定したもののようだ
が、県として事実関係は把握できているか。
　イ、三連協はじめ地元住民は、嘉手納基地の機能強
化は許されないと猛反発している。県も三連協と同じ
認識か、見解を伺います。
　(5)番、沖縄における在日米軍施設・区域に関する
統合計画について。
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　ア、統合計画の２ページ概観末尾には「付表Ａにお
ける施設・区域の返還時期は、日米両政府により、３
年ごとに更新され、公表される」とあります。これま
で３年ごとの更新は何回行われ、どのように公表され
てきたのか伺います。更新されていないのならば、記
載事項を履行するよう政府に求めていくべきだと考え
るが、県の見解について伺います。
　３、新たな沖縄振興特別措置法について。
　(1)、現行沖縄振興計画に基づく事業を推進する高
率補助制度、一括交付金制度、沖縄関係税制や政策金
融などの特別措置についていかなる検証がどのように
行われているのか。また、検証の結果、どの程度沖縄
振興に寄与したと考えているのか、現時点での県の評
価を伺います。
　(2)、知事が委員長を務める県振興推進委員会が新
たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）を決定し
た。86の新規制度のうち、主な制度提言として沖縄
らしいＳＤＧｓ推進特区の創設など６制度が上げられ
ているが、特筆した理由について伺います。
　４、新型コロナ感染症による県経済への影響につい
て。
　(1)、ＧｏＴｏトラベルやＧｏＴｏイートによる県
経済への波及効果はどの程度あったか、県の試算を伺
います。
　(2)、ＧｏＴｏキャンペーンの一時停止に対応する
考えはあるか。その場合、事業者に対して県独自の補
塡策を講じる考えはあるか。
　(3)、第３波到来の中、忘年会・新年会の自粛によ
る飲食業やホテル事業者への影響が懸念されるが、ど
のような見通しを持ち、いかなる支援策を打ち出して
いくつもりか伺う。	
　５、結婚新生活支援事業制度について。
　内閣府は、少子化対策の一環として事業化している
結婚新生活支援事業制度を拡充し、新婚世帯の家賃や
敷金・礼金、引っ越し代など新生活にかかる費用につ
いて、来年度から60万円を上限に補助する方針を固
めている。
　(1)、同事業の実施主体は市町村であり、現在県内
で導入しているのは石垣市、南城市、恩納村の３市村
にとどまる。制度拡充に当たって、これまで２分の１
だった補助率は３分の２にかさ上げされるほか、都道
府県が音頭を取ることによって採用自治体が面的に拡
大するモデル事業となっているが、導入を検討してい
る自治体は出てきているか、採用拡大に向けた県の取
組と併せて伺います。
　(2)、県内のブライダル関係企業や個人でつくる沖

縄ローカルウエディング協会（仮称）が、新型コロナ
の影響で３月以降の結婚式や披露宴が９割減と厳しい
状況にあるとして、新婦・新郎に一定の助成金を交付
するなどの支援を県議会に要請している。結婚新生活
支援事業と絡めた対応は制度として可能か、県の見解
を伺います。
　６、ハンセン病について。
　ハンセン病元患者の家族に対する補償法施行から
11月22日で１年が経過した。厚生労働省によると、
申請はこれまでに6431件、認定は5885件と、いずれ
も国が推計する対象約２万4000人の４分の１にとど
まります。
　伺います。
　(1)、法施行後１年間の県内における申請件数及び
認定件数の実績、国が推計する対象者数に対する認定
数の割合について伺います。また、県は申請が伸び悩
む理由をどう分析しているか伺います。	
　(2)、申請期限は法施行から５年である。差別解消
による環境整備や周知方法が課題となるが、県の取組
を伺います。
　７番、児童手当の縮小見直しについて。
　国が児童手当を縮小する検討に入ったようです。所
得制限の算定基準を見直すほか、所得制限を超える世
帯に支給する特例給付は廃止も含めて検討するという
ことのようであります。国は児童手当の縮小によって、
待機児童解消の財源不足を補う狙いのようですが、子
育て支援予算の付け替えにすぎません。不妊治療の拡
充を掲げながら、児童手当を縮小すればパイの奪い合
いになります。そもそも安倍政権は幼児教育・保育の
無償化に充てるために消費税を10％に上げると公約
して2017年の衆院選を戦ったはずでありますが、子
育て世代から搾り取るようでは、本末転倒であります。
予算を削るのではなく、全体を底上げしなければ少子
化対策の充実とは言えません。
　伺います。
　(1)、報道によると、政府は年内に結論を出す見通
しのようだが、県はいかなる情報を得ているか。本県
の子育て世帯への具体的影響を試算できているか。
　(2)、見直し案では、所得制限の算定基準を「夫婦
で所得が高いほう」から「夫婦の所得の合算」に変更
するようであります。子育て世代に共働き世帯が多い
沖縄にとって影響の大きい制度変更だと考えるが、県
の見解について伺います。
　以上、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
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○副知事（富川盛武君）　照屋大河議員の御質問にお
答えをいたします。　
　３、新たな沖縄振興特別措置法についての中の(2)、
制度提言（中間報告）の主な制度についてお答えいた
します。
　新たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）は、
令和４年度以降の沖縄振興を進める上で、沖縄を取り
巻く社会経済の変化や県民ニーズの多様化、技術の革
新などを捉え、より効果的に事業を推進するため、拡
充または創設が必要な制度について取りまとめており
ます。その概要版では、新時代沖縄を展望し得るより
深化した振興策の推進や、ＳＤＧｓ、デジタルトラン
スフォーメーション、カーボンニュートラルなどの国
の施策と連動した新たな制度として、沖縄らしいＳＤ
Ｇｓ推進特区、沖縄デジタルトランスフォーメーショ
ン支援制度、イノベーションパーク特別地区、沖縄鉄
軌道の整備、エネルギー安定供給支援制度を示してお
ります。加えて、アフターコロナを見据え、安全・安
心な沖縄の構築を図る制度として、沖縄振興を下支え
する社会的検査の推進を示しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)、10・21県民大会の意義についてお答え
いたします。
　平成７年の県民総決起大会は、沖縄の米軍基地問題
について、かつてないほど世論を喚起し、特に日米両
政府に対して、沖縄の過重な基地負担を再認識させる
きっかけとなったものと考えております。また、同大
会は、普天間飛行場の全面返還等を内容とするＳＡＣ
Ｏ最終報告など、基地負担軽減策の基礎につながった
ものと認識しております。しかし、普天間飛行場の返
還や同大会で決議された日米地位協定の見直し等はい
まだ実現していないことは大変残念であります。
　県としては、引き続き普天間飛行場の早期返還や日
米地位協定の見直し等、米軍基地問題の解決に向けて
全力で取り組んでまいります。
　同じく１の(2)、コザ暴動についてお答えいたしま
す。
　コザ暴動は、1970年12月に現在の沖縄市で起きま
した。知事は、当時まだ小学生であり、事件後に現場
付近を訪れた際、戦争でも起きたのかという恐ろしさ
を感じたと振り返っておられます。また、後に大人に
なってから、この事件は、米軍施政権下において日常
的に起こる米兵による事件や、県民の尊厳が一顧だに

されない事態に対する県民の不満や怒りが噴出した
ものだったと実感するようになったことを、インタ
ビュー等で発言されております。
　同じく１の(3)、ＣＳＩＳ報告書についてお答えを
いたします。
　ＣＳＩＳ報告書が、辺野古新基地について、完成す
る可能性が低そうだと指摘していることは承知してお
ります。これは、県が設置した米軍基地問題に関する
万国津梁会議の提言の中の、技術的にも財政面からも
完成が困難との内容にも合致するものであり、有識者
の間で辺野古新基地建設が困難との認識が広がりつつ
あると受け止めております。
　県としましては、このような状況も踏まえ、日米両
政府に対し、辺野古が唯一の解決策との固定観念にと
らわれずに県との真摯な対話に応じていただくよう求
めてまいりたいと考えております。
　次に２、基地問題についての(1)のア、普天間飛行
場負担軽減推進会議についてお答えいたします。
　先月19日、普天間飛行場負担軽減推進作業部会が
開催され、同飛行場の速やかな運用停止に向けた具体
的なスケジュールの作成などについて協議を行ったと
ころです。
　県としましては、普天間飛行場の危険性の除去の実
現のためには、国・県・市が共通の認識を有し、負担
軽減に向けた意見交換を定期的に行う必要があると考
えております。今後とも、宜野湾市と連携し、目に見
える形で負担軽減が実現されるよう、同飛行場の速や
かな運用停止を含む一日も早い危険性の除去を政府に
対し求めてまいります。
　同じく２の(1)のイ、普天間飛行場の危険性の除去
に向けた話合いについてお答えいたします。
　普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会にお
いては、普天間飛行場の危険性の除去や、負担軽減等
の取組に係る協議を行っているところです。先月19
日の知事の発言は、辺野古新基地建設問題の解決につ
いては、県と政府との協議の場が必要との認識を示し
たものです。
　同じく２の(1)のウ、ＮＨＫ受信料助成制度の拡充
についてお答えいたします。
　普天間飛行場は、ＦＡ18等のジェット戦闘機も飛
来する米海兵隊の航空基地であり、県が実施した同飛
行場周辺における令和元年度航空機騒音測定結果で
は、依然として環境基準の超過が観測されております。
そのため、県は、これまで軍転協を通じてＮＨＫ放送
受信料の助成対象区域とするよう政府に対し求めてお
り、引き続き基地周辺住民の意向が十分反映されるよ

－290－



う、渉外知事会や軍転協とも連携しながら政府に求め
ていきたいと考えております。
　同じく２の(2)のア、米軍関係者による飲酒絡みの
事件についてお答えいたします。
　県としましては、10月末から相次いだ米軍人によ
る事件は、県民に大きな不安を与えるものであり、大
変遺憾であります。そのため、米軍及び日米両政府に
対し、より一層の綱紀粛正をはじめとする実効性のあ
る再発防止策等を講じるよう要請しております。また
現在、県、国及び米軍による実務者会合の開催につい
て調整が行われており、その際にも再発防止等を求め
たいと考えております。今後とも、あらゆる機会を通
じて、米軍基地に起因する事件・事故の再発防止の徹
底について求めてまいります。
　同じく２の(2)のイ、米軍における基地外の飲酒制
限等についてお答えいたします。
　在日米軍のウェブサイトで公表されている資料によ
ると、現行のリバティー制度では主に、全兵士に対し
て、原則的に午前零時から５時まで基地外での飲酒禁
止が課せられており、また、三等軍曹及び二等兵曹以
下の兵士に対して、原則的に午前１時から５時まで基
地外への外出禁止が義務づけられているとのことで
す。新型コロナウイルス感染防止対策について、在沖
米海兵隊によると、基地外飲食店における店内飲食や
バーの利用などが禁止されているとのことです。
　同じく２の(2)のウ、協力ワーキングチーム（ＣＷＴ）
の開催についてお答えいたします。
　協力ワーキングチーム（ＣＷＴ）の開催について外
務省沖縄事務所に確認したところ、関係者との間で調
整を行っているとのことであります。また、最近の県
内での米軍関係者による事件・事故の多発という状況
も踏まえ、ＣＷＴの枠組みも含め様々な機会を通じて
関係者間の協議を行い、事件・事故の再発防止策が着
実に実施されるよう取り組んでいくとのことでした。
　県としては、米軍人・軍属等による公務外の事件・
事故防止を図るため、引き続き早期の開催を強く求め
ていきたいと考えております。
　同じく２の(3)のア、津堅島訓練場水域での訓練増
加の理由及び国の見解に対する県の受け止めについて
お答えいたします。２の(3)のアと２の(3)のイは関連
しておりますので、恐縮ですが一括してお答えいたし
ます。
　津堅島訓練場水域でのパラシュート降下訓練は、
2017年から増加し、2020年は11月末現在で過去最
多の11回となっております。なお、同訓練が増加し
た理由については、沖縄防衛局を通じて米軍に確認し

ておりますが、今のところ回答はありません。また、
同訓練について、国が日米合同委員会合意に照らして
問題があるとは考えていないとの認識を示しているこ
とは、承知しております。しかしながら、同水域は勝
連半島と津堅島とを結ぶ定期船や漁船等が航行する水
域となっており、同水域でのパラシュート降下訓練は
周辺住民をはじめ県民に大きな不安を与え、また被害
を与えるおそれがあることから、県は、同水域でパラ
シュート降下訓練を実施すべきではないと考えており
ます。
　同じく２の(4)のア、嘉手納飛行場の海兵隊施設に
係る県の認識についてお答えいたします。２の(4)の
アと２の(4)のイは関連いたしますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　米海兵隊太平洋基地がプレスリリースで、嘉手納飛
行場内に格納庫などを建設したと発表したことについ
て、沖縄防衛局に確認したところ、米軍からは既存施
設の改修及び更新であるとの回答があったとのことで
あります。また、同プレスリリースでＦ35Ｂ戦闘機
の同飛行場での運用が言及されていることについて、
米軍は、同施設の改修及び更新は嘉手納飛行場でのＦ
35Ｂ戦闘機の将来的な常駐配備を目的とした事実は
ないとしております。一方、海兵隊が今後、陸・海・
空軍との連携や戦闘即応性を強化させるとしているこ
となどについては、運用上の安全性に係る観点から、
詳細は差し控えるとしております。
　県としては、これ以上の基地負担の増加はあっては
ならないことから、三連協とも連携し、同施設の運用
等、詳細な事実関係について確認していきたいと考え
ております。
　同じく２の(5)のア、統合計画の更新及び公表につ
いてお答えいたします。
　嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還は、沖縄の
過重な基地負担の軽減及び振興・発展につながるもの
であり、着実に進める必要があると考えております。
統合計画で示された返還時期については、３年ごとに
更新され、公表されることとなっておりますが、発表
から７年以上経過した現在でも更新されておりませ
ん。
　県としては、これまでも統合計画の３年ごとの更新
と公表を要請してきたところであり、去る10月22日
には岸防衛大臣にも要請を行ったところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、新たな沖縄振興特別
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措置法についての(1)、沖縄関係制度の検証と県の評
価についてお答えいたします。
　県が実施した総点検の結果、高率補助制度について
は、その活用により社会基盤や生産基盤、学校教育施
設等の整備を進めた結果、本土との格差は縮小してお
ります。沖縄振興交付金制度については、県や市町村
が抱える課題や沖縄の特殊事情に基因する諸課題に活
用され、住民ニーズに即したきめ細かな事業が実施さ
れたことから、産業の成長、離島住民の移動コストの
低減、教育環境の整備、福祉の向上などが図られてお
ります。沖縄関係税制については、本県の産業高度化
や企業立地の促進、雇用の創出、観光収入に寄与する
など、産業振興や県民生活の向上に貢献しております。
沖縄振興開発金融公庫は、地域の実情に応じた支援の
ノウハウを有しており、機動的な対応を実現している
ことから、引き続き地域に根差した政策金融機能の発
揮が求められております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　４、新型
コロナ感染症による県経済への影響についての(1)、
ＧｏＴｏトラベル事業の経済波及効果についてお答え
いたします。
　ＧｏＴｏトラベル事業につきましては、都道府県別
の利用実績が公表されていないことから、産業連関分
析を用いた沖縄県内への経済波及効果の測定は困難と
なっております。なお、最近の入域観光客数につきま
しては、令和２年９月が23万人、10月が34万人と回
復傾向にあることから、ＧｏＴｏトラベル事業が観光
需要の回復を支えているとともに、宿泊業、飲食サー
ビス業や運輸業など県内産業への一定の経済波及効果
が生じているものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　４、新型コロナ感染
症による県経済への影響について御質問の中の(1)、
ＧｏＴｏイートの県経済への波及効果についてお答え
いたします。
　ＧｏＴｏイート事業におけるプレミアム付き食事券
について、本県では、11月17日から発行がスタート
したところであります。プレミアム率25％の食事券
を発行しており、11月26日現在、約５億7000万円分
の商品券が販売され、約1000店舗が加盟飲食店とし
て登録されております。総額60億円の直接効果が見

込まれ、本事業の実施により、感染予防対策に取り組
みながら頑張る飲食店及び食材を供給する農林漁業者
を支援するため、国と連携しながら取り組んでまいり
ます。
　同じく４の(2)、ＧｏＴｏイートの一時停止への考
えについてお答えいたします。
　ＧｏＴｏイートについては、経済活性化への期待が
大きく、また、４人以下という新たな利用制限を国に
要請していること等を踏まえ、現時点では食事券の発
行の一時停止等を国に求めないことといたしました。
　県といたしましては、医療専門家や経済団体等の意
見を踏まえ、現時点は、テークアウト、デリバリーで
の利用を呼びかけるとともに、業界や市町村と連携し
た巡回キャンペーンの実施など感染防止対策の強化を
図りつつ、ＧｏＴｏイート事業を継続したいと考えて
おります。
　同じく４の(3)、忘年会等自粛の影響が懸念される
飲食業やホテル事業者への支援策についてお答えいた
します。
　県では、これまで、休業要請や営業時間短縮要請に
応じた中小企業者等に支援金を給付するとともに、新
型コロナウイルス感染症対応資金により、中小企業者
の円滑な資金繰り支援を行っております。また、Ｅコ
マースやＧｏＴｏイートによるテークアウト、デリバ
リーの利用促進など、ウイズコロナに対応したビジネ
スモデルの促進に加え、地域消費活性化支援事業によ
り飲食店等の需要喚起を図るなど、コロナ禍で厳しい
状況にある県内事業者を支援してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、結婚
新生活支援事業制度についての御質問の中の(1)、結
婚新生活支援事業についてお答えいたします。
　結婚新生活支援事業については、次年度から、新た
に２自治体が実施予定となっております。また、国
は、新たに、都道府県が主導するモデル事業を創設す
ることとしており、県としましては、今後、市町村と
意見交換しながら事業の実施について検討してまいり
ます。
　同じく５の(2)、結婚新生活支援事業を活用した披
露宴開催経費の助成についてお答えいたします。
　結婚新生活支援事業は、新婚世帯に対し、新生活を
始める上で必要なコストを支援するものとなってお
り、補助内容等は国の交付要綱において定められてお
ります。補助対象経費は、婚姻に伴う住宅取得費用ま
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たは住宅賃借費用、引っ越し費用となっており、結婚
式や披露宴のための経費は含まれていないところで
す。
　次に７、児童手当の縮小見直しについての御質問の
(1)と(2)、子育て世帯への影響及び制度変更に対する
県の認識についてお答えいたします。７の(1)と７の
(2)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　報道されている見直し案では、所得の算定方法を世
帯主の年収から夫婦の合計の年収に変更することや、
夫婦の合計収入が一定額以上の場合に特例給付の縮
小・廃止を行うことと併せ、第３子以降の手当増額な
どとされておりますが、国に確認したところ、現在検
討中とのことでありました。見直しによる影響等につ
きましては、現在、世帯主の収入により支給している
ため、夫婦の合計収入を把握しておらず、試算は困難
となっております。
　県としましては、情報収集に努めながら、国の動向
を注視してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　６、ハンセン病に
ついての御質問の中の(1)、家族補償金の申請実績及
び申請が少ない理由についてお答えいたします。
　ハンセン病元患者家族に対する補償金の申請につい
ては、県を経由することなく国が直接の窓口となって
おり、都道府県ごとの申請件数等については公表され
ていない状況です。国の推計する対象者に対する申請
件数が２割強と低調であることにつきましては、ハン
セン病元患者の家族であることを周囲に知られること
を恐れ、申請をちゅうちょしているケースもあるので
はないかと推測しております。
　同じく６の(2)、環境整備や周知に関する取組につ
いてお答えいたします。
　県は、ハンセン病に対する理解を深め、ハンセン病
元患者及び家族の名誉回復を図るため、リーフレット
の配布や小中学校での人権啓発講演会の実施など、普
及啓発に取り組んでいるところであります。家族補償
金の周知については、市町村に対し制度の周知を依頼
するとともに、県のホームページにおいて国の相談窓
口を案内しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
　　　〔翁長雄治君登壇〕
○翁長　雄治君　　ハイサイ　グスーヨー　チュー

ウガナビラ。
　てぃーだネットの翁長雄治でございます。心の準備
がまだできていませんでしたけれども、よろしくお願
いします。
　質問に入る前に所感を述べさせていただきたいと思
います。
　先週の火曜日から、私の家でカマキリを飼育してお
ります。下の子供がとても昆虫が好きで、前からカマ
キリが欲しい欲しいということでいたんですが、なか
なか見つからないのと、飼育がとても大変だというこ
とでずっと避けてきたんですけれども、先週火曜日に
北中城村の仲順でついに見つけてしまいまして、本当
に爪の先２センチくらいの小さなカマキリなんですけ
れども、仲順で見つけたちゅんたろうということで、
今毎日、フェイスブック等でもちゅんたろう日記とい
うことで報告をしています。前まではバッタが好きで、
子供たちはこの大好きなバッタを新しく家族になった
ちゅんたろうに差し出す。その情操教育というのか、
弱肉強食の世界を３歳、５歳に見せるには少しまだ早
いかなという気もしながら、そういった子供の成長と
いうものを改めて感じるところでございます。
　私としましては、カマキリを見るといつも中学校１
年生の夏を思い出します。国語の授業でおれはかまき
りという、かまきりりゅうじ改め工藤直子さんという
方の書かれた詩がございます。このカマキリの詩は、
「おれはかまきり　おうなつだぜ　おれはげんきだぜ　
あまりちかよるな　おれのこころもかまもどきどきす
るほどひかってるぜ」と。これだけ読むと、このカマ
キリというのはすごく大きなカマキリで夏の舞台で光
り輝くカマキリだというふうに僕は中学生の頃思って
いました。大人になってこのカマキリの詩を読むと、
実は作者は小さなカマキリが生まれたてでまだまだ自
分のカマも小っちゃいけど、初めて見る自分の鎌に興
奮してこのように偉ぶるというのかそういった詩であ
ることを私も学びました。今改めて自分とちゅんたろ
うを比べてみますと、ちゅんたろうも小さな鎌で、僕
たちに大変威張った態度をしていますけれども、自分
に置き換えて議会ごとにちゅんたろうと同じように脱
皮をして成長した姿を皆様の下に見せられればなとい
うふうに考えております。
　では入っていきたいと思います。少し長くなりまし
た。
　一般質問です。
　１、新型コロナウイルス対策について、以下伺いま
す。
　(1)、感染者と濃厚接触者になった家族の対応につ
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いて。
　私も今回感染いたしましたが、その中で私の妻はじ
め、子供３人、みんな濃厚接触者となってしまいまし
た。保健所等からは私はすぐにホテル療養というよう
なことがありましたけれども、妻が陽性だった場合、
５歳、５歳、３歳の３人はどうやって生活するのかと
いうのを保健所等とコールセンターのほうともお話を
させていただいたけれども、なかなか明確な答えがな
く、私は結局、家族が陰性と分かるまではということ
で４日間自宅療養をし、その後もう一度健康観察をし
た際に入院ということになりました。もう既に恐らく
ガイドラインがあるんではないかというふうに思って
いるんですが、その辺について説明をよろしくお願い
します。
　(2)、感染者のメンタルヘルス対策について。
　感染して、ホテルないし　　　　特にホテルの方々なん
ですけれども、周りにすぐお医者さん、看護師さんが
いらっしゃるという環境でない中で、もしかしたら急
に悪化してしまうんじゃないかと。部屋の中でずっと
生活をするという息苦しさ等々から、非常に心を病ん
でしまう方が私の周りにもいらっしゃいました。ぜひ
こちらのほうの県の対策についてお伺いします。
　(3)、県民全員がＰＣＲ検査を受けることによる予
算面と医療面での課題についてお願いします。
　県民から多くの声が上がっている部分だと思います
が、この辺りの課題について一度お話を伺いたいと思
います。
　(4)、観光業や教育現場、医療現場での感染状況に
ついてお願いします。
　やはり様々な観点が　　　　これに介護とかいろいろと
入ってくるんでしょうけれども、最前線で働いている、
特にこの方々のこれまでの約１年間の感染状況につい
て。特にこの数か月、お願いします。
　２、健康行政について伺います。
　皆様、お気づきでしょうか。私はこの質問をするた
めに、20キロのダイエットをしてまいりました。市
議会議員時代に　　　　健康は私の大きなテーマなんです
けれども　　　　先輩方から、自分が一番不健康なのに健
康の話をするのかということを言われてきましたの
で、今回はこの質問をするために20キロやってまい
りましたので、ぜひよろしくお願い申し上げます。後
で数字は言いましょうね。
　(1)、健康経営についての本県の取組について伺い
ます。
　(2)、2025年・2040年問題における本県の考え方
について伺います。

　(3)、新型コロナウイルス流行以降の健康問題につ
いて。
　ア、リモートワーク等、在宅勤務が増えることによ
る健康問題についての本県の取組について伺います。
　イ、健康診断などの受診率について、変動があるの
かどうか伺います。
　最後に３、こども医療費無料化について。
　前々回の議会でも私のほうからも強く要望させてい
ただきながら質問させていただきました。今回も、何
名かの議員の方が取り上げていらっしゃいますけれど
も、子供の医療がどこでも誰でも家計を問わずしっか
り受けられる環境というものを、やはり沖縄県はつ
くっていく必要があろうかと思いますので経緯を伺い
たいと思います。
　残りは答弁を聞きながら再質問をさせていただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　翁長雄治議員の御質問に
お答えします。
　こども医療費無料化の経緯についてでございます。
　こども医療費助成制度の通院対象年齢の拡大につき
ましては、これまでにも各種団体からの要請や署名活
動のほか、各市町村議会から意見書が提出されるなど、
多くの要望をいただいていたところです。また県内で
は、既に27市町村が独自に中学校卒業以上まで通院
医療費の助成を実施しており、沖縄県では、県内全て
の地域で同様のサービスが受けられるようこれまで市
町村と拡大に向けた協議を進めてまいりました。その
結果、今般、市町村との協議が調ったことから、県は
令和４年４月より通院対象年齢を中学校卒業まで拡大
することといたしました。
　沖縄県といたしましては、今後ともこども医療費助
成制度の充実強化を図り、子供の健全育成及び子育て
支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス対策についての御質問の中の(1)、感染者と濃
厚接触者の対応についてお答えいたします。
　感染者につきましては、症状や重症化リスクの有無、
地域の感染状況などを踏まえて、入院治療、宿泊療養
または自宅療養を行うことになります。濃厚接触者と
なった家族については、症状の有無に関係なくＰＣＲ
検査を受けるよう保健所が調整し、検査が陰性の場合
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は、感染者と接触してから２週間、健康観察と外出自
粛をお願いしております。健康観察中に発症した場合
は速やかにＰＣＲ検査につなげているところです。
　同じく１の(2)、感染者のメンタルヘルス対策につ
いてお答えいたします。
　県においては、５月下旬より沖縄県公認心理師協会
に委託し、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触と
なった家族などを対象に電話やＺｏｏｍなど遠隔での
相談窓口を週２回開設しております。医療機関や宿泊
療養施設等においてチラシを配布するなどし、気軽に
相談できるよう周知を図っているところであります。
　同じく１の(3)、県民全員のＰＣＲ検査についてお
答えいたします。
　県民全員に対して、感染者をいち早く見つけるため
に検査する場合、１回のみではなく定期的に実施する
必要があり、莫大な予算と検査資源、時間を要するこ
とになります。また、膨大な検査を定期的に実施した
場合、本来必要な行政検査等を圧迫する懸念もありま
す。限られた予算と検査資源を有効に活用するために
は、症状がある方や濃厚接触者など、検査が必要な方
に適切に検査を受けていただくことが効果的だと考え
ております。
　今後も県民が必要なときに適切な検査を受けること
ができるよう、検査体制の整備に努めてまいります。
　同じく１の(4)、観光業や教育現場、医療現場での
感染状況についてお答えいたします。
　先月、県衛生環境研究所が７月以降11月18日まで
の陽性者の推定感染源を詳細に調査したところ、学校
関連では139人、4.4％、医療・介護分野では372人、
11.9％となっております。観光業といった業種別の
推計はありませんが、県外からの持込み事例は87人、
2.8％となっております。
　次に２、健康行政についての御質問の中の(1)、健
康経営の取組についてお答えいたします。
　県では、経営者を対象とした健康経営セミナーの開
催や健康経営ハンドブックを作成し、取組事例や実践
方法の周知を図るとともに、健康づくりに取り組む事
業所に対して健康経営アドバイザーを派遣し、計画策
定から実践までの支援を行っているところです。また、
健康経営を推進している沖縄労働局等の関係団体と情
報の共有を図るなど連携に取り組んでおり、引き続き
健康経営を推進してまいります。
　同じく２の(2)、2025年・2040年問題についてお
答えいたします。
　団塊の世代が全て75歳以上となる2025年、団塊
ジュニア世代が65歳以上となる2040年には、高齢化

が進展し、医療費等の社会保障費の増が懸念されて
おります。国の資料によると2018年の医療費に対し、
2025年は1.2倍、2040年には2025年の1.4倍になる
見通しが示されておりますが、沖縄県においても65
歳以上の高齢者の割合が増えていくことから、医療費
も増大していくと考えられます。今後とも2040年に
向けた社会保障についての国の議論の状況を注視して
いくとともに、県においても生活習慣病の重症化予防
や健康寿命の延伸など、医療費の伸びを抑えることに
つながるような取組を講じていく必要があると考えて
おります。
　同じく２の(3)のア、在宅勤務に係る健康問題への
取組についてお答えいたします。
　在宅勤務の増加により、運動不足や生活リズムの乱
れによる健康問題が懸念されており、バランスのよい
食事、適度な運動、休養、節度ある適度な飲酒等、健
康的な生活習慣の啓発を行っております。ホームペー
ジ健康おきなわ21では自宅で簡単にできるトレーニ
ングを紹介しているほか、飲酒状況を視覚的に管理で
きるアプリを作成し活用を促しております。また、職
場の健康づくり支援事業において、在宅勤務における
健康づくりについて働きかけていきたいと考えており
ます。
　同じく２の(3)のイ、健康診断の受診率についてお
答えいたします。
　今年度の特定健診については、各医療保険者におい
て新型コロナ感染症の流行状況に応じ、実施時期や実
施方法等について感染予防に配慮して実施していると
ころでありますが、例年に比べて受診率は低下する予
測であるとの報告を受けております。協会けんぽによ
りますと特定健診の受診率は、対前年度比77％程度
になると推計されております。
　沖縄県では、引き続き特定健診の重要性を周知し、
受診を促すよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございました。
　今日は大城部長とずっと話すことになると思います
けれども、よろしくお願いします。
　先ほどの新型コロナウイルス対策のところなんです
けれども、家族がすぐＰＣＲ検査を受けるというのは
分かるんですが、例えば僕が感染しました。ホテルな
いし入院した際に、妻と子供３人だけが残るんです。
僕は軽症かもしれないけれども、妻が悪化した場合、
子供たちを見る先がないんです。子供たちも濃厚接触
者なので。要は、僕の家族にも預けられない、向こう
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の家族にも預けられないというところがあります。こ
の辺り、今ガイドラインでどのようになっているか教
えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　家族内で陽性者が
出た場合、特にお子さんがいらっしゃる場合というの
は、できれば親族で見ていただける方がいらっしゃれ
ば感染対策を取った上で自宅で見ていただくというよ
うなことになると思います。ただ、親族の方が近くに
いらっしゃらないとか、事情がおありになるとかとい
うことであれば、児童相談所などとも相談しながら対
応が必要になるかと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　なるほど、でもそれは子供たちは例えば私の実家の
ほうに預けていいということでいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時28分休憩
　　　午後３時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　お孫さんを預かる
形になろうかと思いますけれども、そのときにその
方々が高齢者で持病をお持ちになっているということ
であればそこは避けたほうがよろしいかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　うちのおふくろは六十七、八なん
で、これが若いのか若くないのかちょっと僕では判断
しかねるんですけれども、このように例えば児相に預
けるにしても、これは一つの手だてかもしれない。た
だ、児相の中でもしかしたら感染が広がるかもしれな
いというところも、これ今まででもあったんじゃない
かなと思うんですよ。僕と妻が両方とも陽性者だった
ら、もう家族で籠もればいいんですよね。本当にどち
らかがやばくなったら入院という形を取ればいいんで
すけれども、なかなかそういう形にならない。僕が先
に行って、その後妻のほうがもっとひどい症状が出た
ときに正直どうしていいかが本当に分からなかった。
僕は熱は高く上がりましたけれども、まだしばらく行
けるかなということで、４日間自宅待機をしたら肺炎
になってしまったと。仮にですね。そういった状況が
ありますので、この辺りは今、恐らくまだ正直聞いて

て答えがあるのかないのかというのはちょっと曖昧だ
と思うので、少し考えていただきたいんです。僕も一
緒に考えますので、ぜひよろしくお願いします。
　何か答えありますか。よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　御夫婦が
罹患をされまして濃厚接触者となったお子さんが陰性
の場合については、先ほど保健医療部長からお答えが
ありましたように、ほかに看護する御親族がいない場
合は、児童相談所において保護をするという形になり
ます。ただその場合、議員もおっしゃいましたように
お子さんが濃厚接触者になるので、保護所のほかの子
供と一緒にすることはできないので、別の建物を準備
しております。そこで居住市町村とも連携をしながら
なんですけれども、職員が交代でお子さんたちの看護
に当たるというような体制を取っているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　分かりました。ぜひこれ、職員の皆
さんもいろんなところから今、たくさん動員させて非
常に大変なところもあろうかとは思うんですけれども
徹底していただいて、最初に電話したときにこれ大丈
夫かなと本当に不安に感じました。では、先ほども話
が少しありましたけれども、僕らも、母や妻の母に預
けるというのは、両方とも若いつもりではいますけれ
ども、非常に心配なんですよね。ぜひその辺は改めて
よろしくお願いします。
　次に(3)番のところに移っていくんですけれども、
今現在１日の検査数って改めて幾つでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時31分休憩
　　　午後３時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　12月段階でＰＣＲ
検査につきましては、3400を確保するというところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　１万でも140万県民やろうと思った
ら140日かかるんですよね。だから3400だとその３
倍近くかかってしまうのかなと思います。これが今多
いのか少ないのかという議論ではなくて、県民の中に
はこのように安心して受けられる体制をどうしても
つくってほしいというのは非常に声として大きいで
す。例えば、実際これが金額面も検査の数もできます
という際に、県内で今例えば140万人のものが0.1％、
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1400人ぐらいなんですよね。それを今カバーするだ
けのものを持っているのか、施設としてカバーできる
のかどうか、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
コロナの検査と冬場のインフルエンザにも備えないと
いけませんので、発熱患者を検査するキャパとして１
日に7000件を近々確保することにしております。マッ
クスでですけれども、最大7000件を確保して対処し
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　その中でこれから検査すればその
分増える可能性も当然、今無症状者の皆さんも含めて
感染者が増えてくることがあるので、ホテルとかそう
いったところを確保できるのかというのはいかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在、ホテルの一
棟借りを県内に５か所していまして、その施設で対応
できる件数が370用意しております。そのホテルにつ
きましては、それぞれ一棟借りをしておりますのでも
う少し余裕がございますので、もしそれ以上に拡大す
るようであればさらに確保も可能であると考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　沖縄県のピークはいつだと考えて
いますか。ピーク。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　第２波のときにか
なりピークが来たと考えております。今後も冬場はや
はりコロナウイルスは風邪のウイルスに近いというこ
ともありますので、冬場の感染には非常に気をつけな
いといけないと考えております。ただ、今予測してピー
クがいつだというふうなことはお答えするのは難しい
かと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　例えば、介護従事者とか医療従事者であるとか、は
たまた歓楽街で働く例えば松山の皆さんとか、そう
いった方々の定期的なスクリーニングがもしかしたら
必要なんじゃないかなというふうにも思います。ただ、
先ほどから話があるみたいに検査の資材が限られると
かいうものがあります。これある先生に聞いた話で

言うと、例えばお店で10人ぐらいグループがあって、
10人分の唾液を混ぜてその中に感染者がまずいるか
どうかという検査ができるのは技術的に可能じゃない
かという話があったんですけれども、これについてど
のように考えていますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の補正予算で
通していただきました事業についても、議員がおっ
しゃるようなプール方式を今考えておりまして、その
プール方式を導入することによって経費を抑えていく
方法を検討しております。また実際に集団検査をした
ときにはプール方式を一度経験しております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　分かりました。ぜひよろしくお願い
します。
　次に、健康行政のほうに移っていきます。
　個人で健康を管理することに結構限界が来ている部
分があると僕は思います。僕は最大体重120キロあり
ました。１年間かけて110キロに落として、７月の末
からこの質問をするために20キロ落として、今１か
月体重が増えないように努力をしているところです。
ただこれも僕はいろんなアプリを使ったりとか、妻に、
子供と食事を合わせるとどうしても太ってしまうから
僕は僕で全部食事管理するということでやったからで
きるんです。ただ、これ家族と一緒に合わせて食事と
か、職場の人と一緒に食べに行くとかお昼のことを考
えると簡単じゃない。なかなか運動する時間も取れな
い人のほうが多い、私もサラリーマンだったのでよく
分かります。もう少し社会とか、企業等通じての健康
管理というのが重要だと思うんですけれども、先ほど
のアドバイザーの実績のほうを教えていただいてよろ
しいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　職場の健康づくり
に取り組む事業所に課題解決に向けて支援している事
業がございまして、その支援内容の件数でよろしいで
しょうか。
　平成29年度が27件、30年度が30件、令和元年度が
31件ということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　これが多いかどうかというと、僕は
多くはないと思います。健康経営をしていった際の企
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業のメリットというのはどのように考えますでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　健康経営、まずは
働く方々の健康管理をしっかりするということで企業
の生産性の向上にもつながるというふうに考えており
まして、そういうことからこの健康経営という考え方
は出てきていると思いますので、働き盛りの方々が職
場でもって健康づくりに取り組むというのは非常に効
果的なことだと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　まさにそのとおりだと思います。僕
は企業に周知をしてもなかなかそこに時間をかけるこ
とができないということを考えると、これは沖縄県や
市町村が例えば株式会社沖縄県、株式会社那覇市とい
う形で行政がしっかりこの健康経営についてを企業と
やっていく必要があろうかと思います。だから、沖縄
県が沖縄県全体の140万県民の健康を考えていくんだ
と。その意義としてはいろいろやっているかと思いま
す。でも健康経営という姿勢に立ってやっていくって
いうのはいかがでしょうか。見解をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど少々申し上
げましたけれども、やはり平均寿命を延ばすためにも、
働き盛りの年代が健康であることは非常に重要なこと
であると考えております。この健康経営については国
も労働局等も取り組んでいるところでございまして、
県としましても積極的に取り組む必要があると考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　よろしくお願いします。
　健康についての部分でいうと、各市町村いろいろ取
り組んでいたりするんですよ。那覇市で言えば健康づ
くりポイントというのをやっています。紙ベースで、
ひやみかちウオークに出たから10ポイントとかやり
ながら、最終的に1000円くらいの景品を取るための
ものがあるんですが、紙ベースなので何名参加してい
るのか分からない。どこの誰が参加しているのかも分
からない。これがどのくらいの効果があったのかも分
からないというところがあります。滋賀県のほうで
は、滋賀県が今アプリをつくって県内の健康イベント
とか、そして食事とかシンプルに歩いた距離とか、そ
ういったアプリをつくってやっていて、それで今健康
寿命が上がってきている部分があるんですが、沖縄県
としてそういったものに取り組むというのはあるかど
うかお願いします。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時41分休憩
　　　午後３時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県の取組として、
飲酒をカレンダーに落としていく。例えば今日はどれ
くらい飲んだとかというようなことをカレンダーに落
としていくようなアプリを開発して周知を図っている
ところでございまして、他県でも有効な事例がありま
したら県としましても検討を進めてまいりたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　私もあのアプリやっていまして、毎
日二日酔いのシーサー見るのがつらくてやめました。
それは冗談ですけれども、そういった形でアプリのい
いところというのは、紙ベースだとなくしてしまった
とかありますけれども、今私たちスマホというものを
みんな持っているんですね。うちの母ですら持ってい
るわけですよ。そういったもので、いろんな情報を発
信していくっていうのが非常にいいものだと思います
ので、ぜひ御検討のほどよろしくお願いします。
　次、2025、40年のところなんですけれども、本県
の今の年間の医療費、個人であったり県であったり市
町村が負担しているもの、全体でお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　第３期の医療費適
正化計画というものがございまして、そのときに国か
ら提供された推計ツールを用いて計算した式がござい
ますけれども、2018年が4792億円、これは計画でご
ざいますので、2023年の推計をしておりまして、そ
の推計値が5705億円というふうになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　これが2025年、2040年というところになると、1.4
倍ずつ上がっていく。要は2040年、次は。この１％
でも２％でも下げていくというのは本当に重要なこと
だと思います。予防医療というものの必要性を非常に
私は感じているんですけれども、県の認識をお願いし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　保健医療部としま
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しても、特に健康寿命の延伸ということには力を入れ
ているところでございまして、予防医療についてはそ
ういう意味で積極的に取り組む必要があると考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　だから県が健康経営をするべき
じゃないかと、最終的にこれが言いたかったわけです。
今後私もいろいろと健康については今言う資格が出て
きたと思いますので、ぜひ提言させていただきますの
でよろしくお願いします。
　最後に、子供の医療費のほうに行ってまいります。
　そもそも、子供の医療費、無償化にしていくところ
の意義であるとか目的をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　子供たちが必要な
医療をちゅうちょなく受けられるように自己負担の分
を無料化して医療につなげるということが非常に大切
だと思っております。そのことは貧困対策などにも非
常に効果があるものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　そうなんですね。貧困の問題にすご
く直結してくるんですよね。
　今、現物給付を既に行っている市町村について伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後３時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　未就学児につきま
しては、全市町村が現物給付を行っております。中
学までとしているところが９月１日現在で14市町村、
高校までとしているところが４団体ということでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　今回無料化にするに当たって、これ
は自動償還にするか、償還払いにするか現物給付にす
るかというのは市町村の判断というふうな形で伺って
いるんですが、現物給付にかじを切る市町村というの
はあるのかどうか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　報道等で那覇市が
現物給付にという話は伺っております。ただ、まだ県
のほうとしては今回の方針を受けて現物給付に方向転
換をするかどうかというところは、今後調査していき
たいと考えております。

○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　よくこの話をすると、国からのペナ
ルティーがつくというのがネックになると出てくるん
ですね。ペナルティーが県であるとか市町村にあると
ころにペナルティー、どういったペナルティーが来る
のかというのを県と市町村に分けて説明をしてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず国民健康保険
の国庫負担金、２種類ございまして、療養費負担金と
いうものと調整交付金というのがございまして、療養
費負担金もどちらも現物給付にした場合、減額調整が
あるということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　これを全体でやったときに予算
ベースで言うと、どれくらいの金額になるかは試算さ
れているんでしょうか。中学卒業まで、または高校卒
業までというところになると。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国民健康保険の特
に調整交付金等につきましては、非常に計算が複雑な
部分もございまして、そこは県として把握するのは今
困難な状況にあります。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　これは国に照会をしたらできるも
のなんですか。どれくらい変わるかというのを。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは国に照会し
ても前提がいろいろございますので、その前提を置い
た上で例えば計算をしてみないといけないというよう
なこともございますので、照会して分かる数字ではな
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　どのくらい金額が変わるか変わら
ないかというのが分からないとなかなか僕たちも　　　
　いや現物給付にすべきだと多分、48名みんな言いま
すよ。現物給付のほうがいいと。ただ、どれくらい変
わるかと。こんなに変わるんだったら確かに難しいの
かなとかっていうのが、判断がつきづらくなってくる
ので、ぜひ１回これ国とどれくらいのものが変わるの
か。本来ペナルティーがないのがもちろん一番いいん
ですね。ただそこはぜひお願いします。
　子供の医療費というのが僕らもそうでしたけれど
も、子育てする中で一番最初に来る経済的な負担なん
です。ミルクとかおむつとかいろいろくれますよ、周
りが、最初は。もちろんそれは続かないけれども。一
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番最初に医療ってどれくらいお金かかるのかな。皆目
見当もつかない。それで私の友人とかもそうですけれ
ども、他の市町村に移っていく。流出していくケース
がすごく多い。
　午前中、大城憲幸議員のほうから南風原町こんなに
頑張っているのに待機児童が減らないというのは、那
覇からたくさん流出しているからなんですよ。子供を
連れて流出している部分もあれば、子供をつくること
を前提で結婚している方々にしては一番幸せなとこ
ろっていうところで結婚した時点で南風原町に移動を
する。南風原町に、今度は八重瀬のほうに、与那原の
ほうに流出していくんですね。玉突きになっているわ
けですよ。そこから那覇に来ることっていうのは、トー
タルベースで言ったら、那覇のほうがまだ多いってと
ころで非常にいびつな形を生んでいると思うんですけ
れども、ぜひちょっと見解のほうをお願いします。
　これは副知事がいいのかな、もしかしたら。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　午前中の質問を聞いてい
て私も同様に感じていたところです。やはりペナル
ティーの話がありましたけれども、そういったことを
今懸念しているということでますます市町村財政を圧
迫するのではないかということがありました。
　ただ、私のほうもこの議論をお聞きしながら同様な
感じがありまして、やっぱり現物給付がいいというの
はおっしゃるとおりだと思います。どの程度の負担が
あるのかないのか、この部分がやはり肝要だと思いま
すので、この部分はしっかり確認してみる必要がある
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　お願いします。
　改めてこの子供の貧困というものを考えたときに、
要は僕の友人が島尻のほうへ行って、医療費は確かに
ただだけど、結局保育園に入れられないという話も
やっぱり聞くんです。だから朝の質問も全くそのとお
りなんですよ。南風原町に流入して子育て支援が一番
いいということで行ったけれども、南風原町が上げて
いる課題で子育て支援になっていくんですね。そう
いったいびつな形が今あります。
　ぜひそういったところの議論も踏まえて、今後数字
が出てこないと私たちも何とも言えませんけれども、
現物給付を改めて検討していただくよう要望を申し上
げまして、一般質問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時54分休憩

　　　午後４時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　よろしくお願いします。
　ハイサイ　グスーヨー　クタンディンネービランガ
ヤーサイ。
　沖縄・平和、仲宗根悟、質問を行います。
　チチヌハイヤ　ウマヌハイ、光陰矢のごとし、時
のたつのは本当に早いものでありまして、ナー　ア
チャー　アサティ　ソーグヮチヤイビーン。
　この１年、昨年の首里城の焼失から年明け早々の豚
熱、あるいは息つく暇もなく新型コロナウイルスに見
舞われると、学校が閉鎖されて町やリゾート地から観
光客が消え、あらゆる面で社会に打撃を与えました。
重苦しく過ごした１年だったのかなと、気がめいって
しまうような１年を過ごしたのかなというふうに思っ
ています。
　そんな中で、私ごとですけれども、少しこういった
話題がありましたというところを３分ぐらいで紹介し
たいと思います。
　今年の春先に知人を通して沖縄の植物を頂きまし
た。特徴は、葉っぱが広線形に出ていて、葉先にとげ
があるようなウングトゥヌムン　ターカライッチチャ
ガというぐらい、へんちくりんな植物だというふうに
思って、庭の一角に植えました。そうしたら２週間く
らいでしたか、芯から見る見るうちに竹みたいににょ
きにょきにょきにょき、茎が伸びてきたんですよ。そ
の茎のほうからそれぞれの房が今ではもう３メーター
50くらい伸びていて、その房が30個ほどつけたんで
しょうか。花が咲き始めたのが先月あたりからだった
と思いますが、さあ一体何だろうなと思いました。そ
うしたらこの植物がリュウゼツラン科のアガベ・ベネ
ズエラというような植物だということが分かりまし
た。この花が新聞に紹介されたものですから、数十年
に一度しか咲かないと、あるいは60年から100年に
一度しか咲かないということが紹介されました。アッ
キヨーナイ　ウングトゥ御利益のあるような花が来た
んだというふうに思いました。そうしたらそのことが
近所で話題になりまして、しまいには拝みに来る人が
出てきたりして、大切にしないといけないなというふ
うに思いました。
　最初のうちは、何といいましょうか何の気なしに見
ていた、気にもとめなかった木が話題になって、こう
いうストーリーを描いた植物なんだということが分
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かってから非常に注意深く見るようになったという意
味では、何といいましょうか、自分自身のさがをさら
け出したのかなと。物事を深く探求せずに上辺だけ見
ていたという自分自身に恥ずかしい思いをいたしまし
て、それをこの植物が僕自身に教えた、何かを気づか
せてくれたという思いでは非常に貴重な、大事に僕自
身も今拝んでいます。
　それで、この頂いた知人に、実はこういう植物だっ
たということをお伝えしましたら、ユナカヌウチニ　
トゥイガチューンドーというようなことで、いろい
ろなことがあったんですけれども、こんな話題です。
ちょっと落ちが弱いですか。
　何はともあれ、こういった話題もありますけれども、
この１年間私たちいろんな意味で苦難、そして難局を
強いられてまいりましたけれども、どうぞ来年、アキ
マドゥシはぜひ私たち明るい社会になれるように、大
輪の花を咲かせるように、できることはしっかりと議
員48名一致団結して取り組んで乗り越えていきたい
ものだというふうに思っています。県議会一同、取
り組めることは力を合わせて、心を一つにＯＫＧ48、
頑張ってまいりましょう。
　それでは質問に入ります。
　まず最初に、知事の政治姿勢についてでありますけ
れども。
　(1)番、県は、米国と各国地位協定の比較調査を行っ
ているが、フィリピンを調査した結果を全国知事会で
公表したとする。日本との違いはどのようなことが明
らかになったのか伺います。
　(2)、米海兵隊員がタクシー運転手に暴行を加え現
金とタクシーを奪って逃走し事故を起こした凶悪な事
件、このところの米軍関係者による酒気帯び運転、傷
害事件、器物破損事件など事件が多発しています。日
常的に基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている
県民に大きな不安を与えています。県の認識と対応に
ついて伺いたいと思います。
　新型コロナウイルス関連の影響を理由に、県内の大
学に休学や退学を届け出る学生が合わせて80人にも
上るとマスコミ報道があります。背景にどのようなこ
とがあるか、そして対策をどのように考えているか伺
いたいと思います。
　(4)番、こちらは中学校と捉えていただきたいと思
いますけれども。学校へのスマートフォンや携帯電話
の持込みで保護者から相談を受けています。連絡手段
として希望をしてると、県内の状況と対応を伺いたい
というふうに思います。
　２番目は、基地の負担軽減と戦後処理について。

　(1)、米軍嘉手納弾薬庫内の拝所、チチェーン御嶽、
これの後ろ側へフェンスを移動して自由に例祭が行え
るよう、集落ごと基地に奪われた読谷村牧原住民の切
なる願いがあります。県も実現できるよう取り計らい
をお願いをしたいということでありますのでよろしく
お願いします。
　(2)番目は、米軍嘉手納基地に格納庫や整備施設が
新たに完成したと在沖米海兵隊が発表いたしました。
最新鋭のステルス戦闘機Ｆ35Ｂの運用を想定してい
るとしています。さらなる騒音被害、基地の機能強化
は許されるものではありません。県の認識と今後の対
応、対策について伺いたいと思います。
　３番目は、農林水産業の振興についてお伺いをした
いと思います。
　(1)、大宜味村にあるバナメイエビ養殖場で発生し
たエビの大量死は、甲殻類の伝染性疾病、急性肝膵臓
壊死症で、国内で初めて確認されたとしています。周
辺海域への原因菌の流出で蔓延が懸念された。県の対
応を伺いたいと思います。
　(2)番目は、鳥インフルエンザの件ですが、四国・
香川県で確認された鳥インフルエンザ感染症は福岡県
や兵庫県においても確認され、甚大な損害を起こして
います。さらに先日、宮崎県や奈良県でも感染が広
がっているというような報道がされています。本県に
おける鳥インフルエンザ予防対策の取組状況はどうか
伺いたいと思います。
　最後に、昨年、紅芋農家を苦しめた基腐病は、いま
だに具体的な防除策が見つからなく、生産量も減少し
出荷量が安定しないと農家は頭を抱えている状況であ
ります。収束を待ちかねています。防除対策の取組状
況について伺いたいと思います。
　最後の我が会派の代表質問との関連については取り
下げたいと思います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　仲宗根悟議員の御質問にお
答えをいたします。
　３、農林水産業の振興についての中の(1)、バナメ
イエビの特定疾病の発生についてお答えをいたしま
す。
　去る10月18日、大宜味村のバナメイエビ養殖場に
おいて、特定疾病である急性肝膵臓壊死症の発生が確
認されました。沖縄県では、本疾病の蔓延を防止する
ため、当該養殖場に対し、エビの処分や施設の消毒等
を命令するとともに、周辺海域における調査等を実施
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し、当該養殖場以外では、本疾病が発生していないこ
とを確認しております。また、国の専門家会議におい
て、本疾病はタイから導入した稚エビが原因と推定さ
れたことから、国は検疫体制を強化したところであり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)、フィリピンの地位協定調査についてお
答えをいたします。
　フィリピンでは1992年の米軍撤退まで締結してい
た地位協定について、主要な改定を３度実現していま
す。現在は、訪問軍協定に基づき米軍が行う演習等に
対して、環境天然資源省の行政命令でフィリピン環境
法令の遵守義務を明記し、実際の運用においても、有
害物質の取扱い等について、米軍にも国内法を適用し
ております。また、空域についても、フィリピンが管
理し、横田空域のように外国軍が管理する空域は存在
しないなど、日本の状況と大きな違いがあると考えま
す。
　同じく１の(2)、米軍関係者による事件への認識と
対応についてお答えいたします。
　米軍人による相次ぐ事件・事故を受け、県では米軍
及び日米両政府に対し、より一層の綱紀粛正をはじめ
とする実効性のある再発防止策等を講じるよう要請を
行っております。また現在、県、国及び米軍による実
務者会合の開催について調整が行われており、その際
にも再発防止等について求めたいと考えております。
一連の事件は、県民に大きな不安を与えるものであり、
大変遺憾であります。今後とも、あらゆる機会を通じ
て再発防止の徹底について求めてまいります。
　２、基地の負担軽減と戦後処理についての(1)、チ
チェーン御嶽周辺の返還についてお答えをいたしま
す。
　読谷村旧牧原集落は、戦後、嘉手納弾薬庫として土
地を接収されましたが、出身者は基地内に自由に立ち
入ることができ、旧暦９月９日には基地内にあるチ
チェーン御嶽で例祭を行っていました。しかし、同時
多発テロ以降は自由に立入りができなくなり、現在は
フェンス越しに手を合わせていることから、読谷村な
どは去る12月１日に御嶽前のフェンスの移動を沖縄
防衛局に要請したとのことであります。
　県としては、読谷村と連携し、対応していきたいと
考えております。
　同じく２の(2)、嘉手納飛行場の海兵隊施設に係る

県の認識と対応についてお答えをいたします。
　米海兵隊太平洋基地がプレスリリースで、嘉手納飛
行場内に格納庫などを建設したと発表したことについ
て、沖縄防衛局に確認したところ、米軍からは既存施
設の改修及び更新であるとの回答があったとのことで
あります。また、同プレスリリースでＦ35Ｂ戦闘機
の同飛行場での運用が言及されていることについて、
米軍は同施設の改修及び更新は嘉手納飛行場でのＦ
35Ｂ戦闘機の将来的な常駐配備を目的とした事実は
ないとしております。一方、海兵隊が今後、陸・海・
空軍との連携や戦闘即応性を強化させるとしているこ
となどについては、運用上の安全性に係る観点から、
詳細は差し控えるとしております。
　県としては、これ以上の基地負担の増加はあっては
ならないことから、三連協とも連携し、同施設の運用
等、詳細な事実関係について確認していきたいと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)、新型コロナウイルスの影響で大学を休学、
退学する学生の背景や対策についてお答えいたしま
す。
　県では、学生の状況を把握するため、今年10月か
ら11月にかけ、主な専門学校や大学と意見交換を行
いました。学校関係者からは、退学または休学した理
由が新型コロナウイルスの影響によるものかはっきり
しないこと、一方、学生からの相談内容については、
経済的な相談よりも遠隔授業の継続に対する不安、図
書館、研究室の利用制限に対する不満などの声がある
と聞いております。
　県としましては、引き続き専門学校や大学と意見交
換を行いながら、今後の状況に応じて適切に対応して
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、知事の政治姿勢につい
ての御質問の中の(4)、校内への携帯電話の持込みに
ついてお答えします。
　文部科学省においては、これまで学校への携帯電話
の持込みを原則禁止としておりました。しかしながら、
今年７月の通知により、原則禁止としつつも、保護者
からの緊急の連絡手段として、携帯電話の持込みの申
請があった場合、学校長は個別の状況に応じて、例外
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的に認めることなどが校種ごとに新たに示されており
ます。
　県教育委員会としましては、今後も携帯電話の学校
への持込みについて、市町村教育委員会及び学校と連
携しながら対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、農林水産業の振
興についての御質問の中の(2)、高病原性鳥インフル
エンザの予防対策についてお答えします。
　県では、他県での高病原性鳥インフルエンザの発生
を踏まえ、養鶏農家を対象に立入検査を実施している
ところであり、１、異常家禽の早期通報、２、防鳥ネッ
トの点検、補修、３、農場・人・車両等の消毒の徹底
など、飼養衛生管理基準遵守の指導を強化しておりま
す。また、11月27日には、養鶏関係団体等を対象に
高病原性鳥インフルエンザ緊急対策会議を開催し、野
生動物の侵入防止対策、農場での消毒徹底など、注意
喚起を行ったところであります。
　次に(3)、カンショ基腐病に関する防除対策の取組
状況についてお答えします。
　県における基腐病に関する防除対策の取組について
は、関係機関による対策会議等の開催や、県内７か所
に展示圃を設置し、抵抗性品種比較試験、各種資材や
登録農薬による防除効果試験を実施しているところで
あります。また、今年度からは、かんしょ優良種苗供
給体制整備事業により、組織培養を用いた健全苗の供
給体制を強化したところであります。
　県としましては、引き続き国や関係機関と連携して
防除技術の開発に取り組み、蔓延防止に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　それでは再質問をさせていただき
たいと思いますが、最初の日米地位協定の比較調査の
件なんですけれども、基本的にこの比較調査の目的と
いいましょうか、改めてこの目的についてどうぞ述べ
ていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　目的といたしましては、米軍による我が国における
施設・区域の使用と我が国における米軍の地位につい
て規定した日米地位協定、これについて、刑事裁判権
や基地管理権が米軍にあることなどによって、事件・
事故の対応や環境汚染など様々な問題点が指摘されて

おります。一方で締結から60年間一度も改定をされ
ていないという状況にございます。沖縄県では日米地
位協定の問題点をさらに明確化し、同協定の見直しに
対する理解を広げることを目的として、平成29年度
から他国地位協定調査を実施しているところでござい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　この日米地位協定の問題点を明確
にしながら、協定の見直しについて広く理解を広げて
いくという意味で調査を行っている。私たち自身も議
会も何度か軍の事件・事故に対しての抗議の中にも、
これは全会一致で協定の改定や見直しを求めるという
ことでは常々事あるごとに要請してまいりました。い
ろんな形で国民世論を上げたり、あるいは政府に対し
てもこういった問題点が広くあるんだということを指
摘してでも、壁が厚い。その厚い壁を何とかして砕い
ていかなくちゃいけない。そのためにはやはり住んで
いる私たち　　　　もちろん７割も専用施設をかぶってい
る私たち沖縄県が今一番大きなウエートを占めている
という意味では、こちらからしっかりと声を上げてい
く必要があるだろうと思っています。実際にいろんな
形で改定やあるいは見直しを求める運動、要請、そう
いったことも含めてどういったことが国内で変化が起
きているというふうにお感じになるのか、お聞かせい
ただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
米軍基地問題の解決を図るという上で基地の整理縮小
と併せて日米地位協定の見直しは非常に重要であると
いうふうに考えております。今回実施をしました他国
地位協定調査結果につきましても、この結果を全国の
都道府県や衆参の全国会議員、全都道府県議会等に配
付をしているところでございます。その結果、沖縄県
の他国地位協定調査を基に、国会で議論が行われるな
ど、様々な形で他国地位協定調査の結果が活用されて
いるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　調査も踏まえながらなんですが、調
査結果もお伝えしながら、先ほど申し上げましたとお
り、いろんな形で不合理を変えてくれとか、改正すべ
きだとかいうことで世論喚起も必要でしょうし、全国
知事会も動きました。与党側である国会議員の中にも、
憲法改正よりもむしろこの地位協定改定のほうが取り
組むべき大きな課題じゃないのと言い始めました。そ
ういう声も聞こえるぐらいまで来ているんだと。こう
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いう変化を私たちは感じ取って、自信を持って誇りを
持ってこの調査から通す、あるいは私たちの要請から
通すという意味では、この厚い壁をぜひぶち破ってい
けたらと。これはもう私たちＯＫＧ48、大きな課題
ですので、ぜひ皆さんで取り組んでいきたいというふ
うに思っていますので、よろしくお願いをいたします。
　さて、教育長、スマホの件なんですが、私自身も保
護者のほうから相談を受けました。今全面的に禁止の
中で、多くは下校時の連絡の取り方ということをお聞
きしました。登校時は一緒に出るんだけれども、下校
時になると時間帯がまちまちでお互いの父兄と連絡が
取れない場合は、自ら帰っていかなくちゃいけない
と。徒歩で家まで帰る道筋の中にはいろんなことがあ
ると。私たち読谷村には畑もありますし、いろんな形
で不審者が出るっていう情報も来たり、親御さんにし
てはもう非常に心配なわけです。どうにか持たせても
らいたいっていう切実な父母の皆さん、何名もいらっ
しゃるということを聞きました。校長先生にもじかに
言いましたら、隠し持っていろんなことに使えるんだ
と。場合によってはカンニングにも使えるんだという
ことで全面禁止にしてるんだというようなお話でし
た。それだったら仕方がないなとも思いながら、登下
校のときはどういう工夫を　　　　担任とも相談したらど
うかというところで話が終わっていたんですが、文科
省からそういった通知が来たと新聞紙上に載ったもん
ですから、父兄の方々また希望を抱いたわけですよ。
通知を受けて各市町村の対応、今どういう動きが見ら
れるのかどうか、この辺御存じのところがあれば教え
ていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　今年７月31日の通知でして、
背景としましていろいろあると思いますけれど、やは
り下校時とか登校時の不安、そういったものへの対応
ですとか、ちょうど2018年に起きた大阪での地震で、
下校時に問題があったというそういったこともあっ
て、今回通知で原則禁止としつつも、例えば緊急の連
絡手段として持込みは考えていいよというふうな通知
がなされています。各市町村教育委員会にも一応通知
をしたところでございます。参考までに令和元年の調
べですけど、抽出調査ですが、中学校ですと文部科学
省の抽出調査で８校抽出しましたけど、４校は持込み
が可能だったというふうなところもございますので、
そういった通知をしっかり検討していただくことを市
町村の教育委員会で連携しながらやっていきたいなと
思ってます。
　以上です。

○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　使い方だと思うんですよ、登校時に
預かって、下校時に返すというような条件さえできれ
ば、私は父兄のほうも納得いくんじゃないかというふ
うに思いますので、どうぞ市町村とも連携を取り合っ
て、ぜひかなうようにお願いしたいと思います。
　さて最後に、チチェーン御嶽なんですが、この牧原
地域というのは非常に　　　　何といいましょうか気の毒
といえば気の毒なんですけれども、非常にそういった
歴史をたどっているんです。まずこの地域はかつて琉
球王朝時代には王府の馬の飼育場だったと、それが名
前の由来になっているということなんですね、牧原と
いうことで。廃藩置県後に士族が入植をして、開墾を
していったというところで、村史の記述によりますと
最終的には土地は譲渡するんで、ぜひ開墾者、募って
入れてくださいと入植者がどんどん入ってきたという
ことなんですね。明治の末期に入植地は製糖会社に売
却されてしまうんですよ。それで全戸が小作農として
就労していたということなんです。そのうち幾つか転
売もされていくようなんですけれども、戦争が始まっ
て土地が奪われて避難をし、帰る頃にはもうフェンス
に囲まれていたということなんですよ。非常に不遇な
地域ではあるんですが、もし戦争がなければ、あるい
は施政権下がアメリカじゃなくて日本のままであれ
ば、戦後の農地改革の恩恵を受けられたのかなと。そ
ういった意味では非常に不遇な歴史、そしてそれをた
どってきた地域だというふうに思っているんです。で
すのでそのフェンス越しに心のよりどころであるこの
御嶽を拝むより、ぜひフェンスを後ろ側に持っていっ
てくれんかなと。そこで、じかに拝ませてくださいと
いう心のよりどころと切なる区民の願いですので、ど
うぞ県当局におかれましても、お力添えをいただきた
い。戦後処理の一環として位置づけて村も国や　　　　地
元も村のほうにも要請もしていますので、ぜひ先ほど
連携をしたいというお話でしたけれども、改めての決
意をお願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　私もこの質問に対して、担当課よりいろいろ写真と
か当時の例祭の様子を拝見いたしました。子供たちか
らお年寄りまでが、例えば子供たちのエイサーの奉納
でありますとか、牧原集落が地域にとって非常に重要
な場所であるというふうに認識をいたしました。防衛
省においても令和２年11月19日の衆議院の安全保障
委員会でチチェーン御嶽を囲む形でフェンスを設置し
ていることについて、「地元の皆様の御要望をよくお
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伺いした上で適切に対応してまいりたい」というふう
な答弁もございますので、県といたしまして、まずは
読谷村のほうからしっかりと情報収集した上で、連携
して対応してまいりたいというふうに考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　よろしくお願いをいたします。
　以上、終わります。

　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明９日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時48分散会　
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊
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令和２年12月９日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ７ 号）

令和２年12月９日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ７ 号）



議　　事　　日　　程　第７号
令和２年12月９日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第２号議案から甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号（質疑）
第３　甲第６号議案（知事説明、質疑）
第４　沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の一部を改正する条例
　　　　大城　憲幸君　　平良　昭一君
　　　　新垣　光栄君　　當間　盛夫君　　

提出　議員提出議案　第１号

第５　陳情第205号及び第208号から第210号までの付託の件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第２号議案から甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議案まで及び諮問第１号

甲第２号議案　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第４号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
乙第１号議案　沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例
乙第６号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める

条例
乙第７号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例
乙第８号議案　沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　工事請負契約について
乙第11号議案　工事請負契約について
乙第12号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第13号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第14号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第15号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案　訴えの提起について
乙第17号議案　損害賠償請求事件の和解について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について

令 和 ２ 年
第　 ７　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

令和２年12月９日（水曜日）午前10時開議
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乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　当せん金付証票の発売について
乙第26号議案　国営土地改良事業に係る負担金の徴収について
乙第27号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の中期目標を定めることについて
乙第28号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学に承継させる権利を定めることについて
乙第29号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
諮 問 第 １ 号　軌道敷設に関する線路及び工事方法書に記載した事項の変更認可申請に伴う意見に

ついて
日程第３　甲第６号議案
　　　　　　甲第６号議案 令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第９号）
日程第４　沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の一部を改正する条例
日程第５　陳情第205号及び第208号から第210号までの付託の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（47名） 

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君

25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君 
47　番　　照　屋　守　之　君

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　席　議　員（１名）
５　番　　上　里　善　清　君
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　諸般の報告については、お手元に配付の文書により
御了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第２号議案か
ら甲第４号議案まで、乙第１号議案から乙第29号議
案まで及び諮問第１号を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
○瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　日本共産党の瀬長美佐雄です。
　所見を述べます。
　全国的にコロナ感染が拡大し続け、医療崩壊が顕在
化する状況を危惧しています。沖縄県議会は、県民の

命と健康、暮らしを守るために真剣な議論が行われ、
日本政府の責任で財政出動が必要だと共通認識になっ
ていると思います。ところが、国会は先週、閉会しま
した。国政野党が12月末まで国会の会期延長を求め
ましたが、政権与党が延長を拒否しました。コロナ感
染が広がり、第３波が日々拡大する中で、国権の最高
機関の国会が冬休みを取っている場合でしょうか。桜
を見る会での虚偽答弁問題、日本学術会議任命拒否問
題など、権力の私物化を追及される国会から逃げるた
めの国会閉会などあり得ません。新型コロナ対策に無
為無策、感染の危機的拡大は人災とも言われます。コ
ロナ禍から国民の命と暮らしを守るために、オール沖
縄を全国へ、野党連合政権樹立・政権交代で、日米地
位協定は改定し主権確立と立憲主義を取り戻す、新し
い時代、新しい政治に進む決意を込めて質問します。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、沖縄21世紀ビジョン基本計画の総点検報告書
と新たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）がま
とめられています。検証の結果と今後の沖縄の発展戦
略をしっかり提示していると思います。次期沖縄振興
計画にＳＤＧｓの視点を貫く意義と期待される効果を
より多くの県民が理解する必要があります。これから

副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　

　名渡山　晶　子　さん　

保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部 長　　

渡久地　一　浩　君　

土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君

企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君
　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君　

代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

主　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政 務 調 査 課 長　　上　原　貴　志　君
課　長　補　佐　　比　嘉　直　子　さん
主　　　　　幹　　仲　里　奈津子　さん
主　　　　　任　　嶺　井　康太郎　君
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の啓発活動・普及の取組について伺います。
　(2)、誇りある豊かな沖縄は、翁長雄志前知事が提
唱しました。沖縄戦や米軍統治下の苦難の歴史を切り
開いた県民の闘いを誇りとして引き継ぐ姿勢を表現
し、イデオロギーよりアイデンティティーで、県民が
まとまることで豊かさを実現する気概も込められた言
葉だと理解しています。その思いを受け継ぎ、新時代
沖縄、沖縄を平和の緩衝地帯にと玉城デニー知事は提
唱しています。これらの言葉に込めた知事の理念と、
この理念を次期振興計画に反映させる取組について伺
います。
　沖縄21世紀ビジョンは、軍事基地のない沖縄実現
を目指しています。コロナ禍における新しい時代、Ｓ
ＤＧｓの推進の姿勢として本気に、軍事基地のない沖
縄実現を目指すべきと思います。知事の見解を伺いま
す。
　(3)、細胞培養加工施設の実現を目指して、再生医
療を考える市民の会主催の市民講座が豊見城市内で行
われました。市長や市議会与党議員、多くの市民が参
加し、再生医療とは何か、なぜ細胞培養加工施設が必
要かなど、専門家の話を学んだ市民からその施設整備
実現を求める声が高まっています。同事業の将来性、
次期振興計画での位置づけ、当初予定地の豊見城市与
根での実現を求めるものですが所見を伺います。
　２、コロナ禍における県民の命を守り、暮らしの支
援を求め質問します。
　(1)、コロナの影響を受け経営が厳しい医療機関の
支援の拡充について。
　コロナウイルス感染の恐怖を感じながらも、感染者
の治療に携わる医療従事者の皆様、そして介護施設な
どで働く皆様、エッセンシャルワーカーに対し、感謝
と敬意を表したいと思います。
　ア、コロナ感染者治療指定・協力病院等への空床補
償の取組及び医療従事者などへの慰労金支給事業につ
いて、対象の職員数と給付された職員の人数、その比
率、割合などを伺います。
　イ、医療機関の経営実態はどうなっているでしょう
か。また、感染対策への支援状況はどうか。
　赤字補塡の財政対応を国に実施させ医療機関と職員
の生活を守る必要があります。その要請について伺い
ます。
　(2)、新型コロナ緊急包括支援交付金事業について。
　介護職の友人から慰労金の振込があったと連絡を受
けました。慰労金の手続が進んでいるかと思います。
感染症対策支援や介護サービス再開に向けた支援、職
員への慰労金の支援などの取組、交付状況を伺います。

　３、高齢者福祉、生活保護などの拡充について。
　(1)、特養、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認
知症グループホーム等の施設数と入所者数、待機者の
状況と整備計画を伺います。
　豊見城市内の軽費老人ホームが老朽化による閉鎖
で、転居を迫られている市民の相談が寄せられていま
す。このような事業所都合による入居者の退去等への
支援、対応策を伺います。
　(2)、アパートへの入居を申し込んだが、保証協会
が認めてくれなくて入居できずに困っているとの相談
が寄せられました。公的な支援が受けられないかと模
索する中で、沖縄県住宅支援協議会を紹介してもらい
ました。沖縄県住宅支援事業・支援協議会の実績及び
効果を伺います。コロナ禍でもあり、同事業について
は拡充すべきと思いますがどうでしょうか。
　(3)、年金生活者の生活、収入実態、平均年金額、
無年金者数及び無年金対策の取組を伺います。
　(4)、老齢基礎年金の振替加算の未支給問題につい
て。
　今年、夫がお亡くなりになった80代の女性から、
遺族年金の申請相談を受けました。那覇年金事務所で
遺族年金の申請に出向いたときに、年金事務所職員か
ら、振替加算を受け取れる該当者であることを丁寧に
教えていただき、手続を経て５年分が支給されました。
年金事務所職員から、５年以前の分は時効です、請求
するのであれば裁判が必要ですと言われました。しか
し、国会での日本共産党の倉林議員の質問で、加藤厚
労相は、生計維持関係の蓋然性が高い場合は、時効分
も含めて未払い金の支払いを行っていると答えてい
ます。来週、80代の女性とともに那覇年金事務所長
に時効分の約300万円の支払いで要請に伺うつもりで
す。振替加算の該当者が適用されずにいることは看過
できません。
　そこで伺いますが、未申請者数などの実態と、関係
機関とともに制度の周知が重要と思います。対応を伺
います。
　(5)、生活保護行政の拡充について。
　コロナ禍にあって生活が厳しくなっている方が増え
ていくのではと懸念しています。生活保護適用状況の
推移、申請から決定まで２週間という規定の遵守で迅
速な対応が求められます。市の福祉事務所に比べて、
沖縄県の迅速化が求められています。状況を伺います。
　クーラー設置助成が始まっています。その適用状況
と病院に通う際の通院・移送費等の適用状況とその改
善への考えを伺います。
　４、豊見城市の生活環境の改善、整備計画について。
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　ア、豊見城市内の県道整備計画と進捗状況を伺いま
す。県道沿いの事務所で電話線の工事があり、電線地
中化のためだと聞きました。県内、市内県道の電線地
中化の計画も併せて伺います。
　イ、市街化調整区域区分見直しの決定までのスケ
ジュール及び市民の声を反映させる取組状況を伺いま
す。
　５、世界のウチナーンチュネットワーク構築の強化
について。
　ア、10月30日、世界のウチナーンチュの日の取組。
　イ、次世代ウチナーネットワーク継承基盤構築事業
の概要と期待される効果について。
　ウ、世界のウチナーンチュセンター設置支援委員会
からの要望及び協議状況、次期振興計画での世界のウ
チナーンチュセンター実現が期待されるがどうか。
　エ、昨年、与党県議団の一員として訪米したときに、
嘉手納出身の留学生と出会いました。彼女は、大学で
学ぶ理由を、中満泉国連事務次長・軍縮担当上級代表
の下で、軍縮を進める分野で働きたいと目標を語りま
した。国連を舞台に働く目的で留学する若者がいる。
頼もしく、沖縄の未来が明るいと感じました。訪米団
は、沖縄県人会のサポートを受け、民主党の連邦議会
関係者や労働組合ＡＰＡＬＡとの連帯を深めるなど成
果を上げたと確信しています。ワシントン沖縄事務所
における沖縄県系ネットワーク及び留学生との連携に
ついて伺います。
　６、我が党の代表質問と関連し、島袋恵祐議員の環
境政策の答弁で、非常事態宣言及び第２次沖縄県地球
温暖化対策実行計画策定を進めると答えています。温
室効果ガスの削減対策と気候変動による被害の回避
は、重要だと評価します。
　世界中で、日本でも地球温暖化の影響が顕在化して
います。２年前の2018年10月、韓国・仁川でＩＰＣ
Ｃ気候変動に関する政府間パネルが開かれ、1.5度特
別報告が発表されました。世界の科学者は、気温上昇
を1.5度以内に抑えるために残された時間は10年しか
ない、元の状態に戻れるか戻れないかの境界だと警告
しました。残された期間はあと８年です。スウェーデ
ンの高校生グレタ・トゥーンベリさんが危機感を持っ
て活動している理由です。地球温暖化と異常気象に関
する危機感の共有を深める取組、科学者の知見を県民
全体の理解と行動計画の実践の力にする必要がありま
す。
　伺います。
　１点目は、沖縄県として、この1.5度特別報告の観
点で、取り組むのかどうか。

　２点目に、科学者、温暖化防止に関する専門家、Ｏ
ＩＳＴとの連携も必要ではないかと考えます。次期振
興計画でのＳＤＧｓ、エコアイランド実現に向けてＯ
ＩＳＴとの連携について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　おはようございます。
　瀬長美佐雄議員の御質問にお答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての中の(1)、新たな振
興計画におけるＳＤＧｓの視点と普及啓発についてお
答えをいたします。
　沖縄県では、国際社会が目指すＳＤＧｓを推進し、
持続可能な社会の構築に向けて取り組むことが重要で
あると考えております。そのため、経済、社会、環境
の３側面を調和させる統合的な視点等、ＳＤＧｓを新
たな振興計画に反映し、持続可能な沖縄の発展と誰一
人取り残すことのない社会の実現につなげていきたい
と考えております。
　普及啓発につきましては、おきなわＳＤＧｓパート
ナーと連携した各種取組や沖縄県職員ＳＤＧｓマス
ターズによる出前講座、各種セミナー等を推進してお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)、新たな振興計画への反映等についてお答
えいたします。
　県においては、新時代沖縄の到来、誇りある豊か
さ、沖縄らしい優しい社会の構築について、県施策全
般に通底する基本的かつ重要な重点テーマとして設定
し、予算編成に生かしているところであります。また、
国が策定したＳＤＧｓ実施指針においては、平和と安
全・安心社会の実現を優先課題として位置づけており、
県は、沖縄21世紀ビジョンで掲げた心豊かで、安全・
安心に暮らせる島などの将来像と重なることから、そ
の実現に向けて取り組んでいるところです。新たな振
興計画については、総点検の結果や新沖縄発展戦略を
踏まえるとともに、ＳＤＧｓを反映させ、ウイズコロ
ナからアフターコロナに向けた将来を見通す中で、未
来を先取りし、日本経済の一端を担うべく、新時代沖
縄を展望し得る骨子案づくりを進めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
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についての御質問の中の(3)、細胞培養加工施設事業
の将来性についてお答えいたします。
　再生医療の国内市場規模は、2040年には約1.1兆円
と予想されており、今後需要が見込まれる高付加価値
産業となっております。細胞培養加工施設は、再生医
療産業の振興を図る上で重要な役割を担うことに加
え、当該施設が呼び水となり、関連産業の集積が期待
されております。同施設を含む再生医療産業拠点の形
成については、新たな振興計画の中で整備することを
視野に入れ、改めて建設候補地や選定方法、施設の内
容などの検討を行ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、コロナ禍にお
ける県民の命を守り、暮らしの支援を求めることにつ
いての御質問の中の(1)のア、空床確保の補助及び慰
労金の交付状況についてお答えいたします。
　空床確保の補助につきましては、20か所の医療機
関より４月から６月分の交付申請書の提出があり、そ
のうち19か所に合計約25億8000万円を交付済みで、
１か所は交付手続中となっております。現在、７月以
降分の交付申請の提出を依頼しており、交付申請が提
出された医療機関から順次、交付手続を行い、補助金
の早期の執行に取り組んでまいります。また、医療従
事者等に対する慰労金につきましては、11月末時点
で1272か所の医療機関等に対し、約29億7000万円
を交付済みとなっております。
　同じく２の(1)のイ、医療機関に対する支援につい
てお答えいたします。
　沖縄県医師会の調査によると、多くの医療機関が前
年度より減収との調査結果となっており、経営的影響
を受けているものと考えております。このため、県は、
５月及び６月補正で感染患者の受入れを行う医療機関
に対する支援として約120億円、地域のクリニック等
に対する感染防止対策等の支援として約29億円、合
計で約150億円の予算を確保し財政支援を行っている
ところですが、さらなる支援の拡充のため、11月補
正予算で約109億円を計上し、総額約230億円の財政
支援を行うこととしております。また、知事から厚生
労働大臣に対し、診療報酬の引上げや医療機関の財政
支援の強化について要請するとともに、全国知事会で、
全ての医療機関に対する経営支援の強化について、強
く国に求めるよう要望したところです。
　県としましては、全国知事会等と連携し、医療機関
への支援の強化について、引き続き国に求めてまいり

ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、コロ
ナ禍における県民の命を守り、暮らしの支援を求める
ことについての(2)のア、介護事業所等に対する新型
コロナウイルス感染症対策支援等についてお答えいた
します。
　県では、介護事業所の職員への慰労金のほか、感染
症対策を徹底するために購入する衛生用品やサービス
再開に向けた環境整備に係る費用等を支援するための
補助金について、申請の翌月末を目途に支給すること
としております。慰労金については、11月末までに、
職員の約51％の約２万4000人に対し、約12億1400
万円を支給したところです。補助金につきましては、
全介護事業所の約25％の896事業所に対し、約５億
5200万円を交付したところです。
　次に３、高齢者福祉、生活保護などの拡充について
の御質問の中の(1)、特別養護老人ホーム等の入所施
設の状況及び整備計画等についてお答えいたします。
　特別養護老人ホームなどの入所施設は令和２年３月
末現在で745施設、定員数は２万3391人となってお
ります。また、特別養護老人ホームの待機者は令和元
年10月末現在で758人となっており、県では平成30
年度からの３年間で、入所施設1058床の整備を見込
んでおります。なお、事業廃止等で退去が必要となる
入居者に対しましては、事業者が転居先の確保を図る
こととなりますが、県は市町村と連携し、必要なサー
ビスが受けられるよう支援することとしております。
　同じく３の(3)、年金生活者の実態と対策について
お答えいたします。
　厚生労働省公表資料によると、平成30年度の本県
の平均年金受給月額は、厚生年金が12万3753円、国
民年金が５万2099円となっております。また、平成
28年度調査によると、本県の65歳以上の方のうち、
無年金者や公的年金を受給する権利があっても、受給
の繰下げをするなど、まだ受給していない方は、約
１万8000人となっております。本県の保険料納付率
は上昇傾向にあり、引き続き年金事務所と連携の上、
対象者の受給漏れが生じないよう制度の周知に努めて
まいります。
　同じく３の(4)、年金の振替加算についてお答えい
たします。
　参議院厚生労働委員会会議録によりますと、令和２
年４月時点における振替加算の未申請件数は全国で
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508件となっております。県と市町村においては、年
金制度への県民の理解促進や高齢者等の年金受給対象
者の受給漏れが生じないよう、引き続き年金事務所等
と連携し、テレビやラジオ、チラシ、インターネット
等の様々な広報媒体で周知に取り組んでまいります。
　同じく３の(5)のア、被保護世帯数の推移等につい
てお答えいたします。
　本年10月の被保護世帯数は速報値で３万173世帯
となっており、昨年同月より1.8％増加しております。
また本年度10月末現在で14日以内に保護決定をした
件数の割合は速報値で48.1％となっています。クー
ラーの購入費用等については、保護継続世帯について、
緊急やむを得ない場合として福祉事務所長の判断によ
り支給したケースが令和２年11月１日現在で47件と
なっておりますが、県においては一時扶助の支給対象
に追加するよう国に要望しているところです。移送費
については、昨年度１万7466件を支給しています。
　県としましては、生活保護制度が最後のセーフ
ティーネットとして十分に機能を果たすよう努めてま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、高齢者福祉、生
活保護などの拡充についての御質問のうち(2)、沖縄
県居住支援協議会の実績等についてお答えいたしま
す。
　沖縄県居住支援協議会のあんしん賃貸支援事業にお
ける相談実績は、今年度10月末時点で112件の受付
があり、11件入居へとつなげております。
　県協議会では、入居率の向上と、きめ細やかな対応
を可能とするため、構成員の那覇市、浦添市、宜野湾
市、沖縄市、うるま市のそれぞれの協議会設立を目指
して、現在、相談窓口設置に向け勉強会等を実施して
いるところであります。
　次に４、豊見城市の生活環境の改善、整備計画につ
いての御質問のうち(1)、市内県道の整備計画と進捗
状況等についてお答えいたします。
　豊見城市内での事業中の県道は、豊見城中央線、東
風平豊見城線及び豊見城糸満線があり、令和元年度末
の進捗率は事業費ベースで、豊見城中央線は約82％、
東風平豊見城線は約95％、豊見城糸満線は約３％と
なっております。また、電線類地中化を行っている区
間は、豊見城中央線で1.3キロメートル、東風平豊見
城線で0.7キロメートル、豊見城糸満線で2.5キロメー
トルとなっております。

　次に４の(2)、区域区分の見直しスケジュールと市
民の声を反映させる取組についてお答えいたします。
　県では、那覇広域都市計画区域における区域区分検
討協議会で示された方向性等を踏まえ、市町村と一体
となって区域区分の見直しを進めております。豊見城
市の見直しでは、幹線道路沿いで計画的に市街化を図
るべき区域や既に市街化している区域等を確認してい
るところであり、住民の意向を確認しながら見直し案
を取りまとめることとしております。令和３年度に
は、案の縦覧や公聴会の開催により住民の意見を反映
させ、令和４年度での都市計画変更に向け取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　５、世界
のウチナーネットワーク構築の強化についての(1)、
世界のウチナーンチュの日の取組についてお答えいた
します。
　今年度の世界のウチナーンチュの日の取組について
は、移民歴史啓発のイベントやツアー、出前講座、Ｓ
ＮＳを活用したキャンペーンのほか、特にオンライン
を活用したトークイベントや相互交流のイベントを実
施しております。県内市町村や海外でもオンラインを
活用したイベントを実施したと聞いており、国境と時
差を越えて相互の交流が図られ、コロナ禍においても
ウチナーネットワークの強化につながっているものと
認識しております。
　同じく(2)、次世代ウチナーネットワーク継承基盤
構築事業の概要と期待される効果についてお答えいた
します。
　本事業は、１、県出身移住者子弟等の留学生受入れ
及びそのＯＢ・ＯＧとの連携等人的ネットワークの継
承と蓄積、２、多言語による情報発信及び海外県人会
等からの情報集約、３、ＳＮＳやオンラインイベント
等による交流活動促進、４、国内外からの交流に関す
る各種相談窓口、５、関係機関と連携した移民資料の
調査等の５つの機能を有するプラットフォームを構築
するものであります。期待される効果は、県の交流拠
点として国内外に広がるウチナーネットワークの次世
代への安定的な継承と発展に資することであります。
　同じく(3)、世界のウチナーンチュセンター設置支
援委員会の要望等についてお答えいたします。
　世界のウチナーンチュセンター設置支援委員会にお
いては、ウチナーネットワークの統括機能や国内外の
移民資料の収集・展示等を有する施設の建設を要請し
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ております。県においては、過去に類似施設を計画し
たが廃止した経緯があることから、既存施設等の活用
やソフト面を中心とした対応について、要請団体と意
見交換を行っているところであります。
　県としましては、今後、ＪＩＣＡ沖縄と連携して取
り組むプラットフォームの構築を含め、引き続き要請
団体と意見交換してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　５、世界のウチナーネッ
トワーク構築の強化についての(4)、ワシントン駐在
の活動についてお答えをいたします。
　ワシントン駐在は、ワシントンＤＣ沖縄会やノース
カロライナ州ジャクソンビル沖縄県人会と連携して、
米国内で行われた桜祭りや世界のウチナーンチュの日
イベントに参加し、沖縄の観光等の情報発信を行うと
ともに、カリフォルニア州北米沖縄県人会との意見交
換等を行っております。また、ワシントンＤＣに在住
する本県出身の留学生の希望に対応して、意見交換等
を行っております。
　県としては、引き続きワシントン駐在と米国の沖縄
県系人との連携を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　６、我が党の代表質問と
の関連についての(1)、地球温暖化対策実行計画の内
容についてお答えいたします。
　県では、パリ協定の目標やＩＰＣＣの報告内容等を
踏まえ、国が定めた2030年までの中期目標である温
室効果ガス排出量の2013年度比26％削減を目指す沖
縄県地球温暖化対策実行計画の策定作業を進めている
ところであります。策定に当たっては、県民に気候変
動の現状と将来予測、具体的な取組とその必要性を分
かりやすく伝えることができる内容となるよう取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　答弁ありがとうございました。
　再質問を行います。
　まず、豊見城に絡んで、細胞培養加工施設整備が豊
見城市議会野党の理解が得られず事業が進まないこと
に、再生医療の進展に期待を寄せる関係者の皆さんか
ら憤りの声が寄せられています。再生医療分野は日進
月歩で進歩しており、遅れを取れば計り知れない損失

になるとも伺いました。
　そこで伺いますが、豊見城の市民運動としての、再
生医療の理解を深める学習会はとても有意義でした。
どういう施設が予定されるのかと、次期振興計画の中
でも位置づけられているわけですから、県としてこう
いう施設を整備していく方向性があるんだという点で
は独自にでもこういう企画、シンポジウム等々の必要
性があるのではないかと思いますが、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　再生医療に関する県
民の理解を深めるという観点からも、学習会ですとか
シンポジウム、これは場所を問わずに今後開催してい
く必要性については検討していきたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　同時に、再生医療分野の拠点整備
の必要性として今後も目指すと。拠点整備の場所につ
いても一から検討するのか。私は産業集積もできる場
所、やっぱり豊見城市を選定した理由もあろうかと思
いますが、この細胞培養加工施設の整備について、やっ
ぱり地理的優位性などを考慮すると、次期振興計画で
も豊見城市が有力な候補地だと認識するのかどうか伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　建設候補地の選定に当たりましては、この培養細胞
の迅速な県外及び海外輸送、それから再生医療関連企
業の拠点化を促す観点から、まず１点目は交通アクセ
スの利便性という点、それから２点目として再生医療
に取り組む医療及び研究機関との近接性、さらに用地
取得の容易性と拡張性、それから市町村の協力といっ
たものの検討が必要だというふうに考えております。
ですので、新たな建設候補地につきましては、経緯は
経緯としまして、中立公正な姿勢でもって選定基準等
を改めて検討していきたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　その基準に照らして豊見城は最
適地だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
　新型コロナ緊急包括支援交付金事業について、慰労
金の手続がありました。医療関係もそうですが、実は
退職者も対象になるという機関があろうかと思いま
す。この面については、しっかりと目配りもして、そ
ういった皆さんにも支給ができますようにと、医療分
野と介護分野、これは要望として、ぜひ観点として持っ
ていただきたいと思います。
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　年金の振替加算について、先ほど答弁の中でも周知
をしていくということがありましたし、インターネッ
トでぜひホームページなどでもきっちりと伝えて、公
平公正にきちっと伝わるようにという努力は求めたい
と思います。
　質問ですが、先ほど1.5度の特別報告、これは科学
者会議で出されましたが、実はこの課題、２年前にそ
の報告を受けて、スウェーデンの高校生が２年前から
　　　　文字どおり学業も頑張っていると思いますが、そ
れでも一人でも始めたこの地球の危機的状況は放置で
きないと。私たちはそういった認識に立っているのか
どうかという時点だと思うんですね。そういう意味で
はこのＩＰＣＣの1.5度特別報告について、やっぱり
私たち自身が学ぶ必要がある。これを踏まえた計画を
つくるというのであれば、なおさらその観点で取組方
をどう考えているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　今年３月に日本国政府は、国連気候変動枠組条約
事務局に対しまして、2030年時点で2013年度比で
26％削減するという報告をしております。それを踏
まえまして、県として現在策定作業中でございます地
球温暖化対策実行計画の中で、国のこの26％削減に
合わせた形で削減していくということでの目標を今立
てているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　今朝の新聞に、沖縄電力がＣＯ２

排出実質ゼロを目指すという目標を掲げていました。
これは物すごい決断だと思います。この方針は県が策
定する計画との関わりでどういう位置づけになるの
か、もし分かるのであればお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　沖縄電力が昨日公表した目標につきましては、
2050年時点での目標であるかと思います。今、私ど
もの地球温暖化対策実行計画での目標は2030年度の
目標で、2050年度長期目標という形で策定してござ
います。先ほど26％削減と申し上げましたのは2030
年の目標でございまして、私どもの今の地球温暖化対
策実行計画の中でも、2050年時点では温室効果ガス
の排出ゼロを目指すといったようなことを目標に掲げ
ることを今検討しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　残された期間はあと８年ですと。
要するに20年後、30年後にゼロになればいいではな
くて、この８年の短期の勝負で劇的な削減をしないと

もう後戻りできないというふうな警告なんですね。そ
れに照らした計画にしていただきたい。そのためにも
例えばＯＩＳＴ　　　　世界最高峰の研究機関が　　　　そこ
で研究された成果をやっぱり県内にエコアイランドと
いう観点からももっと連携を深める必要があろうかと
思いますがどうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　将来の技術革新に向けまして様々な研究が行われて
いるということについては、新聞等通じまして承知し
ているところでございます。温暖化対策を進めていく
上で、技術的な観点から助言をいただくことは非常に
重要であろうというふうに考えておりますので、今後
ＯＩＳＴ等との連携につきまして検討してまいりたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ＳＤＧｓを進めるという観点で
言うと、とても特徴的な沖縄らしいＳＤＧｓを目指す
という、この沖縄らしいＳＤＧｓに込めた思い、どう
いう基本計画で進めていくのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えいたします。
　気候変動への具体的な対策に取り組むことはＳＤＧ
ｓの17の目標の一つに掲げられておりまして、重要
と考えております。そのような観点から地球温暖化対
策実行計画、また併せて気候非常事態宣言を今年度末
を目途に策定しまして、気候非常事態宣言それから実
行計画を基に地球温暖化対策を強化してまいりたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ＳＤＧｓは人権、民主主義、そう
いった貧困対策、全て含めた対策だと理解しています。
その上で、このＳＤＧｓの沖縄らしい社会をつくる上
で、やっぱり避けて通れないのは米軍基地ではないか
と。この米軍基地こそＳＤＧｓを目指す社会の最大の
障害物になるかと思うんですね。演習が激化していま
す。ジェット戦闘機がまき散らす排出ガスも相当な量
だと言われています。この観点で、ＳＤＧｓと米軍基
地との関わりで、どういうふうになっていくのか伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
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　　　午前10時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　ＳＤＧｓのゴールの中に
「平和と公正をすべての人に」というものがありまし
て、国のＳＤＧｓ実施指針にあっては平和と安全・安
心社会の実現に基づくアクションプランの概要の中
に、ＰＫＯや災害活動等の積極的平和主義、それから
地雷除去等の中東和平への貢献などが挙げられており
ます。県にあっても平和と安全・安心社会の実現に向
けた取組をＳＤＧｓの下で推進していきたいというふ
うに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　世界のウチナーンチュセンター
を求める団体から沖縄にムートゥヤーをつくろうとい
う冊子が発行されています。（資料を掲示）　これを読
まれたかと思いますが、それを受けてやっぱりこう
いった施設が求められているんだなというふうに私も
よく分かりましたが、それに対してもしコメント、感
想いただけたらお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　その世界のウチナーンチュセンター設置要請書に
関することについて読ませていただきまして、その
後、その団体と意見交換などをいたしました。改めて
その施設の必要性ということについて訴えられたわけ
です。一方で先ほど答弁の中でも申し上げましたけれ
ども、過去に類似施設の建設が計画されたものの、廃
止が決定されたというような経緯を踏まえる必要があ
るだろうということ。それからウチナーネットワーク
を継承するという目的は、要請された方々の考えとま
さしく方向性は一致するものでございまして、例えば
ウェブなどを活用して施設整備以外の手法についても
意見交換を行ったところであります。そういう形で今
後とも意見交換を継続していきましょうというような
ところで一致はしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　次世代ウチナーネットワーク継
承基盤事業の概要、説明を受けました。まさにこの団
体が求めている内容、機能としての役割を果たすのか
なと思いますが、どのような陣容、体制、ネットワー
クで事業を進めていくのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　進捗状況
について申し上げさせていただきたいのですけれど

も、令和２年11月25日に委託先の公募をいたしまし
て、委託先が決定して、まさに動き始めているところ
でございます。正式には次年度からＪＩＣＡ沖縄にお
願いしましてそこでそのセンターの機能の役割を担っ
ていただくというところでございまして、具体的な陣
容等についてはこれから検討を進めていくということ
としております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　先ほど国連の中満次長の下で働
きたいと。しかも軍縮の面で頑張りたいという留学生
の話をいたしました。この世界のネットワーク構築が
世界、そしてアジアの平和につながるであろうという
ことを確信して、そのネットワークをさらに発展させ
ていただきたいと要望いたしまして質問を終わりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
○瑞慶覧　功君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　会派てぃーだネット、瑞慶覧功です。
　初めに、玉城知事の体調についてですが、私は玉城
知事は全国で最も忙しい知事だと思います。特にこの
１年の間に首里城火災、豚熱、新型コロナウイルスと
不測の事態が相次いで発生し、その対応に追われ心身
の疲労が蓄積し、今回の症状が出たものと思います。
玉城知事におかれましては、しっかりと養生して元気
に復帰されることを願っております。
　質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、新型コロナウイルス対策について。
　新型コロナウイルス対策を取り巻く状況は毎日変
わっています。質問通告後に県はＧｏＴｏキャンペー
ンの対応を発表しましたが、私の思いもありますので
そのまま質問をします。
　ア、全国知事会会長の飯泉徳島県知事は感染拡大地
域を目的地とする旅行を制限する政府方針に対し、感
染拡大地域を出発地とする旅行の制限を求めた。得策
と思われるが見解を伺う。
　イ、神奈川県の黒岩知事は、医療現場が逼迫し県民
と危機意識を共有しなければならないとの理由から、
ＧｏＴｏイート食事券の販売を中断した。感染状況が
落ち着き次第再開するとしています。賢明な判断だと
思われるが所見を伺います。
　ウ、クリスマスや正月を控える中、感染が拡大し緊
急事態宣言が発出されることがあってはなりません。
県民の命を守るために今、感染防止対策に重点を置く
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べきだと思います。ＧｏＴｏキャンペーン適用の継続、
除外について対応を伺います。
　(2)、首里城の復元について、去る９月議会で知事
は所有権の移転について、議論の対象に上がっていな
い、まずはしっかりと復元していくと述べております
が、私は逆だと思います。しっかりと議論を尽くして
より多くの県民の思いを酌み取り、その上で復元すべ
きだと思います。名実ともに沖縄のシンボルとするた
めには、国から県へ所有権移転を求めるべきと思うが
所見を伺います。
　２、新型コロナ対策について。
　(1)、新型コロナ感染状況について。
　ア、県内80代以上の方は何人か、コロナウイルス
による死者数、年代別の状況と全国との比較、分析、
評価を伺う。
　イ、沖縄県の感染者数10万人当たり比較割合が全
国的に高い要因は何か伺う。
　ウ、県内の地域ごとの感染状況と感染レベルについ
て伺う。
　知事は11月の３連休前に連休明けの感染状況を見
てからＧｏＴｏキャンペーンへの対応を決めるとおっ
しゃっておりました。
　エ、県内の11月21日～23日、３連休明けの感染状
況と分析、評価を伺う。
　オ、米軍関連ですが、これも通告後に72人の多数
感染者が判明し、基地周辺の住民に不安を与えており
ます。米軍関連、基地ごとの感染者数、海兵隊、空軍
等所属ごとの感染者数、家族・軍属の感染者数につい
て伺う。
　３、基地問題について。
　(1)、多発する米軍関連事件について。
　ア、米軍関係者による復帰後、2019年末までに発
生した殺人、強盗、放火、強制性交等の凶悪犯罪、摘
発件数580件の事件ごとの内訳を伺う。
　イ、今年の刑法犯摘発件数と事件内容、見解を伺う。
　ウ、県は相次ぐ米兵による事件を受け、抗議のため
米海兵隊と在沖米国総領事館のトップを県庁に呼び出
したが拒否された。理由は何か、抗議すべきではない
か。対応を伺います。
　エ、復帰後これまで県の抗議、呼び出しに対する米
軍機関の対応を伺う。
　オ、2017年４月を最後に米軍人・軍属等による事
件・事故防止のためのワーキングチームは開かれてい
ない。その原因は何か、県の対応を伺います。
　４、首里城の再建について。
　(1)、首里城再建事業の進捗状況と事業計画につい

て伺う。
　(2)、首里城の平成の復元、正殿と全体の事業費と
今回、令和の復元事業にかかる予算額について伺う。
　(3)、現在までに県内外から寄せられた寄附金額、
県内・国内・海外ごとの内訳を伺う。
　５、沖縄における在留外国人について。
　(1)、在留外国人の出身国別人数、在留資格別の人
数を伺う。
　(2)、コロナ禍の中、留学生・技能実習生等在留外
国人の課題と支援対応を伺う。
　６、ウチナーネットワーク県系拠点設置について。
　(1)、第３回万国津梁会議において、情報交換や交
流活動の拠点をＪＩＣＡ沖縄内に設置し、来年末から
始動することとなった。設置目的と意義について伺い
ます。
　(2)、年内に委託業者と契約の予定をしているが、
業務概要について伺います。
　７、沖縄平和賞について。
　去る10月27日、第10回沖縄平和賞の授賞式が行わ
れました。第１回は昨年の12月４日にアフガニスタ
ンでテロに遭い、亡くなられた中村哲さんを支援する
ペシャワール会が受賞しました。中村さんは日本が世
界に誇れる立派な方でした。本当に残念でなりません。
沖縄平和賞は、沖縄県から平和を発信する大変有意義
な事業だと思います。大事にしなければなりません。
　(1)、沖縄平和賞の趣旨と事業概要について伺いま
す。
　(2)、沖縄平和賞の賞金と支援募金の概要について
伺います。
　８、我が会派の代表質問との関連について。
　玉城健一郎議員の泡消火剤流出問題に関連し、消火
剤に含まれる有害物質ＰＦＯＳ汚染が住民に大きな不
安を与えています。有機フッ素化合物ＰＦＡＳから住
民の生命を守る連絡会から、県議会に陳情も出されて
おります。住民の健康に関わる科学的根拠となる血中
濃度調査及び疫学調査を県内で広く実施し、比較検討
することを求めておりますが、対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　瑞慶覧功議員の御質問にお
答えいたします。
　６、ウチナーネットワーク県系拠点設置についての
中の(1)、ＪＩＣＡ沖縄と連携した情報交換や交流活
動拠点の設置目的と意義についてお答えいたします。
　本事業では、国内外に広がるウチナーネットワーク
の次世代への安定的な継承と発展を目的としており、
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そのためのプラットフォームを構築し、オンラインを
活用した様々な交流の推進に取り組んでいきます。そ
の意義は、オンラインによりコロナ禍においても交流
活動の推進を可能とするとともに、県民と国内外のウ
チナーネットワーク関係者が日常的につながること
で、５年に１度の世界のウチナーンチュ大会に限らず
交流を深め、一層強固なつながりを築くことができる
ことであると考えております。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(1)のア、感染拡大地域の出発
地もＧｏＴｏトラベルの制限対象とすることについて
お答えいたします。
　県では、ＧｏＴｏトラベル事業について、県内観光
産業の現状を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の
両立を図り、経済を回復させる観点から、徹底した感
染防止対策を前提に、一時除外は求めないこととして
おります。
　県としては、全ての来訪者に対し体調不良時の来訪
を控えること、マスクや手洗いなど基本的な感染対策
をしっかり行うこと、来訪したメンバー内で飲食する
こと等の感染対策を取ることを強く呼びかけてまいり
ます。
　続きまして、同じく(1)のウ、ＧｏＴｏトラベル継続、
対象地域除外についてお答えいたします。
　県が７月以降実施している新型コロナウイルスの推
定感染源の調査においては、県外からの持込みと思わ
れる事例が全体に占める割合は、小さくなっています。
また、内閣官房・内閣府の資料によると、航空旅客数
と感染者数の増加には、統計的な因果関係は確認でき
ないとされております。
　県としましては、県内観光産業の現状を踏まえ、経
済を回復させる観点から、徹底した感染防止対策を前
提に、ＧｏＴｏトラベル事業の対象地域からの一時除
外は求めないこととしております。
　続きまして５、沖縄における在留外国人についての
(1)、県内在留外国人の人数についてお答えいたしま
す。
　法務省が2020年７月31日に公表した在留外国人統
計における国籍別の総数は２万1220人で、多い順に
１、ベトナム3023人、２、中国2852人、３、ネパー
ル2797人、４、アメリカ2607人、５、フィリピン
2348人等となっております。また、同統計における
在留資格別の人数は、１、永住者5270人、２、留学

3580人、３、技能実習2970人となっております。
　同じく(2)、在留外国人の課題と支援策についてお
答えいたします。
　県では、公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財
団を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により
日常生活に支障を来している留学生を含む在留外国人
を支援するため、従来実施している国際交流助成事業
を拡充し、市町村、国際交流団体、民間団体等が実施
する外国人の生活再建、再就労支援等に対する助成事
業を実施しているところです。具体的には、国、県等
が実施する各種支援制度の多言語での情報発信、給付
金等の申請サポート、生活相談等に対応しているとこ
ろです。
　続きまして６、ウチナーネットワーク県系拠点設置
についての(2)、次世代ウチナーネットワーク継承基
盤構築事業の業務概要についてお答えいたします。
　本事業は、１、県出身移住者子弟等の留学生受入及
びそのＯＢ、ＯＧとの連携等人的ネットワークの継承
と蓄積、２、多言語による情報発信及び海外県人会等
からの情報集約、３、ＳＮＳやオンラインイベント等
による交流活動促進、４、国内外からの交流に関する
各種相談窓口、５、関係機関と連携した移民資料の調
査等の５つの機能を有するプラットフォームを構築す
るものであります。本年度は、来年４月の稼働に向け
て、留学生受入準備やウェブ改修、ＳＮＳによる交流
グループ開設、移民資料調査に係る情報収集等を予定
しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(1)のイ、神奈川県がＧｏＴ
ｏイート食事券を中断した判断への所見についてお答
えいたします。
　ＧｏＴｏイートの食事券発行の一時停止等に関する
国からの検討要請に対し、神奈川県や東京都、大阪府
など10の都道府県が一時停止を求めたことは承知し
ております。本県においては、医療専門家や経済団体
の意見等を踏まえ、テークアウト、デリバリーの利用
を呼びかけるとともに、業界や市町村と連携した巡回
キャンペーンなど感染防止対策を強化しつつ、ＧｏＴ
ｏイートを継続することといたしました。国からの要
請は、各都道府県が感染状況等を踏まえた検討を求め
ており、他県においても地域の実情を踏まえて判断し
ているものと認識しております。
　同じく１の(1)のウ、ＧｏＴｏイートの適用の継続、
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除外についてお答えいたします。
　年末年始を安心して過ごすためには、感染対策を徹
底しながら、社会経済活動を両立させることが重要で
あると考えております。ＧｏＴｏイートについては、
新型コロナウイルス感染症専門家会議や経済対策関係
団体会議の意見を踏まえ、原則４人以下という新たな
利用制限を国に要請するほか、２時間以内の飲食、テー
クアウトやデリバリー利活用の呼びかけ、業界や市町
村と連携した巡回キャンペーンの実施などにより、事
業者側と利用者側の双方による感染防止対策の強化を
図り、ＧｏＴｏイート事業を継続していきたいと考え
ております。
　次に５、沖縄における在留外国人についての御質問
の中の(2)、技能実習生の課題と支援対応についてお
答えいたします。
　厚生労働省によると、新型コロナウイルスの影響
で解雇された外国人技能実習生は、令和２年９月25
日時点で約3700人となっており、失業に伴う再就職、
出入国規制による外国人技能実習生の帰国や新たな受
入れが困難な状況にあるなどの課題があります。その
ため国は、雇用調整助成金を活用した外国人技能実習
生の雇用維持、解雇された実習生が最大１年間、別の
業種で働くことができるよう特例措置を行うほか、７
月29日から出入国規制の緩和を段階的に行っており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち(2)、首里城に係る所有権移
転についてお答えいたします。
　国は、今年３月に発表した首里城正殿等の復元に向
けた工程表において、国営公園事業である首里城の一
日も早い復元に向けて責任を持って取り組んでいくと
示しております。
　県としては、一日も早い首里城の復元に取り組んで
いくことが重要であると考えており、現段階で所有権
移転の協議を行うことは考えておりません。
　次に４、首里城の再建についての御質問のうち(1)、
首里城再建の進捗と事業計画についてお答えいたしま
す。
　国の首里城正殿等の復元に向けた工程表において、
国は令和２年度に大径材の材料調査、正殿の基本設計、
仮設道路の整備等を行うこととなっております。令和
３年度は、正殿の実施設計、大径材の調達、木材倉庫
の整備を行い、正殿の復元工事は令和４年に着工し、

令和８年に完成する計画となっております。
　次に４の(2)、平成と令和の復元に係る事業費等に
ついてお答えいたします。
　国の首里城復元に向けた技術検討委員会の資料で
は、平成の復元に係る首里城公園全体の事業費は約
260億円、首里城正殿の当時の工事費は約33億円と
なっております。今回の復元事業に係る予算額につい
ては、今年度、正殿の基本設計を行っているところで
あり、今後、明らかになるものと考えております。
　次に４の(3)、寄附金額及び内訳についてお答えい
たします。
　首里城火災復旧・復興支援寄附金の申込み方法とし
ては口座への振込、募金箱への募金、納入通知書によ
る納入等があり、11月27日現在で、県へ申込みがあっ
た寄附金総額は約34億8800万円となっております。
このうち、申込者の住所等を把握できる分の寄附金総
額は約25億1300万円となっており、その内訳は県内
が約８億9000万円、国内が約16億1600万円、海外
が約700万円となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナ対
策についての御質問の中の(1)のア、80代の陽性者数
と年代別の死亡者数についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症陽性者の合計は12月８
日時点で4613名となっており、そのうち80代以上の
方は290名となっております。沖縄県内の新型コロナ
ウイルス感染症による死亡退院者数は、12月８日時
点で74名となっており、そのうち40代１名、50代２
名、60代５名、70代17名、80代25名、90歳以上20
名となっており、感染者のうち死亡する方の割合は約
1.6％となっております。なお、全国の感染者のうち
死亡する方の割合は約1.5％となっております。
　同じく２の(1)のイ、感染者数が全国に比較して高
い要因についてお答えいたします。
　７月の急激な感染の拡大については、県外から持ち
込まれたウイルスが夜の繁華街において拡散され、本
県特有の活発な世代間交流を通じて一気に拡大し、短
期間に病院や高齢者施設でのクラスターにつながった
ことが主な要因であります。その後、第２波が完全に
は終息しない中、９月の下旬頃からは、県民同士の会
食会合や職場を通して家庭内に感染が拡大しており、
これらの要因が重なり長期にわたって多くの感染者が
続いている状況から、10万人当たりの感染者数が全
国的に高くなっているものと考えております。
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　同じく２の(1)のウ、地域ごとの感染状況と感染レ
ベルについてお答えいたします。
　県では、地域ごとの警戒レベルを定めておりませ
んが、各保健所管内の感染状況を、11月30日から12
月６日までの１週間における10万人当たりの新規感
染者数で比較しますと、那覇市で23.56人、南部で
16.08人、中部で17.82人、北部で18.50人、宮古で
16.13人、八重山で7.19人となっております。その前
の週である11月23日から11月29日までの１週間と比
較すると、那覇市と南部では減少していますが、その
他の中部、北部、宮古・八重山では増加しております。
　同じく２の(1)のエ、３連休明けの感染状況等につ
いてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症に感染してから発症まで
の期間は５日程度から２週間と言われております。３
連休後の11月24日以降の新規感染者数を見ますと、
11月28日は78名が確認される等、連休中の感染の影
響の可能性もあったものと考えております。県内では、
感染状況及びコロナの病床占有率が高いまま推移する
傾向にあり、さらに非コロナ病床の利用率も90％以
上にある等、厳しい状況が続いております。このため、
県としては、引き続き状況を注視し、感染防止対策に
徹底して取り組んでまいります。
　同じく２の(1)のオ、米軍関連の陽性者数について
お答えいたします。
　米軍からの報告によりますと、12月８日時点の米
軍基地内陽性者数の累計は62０名であります。内訳は、
嘉手納基地78名、キャンプ・マクトリアス２名、普
天間基地150名、キャンプ・ハンセン259名、キャンプ・
キンザー10名、キャンプ・フォスター48名、ホワイト・
ビーチ１名、キャンプ・コートニー45名、キャンプ・
シュワブ26名、トリイ通信施設８名となっておりま
す。なお、所属ごと及び軍人・軍属・家族別の内訳に
ついては、報告に含まれていないため把握しておりま
せん。
　次に８、代表質問との関連についての御質問の中の
(1)、血中濃度検査及び疫学調査についてお答えいた
します。
　有機フッ素化合物については、長期にわたる人体へ
の暴露について健康影響が懸念されていることから、
水質管理目標設定項目の暫定目標値が定められたとこ
ろであります。有機フッ素化合物の健康への影響につ
いては、まだ研究段階で、血中濃度検査等の医学的な
評価ができない状況であることから、引き続き健康影
響に関する医学的知見を収集するなど、検査等の必要
性について検討していきたいと考えております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　宮沢忠孝君登壇〕
○警察本部長（宮沢忠孝君）　３、基地問題について
の御質問のうち(1)のアとイ、復帰後の米軍関係者に
よる凶悪犯罪の摘発状況及び今年の刑法犯摘発状況等
についてお答えいたします。アとイは関連しますので、
一括してお答えいたします。
　米軍構成員等による復帰後、令和元年末までに発生
した殺人・強盗・放火等の凶悪犯罪の検挙件数につい
ては、581件であり、その内訳は、殺人が28件、強
盗が396件、放火が25件、強制性交等が132件となっ
ております。なお、犯罪統計の取扱い上、昨年４月の
北谷町における米軍人による殺人事件は、検挙時点で
被疑者が死亡しており、件数に反映されていないので、
公表されている数値は580件となっております。
　続いて、今年の状況についてお答えします。
　本年、11月末現在の刑法犯、検挙件数は暫定値で
37件となっており、その内訳につきましては、強盗
などの凶悪犯が２件、暴行などの粗暴犯が10件、窃
盗犯が13件、詐欺などの知能犯が１件、強制わいせ
つなどの風俗犯が１件、器物損壊等のその他が10件
であります。凶悪犯の２件については、５月に北谷町
で発生した両替所に対する強盗事件、11月にうるま
市で発生した、高速道路上における強盗事件の２件で
あります。なお、昨年中の32件と比較しますと、本
年11月末現在では５件の増加となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　３、基地問題について
の(1)のイ、米軍関係者による刑法犯罪に関する見解
についてお答えいたします。
　米軍人による相次ぐ事件・事故を受け、県では米軍
及び日米両政府に対し、より一層の綱紀粛正をはじめ
とする実効性のある再発防止策等を講じるよう要請を
行っております。また現在、県、国及び米軍による実
務者会合の開催について調整が行われており、その際
にも再発防止等について求めたいと考えております。
一連の事件は、県民に大きな不安を与えるものであり、
大変遺憾であります。今後とも、あらゆる機会を通じ
て再発防止の徹底について求めてまいります。
　同じく３の(1)のウ、県の抗議時における米軍等の
対応についてお答えいたします。３の(1)のウと３の
(1)のエは関連しますので、恐縮ですが一括してお答
えいたします。
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　去る11月、米軍人による相次ぐ事件を受け、県は、
米側に対し来庁を求めましたが、軍の方針として、抗
議要請については基地内で受けるとの回答があったた
め、直接面談した上で抗議を行うことを優先し、基地
を訪問したところです。確認が可能な平成14年以降
で見ると、米軍は、殺人や強姦といった凶悪事件など
を除き、基地内にて抗議要請を受けています。このよ
うな米側の対応は、県民の感情を十分に理解していな
いものであり、非常に残念であります。
　県としては、基地と隣り合わせの生活を余儀なくさ
れている県民の不安が正しく伝わるよう、引き続き米
軍等に対し訴えていきたいと考えております。
　同じく３の(1)のオ、協力ワーキングチームＣＷＴ
の開催についてお答えいたします。
　協力ワーキングチームＣＷＴの開催について、外務
省沖縄事務所に確認したところ、関係者との間で調整
を行っているとのことであります。米軍関係者による
公務外の事件・事故をなくすためには、米軍をはじめ
関係機関が直接議論を行い、理解を深め対策を講じる
ことが重要であると考えていることから、県は、これ
までも機会あるごとにＣＷＴの開催を求めてきたとこ
ろであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　７、沖縄
平和賞についての御質問の中の(1)、沖縄平和賞の趣
旨と事業概要についてお答えいたします。
　沖縄平和賞は、平和を希求する沖縄の心を世界へ発
信し、国際平和の創造に貢献することを目的として、
平成13年に創設されました。沖縄と地理的・歴史的
に関わりの深いアジア太平洋地域の平和の構築・維持
に貢献する活動を行っている個人・団体を２年に１回
表彰しており、これまで10回の贈賞を行っておりま
す。
　同じく７の(2)、沖縄平和賞の賞金と支援募金につ
いてお答えいたします。
　沖縄平和賞は、正賞として賞状及び賞牌を、副賞と
して賞金を贈呈しております。沖縄平和賞を県民参加
型の顕彰制度として発展させる趣旨から、これまで副
賞となる賞金は県民等からの募金で賄うことを目指
し、平成15年度から募金事業を実施しているところ
です。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩

　　　午前11時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　ありがとうございました。
　再質問を行いたいと思います。
　まず新型コロナウイルス対策についてですけれど
も、国や県は感染対策と経済活動の両立を目指して、
これまで様々な施策に取り組んできましたが、うまく
いっているとは見えません。海外では、台湾やニュー
ジーランドのように、ウイルスを国内に入れないよう
に努力している国と、スウェーデンのように国民が
徐々に感染して免疫力を持たせる集団免疫論がありま
すが、日本の体制は集団免疫論で進行していると言わ
れております。医療専門家からは、集団免疫論は未知
のウイルスに対しては、危険との声が上がっておりま
す。見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員がおっしゃい
ます集団免疫論についてでございますが、感染対策に
おいて集団免疫の獲得を目標とするという対策につい
ては、獲得免疫の持続期間についての治験が確立され
ていないこと、それから、人的・社会的被害が甚大に
なる可能性があること等が課題となっておりますの
で、専門家からのそういうような御意見があるところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　大阪府では、12月４日から15日ま
で、府民に不要不急の外出自粛を求め、緊急事態宣言
の一歩手前の医療非常事態宣言を発令しました。
　県内では、医療提供体制が悪化傾向にあると言われ
ておりますが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の感染状況に
つきましては、12月８日と１週間前の12月１日を比
較しますと、療養者数や新規感染者数、それからＰＣ
Ｒ検査の陽性率は改善傾向にございますが、病床占有
率と感染経路不明な症例の割合はほぼ同じレベルであ
ると考えております。一方で重症者用病床占有率はこ
こ２週間、20％台で推移しておりましたが、７日に
31.6％、８日に41.2％と悪化する傾向にあると認識
しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　昨日、国内感染者の死者数が47名、
新たな感染者が2172名と１日最多を更新しておりま
す。沖縄県の死者は昨日現在で74名となっておりま
す。今日の沖縄は経済優先に走り過ぎているように思
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えます。このままいきますと、観光客とそして米軍に
よるコロナの島となり、結果的に観光客は激減するこ
とになりかねないと思います。今こそ感染防止対策を
徹底すべきだと考えますが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、４月の流
行拡大期に政府の緊急事態宣言を受けまして、休業要
請や外出自粛要請などの緊急事態措置を実行し、県民
一丸となって徹底的に取り組んだ結果、第１波の流行
を押さえ込むことができたところでございます。ただ
一方で、県民経済への影響は大きかったと考えられる
ことから、県は感染拡大防止対策を徹底しつつ、社会
経済活動の着実な回復を図る方針として対策を取って
まいりました。
　県としましては、警戒レベル判断指標の日々の動き
を注視しておりまして、警戒レベルの引上げの必要が
あると判断される場合には、再び何らかの措置が必要
になることも検討する必要があると考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　感染防止対策と経済活動の両立を
目指すのであれば、来訪者に対して、１週間以内のＰ
ＣＲ検査で陰性証明書を発行してもらい、出発地の空
港でチェックすると。その上で、サーモグラフィーで
検温し、高熱がある者は検査を行い、陽性の人は空港
から外に出さないというような対策が必要だと思いま
すが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　水際対策を徹底す
るには議員おっしゃいますとおり、来訪者が渡航前に
検査をすることが望ましい手段だと考えております
が、県のみではなかなかその実現がかないませんの
で、全国的な取組が必要であると考えております。な
お、到着後の検温や有症状者の検査につきましては、
現在ＴＡＣＯにおいて実施されているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　いろんな今の県内の状況といいま
すか、感染者数が多い割合というか、そういうように
なっておるにもかかわらず、他府県に比べて何かもっ
と感染対策に力を入れるべきであるというような声が
出しにくい、そういう状況になっているんじゃないか
なと思うんですね。結果的には、しっかりと押さえて
いかないと今後の観光にいい影響を及ぼさないんじゃ
ないかというふうに危惧します。
　次に移ります。
　次に沖縄平和賞についてですけれども、これまで本

会議で県議会議員による寄附について提起してきまし
たが、残念ながら取り組まれておりません。沖縄平和
賞への募金はぜひ県議会議員が率先して取り組めるよ
うにしてもらいたいと思います。見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　沖縄平和
賞委員会では、同賞を県民参加型の懸賞制度として発
展させるために平成15年度から募金に取り組んでき
たところではございます。
　平和賞委員会といたしましては、議員の皆様におか
れましてはこの賞のさらなる認知度向上のための普及
啓発ですとか、そういった取組にお力をお貸しいただ
ければと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　力はたくさん貸すつもりですけれ
ども、どうなんですか。議員のそういう寄附行為とい
うかそれに抵触するということであれなのか。さきの
赤い羽根等もあるんですけれども、今までそういった
問題も取り上げてきましたけれども、やはり寄附行為
というものはみんなで一律にというか、同じ金額でそ
ういうふうに取り組む、そういう姿勢でやるわけです
から、抵触するというか、そういうような形じゃなく
て、方法は例えば首里城の募金のときもありましたけ
れども、あとコロナ対策でもありました。そういう方
法があると思うんですね。ぜひそれを県議会議員が、
本来であれば率先して地域住民にも訴えていかないと
いけない問題じゃないかなというふうに思うんです
ね。ぜひ具体的にそういった方法を検討していただき
たいと思います。
　次に、最後になりますけれども、沖縄県における在
留外国人について、今年７月香港国家安全維持法施行
で、沖縄県内への移住を希望する香港人が増えている
とのことです。計８世帯、現在のところ30人おりま
すが、彼らが安心して定住できるよう、県が相談窓口
を設けてもいいと提案しておりますが、見解を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では海外と沖縄のビジネス交流を促進するため、
沖縄県産業振興公社に中国語や英語で対応可能な相談
窓口を設置しております。海外企業等からの県内投資
ですとか、立地、商取引など、本県の産業振興につな
がる相談に対応しております。今後、移住に関する相
談があった場合には、内容に応じまして庁内関係課に
つなげるとともに在留資格に関する国の関係機関や、
多言語対応可能な行政書士等に関する情報を提供する
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など、適切に対応してまいりたいというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　ありがとうございました。
　以上で終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
　　　〔山里将雄君登壇〕
○山里　将雄君　　ハイサイ　グスーヨー。
　てぃーだネットの山里です。
　議長のお許しがありましたので、一般質問をさせて
いただきます。
　まず１、公立北部医療センターについて。
　今年度中に策定を目指すとしていた北部医療セン
ター基本構想の取りまとめについて、現在どのような
作業が行われていますか。今の状況についてお聞きい
たします。
　(1)、基本構想の策定状況について伺います。
　(2)、基本構想の策定に際し北部市町村の意見聴取
を行ったとのことだが、意見の内容について伺います。
　(3)、整備スケジュールとしては基本構想の策定か
ら、大まかに６年ほど要するとしていましたが、次年
度、令和３年度にはどんな作業を達成する予定でしょ
うか。基本構想策定後、令和３年度の作業スケジュー
ルを伺います。
　次に、さきの第６回９月定例会代表質問で、私は河
川の管理について、とりわけ河川のしゅんせつについ
て質問をいたしました。そのとき、上原土木建築部長
は、緊急度の高い箇所からしゅんせつをしっかり行っ
た上で、適切に防災・減災の強化を行うということで
河川管理に努めていきたいと答弁されました。その後
に、緊急浚渫推進事業の情報を御提供いただきました
ので、この事業について少し確認をさせていただきた
いと思います。
　２、河川のしゅんせつについて。
　(1)、緊急浚渫推進事業の概要を伺います。
　(2)、この事業による河川しゅんせつの実績と今後
の予定を伺います。
　(3)、しゅんせつ事業の実施について、関係市町村
とどのように調整しているか伺います。 
　次に、タイワンハブについてですけれども、タイワ
ンハブが沖縄に侵入したのは1970年から1990年にか
けてと言われています。ショーのためだったり、ハブ
酒の材料として持ち込んだものが逃げ出して野生化し
たものだと言われています。現在その生息域がどんど
ん広がっていて、北部で捕獲されるのはほぼタイワン
ハブという状況になっています。北部の市町村役所で

は、危機感が強くなっていて、私のところに対策の必
要性について相談がありました。このままですと本島
全域に広がり、ハブ被害の増大と生態系への影響が懸
念されます。現在、既に沖縄本島内でかなりの範囲に
生息域が広がっていると思うのですが、生態系への影
響、ハブ咬症の防止のためにもこれ以上の拡大を止め
なければならないと思います。
　そこで３、タイワンハブの生息拡大について。
　(1)、ハブの捕獲（駆除）状況について伺います。
　(2)、うちタイワンハブの捕獲（駆除）状況につい
て伺います。
　(3)、タイワンハブの県内の生息範囲はどうなって
いるか伺います。
　(4)、ハブ咬症被害状況について伺います。
　(5)、駆除の取組について伺います。
　次の質問に入る前に、12月１日に辺野古新基地建
設計画に抗議する市民運動にずっと携わってこられ
た、本部町島ぐるみ会議の高垣喜三さんが急逝されま
した。穏やかで優しい人柄でありながら、強い信念で
辺野古新基地建設問題に取り組んだ方であり、多くの
人たちがその急逝を悼んでいます。心より御冥福をお
祈り申し上げます。
　それでは４、辺野古設計変更承認申請について。
　上原土木建築部長は、先日の各会派の代表質問にお
いて何人かの質問に対し、11月27日に名護市長に対
し、意見照会を行ったところであり、その後疑問点に
ついて防衛局に質問を行った上で厳正に審査をすると
いうふうに答弁をしています。
　改めて聞きます。
　(1)、現在進められている変更承認申請の審査の進
捗状況について伺います。
　(2)、2013年の埋立承認申請の審査の際の住民意見
約3300件に対して、今回の変更承認申請審査では約
１万7000件に増えました。県民の民意は、辺野古新
基地建設に反対であることを改めて示した結果だと思
います。このことについて玉城知事の所見を伺います。
　(3)、住民意見書の公開について伺います。
　(4)、名護市長への意見聴取について伺います。
　(5)、知事の判断時期について伺います。
　(6)の美謝川の切替えについてですが、さきの９月
定例会代表質問で私は、変更承認申請の美謝川の切替
えに係る変更はあるか質問しました。答弁では、施工
時期に係る記載のみで特に変更はないとのことでし
た。代表質問でも述べましたが、稲嶺前市長があらゆ
る市長権限を行使し基地建設を止めるとして許可しな
い方針でいたことから、市の関与を避ける工法に変更
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しようとしてその後取り下げています。今、県におい
て変更承認申請の審査が行われている最中であります
が、11月頃に切替え予定地でボーリング調査が行わ
れていることが確認されています。ボーリング調査を
行った上で、現計画どおり美謝川の切替え工事を行う。
その準備が進められているということであります。取
下げはしましたが、2014年の変更申請は当然変更の
理由があったはずです。また取下げにも理由を述べて
いたと思います。
　そこでお聞きします。
　ア、沖縄防衛局は2014年９月に美謝川の切替えに
ついて、変更申請を提出し、その後取り下げたが、変
更の理由と取下げの理由を伺います。
　イ、美謝川の切替えについて、名護市長の協議及び
許可は必要と考えるか伺います。
　以上、一般質問とし御答弁をよろしくお願いします
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　山里将雄議員の御質問に
お答えします。
　１、公立北部医療センターについての御質問の中の
(1)、基本構想の策定状況について。
　基本構想については、現在、医療関係者等で構成す
る医療機能部会を設置し、新たな病院の病床数、診療
科目、提供する医療機能等について協議を行うととも
に、北部12市町村等から提出された意見について対
応方針を整理しております。
　今後は来年１月にパブリックコメントを行い、幹事
会、協議会での協議を経て令和３年３月までに基本構
想を策定する予定としております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、公立北部医療
センターについての御質問の中の(2)、市町村の意見
についてお答えいたします。
　基本構想案たたき台に対する市町村の意見は40件
となっており、医療機能に関しては内科を全般的に診
る総合内科を診療科目に加えてほしいとの意見、附属
診療所となる市町村立診療所の体制に関する意見等が
あります。また、病院施設に関しては、早期の建設候
補地の選定を求める意見、新型コロナウイルス感染症
に対応できる施設の整備を求める意見等があります。
　同じく１の(3)、令和３年度のスケジュールについ
てお答えいたします。
　令和３年度のスケジュールとしては、今年度策定予

定の基本構想を踏まえ、外来部門や病棟部門等の配置
計画、施設・医療機器等の整備方針等を定める公立北
部医療センター基本計画を策定する予定です。また、
設置主体となる一部事務組合の設立に向け、国や北部
12市町村との協議を開始していくこととしておりま
す。
　次に３、タイワンハブの生息拡大についての御質問
の中の(1)、タイワンハブの県内の生息範囲について
お答えいたします。
　県内では、ハブ、サキシマハブ、ヒメハブ、タイワ
ンハブの４種類のハブ類の生息が確認されておりま
す。ハブ類は、宮古島市等一部の市町村を除き、県内
全域で生息が確認されておりますが、タイワンハブに
ついては、平成８年に沖縄本島の名護市で定着が確認
されて以降、今帰仁村、本部町、恩納村、読谷村、宜
野座村、金武町でも生息が確認されております。
　同じく３の(2)と(3)、ハブ類とタイワンハブの捕獲
状況についてお答えいたします。３の(2)と３の(3)は
関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたしま
す。
　直近の市町村及び県のハブ類の捕獲数は、平成29
年が4667匹、平成30年が5771匹、令和元年が5531
匹となっております。そのうちタイワンハブについて
は、平成29年が1785匹、平成30年が2671匹、令和
元年が3014匹となっており、増加傾向にあります。
　同じく３の(4)、ハブ咬症被害状況についてお答え
いたします。
　県内のハブ類による咬症被害は、令和元年に55件
発生しており、その内訳はハブが30件、サキシマハ
ブが18件、ヒメハブが６件、タイワンハブが１件と
なっており、県としては、ポスター、リーフレットの
配布、講習会の開催等を通じて、咬症被害の未然防止
を図るとともに治療用ハブ抗毒素を県内30の医療機
関に配備するほか、市町村ハブ対策課長会議や沖縄県
ハブ対策連絡協議会を開催し、関係機関と連携して総
合的な対策に取り組んでおります。
　同じく３の(5)、ハブ駆除対策の取組についてお答
えいたします。
　県では、タイワンハブ対策として平成29年度より、
危険外来種咬症根絶モデル事業を実施し、名護市から
恩納村の一部区域を拡散防止フェンスで囲みハブ捕獲
器を300台設置し、タイワンハブの低密度化及び根絶
の実証試験を行っております。同実証試験がタイワン
ハブの低密度化に有効であると確認された場合には、
他の地域にも展開したいと考えております。また、市
町村では、住民へのハブ捕獲器の貸出しや一括交付金

－324－



を活用したハブ捕獲事業等を実施しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、河川のしゅんせ
つについての御質問の(1)、緊急浚渫推進事業の概要、
河川しゅんせつの実績、今後の予定及び関係市町村と
の調整についてお答えいたします。２の(1)から２の
(3)は関連しますので、一括してお答えさせていただ
きます。
　緊急浚渫推進事業は、地方公共団体が緊急的に浚渫
事業に取り組み、危険箇所を解消することを目的とし
た起債事業であります。対象施設は、河川、ダム、砂
防、治山に係るしゅんせつ等で、事業年度は令和２年
度から令和６年度までとなっております。県管理河川
においては、令和２年度に比謝川の測量設計を行うこ
ととし、令和３年度から比謝川を含め、汀間川、普天
間川、報得川、石垣新川川のしゅんせつ等を予定して
おります。市町村管理河川においては、南城市の雄樋
川を予定しております。
　県としては、関係市町村に対して事業内容の周知及
び活用を促しており、事業の必要性及び緊急性等を踏
まえて事業化に向けて調整を行うとともに、早期の防
災・減災に取り組んでいきたいと考えております。
　次に４、辺野古設計変更承認申請についての御質問
のうち(1)、公有水面埋立変更承認申請書の審査の状
況についてお答えいたします。
　沖縄防衛局から提出のあった公有水面埋立変更承認
申請書について、告示縦覧期間中に１万7857件の意
見書が提出されその集計が終了したことから、県では、
11月27日付で名護市長に意見照会を行ったところで
あります。今後、内容審査に当たっては、疑問点等に
ついて沖縄防衛局に質問を行った上で、厳正に審査を
行うこととしております。
　次に４の(2)、意見書の件数についてお答えいたし
ます。
　令和２年４月に沖縄防衛局から提出のあった公有
水面埋立変更承認申請について、告示縦覧期間中に
１万7857件の意見書が提出され、当初の承認申請時
の3371件から大幅に増えております。変更承認申請
書に記載された軟弱地盤における地盤改良や、ジュゴ
ン等環境への影響等に対して利害関係者の高い関心が
背景にあるものと考えております。
　次に４の(3)、意見書の公開についてお答えいたし
ます。
　意見書そのものについては、個人情報に該当し公開

できないものと考えております。なお、意見の概要に
ついては取りまとめが終了次第、公表を検討していき
たいと考えております。
　次に４の(4)、名護市長への意見聴取についてお答
えいたします。
　県では、意見書の集計作業が終了したことから、公
有水面埋立法第13条の２第１項において準用する同
法第３条第１項の規定に基づき11月27日付で令和３
年３月26日を期限として、名護市長に意見照会を行っ
たところであります。なお、名護市長が意見を述べる
に当たっては、公有水面埋立法第３条第４項の規定に
より市議会の議決が必要とされております。
　次に４の(5)、変更承認申請の判断についてお答え
いたします。
　沖縄防衛局から提出のあった公有水面埋立変更承認
申請書については、大規模な地盤改良工事の追加だけ
でなく、施工計画の大幅な見直しやこれらに伴う環境
影響の再検討を含む計画変更とされており、変更箇所
が多岐にわたっております。今後、事業者に対して変
更承認申請書の疑問点等について質問を行い、厳正に
審査を行うこととしており、現時点において処分を行
う時期を予測することは困難であります。
　次に４の(6)のア、美謝川切替えの変更承認申請及
び取下げの理由についてお答えいたします。
　沖縄防衛局が平成26年９月に提出した公有水面埋
立変更承認申請書には、美謝川切替えルートの変更の
理由について、埋立工事を効率的かつ着実に進める観
点から、飛行場用地内を切替えルートとする案に変更
するとしたと記載されております。また、取下げにつ
いては、文書にその理由の記載がありませんが、沖縄
防衛局が報道機関に公表した資料によると、沖縄県か
ら環境保全の観点で懸念が示されていることから、環
境保全をより具体的かつ確実なものにするためと記載
されております。
　次に４の(6)のイ、美謝川切替えに係る名護市との
協議についてお答えいたします。
　辺野古ダム及び美謝川は、名護市法定外公共物管理
条例に基づき名護市において管理されております。美
謝川の切替えについては、名護市が同条例に基づき判
断されるものと理解しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　ありがとうございました。
　それでは、再質問させていただきます。順番を変え
て聞いてまいりたいと思いますので、よろしくお願い
します。
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　まず４の辺野古の計画変更承認申請についてからお
聞きします。
　公表された意見書の数が当初の約１万9000から
１万7857件というふうにされました。これは重複や
外国語表記を除いたものということでございますけれ
ども、そういう判断をする基準といったものはどう
いったことだったのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　公有水面埋立法に基づき行った告示では、意見書は
縦覧期間満了の日までに意見の要旨、住所及び氏名を
記して提出することとしており、当該要件に該当しな
い意見書を除外しているものでございます。複数の意
見書にわたって提出しているものについては１件と集
計しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　分かりました。
　それでは次に、名護市長は市長意見において名護市
民の意見の聴取をしないと、市議会の質問に対して答
えています。それは、法律に必ずしも市民の意見を聴
取することにはなっていないからということとしてい
ます。しかし皆様も御存じのとおりですけれども、建
設省監修の「公有水面埋立実務ハンドブック」には、
住民の意見を知った上で述べることが望ましいという
記述があります。県としてもそのために名護市民の意
見を取りまとめて、市に提供していると思うのですけ
れども、2013年の埋立申請の際には当時の稲嶺名護
市長は、市民及び名護市出身者から意見を募集し、そ
れに基づいて埋立ての承認をしないように求めるとの
市長意見をまとめています。
　渡具知名護市長は、県に寄せられた意見ではなく直
接市民に意見聞くべきだと私は思うのですが、この件
について審査をする県としてはどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　御指摘のとおり、「公有水面埋立実務ハンドブック」
に、住民の意見を知った上で意見を述べることが望ま
しいとの記述がございます。これは地元市町村が意見
を述べる際の考え方を記したものだと理解しておりま
す。住民の意見を聴取することについては、当然なが
ら市長が判断されるものと理解しております。
　県としましては、公有水面埋立法に基づきしっかり
と審査をしていくということでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。

○山里　将雄君　望ましいということで、強制ではな
いのでそれは市長の判断ということになるとは思うん
ですけれども、そこはぜひそうなるように望んでいる
ところであります。
　次に、これは仮にの話でございますけれども、仮に
市長意見が名護市議会で可決に至らなかった場合、そ
のときはどうなりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　公有水面埋立法第13条の２第２項において準用す
る第３条第４項において、市町村長は意見を述べると
きは議会の議決を経ることとされております。仮に議
会で可決に至らない場合は、意見を提出することがで
きないものと考えております。提出期限を超えて意見
が提出されない場合は、意見がなかったものとして審
査を行っていくことになるというふうに考えておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　そうですよね、名護市から意見が出
なかったということになるわけですね。分かりました。
　次ですけれども、海上保安庁へ意見照会をするとい
うことが報道でありましたけれども、そのほかにも意
見照会をするというところはあるんでしょうか。また、
あるとすれば、その団体についてはどんな目的で、ど
んな観点で、意見聴取をするのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　海上保安庁に対しては、海上交通安全の観点から意
見聴取を行っております。そのほか、庁内の関係部局
に対しても、環境部には環境への影響の観点から、農
林水産部には水産業の影響の観点から、知事公室には
辺野古新基地建設問題対策の総合的企画及び調整の観
点から、意見を聴取しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　埋立承認申請のときと同じ機関に
ということになると思います。その辺もしっかりと審
査をお願いしたいと思います。
　それでは次に、美謝川の切替えについてであります
けれども、９月定例会のときに私の質問に部長は、今
回の変更申請には切替ルートの変更はなく、施工時期
の変更の記載のみと答弁をされていますが、間違いあ
りませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時７分休憩
　　　午後０時８分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局から提出のありました公有水面埋立変更
承認申請書は、今回埋立地の用途の変更及び施工計画
の変更ということが主なものでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　用途の変更、前回は切替ルートの変
更だけというふうにたしか答弁をいただいたはずなん
ですけれども、用途の変更というのはどういうことな
んでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後０時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今回の変更承認申請に当たって、美謝川の切替ルー
トにつきましては変更の申請はございませんが、美謝
川の切替えについて施工時期を変更する旨の記載が今
回の変更承認申請にはございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　そうですね。施工時期だけが変わる
と、つまりルートの変更はないということですよね。
とすると現在の計画どおり、当初の計画どおり現況の
ルートを全て切り替えるというそういう計画になって
いるわけですね。分かりました。
　2014年に防衛局から一旦提出された美謝川に係る
変更の理由は、先ほども答弁ありましたけれども、効
率性や生態系への影響回避ということでありました。
もう少し詳しく書かれているんですけれども、大まか
にはそういうことです。それを取り下げて、現計画の
とおりというふうに切替えが行われるのであれば、そ
のときの理由に矛盾している。整合が取れないという
ふうに思うのですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後０時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　前回確かに美謝川の変更の申請がございました。今
回は変更の申請がないという状況でございますので、
現在の変更承認申請に記載された内容について、県と

しては公有水面埋立法に基づき審査を行っていくとい
うことになるということでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　県としては、そういう立場という
ことになると思いますけれども、自然環境に配慮して
変更しようとしたものを変更しないということですか
ら、いわゆる自然環境、その負荷をそのまま認めると
いいますか、そのままの状態で工事を行うと言ってい
るようなものだと私は思います。それだけでもこの変
更申請は承認されるべきではないという気持ちでおり
ます。
　それでは次ですけれども、現在行われているボーリ
ング調査の後には名護市法定外公共物管理条例に基づ
いて名護市との協議、許可を得ることになると　　　　防
衛局としてはそうなると思うんですけれども　　　　防衛
局は切替用地は民間地で市長との協議は必要ないとい
うふうに判断する可能性があると聞いています。民間
地であっても、美謝川での機能を変更することによっ
て管理条例の第３条と第４条の５に抵触すると私は
思っています。そこは県が判断するところではないと
は分かっているんですけれども、私は名護市長との協
議は必要だというふうに思っています。先ほど答弁も
ありましたけれども、もう一度その辺をどう思うかお
聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　先ほども答弁を行い
ましたが、辺野古ダム及び美謝川は名護市が管理する
法定外公共物管理条例に基づき管理するものでござい
ます。当然ながら管理者である名護市長との協議の必
要性につきましては、同条例に基づき市長が判断され
るものだというふうに理解しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　渡具知市長は、市長選挙のときから
今現在も辺野古新基地建設に対しては国と県の動向を
注視すると自らの姿勢をうやむやにしてきています。
辺野古問題を抱える地元の市長としては、いかがなも
のかというふうに思っています。今回の埋立計画変更
申請への意見、それから美謝川の切替えの協議で渡具
知市長の対応がどのようになるか、それこそ注視をし
ていきたいと思っています。
　それでは次にタイワンハブについてお伺いします。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
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　　　午後０時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山里　将雄君　それでは３のタイワンハブの生息
拡大についてお伺いします。
　ここに名護市の環境対策課からもらった資料があり
ます。ハブ等の捕獲地域月別集計表という資料なんで
すが、それによると令和元年度　　　　去年ですけれども、
名護市内で1136匹のハブを捕獲しています。そのう
ち在来のハブは48匹だけなんです。残り1088匹はタ
イワンハブという状況です。何と96％がタイワンハ
ブです。在来のハブはわずか４％なんです。近年、今
年令和２年11月20日までの統計ですけれども、在来
のハブが８匹に対して、タイワンハブは684匹。実に
98.8％がタイワンハブという状況です。
　県としてこの実態をどのように思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時15分休憩
　　　午後０時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど答弁申し上
げましたとおりタイワンハブの生息拡大については、
県としても憂慮すべきことだというふうに考えており
ます。そのため高密度化などの調査を拡大する方法な
どについても、研究が必要だと考えておりまして事業
を実施しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　県としてもいろいろ取り組んでい
るというふうには理解しています、先ほどの答弁もあ
りましたので。
　ハブの被害の状況把握、これはどのように行ってい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時16分休憩
　　　午後０時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ハブ咬症被害につ
きましては、保健所を通じて数値等の把握に努めてい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　ここに沖縄県衛生環境研究所とい
うところがつくった資料、沖縄県における令和元年
（2019年）の毒蛇咬症という資料です。ネットから
引っ張ったんですけれども、これによりますと令和元
年度において、タイワンハブによる咬症は沖縄県全体

で１件となっている。びっくりしました。前年も同じ
名護で１件。これ名護でなんですよ両方とも。名護市
だけでこれだけのタイワンハブが、先ほど言いました
ように九十何％というタイワンハブが捕獲されて増え
ているのに、全県含めてたった１件。これは一体どう
いうことなんだろうと思いまして、名護市の担当に話
を聞いてみました。すると県は、病院から保健所を通
して統計を取っていて、ハブにかまれた人はそれが在
来なのかタイワンハブなのか分からないと。特に夜は、
それが何なのかが分からないと。それで分からないと
いうふうに報告すると、保健所や医療機関では在来ハ
ブとしてカウントするいうことなんですね。名護市の
担当としては、名護市で発生するハブ咬症はほぼタイ
ワンハブだと言っています。どうなんでしょうかこれ。
実は後でよく見ましたら、これも同じようなことが書
いてあります。医療機関からの報告そして保健所から
の報告。分からないものはハブとしてカウントしてい
るというふうにちゃんと書いてあるんです、後で気が
ついたんですけれども。これでは実態把握はできない
んじゃないかなと思うんですけれども、この辺はどう
なんでしょうか。もう少しやり方はないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時18分休憩
　　　午後０時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員がおっしゃい
ますとおり、ハブにかまれた方が病院に行って保健所
を通じて数字等は上がってくるわけですけれども、確
かにかまれた人がどのハブにかまれたかというのは、
なかなか見分けがつかないということもあって、そう
いう集計の仕方にはなっているところでございます。
　それでは実態が分からないんじゃないかという御指
摘だと思いますけれども、なかなかどのハブにかまれ
たかということが、後になると分からないという状況
もございまして、そこは今後研究の必要があるという
ふうには考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　ぜひそこはもう少し工夫をしてい
ただきたいというふうに思います。駆除のためには実
態をしっかりと把握しないといけませんので。
　ちょっと時間もないので、たくさんまだ聞きたいん
ですけれども、あと１件だけ。
　タイワンハブは特定外来生物だと思います。そうい
うふうに指定されているもの。多分マングースなんか
もそうですね。そのマングースとかに比べるとどうも
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ハブに対するあれがちょっと弱いんじゃないかと私は
思ってしまって。その点ではどうなんでしょうか。こ
の辺についての考え方を少し教えていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時20分休憩
　　　午後０時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　県におきましては、外来種対策といたしまして環境
部と関連部局と連携して実施しているところでござい
ます。
　それから今御指摘のありましたマングース等につき
ましては、北部３村の世界自然遺産登録等も見据えま
して、環境省のほうで事業をやっているというような
背景もございます。そういう背景もございまして、予
算等の規模が若干違っているところはございますけれ
ども、環境部それから保健医療部と連携しまして対策
を今後も実施していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　よろしくお願いします。時間がない
ので次に行きたいと思います。
　１の公立北部医療センターについてなんですけれど
も、建設用地は農業大学跡地が有力というふうに考え
てよろしいんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時21分休憩
　　　午後０時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在、外部のコン
サルタントの知見も得ながら複数の候補地について、
交通アクセス、敷地面積、災害への強度などの点につ
いて評価・検討を行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　まだ決まってはいないということ
で、ただ有力だというふうには私としても理解をして
います。
　そこなんですけれども、農業大学校は2024年に宜
野座のほうにできると。北部医療センターが2026年
に開院するということで、工事の期間等々含めた場合
にあと６年で北部広域医療センターを開院するという
スケジュールに合わせると、これは大丈夫なのかなと
ちょっと心配してしまうんですけれども、その辺はど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後０時22分休憩
　　　午後０時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　建設候補地につき
ましては、今検討中でございますのでなかなかお答え
しにくいんですけれども、今年度基本構想、来年度基
本計画その後基本設計、その後で工事ということでご
ざいますので、2026年度の開院については、その予
定で取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　分かりました。
　北部住民は、一刻も早い開院を望んでいますので、
ぜひ遅れることのないようにしっかりと取り組んでい
ただきたいと思います。
　以上、終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時24分休憩
　　　午後１時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘　純恵さん　こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　一般質問を行います。
　コロナ対策について。
　年末年始にかけて、コロナ感染拡大を防止するため
のＰＣＲ検査の拡充策、医療崩壊を起こさないための
支援策、飲食や中小業者の営業を守る支援策など、コ
ロナ対策が県政の最重要課題となります。県の取組及
び７兆円余の予備費活用など政府に財政措置を求める
ことについて見解を伺います。 
　緊急小口資金や総合支援資金の貸付実績と12月ま
での貸付予算額を伺います。また、来年１月以降も継
続する必要があると思いますが、見解と対応について
伺います。
　感染防止のための営業時間短縮や休業要請に対し
て、中小業者の営業と雇用を守るために政府が補償を
行うことについて伺います。
　コロナ禍の中で、子どもの権利を尊重し虐待から守
る社会づくり条例を生かした取組が求められていると
考えます。次年度の取組を伺います。
　また、子供の貧困対策はますます重要になり、拡充
が期待されています。次期振興計画での位置づけを伺
います。
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　新潟県で昨年11月、１歳児６人につき保育士１人
という国の保育基準では人手が足りないということを
データで提示することを目的にした実験が行われてい
ます。１歳児６人に対し、保育士１人という国の基準
を引上げ、２人の保育士にした調査結果に対する見解
を伺います。コロナ禍の中で、保育士の処遇改善と併
せた基準引上げが急がれるのではないですか。
　ジェンダー平等の推進について。
　男女平等度ランキングで世界153か国中、日本は
121位と前年110位から大きく順位を下げて、ジェン
ダー平等の遅れた国となっています。法律で夫婦同姓
を強制している国は日本だけと言われています。研究
者と市民団体が47都道府県7000人に行った合同調査
で、７割が選択的夫婦別姓に賛成をしています。沖縄
県は賛成が76.5％、反対7.4％と全国に比べて賛成の
割合が５％以上高くなっています。選択的夫婦別姓の
早期実現について知事の見解を伺います。
　今年４月から７月までの非正規雇用で減ったうちの
７割が女性、休業も男性の７倍というように低賃金や
不安定労働を強いられている女性がコロナ禍で深刻な
状況に陥っています。医療、介護、福祉、保育、販売
など、社会に不可欠なエッセンシャルワーカーを支え
る多くが女性の仕事となっている日本のジェンダーの
遅れがあらわになりました。国連は各国にコロナ対策
におけるジェンダー対策を呼びかけています。見解を
問います。
　復帰後、米兵と結婚した沖縄の女性は何人いますか。
米兵の夫からＤＶを受けて、離婚などの手続をしよう
としている女性が、米国との制度の違いで困っていま
す。米兵との家庭問題や交際のトラブルに対応できる
ように、米軍と連携する相談・支援機関を設置すべき
ではないか、対応を伺います。
　教育行政について。
　コロナ禍で、次年度はとりわけ小中学生の就学援助
の拡充が必要になると考えます。市町村の拡充策につ
いて伺います。入学前の支給や額の拡充はどうなって
いますか。
　中学生の集団飲酒が報道されています。なぜ起こっ
たんですか。教育長の見解を伺います。
　コロナ禍の中で、親の雇用不安や生活不安が増大し
ているのではありませんか。子供たちにその影響が出
ているといいますが、子供の不安やストレスを調査、
把握して対策をすべきではありませんか。 
　不登校が増加している要因に全国学力テストが指摘
されています。見解を問います。2008年と直近のテ
スト結果と不登校との関連を伺います。全国との比較

ではどうですか。
　浦添市仲西１丁目と沢岻の崖崩れ対策の進捗を伺い
ます。
　県営住宅など公営住宅への入居希望者から、保証人
がいなくて困っているという声があります。保証人を
なくすことについて。
　那覇軍港の浦添移設問題について。
　遊休化している那覇軍港は、2003年以来、軍港の
使用状況が公表されなくなっています。県が使用状況
の調査を行い、検証することについて。
　キャンプ・キンザー米軍基地の返還は、日米合意さ
れた統合計画で2025年度またはその後となっていま
す。どういうことなのか説明を求めます。あと５年で
返還できるのか、その後というのはいつのことなのか
お答えください。
　海兵隊の第３上陸支援大隊がキャンプ・キンザーに
配備されたと報道されています。どのような任務を持
つ軍隊なのか。
　同部隊は第３海兵遠征軍の作戦を支援する部隊だと
言われています。キャンプ・キンザーが返還されるど
ころか、まさに、キャンプ・キンザー兵たん補給基地
は浦添軍港と一体化されて、海兵隊の出撃基地として
機能が一層強化され、固定化されるのではありません
か。
　浦添軍港建設に反対し、那覇軍港の移設条件なしの
早期返還を求めることについてお答えを願います。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
○副知事（謝花喜一郎君）　西銘純恵議員の御質問に
お答えします。
　２、子供の権利と貧困対策についての中の(1)、子
どもの権利尊重条例を生かした次年度の取組について
お答えいたします。
　沖縄県では本条例において、子供を権利の主体とし
て尊重し、権利全般を保障することを規定しておりま
す。条例を踏まえ次年度においては、ＳＮＳを活用し
た子供の相談事業の拡充、条例の普及啓発、民間支援
プログラムによる保護者支援、児童相談所の体制強化
等を検討しております。
　沖縄県としましては、条例に基づく施策を着実に実
施し、全ての子供が将来に夢と希望を持ち、健やかに
成長できる誰一人取り残すことのない社会の実現に向
け、全力で取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
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○保健医療部長（大城玲子さん）　１、コロナ対策に
ついての御質問のうち(1)、年末年始のコロナ対策に
ついてお答えいたします。
　県では、発熱患者の外来診療を行う医療機関を約
430か所登録し、県コールセンターを通して県民に医
療機関の紹介を行っているところです。また、検査体
制は、１日に約3400検体のＰＣＲ検査と約3600検体
の抗原検査が、今月中に可能となる見込みです。現在
は、沖縄県コロナ警報を発出しているところですが、
直近の感染状況や季節性インフルエンザの同時流行を
踏まえると、年末年始においても疑い患者を含め、発
熱者の増加が危惧されております。
　県としましては、引き続き発熱患者の診療を行う医
療機関や検査体制を拡充するとともに、年末年始の受
診に対応可能な医療機関を確保できるよう、医師会、
医療機関及び検査機関と連携して取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、コロナ対策につ
いての御質問の中の(1)、飲食事業者や中小企業の支
援策についてお答えいたします。
　県では、これまで、休業要請や営業時間短縮要請に
応じた中小企業者等を対象に、使途を限定せず幅広く
活用できる支援金を給付するとともに、新型コロナウ
イルス感染症対応資金により、中小企業者の円滑な資
金繰り支援を実施しているところです。引き続き、Ｅ
コマースやテレワークなど、ウイズコロナの新しい生
活様式に対応したビジネスモデルの促進に加え、地域
消費活性化事業等により、県内の需要の喚起を図り、
事業の継続を支援してまいります。
　同じく１の(3)、営業時間短縮や休業要請に対する
国の補償についてお答えいたします。
　県ではこれまで、時短要請や休業要請に応じた中小
企業者に対し、使途を限定せず、幅広く活用できる協
力金を給付してきたところです。今後、県の警戒レベ
ル判断指標等の状況により、休業要請等を行うことと
なった場合には、地方創生臨時交付金の協力要請推進
枠等の活用も念頭に、協力金の給付について、国と速
やかに調整を行ってまいります。なお、休業要請等に
係る協力金支給に備え、国において、必要な予算措置
をしていただくよう、全国知事会とも連携して対応し
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。

　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、コロナ対策について
の(1)のうち、政府に財政措置を求めることについて
お答えいたします。
　県では、今年10月に西村経済財政政策担当大臣に
対し、地方創生臨時交付金や包括支援交付金の増額等
を要請したほか、全国知事会等とも連携して、新型コ
ロナウイルス感染症に対応するための財政支援を国に
求めてきたところであります。全国的な感染拡大の影
響が続く中、落ち込んだ県経済の回復や感染防止対策
に充当する財源の確保は重要な課題と考えており、引
き続き全国知事会とも連携し、国に財政支援を求めて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、コロ
ナ対策についての御質問の中の(2)、特例貸付の実績
及び期間延長についてお答えいたします。
　生活福祉資金における特例貸付の11月末時点で
の貸付決定実績は緊急小口資金３万4393件、65億
1213万円、総合支援資金２万9358件、155億3871
万円、合計６万3751件、220億5084万円となってお
ります。12月末までの貸付決定額は、約７万件、250
億円程度を見込んでおります。受付期間につきまして
は、相当の件数の申請が続いていることから、国に対
し延長を要請いたしました。なお、昨日、令和２年
12月８日付で国より特例貸付の受付期間を令和３年
３月末まで延長することを決定した旨の連絡があった
ところです。
　次に２、子供の権利と貧困対策についての御質問の
中の(1)、子供の貧困対策の新たな振興計画への位置
づけについてお答えいたします。
　県では、子どもの貧困対策計画に基づき、子供のラ
イフステージに即した切れ目のない総合的な施策に取
り組んでおります。県の最重要政策である子供の貧困
対策については、一過性のものとせず、継続的な取組
として推進していくことが重要と認識しております。
新たな振興計画においても、引き続き子供の貧困対策
に取り組んでまいります。
　次に３、保育士の処遇改善についての御質問の中の
(1)、保育士の配置基準等の引上げについてお答えい
たします。
　新潟県では、国の定める配置基準を上回る、１歳児
３人に保育士１人を配置した保育所等に対し独自に補
助を行っており、保育団体の調査においては、保育士
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から乳幼児の発育を促す言葉がけの数が増えたとの報
告があります。
　県としましても、子供の健やかな成長のため、保育
の質の向上を図ることは重要であることから、現行の
配置基準より多く保育士を配置した場合の新たな加算
制度の創設と、保育士の処遇改善について、九州各県
保健医療福祉主管部長会議等を通じ国に要望している
ところです。
　次に４、ジェンダー平等の推進についての御質問の
中の(1)、選択的夫婦別姓制度の早期実現についてお
答えいたします。
　現行制度においては、結婚に際して女性が氏を改め
ることが圧倒的に多い状況であります。社会制度や慣
行の中には、性別による固定的役割分担意識を前提と
するものが数多く残されており、このことが男女が自
らの意思によって多様な生き方を選択することを妨げ
ている場合があるものと認識しております。現在、国
の第５次男女共同参画基本計画策定の過程において、
選択的夫婦別姓制度についても議論がなされているこ
とから、その動向を注視してまいりたいと考えており
ます。
　同じく４の(2)、国連のコロナ対策に係る提言につ
いてお答えいたします。
　コロナ感染症拡大による女性への影響は深刻であ
り、ジェンダー視点での対応についての国連の声明を
踏まえ、国の研究会においても、政府への緊急提言が
出されたところです。提言では、コロナ禍における女
性への支援等の必要性が挙げられており、県では、性
暴力やＤＶ等の相談体制の充実や独り親を対象とする
各種支援に取り組んでいます。こうした状況下では、
性別役割分担意識等による社会の課題が顕著に現れる
ことから、ジェンダー平等の実現への取組が重要と考
えております。
　次に５、米軍と連携する相談・支援機関の設置につ
いての中の(1)、米兵と家庭問題等のある女性への支
援等についてお答えいたします。
　県では、男女共同参画センターてぃるるにおいて、
令和２年４月から、国際女性相談の専用電話窓口を開
設し、外国人との結婚・離婚等の相談に対応しており
ます。また、米兵との家庭問題等に係る支援の強化、
在沖米軍における各種支援制度の内容等に関する調査
にも取り組んでおります。
　県としましては、本調査等の結果を踏まえ、米軍側
と連携した相談体制の構築について検討してまいりま
す。なお、米兵と結婚した沖縄の女性の人数について
は、統計が取られておりません。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　６、教育行政についての御
質問の中の(1)、就学援助の拡充及び入学前支給につ
いてお答えします。
　就学援助については、コロナウイルス感染症により
家計が急変した世帯等に対し、21市町村で追加認定、
６市町村で認定基準の緩和等の拡充を図っておりま
す。入学前支給については、令和元年度までに26市
町村が実施し、令和２年度には金武町、西原町、宜野
座村の３町村が新たに支援を予定しているほか、入学
祝い金の支給等を行っている事例もあります。
　県教育委員会では、市町村担当者会議を早期に開催
し、情報共有等を通して、援助が必要な児童生徒に支
援が届くよう、制度の効果的な実施を促しております。
　同じく(2)、中学生の集団飲酒についてお答えしま
す。
　今回、報道されました２件の集団飲酒事案について
は、様々な要因が考えられますが、不安や悩みをしっ
かりと受け止め、対応する必要があると捉えておりま
す。
　県教育委員会では、県内公立小中学校へ通知文を発
出し、事件・事故の未然防止に係る取組等について依
頼したところであります。今後も、学校における児童
生徒個々の支援体制を確立し、教育相談を充実させて
いくとともに、家庭・地域、関係機関とも連携しなが
ら、児童生徒の豊かな心の育成に努めてまいります。
　同じく(3)、コロナ禍における子供の不安等への対
策についてお答えいたします。
　各学校においては、児童生徒の学校生活等の変化を
早期に把握するためのアンケートや個別の教育相談に
より、児童生徒の不安や悩み等の把握に努めておりま
す。また、管理職、担任、養護教諭、スクールカウン
セラー等によるケース会議を通し支援計画を立て、組
織的に支援を行っているところであります。生活支援
等が必要な場合は、福祉部局や児童相談所等と連携し
対応しております。
　県教育委員会では、引き続き不安や悩みを抱える児
童生徒の支援に努めてまいります。
　同じく(4)、不登校と全国学力・学習状況調査との
関連等についてお答えいたします。
　小中学校における1000人当たりの不登校児童生徒
数の全国比較について、平成21年度、沖縄県11.4人、
全国は11.5人、令和元年度は、沖縄県22.7人、全国
18.8人となっております。全国学力・学習状況調査
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の平均正答率の全国との差について、小学校では、平
成21年度マイナス4.0ポイント、令和元年度はプラス
2.8ポイントとなっております。中学校では、平成21
年度マイナス9.2ポイント、令和元年度はマイナス5.8
ポイントとなっております。不登校と全国学力・学習
状況調査の関係性につきましては、文部科学省におい
ても分析等が行われていないことから、相関関係につ
いて明確な判断は難しいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　７、浦添市の崖崩れ
対策についての(1)、浦添市の急傾斜地崩壊対策事業
の進捗についてお答えいたします。
　浦添市仲西地区については、自然災害防止事業にお
いて今年度から事業に着手し、令和３年度の完了予定
となっております。現在、鋭意、のり面工事を進めて
いるところであります。また、浦添市沢岻地区につ
いては、浦添市による応急工事を９月１日に着手し、
10月16日に完了しております。現在、事業採択に必
要な急傾斜地崩壊危険区域の指定に向け、浦添市と連
携しながら取り組んでいるところであります。
　次に８、公営住宅における保証人についての(1)、
県営住宅の保証人についてお答えいたします。
　県では、平成29年に県営住宅連帯保証人取扱要綱
を制定し、その中で連帯保証人の取扱いについて定め
ております。
　県としては、入居者の家賃等の長期滞納未然防止策
のみならず、緊急連絡先として、連帯保証人の果たす
役割は重要であると考えております。しかしながら、
入居を希望する者の努力にもかかわらず、特別な事情
により連帯保証人が見つからない場合には、金銭債務
を負担しない身元引受人を届け出ることで連帯保証人
を免除しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　９、那覇軍港の浦添移
設問題についての(1)、那覇港湾施設の利用状況につ
いてお答えをいたします。
　那覇港湾施設の利用状況は、昭和61年から平成14
年までの入港隻数が公表されており、昭和62年の96
隻をピークに、平成14年の35隻まで漸減しておりま
す。平成15年以降のデータについては、情報が提供
されておりませんが、県としては、引き続き基地の提
供責任者である国に対し、情報提供を求めてまいりた

いと考えております。
　同じく９の(2)、牧港補給地区の返還についてお答
えをいたします。
　2013年に発表された統合計画では、牧港補給地区
は返還までに最低限必要な期間が12.5年となってい
ることから、返還時期が2025年度またはその後となっ
ております。一方、移設先である嘉手納弾薬庫知花地
区の移設計画について、沖縄防衛局は見直しがあると
していることから、その詳細を確認しているところで
あります。
　県としては、牧港補給地区の返還は沖縄の過重な基
地負担の軽減及び振興・発展につながるものであるこ
とから、引き続き政府に早期の返還を強く求めてまい
ります。
　同じく９の(3)、上陸支援大隊の任務及び牧港補給
地区の返還についてお答えをいたします。９の(3)と
９の(4)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答
えをいたします。
　米海兵隊は上陸支援大隊を創設したとプレスリリー
スしており、同発表では、上陸支援大隊は、物資、装
備品及び人員の輸送を円滑に行い、船から陸へ移動す
る水陸両用作戦を支援するとしております。
　県としては、同部隊の配備により基地負担の増加に
つながることがあってはならないと考えております。
そのため、同部隊の任務内容や牧港補給地区の返還に
影響が生じることがないか等について、沖縄防衛局に
確認するとともに、同施設の返還が遅れることがない
よう、国に対し要請してまいります。
　同じく９の(5)、那覇港湾施設の早期返還について
お答えをいたします。
　県としましては、那覇港湾施設の返還が実現されれ
ば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄
与すると考えております。このため、去る10月に官
房長官及び防衛大臣に対し、同施設の早期返還を求め
たところです。また、移設協議会においては、民港の
港湾計画との整合性を図りつつ、円滑な移設が進めら
れるよう調整を行うことが繰り返し確認されてきたと
ころであり、これまでの経緯を踏まえつつ、移設協議
会の枠組みの中で取組を進めることが重要であると考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　最初に土建部長、お尋ねをしま
す。
　県営住宅の保証人をなくすことについて、先ほど答
弁ありましたけれども、今年の２月の政府の通知、２
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年前の2018年の政府の通知は保証人に関する配慮に
なっていますが、内容を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　国土交通省住宅局からの通知によりますと、「公営
住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて」と
いうことで、保証人の確保がその主なものですが、「保
証人の確保が困難であることを理由に入居できないと
いった事態が生じないようにしていくことが必要であ
ると考えています。」ということから、特段の配慮を
お願いいたしますという通知でございます。
　県のほうといたしましては、先ほども答弁いたしま
したが、保証人は連帯保証人を求めておりますけれど
も、その連帯保証人が見つからない場合は身元引受人
ということで、緊急時の連絡先等として必要なもので
ございますので、そういった連絡先を求めて入居を促
しているということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　今年２月の通知は、保証人の確
保を入居の前提とすることから転換すべきということ
なんですよ。転換しなさい、でも保証人確保できなけ
ればと、今の条例がそのままであればっていうことで
言っています。早急にこの保証人を転換するっていう
ことで検討してもらいたいっていうのが今年の通知で
す。それで２年前の通知は、入居手続のときの保証人
の連署する請書、保証人欄があるんですよね。この義
務づけを削除すると。保証人に関する規定も削除する
という条例改定をしなさいというのが通知の中身では
ないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　平成30年の通知にもございますが、議員おっしゃ
るような趣旨の説明がございますが、「緊急時の連絡
先が確保できない場合にも入居の支障とならないよ
う、地域の実情等を総合的に勘案して、適切な対応を
お願いいたします。」という文書もございます。そう
いったことから、県としましては、沖縄県の場合、入
居者の家賃等の長期滞納の未然防止ということもあり

ますので、連絡先というのはどうしても必要だという
ことで考えてございます。
　以上のことから、当面今の体制で続けていきたいと
いうふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　県は、滞納者生活困窮の状況のい
ろんな相談体制をつくって、これまで結構頑張ってい
るのは分かるんです。でも全国で保証人を求めないっ
ていうことで条例を変えたところがどれだけありま
すか。ちょっと時間ないので、18都道府県が、38％、
ここが保証人を求めないということで条例を変えてい
るんですよ。沖縄県は免除する場合があるということ
で、25都道府県の中に入っていますけれども、私は
沖縄県こそ、本当に生活困窮である沖縄県こそ、条例
を改定して精神的な負担も入居者の皆さんにかけな
いっていう立場でやっていただきたいと思います。ぜ
ひ検討してほしいと思うんですけれども、いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　保証人を見直すということでございますが、現在、
保証人の免除を受けている入居者がそれほど多くはお
りません。保証人の見直しについては今すぐというこ
とはちょっと考えておりませんけれども、免除の件数
が増えるといった状態がありますと、他県の状況も検
証しながら研究していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　沖縄県こそやってほしいと。もう
18都道府県やっています。
　次の質問に移ります。
　ジェンダー平等に関して。
　県内の女性は非正規雇用が多いと。男性と比べて失
業、休業などの実態はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和２年10月の女性の完全失業率は3.2％で、これ
は前年同月と比べ0.6ポイントの上昇となっており、
完全失業者数が１万1000人、これはその前年同月と
比べて2000人の増加となっております。また、沖縄
労働局によりますと、新型コロナウイルス感染症に係
る解雇、雇い止め等の見込労働者数については、これ
は性別ごとの数は把握していないとのことですけれ
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ども、全体では12月４日現在で1517名というふうに
なっております。
　先ほど男性と比べてどうかというお話がありました
けれども、男性の完全失業率、これは10月現在で4.6％
というふうになってます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　母子世帯はもっと厳しいと思い
ますけれども、母子世帯の状況と、生活状況をお尋ね
します。
　そしてジェンダー平等について、次期振興計画に柱
立てすべきだと思いますが、それも併せて福祉部長に
お尋ねします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　新型コロ
ナウイルスの感染拡大による独り親世帯への影響等に
つきましては、経営悪化による収入の減少や通学、食
事等の子供の養育に関する不安などの声が関係団体に
寄せられているところでございます。
　県におきましては、独り親を含む困窮世帯に対し、
生活福祉資金の特例貸付ですとか、住居確保給付金の
給付などの包括的な支援を行っているほか、独り親を
対象とした就職に有利な資格を取得するための講座の
拡大、家事や育児等の負担を軽減するためのヘルパー
の派遣などの支援を行っております。また、国におい
て今般、再支給されることとなった独り親家庭臨時特
別給付金につきましても、今議会で補正計上させてい
ただいているところです。
　県としましては、独り親の悩みに寄り添った支援を
引き続き考えていきながら、市町村と連携して支援を
届けていきたいと考えております。
　ジェンダー平等について。
　次期振計について取り組んでいくべきではないかと
いうような御趣旨の御質問でございましたけれども、
ジェンダー平等の実現には、県民一人一人がその大切
さや必要性を理解して、それぞれが主体的に取り組ん
でいくことが重要であるというふうに考えておりま
す。新たな振興計画におきましては、性別に関わりな
く個性や能力を十分に発揮し、個人の尊厳や多様性が
尊重されるジェンダー平等の実現に向けて取組を強化
してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　次です。
　米兵との離婚問題に関してですけど、女性国際相談
の件数、うち米兵問題に特化した相談体制があるのか
どうか、実績はどうか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　てぃるる
における国際女性相談の実績でございますが、過去３
年間の相談件数ですが、国際相談が平成29年が152
件、平成30年度が253件、平成31年度が191件となっ
ているところでございます。
　今後の連携調査事業の方向性についてという御趣旨
の質問であったかと思いますけれども、本事業におき
ましては、沖縄県内及び在沖米軍の各種支援制度の運
用実態を踏まえまして、相談支援機関の連携の可能性
を検討することとしております。県内には市町村役場
や女性相談所、てぃるる等の支援機関があり、また在
沖米軍の中においては家庭相談支援窓口であったり、
リーガルオフィス等の支援機関があると聞いておりま
すけれども、その実態が明らかでないことから、本調
査によりネットワーク構築の可能性を検討したいと考
えているところです。
　県としましては、将来的に県及び在沖米軍の支援機
関のネットワークを通じて、相談者の支援に当たる体
制の構築を検討したいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　米兵問題に特化した相談、そして
支援について、本当にてぃるるで相談したけれども支
援がないという相談を私受けているんですよね。県が
この米兵に関係する調査、今事業やっていると思うん
ですが、この調査の内容と次年度どのような事業を行
うのかお尋ねします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　本事業に
つきましては、米軍各軍の支援制度の概要についてヒ
アリング等の調査を行うほか、県内の市町村や支援機
関への相談実績等について調査を実施してまいりま
す。次年度におきましては、それらの調査結果を基に、
米軍基地内での支援機関との連携等の関係構築に向け
た検討をしていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　米軍機関と連携体制、それぜひ早
急に次年度にも実現できるように頑張っていただきた
いと思います。
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　それでは那覇軍港問題についてお尋ねをします。
　公室長は那覇軍港がどのように使われているかとい
うのを、問合せしているということでずっととどめて
いるんですけれども、実際は那覇港管理組合が港湾の
入港の関係で米軍と調整をずっと行ってきているんで
すよね。ただこの記録を残していないっていうことを、
私前に土建部で確認をしたんですけれども、これは現
に行っている記録を残して、県がその提供を求めれば
１年間米軍艦船がどれだけ入ったかっていうのが出る
わけですよ。ぜひこの調査を　　　　改めてどうっていう
こともないし、やってほしいと思いますが、公室長ど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　西銘議員御質問の、民
港の利用状況につきましては、知事公室といたしまし
ても沖縄総合事務局、あるいは那覇市、浦添市が作成
した1994年の那覇港外貿コンテナターミナル管理運
営計画調査報告書によると、北米航路の運航会社はＡ
ＰＬ社の貨物70％が米軍物資と。それから30％が民
間物資であるということが報告をされております。一
方で具体的な貨物量については沖縄防衛局はじめ沖縄
地区税関などでも確認をしておりますけれども、情報
を保有していないということでございましたので、今、
議員御指摘の件、確認をして対応したいというふうに
思います。
○西銘　純恵さん　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　那覇軍港の使用状況を聞いてい
るんです。貨物が何割とかそういうことは聞いていま
せん。ですから、港湾に入港した船っていうのはちゃ
んと掌握されているので、調査してほしいと。那覇軍
港が遊休化しているっていうことをみんな見ているわ
けですよ。じゃそうなのかどうなのか、そうだったら
使われていない基地は無条件で返還しなさいというの
が地位協定にあるわけなんですよ。その立場でぜひ使
用状況の調査をやってほしいと思いますが、私副知事
にお尋ねしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
基地の整理縮小と返還を求めていく上で、施設の運用
状況をしっかりと確認をしていくということは非常に
重要であるというふうに考えております。

　私も令和２年10月30日に、防衛省の中央協力局次
長にお会いしまして、軍港の使用状況等についてぜひ
県にも情報いただきたいということで申出を行ったと
ころであります。県といたしましても、情報の収集に
努めていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　先ほど支援大隊のことをお尋ね
したときに、担当から海兵隊のホームページに上げら
れた、新たに配備をされた内容について詳細書いてい
るんですよ。それは答えてくれなかったんですけれど
も、１つは、第３海兵兵站群は、11月２日に第３上
陸支援大隊を復活させたと言っているんですね。上陸
支援大隊は、第二次世界大戦中に発足し、1976年ま
で存在したと。それが今までなかったんですよ。それ
で、今度は「物資、装備及び人員の輸送を円滑に行い、
船から陸へ移動する水陸両用作戦を支援する」、先ほ
ど言われた答弁なんです。これは太平洋の島々を軽装
備で移動する米軍の計画の一環であると。ベトナム戦
争が1975年に終結し、その翌年にこの支援大隊はな
くなったんですよ。それを今度新たに復活させたとい
うことがどういう意味を持つのかっていうことが、私
とても重要ではないかと思っています。
　このベトナム戦争というのは　　　　今度何で何十年も
たって、改めてキンザーに配備をしたのかというとこ
ろ、ぜひ県は調査してほしい。私は沖縄の今後を左右
する重大問題だと思っているんですよ。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　上陸支援大隊につきましては、物資、装備品及び人
員の輸送を円滑に行い、海兵隊が船から陸へ移動する
水陸両用作戦を支援をするというふうにされておりま
す。これにつきましては、西銘議員からありましたと
おり、太平洋の島々を軽装備で移動する米軍の計画の
一環であるとした上で、海兵隊は令和２年11月２日
に、第３上陸支援部隊を創設しキャンプ・フォスター
で発足式を行ったということで、この部隊につきまし
ては牧港補給地区に司令部を置く、第３海兵兵站群の
隷下にある第３海兵遠征軍の作戦を支援するというふ
うになっております。
　さらに西銘議員からありましたとおり、その復活の
経緯ということにつきましては、上陸支援大隊は第二
次世界大戦中に広く活躍をしたという部隊であります
けれども、一方では分散化作戦と中国への警戒感から
復活をさせたというふうに聞いております。部隊につ
きましては、10月15日にペンドルトン基地、これカ
リフォルニア州に第１上陸支援大隊、それから10月
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16日にレジューン基地に　　　　これノースカロライナ
州でございますけれども、第２上陸支援大隊を立ち上
げたというふうに聞いております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　第二次大戦、そしてベトナム戦
争が終わるまで、この攻撃部隊が沖縄の基地にあった
と。沖縄の米軍基地からベトナム戦争のとき、Ｂ52
戦闘爆撃機が飛び立って、ベトナムの民間人は800万
人犠牲になったと言われているんですね。ソンミ村事
件、お分かりの方いると思いますけれども、高齢者、
女性、子供の500人余りが米軍に虐殺されたんですよ。
ベトナム戦争のとき沖縄は悪魔の島と呼ばれていたん
ですよね。これがこの大隊がいて、向こうに攻撃を仕
掛ける軍隊だったということではないですか。キャン
プ・キンザーの高官は、ベトナム戦争はキンザー兵た
ん補給基地がなければ戦えなかったと述べているわけ
です。
　ですから、私は今度このような部隊が入ってくると
いうことは、やっぱりまた海外で戦争する　　　　このキ
ンザー基地が兵たん補給基地として軍港と一つになっ
て機能強化されて固定化されることにつながるのでは
ないか、それはしっかりと調べてほしいと私はそれを
強く言っているわけですね。
　皆さん、この海兵隊について調べてほしいというこ
とで私が話したときに、資料として頂いたのが、ワシ
ントン事務所が入手した資料なんです。ワシントン事
務所、本当に頑張っていると思うんですよ。米海兵隊、
アメリカの軍隊がどのようなことを行おうとしている
のかということが分かるわけですよ。この入手したも
のは、海兵隊が今年３月発表した部隊再編計画。そし
て連邦議会調査局が発表した海兵隊再編イニシアチ
ブ、この２つから抜粋された、本当に海兵隊を在沖の
全ての部隊が強化される中身になるんではないかと。
皆さん、このワシントン事務所から取った資料をしっ
かり分析して、沖縄の基地が今後どうなるのかという
ことをぜひ調べてほしいと思います。
　そして那覇軍港は、移設条件なしでちゃんと浦添軍
港建設ではない、無条件で返還を求めてほしいと思い
ます。調査についてもお尋ねします。お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　ただいまの西銘議員から
のお話は、私もワシントン駐在からの資料を全て見さ
せていただいて、今第３上陸支援大隊の件についての
御質問の関連でいろいろお話はありましたけれども、
私も同様にこれはしっかりと調査し、どのような形で

沖縄の基地が利用されようとしているのか確認する必
要があると思っています。この辺をしっかり知事公室
において調査してまいりたいと思います。
○西銘　純恵さん　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
　　　〔山内末子さん登壇〕
○山内　末子さん　ハイタイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　一般質問に入ります前に所見を述べさせていただき
ます。
　今定例会、代表、一般質問と、玉城デニー知事は肺
炎により欠席だということで、両副知事はじめ執行部
の皆様の対応になっております。お疲れさまでござい
ます。あとしばらくです。
　よろしくお願いいたします。
　幸いにも、知事があまり大事に至らず、回復に向
かっているということで、ほっとしているところでご
ざいます。知事の激務というものは、時には健康を害
し、そして命にも及ぶ大きな影響があるということは、
私たちはさきの翁長前知事で体験をしております。翁
長知事が本当に尊厳と誇りをかけて、しかしながら道
半ばで命を落としてしまった。しかし、今回はデニー
知事と、そして昨日この場所で脱皮をしながら頑張っ
ていくと力強く言った息子の雄治議員が登場したこと
で、その皆さんたちにしっかりと遺志が受け継がれる
と期待をしております。
　また、知事の病気欠席ということで、忘れてはなら
ないのが７年前の11月議会です。仲井眞元知事が腰
の病気によって、病気欠席をいたしました。私たちは
当時野党でありました。その後、どうしても治療をし
に東京のほうに行かないといけない。そういうことで、
野党である私たちも　　　　いや、それどころではありま
せん。県民の多くの皆さんたちがその回復を心から願
い、そして心から病気を心配していた。ところが、２
週間ですよ。２週間の間に何があったんでしょうか。
病気の治療で行った先で、２週間後に、安倍総理と
普天間基地の５年以内の運用停止を約束し、そして辺
野古の埋立てを承認してしまいました。この２週間、
一体何があったんでしょうか。知事の病気、休養とい
うことで、その後の責任、まだ普天間基地はそのまま
です。一体誰が責任を取るんでしょうか。いつか機会
があれば、仲井眞元知事からその２週間の行動をぜひ
伺ってみたいものです。
　よろしくお願いいたします。
　それでは一般質問に入ります。
　１、平和の緩衝地帯・沖縄創造のための女性サミッ
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トについて。
　(1)、アメリカで初の女性副大統領ハリス氏が就任
する。画期的な誕生となり心からの祝福を送ります。
ハリス氏の多様性・人権派としての期待感は世界から
も注目されている。知事就任時から女性サミットの開
催を計画していると認識しているが、サミットの開催
を実現し沖縄から世界へ平和のメッセージを広げた
い。見解を伺います。
　２、基地問題について。
　(1)、万国津梁会議の報告を今後どう結論づけ、基
地問題解決へと展開していくのか方向性を伺います。
　(2)、米シンクタンクの戦略国際問題研究所の報告
書が報道され、完成する可能性が低い、工期延長や工
事費増大など指摘がある。どのような認識を持ってい
るのか。こうした動きや米国議会民主党議員の中には
沖縄問題に積極的関与を示す議員が出てきた。米国へ
のアプローチの在り方をあらゆる観点から点検し強化
していくことが必要だと考える。見解を伺う。
　(3)、ジュゴンの有無を確認するため、大浦湾内の
ジュゴン環境ＤＮＡ採取のための調査が必要だが、制
限区域の立入調査の予定について伺う。
　(4)、安和、塩川からの土砂搬出状況について、県
の監視体制はどのように行われているのか伺う。
　３、コロナウイルス感染症対策の影響について。
　(1)、コロナの診療の陰で診療控えの実態があるよ
うだが、コロナに伴う二次被害と捉え、がん診療など
様々な医療にどのような影響を及ぼしているのか把握
する必要があると考えるが計画はあるか、伺います。
　(2)、全国的に第３波が始まり、専門家の予測どお
りこれまで以上の感染拡大が危惧される。その予防対
策は万全に行わなければならない。 
　ア、不足しがちだった医療機材のマスク・消毒液・
防護服・手袋等の備えは大丈夫でしょうか。
　イ、全国的な感染拡大の状況で、医療現場・施設で
前回不足した看護師、医師の応援派遣は厳しいと考え
るが、その体制構築について伺う。 
　ウ、インフルエンザワクチン接種により医療体制の
逼迫予防につながると言われているが、接種状況はど
うか伺う。
　エ、感染者が出た学校の消毒・防除対策は文科省通
知どおり職員任せでなく、外部専門家の配置が必要だ
と考えるが、各自治体の教育委員会との連携はできて
いるのか伺う。
　オ、休校や自粛により児童生徒の精神的ストレスが
さらに悪化されると思うが、スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーの人員配置の増員が求め

られるが計画を伺う。
　カ、航空便の減便・運休が続き、航空貨物輸送力の
低下は多くの産業、県民生活に影響を与える。県の航
空物流機能回復事業等継続した支援、予算の確保が必
要である。計画を伺う。 
　４、経済・産業振興について。
　(1)、日本総合研究所発刊の全国幸福度ランキング
の発表があった。沖縄県は総合で45位と徐々に順位
を上げているが、分野別に見ると仕事47位、生活47位、
教育46位と下位が続いている。どう認識し評価して
いるのか、データに基づく対応を伺う。
　(2)、コロナ禍の観光の落ち込みで今年度の観光消
費額はどうなると想定するか。また観光関連の失業率
はどれほどになるのか伺う。
　(3)、観光産業の回復にはまだ時間を要するとの予
想だが、その間の観光振興には国内観光と県内観光・
ワーケーションが重要だと言われている。取組状況と
支援体制を伺う。
　(4)、厳しい経済状況が続いているが、次年度の県
経済の見通しは今年度と比較してどのように予測して
いるのか、税収はどうなるのか伺う。 
　(5)、沖縄県の所得が全国最低水準にとどまってい
る。１人当たりの所得だけでなく、企業所得も最低で
ある。その実態から脱却する施策を伺う。
　(6)、ＯＩＳＴについてです。
　ＯＩＳＴの検討委員会の中で、御尽力をいただきま
した有馬先生がお亡くなりになりました。検討委員会
のときから、本当に沖縄振興に寄与するものだと力強
く明言をしていたことが忘れられません。御冥福をお
祈りいたします。
　新たな沖縄振興計画の制度について、ＯＩＳＴを活
用した地域の多様な生物・生態系の環境保全・教育の
充実を図る人材育成等の体制強化を目的とした沖縄
県・市町村との協定の締結の取組が求められているが
計画について伺う。
　(7)、冬場の沖縄観光の目玉としてプロ野球キャン
プや各種スポーツキャンプ・イベントがある。今年の
開催状況はどうか伺う。
　５、社会福祉行政について。
　(1)、全国一高い若年齢出産は沖縄県の子供の貧困
環境の原因の一つになっていると言っても過言ではな
い。実態把握・環境整備が急がれる中、民間団体の設
立に期待がかかる。県との連携・役割分担について伺
う。
　(2)、望まぬ出産・望む出産のバトンの整備のため
の特別養子縁組制度の充実整備についての現状と課題
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を伺う。
　(3)、産後鬱、若年者の自死が全国的に増加して
いるようだが、県の実態と全国比・対策について伺
う。 
　(4)、子宮頸がんワクチンの後遺症による問題につ
いて、県の現状と課題・対策について伺う。
　(5)、性暴力・性被害・セクシャルハラスメントの
被害状況と防止対策について伺う。
　６、エネルギー政策について。
　(1)、沖縄で期待されるバイオマス発電所の沖縄電
力系統に接続されている最新の発電所件数と総発電能
力を伺う。
　(2)、電力小売の自由化の進捗を表す新電力企業最
新のスイッチング件数・新電力販売電力量シェアを伺
う。販売量シェアは全国平均値も伺う。
　７、警察行政について。
　(1)、青色パト警備の整備状況と実績、課題を伺う。
　(2)、女性警察官の評価、課題、配備体制の状況、
併せて全国比についても伺う。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　山内末子議員の御質問にお
答えいたします。
　４、経済・産業振興についての中の(3)、国内観光、
県内観光及びワーケーションの取組状況と支援体制に
ついてお答えいたします。
　ウイズコロナ時代においては、防疫面と受入体制の
強化を図り、沖縄の強みである自然、歴史、文化等の
ソフトパワーを最大限発揮し、選ばれる観光地になる
必要があります。国内観光は、ＧｏＴｏトラベル事業
と連動し、需要の取り込みを図ってまいります。県内
観光は、現在、おきなわ彩発見バスツアー促進事業に
てさらなる需要喚起に取り組んでおります。ワーケー
ションにつきましては、沖縄の新たな観光ツールとし
て確立するため、今年度は沖縄県のワーケーション創
世期として、モデルプランの作成、プロモーションの
実施に取り組んでいるところであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、平和
の緩衝地帯・沖縄創造のための女性サミットについて
の御質問の中の(1)、女性サミットの開催についてお
答えいたします。
　今回の米国大統領選でカマラ・ハリス氏が副大統領

へ就任されることは、多くの女性に希望と勇気を与え
ていると考えております。
　県においては、個人の尊厳や多様性が尊重される
ジェンダー平等の実現に向け取り組んでいるところで
あり、今後、海外で活躍されている女性をお招きした
会議の開催なども視野に考えてまいります。
　次に５、社会福祉行政についての御質問の中の(2)、
特別養子縁組制度の現状と課題についてお答えいたし
ます。
　新たな法律の施行で、特別養子縁組のあっせんが許
可制となったところであり、県では、県内で活動する
１事業者の運営を支援しております。児童相談所によ
る特別養子縁組は、家庭復帰が困難な場合に検討する
ことから時間を要するのに対し、民間事業者は望まな
い妊娠相談の早い段階から特別養子縁組につなげるこ
とができ、比較的短期間での成立が可能であります。
　県としましては、引き続き児童相談所と民間事業者
の連携を図り、制度の活用に努めてまいります。
　同じく５の(5)、性暴力被害の被害状況と防止対策
についてお答えいたします。
　沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターにお
ける令和元年度の相談実績につきましては、新規相談
者数が141人、延べ相談件数が1438件となっており
ます。被害の種類としましては、強制性交等・準強制
性交等が41.1％と最も多い状況にあります。
　県においては、各小・中・高等学校、特別支援学校、
子供の支援団体及び医療機関等へ、相談窓口啓発カー
ドを配布し、周知に努めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、基地問題について
の(1)、米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言に
ついてお答えいたします。
　米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言は、アジ
ア太平洋における近年の安全保障環境や米軍の戦略の
変化等の軍事的合理性を踏まえ策定されており、米軍
に関する新たな知見であり、県の主張を補強する重要
な政策提案と受け止めております。
　県としては、米軍基地問題の解決に向けて、同提言
を論拠の一つとして活用し、沖縄の過重な基地負担の
軽減を図るよう政府に働きかける等、県の政策や取組
に反映し、米軍基地の整理縮小につなげていきたいと
考えております。
　同じく２の(2)、ＣＳIＳ報告書と米国へのアプロー
チについてお答えいたします。
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　ＣＳIＳ報告書が、辺野古新基地について完成する
可能性が低そうだと指摘していることは承知しており
ます。これは、県が設置した米軍基地問題に関する万
国津梁会議の提言の中の、技術的にも財政面からも完
成が困難との内容にも合致するものであり、有識者の
間で辺野古新基地建設が困難との認識が広がりつつあ
ると受け止めております。
　県としましては、引き続きワシントン駐在員を活用
した情報発信と、県系米国民をはじめ沖縄問題に関心
の高い米国の方々と連携した問題提起に取り組むな
ど、国内外における世論喚起に努めてまいります。
　次に７、警察行政についての(1)、沖縄・地域安全
パトロール隊の整備状況と実績・課題についてお答え
いたします。
　沖縄総合事務局によると、現在、沖縄・地域安全パ
トロール隊は、19時から22時までは75台、23時から
５時までは25台の計100台の車両で運用していると
のことです。同パトロール隊は、平成28年の発足以来、
今年９月末までに、泥酔、交通関係、少年補導など、
警察に1469件の通報を行っているとのことでありま
す。
　なお、課題として、米軍関係者の通報が少なく、米
軍絡みの事件抑止から活動目的が変化しているとの報
道がなされていることは承知しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、基地問題についての
(3)、ジュゴンに関する環境ＤＮＡ調査についてお答
えいたします。
　ジュゴンの環境ＤＮＡ調査については、令和２年４
月に名護市大浦湾周辺の安部・嘉陽海域で海水を採取
し、現在分析中であります。同調査の結果を踏まえ、
今後立入制限区域内での調査について検討していきた
いと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、基地問題につい
ての御質問のうち(4)、安和、塩川における監視体制
についてお答えいたします。
　県では、沖縄防衛局に対して、埋立土砂の性状等に
ついて照会を行っております。沖縄防衛局から提出さ
れた埋立土砂の試験結果等については、性状等に疑義
が生じていたことから、文書で複数回にわたり土砂の
投入の停止を求めてきたところであります。しかしな

がら沖縄防衛局は、埋立材について必要な確認を行っ
ており、埋立材の投入を中止すべき理由はないとし、
埋立工事を継続しております。
　県としては、必要に応じて、土砂の性状等の確認及
び指導等を行っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３、コロナウイル
ス感染症対策の影響についての御質問の中の(1)、新
型コロナウイルス感染症の影響による受診控えについ
てお答えいたします。
　沖縄県国民健康保険団体連合会で審査された市町村
国保の医療費の動向を見ますと、新型コロナウイルス
感染症の影響が考えられる４月診療分以降の医療費
で、前年同月と比較した減少割合が、５月分において
はマイナス14.8％となっており、受診控えの影響が
大きかったと考えられます。一方で、６月以降は、医
療費の減少割合は縮小し、10月においては、0.4％の
増加となっております。
　県としましては、必要な診療は早めに受けていただ
きたいと考えており、引き続き医療費の動向を注視
し、県民の受診の状況の把握に努めてまいります。新
型コロナウイルス感染症によるそのほかの影響につい
ても、医師会をはじめ関係機関と意見交換してまいり
ます。
　同じく３の(2)のア、医療資材の備蓄状況について
お答えいたします。
　県は11月19日現在、国からのマスク等医療資材の
支給、民間企業等からの寄附及び購入により、サー
ジカルマスク約15万8000枚、Ｎ95マスク約18万枚、
消毒用アルコール約400個、ガウン約11万8000着、
防護服約2000着、手袋約13万3000枚を備蓄してお
ります。今後も感染症指定医療機関等において医療資
材の不足が生じないよう、２か月分の備蓄を行い、適
宜対応していくこととしております。
　同じく３の(2)のイ、医療現場への応援派遣体制の
構築についてお答えいたします。
　県では、夏の感染拡大以降、国や全国知事会等の協
力を得て７つの医療機関に対して人的支援を行ってま
いりました。今後の看護師の応援派遣については、県
看護協会の協力の下、県内医療機関に所属する看護師
を登録いただき、必要な施設に対して支援を行う体制
を整備したところです。さらに、感染症対策について
助言が必要な医療機関に対して感染症の専門医や認定
看護師等の専門家を派遣する体制の整備を進めてお
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り、関係医療機関に専門家の登録を呼びかけることと
しております。
　同じく３の(2)のウ、インフルエンザワクチンの接
種状況についてお答えいたします。
　県では、10月より季節性インフルエンザワクチン
の接種が行われており、10月末日までの１か月間の
速報値で定期接種対象者である65歳以上の高齢者の
約４割が接種しております。しかし、例年は高齢者の
５割の方が接種しており、それに加えて今季は新型コ
ロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸
念され、ワクチンの必要数が増えることが想定されて
おります。そのため、11月20日付で厚生労働省へワ
クチン供給の追加を求める要望書の提出を行うととも
に、全国知事会を通して必要量の確保について要望し
ております。
　次に５、社会福祉行政についての御質問の中の(1)、
県との連携、役割分担についてお答えいたします。
　県内の若年妊婦の割合は、全国に比べ２倍以上の水
準で推移しており、虐待の防止や母体の負担軽減の観
点から早期に把握し適切な支援機関につなぐことが必
要であると考えております。そのため、予期せぬ妊娠
などにより身体的、精神的悩みを抱えた若年妊婦を支
援するため、ＳＮＳ等による相談支援、緊急的一時的
な居場所を確保するなどの役割を民間支援団体と調整
し、早い段階で支援機関へつなぐことができるよう取
り組んでまいります。
　同じく５の(3)、産後鬱、若年者の自殺の実態と対
策についてお答えいたします。
　産後鬱については、国や県の数値的把握が難しい状
況にありますが、国内研究者においては、産後鬱の可
能性の割合が２倍になっているとの報道があり、県内
産科医療機関からは、里帰りの中止や面会制限等のた
め、産婦が平時より不安を訴える等の報告を受けてお
ります。県では、市町村が妊娠中から産後鬱の把握や
予防ができるよう、妊娠届出時問診票や地域連絡票様
式を統一し、産婦健診及び産後ケア事業の促進を図っ
ております。若年者の自殺については、全国の全自
殺者数に占める未成年者の割合が、平成27年の2.3％
から平成31年は3.3％と増加しております。一方、県
内については、平成27年2.1％、平成31年は0.8％で、
全国のような増加傾向は見られませんが、若年者向け
の自殺対策としてＳＮＳや若者がよく見る媒体を使っ
た普及啓発などを行っております。
　同じく５の(4)、子宮頸がんワクチンの後遺症につ
いてお答えいたします。
　子宮頸がん予防ワクチンの接種者は、平成21年12

月から令和元年度までに全国で約340万人、沖縄県で
は３万7700人となっております。県内においては、
予防接種後の副反応疑い報告書にて重篤と報告された
方は12名、そのうち７名が未回復、２名が後遺症と
報告されています。副反応に関する県民からの相談に
ついては、医療機関あるいは、予防接種の実施主体で
ある市町村が相談窓口となっており、現在は16市町
村において相談窓口が設置されております。また、県
においても保健医療部及び教育庁に相談窓口が設置さ
れております。県は、子宮頸がん予防ワクチンの接種
による副反応者が、県内で診療できるよう、協力医療
機関である琉大病院と地域の医療機関の連携、さらに、
治療困難な症例に関する専門医療機関との連携につい
て支援していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、コロナウイルス感染症
対策の影響についての御質問の中の(2)のエ、感染者
が出た学校の消毒等についてお答えします。
　県教育委員会では、公立小中学校において、新型コ
ロナウイルス感染者が発生し、市町村教育委員会から
学校消毒に関する相談があった場合には、消毒日時、
範囲、手順等について助言を行っております。また、
小中学校等の管理職及び養護教諭に対しては、消毒作
業に関する説明や専門医による感染症対策の講義を
行っております。今後とも、文部科学省衛生管理マニュ
アルにのっとり適切な消毒作業に努め、教職員の負担
軽減を図ってまいりたいと考えております。
　同じく(2)のオ、コロナ禍におけるスクールカウン
セラー等の増員についてお答えします。
　今年度、スクールカウンセラーは昨年度より15人
増の129人、スクールソーシャルワーカーは２人増の
22人を配置しております。
　県教育委員会としましては、通常配置とは別に、学
校からの要請に応じスクールカウンセラーの派遣を
行っております。また、今後のスクールカウンセラー
等の増員につきましては、全国都道府県教育長協議会
を通して国に要望しているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、コロナウイルス
感染症対策の影響についての御質問の中の(2)のカ、
航空物流機能回復事業についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響による航
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空便の減便に対処するため、航空会社に対し貨物輸送
の確保について要請するとともに、臨時便の就航を図
るため、農林水産物流通条件不利性解消事業の補助単
価の特例を設け、航空輸送体制を確保したところであ
ります。現在のところ、航空便は復便基調であります
が、今後の情勢に注視するとともに、６月補正予算で
計上した航空物流機能回復事業により、臨時便就航を
支援し、県産生鮮品の円滑な航空輸送体制の確保を
図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　４、経済・産業振興につ
いての(1)、幸福度ランキングについてお答えいたし
ます。
　日本総合研究所による幸福度調査ランキングでは、
沖縄県は総合で45位となっており、分野別では、仕
事や生活、教育の分野で最下位となっています。一
方、ブランド総合研究所が公表した幸福度ランキング
では、満足度や愛着度などのアンケートを基に都道府
県のランキングを行っており、これによると沖縄県は
宮崎県に次いで全国第２位となっております。日本総
合研究所における主な指標項目としては、１人当たり
県民所得、正規雇用者比率、待機児童率、大学進学率
など、本県の課題である指標が多数含まれており、結
果としてランキングの総合順位に影響していると思わ
れます。
　県としては、こうしたデータも参考に県政の各分野
の重要課題に一つ一つ丁寧に対応することで、これら
指標の改善を図っていきたいと考えております。
　同じく４の(4)のうち、県経済の見通しについてお
答えいたします。
　本県経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
やそれに伴う経済活動の縮小等により、大変厳しい状
況が続いております。こうした中、今後の見通しにつ
いては、感染拡大が終息する時期や県経済に与えたダ
メージの大きさを正確に推定し、精度を保った見通し
を行うことは困難な状況であります。
　県としては、深刻な影響を受けた県経済の一日も早
い回復に向け、必要な対策を講じていくとともに、労
働力調査など各種統計に基づく経済分析を進めてまい
ります。
　同じく４の(5)、県民所得を全国最下位から脱却す
る施策についてお答えいたします。
　県としては、県民所得を引き上げるには企業の稼ぐ
力を高めていくことが重要と考えており、ウイズコロ

ナからアフターコロナの観点から、中長期的なコロナ
チェンジの経済政策を進めるとともに、デジタル技術
の導入等によるビジネスモデルの変革や企業規模の拡
大、新たな生活様式に対応した働き方改革など、産業
全体の生産性を底上げするための有効な対策について
検討しているところです。
　同じく４の(6)、新たな振興計画におけるＯＩＳＴ
の活用についてお答えいたします。
　現在、ＯＩＳＴにおいては、世界的課題となってい
る海洋マイクロプラスチックの抑制や赤土流出の低減
化に関し、地域と協働して実態調査や実証実験等を
行っているところです。新たな沖縄振興計画の科学技
術分野においては、ＯＩＳＴをはじめ県内大学等を活
用したイノベーション創出とＯＩＳＴ等の知見を生か
した社会・地域課題の解決に向けた取組について盛り
込むことを検討しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　４、経済・
産業振興についての(2)、今年度の観光消費額及び関
連失業率についてお答えいたします。
　令和２年４月から10月までの観光消費額の試算値
は、1115億円となり、対前年同期比で3759億円の減、
率にして77％の減少となっております。今年度の観
光消費額につきましては、入域観光客数の見込みとと
もに、現在、推計作業を行っているところであります。
また、関連失業率につきましては把握しておりません
が、観光関連産業は多くの雇用を創出していることか
ら、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場
合、雇用環境の悪化が懸念されます。
　同じく４の(7)、各種スポーツキャンプ・イベント
の今年度の開催状況についてお答えいたします。
　例年、冬場に実施されるプロ野球やサッカー等の
キャンプについては、今年度も実施の方針と聞いてお
りますが、県としましては、確実な実施につなげるた
め、各球団やクラブの要望も踏まえながら、受入市町
村と連携し、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底
を図るべく準備を進めているところです。また、イベ
ントについては、多くの大会で延期や中止があるもの
の、一方では開催に向けた準備を進める動きもあると
聞いております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　４、経済・産業振興につ
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いての(4)のうち、次年度の県税収入の見通しについ
てお答えします。
　令和３年度の県税収入については、新型コロナウイ
ルス感染症に係る経済活動への影響により、大幅に落
ち込むことが予想されます。現在、数百社の法人を対
象に決算見込額に関するアンケートを実施しているほ
か、各機関が公表している経済指数等を参考に、県税
収入額の見込作業を慎重に進めております。今後は、
国が公表する地方財政計画等も参考にしながら、適正
な税収見込に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　５、社会福祉行政に
ついての御質問の中の(5)、セクシャルハラスメント
の被害状況と防止対策についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、令和元年度の男女雇用機会均
等法に関する相談246件のうち、セクシャルハラスメ
ントに係る相談は62件で、前年度に比べ16件増加し
ております。今年６月には男女雇用機会均等法の改正
に伴い、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、
職場におけるセクシャルハラスメント防止対策が強化
されたところであります。
　県としましては、その周知啓発を行うとともに、セ
ミナーの開催や労働相談の実施により、その対策に努
めてまいります。
　次に６、エネルギー政策についての御質問の中の
(1)、バイオマス発電所の件数等についてお答えいた
します。
　沖縄電力によると、令和２年９月末時点の沖縄電力
系統に接続されているバイオマス発電施設は８件、最
大出力は約１万9000キロワットとなっております。
さらに、来年７月末には民間事業者により、一般家
庭の約11万世帯分の電力消費量に相当する年間発電
量約35万メガワットアワー、最大出力４万9000キロ
ワットの大規模バイオマス発電所がうるま市で稼働予
定となっております。
　同じく６の(2)、新電力へのスイッチング件数と販
売電力量シェアについてお答えいたします。
　電力広域的運営推進機関が公表している県内の500
キロワット未満の契約切替え、いわゆるスイッチング
の累計数は、令和２年８月末時点で約４万4300件と
なっております。また、電力・ガス取引監視等委員会
が公表している新電力の販売電力量シェアは全国の約
19.7％に対して、県内は約8.3％となっており、電力
全面自由化が開始された平成28年４月当時の1.2％と

比べ、約7.1ポイント増加しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　宮沢忠孝君登壇〕
○警察本部長（宮沢忠孝君）　７、警察行政について
の御質問のうち(2)、女性警察官の評価、課題、配備
体制等についてお答えいたします。
　県警察における女性警察官数は、出向者を除くと、
241人となっており、その割合は条例定員に対して
8.3％で全国の10.2％に比べ低い水準にあります。ま
た、警部以上の数は出向者を含め２人であり、全国の
数は611人で本県の定員割合は１％強ですので、これ
も低い水準にあります。このような現状を踏まえ、県
警察としては今後の女性活躍をさらに強力に推進して
いく必要があると認識しております。こうした観点か
ら、女性活躍モニター会議を本年10月に３回開催し、
女性警察官の意見、要望を本部長以下で聞いたところ
です。同会議の結果も踏まえ、職員の意識、人事配置、
仕事のやり方、教育訓練など、多方面にわたり改革を
進めていくこととしています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　御答弁ありがとうございました。
　残時間が少なくなっておりますので、少し簡潔に皆
さんお願いいたします。
　公室長、万国津梁会議の提言は大変多岐に富んでい
て、また的を射た形で評価しております。これからの
沖縄の基地問題、特に辺野古の問題もそうですけど、
米国の調査会議の中でも、議会の調査会の中でも気候
変動の問題であったり、海面の上昇だったり、こう
いった問題も向こうからこういうことも入れたらどう
だ、きちっとやったらどうかとかいろんな提言が出て
きているんですね。そういう意味では、先ほどもこの
中でもたくさんあります、米国の軍事戦略も変わって
きます。コロナの後でもっと変わってくるかもしれま
せん。そして辺野古の問題については、工事の難しさっ
ていうことも米国下院でも提起もしておりますし、シ
ンクタンク等でもしっかりと分かってきているんです
よね。ですからそれをどういう形で、きちっともっと
さらに広げて、的を絞っていくのかということはやっ
ぱりもちろんシンクタンクであったり、それからワシ
ントン事務所の　　　　これからワシントン事務所もこ
れまでの活用ではなくてもう少し見直しをしながら、
もっと軸に入るような　　　　もちろんいろんなことやっ
ておりまして評価もしておりますけど、もう少し多岐
に富んだ形で突っ込んでいくことも必要かと思います
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けど、その辺どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　国が唯一の解決策として進めています辺野古新基地
建設につきまして、国内でも国会議員やあるいは学識
経験者等から様々な意見があるというふうに承知して
おります。また今般、万国津梁会議の提言においても
辺野古新基地建設について、完成が難しいという認識
を示されたほか、米国内においても米軍事委員会の下
院の即応力小委員会において、軟弱地盤等に対する懸
念が示されていると。今般、ＣＳＩＳにおいても、こ
ういった形で完成が難しいという認識が示されており
ますので、県といたしましてもこうした様々な意見を
論拠の一つとして、今後の米軍基地の整理縮小、辺野
古新基地建設問題について先生から御提言のあります
ワシントン事務所の活用等も含めて、辺野古の新基地
建設問題あるいは米軍基地の整理縮小について取り組
んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　県内の中では、裁判でもずっと
負け続けだし、民意を示しても国はどんどん工事を進
めているし、なすすべがないんじゃないかとそういう
ようなことを言ってくる人たちもいますけど、私はそ
うは思っていません。いろんなものが１つずつ出てき
ました。今おっしゃるように米国の評価も変わってき
ましたし、そういう意味では津梁会議が出したこと、
今年はキャラバンをやってないんですけど、オンライ
ンだったりいろんな形でもっとその辺をしっかり全国
や世界に向けてやっていく、駒の使い方、ネットワー
クの使い方をもう少し工夫すべきだとは思ってますけ
ど。その辺について、これはもう副知事のほうで、私
は次年度は大変大きな沖縄の勝負の年だと思っており
ます。そういう意味での駒はたくさんそろっているん
だと思っています。それをどう動かすかっていうのが、
沖縄県庁の今の大きな課題になっていると思ってます
ので、ぜひその辺の決意について副知事のほうからお
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　万国津梁会議の提言、そ
れからワシントン駐在の活用の仕方について我々もほ
ぼ同様な考えを持っています。
　それから、今米国において新しい大統領に替わると
いう流れの中で、今度のバイデン大統領は多様性とか
そういった人権問題、様々な視点を持っておられます。
また、ハリス副大統領の存在というのも大きいと思い
ます。そういった観点から玉城知事は早速祝電を打ち

ました。米国には多くの県人の方々もいらっしゃいま
す。そういった方々の活用なども視野に入れて、様々
なネットワークを活用してグローバルな形で沖縄の基
地問題について今後対処していくことが重要だという
ことで、様々な取組を行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　女性サミットについてですけど、
先ほど検討するというような答弁がありました。これ
知事の公約でもあります。そういう意味では、アジア
の女性の皆さんたち大変元気ですよね。台湾の総統で
あったり、それからいろんな皆さんたちの元気なアジ
アを特化したとか、そういうことで別に沖縄に来なく
てもいいと思ってます。幸いというか、リモートで世
界中で世界会議が開かれているので、工夫すればいろ
んなことがこの沖縄から発信できる。女性サミット、
ぜひ検討していただきたいんですけれども、もう一度
お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　答弁も申
し上げたところですけれども、今回のハリス氏の就任
は女性にとって大きな励みになるとともに、性別に関
わりなく個性や能力が発揮できる社会の実現を後押し
することにつながっているものと考えております。ど
のような会議をこれから考えていくかにつきまして
は、具体的な人選ですとか、参加の手法等については
今後になるところですけれども、何らかの形で海外で
活躍されている女性をお招きし、あるいは手法を工夫
しながら参加していただき、普遍的な価値に基づく、
幅広いテーマの中からふさわしいテーマを検討して、
そういったことも視野に入れながら取り組んでまいり
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　エネルギー政策についてですけ
れども、今日の沖縄電力の発表はすごい画期的なこと
だと思っております。沖縄電力はこれまで自由化につ
いても少し消極的だったかなというイメージがあった
んですけれども、この発表によりまして、全国の中で
もトップクラスの取組だということになりますので、
その評価と、それと沖縄県がこのエネルギー政策につ
いて、やっぱりビジョンもそうですけれども、経済も
いろんな形で電力の電気料金、コスト、そして経済発
展にもそのコストの削減ということにつながっていき
ますし、環境から経済、全て含んできておりますので、
そういう意味でもう電力さんと一緒になって、2050、
ぜひ達成していただきたいと思っております。もう一
度決意をお願いいたします。
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○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず、沖縄電力の発表に対する評価ということがご
ざいましたので、県は電気のユニバーサルサービスを
担っている沖縄電力と連携しまして、電気の安定的か
つ適正な供給を確保しつつ、再生可能なエネルギーの
利用拡大に取り組んでおります。
　今回の沖縄電力のゼロエミッションの取組について
は、これまで県とともにカーボンニュートラル等の議
論を重ねてきた中での非常に前向きでチャレンジング
な目標の発表というふうに受け取っておりまして、脱
炭素化を目指す県の方針と一致するもので大変有意義
なものと考えております。今後も沖縄電力を含めた
民間事業者等と連携しまして、エネルギービジョン
2020　　　　これ現在策定中ですけれども　　　　それを着
実に実行に移すことで、脱炭素社会の実現に積極的に
取り組んでまいりたいというふうに考えております。
　以上です。
○山内　末子さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　どうも御苦労さまです。
　順番を入れ替えながら質問します。
　まず１番はそのままですが、新型コロナウイルス対
策について、まず県の方針の柱についてです。私はこ
の新型コロナウイルスの一番の特徴は、無症状者が感
染を広げるということだと思います。ですから今の一
番の課題は、検査、保護、追跡そして医療機関への支
援、これが大事だと思いますが、県の見解をお尋ねし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では毎年、冬場
は救急医療のニーズが増えまして病床利用率が高くな
る傾向にありますが、今年は新型コロナウイルスの影
響も重なりまして、感染拡大防止対策を徹底しなけれ
ば、医療提供体制の逼迫を招くことが懸念されていま
す。
　そこで県としましては、検査体制の拡充を図ってお
りまして12月中には１日最大で約3400検体のＰＣＲ
検査と約3600検体の抗原検査が可能となる見込みで
す。それから重症者用病床も含めた医療提供体制を確
保するとともに、医療・介護施設等へのクラスター対
策を進めたいと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　特に、今医療機関の疲弊問題が話題
になって、大変重要な問題、深刻になっていますけれ
ども、やっぱり資金的な支援がとても求められていま

すが、最新の今日時点の執行状況についてお願いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時35分休憩
　　　午後３時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回、11月補正予
算で特に空床確保についての予算ですけれど、増額
がございましたので予算総額は166億に増えており
ます。そのうち交付額が25億8000万円で、現段階で
は執行率は16.0％なんですけれども、年内には48億
3000万円まで支給できると見込んでおりまして、執
行率は29.1％に上がる見込みでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ぜひ医療機関への支援を強めてい
ただきたいと思います。
　次に、エッセンシャルワーカーへの定期的なＰＣＲ
検査ですけれども、介護、医療施設についての定期的
な検査、私の聞くところではこれは全国で初めてとい
うことで大変評価しています。部長はこれまでの答弁
で、先行的なモデル事業として今後充実させるという
答弁をしています。先行モデル事業というのは、後か
らまたやるのが出てくるわけで私はその次に障害者施
設、保育所、学校、そういう順序で、この冬が山場だ
から急いでやる必要があると思いますが、どういう計
画ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県民の生活を支え
るという意味で、エッセンシャルワーカーの検査につ
いては必要だということでこの事業に取り組んでおり
ます。特に今回は、クラスターなどが発生した高齢者
施設、それから医療機関等の従事者について検査をす
るということでこの事業に組んでおります。
　モデル的、先行的と申し上げましたのは、エッセン
シャルワーカーはほかにもいらっしゃいますので、今
回の検査を検証しながら、どういうふうな進め方がい
いのかも含めて検討する必要があると考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これは１月から３月まで３回やる
わけよね。それを見て４月からやったら間に合わない
んです。今がとても大事だと思うので、これは今日、
補正予算を新たにやると思いますけれども、国がさら
に補正予算をやって、追加の補正予算が年内かあるい
は年始めに出てくると思います。そのときにしっかり
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と障害者施設なり、そこからやる。学校なのか保育所
なのか、今から方針を出して市町村と協議して県が全
部やるのか。それもいいでしょうけれども、私は市町
村との分担もあっていいと思うんです。そこをしっか
りと今から議論してやっていくという点では、早めに
やるという方針をまず打ち出すということが大事だと
思いますけれども、副知事どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　御指摘の　　　　方向性にな
ると思います。ただやはり財源が一番肝要でして、今
般約５億8000万の予算を使いますが、本来もう少し
臨時交付金に余裕があれば幅も広げてということも当
初考えたんですが、やはり範囲内でということでこう
いう形になっております。
　政府におかれても、介護施設などの必要性　　　　エッ
センシャルワーカーへの対応の必要性については議論
がなされているようですので、ぜひそういったことを
しっかり全国知事会を通して申し上げて、エッセン
シャルワーカーへの拡充について実施していきたい
と。その際の市町村との連携についても、今回の実施
を踏まえてしっかり検討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　政府は、大型補正ということが報道
もされていますので。この障害者施設、学校、保育所
をどうやるかという点で保健所とか、あるいは市町村
とかでいろんな意見があるんですよ、どこを優先する
かという点では。だからこれが決まってからやったら
遅いので、今から議論をして、１月にでもすぐこれが
動けるようにやっていただきたいと思います。
　次に順番を変えて、子供の通院医療費について。
　これは、中学校まで一気に無料化した玉城デニー知
事の英断を、私は高く評価します。そこで副知事に伺
いますけれども、知事が決断した、そして皆さん方が
決断した思いというものをぜひ聞かせていただきたい
と。これまでも経緯は聞いてきているので経緯はいい
から、思いを聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　このこども医療費の中学
校までの無料化というのは、玉城知事の公約でござい
ました。そういったことを受けて保健医療部では、鋭
意市町村のほうと調整をずっと続けてまいりまして、
毎年毎年市町村との意見交換を事務的に進めてまいり
ました。そういった中で今経緯の話になりますが、お
およそ県の動きに対応していただけるというところに
なったということで今般の発表になったということで
す。

　県としましては、やはり子供の貧困問題などにも関
連いたしますので、中学生までの無料化については
しっかりと市町村と連携しながら取り組んでまいりた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これは県民みんな喜んでいると思
います。ところで、償還払いだとこれまでも議論があっ
たように一旦払わないといけないということで、ここ
を何とか解決したいなと。お金がなくて病院に行きた
くても行けないという子供を、絶対一人も残してはい
けないという立場からお尋ねします。
　教育長、今回拡大する小学校１年から中学校３年ま
での児童生徒は何名になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　令和元年度の数字になりま
すけれども、小学校９万9714人、中学校４万5678人
となっております。
○渡久地　修君　合計。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（金城弘昌君）　それぞれで持っているんで
すけれども、約15万4000くらいになります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　15万1976人。
　それで子ども生活福祉部長、子供の貧困率は全国の
倍と言われていますけれども、この中で現在　　　　さっ
きの15万の貧困、困窮している層というのは何％に
なって、その数はどれだけになりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県が平成
30年度に小学１年生、小学５年生、中学２年生を対
象に実施した小中学生調査では、困窮世帯の割合は
25％となっております。
○渡久地　修君　人数は分からない。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
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　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
○渡久地　修君　15万1000人のうち、25％が困窮と
いうことになると。それで皆さんが同じく調査した中
で、困窮層で子供を病院に受診させなかったと答えた
のは何％になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　同じく30
年度の小中学生調査でございますが、受診抑制の経
験ありと答えたのが小学校１年生で困窮世帯30.4％、
非困窮世帯18.2％、５年生が困窮世帯34.2％、非困
窮世帯17.5％、中学２年生が困窮世帯30.3％、非困
窮世帯が22.6％ということで、全ての学年において
経験ありは非困窮世帯より困窮世帯のほうが多い状況
となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この困窮世帯が、平均で31.6％。
困窮世帯の中で、病院を受診させなかった理由と割合
についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　困窮世帯
の34.5％が「忙しくて、医療機関に連れて行く時間
がなかったため」と回答しておりまして、これが一番
割合の多い回答となっております。
○渡久地　修君　２番も言わないと。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　また、困
窮層では非困窮層と比べて医療機関での自己負担金を
支払うことができなかったためとの割合が高くなって
おり、16.7ポイントの差が生じているところです。
○渡久地　修君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時46分休憩
　　　午後３時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　26.4％で
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　26.4％がお金がなくて病院にかか
れなかったと言っているわけよね。これはとても大き
なあれなんです。
　今回、皆さん方が無料化をやった。やはり僕はこの
26％の多くが解決できると思う。これは本当に高く
評価する。しかし、お金がないために　　　　一時払うお
金がなくて行けない子供が何％かその中で残されてし
まうというのもあると思う。それを何としても防がな

ければならないと思う。それをどうするかという点で、
昨日、謝花副知事は翁長雄治議員の質問に「やっぱり
現物給付がいいというのはおっしゃるとおりだと思い
ます。どの程度の負担があるのかないのか、この部分
が肝要だと思いますので、この部分はしっかりと確認
してみる必要がある」ということを答弁しました。
　それで県は国保のペナルティーを計算していないと
いうことだったので、私、試算出しました。１つは、
那覇市に行ってきました。那覇市は、これは国保に
関わるあれだから那覇市の国保の児童に７歳から15
歳までで、5717名が国保加入者です。県に聞いたら、
県は14歳までしかないから出せませんということな
んだよ。14と15は人数はそんなに変わらないですよ。
だから出そうと思えば大まかな数字は出せる。それを
私は試算した。そうすると県の国保加入全体の人口は、
３万6558。那覇市の5717の国保世帯のうち、今ペナ
ルティーになる額は幾らですかということで那覇市の
担当課で調査してきたら、2813万8000円。これを全
県に当てはめると沖縄県でどれだけになるかという
と、１億7990万、約１億8000万。これは、無料化す
るとちょっと上がるでしょうということであるけれど
も１億8000万、これは県が半分負担して全県でやる。
県がやったらやりますよという市町村が出ているとい
うのは新聞でも報道されています。だからこれは、絶
対できないという額ではないと思う。むしろ積極的に
僕はやるべきだと思います。昨日の答弁も含めて、こ
れまでも代表質問、一般質問にも出ているので、謝花
さん、副知事。これはやらないという答弁はできない
と思う。ぜひ、ぜひ検討していただきたい。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　一番の課題だったペナル
ティーの額が、昨日調べますと言ったその翌日にこう
いう形で、およそ１億8000万という数字を示してい
ただきました。この件について、県もしっかり確認を
しながら　　　　ただこの件につきましては、やはり知事
の重要な公約でもありますので知事とも調整しなが
ら、また市町村との関係もございますので、ここのほ
うをしっかり確認を取りながら検討していきたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　全県で１億8000万、医療費が無料
になって上がるかもしれないけれども、その半分とし
ても県が１億、あるいは１億5000万になるかもしれ
ないけれども、これは半額にした場合。だからこれは
ぜひ副知事、知事とも相談して子供たちのためにぜひ
やっていただきたいと思います。
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　次に、首里城再建・復元について。
　今回の首里城の復元・再建については前回と違って、
多くの県民の皆さんが自らのいろんな思いを持って参
加してきているというのが大きな特徴なんです。だか
らこの思いを本当に結集していくというのはとても大
事だと思うんですけれども、そういう意味では意見を
まとめる　　　　再建復興会議になるのか、名前はどうな
るのかは別にして、その思いを全部酌み取るような仕
組みをぜひつくってほしいと思いますが、いかがです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
○政策調整監（島袋芳敬君）　お答えいたします。
　首里城復興については、正殿の復元だけでなく中城
御殿、御茶屋御殿、歴史まちづくりということで伝統
技術、琉球文化の復興等について幅広い意見が寄せら
れております。そういう意味では、令和元年度首里城
復興基本方針をつくったわけですが、今年度はこの基
本方針を基に有識者懇談会を開催し、首里城復興基本
計画をつくっています。その際、多くの方々に御参加
いただいて今策定中で、年度内にはちゃんと発表でき
るようにしたいと思っています。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　正殿の大龍柱の向きについて、これ
まで代表質問、一般質問で土建部長の答弁を聞いてき
ました。国の検討委員会で検討されるということを聞
いて、僕はちょっと違うんじゃないですかと思ったん
です。県がどういう立場でそこに臨むかというのが、
今問われているんです。この龍柱の向きについてはい
ろんな議論があります。これまでこう向かい合ってい
たと、これが一級資料ですという寸法記が出てきたり、
今度はフランスの写真で正面だというのが出てきて、
活発な議論が交わされている。そういうときに、この
検討委員会で出ている県の３名の代表が県はこう考え
ていますとか、県の知見を集めて県の意見を言わんと
いかぬ。最終的には、知事も意見を言わんといかぬわ
けです。だからそのためにはしっかりと知事も意見を
言えるような研究チームなり、検討委員会なりをしっ
かりと開いて、国任せではなくて県独自の調査をして、
県としての見識をしっかりと示すということは大事だ
と思いますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　大龍柱の向きにつきましては、首里城正殿の復元が
国営公園事業で実施されるため国の首里城復元に向け
た技術検討委員会で検討されることになっておりま

す。これは事業主体である国が国営公園事業で実施す
るということで、責任を持って技術検討委員会を運営
しながらその結論を得るまで十分な議論をしていくと
いうことだと思います。県としては、協力委員になっ
ておりますので、それについて議論に加わることがで
きるという状況でございます。この大龍柱の向きにつ
きましては、意見を申し上げるというよりも学術的な
意味において、それがどうあるべきかということを専
門的な立場からしっかり議論がなされるものだという
ふうに考えておりますので、技術検討委員会での議論
をしっかりと見守りながら結論が得られるのを見届け
たいというふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　副知事、今の国の議論を見守りたい
ということでいいんですか。首里城というのは沖縄の
ものだよ。だからそういういろんなものが出ていると
きに、沖縄側でもしっかり議論して沖縄県としては、
資料をあれした結果こう思いますということを言える
ようにせんといかぬ。別に国と対立しろとは言ってい
ない。本当に沖縄側としてしっかり意見が言えるよう
にならんといけないですよ。だから研究チームなり立
ち上げないといけないんじゃないですかと。何で検
討しないんですか、国任せですか。それじゃ駄目です
よ。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この件につきましては、
私は那覇市議会からも要請を受けましたけれども、や
はり国の技術検討委員会は高良倉吉先生が委員長にな
られてしっかりと歴史的な資料、歴史的事実に基づい
て検討を行うというような発言をなさっております。
今般フランスの方々の写真などについてもこれはしっ
かり検討するというような発言もしてございます。
　県がまた別途県の立場として研究してやったらどう
かという御指摘ですけれども、私としましてはこの分
についてはやはりこれまでの蓄積もありますので、技
術検討委員会の高良先生を中心とする場で様々な資料
が今集まってきていると思いますので、その場でしっ
かり検討していただくことが大事だというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　さっき学術的な問題と言っていま
したけれども、文化財を所管する学術的なもの、教育
長も同じ見解ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　前回正殿の復元のとき、昭和60年から61年にかけ
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て行いました正殿の発掘調査がございました。その際
に大龍柱、小龍柱の破片25点が出てきたところでご
ざいますが、ただ龍柱の台座となる材石がその当時確
認されなかった、いろいろ判然としなかったところで
ございます。大龍柱は当然ながら正殿の一部でござい
ますので、先ほど副知事からもございましたが、首里
城復元に向けた技術検討委員会において、県出身の専
門家もいらっしゃいますので、学術的な議論が行われ
るというふうに認識しております。
　教育委員会のほうとしましては、大龍柱の向きにつ
いては、技術検討委員会のほうで検討されるというこ
とですが、委員や研究者に対して私どもの持っている
出土品であったりとか出土状況の情報などをしっかり
提供して協力していきたいというふうに考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　私は、今の答弁では納得できない
ですね。これは県として、私は何も国に反対意見を言
えとは言っていないですよ。県としてしっかり歴史を
検証をしなさい、文化も検証しなさいと言っているん
ですよ。県の知見も含めて。これは今のままでは県民
の納得が得られない。県として研究チームなり検討委
員会を県の内部ででもいいからつくるべきだと思いま
す。これはもう指摘しておきます。
　旧日本軍32軍壕について。
　これ何度も私質問、提案してきました。検討委員会
が今度設置されたことは大いに評価します。
　副知事、この検討委員会というのは、これは保存・
公開が前提ということでよろしいですね。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　そのとおりでございます。
保存・公開、そして歴史的事実についての継承まで含
めてやりたいと思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、沖縄の自然環境保全について
ですけれども、戦後と復帰後の埋立面積と割合、全国
比についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　復帰後の埋立面積等についてでございます。国土
交通省国土地理院が公表している資料によりますと、
県土面積は、昭和47年から令和元年までに3664ヘク
タール、1.6％の増加に対しまして、国土面積は５万
8624ヘクタール、0.16％の増加となっております。
そのうち土木建築部が所管する埋立件数は442件、免

許面積は約2438ヘクタールでありまして、その内訳
は港湾区域が338件、約1211ヘクタール、それ以外
の区域が104件、約1227ヘクタールとなっておりま
す。また、その他の港湾管理者による埋立件数が83件、
免許面積は約519ヘクタールとなっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　復帰後の埋立面積、それから件数等について、農林
水産部が所管する公有水面埋立免許の件数は366件、
面積が536.4ヘクタールとなっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　国土地理院の増加率0.16、全国、
沖縄県言っていましたけれども、沖縄県は全国の何倍
になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　面積の違いはございますけれども、増加率という面
で言いますと1.6％と0.16％、約10倍の増加というこ
とになってございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　自然海岸ですけれども、沖縄で現在
残されている自然海岸というのはどれぐらいになるん
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　県が実施している生物多様性保全利用指針ＯＫＩＮ
ＡＷＡに関する調査で、空中写真などを活用して海岸
線分類図を作成しております。同海岸線分類図では、
1988年の環境庁自然保護局の報告書を参考に、自然
海岸を人工によって改変されないで自然の状態を保持
している海岸と定義しており、沖縄本島について同定
義を基に自然海岸の割合を算出した場合、37％程度
と推計されます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　またこれ次やりますけれども、次、
振興計画について。
　これまで沖縄振興計画を進めてきましたけれども、
その中で県民の暮らしの分野から見て残された課題な
どについて指標も含めてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時３分休憩
　　　午後４時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
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○企画部長（宮城　力君）　県民生活分野においてな
お残された課題としましては、１人当たりの県民所得、
全国が330万に対して、沖縄県は平成29年度、234
万円。非正規雇用割合、平成29年全国38％、沖縄県
43％。子供の貧困率、全国、平成27年度で13.9％、
沖縄は平成26年度で29.9％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この残された課題はあるけれども、
コロナとの関係でそういった指標というのは私は急激
に悪化していると思いますが、その辺いかがでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新型コロナウイルス感染
症の拡大で特に観光が大きなダメージを受けておりま
す。令和元年度のトップシーズン８月が102万1200
人、今年の８月が20万2800人で、対前年同月比では
マイナス80.1％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これらの問題を解決していくとい
うのが振興計画の中で特に大事だと思いますけれど
も、次に次期振興計画、１次から５次までやってきま
したけれども、この間に世界と人間社会は激変してい
ると思います。
　まず地球温暖化、気候変動なんですけれども、一言
で言い表しているのが　　　　今月２日に国連のグテーレ
ス事務総長が、ニューヨークの大学で、「地球は壊さ
れている」と大変な危機感を演説しておりますが、県
はこの演説、この指摘について知っていますか。お願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国連の事務総長が、コロ
ンビア大学で行った演説が報道されたというのは承知
しております。その中で事務総長の演説の中身ですけ
れども、「私たちは破壊的なパンデミック、記録的な
地球温暖化、記録的な生態系の悪化、より公平かつ包
括的で持続可能な開発を目指す世界的目標の新たな後
退に直面している」と述べて、「単純に言って、この
惑星の状態は壊れている」と発言されています。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　事務総長はこうも述べています。
「環境に打撃を与える活動までの経済的な積極面だと
とらえる国内総生産（ＧＤＰ)といった従来の基準に
ついて、ますます多くの人々が限界を認識しつつある」
ということを述べています。
　これは何も国連だけ述べているんじゃなくて、日本
経団連が11月17日に「。新成長戦略」という報告書

を出していますけれども、その中でも新自由主義の限
界について述べていますが、その辺は県はどのように
認識していますか。そして、これにはどう書かれてい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時７分休憩
　　　午後４時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新沖縄発展戦略において、
アメリカでは1970年頃までは経済成長に伴い格差は
縮小したが、それ以降格差が広がっている。ほぼ同様
の現象が世界で起こっており、所得再分配機能が劣化
していると世界的な問題が示されているところです。
　すみません。休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時７分休憩
　　　午後４時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　経団連の「。新成長戦略」
における新自由主義に関する記述は、「資本主義は、
「大転換期」を迎えている。」、「1980年代以降に台
頭した「新自由主義」」、「「小さな政府」のもとでの
自由かつ活発な競争環境の確保は、経済の一層の発展
に一定の貢献を果たした。しかしながら、利潤追求の
みを目的とした各種フロンティアへの経済活動の拡大
は、環境問題の深刻化や、格差問題の顕在化等の影の
部分をもたらしたことを忘れてはならない。」とされ
ています。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　その次が肝腎なんだよ。「「新自由
主義」の流れをくむ、わが国を含む主要国での資本主
義は、行き詰まりを見せている。」ということを経団
連がここで報告しているんですよ。だからこういった
ものも含めて、今変わらないといけないということで、
これから10年後のものをつくろうとするときに、世
界と日本、そして沖縄が変わらないといけない。そし
て今回のパンデミックですよ、決定的なのは。だから、
そういったものを取り込んでいくというのは、僕は非
常に至難の業だと思うんだけれども、これまで積み重
ねてきた作業もがらっと変えないといけないという困
難があると思うんですが、どう取り組んでいくかとい
う、これ決意になるんですか。富川副知事、どうなり
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
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　おっしゃるとおり、非常にグローバルなシステムの
問題で難しい面がありますけれども、沖縄県としまし
ては、新沖縄発展戦略、新たな振興計画に向けた提言
の中で、ＳＤＧｓの概念を取り込んでいくということ
をしております。御承知のように、経済界も経団連は
じめ、経済行動において社会的な解決、気候変動に対
する対応がなければもう企業行動そのものが危なくな
るということで、ＥＳＧ投資等も出てきている中で世
界的な認識は始まっておりますが、沖縄県としても新
たな振興計画の中に、こういう理念を盛り込みながら
策定をしていきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　僕はこれは急激な時代がこれから
さらに急激に、現在進行形で進むと思うんですよ。だ
から大変だと思うのよ。10年計画というのも、本当
に固め切れるかというのがあるので、これはやっぱり
在り方として途中の修正とかいろんなものも考えない
といけないと思うんですけど、これはどんな仕組みに
なりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時11分休憩
　　　午後４時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画について
は、今10年単位で策定しております。それで、５年
単位で見直しを図る。その時々の社会経済情勢の変化
を踏まえて見直しを図ることとしているところで、来
る計画にあっても、その計画期間中の見直しというの
は図るべきというふうに今考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この、10年で５年の見直しという
のがあるんだけど、今言ったような急激な現在進行形
で進むので、５年というのも間尺に合うかどうか分か
らない。だから３年、あるいは１年とかいろんな仕組
みを取り入れていかないと、逆に追いついていけない
と思う。その辺いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　５年の場合、施策効果が
十分に発現するかどうかというのを見極めるのが難し
いという点もございますし、加えて大型プロジェクト
等の場合、その５年の枠に収まるかというところもあ
るかと思います。
　ただ議員おっしゃるように、大幅な社会情勢が変化
すると、外部要因が大分変わるとかそういう大きな変
化があれば、それは随時見直すこともあり得るという

ふうに考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　あと、次の振興計画策定への県民の
参画についてなんだけど、これは世界でも全国的にも
そうだけど、いかに国民、住民の視点を取り入れるか
というのが今とても大事になって、このパンデミック
との関係でも大事になっています。そういう意味で、
今回のものは県が主体となってということだったけ
ど、そこに県民がもっと参画できるような　　　　例えば、
働く人々、福祉の人々、若者、女性、そしてジェンダー、
そういった人たちの意見も出来上がってからじゃなく
て取り込んでいくようなそういう体制、ぜひつくって
ほしいんですが、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　来る新たな振興計画につ
いては、まずは骨子案を取りまとめますが、骨子案を
取りまとめた後、圏域別に意見交換会を開催するなど
県民の皆様からも幅広く御意見を伺いながら策定して
いきたいというふうに考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ぜひお願いします。
　次、基地問題について。
　私は辺野古は不可能だと思うんだけど、６月にアメ
リカの軍事小委員会が困難という指摘を４つ出しまし
た。この４つ、紹介してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　米下院軍事小委員会即応力小委員会、６月23日に
これを出しておりますけれども、この５項目として改
善報告項目といたしまして、建設予定地地下のＮ値、
強度の検証結果、海洋哺乳類やサンゴを含む環境全体
の影響、それから海溝に関連する活断層及び海底地層
の危険性の評価等について国防総省に対して意見を、
報告を求めるというふうな内容だったというふうに理
解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　僕は項目について具体的に示して
くださいと聞いたんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時15分休憩
　　　午後４時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　まず１点目として、「建設予定地地下のＮ値の検証
結果を含む海底の詳細な状況」と、それから２点目と
して、「海底の地盤強化を含む懸案事項に対する改善
策」、３点目といたしまして、環境全体、サンゴ礁そ
して特に海洋哺乳類などへの影響に対する解決策の提
案などのパブリックコメントの機会を含むさらなる環
境計画、それから４点目といたしまして、50メート
ルの海溝に関連する活断層及び海底地震の危険性の評
価、さらに５点目といたしまして、当該施設の軍事目
的に鑑みた海底と地震活動に関する評価を求めるとい
う内容でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　質問の仕方が悪かったと思う。僕は
上段の４つのことについて指摘していることを言って
くださいと聞いたんです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時17分休憩
　　　午後４時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　「軍事委員会は、沖縄県北部の辺野古で現在継続中
の普天間代替施設の開発を懸念する。軍事委員会はこ
のプロジェクトに悪影響を及ぼす可能性がある大浦湾
の海底での地震の可能性及び不安定性に対する懸念が
高まってきたことを指摘する。さらに、軍事委員会は、
２本の活断層と50メートルの深海が建設予定地の近
くに存在することに注意を促したい。加えて、委員会
は、海底の調査が実施された結果、地質学者らがこの
開発計画の推進を困難にする問題を特定したものと認
識している。よって、」としまして、「委員会は、国
防総省長官に対し、下院軍事委員会に普天間代替施設
に関する報告書を2020年12月１日までに提出するよ
う指示する。」という内容でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これはアメリカの議会が困難だと
指摘したという、とても大事なんです。そして今回Ｃ
ＳＩＳが指摘したけれども、ＣＳＩＳというのはどん
な機関ですか。ここには日本の防衛省の職員を常駐さ
せると聞きましたけれども、その辺はどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　ＣＳＩＳは、安全保障、防衛関連分野の研究等を
行っている米国の有力シンクタンクであり、米国ペン

シルベニア大学の研究所が発表する、世界のシンクタ
ンクランキングの防衛安全保障部門で繰り返し１位に
なっているものと承知しております。このＣＳＩＳに
は、防衛省からこのＣＳＩＳの知見を得るため、平成
25年度から平成30年度までの間、毎年１名または２
名の職員を派遣しているものと承知をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　このＣＳＩＳ　　　　日本政府と関わ
りの深いＣＳＩＳが、今回報告書を出しました。具体
的にどんな指摘をやっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　今回のＣＳＩＳの報告
書でございますけれども、ＣＳＩＳ国家安全保障プロ
グラムの上級顧問であるマーク・カンシアン氏が執筆
したもので、内容については詳細を確認中でございま
すけれども、全体といたしましては、米海兵隊の戦略
見直し等について論じているものであり、その中で辺
野古の新基地建設計画にも触れ、この計画は困難続き
で、完成予定日が2030年に再度延期され、費用も跳
ね上がっていると。これが完成することなどないよう
に思われるといったことが指摘されているものと承知
しております。
　なお、報道によれば執筆したマーク・カンシアン氏
は取材に対し、最終的には政府が計画を中止あるいは
縮小するのではないかと予測しているとのことでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　そこが困難だと指摘しているわけ
です。それで今とても僕は大事な時期だと思います。
知事はコロナが収まったら訪米すると言った。それは
大いに結構ですけれども、それ以前に軟弱地盤の状況
とか沖縄県の考え方をしっかり資料も添えて、次期政
権の幹部に、そして議会の幹部に書簡、資料を直ちに
送ってほしい。
　副知事、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　これまでも沖縄県はそう
いった軟弱地盤の存在など様々な資料を米政府または
連邦議員にもお配りしたところです。今度新しい政権
ができる前に、そういった書簡を送ること、これは知
事とも相談の上、しっかり検討してまいりたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　来年の１月20日の発足までにぜひ
やっていただきたい。そうでないと固まってからでは
遅いですから、これ直ちに知事と相談してやってくだ
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さい。
　あと県警本部長、県道29号線と那覇市道鳥堀12号
線交差点への信号機の設置についてお尋ねします。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　御質問の交差点ですが、平成30年に整備をされた
もので、交通量が増加したことから、地元の自治会等
から交通信号機の設置要望がなされております。
　県警察では、交通量や交通事故の発生状況、交通環
境等を検討した結果、同交差点から首里駅向け70メー
トル先の交差点に設置してある既存の信号機を改造し
て、２つの交差点を１つの信号機で制御する信号機改
良工事を行うこととしました。この工事は来年３月ま
でには完了する見込みです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　最後に、沖縄戦の風化を防いでこの
実相を正しく継承していくために、僕は県庁職員への
学習研修制度というのはとても大事だと思いますが、
それについてどのようにしているかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　本県の歴史と文化等の理
解を深めるとともに、郷土愛のある職員の育成を図る
ことは重要だというふうに考えております。このため
現在は、新規採用職員を対象に平和祈念資料館職員
による沖縄戦の研修などを実施しておるところです。
私も10月に那覇市識名にある県庁壕を視察しまして、
戦時下の困難な状況、そして県民の生命と財産を守る
べく職務を全うされた先輩たちへの敬意と平和の尊さ
を改めて認識した次第です。
　沖縄戦の実相を正しく継承できる取組としまして、
県庁壕等を視察先に取り入れた研修について今後検討
していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後４時23分休憩
　　　午後４時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ケーラネーラ　クヨーム　ナー
ラ。
　会派沖縄・平和の次呂久成崇です。
　昨日の仲宗根悟議員の前段のネタは落ちがなかった
ので、小ネタは絶対挟むなと言われていますので、早
速質問したいと思います。
　まず県立八重山病院隣接の暫定ヘリポート設置と運

用についてですが、先月11日に供用開始いたしまし
た。急患ヘリ搬送対象の竹富町、与那国町、多良間村
住民からも安心だ、心強いという喜びの声が届いてお
ります。県の迅速な対応に感謝申し上げたいと思いま
す。
　改めて設置されました暫定ヘリポート、概要と運用
について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　暫定ヘリポートにつきましては、20メートル四方
の着陸帯を舗装厚が35センチメートルのアスファル
ト敷で整備をいたしました。安全確保のため着陸帯
の周り50メートル四方をフェンスで囲っております。
また八重山病院への搬送のための進入路及び救急車待
機場も併せて整備をいたしたところでございます。
　それから運用につきましては……。　
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時48分休憩
　　　午後４時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　暫定ヘリポートの運用
につきましては、石垣市消防本部や八重山病院をはじ
めとする関係機関と連携して実施しており、今後とも
安定的かつ継続的な運用に努めてまいりたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　夜間搬送なんですけれども、約４
割が夜間搬送ということで自民党会派の大浜一郎議員
のほうからもありましたが、照明の設置、今回可搬式
ということで　　　　持ち運びということになっているん
です。これは設置にも10分ほどかかるということな
んですけれども、この設置主体というのはどこがやる
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　これにつきましては、
現在八重山病院の警備の方にお願いをして実施すると
いうことにしております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今警備ということでしたが、八重
山病院のほうは警備員２名体制でやっております。こ
れは夜間の受付業務もやっているわけなんです。今後
またインフルエンザ流行期であったりとか、天候不良
の場合などに本当にこの２人で対応ができるのかとい
うふうに私は強い懸念を抱いているんですが、ここら
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辺はどのように考えていらっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘の件につき
ましては、私たちも課題といたしまして今病院事業局
含めて対応を検討中でございます。
　次呂久議員御指摘のとおり、２人体制というところ
で新たにヘリの対応というところがございますので、
その部分につきましてしっかりと安定的、持続的に対
応できるように調整を行ってまいりたいというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　供用開始当初と言っても先月で
はあるんですが、そのときに可搬式の照明、早速不具
合があったというふうに聞いております。石垣島は平
均湿度が80％近くあるわけなんです。その中で今回
この照明に結露が発生してしまって、不具合を起こし
て照明がつかなかったというふうに聞いています。竹
富町などのほかのヘリポートなどでも、照明というの
は固定式が多いんです。なので私は今回暫定ヘリポー
トということだから可搬式にしているのかということ
もお尋ねしたいんです。ですが人材確保も難しいとこ
ろですので、やはり固定式の照明設置というのを考え
ないといけないと思うんですがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　次呂久議員御指摘の今
回整備しました部品、一部スイッチの部分で、今照明
17個ございますけれども、そのうちの１つに不具合
があったということで全ての機器を交換しているとこ
ろでございます。加えて故障した場合に備えて、予備
の照明機器の購入手続を進めており、今年度中にあと
ワンセット追加で整備をすることとしております。
　それから常設化の御質問でございますけれども、常
設の場合約2000万ぐらいの費用がかかるということ
もございまして、現在導入している可搬型につきまし
ては購入費用が約140万ということで、これにつきま
してはヘリポート用の夜間照明として専用に開発をさ
れた運用実績のある機器であるということで、運航者
である第11管区海上保安本部石垣航空基地にも説明
をした上で、了解が得られているところでございます。
　次呂久議員からの非常に湿度が高いということも、
まずは運用してみて実際に支障が生じるのかも含めて
検討してまいりたいというふうには考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　常設の照明設置なんですけれど
も、私はやはり金額ではないと思います。一番大事な
のは、安心・安全なヘリポート運用だと思いますので、

ぜひ常設の照明設置についても取組を継続していただ
きたいなというふうに思います。
　次に、恒久ヘリポート整備についてなんですけれど
も、現段階での暫定ヘリポートの使用期限というのは
いつまでと考えているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　暫定ヘリポートの具体
的な使用期限というのは特に打ってはないわけでござ
いますけれども、現在石垣市が土地区画整理事業を
行っておりますので、その土地区画整理事業の進捗も
見ながら暫定ヘリポートの運用に土地区画整理事業の
影響が生じる時期とも勘案しながら整備の検討を進め
てまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　恒久ヘリポートを設置する際、こ
の事業主体、また予算というのはどのように考えてい
らっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　暫定ヘリポート含めて、
恒久について基本的には県の事業ということになろう
かというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　先ほど公室長がおっしゃいまし
たけれども、石垣市の区画整理事業、このスケジュー
ルにも関連するんですが、搬送対象となっている竹富
町、与那国、多良間村という関係機関のほうから、今
の暫定ヘリポートの設置場所が望ましいと。こちらを
恒久的に使用できないのかということもありますの
で、もちろんこれは石垣市との調整も必要かと思いま
す。ぜひ関係機関と今後の協議スケジュール調整して、
引き続き調整をお願いしたいと思います。
　次に、宮古・八重山圏域のドクターヘリ配備につい
てです。
　八重山圏域の急患搬送で使用している救難救助用の
海保のヘリ、また自衛隊機もあるんですが、これは通
常ドクターヘリと言われているヘリの機材や機能とど
う違うのか、説明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君） 休憩いたします。
　　　午後４時56分休憩
　　　午後４時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　ちょっと休憩で。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時56分休憩
　　　午後４時57分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　宮古・八重山のヘ
リによる急患搬送につきましては、陸上自衛隊と第
11管区海上保安本部がその機能を担っておりまして、
県としましては、沖縄県ヘリコプター等添乗医師等確
保事業によりまして、ヘリに医師が添乗し、救急患者
の救命率の向上を図っているところです。
　ドクターヘリとの違いは、ドクターヘリは海上保安
庁のような大きな構造ではございませんので、その辺
の違いも大きいかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　11日の供用開始式に私も出席し
たんですけれども　　　　海保のヘリなんですけれども今
回感染者も搬送しました。そのときにアイソポット、
それを使用して感染者を搬送するので終わった後に消
毒、そして再利用する。アイソポットのほうも全て自
前で整えているということでした。私は今後こういう
感染症のことを考えたときに、やはりドクターヘリと
いうのは、宮古・八重山を網羅するように設置すべき
じゃないかなと。または海保さんにその維持管理もお
願いするというような、何かそういう医療体制にもっ
としっかりと取り組めるようなドクターヘリの設置と
いうものをもうそろそろ考えていかなければいけない
んではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　宮古・八重山地域
へのドクターヘリの配備につきましては、大きな課題
といたしまして同地区にヘリポートがある救命救急セ
ンターというのが必要な条件となります。ですので、
搬送件数とか事例を検証する必要などの課題があると
考えておりまして、救急医療の関係者等から意見聴取
を行っていく必要があるものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　夜間の急患搬送は、どうしても自
衛隊機であったり海保のヘリということは私も重々承
知はしているんですけれども、今県が行っているドク
ターヘリ　　　　浦添総合病院のほうにあります。これは
鹿児島県の与論島のほうまでカバーするんですよね。
ところが同じヘリでも、先島のほうはドクターヘリは
ない。やはり我々としたら同じ沖縄県民なのにとい
う思いもあるわけなんです。ですからこれは、今後しっ
かり構想も含めて取り組んでいかなければいけないん
ではないかなと思います。
　次に、地域救命救急センター設置についてなんです
けれども、まず地域救命救急センターについて説明の

ほうお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県内では、現
在、県立中部病院、県立南部医療センター・こども医
療センター、浦添総合病院の３病院が救命救急セン
ターとして指定を受けております。また、救命救急セ
ンターの運営は、厚労省が定めました救急医療対策事
業実施要綱におきまして、「原則として、重症及び複
数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を
24時間体制で受け入れる」体制を確保すること、そ
れから２つ目に救急専用病床及び専用の集中治療室を
設置すること、３つ目に必要な医療機器を整備するこ
と、４つ目に３次救急医療の専門的知識と技能を有し
た専任の医師及び救急患者の看護に必要な専任の看護
師等を配置することなどが要件となっているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　県立八重山病院も新しくなりま
した。医師確保を離島の医療提供体制の中でずっと課
題として取り組んでいるのは分かるんですが、将来的
にやはりこの八重山地域の医療提供体制の拡充を考え
たときに、八重山病院にも地域救命救急センターとし
て設置、指定することの検討が必要じゃないかなとい
うふうに思います。
　県の見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど申し上げま
したとおり、救命救急センターを整備するに当たって
の課題等も多々ございますが、保健医療部としては離
島の医療提供体制を確保することは大変重要と考えて
おります。宮古・八重山圏域で救命救急センターの
整備を行うに当たってどういう課題があるかというこ
とを把握しながら病院事業局とも意見交換を行ってい
きたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ぜひ検討のほうお願いしたいと
思います。
　次に、新型コロナ感染症の対応についてですが、ま
ず介護施設そして介護サービス従事者等への対応と取
組について。
　今回、介護施設職員と医療機関職員対象に１月から
３月まで職員１人当たり毎月１回定期的な検査を実施
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するということなんですが、その対象者というのはど
のように把握をいたしますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時４分休憩
　　　午後５時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　介護従事者につき
ましては、市町村に協力をお願いしましてリストアッ
プなどに協力いただきたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　これまでの議会答弁の中でも従
事者３万3000人、対象者。これはきちっと１月から
スタートするためには市町村との連携というのは本当
に大事だと思いますので、ぜひ速やかに実施できるよ
うにお願いしたいと思います。
　この検査なんですけれども、医療機関でどのように
実施するのか。実際に検査するときに介護施設とか医
療機関というのは、人がその分いなくなってしまうと
いうこともありますので、そうすると運営にもやはり
影響が出てくるのかなと思います。そこら辺の協力体
制とか協議というのも今後市町村とやっていくという
ことでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この検査につきま
しては、唾液を採取する方法を考えておりまして、福
祉施設でまとめて取っていただいて集める方法を今考
えております。そのときにリストアップとか日程の問
題、この検査を介護の場合は３万3000人を予定して
おりましたけれど、それが集中してしまうと検査体制
がうまく回りませんので、その日程の確保であるとか
調整を市町村のほうにぜひお願いしたいというふうに
は考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次に、今は従事者なんですけれど
も、今度は介護保険事業の介護サービス利用者につい
て、現在利用者なんですが65歳以上、75歳以上、85
歳以上の要介護３以上の認定の割合というのは把握さ
れていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和２年
７月現在の国の統計では、暫定値ではありますが、沖
縄県内で要介護３以上で介護サービスを受けている高
齢者は、２万5484人で全体の50.2％となっておりま
す。

○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　50.2％もう半数ですね。65歳以
上の要介護認定３以上で、施設に入所している人数と
かは把握されていますか。割合とか、この50.2％の
中です。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　サービス
別の要介護３以上の人数割合でございますが、施設に
つきましては7654人……。
　すみません。ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　大変失礼
いたしました。
　令和元年10月末現在の特別養護老人ホームの入所
者の数でお答えさせていただきますが、要介護３以上
は4734人となっております。
○次呂久　成崇君　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ということは、在宅の方が圧倒的
に多いということですよね。
　もう一つ、県内の介護費総額に占めている通所介護
の割合は全国と比較しても高いというふうにお聞きし
ているんですけれども、こちらの状況はどうなってい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和２年
７月サービス分の介護給付費の合計が約83億7700万
円でございますが、そのうち通所経営サービスの給付
費が約36億180万円となっており、全体の43％を占
めております。一方、全国につきましては約21.3％
となっておりますので、沖縄県はデイサービスの利用
が全国よりも多くなっているという状況にございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ありがとうございます。
　在宅での介護、要介護認定３以上も５分の４は在宅
ですね。全国に比べてもデイサービスを利用している
方が２倍ほどいると。今後国や県の警報レベルが上
がって、例えば通所施設の受入れがストップした場合
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とか、在宅介護の方のほうに人の出入りがある程度規
制されてきますので、そうなったときにこの方たちと
いうのは、やはり社会とのつながりが分断されるん
じゃないかなと思うんですよ。いろんなケースという
のが考えられると思うんですけれども、今現在の対応
というのは、この介護保険事業を実施主体である市町
村が判断をしてやっています。ですが他県では、介護
支援専門協会のほうが新型コロナウイルス感染症予防
対策の手引またはマニュアルをきちっと作成をして、
市町村と県が連携してその対応をきちっとしている
と。今国からもいろんなマニュアル、手引が示されて
いるようなんですけれども、今現在沖縄県の市町村と
の連携というのはどうなっているのか伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　マニュア
ルにつきましては、議員がおっしゃいましたように国
で各種つくられていたり、動画を配信されていたりし
ているところです。
　県内の取組といたしましては、県立中部病院の感染
症内科のほうで新型コロナウイルスが発生した　　　　こ
れは施設における感染症対策の内容にはなっていると
ころなんですけれども、その内容が詳細に濃厚接触者
への対応等書かれてございますので、在宅の高齢者や
その御家族への対応についても十分参考になると思わ
れます。今後こうしたものの周知を強化してまいりた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次に、離島の病床確保及び搬送体
制の取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　離島における病床
確保につきましては、宮古地域及び八重山地域におい
て県立病院による確定患者の入院病床を確保しまし
て、そのほかの医療機関が疑い患者やコロナ以外の患
者を受け入れる等の役割分担を調整します。その調整
により入院患者の受入体制を整備しているところでご
ざいます。また、入院医療施設のない離島において新
型コロナの感染者が発生した場合には、島内での感染
拡大を防ぐために感染症指定医療機関のある沖縄本
島、宮古島または石垣島へ搬送する方針としておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　石垣でもかりゆし病院で55人の
クラスターがありました。今与那国でも数名出ている
んですが、やはり離島の離島でさらにこういったクラ

スター発生というのも十分考えられると思いますの
で、ぜひそこは関係機関との連携をしっかりやってい
ただきたいなと思います。今12名の医師派遣という
ことで、たしか今議会でもいろいろ答弁があったと思
うんですがこれについて間違いないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先日、答弁いたし
ました専門医の派遣につきましては、当初６名の予定
でしたけれども追加で６名ということで12名派遣す
ることになります。ただこれはコロナに関しての派遣
ではなくて、あくまでも専門医の派遣ということでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　医師確保のほう、これもしっかり
と対応していただきたいと思います。
　次に、県内肉用牛の血統不一致問題の再発防止の取
組について伺います。
　家畜人工授精業務マニュアルを作成して公表したと
いうことなんですが、この内容と目的について伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　家畜人工授精師業務マニュアルは、適正な人工授精
の在り方を示したものであります。家畜人工授精師と
生産者の取り組むべき内容を取りまとめて、家畜人工
授精時における間違いの発生などを防ぐことを目的と
して策定をしたところであります。これまでの血統不
一致の事案では、記録の不備、子牛の取り違いなどが
確認されていることから、これらのことを防止するた
めに家畜人工授精師、生産者が確実に遵守する事項と
して、１つ目には生産者は家畜人工授精時には必ず立
ち会うこと、双方で母牛の登録書、個別識別番号を確
認することなど、家畜人工授精師それから生産者が必
ず人工授精時に行うことを明記した内容となっており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　県内で実働する家畜人工授精師
294人、立入調査も実施したということなんですが、
再発防止の指導はこの294人に義務的に行う必要はな
いと。　　　　私はあると思うんですが、いかが考えてい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　県内で実働する人工
授精師につきましては、今回全県で立入りしておおむ
ね適正な授精業務が行われているということは確認を
しておりますが、やはり今回の久米島のような一人工
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授精師の事案については、今後二度と起こってはなら
ないという考えでありますので、今回、沖縄県家畜人
工授精師適正化実施要領の策定をしてこの要領の中で
人工授精師への定期的な立入検査の頻度を高めていく
ということと、帳簿等の確認を確実に行っていきたい
と考えております。
　それから併せて家畜改良協会による抜き打ちのＤＮ
Ａ検査とかそういうものも行いながら、再発防止をさ
らに強化していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次に、獣医師養成の取組なんです
けれども、県における獣医療を提供する体制の整備を
図るための計画書で平成32年度までに151名確保す
ることを目標としているということなんですが、現在
の実績そして見通しについて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず令和２年度の産業動物診療獣医師の目標の数値
については、先ほどありました151名となっておりま
すが、今統計にあります平成30年12月時点の獣医師
の数が134名となっておりまして、17名の不足とい
う状況になっております。全国的にも産業獣医師の確
保については課題となっておりますが、主産県である
宮崎、鹿児島と獣医師１人当たりが診る肉用牛の数に
ついても同等という状況ではあります。特に沖縄県
は島嶼県ということで離島がございます。離島の中で
も八重山・宮古というのは肉用牛の一大産地であると
いうことで、島嶼県であるがゆえの獣医師確保のしに
くさというところもありますので、県としては大学へ
の修学資金の給付、大学訪問での説明会、インターン
シップの受入れ、そういったことを実施しながら獣医
師の確保に努めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　離島では畜産は本当に基幹産業
なんですよ。そこでやはり口蹄疫のような家畜伝染病
が発生するともうこれは壊滅的ですので、今やってい
る事業がきちっと目標も達成できないということであ
れば、私は今後は関係機関とも調整をしてこの事業の
見直しというのもやっていかないといけない。そして
獣医師確保をしていかなければならないというふうに
思いますが、見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まず修学資金の給付
についても、平成29年度が２名、令和元年度２名と
いうことで給付をして修学した方々を将来的に県内で
獣医師として勤めていただくような取組も今しており

ます。先ほどもお話しましたインターンシップ等も含
めて強化をしていく必要はあると考えております。
　また、いわゆる県内の学生が獣医学部のある学校に
編入する制度とか、遠隔診療ができるような規制緩和、
そういったものをもろもろ研究していきながら獣医師
の確保にも勤めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ありがとうございます。
　ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思います。
　ちょっと順番を変えて、環境行政のほうに行きたい
と思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○次呂久　成崇君　県の海洋プラスチックごみ問題
の取組と課題について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　プラスチックごみによる海洋汚染については、近
年、国際的に対策の必要性が指摘されており、本県の
海岸漂着ごみについても約６割がプラスチック製品で
あり、その対策が課題となっております。
　県では、国の補助事業を活用し、市町村等と連携し
た海岸漂着ごみの回収・処理、漂着量やマイクロプラ
スチック分布状況の調査を行うとともに、環境教育や
海外団体との意見交換を行い、海洋ごみ発生抑制対策
に取り組んでいるところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次に、離島の漂着ごみ及び産業廃
棄物の回収と取組について伺います。
　今コロナ禍の中でビーチクリーンなども激減してお
ります。その中で、この海岸の漂着ごみというのはど
んどんどんどんたまっていっている状況なんです。タ
ブレットのほうを御覧いただきたいと思います。この
ようなごみです。これ西表島です。沖縄県の漂着ごみ
の半数　　　　約半分です　　　　は、この八重山の離島にみ
んな来ます。ここも西表島です。この島が自然遺産登
録されるんですよ。
　私は、県がきちっとこの漂着ごみの問題にしっかり
対策しないといけないと思うんですが、伺いたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　県では、国の補助事業を
活用し、市町村等と連携して海岸漂着ごみの回収処理
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を実施しており、令和元年度は離島地域において約
2700立方メートル、約240トンを回収処理しており
ます。また、産業廃棄物については、処理コストの高
さが課題となっており、そのため本年度、県において
小型焼却炉を多良間村や久米島町に設置し、農業用廃
プラスチック等を島内で効率的に処理するための焼却
実証実験を行っております。
　引き続き、離島での適正処理を推進するために必要
な支援方策の検討を行ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　引き続きタブレットのほうを御
覧いただきたいんですけれども、この大きい丸太もあ
ります。ちょっとスクロールしますけれども、浜にあ
る流木などはこのように海岸の１か所に集められるん
です。これがまたしばらく放置されると近くの防潮林
とかに行きます。近くにはこういうパレットもどんど
んどんどん集まってくるわけなんです。そうすると海
岸の管理は県、防風林・防潮林は市、そういう区別に
なりますよね。ところが処理するのは全て産業廃棄物
です。これはどこが負担するのかというと、市町村で
す。市町村がほぼ出しているわけなんです。だから私
はやはり県、観光立県でもあります。漂着ごみ問題に
は真剣に取り組んで、この産業廃棄物処理の費用負担
というのも検討をしっかりやっていかないといけない
んじゃないかなと思いますがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　海岸漂着物の処理につきましては、国の補助事業
がございまして10分の９の補助率になっております。
この補助事業を活用して海岸漂着ごみの処理を行うこ
とは可能となっておりますので、市町村と連携しまし
て海岸漂着物の回収処理の強化に努めてまいりたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ボランティアとか市町村じゃな
くて私はリーダーシップを取るのは県だと思います。
ですからそこはしっかりと認識して取り組んでいただ
きたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時26分休憩
　　　午後５時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○次呂久　成崇君　すみません。
　観光行政のところで、実は黒島のほうにウミガメの
研究所があるんです。この建物が老朽化に伴って今閉

館の危機に直面しているんですけれども、この黒島は
人口は230人ほどで牛はその10倍ぐらいいます。人
を探すより牛が普通なんです。その中で唯一の観光施
設でもあります。私も今回これ初めて知ったんですけ
れども、やはり存続に向けて何ができるかというのを
自治体も一緒に考えていかないといけないんじゃない
かなと。唯一の観光施設ですので、県の見解を伺いた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　黒島研究所は1973年の設立以降、ウミガメやサン
ゴ礁に関する調査研究を行っていることは承知してお
りますけれども、施設の現状や老朽化の程度について
は現時点で把握できておりません。そのため、施設の
現状、運営団体の考え、地元の意見等を把握した上で
どのような支援の在り方が可能か検討していきたいと
考えております。
○次呂久　成崇君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　会派の代表質問の関連でですけ
れども、補正予算、今８次までやっておりますが、そ
の総額、執行額、執行率、各部局ごとに伺いたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　県におきましては、今回の11月補正を含め８次に
わたる補正予算で総額約1411億円を計上しておりま
す。県単融資事業を除いた全体での執行率は、10月
末時点で約64％となっております。主な部局の執行
額及び執行率ですが、保健医療部が約75億円で34％、
子ども生活福祉部が約302億円で87％、そのほかが
約79億円で55％となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　私も一覧見ましたけれども、特に
６月の４次補正で保健医療部のほうが171億ですか、
金額忘れたんですけれども、執行率が29％とあった
んです。これについて詳細を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時29分休憩
　　　午後５時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　保健医療部のコロ
ナ関係の予算の中で、特に主なものということでお答
えさせていただいてよろしいでしょうか。
　特に空床確保の補助につきましては、執行率が非常
に低い状況でございました。重点医療機関の考え方で
あるとかそのような調整に非常に時間がかかったとい
うところもございますが、今回の11月補正でも多く
の予算をつけていただきまして総額166億になってい
る状況です。その中で交付済が今25億8000万円で、
執行率は16％ということでございます。しかしなが
ら医療機関との申請等も次々と調整を続けております
ので、年内には48億3000万円を交付予定でございま
して、執行率は年内には29％まで持っていけるもの
と考えているところでございます。
○次呂久　成崇君　頑張ってください。
　土建部長、どうもすみませんでした。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　沖縄・平和、仲村未央です。
　どうか最後ですので、もう少しのお付き合いをお願
いいたします。
　知事の体調も気になるところです。その回復、また
このコロナ禍にあって病床にいらっしゃる皆さんの回
復を心から祈りながら、一般質問に入っていきたいと
思います。
　１、日米地位協定第３条が規定する米軍の排他的管
理権は、環境や交通基盤、都市整備など県民の生活と
健康に重大な支障をもたらしています。
　以下、伺います。
　(1)、支障のある公共事業、環境調査等について。
　公共事業に関し、米軍基地への立入り、共同使用、
一部返還等が許可されないために工事が滞っていま
す。主要地方道沖縄環状線ではコザ運動公園利用者の
安全確保のための歩道整備ができません。それから２
級河川白比川では昨年11月、記録的な豪雨で未改修
区間から氾濫をして床上浸水が起こるなど深刻な被害
が起きました。
　ア、米軍の許可が得られず、測量、設計、工事等に
支障がある公共事業は、県、市町村それぞれ何件ある
のか伺います。
　イ、同じく、実施できない環境調査、文化財調査等
について県、市町村の件数を伺います。
　ウ、立入りや共同使用等の要請から最も長い事案と
いうのは何年経過しているのか伺います。
　(2)、嘉手納基地の立入調査について。

　県企業局がＰＦＯＳ汚染を指摘してから約５年がた
ちます。当局の要請にもかかわらず、立入調査はいま
だ実現していません。この間、日米で合意された取決
めや環境補足協定はこの問題に何らの貢献もしていま
せん。
　ア、米軍が立入調査を拒否する理由、根拠は何でしょ
うか。
　イ、米軍の日常的な運用が環境汚染をもたらしてい
る場合について、どのように解決がなされるべきなの
か。政府への要求、新たな制度提言について伺います。
　ウ、県民の最大の水がめである北部ダム群は、北部
訓練場における訓練や流域周辺での墜落事故など度々
汚染の危機に瀕しています。また、これに次ぐ水源と
しての比謝川は嘉手納基地からの有害物質にさらされ
ています。ダム共同使用の解除等を含め、より強い姿
勢で県民の命の水を守る必要があると考えますが、見
解を伺います。
　２、高レベル放射性廃棄物、核のごみの最終処分に
関する沖縄県の姿勢について伺います。
　資源エネルギー庁が示す科学的特性マップでは、沖
縄県も核のごみ処分場の「適地」とされ、この12月
19日には同庁が主催する対話型説明会が県内でも予
定されています。知事は公約において原発建設に反対
する立場、これを明確にしていますので、受け入れる
余地はないものと考えますが、改めて県の考えを伺い
ます。
　再質問いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　仲村未央議員の御質問にお
答えいたします。
　１、米軍の排他的管理権についての中の(2)のウ、
県民の命の水を守ることについてお答えいたします。
　北部５ダムは、企業局全取水量の半分以上を占める
貴重な水源です。このため、今年９月及び10月に行っ
た関係大臣への要望や軍転協から国に対する要望の中
で、ダム上空での飛行訓練中止等を含めた米軍の演習
の在り方の見直しに加え、福地、新川及び漢那ダムの
共同使用を解除することなどを求めたところです。
　沖縄県としましては、水道水の安全性を確保する観
点から、嘉手納基地への立入調査の実現やダム共同使
用の解除等について、国と連携し対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、米軍の排他的管
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理権についての御質問のうち(1)のア、米軍の立入許
可等が得られず支障のある公共事業等についてお答え
いたします。１の(1)のアと１の(1)のウは関連します
ので、一括してお答えさせていただきます。
　米軍施設・区域内において、一般県道24号線バイ
パス街路事業や億首川河川改修事業など６事業につい
て、工事着手などに向けた協議が進展しないため、事
業進捗が滞る事例が発生しております。このうち、主
要地方道沖縄環状線については、平成17年度の要請
から約15年が経過しております。
　県としては、進捗が滞っている事業について、立入
調査や工事着手等への協力を求め、毎年度、沖縄防衛
局及び米軍等へ要請を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　１、米軍の排他的管理権
についての(1)のイ及び(1)のウ、米軍の許可が得られ
ず実施できていない環境調査の件数及び経過年数につ
いてお答えします。１の(1)のイと１の(1)のウは関連
しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　平成28年度以降、米軍の許可が得られず実施でき
ていない環境関連の調査は２件あります。１件目は、
東村高江のＣＨ53不時着事故関連で、牧港補給地区
内に保管された汚染土壌を調査するため、平成30年
３月27日に行った立入申請が同年４月４日付で不許
可となったことから、４月20日に再度申請し、その
後約２年７か月経過しておりますが、まだ回答があり
ません。２件目は、普天間飛行場内のＰＦＯＳ調査で、
平成31年２月に立入申請し、約１年10か月経過して
おりますが、まだ回答がありません。なお、米軍泡瀬
ゴルフ場移設事業について、平成28年６月に立入調
査を申請しましたが、米軍から施設の営業時間内は調
査に対応できないことを理由に、調査に不適な早朝の
時間帯が指定されたため、立入調査を実施していない
事例が１件あります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、米軍の排他的管理権に
ついての御質問の中の(1)のイ及びウ、米軍の許可が
得られず実施できない文化財調査と立入申請の期間に
ついてお答えします。１の(1)イと１の(1)ウは関連い
たしますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　県教育委員会では、平成11年度から普天間飛行場
の文化財調査を実施しております。これまで、一時的

に立入りができない時期がありましたが、現在は米軍
と調整の上、環境補足協定に基づき立入りを申請し調
査を実施しております。立入りの申請は、許可が下り
るまで約８か月と長期間を要することが課題としてあ
りますが、早めに申請することで対応しております。
　県教育委員会としましては、今後も環境補足協定に
基づき適切に調査を行い、文化財の保護に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　１、米軍の排他的管理権
についての(2)のア、米軍が立入調査を拒否する理由、
根拠についてお答えします。
　企業局では平成28年に米軍に対し立入調査を申請
しましたが、米軍からは日米合同委員会環境分科委員
会の議題に上げることを推奨するとの回答があり、実
現しておりません。許可されない理由は明らかにされ
ていませんが、国内に基準値等がないことも理由の一
つと考え、昨年国に対して水道水質基準値等の設定を
要請しました。その後、本年４月に暫定目標値が設定
されたことから、５月に立入調査を再度申請しました。
引き続き立入調査の実現に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、米軍の排他的管理
権についての(2)のイ、米軍の運用による環境汚染に
係る政府への要求についてお答えをいたします。
　日米地位協定においては、米軍に原則として国内法
の適用がなく、また、米軍基地内への立入りについて、
日米合同委員会合意で申請手続が定められているもの
の、その許可は米側の裁量に委ねられております。
　県としては、日米地位協定において、環境保全に関
する日本国内法の適用や地方公共団体に対し、基地へ
の立入りを含め、必要な援助を与えることなどの明記
を求めているところであり、引き続き全国知事会や渉
外知事会等とも連携し、日米地位協定の見直しに関す
る要請を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、高レベル放射性
廃棄物、核のごみの最終処分についての御質問の中の
(1)、高レベル放射性廃棄物の処分場に対する県の考
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えについてお答えいたします。
　国は、高レベル放射性廃棄物の最終処分を実現する
ため、対話型説明会を全都道府県で開催しております。
資源エネルギー庁が公表した科学的特性マップは、火
山活動や断層活動等を客観的に整理したものであり、
実際の適地とは異なるものと認識しております。
　沖縄県としましては、最終処分場の立地は原子力発
電による電力供給を受けている地域が国と協議の上で
決定していくものと認識していることから、当該電力
供給を受けていない本県で受け入れる考えはありませ
ん。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　３条、施設・区域に関しては、い
わゆる構築、運営、維持利用、占有、警備及び管理と
いうことで、何でもできるというのが基本的なその３
条に基づく管理権ですから、これが自治体の現場では
特に今質問をしました立入りの問題、それから国内法
の適用をめぐって、いつでも地位協定改定の最大の要
求に上がってくる大きな管理権の問題ですね。
　それで今回環境部は新たな制度設計の中で、提言を
しています。その背景と内容について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　制度概要としましては、
米軍活動に起因して環境に影響を及ぼす可能性のある
事故が発生し、人の健康や自然環境に係る被害が生ず
るおそれがある場合の国による環境調査や浄化等の実
施の義務づけ、米軍活動に起因する環境汚染が疑われ
る事象が発生し、県や市町村が環境等調査を実施した
場合におけるその経費に対する国の財政支援を制度概
要として提言しております。その必要性としましては、
汚染原因者責任の原則により、米軍活動に起因する環
境問題は米軍の責任により解決すべきであるが、現行
の法体系では環境調査や浄化等の実施が米軍の判断に
委ねられ、十分な対策が講じられていないというよう
なことが理由でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そのとおりですよね。原因者負
担、汚染原因者の負担が問えれば、これは通常の環境
浄化に乗るわけですけれども、そもそも地位協定の立
てつけ自体が原状回復義務まで免除をしているという
状況の中では、一向に原因者にその汚染の負担がいか

ないと。企業局はこのＰＦＯＳの件では北谷浄水場
２億円負担をしながら、その負担もまだなお政府のほ
うには負担がいかないという状況の中でやってること
ですから、今回のこの制度提言、新規で非常に強力に
進めていただきたいというふうにも思います。
　それで、水環境について伺いますけれども、ヤンバ
ルのダム、私たちは北部ダムを県民の飲み水として最
大の水源としています。その中で中部の水源、比謝川
それから嘉手納の井戸群をはじめとする補完水源の重
要性について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　北谷浄水場の水運用につ
いては、中部水源、比謝川とか長田川の水源は非常に
重要になっています　　　　地下水も含めてですね。１日
当たり約４万トン　　　　以前でしたら取水して、供給し
ていたところです。沖縄県は離島県ということで、国
ダムが増えて最近は渇水がなくなりましたけれど、や
はり安定的な供給という意味では中部の水源も貴重な
ものだと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そうですね。５割強、北部の水源
ですけれども、中部の水源というのは４割を超えた供
給があるというふうに思いますので、このどちらか一
方が潰れると途端に水環境に影響を及ぼすというふう
に理解をしています。この間、北部のダムをめぐって
は2000年代に入ってからも例えば福地ダムにペイン
ト弾が捨てられたり、湖面周辺も含めて手りゅう弾、
照明弾、こういうのが放置をされたこともあります。
それから2017年には福地ダム流域まで400メートル
わずかのところで墜落事故もあって、これがストロン
チウムとかベンゼン、こういったものも検出されると
いう非常に水環境に途端に影響を及ぼしかねないとい
うような状況です。
　ですので、先ほどおっしゃった答弁の中でもありま
したけれども、北部ダムの実際の運用は今共同使用の
中にありますので、いつでも米軍がキープをして使用
できる環境にあるわけですね、訓練等で。その解除と
いうのは非常に重要な要求だと思いますけど、いま一
度解除に関する見解をお尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　副知事が答弁したように、
北部のダムは水源として沖縄県民にとって非常に重要
です。それが何らかの事故で中断されることがないよ
う、我々としては引き続きしっかり国を通して米軍に
も求めていくし、そういう意味で国と連携して引き続
き頑張っていきたいと考えています。
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○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それでもう一つ重要な嘉手納か
いわいの中部水源の件ですけれども、これ先ほどどち
らからも答弁ありましたように、立入調査をしてその
原因究明をしようにもその立入りすら認められないと
いうことで、５年が経過しようとしてるわけです。そ
ういう中にあって、同じように在外に基地を置く米軍
の対応というのがあまりにも違うという意味では、同
じようにドイツの陸軍基地でこのＰＦＯＳ問題が起き
ているというような情報がありますけれども、この辺
り公室長いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　ドイツのカッターバッ
ハ基地で、米軍による環境汚染が発生をしているとい
う事実がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　もう少し詳しく説明をいただき
たいんですが、昨年その対応があったと思うんですが、
いつからその問題が発覚して、米軍がどのように対応
している状況なのか、情報があればお知らせください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　星条旗新聞によると、米軍はドイツのカッターバッ
ハ陸軍基地がＰＦＯＳ等による土壌及び地下水の汚染
源であったことを認め、米軍が主体的に調査をした上
で、予算を計上した上で浄化作業を行っているという
ふうに理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　すみません。ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　未央さん　そうなんですよね。2014年に同
じようにＰＦＯＳの汚染が発覚して、早々と昨年には
米軍の予算が入って調査が行われて、環境浄化の取組
まで今進もうとしているっていうこのような同じ時期
の話です。ところが沖縄の基地では、調査どころか立
入りすら認められないというあまりの違いがその両者
に実際に起きているわけですね。そういう中で、先ほ
ど補足協定これは文化財調査には補足協定改善があっ
て、対応が今なされるようになりましたという教育長
の答弁だったんですが、この間の立入りの状況を見る
と、現に事故が起こった場合という制約があったり、
そういう意味では特に嘉手納のＰＦＯＳの県の立入り
に関しては、この補足協定もそれから例えば1973年

の合同合意もあります。2000年のいろんな共同発表
もありました。これが適用されるはずのものが適用で
きないというような状況ではないかと思うんですが、
その辺りどのように理解をしたらよろしいでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　議員御質問のとおり嘉手納飛行場においては、企業
局が平成28年６月と令和２年５月に立入調査の申請
を行っておりますけれども、防衛省と在日米軍で調整
中とのことで、いまだ立入りが実現していないという
状況にございます。これにつきまして、県が行ってお
ります他国地位協定調査では、受入国側の米軍への立
入りに関する基地の管理権について、例えばドイツで
あればボン補足協定の署名議定書により地方自治体の
立入権が明記をされているという違いがあるというこ
と、それから地位協定の環境に関する規定の違いでも
ドイツではボン補足協定の第53条で国内法の適用が
明記され、同協定第54条Ａにおきまして、米軍のあ
らゆる活動に環境保護の重要性を認識させるなど、環
境保全を目的とする規定が設けられているという違い
がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　環境部長、ちょっとお尋ねしたい
んですが、今年の４月にＰＦＯＳに関する環境の暫定
基準、それから飲用については厚生労働省の基準もほ
ぼ同時期に設定をされました。これはＪＥＧＳ等でこ
の環境基準については取り入れられたのか、その辺り
はどのような知らせがあるでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　文献によりますと、国防省訓令4715.05、米国外で
の施設における環境コンプライアンスによりまして、
米国外での施設における最終環境管理基準　　　　日本で
言いますとＪＥＧＳのことでございますけれども　　　　
に適用される基準は国の法令の中の法的執行力のある
基準に限定されていると記載されてございます。厚生
労働省の暫定目標値及び環境省の指針値は暫定的な基
準でありまして、いわゆる法的執行力を持った規制基
準ではないというふうに理解しておりまして、このよ
うなことから、ＪＥＧＳには現時点で反映されていな
いものというふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ＪＥＧＳも従来からこちらが
チェックしようのない、監視がどのようにされている
のかが日常的に捉えようがないということで、あくま
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でこれ米軍の内部規定ですよっていう限界をそもそも
持っていました。それから今回設定された暫定基準も
法的な効力を拘束力を持たないという意味では、今の
ＪＥＧＳに取り入れられない戦略的な目標にはならな
いというような今まだそういう状況が続いている。そ
れが立入りをさせない根拠になっているのかっていう
のは今憶測というか推測はできるんですけど、その辺
りの弱さが非常にこの問題を滞らせているなという感
じもしています。一方ではアメリカの国防省において
は、このＰＦＯＳに関するタスクフォースが立ち上
がっています。そのタスクフォースの取組っていうの
はどういうことをするのがタスクフォースなんでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　政府によりますと、米側は昨年７月に国防省にＰＦ
ＯＳ等の問題を取り扱うタスクフォースを設置いたし
まして、今年３月にはその報告書が公表されておりま
す。同報告書によりますと、米軍施設における有機フッ
素化合物を含む泡消火剤の使用停止、２点目として人
体に与える影響の把握、それから浄化責任を果たすこ
との３点を主に目標に掲げておりまして、一方で米国
外にある米軍基地については米国防省におけるさらな
る検討を行うと、今後対処する方法を模索するという
ふうな内容になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そうですね。軍の施設における泡
消火剤の交換とかその時期の設定とか期限を設けてと
か具体的にかなり取組を促すような非ＰＦＯＳ化とい
うことで、取組を強く進めていこうということになっ
ているようです。それから国防権限法でもこのほど具
体的に国防省の予算、それにＰＦＯＳが具体的に設定
をされたということで、報道にもありました。
　こういった中でこのタスクフォースにしろ、国防権
限法にしろ、アメリカの議会においては与野党超えて、
共和党、民主党、双方からの強い働きかけの中で、こ
の動きが非常に強まっているというふうに理解をして
います。そういう意味では、県の地位協定の改定、あ
るいはこのような立入現場でのいろんな課題も含め、
要請というのは政府のみならず国会、各政党、ここに
も強力に働きかけをするその取組が非常に重要なので
はないかと、これは議会側からのリーダーシップとい
うのが非常に問われる課題でもあります。おのおのの
日米合意の取り決めはいつでも　　　　何て言うんでしょ
うか、地域の環境に影響があるおそれがあるときにも
立入りをさせるというような条文はみんなきれいに並

んでいるんです。それが先ほど来言うように、一つも
その効力を発効するまでには至らないということに実
際はなっていて、掲げている文言と全く違っていると
いうのが沖縄の実態、課題なんですよね。そういう意
味では各政党に対する働きかけ、この辺り副知事いか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　本当にこのＰＦＯＳにつ
いては、沖縄県民の貴重な水源地からも出ているとい
うことで、県も大変重要視しておりました。企業局等
からのいろんな要請も重ねてやってきたところです。
そういった中において今議員御指摘の動きがあるとい
うのは、一定の成果が出ているかなと思います。また
ＰＦＯＳを使用しないというようなことについては、
実は負担軽減推進の作業部会においても発言がござい
まして、泡消火剤の漏出に関連して泡消火剤の速やか
な交換のプロセスを加速させていくというような話が
ございました。
　米国本土の話もございましたけれども、ぜひそう
いった方向性で泡消火剤の切替えをお願いしたいと
思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　政治サイドへのその働きかけを
強めていくというのも非常に重要な課題であると同時
に、県の主体的な取組としてなおできることがあると
いうふうに私は思います。というのも、今回この質問
通告に当たって　　　　環境部は国の基地内の調査、いわ
ゆる施設調査がこの間ずっと何十年と1970年代から
環境部が受託をして、基地の立入りをしながら調査を
してきたはずです。それが2014年あたりから止まっ
て、何で止まっているかも分からない。それを聞いた
のかということを言ったら特に聞いてもいないような
感じで、その再開を求めるというアクションも含めて
どういうふうに国が基地の立入調査を途端にやめてい
るのか。その辺りの現場の変化についてはどのように
対応をしましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時３分休憩
　　　午後６時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　議員御指摘の調査は環境
省からの委託を受けまして、基地の周辺あるいは基地
の中の処理施設の排水を調査する事業でございます。
平成25年までは、基地の中に立入りまして排水を採
取しまして調査ができておりましたけれども、26年
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度以降立入りができなくなっております。これにつき
ましては、環境省のほうから合同委員会の話合いの中
でそう決まったという説明があったと理解しておりま
す。
　沖縄県のほうとしましては、毎年どういう調査をす
るかという考えを環境省のほうに提出しておりますけ
れども、その中では基地の中の排水処理施設の採水も
加えてほしいということで、要望は出しているという
ような状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　これ本当に毅然と再開を求める
ということを明確に立場としてしないと。この間、沖
縄県がどういうふうなことを言ってきたかっていうと
沖縄県の環境、基地の中からは国内法では捉えていな
い、例えば土壌汚染対策法でも調査項目に入ってない
ような汚染物質が基地の中から度々出てくる。これが
返還されて何十年たってからも出てくると。こういう
ことがあるから調査項目自体も国内法の適用のないと
ころまで含めて調査を入れてくださいというのが皆さ
んのこれまでの要求だったはずです。現場で立ち入る
チャンスを得て、受託としてそれを続けてきたのに、
何十年と。これが止まっているということに対してあ
まりにも鈍感ではないかというふうに思うわけです。
　それも含めて我々は議会側からいわゆる沖縄県の生
活環境保全条例、これ実は全会一致で改正をして、基
地環境汚染の取組に生かしてほしいということで、そ
れは県民の要求として執行部は嫌だったけれども、つ
まり米軍に対しては、条例は及ばないんだと、国内法
令は適用されないんだと言ったが、我々はそうではな
いと。これは県の取組を規定するものだということで、
議会は全会一致で皆さんに改正を要求してその条例が
あるはずですけど、その条文改めて読んでもらえます
か、３条の２です。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　沖縄県生活環境保全条例
第３条の２「県は、県民の健康を保護するとともに、
良好で快適な生活環境を保全するため、市町村と連携
協力して、米軍基地の管理責任者に対し、公害予防の
観点から、米軍基地に起因する航空機騒音等環境問題
の軽減のための協定の締結を申し入れることができ
る。」という条文でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　どうぞ２項、３項も読まれてくだ
さい。３条の２の２、３です。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　第２項「県は、米軍基地

の返還に当たって、米軍基地として提供されている土
地の再利用を速やかに進めるため、市町村と連携協力
して、米軍基地の管理責任者に対し、前項に規定する
協定に、当該返還される米軍基地に係る土地の利用の
履歴と土壌の汚染状況等に関する情報について公表す
る（返還時の情報開示に向けた事前準備作業も含む）
旨の条項を盛り込むよう申し入れることができるもの
とする。」、第３項「県は、1973年に日米合同委員会（日
本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ
る合衆国軍隊の地位に関する協定第25条に規定する
合同委員会をいう。）において合意された合意事項に
基づき、米軍基地に起因すると思われる大気、水、土
壌の環境の汚染により、県民の健康に係る被害が生じ、
又は生ずるおそれがあると認められる場合には、環境
の汚染の実態把握及び原因究明のため、米軍基地の管
理責任者に対し立入調査を求めるものとする。」。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　この３条の２項で規定したのは
協定の締結の申入れ、それから立入調査ですね。この
ことを具体的に県としてアクションを起こしてくださ
いと、その担保としてこの条文を生かしてくださいと
いうのが我々10年ほど前、議会の中で皆さんに改正
を通じてその取組を促してきたわけですよね。そうい
う意味では副知事、海外の調査をしながら、例えばド
イツには騒音軽減委員会なるものがあって、地元の自
治体や市民団体も含めて、米軍関係者、ドイツ軍関係
者共に一つの協議をする場をつくっている。それが運
用されているということも学んだはずです。そういう
意味で私たちがこの３条の２を協定の締結を申し入れ
ることができるということも含めて、このことの取組
をどう具体化していくかということなしには、地位協
定の改定に迫る迫力、現場の重層的な動きが不断に行
われないことには、非常に説得力がやっぱり弱いとい
うように思うんです。その意味でこの保全条例の使い
方も含めて、この現場からの米軍に対する働きかけと
いうことについて取組を強く求めたいと思いますが、
いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　ただいま環境部長が読み上げましたように、また議
員からも御指摘のように、米側には確かにこの条例の
適用っていうのは難しいと思うんですが、むしろこの
条例の趣旨といいますのは県のほうにはある意味促す
と、こういった対応をしてくれというのがある意味県
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民の思い、そして議会の総意というふうに私は捉えま
した。そういった意味合いにおいてやはりこの地位協
定　　　　先ほどドイツの話もございましたけれども、自
治体のほうで、県のほうでしっかりとした取組を求め
るんだというそういった主体的な意思が重要だという
ことを、今再度認識いたしましたので、これはまた今
後関係部局としっかり議論して、その条例の趣旨に合
うような対応を今後県として取る必要があるのではな
いかと、そういうふうに感じたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ぜひ具体的な取組を期待してお
ります。
　それから最初に聞いた道路関連で、主要地方道宜野
湾北中城線、また県道24号バイパス、それから勝連
半島の南側道路、県道104号線、恩納、宜野座村、そ
れから主要地方道沖縄環状線、いずれも県民の生活に
とって本当に主要な必要な事業が立入りできないため
に滞っているということについて、改めて取組を強く
発信していただきたく質問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって通告による一般
質問及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　諮問第１号「軌道敷設に関する線路及び工事方法書
に記載した事項の変更認可申請に伴う意見について」
は、新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会に
付託の上、審査することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
  よって、諮問第１号については、新沖縄振興・公共
交通ネットワーク特別委員会に付託の上、審査するこ
とに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま新沖縄振興・公共交
通ネットワーク特別委員会に付託されました議案を除
く甲第２号議案から甲第４号議案まで及び乙第１号議
案から乙第29号議案までについては、お手元に配付
してあります議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任
委員会に付託いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　甲第６号議案を議
題といたします。

　副知事から提案理由の説明を求めます。
　富川副知事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　令和２年第７回沖縄県議会
（定例会）に追加提出いたしました議案について、そ
の概要及び提案の理由を御説明申し上げます。
　追加提出しました議案は、予算議案１件であります。
　甲第６号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算
（第９号）」は、低所得の独り親世帯等に対する臨時
特別給付金に要する経費につきまして、歳入歳出予算
額に３億4851万円を追加するものであります。
　甲第６号議案につきましては、先議案件として御審
議を賜りますようお願い申し上げます。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入ります。
　甲第６号議案に対する質疑の通告がありますので、
発言を許します。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　質疑の前に御報告を申し上げます。
　今日の新聞です。「過疎法18市町村継続へ」、新聞
報道であります。
　沖縄・自民党は、実はこれ内々に知っておりました。
ところが12月11日の最終決定後に報告したい、その
ようなことを考えておりまして、大変重要なことです
から控えておりましたけれども、やっぱり報道機関の
ほうが先ですね。報道機関は確かな情報、取材とその
ような形で報道がされます。私どもは結果責任が伴い
ますから、そこは慎重に対応したというふうなことで
す。
　私ども自民党の過疎対策特別委員会で検討して、議
員立法で年明けの国会で成立を目指しているわけであ
ります。過疎法の継続は国では決めません。それは法
律の制定が伴うからであります。自民党を中心に法案
をつくり……（発言する者あり）
○議長（赤嶺　昇君）　照屋議員。
○照屋　守之君　国会で決めて国はその法律に沿っ
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て実行する。それが成立し、実行されると……（発言
する者あり）
○議長（赤嶺　昇君）　照屋議員、質疑をしてくださ
い。
○照屋　守之君　全国の市町村やあるいは沖縄県の
過疎法の適用される市町村の役に立つことになりま
す。これが……（発言する者あり）
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時17分休憩
　　　午後６時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　ちょっと中途半端な報告になりま
したけれども、あとは新聞報道でぜひ御理解をお願い
します。
　私は沖縄県全体に係ることですから、それは県民に
対してしっかりと御報告申し上げるというそういう立
場でさせていただきました。
　それでは補正予算の質疑に入ります。
　①、国の補正予算が決まるまでの経緯の説明をお願
いします。
　②、以前にも同様な趣旨の予算が計上されたとのこ
とですけれども、当時の予算額と執行状況と今回の予
算の関係をお願いします。
　③、今回の補正予算について、国と沖縄県との協議、
市町村との調整、世帯当たりの給付額をお願いします。
　④、沖縄県は平成31年３月に独り親世帯の調査を
行って公表しております。これは平成30年８月１日
現在の独り親世帯の状況でありますけれども、今回の
補正予算、この全世帯が給付の対象になるのか伺いま
す。
　⑤、県下41市町村への対応、市町村ごとの給付額、
市町村ごとの対象世帯。
　⑥、給付される予算はもう既に準備をされているの
か伺います。
　⑦、全市町村で年内に給付されるか伺います。
　⑧、これまでのコロナ予算の執行率は10月末現在
で64％との報告がございました。保健医療部におい
ては34％とのことであります。仮に執行残となった
ときに最終的に国に返すことになるのか。あるいはま
た今回の予算はどのようになるのか伺います。
　⑨、これまでコロナ対策の予算は国の行動計画に
沿ったものだと考えております。今回もその理解でよ
いか伺います。
　⑩、今回の補正予算について、国の責任が問われる
ことがあるのか伺います。
　⑪、今回支援に漏れた独り親世帯の支援をどのよう

にするか伺います。
　⑫、今回の補正予算は全て国からの予算に伴うもの
であります。なぜそれに合わせて県予算も組み、コロ
ナ対策をしないのか伺います。
　⑬、今回の補正予算は独り親世帯の支援の予算であ
りますけれども、これまでの補正予算で社会福祉施設
や障害者の支援については既に実施されているものと
思います。御説明を願います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　照屋守之
議員の御質問にお答えしたいと思います。
　１番、国の補正予算が決まるまでの経緯についてと
いう御質問でございますが、国においては、独り親家
庭の厳しい生活実態を踏まえ、12月４日の菅首相の
会見において、緊急的な手当てとして独り親世帯に対
し予備費により、臨時特別給付金の支給を行うことを
表明したものであります。
　２番目、以前にも同様な趣旨の予算が計上されたと
のことだが、当時の予算額と執行状況、今回の予算の
関係についてという御質問でございます。
　１回目の臨時特別給付金の県の予算額は、６億545
万円でございました。執行済額でございますが、11
月末時点で４億7718万円となっております。今般、
補正予算を計上している臨時特別給付金につきまして
は、１回目の給付金の受給者に再支給を行うという趣
旨でございますので、これまでに支給を行った１回
目の臨時特別給付金の実績額３億4891万円に基づき、
ほぼ同額の３億4851万円を計上しているところでご
ざいます。
　御質問の３番目、補正予算について、国と県との調
整、市町村との調整、世帯当たりの給付額についてお
答えいたします。
　12月４日、菅首相が会見において臨時特別給付金
の支給を表明しておりますが、それ以前においては国
から県への当該給付金の再支給について事前の通知等
はなく、12月４日の会見後に情報提供がございまし
た。
　県におきましては、これを受け、同日中に市町村へ
年内に確実に支給が行われるよう連絡をしておりま
す。１世帯当たりの給付額でございますが、１世帯第
１子５万円、第２子以降は一人につき３万円が支給を
されます。
　次に御質問の４番目、平成31年３月の独り親世帯
調査の全世帯が給付の対象になるのかという御質問で
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ございますが、今般の臨時特別給付金は１回目の臨時
特別給付金の受給者に再支給を行うものでございまし
て、その対象は令和２年６月分の児童扶養手当の受給
者を主な対象者としております。その他の対象者とい
たしましては、公的年金給付等を受けていることによ
り児童扶養手当の支給を受けていない者、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受け直近の収入が児童扶養手
当の対象となる水準に下がった者、あと令和２年７月
分以降の児童扶養手当受給者ということになります。
　次に５番目、県下41市町村への対応ということで、
市町村ごとの給付額、市町村ごとの対象世帯につい
てでございますが、今般の臨時特別給付金の支給対
象となる世帯数及び支給額は令和２年11月末時点に
おいて、県が所管する町村部では、4888世帯、３億
4851万円、県内11市の支給分は１万8609世帯、12
億4786万円、県全体で２万3497世帯、15億9439万
円を見込んでいるところでございます。
　次に御質問の６番目、給付される予算は準備されて
いるかという御趣旨の御質問でございますが、県が所
管する町村部につきましては、今定例会で計上してい
る補正予算により給付を行います。県内各市について
は、年内支給に向け既決予算補正の計上、または予備
費による予算措置を検討していると聞いております。
　次に７番目、全市町村で年内に給付されるのかとい
う御質問でございますが、町村を所管する県におきま
しては、年内支給に向けただいま準備を進めておりま
す。県内11市につきましても、年内支給に向け今後
予算措置を講じ、準備をしているというふうに聞いて
おります。
　次に御質問の10番目、今回の補正予算について国
の責任が問われることがあるのかというような御趣旨
の御質問でございますが、今般の臨時特別給付金につ
きましては、国において独り親家庭の厳しい生活実態
を踏まえた緊急的な手当てとして支給が決定されたも
のと理解しております。
　県におきましては、このような趣旨を踏まえ年内支
給を確実に行うよう努めますとともに、給付を必要と
している独り親世帯に確実に給付されるよう周知を
図ってまいります。
　次に御質問の11番目、今回支援に漏れた独り親世
帯への支援についてでございますが、新型コロナウイ
ルス感染拡大による独り親世帯への影響につきまして
は、収入の減少ですとか食事等の不安、養育に対する
不安などが関係団体に寄せられていると聞いておりま
す。
　県におきましては、独り親を含む生活困窮世帯を対

象に生活福祉資金の特例貸付でありますとか、住宅確
保給付金の御紹介などを行っているところでございま
す。また、独り親向けには就職に有利な資格取得講座
の拡充なども行っているところでございます。引き続
き独り親世帯の支援に取り組んでまいります。
　次に御質問の13番目、これまでの補正予算で実施
されている社会福祉施設や障害者の支援についてお答
えいたします。
　子ども生活福祉部では、今回の11月補正を含めた
コロナ関連補正予算として約347億円を計上し、様々
な支援をしております。これまで社会福祉施設等への
支援といたしまして、介護、障害者福祉施設等の職員
に対する慰労金の支給をはじめ、高齢者介護、障害者
福祉施設、児童福祉施設に対し衛生用品の購入や事業
継続に必要な係り増し経費等への支援を行っておりま
す。さらに生活困窮者への住居確保給付金や生活福祉
資金の特例貸付等、生活困窮者への支援等につきまし
ても取り組んでいるところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　御質問の８番目、コロナ
対策関連予算に執行残が生じた場合の取扱いについて
お答えいたします。
　コロナ対策関連予算につきましては、主に包括支援
交付金、臨時交付金を活用して対応しているところで
すが、両交付金につきましても執行残が見込まれる予
算をコロナに対応した新たな事業に組み替えるなど、
限られた財源を効率的・効果的に活用できるよう取り
組んでいるところです。また、今回の補正を含めまし
て交付金を翌年度に繰り越して活用できるよう、全国
知事会等とも連携して国に求めてまいりたいと考えて
おります。
　次に12番目、国の追加経済対策と連動した補正予
算の計上についてお答えいたします。
　国におきましては、12月８日に決定された追加経
済対策を踏まえ、現在2020年度第３次補正予算案の
編成が進められておるところであり、今後閣議決定を
経て来年１月召集の通常国会冒頭に補正予算案を提
出、速やかな成立を目指す方針であると承知しており
ます。
　今回の12月補正は、12月４日に菅内閣総理大臣が
年内に再支給をすることを表明いたしました、低所得
の独り親世帯等に対する給付金に要する経費を計上す
るものであります。速やかに年内支給を実現するため
事務を進める必要があることから追加提案を行ってい
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るものでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　照屋守之議員の御
質問の９番目、国の行動計画についての御質問にお答
えいたします。
　新型インフルエンザ等対策特別措置法の第６条に基
づきまして、政府は新型インフルエンザ等の発生に備
えて新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を
定め、その政府行動計画の中で国民生活及び国民経済
の安定に関する措置を定めるものとされております。
新型インフルエンザ等対策政府行動計画では、国民の
生命及び健康を保護するための都道府県の役割とし
て、市町村と緊密な連携を図り、住民の生活支援等を
的確に実施することが求められております。今回の補
正予算、これまでの補正予算につきましても、政府の
行動計画に沿ったものであると認識をしているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時35分休憩
　　　午後６時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　再質問を行います。
　総務部長、先ほどこれまでのコロナ予算執行残は返
すことなく翌年にということも含めて対応できるとい
うふうなことですけれども、そうなるとこのコロナの
予算で国からそれぞれの都道府県しっかり使ってくだ
さいよというふうに予算を組んでも、沖縄県がそれに
対応せずにどんどん逃して、挙げ句の果ては翌年に繰
り越すということになると何のためのコロナ対策に
なっていくんですか。本来は国がそういうふうな予算
を組む、国は全責任を負って予算を組んでそれぞれの
市町村も対応するということですから、そこは県は事
前にきちっと国から出てくる予算に見合うような対策
を講じてその期限内に執行していく、予算を残さない、
ましてや翌年に繰り越してやっていく。これはおかし
いんじゃないですか。こういうような予算の活用とい
うのは県民の立場からすると、理解できませんよ。で
すから改めてそうなるとコロナ関係の予算のチェック
をしっかりやらないといけないんじゃないですか。そ
こをまずお答え願います。
　先ほど、国の責任についてという問いをしましたけ

れども、年内に給付、それぞれの市町村も含めてそう
いう対応でやると、これまでこのような国の対策、例
えばそれぞれの市町村の対応ができていないとかとい
うようなこともある中で、とどのつまりはこれは国の
責任だという、そういうようなことになりかねません。
濃厚接触者のそういう判定も結局国の基準が曖昧だと
いう形になって、あたかも国が悪いかのような形に
なっています。ですから、このような予算の活用、例
えば年内にしっかりそれが対応できないときの責任は
どうするのか。どう対応するのか。国に対する批判が
出たときに県はどうするのか。そこは非常に重要なこ
とだと思いますよ。
　よろしくお願いします。
　先ほど社会福祉施設の障害者への支援についての御
報告ありましたけれども、この障害者支援あるいは障
害福祉サービス事業所、施設、そこに対する支援。特
に障害者については基礎疾患を持っている障害の皆様
方は大変ですね。ですからそこのこれまでの取組、先
ほど御報告ありましたけれども、再度その確認と社会
福祉施設で働く人を対象にコロナ検査を実施するとい
うことがあったと思うんですね。これは介護施設、障
害者施設あるいは保育施設、そういう検査とか支援体
制がもう既に終わったのか。そこも含めて改めて御説
明をお願いします。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時40分休憩
　　　午後６時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　繰越しに関する再質問に
お答えいたします。
　包括交付金、臨時交付金など国の補助金、交付金な
どにつきましては、制度として繰越しが認められてい
る部分がございます。ただ、この臨時交付金、包括交
付金についてどうなるかについてはまだ政府から具体
的な方針は示されておらず、私どももその情報収集に
当たっているところでございます。
　一方で12月８日に政府が閣議決定いたしました総
合経済対策、国民の命と暮らしを守る安心と希望のた
めの総合経済対策ですが、その中には臨時交付金1.5
兆円、そして包括支援交付金につきましても病床の確
保でありますとか、宿泊療養施設の確保のために増額
をするという項目が入っております。それは令和３年
度に向けてのものということで、制度的に恐らくは国
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としても切れ目のない感染対策をやるために何らかの
形で次年度にも使えるような形を検討しているものと
思っております。
　いずれにしても執行できるものについてはしっかり
と執行していき、感染対策の状況も踏まえまして、国
の３次補正の内示等も踏まえましてきちんと感染対策
に万全を期するようにやっていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　年内に給
付できなければどうするのかというような御趣旨の再
質問にお答えしたいと思います。
　今回の臨時特別給付金は町村部につきましては、県
がまとめて支給事務を行います。したがいまして、支
給事務を行うのは11市と県ということになっており
ます。
　県におきましては、年内の支給に向け今回予算を御
審議いただきまして給付のための準備も進めていると
ころでございます。先ほども答弁申し上げましたが、
11市におきましてもその方向で作業を進めていると
いうところでございます。年内に支給をするというよ
うな今回の趣旨を踏まえまして、しっかりと支援を届
けられるように準備を進めてまいりたいと考えており
ます。
　次に、障害者支援について、あと障害福祉サービス
事業所への支援についてどうなっているかというよう
な御趣旨の御質問でございました。
　今回のコロナウイルスへの影響を受けまして、例え
ば障害者の就労支援事業所等におきましては、生産物
の売上げが落ちたりというようなことが起こっている
ようでございます。通常ですと給付費を工賃に充てる
ことはできないわけですけれども、その辺りの柔軟な
取扱いが認められているということに加えまして、ま
た相当額減収している一定の要件を満たす就労支援事
業所に対しましては、また事業所当たりの支援等も予
算措置をしたところであり、支援に取り組んでいると
ころでございます。
　また障害者の皆様に対しましては、生活に困窮をさ
れている場合でしたら生活困窮者の自立支援窓口等を
御案内しているところでございまして、引き続きコロ
ナの影響を受けてお困りの方々への支援について取り
組んでまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。

　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第６号議案につい
ては、総務企画委員会に付託いたします。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時46分休憩
　　　午後６時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第４　議員提出議案第１号　沖縄県新型コロナ
ウイルス感染症等対策に関する条例の一部を改正する
条例を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　大城憲幸君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議員提出議案第１号　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　お疲れさまです。
　それでは提案理由を御説明するにあたり、まずこの
場をお借りして、今なお新型コロナウイルス感染症の
感染拡大が続く中において、その最前線で従事されて
いる医療従事者の皆様をはじめ、感染拡大のさなかに
あっても県民生活が滞りなく進むよう御尽力をされて
いる全ての関係者の皆様に対し、深く感謝を申し上げ
るとともに、このたびの新型コロナウイルス感染症の
罹患により亡くなられた方々に哀悼の意を表します。
　ただいま議題となりました議員提出議案第１号につ
きまして、提出者を代表して提案理由を御説明申し上
げます。
　提案理由は、県内において新型コロナウイルス感染
症が急速に蔓延している状況に鑑み、新型コロナウイ
ルス感染症対策を強化するため、来訪者等に対する新
型コロナウイルス感染症等に係る検査及び医療体制の
整備、離島及び僻地における新型コロナウイルス感染
症等対策の実施、その他必要な措置等を定める必要が
あるためであります。
　次に、本条例の内容について、その概要を御説明申
し上げます。
　初めに第３条、第６条及び第６条の２において、議
会への報告として、知事は、新型コロナウイルス感染
症等対策本部等を設置または廃止したときはその旨を
同対策本部等を設置している間においては県内におけ
る新型コロナウイルス感染症等の流行状況、対策の概
要及びその成果等を、それぞれ議会へ報告しなければ
ならないこととしています。
　第７条第１項において、患者等の人権尊重として、
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県は、新型コロナウイルス感染症等の患者等の人権を
尊重しなければならないこととしています。
　第８条の２において、検査及び医療体制の整備等と
して、県は、的確かつ迅速な新型コロナウイルス感染
症等対策その他の措置等を実施するため、検査及び医
療体制の整備拡充に努めることとしています。
　第８条の３において、離島及び僻地における新型コ
ロナウイルス感染症等対策の実施として、県は、離島
及び僻地の実情に応じた新型コロナウイルス感染症等
対策の実施その他必要な措置を講ずるよう努めること
としています。
　第８条の４及び第７条の第３項において、来訪者等
に対する検査体制の整備等として、県は、島嶼に来訪
する者に対する新型コロナウイルス感染症等に係る検
査体制と来訪者等に係る新型コロナウイルス感染症に
関する情報の収集や提供体制の整備、その他の必要な
措置を講ずるよう努めることとし、併せて、県の責務
として県民や事業者のほか来訪者からの相談に応じる
こと、その他必要な措置を行うよう努めることとして
います。
　第８条の５において、積極的な情報公開として、県
は、新型コロナウイルス感染症等対策に関する情報を
積極的に公表しなければならないこととしています。
　最後に、施行期日については、県内において新型コ
ロナウイルス感染症が急速に蔓延し、その対策を強化
することが喫緊の課題であることに鑑み、公布の日よ
り施行することとしております。
 以上、提案理由を御説明させていただきました。慎
重に御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い
申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時52分休憩
　　　午後６時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより質疑に入ります。
　本案に対する質疑の通告がありますので、順次発言
を許します。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　質疑を行う前に、私は昨日、条例の
改正についての質疑をすることになって、今の県条例
とか改正案を勉強させていただきました。特に人権の
尊重、議会への報告、積極的な情報の公開など、現在
の条例で進められているコロナ対策の実務と照らして
様々なことを考えさせられました。今改めて県民の代

表としての議会の在り方も含めて考えるいい機会にな
りました。
　それでは、伺います。
　条例の改正案に至った理由の説明をお願いをしま
す。
　２番目に、提案理由に感染症対策を強化するためと
ありますけれども、改正部分、①、議会への報告、②、
検査及び医療体制の整備等のための措置、③、離島及
び僻地における新型コロナウイルス感染症等対策の実
施、④、島嶼に代表するものに対する措置、⑤、積極
的な情報の公開について説明を願います。
　この説明は、なぜこれが出てきたかというその背景、
それをお願いをします。
　３点目、県条例の改正に伴う予算との関係を説明願
います。
　４、コロナ対策条例は県がつくったものであります。
今回の改正案はそれを補うものとして捉えていいのか
伺います。
　５、改正案を提案する過程において、国の関係法令
や有識者等の意見聴取も行ったのか伺います。
　６、法的な専門家の判断、これは条例改正について
ですけれども伺います。
　７、今沖縄県のコロナ対策の実施について、対策本
部の議事録がなく、概要での記録となっております。
マスコミや議会でも指摘をされておりますけれども、
改善がされておりません。今回の改正案の議会への報
告、あるいは積極的な情報公開によって改善をされる
のか伺います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　照屋守之議員、ありがとうございま
す。
　それで、まず条例案の改正に至った理由の説明とい
うことで、必要性についてからお答えをさせてもらい
ます。
　今回提出させていただきました条例案は、県内にお
いて新型コロナウイルス感染症が急速に蔓延している
状況に鑑み、今後の本県の新型コロナウイルス感染症
対策の在り方を示し、感染症対策を強化する必要があ
ることから提出をさせてもらっております。
　次の２点目、部分の概要についての説明ということ
でよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時58分休憩
　　　午後６時59分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○當間　盛夫君　今回提出させていただきます条例
は、まず議会の報告として知事に対し第３条において
沖縄県対策本部を置いたときには、その旨を議会に報
告することとしております。そして、また第６条の２
においては、沖縄県対策本部等が設置されたときから
廃止されるまでの間、招集された定例会において県内
における新型コロナウイルス感染症の現状、状況に関
する事実等を報告することを定めております。
　次に、検査及び医療体制の整備として、第８条の２
において、県は新型コロナウイルス感染症等対策及び
関係法令の規定により措置等を的確かつ迅速に実施す
るため、検査及び医療体制の整備拡充に努めることと
しております。
　次に、離島及び僻地における新型コロナウイルス感
染症等対策の実施として、第８条の３において、県は
医療体制が脆弱な離島及び僻地において地域の実情に
応じた新型コロナウイルス感染症対策の実施その他の
必要な措置を講ずるよう努めることとしております。
　次に、来訪者に対する検査体制の整備として、第８
条の４において県は島嶼に来訪する者に対する新型コ
ロナウイルスの検査の提供体制と来訪者に係る新型コ
ロナ感染症に関する情報の収集、提供体制の整備その
他の必要な措置を講ずるよう努めることとしておりま
す。
　次に、積極的な情報公開として、第８条の５におい
て県は新型コロナウイルス感染症対策及び関係法令の
規定による措置等に関する情報を積極的に公表しなけ
ればならないこととしております。
　本条例の改正の予算との関係ということで、予算措
置の必要についてでありますが、今回提出した条例は
これまで実施されている新型コロナウイルス感染症対
策をさらに強化するために必要な措置等を条例で明確
に示し、根拠づけをしたものであり、直ちに予算措置
を義務化するものではないと考えております。
　コロナ対策、県がつくった　　　　今回の改正案は補う
ものなのかということで現行の条例を改正することの
分については、現行の条例は、議員御承知のとおり県
対策本部の設置要件、県、県民及び事業者の責務を定
めております。
　今回提出させていただきました条例案は、県内にお
いて新型コロナウイルス感染症が急速に蔓延している
状況に鑑み、今後の本県の新型コロナウイルス感染症
対策の在り方を示し、感染症対策を強化することを目
的としております。その内容といたしましては、現在
の条例に新型コロナウイルス感染症その他の感染症の

急速な蔓延に対し、島嶼で構成され、観光産業を柱と
する県経済を含め本県の置かれている状況等を踏まえ
た医療体制の整備拡充や離島地域等の事情に応じた対
策など必要な措置等の規定を設けるものであり、現行
の条例に現在必要とされている規定を補うというもの
になっております。
　国の法令等との整合性で法的な専門家の判断につい
ては関連しますので一括でお答えしますが、本条例案
の作成に至っては、新型コロナウイルス等対策特別措
置法や感染症法令の関係法令の規定を精査し、その解
釈及び適用範囲の確認等を行っております。また、条
例化するに当たっては、法的問題点の把握及び条例案
の条文の作成についても整備を行ってきたところであ
ります。
　議事録がなく概要での記録となり、マスコミに指摘
され改善されていない、積極的な情報公開についてお
答えをいたします。
　新型コロナウイルス感染症に関する情報の提供が県
民等の同感染症等に対する正しい理解、予防、対策等
への協力を得るために、重要な役割を果たすものと認
識をしております。そこで条例案では、県が実施する
新型コロナウイルス感染症等対策その他の趣旨等に関
する情報について、例えば、県対策本部の議事録のよ
うなある特定の文書に限らず、可能な限り積極的に公
開されるべきものと考えております。
　以上ですが、よろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　ありがとうございました。
　再質疑、改正案７条の１項に係る部分、患者等の人
権の尊重を加えております。
　私はこのコロナ条文に人権の尊重を入れ込むことは
非常に重要なことだと思っております。特に私は陽性
になり迷惑をかけたという立場でもありますけれど
も、やっぱりこれは人権の尊重は必要だろうと思って
いるんですね。現在のコロナ対策の条例に人権の尊重
という文言がありますか。それを教えてもらえません
か。同時に国のコロナ対策法、その国の法律には人権
や権利に関する条文、これがあるか提案者はお願いで
きますか。
　次に、県議会への報告ですけれども、国の法律では
議会との関係はどうなっておりますか。伺います。
　私は国の法律では沖縄県が行動計画をつくったら議
会に報告するという、国の法律にその条文があると
思っております。今の県の条例を見るとそれがないで
すね。その整合性も含めて提案者はどのように考えて
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いるのかお願いをします。
　議会での報告です。
　これも国の法律ではそういう議会の対応もあります
けれども、我が沖縄県の条例では議会への対応が入っ
ていない。入っていなくて議事録の公開もなされてお
りませんから、なかなか我々は県民の代表としてコロ
ナ対策がどのように行われているかということを知る
よしもない。一般質問でやる、委員会でやるというこ
とをやっても限られています。
　ですから、今回の条例、議会への報告というのは、
先ほどから申し上げておりますように、議事録の整
備がされていないということも考え合わせていくと、
やっぱりそこはコロナ対策の対応としてこの条例に議
会への報告という条文というものが必要ではないのか
なと考えておりまして、議会への対応を入れた提案者
のほうからも再度またお願いをしたいと思います。
　もう一つ、情報公開があります。
　これは今県も本庁ではそういうふうな下でやってお
りますけれども、事コロナ対策に対してはそういうも
のが弱いような感じがするんですね。県民の命と暮ら
しに係る緊急事態と言ってもいいこのコロナ対策の取
組で、やっぱり対策本部を中心とするその対策がなか
なか公表されていないという、こういう事態はやっぱ
り変えていく必要があるのかなという思いがしており
まして、その点から情報公開について再度お願いしま
す。
　同時にまた、離島や僻地への対応です。
　これ大変重要であります。私どもも与那国も石垣も
宮古も行ってまいりましたけれども、それぞれの課題
を何とか聞き取って、あるいはまた沖縄振興計画は来
年終わりますから、次の振興計画に向けて様々なこと
を勉強しようということで対応してきました。もう離
島は逃げ場がないんですよ、逃げ場がない。ですから
改めてこの条文にこのような離島・僻地ということを
記して対応するということは、やっぱり必要かなとい
うふうな思いがします。
　楽天イーグルスが久米島でキャンプを張る、コロナ
の影響で沖縄本島でやらざるを得ないという状況にな
りました。そのことによって、久米島の島自体がどう
なっていくかということですよね。やっぱり経済的に
も非常にその影響はあるわけです。ですからやっぱり
我々はそういう離島とか僻地をこのコロナから守って
いくという、そういうことに力を入れて取り組むとい
うためには、この条例というものについてしっかり考
えてみる必要があるのかなという、今回そのような形
で今考えております。

　質疑になったかどうか分かりませんけれども、思い
は伝えました。思いで返してください。
　お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時10分休憩
　　　午後７時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　照屋守之議員、ありがとうございま
した。
　再質問について、抜けていたら指摘をしていただけ
ればというふうに思いますが、人権尊重の件に関して
であります。人権尊重の規定を設けることについて及
び法に関する人権尊重規定については、関連しますの
で一括で答えさせてもらいますが、現行の条例では第
８条第３項において県民及び事業者の責務として患者
等に対して不当な差別等をしてはならないという定め
があります。一方で県が実施する新型コロナウイルス
感染症等対策は法に定めるもののほか県条例を根拠に
行われるものもあることから、その点においては条例
においても改めて人権尊重規定を整備する必要がある
と考え、人権尊重規定を設けることとしております。
また新型コロナウイルス感染症対策特別措置法におい
ては、第５条において新型インフルエンザ等対策を実
施する際の人権尊重の規定が設けられております。
　次に、国の法律、議会の関係、現状の条例、議会の
報告、議会の対策の成果がどう反映されるかというこ
とであるんですが、位置づけ、報告、３点関連してあ
りますので、議会は知事とともに地方公共団体を構成
する組織の一つであり、県民生活や県経済に多大な影
響を与える新型コロナウイルス感染症等の在り方など
を議論することは県民から直接選挙で選ばれた議員の
果たすべき重要な役割の一つであると認識しておりま
す。その上で、新型コロナウイルス感染症等に関する
情報が議会として議論するための基礎資料となるこ
と。２点目、一方で実際に事務を執行する知事、執行
部と比べ議会自らが把握できる情報が極めて少ないこ
となどに鑑みると、知事、執行部から議会への情報提
供は県民の負託に応えるためにも極めて重要であるこ
とから、県を挙げて新型コロナウイルス感染症対策を
実施するためにも、議会への情報提供を含め、報告は
重要であると考えております。
　なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法では都
道府県行動計画を作成したときの議会への報告規定が
あり、現行の条例では議会の報告等に関する規定はご
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ざいません。
　積極的な情報公開、この分は所見というところもあ
るかと思うんですけれども、お答えをしたいと思って
おります。
　新型コロナウイルス感染症に関する情報の提供が県
民等の同感染症に対する正しい理解、予防・対策等へ
の協力を得るために重要な役割を果たすことに鑑み、
感染症の病原性の程度等、感染病症に規定される情報
はもとより、県が実施するコロナウイルス感染症対策
に関する情報については、積極的に公開する必要があ
るというふうに思ってこの条例をさせてもらっており
ます。
　離島における対策を求める規定の必要性について
は、離島・僻地や医療体制が脆弱であり、周辺の医療
機関へのアクセスも容易でないことから、新型コロナ
ウイルス感染症の新規感染者が確認されると短時間で
急速に蔓延するおそれがあります。また、感染者への
医療提供のために脆弱な医療体制の中で多大な医療資
源を用いる必要があることから、新型コロナウイルス
感染症患者以外の患者等への医療の提供に大きな影響
を与えることが考えられますので、離島等の状況に応
じた対策を取ることは不可欠であることから、今回の
条例案で新たに離島と僻地ということで規定を設けさ
せているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時14分休憩
　　　午後７時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　すみません。
　一番最初の人権の部分で最後になるんですが、新型
コロナウイルスと言ったらしくて、新型インフルエン
ザ等対策特別措置法においてはと、５条において新型
インフルエンザ等の対策を実施するための人権尊重の
規定が設けられていると。インフルエンザ等にこの人
権のものがあるということですので訂正いたします。
　おわびいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時15分休憩
　　　午後７時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　お疲れさまです。

　今、新型コロナウイルスの感染拡大をどのように防
いでいくのか。今大切なのは行政、医療機関、そして
関係者の皆さん、県民が力を合わせてその対策に取り
組むことだと思います。その上で、ただいま提案され
ています条例案について、幾つかの疑問について確認
をさせてください。
　最初に１番、県議会は今年の７月に、新型コロナウ
イルス感染拡大防止に向けて、県の責務などを定めた
現行の条例を全会一致で可決しております。現行条例
の第５条では、この新型コロナ対策は「対処方針に基
づき総合的に実施する」と規定されております。検査
体制や医療体制、離島への対応、そして人権の尊重な
どの方針も既にこの対処方針の中に書かれておりま
す。なぜこの対処方針に基づき総合的に実施されてい
るのかというと、例えばこれから有効な感染防止対策
やあるいはワクチン接種が始まる場合においても、条
例改正の手続を得なくても臨機応変、迅速に対策が取
れるように、こうしたことでこの対処方針に基づきと
いうことが第５条で書かれています。そういうことを
踏まえた上で、今回条例改正となっておりますが、対
処方針に基づく実施のほうが柔軟な対応ができるので
はないか、この点が１点目です。
　２点目、御提案されております改正案の第８条の４
を読ませていただきました。これは島嶼の来訪者につ
いて、本土から沖縄に来る場合、あるいは離島から沖
縄に来る場合、離島から離島に渡る場合、こうした島
嶼の来訪者について全ての県民と観光客を対象に、沖
縄県が検査を実施すべきという規定なのか。これを確
認させてください。
　３点目、もしそうであるとすれば、この空港での検
査体制について現在も国の那覇検疫所に御協力いただ
いております。しかし、これ全て県が対応するとなる
とこうした検査体制はどうするのでしょうか。またそ
の医療体制も逼迫している中で医療現場に混乱をもた
らさないか、これが心配であります。条例改正案につ
いて医療関係者や那覇検疫所の意見はどのようなもの
だったのでしょうか。
　４点目、もしそうであればその検査に係る試算はど
のようなものなのか。財源問題はどのようにお考えな
のかお聞かせください。
　最後５点目ですが、地方自治法222条では予算を伴
う条例案のときは、必要な予算上の措置が見込まれる
までの間は提案してはならないと解されております。
執行部との調整はどのような意見があったのか教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
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　　　〔新垣光栄君登壇〕
○新垣　光栄君　比嘉瑞己議員の質問にお答えいた
します。
　まず１問目、現行条例の規定により対処方針に基づ
き実施することが適切ではないか、との御質問につい
てお答えいたします。
　今回提出をさせていただきました条例案は、御指摘
の対処方針に基づく臨機応変かつ迅速な対策を妨げる
趣旨ではなく、これまでに実施されている医療提供体
制の整備拡充等の取組を含む新型コロナウイルス感染
症対策をさらに強化するために必要な措置等を改めて
条例で明確に示し、根拠づけをしたものであります。
　次に質疑の２、第８条の４の趣旨についてお答えい
たします。島嶼県に来訪する者に対する趣旨でありま
す。
　条例案では、安心して観光等の活動が行えるよう、
県外から本県に来訪し、または県内の離島を来訪する
県民及び来訪者に対する支援の一環として、来訪者等
による自発的な検査の受診の意向がある場合に、適切
に検査を受けられる機会を提供する体制の整備を求め
るものであります。
　続きまして御質問の３、関係機関の意見についてど
のような意見だったのかということにお答えいたしま
す。
　観光業を主要産業とする県経済の立て直しと県民の
生命・健康の保護の両立を図るためには、来訪者等に
対する検査体制等の整備を含め、これまでに整備され
た体制を維持しながら、さらに新型コロナウイルス感
染症対策の強化に取り組む必要があり、対策の強化の
ためには、今後、医療機関や那覇検疫所等の関係機関
との調整が必要と考えております。
　次に質問の４について、検査に要する費用と財源に
ついて、そして質問の５、地方自治法第222条との関
係については、関連いたしますので一括してお答えい
たします。
　御指摘の地方自治法第222条については、議員提出
条例案の提出の際には、その趣旨を尊重することとさ
れております。しかしながら今回提出した条例案は、
これまでに実施されている新型コロナウイルス感染症
対策をさらに強化するために必要な措置等を条例で明
確に示し、根拠づけをしたものであり、直ちに予算措
置を義務化するものではないものと考えております。
　その中で新型コロナウイルス感染症対策の強化に要
する予算としては、これまでに８回、今回の定例会を
含めて９回にわたって補正予算が計上されております
が、新型コロナウイルス感染症対策の強化に必要な予

算上の措置が適切に執行部で講じられているとの認識
を持っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　どうもありがとうございました。
　２回目の質疑です。
　この水際対策についてなんですが、提案者もこの改
正案の大きな目的の一つになっていると思います。こ
の水際対策は私たちも重要だと考えています。このコ
ロナ対策の基本はやっぱり徹底した検査体制を整備す
ることだと思う。これは沖縄だけではなく、日本全体
にとっても共通した課題です。しかし今、日本の現状
は行政検査を増やせば自治体の財政負担も増えてい
く。地方の財政負担が大きな壁となっています。コロ
ナ対策の基本である、徹底した検査体制については自
治体任せにするのではなく、政府が責任を持って全額
国庫負担の検査の仕組みをつくることが重要だと考え
ております。それを踏まえて質問をいたします。
　先ほどこの改正案の８条の４についてお尋ねしまし
たら、条例改正案が基本的には今ある条例をさらに強
化したいということでした。８条の４については、今
後自発的な検査を移行していく場合っていうことで新
たな取組になると思います。やはりそうした検査をす
るに当たっては、それなりの財政が必要になってくる
と思います。この条例改正の目的でもある来訪者への
検査について実施した場合の検査費用の試算とかは
行っていないのか、この点を改めてお聞かせくださ
い。その場合、県の財政負担はどのようになるとお考
えなのかを聞かせていただきたいと思います。そして
またこの財源問題で国が検査体制を支援するのであれ
ば、知事も知事会を通して訴えているように、私はこ
の来訪者への検査よりも出発地で検査をする方法が有
効だと考えています。この点については皆さんはどう
でしょうか。
　それと今後、那覇検疫所や医療機関の皆さんとの意
見交換は今後行っていきたいということなんですが、
やはり私たち議会と執行する側の執行部は車の両輪だ
と思います。今その実施に当たって奮闘されている県
の対策本部の意見はどのようなものだったのか、お聞
かせください。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時27分休憩
　　　午後７時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　新垣光栄君。
　　　〔新垣光栄君登壇〕
○新垣　光栄君　ありがとうございます。
　再質問にお答えいたします。
　まず再質問の１つ目、検査体制の費用はどう見積
もってるかということに対してお答えいたします。
　今回提出した条例案は、これまでに実施されている
新型コロナウイルス感染症対策にさらなる強化をする
ために必要な措置を条例で明確化し、根拠づけるもの
としており、直ちに予算措置を義務化するものではな
いということを先ほども述べておりますけれども、そ
う考えております。
　そして、２番目の質疑ですけれども、検査体制に対
して出発地で行うべきではないかということに対して
お答えいたします。
　本条例は、新型コロナウイルス感染症対策の強化の
一環として来訪者に対する検査体制を整備することを
求めているものであるが、いわゆる到着地主義を採用
する趣旨のものではなく、出発地においても検査する
ことを妨げるものではないと考えております。ですの
で、いわゆる水際対策として、来訪者が出発地で検査
を行うべきか、そして到着地で行うべきかはそれぞれ
の意見があると思いますけれども、この検査体制に対
しては、出発地も到着地も検査においては妨げるもの
ではないと考えております。
　３番目に、検査体制の主体性についてお答えいたし
ます。
　来訪者に対する検査の実施主体についてはこれまで
国において行うべきとの意見と都道府県で行うべきと
の意見があることは理解しております。本条例案は、
新型コロナウイルス感染症対策の強化の一環として来
訪者に対する検査体制を整備することを求めるものに
すぎず、検査の実施について必ずしも国や民間部門の
協力を得ながら整備等に努めることを排して県だけで
直接体制を整備することを求める趣旨でないというこ
とから、その検査の実施方法や実施主体を含む体制整
備の在り方について何ら特定するものではないと考え
ております。
　最後に、４番の執行部や医療機関等の関係団体から
の意見を聞くべきではないかということの再質問にお
答えいたします。
　条例案の提出に当たっては、新型コロナウイルス対
策の現状と課題について、新型コロナウイルス感染症
に係る取組検討小委員会における審議や会派における
勉強会を通して把握に努めてきたところだと考えてお
ります。執行部の意見に関しては、そう考えていま

す。その上、今回検査及び医療体制の整備等を強化す
る必要があるとの考えから、条例の改正案を提出する
に至っております。
　また今度委員会等も開かれると思いますので、その
中でまた執行部の意見等を聞いていただきたいと思い
ます。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時33分休憩
　　　午後７時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩いたします。
　　　午後７時34分休憩
　　　午後７時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　光栄君　今答弁漏れということで、対策本部
からの意見は聞いたかということの質疑にお答えさせ
ていただきます。
　知事を本部長とする委員会において、新型コロナウ
イルス感染症に係る取組検討委員会の小委員会では、
いろいろ対策本部からの意見を聞いたんですけれど
も、条例に関しては聞いてませんので、これからお聞
きしたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○喜友名　智子さん　てぃーだネットを代表しまし
て、条例の改正案について質問をいたします。
　まずその前に、夏頃からこの条例案を提案されてい
てそのときには残念ながら提案までには至らなかった
んですが、何か月も後になってこの改正案を提案して
くるというこの粘り強さに心服いたしております。私
も新型コロナウイルスへの対策として、島嶼県沖縄だ
からこそ取り組まなければならない検査体制の拡充
と、観光県だからこそ求めたい来訪者への安心・安全
な沖縄、この問題意識を共有しているということは冒
頭に申し上げます。その上で条例改正案を拝見しまし
て、幾つか確認をさせてください。
　１、検査体制についてです。
　第８条の４と第７条３項にも係りますこの改正案で
は、沖縄本島、その他の島嶼に来訪する県民及び来訪
者などへの検査提供を規定しようとしているように私
は読みました。離島を含めた沖縄県内への来訪者数を
どのように見込んでいるでしょうか。
　(2)、さきの沖縄県内への来訪者数を全員行政検査
にする場合の検査費用、幾らになるのか試算はござい
ますか。
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　(3)、また行政検査とする場合、この検査体制に係
る人員とその費用をどう見積もっておられるのかお尋
ねいたします。
　そして２番目です。
　この条例改正に当たってのプロセスについてなんで
すけれども、先ほども同じような質問ございましたが、
繰り返しで恐縮です。この改正案の提出に当たりまし
て、どうしてもやはり財源を措置するというふうに読
める文言があるものですから、この財源の見通しなど
執行部当局との意見調整はありましたでしょうか。あ
りましたらその内容についてお聞かせください。
　そして(2)、パブリックコメントの必要性について
です。
　条例を改正する際にも県民にこの条例をこのような
内容で改正しますよというパブリックコメントが必要
になるのではないかと考えておりますが、この点どの
ようにお考えでしょうか。
　そして最後、財源の見通しについてです。
　先ほどから答弁の中で予算を伴うものではないとい
う答弁と、直ちに予算措置を伴うものではないという
言葉が入り交じっておりまして、結果を言うと今は必
要ないけど、後でお金出るかもねというふうに読める
んです。そうしますとやはり財源の話はくどいようで
すけれども、どのような試算をされたのかお聞かせい
ただきたいと思います。
　答弁の後、また再質問させていただきます。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　喜友名智子議員の御質問にお答え
いたします。
　御質問のうち１の(1)、離島を含めた県内への来訪
者の見込みについてでありますが、今定例会における
文化観光スポーツ部長の答弁にもありましたとおり、
観光関連団体の代表者等で構成されますアドバイザ
リー会議において検討される令和３年度の入域観光客
数の目標値が一つの参考になるかと思います。
　御質問の１の(2)、来訪者等に対する行政検査の費
用の試算、それと１の(3)、行政検査とする場合の人
員及び費用について、関連しますので一括してお答え
を申し上げたいと思っております。
　今回提出した条例案は、これまでに実施されている
新型コロナウイルス感染症対策をさらに強化するため
に必要な措置等を条例で明確に示し、根拠づけをした
ものであり、直ちにいわゆる予算措置を義務化するも
のではないと理解をしているつもりです。

　そして御質問の２の(1)、執行部との調整状況につ
いてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症など対策の現状と課題に
ついては、各派代表者会の下に設置された新型コロナ
ウイルス感染症に係る取組検討小委員会における執行
部からの意見聴取や定例会などでの各議員からの質
疑、各会派での勉強会などを通して把握に努めてきた
ところであります。条例案は、これまでに実施されて
いる医療提供体制の整備拡充などの取組を含む新型コ
ロナウイルス感染症対策をさらに強化するために必要
な措置等を改めて条例で明確に示し、根拠づけをする
ものとして提出をさせていただいております。
　財源の見通しなどを明確にということでありました
けど、先ほど申し上げましたとおり、地方自治法第
222条の第１項では、普通地方公共団体の長は、必要
な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが得られる
までの間は、予算を伴う条例案を議会に提出してはな
らないとされているところであります。私たちは議
員による条例案の提出に当たっては同条の規定の趣旨
を尊重するべきでありますけど、直接適用されるもの
ではないと考えております。
　御質問の２の(2)、パブリックコメントの必要性に
ついてでありますが、パブリックコメントは県民の多
様な意見及び情報を把握してその形成過程の公正の確
保と透明性の向上を図ることを目的に行われるもので
あり、パブリックコメントを実施することは意義のあ
ることだと考えております。今後委員会などの審議を
経て、パブリックコメントの実施について適切に判断
されるものと考えております。
　そして御質問の３、財源の見通しについてでありま
す。
　先ほど新垣議員からも説明がありましたが、今回提
出した条例案はこれまでに実施されている新型コロナ
ウイルス感染症対策をさらに強化するために必要な措
置等を条例で明確に示す根拠づけをしたものであり、
直ちに予算措置を義務化するものではないということ
であります。新型コロナウイルス感染症対策の強化に
要する予算としては、これまでに８回、追加議案でも
ありましたとおり、補正予算が計上されておりますし、
今後も新型コロナウイルス感染症対策の強化に必要な
予算上の措置は適切に講ぜられてくるものだというふ
うな認識をしております。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○喜友名　智子さん　御答弁ありがとうございまし
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た。
　今の答弁をお伺いしまして、現行条例でも十分に可
能ではないかなと考えます。しかし、いま一度この条
例改正案の目指すところを改めてお尋ねさせてくださ
い。今の県条例ではできないことがこの改正でどう実
現できるのか、それについて改めてお尋ねをいたしま
す。
　特に先ほどから島嶼県、島嶼地域の追加をしたいと
いうことと、人権尊重をより強化したいという意図を
受け止めております。この点については私も賛成では
ございます。ハンセン病、水俣病、こういった病気に
関する差別、私たちも過去から学ぶべきです。しかし、
この条例を改正しなくとも十分に今の県の条例にも反
映されておりますし、そもそも人権尊重は感染症法の
根幹であります。人権に配慮した規定が盛り込まれて
いるので、ここを特出しする理由というのも追加でお
聞きしたいです。
　それからやはり繰り返し予算措置を伴うものではな
いという答弁がありました。私も財源が幾ばくかは必
要なのではないかと思いまして、自分なりに数字を集
めてみました。先ほど答弁の中では、文化観光部が答
弁したアドバイザリー会議の出した数字が参考になる
ということでしたけれども、数字のほうがちょっと答
弁でありませんでしたので、私のほうで集めた数字で
恐縮ですが、出させていただきます。これ、試算条件
としては次年度の観光客の　　　　沖縄に来訪する方の次
年度の目標入域数700万と見積もっております。従来
は1000万を目標にしてましたけれども、コロナのせ
いで３割方下がるのではないかという見込みです。こ
れが700万、それから離島―沖縄本島間の空路移動が
280万人、離島―沖縄本島間の海路移動で370万人、
そうしますと合計で1350万人となります。検査とし
ては、行政検査としてのＰＣＲ検査だとやはり単価が
高うございますので、検査時間が短く、単価も安いと
言われる抗原検査、抗原定量検査を想定して１人当た
り6000円、そうしますと1350万人掛けるの6000円
で810億円必要になります。これをどうやって財源確
保するのかなというところが私聞きたかったところで
ございました。
　実は検査費用以外にも、空港の設置場所の費用、検
査に係る人員、事務要員など、それから交替要員も合
わせますとやはり100名規模で必要ではないかと。特
にこの条例でこだわっておられる島嶼地域まで含める
となると、空港ですと那覇、宮古、新石垣、久米島、
下地。港湾ですと泊、運天、石垣も含めてやはり100
名規模置かないと皆様がこだわっておられる体制はで

きませんというのが私が昨日短い時間ではございます
が、情報を集めたところの数字でございます。やはり
あえて条例改正案を出すのであれば、こういったとこ
ろまでぜひお示しいただきたいと考えます。
　それから　　　　何か回答が想定したのと違っていたの
で、私も質問考えるのに手間取っております。恐縮で
す。
　あと最後に、来訪者に対する検査体制を強化したい
という思いは私も一緒です。しかし、県の条例でこれ
を規定してしまいますと、県民ですら私たちも検査を
受けたいという要望が多い中で、県民よりも先に観光
客、来訪客に検査をする条例になるのかと受け取られ
かねない危険性はないでしょうか。やはり医療体制が
逼迫しているこの状況と検査要員にも係る人員が必要
と見込まれる中で、この来訪者に対して県が検査をし
ますと受け止められるような意図の条例ではなかろう
かと思うのですけれども、こちらのほうはどのように
お考えでしょうか。
　以上が再質問になります。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時51分休憩
　　　午後７時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　喜友名智子議員の再質問にお答え
いたします。
　まず現条例の中で十分可能じゃないかということで
ありますけど、今回の私たちが考えている条例の改正
というのは、来訪者に対する新型コロナウイルス感染
症等に係る検査及び医療体制の整備をしっかりしてい
くということと、離島及び僻地における新型コロナウ
イルス感染症等対策の実施、そのほか必要な措置等の
規定を定めていくということをしないと改めてその県
民の立場の中での感染防止は務まらないだろうという
観点の中で新しく付け加えた条例を改正していきたい
ということでございます。
　そして人権問題に関してでありますけど、当然いろ
んなこれまでのそういう感染症に対して人権が守られ
なかった事例等もあったというふうに記憶をしており
ます。今回この新型コロナウイルス感染症等対策は、
法に定められるもののほか県条例を根拠に行われるも
のもあることから、その点においては条例において改
めて人権尊重規定を整備する必要があるという認識に
立っております。
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　そして来訪者という位置づけだというようなことだ
と思いますが、今回あらゆる人の移動は感染拡大の原
因になり得るということで、専門家の御意見もあり、
来訪者に対する検査体制が不十分なまま引き続き県外
から感染症の流入を容認することになれば、結果とし
て全県において、感染症の蔓延につながることになり
かねないということで、この来訪者等をしっかりと手
当てをしていきたいというような状況でございます。
　そして、財源の問題でありますけど、先ほど地方自
治法第222条の第１項ということで、これはあくまで
も普通地方公共団体の長に与える権限だというふうに
議会は議会で直接適用されるものではないというふう
に私は理解をしております。またこれまで国からの予
算等も逐次来ておりますし、今回で９回目になります
ので、そのような状況の中で、しっかりと財源を確保
していくことは可能だというふうに理解をしておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時58分休憩
　　　午後７時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉　京子さん　皆さん、こんばんは。
　お疲れさまです。
　今年に入りましてから、新型コロナウイルスの感染
状況が拡大して、そして本当に私たちが経験したこと
のないウイルスに対して、どのようにして抑えていく
かということが様々な方策で考えられている。そして、
今議会でも、私たち、このような提案をいただいて、
大変考えさせられたいい機会ではないかなというふう
に思っています。
　まず初めに、条例を提案するという基本的なことだ
ろうと私は思ってるので、１番目にこれをお聞きした
いと思います。
　まず、県の所管の担当者の方々からの意見聴取、そ
れからコロナウイルス感染症の専門家や学識経験者等
からの意見聴取、そういうことがまずなされてきたの
かどうか。これ非常に、条例改正のための手続として
は基本中の基本だと思いますので、まずはそこからお
聞きをしたいと思います。
　それから、もうお二方が聞いておられますが、まだ
私が分からないのは、この改正によって、対策を強化
するという言葉が何度か出てきたのと、それから、離
島も含めて強化をしていくんだというふうなお話があ

りましたけれども、どういう策を持ってといいますか、
具体的などのような策を持って強化をしようとしてお
られるのかということが２番目でございます。
　その次ですけれども、改正案の８条の４項、この中
を見てみますと、こんなふうに取られるというふうに
思っているんです。８条の４項を見てみますと、本
島　離島間、離島と離島間の空輸、それから海路で移
動する際における来訪者全員を　　　　全員かどうか分か
りませんが、先ほど自発的な検査という言葉がありま
したけれども、そういう方々を検査をすることでウイ
ルスの流出を防ぎたい。そういうふうに私は受け取れ
るんですけれども、それでいいかどうか。つまり、ど
この誰を対象にどういうことをするのかということが
ちょっといまだ見えておりません。
　それから、４番目ですけれども、先ほどから自発的
な検査人数ということになると、例えば、これぐらい
の来訪者がいたらこれぐらいの人は希望するだろう
と、そういう人々をどれぐらいの人数で見込んでおら
れるのか、まず人数がなければ、この改正案というの
は、具体的に動き出せないんじゃないかと思うんです
よ。何をしたくて変えるのかということが明確でない
ということにつながるので。自発的な来訪者でも構
いませんから、検査人数をどれくらい見込んで今この
提案をされているのかということがあります。そうす
ると、例えば、その人たちが、１日当たり検査件数は
どれくらいになり、そしてそのためには配置人数をど
れくらいにしなければならないのかということにつな
がっていくんだろうと思います。それを知るためにも、
まずどれくらいの人数を見込んで、そして、検査件数
を何件と見込んで、そしてそこに対して配置人数をど
う考えて、最後に、配置する場所ですけれども、例え
ば、空港は何か所を予定しているのか。そして、港湾
は何か所を予定しているのかも教えてください。
　それから、検査をするためには検査機器が必要にな
るんです。ですから、どうしてもその見込みの人数が
ないと対策の強化ということをやるんであれば、その
ためには、まず見込みの人数があって、場所があって、
それからそれを支援する人員があって、その次にはと
いうと、次の質問は、検査機器、何機必要なのか。そ
のための人件費は幾らかかるのか。そして検査体制に
かかる、検査にかかる費用はどれぐらいなのか。こう
いうことにつながっていかなければいけない。
　そして、次には、検査技師や看護師等というのが、
私は非常に心配になっています。といいますのは、今、
非常に医療人員が逼迫しているわけなんです。逼迫し
ている中において、言ってみればそこに人員を取られ
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ていく。そういうことが、本当に本県で可能なのかど
うか。そういうことが検査をしていく上で、検査技師
や看護師等の医療人材の確保という点で、非常に一番
私が気にしているところです。それをどれぐらいの人
数が必要と試算しておられるのか。こういうことで、
本当に現場の医療人員に影響がないのかどうか。ここ
ら辺を確認させていただきたいと思います。
　それから、もっと追加をすれば、陽性者が出た場合
にどこで隔離をしてもらうのか。ここには部屋が必要
になるかも分かりません。そして誰が搬送するのか。
車両は、人は、こういうところまで条例っていうこと
になると私は提案をすべきではないというふうに思っ
ております。
　さらには、来訪者にこれぐらいの検査をするために
どれぐらいの待ち時間を与えてしまうのか。それはど
の場所でやるのか。ここも見えていない。
　多くを申し上げてきましたけれど、皆さんがこのコ
ロナ対策を強化したい、離島にウイルスを持ち込まな
いでもらいたい、またそれを防ぎたい。そう思う気持
ちがよく伝わっておりますので、そこを具体的にお示
しをいただかないとなかなか条例の議論ができないと
いうふうに思いますので、ぜひそこをよろしくお願い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時７分休憩
　　　午後８時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　ありがとうございます。
　７点か８点ぐらいだったと思います。足りていなけ
れば後で指摘をしてください。
　条例の議論をするときには、通告にないものも質疑
が出たりして、非常に緊張感があっていいなと思いな
がら聞いておりました。
　まず１点目は、県の所管、専門家の意見は聞いたの
か。そういうのも聞かないで条例をつくるのかという
意見ですけれども、それは先ほど来話しているように、
我々は小委員会で議論をたくさん重ねてきました。そ
の中で、やっぱりコロナウイルスの今、課題とか現状
というのは、我々この議会の場でも足りない、こうい
うものがあるべきじゃないかって議論をしてきたし、
小委員会でも具体的に議論を詰めてきたんですよね。
だから、今この７月に制定した元の条例に何が足りな
いかっていうのは、我々議員はみんな会派でも勉強し
ているし、その小委員会の中でも議論をしてきたつも

りです。だから我々はそれに基づいて今ある条例に不
足しているもの、具体的に明記しないといけないもの、
そういうようなものを足したと、補完したというよう
なイメージで今回提案させてもらっているというのが
１つです。
　それで、先ほど来ある専門家の意見が必要じゃない
かっていう話であれば、それはさっきも答弁したよう
に、付託する委員会の中で議論してもらえればいいの
かなというふうに思っています。
　２点目、どのような策で強化するのか。この離島対
策とか、そういうなかなか具体策が見えてこないとい
う話があります。
　皆さんも分かるとおり、この小委員会の中でもとも
と全検査というような部分も議論をしましたので、そ
れに比べると具体的な策もないかもしれません。ただ
我々はずうっと議論している、やっぱりより具体的に
予算も提案しながらこうするべきだというのも出した
いんですけれども、先ほど来、この予算の部分も含め
て知事の予算の編成権、あるいは自治法の222条の予
算の部分、そういうようなものもあって、なかなか具
体的なものができない。ただ今のままじゃいけないと
いうのは我々非常に痛感しているものですから、今沖
縄県議会として、県民の代表としてできるもの、そし
てそこは後は沖縄県の執行部の皆さんと相談しなが
ら、具体的なものはこれに基づいてお互いで詰めてい
けばいいんじゃないかというような発想ですので、御
理解をお願いしたいと思います。
　それから、８条の４の全員検査と取れるんだけれど
もどうなのと、この離島とか、船も飛行機も含めて全
部やるのかと。ちょっとその部分とこの３番目と４番
目と５番目、費用の部分が重なりますから一括でさせ
ていただきたいんですけれども、８条の４は、全員検
査と取れるけれども、どれぐらいお金かかるかも分か
らんで大丈夫かと。あるいは、４番目の質問は、人数
も把握していませんけれども、どれぐらい人員がかか
るのか。予算がかかるのか出ていませんよねと。
　それからもう一つは、検査機器も必要なのにそうい
う見込みもないんじゃないかという話ですけれども、
まさにここも我々も悩みました。これまさに先ほど
言った知事の予算権は侵害できないという部分と222
条の部分もあります。
　それから、先ほど来、観光客数の試算もありました
けれども、あれもなかなか今担当部局さえ明確な数字
は出てこない。見込みしかない。それプラスのあした
東京駅の前に理化学研究所が開発したＰＣＲの検査
で、１人1980円のＰＣＲ検査センターがオープンす
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るそうです、東京駅の前に。そういう形で、検査に
しても抗原検査にするのか、ＰＣＲ検査にするのか。
ＰＣＲ検査も先ほど来800億の話がありましたけれど
も、２万、３万だったのが１万円になって、それがも
う1980円というものも出てくる。だから我々は、国
にやってもらうもの、あるいは民間にやってもらうも
の。それを否定するものじゃないんです。今のままで
は足りないから、県民の不安があるから、やはりそこ
はしっかり我々県議会として、我々の権能の中で提案
をさせていただきたい。そういう中で予算権について
は侵害できませんから、具体的なものは申し訳ない、
今持ち合わせていませんけれども、やっぱりそれは共
につくっていきましょうねと、提案していきましょう
ねと。議会基本条例の中にある政策提案をさせていた
だいているというようなイメージですから、御理解を
お願いしたいというのがこの予算、あるいは費用の部
分です。
　後は、技師や看護師が不足している。あるいは、検
査を増やせば陽性者が出てくると危惧されるのはその
とおりです。それは先ほどもあったと思います。だか
らこそ我々は、今回の条例のメインは、この来訪者、
これまでこの条例の中に観光客等来訪者の位置づけが
ありませんでしたので、それを７条の中に、やっぱり
県の責務として来訪者、観光客の相談にも乗るという
位置づけをしっかりとして、そして、そこに対する水
際対策の部分がメインになっています。ただ、これと
ともに、今危惧される部分については、８条の２の中
で、この検査体制、あるいは医療体制については、やっ
ぱり必要な措置に努めるものというようなものはしっ
かり明記させていただいています。これは、とにかく
我々はこの水際対策をしっかりやりたい。そのために、
セットで医療体制についても予算措置も含めてしっか
りやりましょうねという部分も我々の権能の中で明記
させていただいているというような発想であります。
　私のメモによると以上ですけれども、足りないとこ
ろがあれば、また御指摘をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉　京子さん　何か、やはりこの改正によって
対策の強化ということがメインになっているので、何
をもって対策の強化とするのかということは、せめて
しっかり答えていただきたい。これが１つ。
　それから、先ほど私、陽性者が出た場合の搬送体制
をどうするかというお話しましたけれども、搬送する
人やそれから車についての話をしました。じゃその
バックヤードで受け入れる宿泊療養施設、こういうこ

とについてはどう考えておられるのかが２番目です。
　それから、検査をするということはそういうことだ
と思うんですよ。検査をすることを対策の強化に据え
置くわけですから、そうするならばどれぐらいの人を
見込んで検査をするのかということが必要になるんだ
ろうと思うんです。
　もう一つは、先ほど瑞己さんも話しましたけれど、
水際対策は、やっぱり到着地より出発場所で行うこと
が効果的であると思います。なぜなら、到着後に陽性
が判明すれば、県内の患者に加えて県外の患者も見な
いといけなくなる。沖縄県の中でです。今こういう逼
迫した状況が続いている中において、外から来た人を
受皿として、さらに医療機関に送っていくということ
は、果たして沖縄県民のコロナ対策に合致するんだろ
うかというふうに考えます。
　それから、今医療従事者は、本当に自らも感染の危
機と隣り合わせにして、非常に苛酷な労働環境の中に
置かれていると同時に、自分の家族の中から感染者が
出たら、自分は即座に休まないといけないという、家
族も含めて、親族も含めて、医療従事者や介護従事者
や保育園の保育士はみんな大変緊張しているんです。
こういう中において、そういう精神的に追い込まれて
いる中において、来訪者の水際検査で医療人材が相当
抜かれていくということが、果たして私たちどう考え
るのか。こういうことについての御意見を伺いたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時16分休憩
　　　午後８時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　ありがとうございます。
　４点ぐらいだったと思いますので、何かあれば御指
摘ください。
　対策の強化が見えないということですけれども、少
し繰り返しになるかもしれませんから　　　　ならないよ
うにします。
　一番大きいのは、水際対策をどう強化するかなんで
すよ。
　我々は、残念ながら同僚の議員が12名も離島で感
染して、今ＴＡＣＯで６月から11月までずっとやっ
ていますけれども、そこが全く水際対策が不十分だっ
たというのを経験したわけです。それプラスの、今議
会でも議論ありましたけれども、この条例ができてか
ら11月まで半年間、158日、ずうっとＴＡＣＯの職
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員が座って検査した。数百万人が行き来するけれども、
熱センサーにかかったのは16名。検査したのは２人
しかいない。この状況に対して、やっぱり県民からも
水際対策これでいいのかという議論はあるわけです。
そこを具体的に我々が財源も示して、検査方法も示し
てってなるとなかなかこれ、もう年が明けてしまいま
す。これやっぱり時間との勝負。今ある資源で、今あ
る人材で、何とか強化しないといけない。そういう部
分で大きく水際対策を強化しないといけないし、この
今の条例の中ではざっくりと対処方針の、先ほどあっ
た５条の中で示されていますけれども、この半年やっ
ていく中では、離島は本当に脆弱だよねと。本島と同
じ基準では駄目だから、やっぱり離島ももう一回別の
視点でも強化しないといけないんじゃないかというよ
うな部分を今後も強化するために条例の中に明文化す
べきだというのが我々の考えです。
　それから、陽性が増えたら受入体制の施設をどうし
ますかという部分と、それと少し医療関係者が逼迫し
ている、保育関係者も非常に緊張感の中で今やってい
る中で、そこに人が割かれるのはどうなのという話な
んですけれども、まさにその危惧はそうだと思います。
ただ、知事は明確に感染対策もやりながら経済も動か
すと言っているんです。国にもＧｏＴｏキャンペーン
を止めないと明確に発信しているんです。だからもう
これ、今両立させると言っているわけですから、この
中で両立させるためには、経済を動かすためには、ど
うしてもこの水際対策を含めた検査体制を強化しない
といけない。だって、水際体制がこんな中で人は動く
わけですから。県の有識者会議の中でも、人が動いた
ら感染者が増えますよと明確に言っているわけです。
それを承知の上で、沖縄県の現時点の方針というのは、
両方やらないといけないわけです。だからこそ、我々
はさっき言ったような、今ある中で水際対策をやる方
法をしっかりと考えましょうと。予算権を侵害しない
状況の中で措置をしてくださいと、努めてください
と、そういう条文。本当はもっと踏み込んだ表現もし
たかったんですけれども、今の我々の権能の中ではそ
れが最大限だろうということであの条文になりました
ので御理解ください。
　後は、水際対策はやっぱり到着地じゃなくて出発地
でやるべきじゃないかというのは、私もそれができた
ら一番いいと思います。我々も、当然県も、知事も、
関係者も国にもお願いします。我々もお願いしていい
でしょう。ただ、やっぱり我々は沖縄県の145万県民
の最高の意思決定機関として、国にお願いする部分と
今我々ができること、今やらないといけないことがあ

ると思うんです。だからこそ、今できることは何かと
いうと、条例の中にしっかりと水際対策の書ける部分
までをしっかり書いて、それに基づいて政策をしっか
りとこの場で議論をしていく、提案をしていく。その
基になるのがこの条例だと思うんです。そういうよう
な視点で、今回は提案をさせていただきました。
　十分でしたでしょうか。何かありましたら、またお
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後８時21分休憩
　　　午後８時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
については、文教厚生委員会に付託いたします。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　陳情第205号及び
第208号から第210号までの付託の件を議題といたし
ます。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情４件のうち、陳情第208号から第
210号までの３件については、米軍基地関係特別委員
会に、陳情第205号については、新沖縄振興・公共交
通ネットワーク特別委員会にそれぞれ付託の上、審査
することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査のため、明12月10日は休会といたした
いと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明12月10日は休会とすることに決定いた
しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、12月11日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
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　　　午後８時23分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 　 　 　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊
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令和２年12月11日（金曜日）午前10時１分開議

－385－



議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

主　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政務調査課長　　上　原　貴　志　君
副　　参　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　幹　　下　地　広　道　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　甲第６号議案を議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました甲第６号議案の予算議案
について、以下、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第６号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算
（第９号）」は、新型コロナウイルス感染症に係る対
策の実施に要する経費について補正予算を編成するも
のである。
　補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億4851万
円で、補正後の改予算額は、8927億8331万6000円
である。
　歳入の内容は、母子家庭等対策費補助金の国庫支出
金である。
　歳出の内容は、低所得の独り親世帯等に対する臨時
特別給付金に要する経費であるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、当該給付金のこれまでの支給実績と内
訳はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、当該給付金については12月４日時点
で78.8％の執行率となっている。内訳としては、児
童扶養手当受給世帯が4583世帯で３億2602万円、そ
のうちコロナ感染症の影響により家計が急変し上乗せ
給付を受けている世帯が2495世帯で１億2475万円、
公的年金給付等により児童扶養手当の支給がない世帯
が178世帯で1187万円、そのうち家計が急変し上乗
せ支給した世帯が118世帯で590万円、直近の収入が
児童扶養手当の対象となる水準に下がった世帯が127

世帯で864万円、合計で7501世帯に４億7718万円を
支給済みであるとの答弁がありました。
　次に、今回の給付金について年内執行のめどはある
のか、また、それに向けた執行体制の強化も必要では
ないかとの質疑がありました。
　これに対し、再支給分について、県が関わる町村分
は12月25日の支給を目指して取り組んでおり、その
他の市においても、補正予算等の措置を講じて年内の
支給に向けて取り組んでいることを確認している。
　また、今回の臨時給付金は第１回目の再支給という
形になるため、関係機関と連携しつつ現在の体制で対
処する予定としているが、状況を見ながら必要であれ
ば他の部署からの応援も含めて、全力を挙げて年内支
給に向けて取り組んでいくとの答弁がありました。
　そのほか、当該予算を年度内で執行できなかった場
合の対応、給付対象者への周知方法、児童扶養手当の
受給基準の現状と本給付金の支給条件緩和の可能性な
どについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第６号議案は全会一致をもって原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第６号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第６号議案は、原案のとおり可決されま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明12月12日から
20日までの９日間休会といたしたいと思います。
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　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明12月12日から20日までの９日間休会と
することに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は終
了いたしました。
　次会は、12月21日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前10時６分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊
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令和２年12月16日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ９ 号）

令和２年12月16日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ９ 号）



議　　事　　日　　程　第９号
令和２年12月16日（水曜日）

午前10時開議
第１　甲第７号議案（知事説明、質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　甲第７号議案
　　　　　　甲第７号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第10号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（48名） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明のため出席した者の職、氏名

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　

総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君

令和２年
第　 ７　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

令和２年12月16日（水曜日）午前10時開議
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総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　
	

○議長（赤嶺　昇君）　去る12月11日の会議において、
本日は休会とすることに議決されましたが、議事の都
合により特に会議を開きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、知事から、お手元に配付いたしました議案１
件及び補正予算説明書の提出がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　甲第７号議案を議
題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　追加議案の提案理由の御説明に入ります前に、一言
御挨拶を申し上げたいと思います。
　本定例会におきましては、私がコロナウイルス由来
ではない細菌性の肺炎に罹患をし、その治療と療養の
ために12月２日から９日まで本会議を欠席し、赤嶺
議長をはじめ議員の皆様には大変御心配と御迷惑をお
かけいたしましたことについては、改めて深くおわび
を申し上げます。大変申し訳ありませんでした。
　また、提出させていただいております重要な議案に
つきまして、現在、議員の皆様に御審議をいただいて
いるところであり、併せて感謝を申し上げる次第であ
ります。
　療養中は多くの県民の皆様から、そして議員の皆様
からも心温まるお見舞いと励ましをいただき、おかげ
さまで肺炎からは回復することができました。まだ喉

の調子など注意が必要かと思いますが、なお一層健康
に留意をし、県政運営に努めてまいる所存であります
ので、引き続き皆様方の御理解と御協力を賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。
　それでは、令和２年第７回沖縄県議会（定例会）に
追加提出いたしました議案について、その概要及び提
案の理由を御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、予算議案１件であり
ます。
　甲第７号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算
（第10号）」は、新型インフルエンザ等対策特別措置
法第24条第９項に基づく時短要請への協力事業者に
対する感染拡大防止協力金に要する経費につきまし
て、歳入歳出予算額に20億8240万円を追加するもの
であります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第７号議案につい
ては、総務企画委員会に付託いたします。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は終
了いたしました。
		次会は、12月21日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君

	
		

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
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　　　午前10時４分散会 
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 島　袋　恵　祐

会議録署名議員 新　垣　淑　豊
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令和２年12月21日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 10 号）

令和２年12月21日

令 和 ２ 年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 10 号）



議　　事　　日　　程　第10号
令和２年12月21日（月曜日）

午前10時開議
第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙第９号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第５号議案から乙第７号議案まで（経済労働委員長報告）
第３　乙第４号議案及び議員提出議案第１号（文教厚生委員長報告）
第４　乙第８号議案（土木環境委員長報告）
第５　乙第18号議案、乙第19号議案、乙第25号議案及び乙第29号議案（総務企画委員長報告）
第６　乙第20号議案から乙第22号議案まで及び乙第26号議案から乙第28号議案まで（経済労働委員長報告）
第７　乙第10号議案から乙第17号議案まで、乙第23号議案及び乙第24号議案（土木環境委員長報告）
第８　諮問第１号（新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長報告）
第９　甲第７号議案（総務企画委員長報告）
第10　甲第２号議案（経済労働委員長報告）
第11　甲第３号議案及び甲第４号議案（土木環境委員長報告）
第12　王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書
　　　　又吉　清義君　　島尻　忠明君
　　　　仲村　家治君　　花城　大輔君
　　　　仲田　弘毅君　　当山　勝利君
　　　　仲宗根　悟君　　西銘　純恵さん　提出　議員提出議案第２号
　　　　渡久地　修君　　國仲　昌二君
　　　　山里　将雄君　　平良　昭一君
　　　　當間　盛夫君　　上原　　章君
第13　王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する抗議決議
　　　　又吉　清義君　　島尻　忠明君
　　　　仲村　家治君　　花城　大輔君
　　　　仲田　弘毅君　　当山　勝利君
　　　　仲宗根　悟君　　西銘　純恵さん　提出　議員提出議案第３号
　　　　渡久地　修君　　國仲　昌二君
　　　　山里　将雄君　　平良　昭一君
　　　　當間　盛夫君　　上原　　章君
第14　教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の国庫負担割合を２分の１に復元することを求める意見書
　　　　末松　文信君　　小渡良太郎君
　　　　新垣　淑豊君　　仲里　全孝君
　　　　石原　朝子さん　照屋　大河君　

　提出　議員提出議案第４号
　　　　比嘉　京子さん　瀬長美佐雄君
　　　　玉城ノブ子さん　喜友名智子さん
　　　　上原　　章君　　平良　昭一君
第15　米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める意見書
　　　　照屋　守之君　　小渡良太郎君

令和２年
第　 ７　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第10号）

令和２年12月21日（月曜日）午前10時開議
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　　　　仲里　全孝君　　仲村　家治君
　　　　又吉　清義君　　上里　善清君
　　　　照屋　大河君　　瀬長美佐雄君　　提出　議員提出議案第５号
　　　　比嘉　瑞己君　　玉城健一郎君
　　　　山里　将雄君　　新垣　光栄君
　　　　金城　　勉君　　當間　盛夫君
第16　米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める抗議決議
　　　　照屋　守之君　　小渡良太郎君
　　　　仲里　全孝君　　仲村　家治君
　　　　又吉　清義君　　上里　善清君
　　　　照屋　大河君　　瀬長美佐雄君　　提出　議員提出議案第６号
　　　　比嘉　瑞己君　　玉城健一郎君
　　　　山里　将雄君　　新垣　光栄君
　　　　金城　　勉君　　當間　盛夫君
第17　請願第３号及び陳情第148号（経済労働委員長報告）
第18　請願第５号及び陳情第61号（文教厚生委員長報告）
第19　陳情第67号、第102号及び第130号（米軍基地関係特別委員長報告）
第20　陳情第190号（新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長報告）
第21　議員派遣の件（九州各県議会議員交流セミナー）
第22　閉会中の継続審査の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙第９号議案
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例
日程第２　乙第５号議案から乙第７号議案まで
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例

乙第６号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める
条例

乙第７号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例
日程第３　乙第４号議案及び議員提出議案第１号
　　　　　　乙第４号議案　食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
　　　　　　議員提出議案第１号　沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の一部を改正する条例
日程第４　乙第８号議案
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
日程第５　乙第18号議案、乙第19号議案、乙第25号議案及び乙第29号議案
　　　　　　乙第18号議案　指定管理者の指定について

乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　当せん金付証票の発売について
乙第29号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について

日程第６　乙第20号議案から乙第22号議案まで及び乙第26号議案から乙第28号議案まで
　　　　　　乙第20号議案　指定管理者の指定について

乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
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乙第26号議案　国営土地改良事業に係る負担金の徴収について
乙第27号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学の中期目標を定めることについて
乙第28号議案　公立大学法人沖縄県立芸術大学に承継させる権利を定めることについて

日程第７　乙第10号議案から乙第17号議案まで、乙第23号議案及び乙第24号議案
　　　　　　乙第10号議案　工事請負契約について

乙第11号議案　工事請負契約について
乙第12号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第13号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第14号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第15号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第16号議案　訴えの提起について
乙第17号議案　損害賠償請求事件の和解について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について

日程第８　諮問第１号
　　　　　　諮問第１号　��軌道敷設に関する線路及び工事方法書に記載した事項の変更認可申請に伴う意見につ

いて
日程第９　甲第７号議案
　　　　　　甲第７号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第10号）
日程第10　甲第２号議案
　　　　　　甲第２号議案　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）
日程第11　甲第３号議案及び甲第４号議案
　　　　　　甲第３号議案　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）

甲第４号議案　令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
１号）

日程第12　王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する意見書
日程第13　王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する抗議決議
日程第14　�教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の国庫負担割合を２分の１に復元することを求める意

見書
日程第15　米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める意見書
日程第16　米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める抗議決議
日程第17　請願第３号及び陳情第148号

請願第３号　軽油引取税の課税免除措置の期間延長ないし恒久化に関する請願
　　　　　　陳情第148号　�沖縄県内の製糖工場に就労する県外及び島外季節労働者に対するＰＣＲ検査の実施

に関する陳情
日程第18　請願第５号及び陳情第61号

請願第５号　地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願
　　　　　　陳情第61号　小・中・高教育機関におけるオンライン授業導入に関する陳情
日程第19　陳情第67号、第102号及び第130号
　　　　　　陳情第67号　外来機のパパループ使用禁止並びに地上騒音及び悪臭被害の増大に関する陳情
　　　　　　陳情第102号　嘉手納基地内の危険物取扱施設火災の原因究明及び再発防止等を求める陳情
　　　　　　陳情第130号　嘉手納基地での米軍パラシュート降下訓練に関する陳情
日程第20　陳情第190号
　　　　　　陳情第190号　旅客船に係る軽油引取税特例措置の延長・恒久化に関する陳情
日程第21　議員派遣の件
日程第22　閉会中の継続審査の件
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出　席　議　員（48名） 

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君�
47　番　　照　屋　守　之　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次　　　　　長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政務調査課長　　上　原　貴　志　君

副　　参　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　幹　　下　地　広　道　君
主　　　　　幹　　城　間　　　旬　君
主　　　　　幹　　比　嘉　　　猛　君
主　　　　　幹　　嘉　陽　　　孝　君

�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　12月18日、又吉清義君外13人から、議員提出議案
第２号「王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発
言に対する意見書」、議員提出議案第３号「王毅中華
人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対する抗議決
議」、末松文信君外11人から、議員提出議案第４号「教
職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の国庫負担
割合を２分の１に復元することを求める意見書」、照
屋守之君外13人から、議員提出議案第５号「米軍人

に対し綱紀粛正の徹底を求める意見書」及び議員提出
議案第６号「米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める抗
議決議」の提出がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第１号議案から
乙第３号議案まで及び乙第９号議案を議題といたしま
す。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

－396－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました乙第１号議案から乙第３
号議案まで及び乙第９号議案の条例議案４件につい
て、以下、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び警察本部生活
安全部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県行政機関設置条例等の
一部を改正する条例」は、令和３年度の税務組織の再
編により、県民サービスの向上及び効率的な税務行政
の運営の確保等を図るため、自動車税事務所で行って
いる自動車税種別割の定期賦課業務の一部を各県税事
務所に移管し、法人県民税及び法人事業税の賦課業務
を那覇県税事務所に集約するとともに、全ての税目に
ついて知事が収納事務を委託した者に対して徴収金を
納付または納入することができることとする等の必要
があるため条例等を改正するものであるとの説明があ
りました。
　本案に関し、税務組織の再編に至った背景は何か、
また、県民サービスの向上は具体的にどのような形で
図られるのかとの質疑がありました。
　これに対し、再編に至った背景は、自動車税事務所
に業務が集中することによる事務運営の効率性の問題
や、税務専門職員の減少による人材育成の問題等に対
応する必要があったため組織改編を行った。また、具
体的な県民サービスの向上としては、例えばこれまで
自動車税事務所のみで行っていた自動車税種別割の定
期課税業務を那覇、コザ、名護の県税事務所でも行え
るように改正することで、住民の身近な県税事務所で
自動車税の免税申請等が行えるようになるとの答弁が
ありました。
　そのほか、那覇県税事務所へ法人県民税等の業務を
集約することによる中北部住民への影響、これまでの
県民からの苦情と今回の対応への反映状況、徴収金の
収納事務を委託する民間事業者の範囲、宜野湾市等の
３市町に係る自動車税徴収業務が自動車税事務所に移
管された理由などについて質疑がありました。
　次に、乙第２号議案「沖縄県税の課税免除及び不均

一課税に関する条例の一部を改正する条例」は、地域
経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化
に関する法律及び同法第25条の地方公共団体等を定
める省令の一部が改正されたことに伴い、同法及び同
令を引用する条例の規定を整理する必要があるため条
例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、地域未来投資促進法の概要及び同法の
活用による課税免除の実績などについて質疑がありま
した。
　次に、乙第３号議案「沖縄県産業廃棄物税条例の一
部を改正する条例」は、沖縄県産業廃棄物税条例附則
第５項の規定に基づく検討を行ったところ、産業廃棄
物税は、循環型社会の形成に向けた取組及び廃棄物処
理計画を着実に推進するために必要な財源であり、課
税方式の変更等は行わず継続することが望ましいとの
結論を得たことから、その結果を踏まえ、同条例の一
部を改正する必要があるため条例を改正するものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、同税による年間当たりの税収はどれく
らいか、また、産業廃棄物の処理費用の高騰が不法投
棄の増加につながるおそれはないかとの質疑がありま
した。
　これに対し、税の導入当初は約１億円の税収があっ
たが、最終処分量の減少に伴い、このところおおむね
3000万円台で推移している。また、令和元年度の不
法投棄の総量は1880トンで前年度の2002トンから減
少しているところである。具体的な廃棄物処理の費用
は把握していないが、業界の意見も聞きながら実際の
相場的なものを調査しつつ、排出事業者や廃棄物処理
業者に対する講習会等も通じて廃棄物処理が適正に行
われるよう努めていきたいとの答弁がありました。
　そのほか、県内の中間処理施設及び最終処分場にお
ける廃棄物処理の状況及び米軍基地から排出される産
業廃棄物への課税の有無などについて質疑がありまし
た。
　次に、乙第９号議案「ちゅらうちなー安全なまちづ
くり条例の一部を改正する条例」は、アルコール関連
犯罪の防止に関する施策の基本となる事項を定め、事
業者等と連携しながら当該施策を総合的かつ計画的に
推進する必要があるため条例を改正するものであると
の説明がありました。
　本案に関し、今回の改正により具体的にどのような
取組を行っていくのか、また、本条例と飲酒運転根絶
条例との関連はどのように整理しているのかとの質疑
がありました。
　これに対し、具体的な取組として、県警では、各種
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広報媒体を活用したアルコール関連犯罪の発生防止に
関する啓発や、事件・事故の関係者にアルコール依存
症の疑いがある場合は保健所や市町村への情報提供等
を行う。知事部局では、不適切な飲酒により心身の健
康障害や暴力、虐待、自殺等の重大な社会問題を生じ
させる危険性の周知、関連団体と連携してアルコール
関連問題の相談、治療及び回復に向けた支援等を行う。
教育委員会では、児童生徒の年齢に応じた教育の実施
や、教員及び保護者等への周知・啓発を行う。また、
本条例は犯罪全般の防止を目的とするものであり、ア
ルコール関連問題の改善に向けた取組を加え、改正す
るものである。飲酒運転の防止に特化した飲酒運転根
絶条例と重複する事項がないよう、今回の改正に当た
り飲酒運転に関する事項を除いているとの答弁があり
ました。
　そのほか、他都道府県における同様な条例の制定状
況について質疑がありました。
　採決の結果、乙第１号議案から乙第３号議案まで及
び乙第９号議案の条例議案４件については、全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしま
した。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙
第９号議案の４件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙
第９号議案は、原案のとおり可決されました。
　　　―――――◆・・◆―――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第５号議案から
乙第７号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第５号議案から乙第７号議案までの条例
議案３件について、以下、委員会における審査の経過
及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、文化観光スポーツ部長の出
席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第５号議案「沖縄県が設立する地方独立行政法人
に係る重要な財産を定める条例」は、公立大学法人沖
縄県立芸術大学の設立に伴い、県からの出資等に係る
財産のうち、地方独立行政法人が将来にわたり業務を
確実に実施する上で必要がなくなったと認める場合に
おいて、知事の認可を受けて納付等をする重要な財産
を定める等の必要があるため条例を制定するものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、帳簿価額が50万円以上、適正な見積
価額が7000万円以上の重要な財産とは具体的にどの
ようなものか、また、必要がなくなったと認める場合
とは、独立行政法人の芸術大学が廃校になった場合を
指すのかとの質疑がありました。
　これに対し、重要な財産で50万円以上のものにつ
いては備品等が該当し、7000万円以上のものについ
ては主に不動産の土地・建物が該当する。必要がなく
なったと認める場合とは、例えば備品が老朽化して使
えなくなった場合、要らなくなったから処分するので
はなく出資した県に納付する、つまり返却しなければ
ならないとの意味であるとの答弁がありました。
　次に、乙第６号議案「公立大学法人沖縄県立芸術大
学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める
条例」は、公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴
い、地方独立行政法人法第59条第２項の規定に基づ
き、同法人への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定
める必要があるため条例を制定するものであるとの説
明がありました。
　本案に関し、現在、県立芸術大学には正規教員、非
常勤教員を含めて403名いるが、教職員等の身分はど
こまで保障されて、どこまで引き継がれるのかとの質
疑がありました。
　これに対し、県立芸術大学は非公務員型の地方独立
行政法人となるが、非常勤職員の雇用についても職員
と同様に、労働基準法や労働組合法をはじめとする一
般の労働法規が適用され、法人の就業規則に基づき雇
用されることとなっている。現在、就業規則について
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も定めているところであるが、人員の削減等について
は考えていない。また、給与体系についても現在とほ
とんど変わらないものになるものと理解しているとの
答弁がありました。
　次に、乙第７号議案「公立大学法人沖縄県立芸術大
学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例」は、公
立大学法人沖縄県立芸術大学の設立に伴い、関係する
条例を整備する必要があるため条例を制定するもので
あるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第５号議案から乙第７号議案までの
条例議案３件については、全会一致をもって原案のと
おり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第５号議案から乙第７号議案までの３件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第５号議案から乙第７号議案までは、原
案のとおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第４号議案及び
議員提出議案第１号を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第４号議案及び議員提出議案第１号につい
て、以下、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、保健医療部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等

について申し上げます。
　まず、乙第４号議案「食品衛生法施行条例の一部を
改正する条例」は、食品衛生法施行令の一部改正によ
り、営業許可業種等が見直されたことを踏まえ、食品
衛生法施行条例の一部を改正する必要があるため条例
を改正するものである。
　主な改正内容は、参酌基準に沿った営業施設の基準
の設定、営業許可業種の改正及び手数料の見直しを行
うものであるとの説明がありました。
　本案に関し、乳酸菌飲料製造業が今回乳処理業等
に変更になることに伴い、手数料が１万4000円から
２万1000円に上がる理由は何かとの質疑がありまし
た。
　これに対し、従前の法律では乳酸菌飲料製造業と乳
処理業等の両方の許可をそれぞれ取得する必要がある
ものが、今回の改正で統合されることで、乳処理業等
の許可一つで取り扱える品目が増え、範囲が広がるこ
とになる。手数料は業種が統合されることによって、
トータルの金額としては従来より下がることになると
の答弁がありました。
　そのほか、食品営業の許可を要する施設数及び要し
ない施設数、食品の取扱いに関する許可と届出の違い、
温かい状態で販売する豆腐のみを製造している業者に
対し沖縄独自の基準を設けた根拠などについて質疑が
ありました。
　次に、議員提出議案第１号は、県内において新型コ
ロナウイルス感染症が急速に蔓延している状況に鑑
み、来訪者等に対する検査及び情報収集体制のほか新
型コロナウイルス感染症等に係る検査及び医療体制の
整備、離島及び僻地における地域の実情に応じた新型
コロナウイルス感染症等対策の実施その他必要な措置
等を定めることにより、新型コロナウイルス感染症対
策を強化する必要があるとの理由で12月９日の本会
議に上程され、同日、文教厚生委員会に付託された議
案であります。
　本案については、提出者であり委員外議員である大
城憲幸議員、平良昭一議員、新垣光栄議員及び當間盛
夫議員に出席を求め審査を行いました。
　提案理由の説明は、省略することを決定し、直ちに
質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。
　採決の結果、乙第４号議案については、全会一致を
もって原案のとおり可決すべきものと決定し、議員提
出議案第１号については、全会一致をもって否決すべ
きものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
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まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　議員提出議案第１号に対する討論の通告があります
ので、順次発言を許します。
　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　ただいまの議員提出議案第１号
「沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条
例の一部を改正する条例」に対しまして、賛成の立場
から討論を行います。
　今回の条例の一部改正は、県内において新型コロナ
ウイルス感染症が急速に蔓延している状況に鑑み、新
型コロナウイルス感染症対策を強化するため、来訪者
等に対する検査及び医療体制の整備、離島及び僻地に
おける新型コロナウイルス感染症対策の実施、その他
必要な措置などを定める必要があるためであります。
　条例の一部改正案のポイントは、県内における検査
及び医療体制の整備拡充、離島及び僻地の実情に応じ
た対策の実施、来訪者に対する検査、情報提供体制の
整備に努めるよう県に求める規定とし、今後の県の感
染症対策の方向性を県民に明確に示すことや患者の人
権の尊重、県を挙げて新型コロナウイルス感染症対策
を実施するため、その基盤づくりとして議会への報告
と積極的な情報公開を求めているものである。
　これまでの県内の新規感染者の状況は、７月７日ま
での連続68日間、県内における新規感染者数は０人
であったが、その後８月１日時点で累計453人が12
月20日時点で累計4968人と４か月余りで4515人増
加している状況である。沖縄県新型コロナウイルス感
染症等対策に関する条例が施行された７月31日の翌
日には、直近１週間の人口10万人当たりの新規感染
者が15.31人となり、全国ワースト１位となった。ま
た、沖縄県の直近１週間の人口10万人当たりの新規
感染者は、７月10日から12月20日までの162日間に
おいて全国ワースト１位を71日間記録する状況にも
なった。
　そしていわゆる第２波以降、宮古島や石垣島でも多
数のクラスターが確認され、西表島をはじめ、与那国
島、久米島、伊平屋島など医療供給体制が脆弱な離島
地域において感染者が確認されるなど、感染症の流行

期である冬場を前に新型コロナウイルス感染症に係る
病床とその他の医療提供に係る病床のいずれも満床に
近づいている状況である。実際、比較的落ち着いてい
た北部地域においても感染症の拡大が始まり、県立北
部病院の中等症・重症のコロナ患者の病床が満床とな
り、僻地が多い北部地域の住民の医療体制は逼迫して
いる状況である。
　そして判明している新規感染者の感染経路で会食等
が多くを占める中、年末にかけて会食する機会が多く
なり、感染者がますます増える可能性がある。そのこ
とを踏まえ県は11月20日から12月11日までの間、沖
縄コロナ警報として職場や会食、家庭での感染対策の
徹底を呼びかけ、発信し、12月17日以降は、那覇市、
浦添市、沖縄市所在の飲食店などに対し朝５時から夜
10時までの短縮営業を呼びかけるほか、本島　離島
間への往来は必要最小限とするなどの要請を行うこと
とした。しかしながら感染者の動向は現状として終息
する気配はなく、これまで感染症が確認されなかった
離島などにおいても感染者が確認されたことを踏ま
え、医療体制が脆弱なことを踏まえた対策が求められ
るものであり、入域観光客数が徐々にではあるが回復
している中で、観光業を主要産業とする県経済の立て
直しと県民の生命、健康の保護の両立を図り、来訪者
が安全・安心に観光の活動ができる環境の整備が求め
られております。また県の対策本部の議事録をはじめ、
新型コロナウイルス感染症対策に関する情報の公開が
不十分でもあり、これまでの議会において各議員から
も指摘されているように、議員の照会に対する資料提
供の遅れ、マスコミ公表資料を議員へ共有しないこと
など議会への情報提供・共有が不十分なことも指摘さ
れている。
　県外から容易に医療等の支援を受けることができな
い島嶼県で構成されている本県において、今後の県の
感染症対策の方向性を県民に明確に示すことや、県を
挙げて新型コロナウイルス感染症対策を実施するため
の基盤を整備することは、県としての感染症対策を講
ずる以上、当然求められることであります。
　離島県である本県の水際対策は、離島住民を守るた
めに絶対的に必要であり、特に那覇空港での検査体制
の充実は、離島住民への安心を講ずる極めて効果的な
措置であり、陸続きでない環境だからこそ検査実施が
効果的な状況を生むものであると考えます。離島及び
僻地は、医療体制が脆弱であり、周辺の医療機関への
アクセスも容易でないことから、新型コロナウイルス
感染症の新規感染者が確認されると短期間で急速に蔓
延する可能性が大きいと考える。また感染者への医療
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提供のために、脆弱な医療体制の中で多大な医療資源
を用いる必要があることから、新型コロナウイルス感
染症患者以外の患者等への医療提供に大きな影響を与
えることが考えられ、離島の状況に応じた対策は不可
欠であると考えます。
　なお、今回の条例改正案では、来訪者による自発的
な検査受診の意向がある場合に、適切に検査を受けら
れる機会を提供する体制の整備を求めるものであっ
て、来訪者に対する強制的な検査を一律に求める趣旨
ではありません。また、検査の実施方法についても特
定の手法、例えばＰＣＲ検査に限定しておらず、かつ
検査の実施主体も県、行政検査に限定していないもの
でもあります。
　以上のことから、特に離島における対策実施の必要
性に鑑み、早急に現状の条例を改正・強化する必要が
あると考え、また沖縄県議会基本条例第16条第１項
の定めるところにより、議員提案による条例制定を通
じた積極的な政策立案を行う目的でもあります。
　以上のことから、議員提出議案第１号「沖縄県新型
コロナウイルス感染症等対策に関する条例の一部を改
正する条例」に対しまして賛成するものであります。
　なお、今回の条例改正案におきましては、所管の文
教厚生委員会において質疑がなく、否決されたことは
大変残念ではありますが、今日の本会議では反対討論
も出ておらず私は安心しております。それは恐らく各
会派が熟慮の上、新型コロナウイルス感染症対策を
しっかり行っていこうということで、全会一致で賛成
するものと推察をいたします。
　議員の皆さん、ぜひとも御賛同いただき、本島はじ
め離島・僻地の医療体制を守っていきましょう。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
　　　〔新垣光栄君登壇〕
○新垣　光栄君　皆さん、こんにちは。
　「沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する
条例の一部を改正する条例」に関し、ただいま議案と
なりました議員提出議案第１号について、原案に賛成
する立場から討論を行います。
　先ほども委員長から報告がありましたとおり、委員
会では質疑もなく、今回の本会議でも反対討論もなく、
私も平良議員と同様、皆さんが賛成してくれるものだ
と思っています。しかし、この間、私たちは本当に委
員会でも議案の説明もいいと言われ、そして与党から
も野党からも一切質疑もなく、本当に不安で、何を私
たちはやったんだろうかと。この面構えでは心臓に毛
が生えているように皆さんは思うんですけれども、私

の心はコルゲートです。すみません。デリケートです。
それぐらいデリケートである私たちがこの問題を提起
し、県民の命と財産を守るために真剣に提案した条例
改正案が、本当に審議もなく質疑もなく　　　　皆さんに
御理解をしていただけていると思っておりますので、
ただいまから状況を読み上げて賛成討論に行きたいと
思います。
　よろしくお願いします。
　令和２年７月31日に公布された条例は、「新型コ
ロナウイルス感染症等から県民の生命及び健康を保護
し、並びに新型コロナウイルス感染症等が県民の生
活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるようにし、
もって安全安心の島沖縄を実現されるため、」に制定
されました。
　今回の条例改正案は、県や国が様々な施策を講じて
いる中、新型コロナウイルス感染症が急速に蔓延して
いる状況に鑑み、新型コロナウイルス感染症の対策を
強化するために、来訪者等に対する新型コロナウイル
ス感染症等に係る検査及び医療体制の整備、離島及び
僻地における感染症対策の実施、その他必要な措置を
定めるために提案してきました。
　その概要は、次の６つであります。
　まず１つ、定例会において県内における新型コロナ
ウイルス感染症の現在の状況に関する事実等を報告す
ることを定めるもの。次に、感染者の人権尊重として
県は新型コロナウイルス感染症等の患者や家族の人権
を尊重しなければならないことを提案しております。
次に３つ目、県は新型コロナウイルス感染症等対策及
び関係法令に規定する措置を的確に迅速に実施するた
め、検査及び医療体制の整備充実に努めることを提案
をさせていただき、次に４つ目、県は医療体制の脆弱
な離島及び僻地において、その地域の実情に応じた新
型コロナウイルス感染症対策の実施、その他の必要な
措置を講ずるよう努めることを提案しました。次に５
つ目、県は島嶼圏、離島等を来訪する者に対する新型
コロナウイルス感染症等の検査体制に必要な措置を講
ずるよう努めることとしております。次に６つ目、県
は新型コロナウイルス感染症に関する情報を積極的に
公表しなければならないとして提案をさせていただき
ました。
　以上の６項目が、一日も早くこのコロナウイルス感
染症の事態が終息してほしいという思いから追加提案
したものであります。
　何とぞ皆さんの理解を賜り、原案に賛成していただ
きますようお願いを申し上げます。
　さて皆さん、これまでの議論の中で皆さんの意見を
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多く聞かせていただきました。
　１つ目は議会への報告、６つ目の情報公開について
は、県は議事録をつくっていない、県の議事録が公開
されていないという問題もあって多くの議員からはこ
の提案に対して御理解が得られているものだと思って
おります。
　２つ目は人権に関してであります。６月12日の記
者会見では、知事も基地従業員やその家族に対する偏
見や差別的な発言、取扱いを絶対に行わないようにと
心からお願いをしております。その件に関しても私た
ち議員は全員が人権問題に関しては賛同していただい
ているものだと思います。
　残りの３番、４番、医療体制の強化、そして離島対
策の強化、５番目の来訪者に対する検査体制の強化、
県民の命と暮らしを守ることを考えると反対する皆さ
んはいらっしゃらないと思います。
　問題は、執行部の意見は聞いたのか、そして各関係
者の意見は聞いたのかどうか、そして予算措置はどう
なのか、執行部の人員的な体制はどうなるのかという
ことだったと思います。これを解決するために私たち
議会はあるのではないでしょうか。そのために私たち
は代表者会を行い、小委員会を設置しました。しか
し、この小委員会で議論してきたことが議員全員に伝
わったのかという疑問さえ感じております。その小委
員会で議論されたことも踏まえて私たちはこの小委員
会を継続すべきだと訴えてきました。しかし、その小
委員会もどこでどう間違ったのかなくなってしまいま
した。そして、その意見を述べる場も失い、今沖縄県
で感染者が増えていく中で、議論の場も失われている
現状の中で私たちは様々な対策をどのように打ってい
けるのでしょうか。このようにその問題に対して私た
ちは１つずつ丁寧に解決していかないといけない。
　そこで皆さんからの質疑、疑問があったことを少し
調べてみました。この実施体制がどのように行われて
いくべきなのか、そして今実施されている地域はない
のかと調べてみました。東京都の小笠原諸島に関して
は、離島ということもあって今ＰＣＲ検査を事前に
行って離島に入域させているそうです。これも必ずし
も強制的ではありません。しかし、東京では離島に関
する入域に関していろんな制限をつけて離島の皆さん
を守るために行っております。そして、予算に関して
も今、東京駅では民間の企業が1980円だったと思い
ますけれども、こういうＰＣＲ検査施設を設けて実施
した結果、不安に思う多くの方々が自費で検査をして
田舎に帰りたい、故郷に帰りたいという思いの皆さん
が自主的に検査を行っております。そういう施設を空

港に造っていこうという考えは、私はぜひ必要だと思
います。そして、このＰＣＲ検査場が空港にあること
によって、これからオリンピックを控え、海外から多
くの観光客の皆さんが日本を訪れると思います。その
中でＰＣＲ検査場をいち早く沖縄県が設置することに
よって、沖縄の経済を元に戻していくために様々な施
策が打てるのではないでしょうか。今東京や大阪、名
古屋で国際線におけるＰＣＲ検査場を設置しているよ
うであります。
　私たちはこういう経験をして対策を行っていく上
で、国際線のＰＣＲ検査場を造ることによって沖縄県
の安全・安心な観光が行えることと思っております。
　これは私たちが手を挙げて沖縄にＰＣＲ検査場を
造ってほしいと政府に求めるべきだと思っています。
そうしないと福岡がそういう体制になっていきます
と、福岡を通して沖縄に海外からのお客さんが入って
くる。そういうことが行われると、もう沖縄に観光客
は来なくなると思います。２倍も３倍も費用をかけて
九州経由で沖縄に来る、東京経由で沖縄に来るという
ことは、費用的にももう来なくなると思っております。
そういう意味でも早く離島におけるＰＣＲ検査場、国
内初の空港でのＰＣＲ検査場を設置することは、私は
観光立県沖縄としては必要なものだと思っておりま
す。そしてこのような結果が感染者を抑えることとな
ると台湾の范振國領事も話しておりましたけれども、
沖縄の感染者がゼロのときは、台湾と沖縄は交流をし
ていきたいと。ＪＴＢの社長も臨時便を出して、チャー
ター便を出して交流もできるんではないかという提案
もいただきました。やはりそういった夢のある施策、
私たち議会ではそういうのが必要だと私は思っており
ます。
　未来に向けて子供たちのために、ぜひ皆さん、この
ようないろんな施策が県で行えるように、ぜひ今回の
提案がきっかけになるように、ぜひ皆さんの御協力を
いただきたい。
　以上のことから、議員提出議案第１号は、沖縄県に
おける新型コロナウイルス感染症が急速に蔓延してい
る状況に県を挙げて新型コロナウイルス感染症対策を
強化実施するものであり、原案のとおり成立させるべ
き議案であると考えます。
　議員各位におかれましては、何とぞ御理解を賜り、
原案のとおり賛成していただきますようよろしくお願
いを申し上げます。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
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○大城　憲幸君　おはようございます。
　無所属の会の大城でございます。
　議員提出議案第１号に対して、賛成の立場で討論を
行います。
　反対もない中で３人目ですので、重ならないように
簡潔に行うようにしますので、しばらくお付き合いの
ほどをお願いします。
　私からは３つの視点でお話をさせていただきたいと
思います。
　１点目は、先ほどの委員長報告の中で、慎重に審議
した結果、全会一致で否決でした。この報告は非常に
重いと思います。我々も皆さんも御存じのとおり、当
然、委員会の中で議論をして、そしてそれを尊重しな
がらこの場で最終的な判断をするというのが流れです
から、今の流れだと残念ながら否決の方向になるとい
うことになります。
　ただ、私は先ほどもあったように、委員長を含めて
11名の全会派、提案の２会派を除く全会派が入った
この委員会の中で様々な質問が出るものと期待をして
おりました。観光、医療現場、県民の不安の声、なぜ
条例改正が必要なのか。我々、事務局と70項目にわ
たる想定質問に対する答弁を準備していました。残念
ながら１つも質問、質疑が出ない中で、それならば我々
の思いをお話しさせてくれという部分についてもそれ
も駄目だということで、４名の提案者がそして３名の
事務局職員がずっと何日も準備をして出した提案にも
かかわらず、一言も発言することが許されず委員会が
終了してしまいました。
　これが本当に慎重に審議をした結果と言えるんで
しょうか、私は疑問に思っております。
　そして、それを踏まえてこの場での討論なわけです
から、やはりこの場での討論は当然このカメラの向こ
うで見ている県民に対しても、職員の皆さんに対して
も、反対であれば何が反対なのかという反対意見を当
然述べてくれると私は思っておりました。だからこの
討論にかける思いというのも、私の中ではしっかりそ
の討論を聞きながら説明をさせていただきたいという
思いでこの場に臨むつもりだったわけですけれども、
賛成討論が３名出て、この場になってしまいました。
非常に寂しい限りであって、我々はこの少数会派合わ
せて４名での提案ですけれども、数でこの少数の会派
からの提案を　　　　久しぶりにこの議員提案の政策条例
が約５年ぶりに出されたのにもかかわらず、こういう
議論もなくて反対になるということであれば、まさに
数の力で少数の意見を踏み潰すような話になるんじゃ
ないかという思いであります。それが１点目です。

　２点目、我々沖縄県議会は、平成24年の２月に沖
縄県議会の最高の規範として、沖縄県議会基本条例の
制定を全会一致で決めました。その前文の一番最後に
は「我々沖縄県議会議員は、自らの権能と責務の重さ
を深く自覚し、県民の負託と信頼に全力でこたえるこ
とを決意し、議会の基本となる条例を制定する。」と
して、全会一致で決めました。この場にいらっしゃる
先輩方もほとんどがそのとおりだということで賛成し
たことだと思います。そしてその中の10条には、県
民からの請願、陳情、それは県民からの政策提案とし
て受け止めて対処していきなさいよというのがありま
す。16条には先ほどもあったように、「議会は、議
員提案による条例の制定、議案の修正、決議等を通じ
て、積極的に政策立案及び知事等に対する政策提言を
行うものとする。」と、これが明記されております。
そういう意味で、今回はこの議会側から提案するとい
う条例なわけですから、先ほどの経過を見ても本当に
これが自由闊達な議論を通して県民の信頼と負託に応
える沖縄県議会の姿なのかと疑問に思ったところであ
ります。
　３点目が本題です。
　中身については先ほど来ありましたから、簡潔に行
きますけれども、なぜ条例が必要か。なぜ今変える必
要があるかっていう部分については、皆さん御存じの
とおり元々沖縄県の条例については、７月の臨時議会
で全会一致で可決をしました。この中では、緊急的、
避難的につくった条例ですから、当然具体的なものは
書かれておりません。何をするのかっていう部分につ
いては、この基の条例では第５条の対処方針を定めて、
それに基づいて対処していきますというのが元の条例
です。そういう意味でそれは認めますけれども、ただ
この７月31日の制定施行後について、たくさんの県
民からの悲鳴、これが足りない、あれが足りない、こ
れをやってくれという声がたくさんあるわけですよ。
条例制定後７月31日以降、直近で32件の請願と陳情
がコロナに対するものだけで上がってきました。まさ
にこれは県民からの悲鳴だし、県民からの政策を強化
してくれ、充実してくれっていう声じゃないですか。
それに基づいて先ほど言った16条にある、県議会が
県民の代表として条例を提案する。その手続をしたの
が今回の条例であり、まさに今我々は県議会の声とし
てこの条例を変えていく責任がある。この条例の中に
具体的な県民の声を明記していくことが施策を強化す
ることにつながるというのが我々の思いなんです。
　主な点は先ほどもありました。我々は８条に３つを
加えるというのが今回、主な内容です。８条の２の部
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分については、医療の整備、医療検査の整備あるいは
拡充について頑張ってくれということ。８条の３につ
いては、離島の皆さんが本当に沖縄県と全体でオール
沖縄の施策ではなくて、やはり今伊平屋でも発生して
非常に大変な状況になっている。そういうような離島
や僻地については、その地域に合わせた、実情に合わ
せた施策をやってくださいよっていうのが８条の３で
す。そして８条の４については、まさに水際対策、そ
れを強化してくれという話。知事も我々もそこは一致
しています。感染対策も当然頑張らないといけません
けれども、どうしても経済も動かさないといけない。
県民の命を守ること、そして生活を守ることは我々の
責任です。生活を守ることは経済を動かすこと。いつ
までも観光客を止めるわけにはいかない。そうなると
どうしても水際対策を強化しないといけない。だから
その検査数の増加に伴って、医療体制、検査体制も強
化しないといけない。どんなに県民が頑張って県内の
感染を抑えても、水際対策が今のままでは安心して観
光業者、関連の飲食業者の皆さんは仕事ができない。
そこを何とかするために、やはり最終的には８条の４
にこの水際対策の強化を入れなければならないってい
うのが我々の考えです。　
　るる申し上げましたけれども、我々は議会基本条例
の中でも申し上げました単なる議決機関じゃないはず
です。ましてや執行部の追認機関でもないはずです。
本当に県民がこの未知のウイルスと必死で闘っている
ときに、沖縄県議会議員の我々に何ができるのか。こ
れはやはり一般質問でやるのもいい、代表質問でやる
のもいい。しかし最終的には我々も県の職員もこの法
律に基づいて仕事をします。条例に基づいて施策をつ
くっていきます。そういう意味で何を変えるのかって
いうのは、やはり今この県民の声に基づいて、沖縄県
のコロナの施策の中心であるコロナ条例の中に、今
言った３つを明記するっていうのは我々はどうしても
必要なことだというふうに考えて、今回の提案に至り
ました。
　今回、財政が示されてないじゃないかという声もあ
りますけれども、だからこそ知事だけにお願いするん
じゃなくて、我々議員も県政与党も野党も含めて、全
部で国にお願いするところは国にお願いする、民間に
お願いするところは民間の力も借りる、そして足りな
ければ我々の給料を削減してでも県民のために施策を
講じましょうと。そういうような基になるのがこの条
例、県議会議員の思いにおいて条例の中に必要な施策
を明記するっていうのは今必要なことだと考えており
ますので、ぜひとも政党を超えて、会派を超えて、そ

れぞれの立場を超えて、県民とともに今この条例の改
正が必要だとの強い思いで我々は提案をさせていただ
きました。今こそ県民の負託と信頼に応えるための条
例改正です。
　議員各位の皆さんの賛同を心からお願いして賛成討
論に代えます。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第４号議案及び議員提出議案第１号の採
決に入ります。
　議題のうち、まず乙第４号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第４号議案は、原案のとおり可決されま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、議員提出議案第１号を
採決いたします。
　本案に対する委員長の報告は否決でありますので、
原案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立少数であります。
　よって、議員提出議案第１号は、否決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　乙第８号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました乙第８号議案の条例議案１件について、以
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下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第８号議案「沖縄県道路占用料徴収条例の一部を
改正する条例」は、道路法施行令の一部が改正された
ことを踏まえ、道路占用料の額等を改める必要がある
ため条例を改正するものである。
　施行期日は、令和３年４月１日とするとの説明があ
りました。
��本案に関し、経過措置の根拠について質疑がありま
した。
��採決の結果、乙第８号議案については、全会一致を
もって原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第８号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第８号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　乙第18号議案、乙
第19号議案、乙第25号議案及び乙第29号議案を議題
といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第18号議案、乙第19号議案、乙第25号議

案及び乙第29号議案の４件について、以下、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び企画部長の出
席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第18号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄県公文書館の指定管理者の指定について、地
方自治法第244条の２第６項の規定に基づき議会の議
決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は公益財団法人
沖縄県文化振興会で、指定管理の期間は令和３年４月
１日から令和８年３月31日まで、指定管理料上限額
は11億3029万5000円であるとの説明がありました。
　本案に関し、指定管理への応募が一団体しかなかっ
た要因は何か、また、応募がなく指定管理ができなく
なるおそれがあるがどのような手だてがあるかとの質
疑がありました。
　これに対し、応募が一団体となったのは、業務が公
文書を取扱う専門的な内容である点や、公文書館は入
館料無料のため集客による収益が望めず収入を指定管
理料に頼らざるを得ない等の特殊性があるためと考え
ている。
　また、運営を担える団体は限られているものの、団
体内部での人材育成も含め民間による効率的で柔軟な
運営ができており、現状で指定管理者制度はうまく
いっているとの認識だが、今後の長期的な観点からは
何らかの研究も必要であると考えているとの答弁があ
りました。
　次に、次期振興計画に向けて公文書館の果たす役割
をどう位置づけているか、また、民間や市町村が有す
る戦前や戦中の公文書も積極的に収集すべきと考える
がどうかとの質疑がありました。
　これに対し、歴史的な公文書を収集・整理・分析す
ることにより、過去の沖縄の歴史的、文化的な様々な
特殊事情等を浮かび上がらせ、これを県民や研究者等
に提供し後世に伝えていく意味で、公文書館の果たす
役割は非常に大きいと考えている。
　また、現在、民間が有する戦前の文書等を収集して
はいないが、広く呼びかける方法の研究も含めて、個
人からの寄贈を受けること等を通じながら、収集でき
るものは積極的に収集していきたいとの答弁がありま
した。
　そのほか、琉球政府文書デジタルアーカイブ推進事
業と公文書館との関わり、指定管理料の減少による運
営体制への影響の有無、米軍戦闘機に搭載されたカメ
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ラ映像の収集に対する考え方などについて質疑があり
ました。
　次に、乙第19号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄ライフサイエンス研究センターの指定管理者
の指定について、地方自治法第244条の２第６項の規
定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体はイノベーショ
ンサポート沖縄株式会社で、指定管理の期間は令和
３年４月１日から令和８年３月31日まで、指定管理
料上限額は1881万5000円であるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、指定管理者制度導入当初からこれまで
に、受皿となる県内企業の育成はどのように図られて
きたのかとの質疑がありました。
　これに対し、指定管理者において、建物管理や警備、
高度な研究機器の保守管理等に関し県内企業と積極的
な連携が行われており、県出身者の採用に関しては４
名の職員全員が県内在住10年以上である。また、県
内企業とＪＶを組んで指定管理を行うことにより県内
企業へのノウハウの移譲も進んでおり、今回は沖縄科
学技術振興センターも単独で指定管理に応募している
ところであるとの答弁がありました。
　次に、現在の施設の入居率は100％で入居期限は特
にないとのことだが、次に続くベンチャー等のことも
考えるとある程度の区切りも必要ではないかとの質疑
がありました。
　これに対し、当該施設は研究開発の支援が目的であ
ることから、入居企業には事業化等に伴い転出しても
らうことが望ましいが、企業体力をつけるまである程
度入居し続けることもやむを得ないと考えている。今
後は、近隣の類似施設の例も参考に、入居企業の転出
を促す仕組みづくりも検討していきたいとの答弁があ
りました。
　そのほか、収益の一部を県に納付する仕組みの内容、
高度な研究機器の更新に係る方向性及びＯＩＳＴとの
連携の在り方などについて質疑がありました。
　次に、乙第25号議案「当せん金付証票の発売につ
いて」は、公共事業、市町村振興事業等の財源に充て
るため令和３年度において本県が発売する当せん金付
証票（宝くじ）の発売限度額を153億円とすることに
ついて、当せん金付証票法第４条第１項の規定に基づ
き議会の議決を求めるものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、昨年度との比較で令和２年度の発売額
の見込みはどうなっているか、また、今回、限度額を
10億円ほど増やした理由は何かとの質疑がありまし

た。
　これに対し、今年度の発売額について、春先のコロ
ナの影響があった時期は昨年度比で約85％程度で推
移していたが、10月末時点でほぼ同額の売上げとなっ
ており、このままいけば昨年度を上回る可能性も十分
にある。
　また、発売額が発売限度額を超えた場合は宝くじが
発売できなくなるため、好調な売行きも勘案しなが
ら、一定の幅を持たせた形で実際の販売額が限度額の
90％程度に収まるよう、10億円の増額を設定したと
の答弁がありました。
　そのほか、全国自治宝くじ事務協議会等と県の関係
や沖縄県市町村振興協会の役割などについて質疑があ
りました。
　次に、乙第29号議案「沖縄県教育委員会委員の任
命について」は、教育委員会委員一人が令和２年12
月31日に任期満了するので、その後任を任命するた
め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条
第２項の規定により議会の同意を求めるものであると
の説明がありました。
　本案に関し、今回の選任に係る団体からの推薦の経
緯について質疑がありました。
　採決の結果、乙第18号議案、乙第19号議案及び乙
第25号議案の議決議案３件については、全会一致を
もって可決すべきものと決定いたしました。
　また、乙第29号議案の同意議案については、全会
一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第18号議案、乙第19号議案、乙第25号
議案及び乙第29号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず、乙第18号議案、乙第19号議案
及び乙第25号議案の３件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、委員長の報告のとおり決す

－406－



ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第18号議案、乙第19号議案及び乙第25
号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第29号議案を採決い
たします。
　お諮りいたします。　
　本案は、委員長の報告のとおり同意することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第29号議案は、委員長の報告のとおり
同意することに決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　乙第20号議案から
乙第22号議案まで及び乙第26号議案から乙第28号議
案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第20号議案から乙第22号議案まで及び
乙第26号議案から乙第28号議案までの議決議案６件
について、以下、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長、商工労働部
長及び文化観光スポーツ部長の出席を求め慎重に審査
を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第20号議案「指定管理者の指定について」は、
沖縄国際物流拠点産業集積地域那覇地区の指定管理者
の指定について、地方自治法第244条の２第６項の規
定により議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、株式会社沖
縄ダイケンであり、指定期間は令和３年４月１日から
令和８年３月31日までであるとの説明がありました。
　本案に関し、今回の指定管理者選定の審査に当たっ
ての妥当性や客観的な評価はどうなっているかとの質
疑がありました。
　これに対し、指定管理者の候補者の選定については、

民間の有識者４名で構成される指定管理者制度運用委
員会の中で、公募要領や候補者のプレゼンテーション
を受けた上で選定を行っている。選定基準については、
申請団体の適格性審査と事業計画性審査で採点してお
り、適格性審査は40点中39点、事業計画性審査は60
点中53点、合計で100点中92点という評価になって
いるとの答弁がありました。
　そのほか、当該地区における令和元年度の立地企業
数や雇用者数及び売上額などについて質疑がありまし
た。
　次に、乙第21号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄ＩＴ津梁パーク施設の指定管理者の指定につ
いて、地方自治法第244条の２第６項の規定により議
会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、株式会社沖
縄ダイケンであり、指定期間は令和３年４月１日から
令和８年３月31日までであるとの説明がありました。
　本案に関し、当該地区における経済効果と企業にお
ける正規雇用の状況はどうなっているかとの質疑があ
りました。
　これに対し、ＩＴ津梁パークは企業誘致の核となっ
ており、全体で490社、雇用者数は２万9748名、立
地企業数から波及する産業全体の売上高として、推計
値で4407億円となっている。また、正規雇用率は３
割程度と言われており、雇用の質を高めることは非常
に大事であることから、引き続きそういった事業に取
り組んでいくとの答弁がありました。
　そのほか、指定管理者となる株式会社沖縄ダイケン
の業種や職員数などについて質疑がありました。
　次に、乙第22号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄県立奥武山総合運動場の指定管理者の指定に
ついて、地方自治法第244条の２第６項の規定により
議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、奥武山パー
クマネジメント共同企業体であり、指定期間は令和３
年４月１日から令和８年３月31日までであるとの説
明がありました。
　本案に関し、今回指定管理となる団体が共同企業体
になることによって、どのように県民の利便性の向上
を図るのか、また、どういう提案があったのかとの質
疑がありました。
　これに対し、これまでは株式会社トラステック１社
で運営していたが、今回はそれに加え株式会社ＫＥ
Ｉ・ＬＩＮＥＲと沖電開発株式会社が加わって、奥武
山パークマネジメントとなっている。
　内容については、奥武山プール横の試掘井から水溶
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性天然ガスを引いて電気に変え、プールの循環に関す
る部分や公園内の街灯等の電力としての利用、公園内
のイルミネーション、バーベキューパーティーなどの
イベント計画といった提案があったとの答弁がありま
した。
　次に、乙第26号議案「国営土地改良事業に係る負
担金の徴収について」は、国営土地改良事業により利
益を受ける市町村から負担金を徴収するには、土地改
良法第90条第10項の規定により議会の議決を求める
ものであるとの説明がありました。
　本案に関し、国営土地改良事業の完了のめど及び宮
古島市の負担金の割合はどうなっているかとの質疑が
ありました。
　これに対し、国営施設応急対策宮古地区の国営かん
がい排水事業については、平成29年度から事業を開
始し、令和３年３月に完了予定となっている。また、
宮古島市の負担金の割合は、3.33％となっていると
の答弁がありました。
　次に、乙第27号議案「公立大学法人沖縄県立芸術
大学の中期目標を定めることについて」は、公立大学
法人沖縄県立芸術大学の中期目標を定めるには、地方
独立行政法人法第25条第３項の規定により議会の議
決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、中期目標は知事が策定することになっ
ているが、法人化の大きな柱となる自主的・自立的な
運営との関わりについてはどう考えるのかとの質疑が
ありました。
　これに対し、自主性を重んじるということから言え
ば、中期目標は公立大学法人が自ら定めることも考え
られるが、一方で県の関与をなくしてしまっていいの
かという考えもある。よって、中期目標を定めるに当
たっては公立大学法人の意見を聞き、知事はこれに配
慮することとしている。さらに、中期目標に従って中
期計画を法人のほうで定めることとなっているので、
県の関与にも配慮しつつ、法人の自主性を担保すると
いうバランスを取ったものになっているとの答弁があ
りました。
　そのほか、法人化以降、議会の議決が必要な事項の
有無について質疑がありました。
　次に、乙第28号議案「公立大学法人沖縄県立芸術
大学に承継させる権利を定めることについて」は、公
立大学法人沖縄県立芸術大学に承継させる権利を定め
るには、地方独立行政法人法施行令第18条の規定に
より議会の議決を求めるものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、宅地や学校用地などの所有権移転があ

るが、トータルでどれだけの財産を承継させることに
なるのかとの質疑がありました。
　これに対し、県から法人へ承継させる土地及び建物
の不動産鑑定評価について、土地は約36億8000万円、
建物は約29億円となっており、合計で65億8000万円
となっているとの答弁がありました。
　採決の結果、乙第20号議案から乙第22号議案まで
及び乙第26号議案から乙第28号議案までの議決議案
６件については、全会一致をもって可決すべきものと
決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第20号議案から乙第22号議案まで及び
乙第26号議案から乙第28号議案までの６件を一括し
て採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案６件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第20号議案から乙第22号議案まで及び
乙第26号議案から乙第28号議案までは、委員長の報
告のとおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　乙第10号議案から
乙第17号議案まで、乙第23号議案及び乙第24号議案
を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました乙第10号議案から乙第17号議案まで、乙
第23号議案及び乙第24号議案の議決議案10件につい
て、以下、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
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慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第10号議案及び乙第11号議案の「工事請
負契約について」の２件は、高度衛生管理型荷さばき
施設新築工事の工事請負契約について、地方自治法第
96条第１項の規定に基づき議会の議決を求めるもの
である。
　主な内容は、同工事（建築１工区）の契約金額が
10億8460万円、契約の相手方は、株式会社基土木、
株式会社山口建設及び有限会社明城建設の３者で構成
する特定建設工事共同企業体である。同工事（建築２
工区）の契約金額が11億2076万8000円、契約の相
手方は、株式会社仲本工業、株式会社野原建設及び米
元建設工業株式会社の３者で構成する特定建設工事共
同企業体であるとの説明がありました。
　乙第11号議案に関し、当該施設は長期間使用でき
るよう配慮されているかとの質疑がありました。
　これに対し、津波対策として、２階部分に電気室を
設けて、災害時に即座に再開できるような設計にして
いるとの答弁がありました。
　次に、乙第12号議案「工事請負契約についての議
決内容の一部変更について」は、令和元年第５回沖縄
県議会（９月定例会）で議決された工事請負契約に係
る議決内容の一部を変更するため議会の議決を求める
ものである。
��主な内容は、沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称）新
築工事（建築）の契約金額を4383万5000円増額し、
20億8983万5000円に変更するものであり、変更の
理由は、設計の一部変更に伴う工事費用の増額である
との説明がありました。
��本案に関し、工期や契約年月日などについて質疑が
ありました。
��次に、乙第13号議案から乙第15号議案までの「工
事請負契約についての議決内容の一部変更について」
は、いずれも令和元年第５回沖縄県議会（９月定例会）
で議決された県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工
事の工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するた
め議会の議決を求めるものである。
��主な内容は、乙第13号議案が同工事（建築１工区）
の契約金額を4046万9000円増額し、15億7914万
9000円に変更、また乙第14号議案が同工事（建築
２工区）の契約金額を2072万4000円増額し、11億
7129万8700円に変更、また乙第15号議案が同工事
（建築３工区）の契約金額を1857万9000円増額し、
９億5511万9000円にそれぞれ変更するものであり、

変更の理由は、いずれも設計の一部変更に伴う工事費
用の増額であるとの説明がありました。
��これらの議案について、乙第13号議案に関し、国道
から右折して学校に入ることになると、朝はバスレー
ンがあり交通面で心配があるがどのような対策を講じ
るのかとの質疑がありました。
　これに対し、通学時間帯における右折の侵入は制限
する必要があると考えており、県警本部において実施
したバスレーンの変更に関するパブリックコメント等
の結果も踏まえながら、学校への右折進入の在り方を
検討していくとの答弁がありました。
　次に、今国において特別支援学校の設置基準をつく
る動きが始まっているがどのような観点で工事を進め
ていくのかとの質疑がありました。
　これに対し、現在は公立学校の国庫負担等に関する
国の補助基準を参考にしながら、特別支援教育に配慮
した施設整備の観点で工事を進めており、子供たちの
特別支援教育の環境の充実を図り、国の動向も踏まえ
ながら学校の施設整備等に取り組んでいきたいとの答
弁がありました。
　そのほか、財源の内訳などについて質疑がありまし
た。
��次に、乙第16号議案「訴えの提起について」は、県
営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明渡
しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するた
め、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会の
議決を求めるものであるとの説明がありました。
��本案に関し、今後の流れとしては契約を解除してか
ら法的措置を取ることになるのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、最終催告後、契約解除をした後に法的
措置を取ることになるが、最終催告の時点で家賃の支
払いや分納計画書の提出があれば、契約は解除しない
で入居を継続できるとの答弁がありました。
　次に、家賃の支払い等に関し、コロナウイルス感染
症の影響はあるかとの質疑がありました。
　これに対し、今年の相談窓口における相談件数は例
年に比べて増加しており、また減免制度を活用する人
も昨年度に比べて増えていることから、新型コロナウ
イルス感染症の影響があるものと考えているとの答弁
がありました。
��次に、乙第17号議案「損害賠償請求事件の和解につ
いて」は、係争中の損害賠償請求事件について和解を
するため、地方自治法第96条第１項の規定に基づき
議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、識名トンネル工事契約の不適正な会計
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処理に関し、県が元土木建築部長及び元南部土木事務
所長を被告として提起した損害賠償請求事件につい
て、裁判所の提案に基づき和解をするものであり、和
解内容は被告らが県に解決金として1000万円をそれ
ぞれ支払うものであるとの説明がありました。
��本案に関し、仮にこの和解案を否決した場合はどう
なるかとの質疑がありました。
　これに対し、和解が成立しないと、そのまま裁判所
の判決を待つことになるとの答弁がありました。
　次に、和解が成立すると、残り5178万円は結局、
県民の負担になるということに関してどのように考え
るかとの質疑がありました。
　これに対し、司法の判断に従ったということになる
ので、その点については損害とは考えていないとの答
弁がありました。
　そのほか、識名トンネルの当初の契約金額、住民監
査請求に対する監査委員の勧告内容、財産の保全措置
の有無、和解案の評価理由、被告の資力の確認方法な
どについて質疑がありました。
��次に、乙第23号議案「指定管理者の指定について」
は、奥武山公園の指定管理者の指定について議会の議
決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は奥武山パーク
マネジメント（共同企業体）で、指定管理の期間は令
和３年４月１日から令和８年３月31日までであると
の説明がありました。
　本案に関し、指定管理をする目的は何かとの質疑が
ありました。
　これに対し、指定管理者を置くことによって、民間
の能力活用により多様化する住民ニーズに、より効果
的かつ効率的に対応し、サービスの向上や経費節減を
図ることが目的であるとの答弁がありました。
　次に、共同企業体の出資割合とそれぞれの役割はど
うなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、出資割合は代表である株式会社トラス
テックが60％、株式会社ＫＥＩ・ＬＩＮＥＲが20％、
沖電開発株式会社が20％であり、トラステックが公
園の管理、ＫＥＩ・ＬＩＮＥＲがイベント、沖電開発
が自家発電を行う役割となっているとの答弁がありま
した。
��次に、乙第24号議案「指定管理者の指定について」
は、中城公園の指定管理者の指定について議会の議決
を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、おきなわス
ポーツイノベーション協会株式会社で、指定管理の期
間は令和３年４月１日から令和８年３月31日までで

あるとの説明がありました。
��本案に関し、周辺整備事業の進捗状況及び完成時期、
収益性の提案内容などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第10号議案から乙第17号議案まで、
乙第23号議案及び乙第24号議案の議決議案10件につ
いては、全会一致をもって可決すべきものと決定いた
しました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第10号議案から乙第17号議案まで、乙
第23号議案及び乙第24号議案の10件を一括して採決
いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案10件は、委員長の報告のとおり決
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第10号議案から乙第17号議案まで、乙
第23号議案及び乙第24号議案は、委員長の報告のと
おり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第８　諮問第１号を議題
といたします。
　本諮問に関し、委員長の報告を求めます。
　新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長中川
京貴君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（諮問）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔�新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員

長　中川京貴君登壇〕
○新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長（中
川京貴君）　ただいま議題となりました諮問第１号に
ついて、以下、委員会における審査の経過及び結果を
御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
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　諮問第１号「軌道敷設に関する線路及び工事方法書
に記載した事項の変更認可申請に伴う意見について」
は、沖縄都市モノレールの車両３両化に伴い、車両基
地の新設等を行うことについて、軌道経営者から線路
及び工事方法書記載事項変更認可申請が提出されてい
ることから、軌道法施行令第６条第３項において準用
する同令第２条第２項の規定に基づき議会の意見を求
めるものである。
　主な内容は、工事施行許可申請者は沖縄都市モノ
レール株式会社であり、モノレールの３両編成への車
両変更や３両化することで既存の車庫に収容できなく
なることから、車両基地の新設等に伴い県道那覇空港
線上へ連絡線、連絡通路、引込線、分機器等を整備す
るため、軌道法に基づく手続を行う必要があるとの説
明がありました。
　本案に関し、既存の車両基地に新たな基地を整備す
ることが効率的であり経済的だと思うが、なぜ計画で
は既存の車両基地と離した場所にしたのか、また、以
前からトンネル方式にすることで上部に敷地が発生す
ることも分かっていたと思うが、なぜ今の段階でこの
敷地を利用した計画を提案しているのかとの質疑があ
りました。
　これに対し、当初は現基地の拡張案と西原新基地案
で検討を行ってきたが、２ヘクタールの土地確保が必
要であること、モノレールの３両化の加速化事業を進
めるためには、経費及び時間もかかることから、国道
のトンネルの上部を選定したところである。
　また、モノレールの３両化事業は喫緊の課題でもあ
り、当初陸上自衛隊が利用する予定のあった場所を車
両基地とすることの同意を得ることができたため場所
が決定したとの答弁がありました。
　そのほか、国道整備事業と車両基地事業のスケ
ジュール、モノレール事業が優先されることによる既
存の道路整備事業の遅れへの対応、今回諮問された対
象事業の範囲などについて質疑がありました。
　採決の結果、諮問第１号については、全会一致をもっ
て本件に異議がないものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。

　これより諮問第１号を採決いたします。
　本件に関する委員長の報告は、本件に異議はない旨
答申すべきというものであります。
　お諮りいたします。
　本件は、委員長の報告のとおり決定することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、諮問第１号は、委員長の報告のとおり決定
いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第９　甲第７号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第７号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第７号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算
（第10号）」は、新型コロナウイルス感染症に係る対
策の実施に要する経費について、補正予算を編成する
ものである。
　補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ20億8240万
円で、補正後の改予算額は、8948億6571万6000円
である。
　歳入の内容は、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金の国庫支出金及び令和元年度決算剰余
金の繰越金である。
　歳出の内容は、12月14日に発出した、営業時間短
縮の要請に協力いただいた事業者に対する感染拡大防
止協力金に要する経費であるとの説明がありました。
　本案に関し、国の予算との関係で全県的な実施は検
討できなかったのか、また、どのような理由で対象地
域を那覇市等の３市に限定したのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、今回の協力要請枠は、対象エリアや業
種について事前に国と協議をしながら予算額が決定さ
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れたものであり、最初から決まった金額に応じてエリ
ア等を決定したわけではない。対象エリアについては、
営業時間の短縮を求める厳しい内容であるため、経済
団体からできるだけ対象を絞り効果的に実施してほし
いとの意見等もあり、飲食関係で感染が広がっている
状況と、発生率が高い地域についてデータを基に対象
を絞った結果、当該３市に決定したものであるとの答
弁がありました。
　次に、今回の時短要請に係る協力金の対象は飲食業
であるが、その飲食業へ食材等を供給する関連業者等
への支援についてはどう考えているのかとの質疑があ
りました。
　これに対し、飲食業以外の業者等に関しては、県内
外の企業や団体における県産品の共同購入事業の実
施、テークアウトやデリバリー、Ｅコマース等の情報
を集約した特設サイト「まいにちに。おきなわ」の開
設等の取組のほか、12月29日からプレミアムつきクー
ポン券の発行により地域事業者の需要喚起を図る事業
を予定するなど、総合的な事業を展開する中で関連業
者等の事業継続や雇用の維持を支援していきたいとの
答弁がありました。
　�そのほか、営業時間短縮に協力したことの証明方
法、今回の措置に関する医師会の意見内容、営業時間
短縮要請に係る協力金の周知方法などについて質疑が
ありました。
��採決の結果、甲第７号議案は全会一致をもって原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第７号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第７号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第10　甲第２号議案を議

題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました甲第２号議案の予算議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、商工労働部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第２号議案「令和２年度沖縄県国際物流拠点産業
集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）」は、
地方自治法第214条の規定に基づき債務負担行為の追
加を行うものである。
　主な内容は、沖縄国際物流拠点産業集積地域那覇地
区指定管理料で、期間は令和３年度から令和７年度ま
で、限度額は４億7484万円であるとの説明がありま
した。
　本案に関し、国際物流拠点産業集積地域那覇地区特
別会計の収支はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、令和元年度の歳入決算額は７億2929
万7000円、歳出決算額が３億9859万9000円で、
３億3069万8000円の黒字になっているとの答弁があ
りました。
　次に、行政改革による財源抑制のため、前回よりも
指定管理料を切り下げて公募をかけるということが続
いていたようだが、現状はどうなっているかとの質疑
がありました。
　これに対し、指定管理料の算定については、過去４
年間の指定管理の実績をベースにそれプラス過去５年
間の人件費、最低賃金の伸び率を掛け合わせて算出し
ており、例年基本的には上がってきている。
　また、指定管理料の妥当性については、毎年指定管
理者から報告を受けている収支決算は、過去３年間で
見ると数十万程度の事業収支の黒字があるとの答弁が
ありました。
　採決の結果、甲第２号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
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まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第11　甲第３号議案及び
甲第４号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました甲第３号議案及び甲第４号議案の予算議案
２件について、以下、委員会における審査の経過及び
結果を御報告申し上げます。
��委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
��審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、甲第３号議案「令和２年度沖縄県中城湾港マ
リン・タウン特別会計補正予算（第１号）」は、大型
ＭＩＣＥ施設関連の宿泊施設用地としてゾーニングさ
れている住宅用地における不法投棄等への対策として
設置するフェンスについて、住民からのフェンス設置
追加要望に係る調整や設置条件検討及び資材の調達に
時間を要するため、繰越明許費7707万円の追加を行
うものであるとの説明がありました。
��本案に関し、海側にあるテトラポットに侵入する人
がいて危険であるため、地元住民からフェンスを設置
してほしいとの要望があるが対策はどうなっている
か、また、このフェンスを設置することによる住民へ
の影響があるのかとの質疑がありました。
��これに対し、侵入防止のフェンスを海側に延ばして

テトラポットのところには行けないような対策を検討
したい、また、フェンスを設置することにより、これ
まで使用していた道路も通行できなくなる予定である
との答弁がありました。
　次に、甲第４号議案「令和２年度沖縄県中城湾港（泡
瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１
号）」は、国及び沖縄県が埋め立てた土地のうち、沖
縄市へ譲渡する土地については必要となる地盤改良を
県が行うこととなっており、地盤改良の程度について
沖縄市との調整に不測の時間を要していることから、
今年度予定している検討業務の所要期間を確保するた
め、繰越明許費4000万円の追加を行うものであると
の説明がありました。
��本案に関し、なぜ県がそのまま譲渡せずに地盤改良
をやらなければいけないのか、また、地盤改良の事業
費が膨らんで、県の財政負担にならないかとの質疑が
ありました。
��これに対し、地域開発事業債等の取扱いに係る通知
文に基づき、臨海部土地造成事業においては、県が用
地を取得し、何らかの造成等を行わずに、他に転売す
るような場合には、原則として起債事業の対象となら
ないことから、県が地盤改良を行うことになる。また、
地盤改良にかかる経費については、沖縄市に売却する
土地の単価に上乗せされるとの答弁がありました。
��そのほか、土地利用計画の概要、埋立ての進捗状況
及び完了時期などについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第３号議案及び甲第４号議案の予算
議案２件については、全会一致をもって原案のとおり
可決すべきものと決定いたしました。
��以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第３号議案及び甲第４号議案を一括して
採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第３号議案及び甲第４号議案は、原案の
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とおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第12　議員提出
議案第２号　王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長
の発言に対する意見書及び日程第13　議員提出議案
第３号　王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発
言に対する抗議決議を一括議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議員提出議案第２号及び第３号　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　ただいま議題となりました議員提
出議案第２号及び同第３号の２件につきましては、
12月15日に開催した総務企画委員会の委員により協
議した結果、議員提出議案として提出することに意見
の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を
御説明申し上げます。
　提案理由は、王毅中華人民共和国国務委員兼外交部
長の発言について関係要路に要請するためでありま
す。
��次に、議員提出議案第２号を朗読いたします。
　　　〔�王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発

言に対する意見書朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容の前半部分は
意見書と同じであるため、意見書と異なる後半部分の
みを朗読いたします。
　　　〔�王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発

言に対する抗議決議の後半部分朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第２号
及び第３号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。

　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第２号
「王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言に対
する意見書」及び議員提出議案第３号「王毅中華人民
共和国国務委員兼外交部長の発言に対する抗議決議」
の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、議員提出議案第２号及び議員提出議案第３
号は、原案のとおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第14　議員提出議案第４
号　教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の国
庫負担割合を２分の１に復元することを求める意見書
を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　末松文信君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議員提出議案第４号　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　ただいま議題となりました議員提
出議案第４号につきましては、文教厚生委員会の委員
等により協議した結果、議員提出議案として提出する
ことに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して
提案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、教職員定数改善及び義務教育費国庫負
担制度の国庫負担割合を２分の１に復元することにつ
いて関係要路に要請するためであります。
　議員提出議案第４号を朗読いたします。
　　　〔�教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度

の国庫負担割合を２分の１に復元することを
求める意見書朗読〕

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
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　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第４号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第４号
「教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の国庫
負担割合を２分の１に復元することを求める意見書」
を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、議員提出議案第４号は、原案のとおり可決
されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第15　議員提出
議案第５号　米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める意
見書及び日程第16　議員提出議案第６号　米軍人に
対し綱紀粛正の徹底を求める抗議決議を一括議題とい
たします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　照屋守之君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議員提出議案第５号及び第６号　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　ただいま議題となりました議員提
出議案第５号及び同第６号の２件につきまして、12
月17日に開催した米軍基地関係特別委員会の委員に
より協議した結果、議員提出議案として提出すること
に意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案
理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、米軍人に対し綱紀粛正の徹底について
関係要路に要請するためであります。
　次に、議員提出議案第５号を朗読いたします。
　　　〔�米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める意見書

朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同

じでありますので、宛先だけを申し上げます。
　　　〔�米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める抗議決

議の宛先朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第５号
及び第６号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第５号
「米軍人に対し綱紀粛正の徹底を求める意見書」及び
議員提出議案第６号「米軍人に対し綱紀粛正の徹底を
求める抗議決議」の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、議員提出議案第５号及び議員提出議案第６
号は、原案のとおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第17　請願１件及び陳情
１件を議題といたします。
　請願及び陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました請願１件及び陳情１件につきましては、慎
重に審査いたしました結果、審査報告書のとおり処理
すべきものと決定いたしました。
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　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております請願１件及
び陳情１件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　請願及び陳情は、委員長の報告のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願１件及び陳情１件は、委員
長の報告のとおり決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第18　請願１件及び陳情
１件を議題といたします。
　請願及び陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
　　　午後０時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文教厚生委員長（末松文信君）　失礼しました。
　ただいま議題となりました請願１件及び陳情１件に
つきましては、慎重に審査いたしました結果、審査報
告書のとおり決すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております請願１件及
び陳情１件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。

　請願及び陳情は、委員長の報告のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願１件及び陳情１件は、委員
長の報告のとおり決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第19　陳情３件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長照屋守之君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔米軍基地関係特別委員長　照屋守之君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長（照屋守之君）　ただいま
議題となりました陳情３件につきましては、慎重に審
査いたしました結果、審査報告書のとおり処理すべき
ものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情３件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情３件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第20　陳情１件を議題と
いたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長中川
京貴君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔�新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員
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長　中川京貴君登壇〕
○新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長（中
川京貴君）　ただいま議題となりました陳情１件につ
きましては、慎重に審査いたしました結果、審査報告
書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第21　議員派遣の件を議
題といたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　お諮りいたします。
　本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり、
議員を九州各県議会議員交流セミナーへ派遣すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第22　閉会中の継続審査
の件を議題といたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　各常任委員長、議会運営委員
長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定に
よりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中
の継続審査の申出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　本日をもって今期定例会は閉会となり、本年の議会
活動も全て終わることになります。
　さて、去る６月の一般選挙から６か月の月日が流れ、
今年もあと10日を残すのみとなりました。
　この１年の本県議会の活動を顧みますと、４回の定
例会と３回の臨時会が開催され、年間を通しての会期
日程の合計は132日でありました。
　特に、今年は100年に一度の事象とも言われる新型
コロナウイルス感染症の拡大により、県経済や県民生
活を一変させるこれまでに経験したことのない激動の
年となりました。
　このような危機的状況を打開するため、本県議会は、
３月と５月の２度にわたり国に対し、「新型コロナ感
染症対策に係る意見書」を提出するとともに、今期定
例会までに10次に及ぶ補正予算を可決し、県民の安
心・安全な生活を確保するため取り組んでまいりまし
た。
　また、さらなる感染拡大防止対策の一助とするため、
５月の臨時会においては、議員報酬の一部を減額する
条例を全会一致で制定したところであります。
　その間、県政の課題解決に向け、３月には首里城の
早期復元と総合的な復興の推進を求める意見書及び北
部基幹病院の早期整備に関する決議を、改選後の初議
会となった６月定例会においては、新たな過疎対策法
「過疎地域持続的発展支援特別措置法（仮称）」に関
する意見書及び尖閣諸島周辺海域における本県漁業者
及び宮古・八重山地域住民をはじめとする県民の生命・
安全並びに領土・領海を守る立場から、尖閣諸島周辺
海域での中国公船による漁船追尾等に関する意見書
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を、また、本日、王毅中華人民共和国国務委員兼外交
部長の発言に対する意見書及び同抗議決議を可決し、
県民の意思を強く内外に発信するとともに、新沖縄振
興・公共交通ネットワーク特別委員会を設置し、令和
４年３月末に期限を迎える沖縄21世紀ビジョン基本
計画の次なる新たな沖縄振興計画の策定に向けた議論
をスタートさせました。
　その一方で、米軍基地から派生する事件・事故は
後を絶たず、年明け早々の１月には米海軍ＭＨ60ヘ
リコプター墜落事故、２月には米軍ＦＡ18戦闘攻撃
機部品落下事故及び米軍ＣＨ53Ｅ大型輸送ヘリコプ
ターからの構造物落下事故、さらに４月に入ってから
も普天間飛行場からの泡消火剤流出・飛散事故などが
頻発しました。
　そのため、相次ぐこのような事故に対し、県民の生
命財産を守る立場から、その都度意見書・抗議決議を
可決してまいりました。
　このように議員各位が県民の福祉の向上を図るべ
く、県政の様々な課題の解決に向け、活発な議論や政
策提言などを行ったことは、県民から高い評価と支持

を得たものと確信する次第であります。
　新型コロナウイルス感染症の終息がいまだ見通せな
い中、普天間飛行場をはじめとする米軍基地問題、県
経済の振興並びに子供の貧困対策等、県政の重要課題
についてはなお年を越すことになりましたが、今後と
も議員各位の英知を結集して諸課題の解決に向け、県
民を代表する機関として県民の負託に応えて邁進して
まいりたいと思います。
　終わりに、令和２年の議会活動を閉じるに当たり、
円滑な議会運営に関し議長への御協力を賜りましたこ
とを心から感謝申し上げますとともに、新しい年にお
いても議員各位が健康に留意され、県勢発展のためな
お一層活躍されんことを願うものであります。
　なお、本年及び今期定例会における議会活動状況は、
後ほど文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和２年第７回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後０時25分閉会
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